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論 文 要 旨

　

論
文
要
旨 

（【　

】
内
は
キ
ー
ワ
ー
ド
）　

布
衣
始
に
つ
い
て

近
藤　

好
和

　

本
稿
は
、
こ
れ
ま
で
研
究
の
な
か
っ
た
天
皇
装
束
か
ら
上
皇
装
束
へ
移
行
す
る
転
換
点

と
な
る
布
衣
始
（
ほ
う
い
は
じ
め
）
と
い
う
儀
礼
の
実
態
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

第
一
章
で
は
、
布
衣
始
考
察
の
前
提
と
な
る
天
皇
装
束
と
上
皇
装
束
の
相
違
を
ま
と
め

た
。
公
家
男
子
装
束
は
必
ず
冠
か
烏
帽
子
を
被
り
、
冠
対
応
装
束
と
烏
帽
子
対
応
装
束
に

分
類
で
き
る
。
天
皇
は
冠
し
か
被
ら
ず
、
冠
対
応
装
束
の
う
ち
束
帯
と
引
直
衣
と
い
う
特

殊
な
冠
直
衣
だ
け
を
着
用
し
た
。
一
方
、
上
皇
は
臣
下
と
同
様
に
烏
帽
子
対
応
装
束
も
着

用
し
た
。
か
か
る
烏
帽
子
対
応
装
束
の
代
表
が
布
衣
（
狩
衣
）
で
あ
り
、
布
衣
始
と
は
、

天
皇
譲
位
後
初
め
て
烏
帽
子
狩
衣
を
着
用
す
る
儀
礼
で
あ
る
。

　

つ
い
で
宇
多
か
ら
正
親
町
ま
で
（
一
部
近
世
を
含
む
）
の
う
ち
上
皇
だ
け
を
対
象
と
し

て
、
古
記
録
を
中
心
と
す
る
諸
文
献
か
ら
布
衣
始
や
そ
れ
に
関
連
す
る
記
事
を
抜
き
出
し
、

第
二
章
平
安
時
代
（
宇
多
〜
安
徳
）、
第
三
章
鎌
倉
時
代
（
後
鳥
羽
〜
光
厳
）、
第
四
章
南

北
朝
時
代
以
降
（
後
醍
醐
〜
正
親
町
）
の
各
時
代
順
・
各
上
皇
順
に
整
理
し
て
、
布
衣
始

の
実
態
を
追
っ
た
。

　

天
皇
装
束
と
上
皇
装
束
の
相
違
は
摂
関
期
か
ら
認
識
さ
れ
て
い
た
が
、
上
皇
が
布
衣
を

着
用
す
る
と
い
う
行
為
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
高
倉
・
後
白
河
か
ら
で
あ
り
、

そ
れ
が
布
衣
始
と
い
う
儀
礼
と
し
て
完
成
し
、
天
皇
退
位
儀
礼
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
鎌
倉
時
代
、
特
に
後
嵯
峨
以
降
で
あ
る
。
さ
ら
に
南
北
朝
時
代

に
は
北
朝
に
継
承
さ
れ
、
室
町
時
代
に
は
異
例
が
多
く
な
り
、
上
皇
の
い
な
い
戦
国
時
代

を
経
て
、
江
戸
時
代
で
復
活
す
る
と
い
う
流
れ
が
わ
か
っ
た
。

　

最
後
に
、
布
衣
始
が
院
伝
奏
や
院
評
定
制
と
い
っ
た
院
政
を
運
営
す
る
制
度
と
同
じ
く

後
嵯
峨
朝
で
完
成
し
た
点
に
注
目
し
、
布
衣
始
の
成
立
と
定
着
も
か
か
る
流
れ
の
一
環
と

し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
、
布
衣
始
が
伝
奏
や
評
定
が
行
わ
れ
た
院
政
の
中
心
的
場
で

あ
る
仙
洞
弘
御
所
で
行
わ
れ
た
こ
と
か
ら
、
布
衣
始
は
院
政
開
始
儀
礼
で
あ
り
、
布
衣
と

い
う
装
束
を
媒
介
と
し
て
天
皇
の
王
権
か
ら
上
皇
（「
治
天
の
君
」）
と
い
う
新
た
な
王
権

へ
の
移
行
を
可
視
的
に
提
示
す
る
儀
礼
で
あ
っ
た
と
い
う
見
通
し
を
述
べ
た
。

【
天
皇　

上
皇　

天
皇
装
束　

上
皇
装
束　

烏
帽
子　

布
衣
（
狩
衣
）　

院
政　

王
権
】

ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ビ
ゴ
ー
と
明
治
中
期
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会

│
在
日
フ
ラ
ン
ス
人
に
お
け
る
反
教
権
主
義
に
つ
い
て

山
梨　
　

淳

　

本
論
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
画
家
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ビ
ゴ
ー
が
、
滞
日
中
に
発
表
し
た
反
教
権

的
諷
刺
画
を
取
り
上
げ
る
。
ビ
ゴ
ー
の
諷
刺
画
は
明
治
日
本
の
社
会
や
風
俗
を
鋭
く
描
い

た
作
品
と
し
て
現
在
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
彼
が
同
国
人
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
宣
教
師

や
修
道
士
に
対
し
て
諷
刺
を
行
っ
て
い
た
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
は
い
な
い
。
本
論
は
、

ビ
ゴ
ー
の
雑
誌
『
ト
バ
エ
』（
第
二
期
、
第
四
一
号
、
一
八
八
八
年
）
に
掲
載
さ
れ
た
マ

リ
ア
会
に
対
す
る
諷
刺
画
と
、『
ル
・
ポ
タ
ン
』（
第
二
期
、
第
二
号
│
六
号
、
一
八
九
二

年
）
に
掲
載
さ
れ
た
フ
ェ
リ
ク
ス
・
エ
ヴ
ラ
ー
ル
神
父
（
パ
リ
外
国
宣
教
会
）
の
諷
刺
画

を
研
究
対
象
に
取
り
上
げ
、
こ
れ
ら
の
作
品
の
制
作
動
機
、
内
容
、
受
容
状
況
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

　

第
三
共
和
政
下
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
二
十
世
紀
初
頭
に
至
る
ま
で
、
反
教
権
政
策
を
取

る
共
和
政
政
府
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
間
で
緊
張
関
係
が
高
ま
っ
て
い
た
が
、
日
本
の
外

国
人
居
留
地
で
も
、
在
日
フ
ラ
ン
ス
人
の
反
教
権
的
な
動
き
が
表
面
化
す
る
こ
と
が
あ
っ

た
。
す
で
に
ビ
ゴ
ー
の
来
日
前
、
横
浜
の
フ
ラ
ン
ス
語
新
聞
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
に

対
し
て
愛
国
心
の
欠
如
を
理
由
に
批
判
を
展
開
し
て
い
た
が
、
ビ
ゴ
ー
の
反
教
権
的
諷
刺

画
も
フ
ラ
ン
ス
人
聖
職
者
を
反
フ
ラ
ン
ス
的
、
反
共
和
主
義
的
な
存
在
と
み
な
し
て
、
批

判
を
試
み
た
も
の
で
あ
っ
た
。『
ル
・
ポ
タ
ン
』
に
お
い
て
、
ビ
ゴ
ー
は
フ
ラ
ン
ス
の
在

日
公
使
館
の
通
訳
官
で
あ
っ
た
エ
ヴ
ラ
ー
ル
神
父
を
諷
刺
し
た
が
、
こ
の
作
品
は
彼
を
重

用
す
る
公
使
館
を
同
時
に
批
判
す
る
も
の
で
も
あ
り
、
彼
ら
が
共
和
政
フ
ラ
ン
ス
の
外
交

官
で
あ
り
な
が
ら
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
影
響
下
に
お
か
れ
て
い
る
点
に
向
け
て
、
批
判

が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
ビ
ゴ
ー
の
作
品
は
、
批
判
対
象
と
な
っ
た
教
会
関
係
者
や

フ
ラ
ン
ス
公
使
館
に
は
、
根
拠
の
な
い
批
判
と
し
て
反
感
を
も
っ
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い

た
。
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本
論
は
、
ビ
ゴ
ー
の
反
教
権
主
義
者
と
し
て
の
一
面
に
光
を
照
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

従
来
と
は
異
な
っ
た
ビ
ゴ
ー
像
の
提
示
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

【
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ビ
ゴ
ー　

諷
刺
画　

反
教
権
主
義　

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会　

マ
リ
ア
会　

パ
リ
外
国
宣
教
会　

フ
ェ
リ
ク
ス
・
エ
ヴ
ラ
ー
ル　

政
教
分
離　

外
国
人
居
留
地　
『
仏

文
雑
誌
』】蔣

介
石
の
人
格
形
成
と
日
本

黄　
　

自
進

　

蔣
介
石
は
生
涯
に
わ
た
っ
て
、
自
分
の
成
長
経
験
を
取
り
上
げ
、
国
民
を
激
励
す
る
講

演
あ
る
い
は
訓
示
を
行
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
、
母
の
教
訓
と

新
潟
県
高
田
連
隊
で
の
軍
人
生
活
で
あ
っ
た
。
八
歳
の
時
に
父
を
失
っ
た
蔣
介
石
に
は
、

い
わ
ゆ
る
家
庭
教
育
が
当
然
母
の
教
訓
し
か
な
か
っ
た
。
高
田
連
隊
の
軍
人
生
活
が
母
の

教
訓
と
肩
を
並
べ
て
論
じ
ら
れ
た
こ
と
は
、
彼
の
生
涯
に
日
本
で
の
留
学
経
験
が
い
か
な

る
ウ
エ
ー
ト
を
占
め
て
い
た
の
か
を
窺
わ
せ
よ
う
。

　

こ
う
し
た
認
識
に
鑑
み
て
、
蔣
介
石
の
日
本
留
学
経
験
、
さ
ら
に
そ
の
後
の
五
回
の
来

日
経
験
を
合
わ
せ
て
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
青
年
期
か
ら
壮
年
期
に
至
る
ま
で
の
彼
の

人
格
形
成
に
お
け
る
日
本
の
位
置
づ
け
を
次
の
よ
う
に
明
ら
か
に
し
た
。
す
な
わ
ち
、
日

本
は
青
春
期
の
彼
を
啓
発
し
た
場
所
で
あ
り
、
ま
た
、
壮
年
期
の
彼
に
勇
気
を
与
え
、
革

命
再
起
の
活
力
を
齎
し
た
場
所
で
あ
る
。
こ
う
し
た
個
人
の
経
験
か
ら
、
彼
は
中
国
が
日

本
の
近
代
化
経
験
を
手
本
と
し
て
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
同

時
に
、
彼
が
同
胞
に
対
し
て
、
日
本
に
学
ぶ
よ
う
に
と
呼
び
か
け
る
動
機
と
も
な
っ
た
。

【
蔣
介
石　

日
本　

近
代
日
中
関
係　

人
格
形
成
】

伊
勢
斎
宮
の
選
定
に
関
す
る
小
考

板
倉　

則
衣

　

伊
勢
斎
宮
は
、
天
皇
の
即
位
ご
と
に
天
皇
の
皇
女
（
内
親
王
）
ま
た
は
女
王
が
選
ば
れ
、

伊
勢
神
宮
に
奉
仕
し
た
。
こ
う
し
た
斎
宮
制
度
は
、
天
武
天
皇
の
大
来
皇
女
が
は
じ
ま
り

と
さ
れ
、
中
断
さ
れ
る
時
期
は
あ
る
が
、
後
醍
醐
天
皇
の
祥
子
内
親
王
ま
で
の
六
六
一
年

間
続
け
ら
れ
た
。

　

斎
宮
の
研
究
は
、
従
来
、
斎
宮
寮
の
成
立
と
い
っ
た
制
度
的
な
側
面
か
ら
進
め
ら
れ
て

き
た
が
、
考
古
学
の
発
掘
調
査
や
文
献
の
側
面
か
ら
、
斎
宮
の
政
庁
・
居
住
地
・
生
活
様

式
な
ど
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

　

斎
宮
の
本
質
を
検
討
す
る
た
め
に
も
斎
宮
に
選
定
さ
れ
た
皇
女
ま
た
は
女
王
に
つ
い
て

検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
斎
宮
は
、
卜
定
と
い
う
儀
式
に
よ
っ
て

選
定
さ
れ
た
が
、
卜
定
と
い
う
儀
式
は
、
人
為
的
に
選
定
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

な
ぜ
斎
宮
が
意
図
的
に
選
定
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
。
本
稿
で
は
、
平
安
時
代
を
中

心
と
し
て
伊
勢
斎
宮
に
選
定
さ
れ
た
皇
女
ま
た
は
女
王
の
特
色
ま
た
は
傾
向
を
検
討
す
る
。

　

第
一
に
、
時
代
別
に
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
斎
宮
の
選
定
に
政
治
的
な
反
映
が
あ

っ
た
の
か
、
ま
た
は
、
斎
宮
に
な
る
候
補
者
が
限
定
さ
れ
た
た
め
に
政
治
的
な
意
図
が
な

か
っ
た
か
と
い
っ
た
点
を
考
察
す
る
。
対
象
と
す
る
時
代
は
、
平
安
時
代
を
中
心
と
す
る
。

こ
の
時
代
に
は
斎
宮
制
度
の
完
成
が
見
ら
れ
る
一
方
、
類
似
す
る
制
度
で
あ
る
賀
茂
斎
院

が
開
始
さ
れ
て
、
斎
宮
の
存
り
方
が
大
き
く
変
化
す
る
か
ら
で
あ
る
。
平
安
時
代
以
前

（
天
武
天
皇
か
ら
光
仁
天
皇
ま
で
）、
平
安
時
代
初
期
（
桓
武
天
皇
か
ら
文
徳
天
皇
ま
で
）、

平
安
時
代
中
期
（
清
和
天
皇
か
ら
村
上
天
皇
ま
で
）、
平
安
時
代
後
期
（
冷
泉
天
皇
か
ら

後
冷
泉
天
皇
ま
で
）
の
四
つ
の
時
期
に
区
分
す
る
。

　

第
二
に
、
斎
宮
に
選
定
さ
れ
た
皇
女
ま
た
は
女
王
を
六
点
の
側
面
（
①
天
皇
と
斎
宮
の

血
縁
関
係
、
②
斎
宮
の
出
生
順
、
③
斎
宮
の
選
定
時
の
年
齢
、
④
斎
宮
の
母
親
の
族
姓
と

身
位
、
⑤
斎
宮
の
同
母
兄
弟
、
⑥
斎
宮
の
外
祖
父
）
か
ら
相
対
的
に
検
討
す
る
。

　

以
上
の
点
を
踏
ま
え
、
斎
宮
に
選
定
さ
れ
た
皇
女
ま
た
は
女
王
の
特
色
を
解
明
す
る
こ

と
に
よ
り
斎
宮
の
新
た
な
一
側
面
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

【
伊
勢
斎
宮　

賀
茂
斎
院　

皇
子
女　

平
安
時
代　

大
来
皇
女　

藤
原
氏
北
家　

卜
定　

伊
勢
神
宮
】

再
布
置
さ
れ
る
文
体
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー

│
正
史
と
戯
作
の
変
体
漢
文

佐
藤　

一
樹

　

日
本
人
に
と
っ
て
、
修
辞
、
典
故
を
踏
ま
え
た
正
統
的
漢
文
を
書
く
の
は
、
実
際
の
と
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こ
ろ
、
容
易
な
こ
と
で
は
な
く
、
明
治
初
年
代
、
中
等
教
育
か
ら
漢
作
文
を
排
除
す
る
井

上
毅
の
方
針
は
、
教
育
関
係
者
に
す
ん
な
り
と
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
長

年
に
わ
た
り
文
体
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
頂
点
に
君
臨
し
て
い
た
漢
文
が
、
た
ん
な
る
教
育
課

程
の
再
編
だ
け
で
、
文
化
的
、
社
会
的
役
割
が
一
挙
に
変
化
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
本
稿

で
は
、
政
府
が
力
を
入
れ
た
正
史
編
纂
事
業
の
成
果
で
あ
る
『
稿
本
国
史
眼
』、
お
よ
び

漢
文
体
著
作
の
最
後
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
で
あ
る
漢
文
戯
作
『
東
京
新
繁
昌
記
』
を
取
り
上

げ
、
明
治
前
・
中
期
の
退
潮
期
に
、
漢
文
体
著
作
が
ど
う
変
貌
し
て
い
っ
た
か
を
検
証
す

る
。

　

正
史
の
編
纂
に
あ
た
っ
た
重
野
安
繹
、
久
米
邦
武
ら
は
、
井
上
毅
ら
か
ら
批
判
さ
れ
な

が
ら
も
あ
く
ま
で
正
史
の
伝
統
を
踏
ま
え
、
漢
文
体
で
記
述
す
る
姿
勢
を
貫
こ
う
と
し
た

が
、
そ
の
一
方
で
彼
ら
は
、
水
戸
藩
の
『
大
日
本
史
』
の
論
説
体
と
一
線
を
画
す
、
考
証

史
学
に
ふ
さ
わ
し
い
新
た
な
文
体
を
模
索
す
る
必
要
性
を
感
じ
、
行
き
着
い
た
の
が
記
事

体
の
漢
文
だ
っ
た
。
稗
史
・
小
説
や
戯
作
の
文
体
で
あ
る
記
事
体
は
、
序
跋
や
碑
文
、
伝

な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
文
体
の
中
で
は
低
い
位
置
づ
け
だ
っ
た
の
だ
が
、
西
洋
の
生
き
生
き
と

し
た
叙
事
的
歴
史
に
惹
か
れ
た
彼
ら
が
、
そ
う
し
た
旧
来
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に
と
ら
わ
れ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

た
だ
、
漢
文
戯
作
が
多
く
の
読
者
を
得
た
の
は
、
平
明
な
記
事
体
漢
文
の
た
め
だ
け
で

は
な
か
っ
た
。『
東
京
新
繁
昌
記
』
の
著
者
服
部
誠
一
は
、
新
た
な
造
語
を
数
多
く
作
り

出
す
こ
と
で
、
文
明
開
化
の
東
京
を
活
写
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
そ
れ
に
た
い
し
、

正
史
の
ほ
う
は
漢
文
戯
作
と
お
な
じ
、
修
辞
、
典
故
に
と
ら
わ
れ
な
い
記
事
体
を
選
択
し

た
も
の
の
、
大
胆
な
造
語
や
傍
訓
を
取
り
入
れ
る
こ
と
ま
で
は
で
き
ず
、
結
果
と
し
て
本

来
の
意
図
に
反
し
、
無
味
乾
燥
で
そ
っ
け
な
い
叙
述
に
終
始
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
る
。
両
者
は
、
終
局
を
迎
え
つ
つ
あ
っ
た
漢
文
叙
述
の
可
能
性
と
混
乱
を
示
し

て
い
る
と
言
え
よ
う
。

【
稿
本
国
史
眼　

東
京
新
繁
昌
記　

正
史
編
纂　

漢
文
戯
作　

変
体
漢
文　

記
事
体
】

江
戸
川
乱
歩
、
眼
の
戦
慄

│
小
説
表
現
の
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
め
ぐ
っ
て

鈴
木　

貞
美

　

日
本
の
一
九
二
〇
年
代
、
三
〇
年
代
に
お
け
る
（
狭
義
の
）
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
藝
の
ヴ
ィ

ジ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
（
視
覚
性
）
は
、
絵
画
、
写
真
、
ま
た
演
劇
等
の
映
像
だ
け
で
は
な
く
、

映
画
の
動
く
映
像
技
法
と
密
接
に
関
係
す
る
。
江
戸
川
乱
歩
の
探
偵
小
説
は
、
視
覚
像
の

喚
起
力
に
富
む
こ
と
、
ま
た
視
覚
像
の
ト
リ
ッ
ク
を
意
識
的
に
用
い
る
な
ど
視
覚
と
の
か

か
わ
り
が
強
い
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
は
、
江
戸
川
乱
歩
の
小
説
作

品
群
の
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
、
と
く
に
映
画
の
表
現
技
法
と
の
関
係
を
考
察
す
る
が
、

乱
歩
が
探
偵
小
説
を
書
き
は
じ
め
る
時
期
に
強
く
影
響
を
う
け
た
谷
崎
潤
一
郎
の
小
説
群

に
は
、
映
画
的
表
現
技
法
の
導
入
が
明
確
で
あ
り
、
そ
れ
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
江
戸
川

乱
歩
に
お
け
る
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、

日
本
の
文
藝
に
お
け
る
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
概
念
と
「
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
」
概
念
、
そ

し
て
、
そ
の
関
係
の
再
検
討
を
試
み
た
い
。

【
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー　

視
覚
像　

映
画
的
表
現
技
法　

モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
藝　

探
偵
小

説　

江
戸
川
乱
歩　

谷
崎
潤
一
郎
】





図１　烏帽子狩衣姿・金沢貞顕画像（称名寺蔵・神奈川県立金沢
文庫保管）
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布衣始について

布
衣
始
に
つ
い
て

近　

藤　

好　

和

は
じ
め
に

　

筆
者
は
こ
れ
ま
で
装
束
の
可
視
的
身
分
標
識
と
し
て
の
機
能
を
強
調
し
、
特

に
そ
の
機
能
を
も
っ
と
も
体
現
し
て
い
る
の
が
天
皇
装
束
で
あ
る
こ
と
を
論
じ

た
（
1
）。
そ
の
こ
と
を
証
明
す
る
の
が
、
天
皇
装
束
と
上
皇
装
束
が
峻
別
さ
れ
て
い

る
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
、
天
皇
装
束
か
ら
上
皇
装
束
へ
移
行
す
る
転
換
点
と

な
る
の
が
布
衣
始
（
院
布
衣
始
と
も
）
と
い
う
儀
礼
で
あ
る
（
2
）。

　

布
衣
と
は
狩
衣
の
別
称
で
あ
り
、
布
衣
始
と
は
上
皇
が
は
じ
め
て
烏
帽
子
狩

衣
（
図
１
）
を
着
用
す
る
儀
礼
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
洞
院
実
熙
の

『
名
目
抄
』「
院
中
編
（
3
）」
に
「
太
上
皇
尊
号
之
後
、
始
テ

令
レ

着
二

御
烏
帽
子
一

云

也
」
と
あ
り
、
そ
の
注
釈
書
で
あ
る
速
水
房
常
の
『
禁
中
方
名
目
抄
校
註
（
4
）』
に

も
「
院
ノ
御
所
、
脱
屣
ノ
後
、
始
テ
狩
衣
ヲ
着
御
也
、
則
布
衣
始
御
式
有
」
と

み
え
る
。
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布
衣
始
は
い
わ
ば
天
皇
退
位
儀
礼
の
ひ
と
つ
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で

き
る
が
、
管
見
で
は
こ
れ
ま
で
研
究
も
な
く
、
宮
内
庁
書
陵
部
編
『
皇
室
制
度

史
料　
太
上
天
皇
』
一
〜
三
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
〜
一
九
八
〇
年
）
で
も

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
辞
書
類
を
み
て
も
立
項
さ
れ
て
い
な
い
も

の
も
あ
り
、
立
項
さ
れ
て
い
て
も
そ
の
解
説
は
不
十
分
な
も
の
が
多
い
（
5
）。

本
稿

の
目
的
は
、
か
か
る
現
状
を
ふ
ま
え
、
布
衣
始
と
い
う
儀
礼
の
掘
り
起
こ
し
に

あ
る
。

　

な
お
、
布
衣
始
の
訓
読
は
「
ほ
う
い
は
じ
め
」
と
「
ほ
い
は
じ
め
」
の
両
方

が
あ
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
布
衣
を
「
ほ
う
い
」
と
「
ほ
い
」
の
ど
ち
ら
に
訓
読

す
る
か
の
相
違
で
あ
る
。
し
か
し
、
源
雅
亮
の
『
満
佐
須
計
装
束
抄
』
巻
二

「
布
衣
事
（
6
）」

に
は
「
ほ
う
ゐ
」
と
あ
り
、『
名
目
抄
』「
衣
服
編
」
で
も
「
布

衣
」
に
「
ホ
ウ
イ
」
の
仮
名
を
振
り
（
7
）、

前
掲
「
院
中
編
」
で
は
布
衣
始
の
仮
名

は
「
ホ
ウ
イ
ハ
ジ
メ
」
で
あ
る
（
8
）。『

満
佐
須
計
装
束
抄
』
は
『
仮
名
装
束
抄
』

と
も
い
う
仮
名
で
記
さ
れ
た
装
束
の
故
実
書
で
あ
り
、『
名
目
抄
』
は
序
文
に

よ
れ
ば
公
家
関
係
諸
用
語
の
訓
読
を
記
録
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
た
め
、

両
書
で
「
ほ
う
い
」
と
み
え
る
点
は
重
要
で
あ
り
、
本
稿
で
は
布
衣
は
「
ほ
う

い
」、
布
衣
始
は
「
ほ
う
い
は
じ
め
」
の
訓
読
に
従
う
。

一
、
天
皇
装
束
と
上
皇
装
束

　

布
衣
始
を
考
え
る
前
提
と
し
て
、
天
皇
装
束
と
上
皇
装
束
の
相
違
に
つ
い
て

必
要
な
部
分
を
あ
ら
た
め
て
記
し
て
お
く
。

　

律
令
制
下
の
公
服
を
基
礎
と
し
、
十
世
紀
を
境
に
男
女
の
装
束
（
公
家
装

束
）
が
成
立
す
る
。
そ
の
う
ち
男
子
装
束
に
は
、
束
帯
・
布
袴
・
衣
冠
・
直

衣
・
狩
衣
・
小
直
衣
・
水
干
な
ど
が
あ
る
（
ほ
か
に
礼
服
も
あ
る
が
本
稿
で
は
省

略
）。
か
か
る
男
子
装
束
は
必
ず
冠
か
烏
帽
子
の
ど
ち
ら
か
の
被
り
物
を
被
っ

た
。

　

被
り
物
を
被
る
目
的
は
成
人
男
子
の
象
徴
で
あ
る
髻
の
保
護
に
あ
る
が
、
被

り
物
と
装
束
と
に
は
明
確
な
対
応
関
係
が
あ
る
。
冠
を
被
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
冠
対
応
装
束
は
束
帯
・
布
袴
・
衣
冠
で
あ
り
、
こ
れ
ら
が
公
家
の
公
服
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
、
狩
衣
・
小
直
衣
・
水
干
は
冠
を
被
ら
な
い
烏
帽
子
対
応
装

束
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
公
家
の
私
服
で
あ
り
、
狩
衣
・
水
干
は
下
級
身
分
者
に

は
公
服
と
も
な
っ
た
。
直
衣
は
冠
と
烏
帽
子
の
両
方
を
被
り
、
冠
を
被
れ
ば
公

服
と
な
り
、
烏
帽
子
で
は
私
服
と
な
っ
た
。
ち
な
み
に
武
家
装
束
の
直
垂
・
大

紋
・
素
襖
は
烏
帽
子
対
応
装
束
で
あ
る
。

　

か
か
る
な
か
で
、
天
皇
（
皇
太
子
も
）
は
烏
帽
子
を
被
ら
ず
に
冠
だ
け
を
被

り
、
冠
対
応
装
束
だ
け
を
着
用
し
た
。
た
だ
し
、
そ
の
装
束
は
ご
く
限
定
さ
れ

て
お
り
、
束
帯
と
冠
直
衣
だ
け
で
あ
り
、
冠
直
衣
も
臣
下
と
は
異
な
る
引
直
衣

（
御
引
直
衣
）
で
あ
る
（
図
２
・
３
）。
引
直
衣
は
、
臣
下
の
よ
う
に
下
袴
・
指

貫
を
着
用
せ
ず
に
、
女
子
同
様
の
赤
の
長
袴
を
着
用
し
、
下
着
や
上
着
（
雑

袍
）
は
後
ろ
に
引
き
ず
る
形
で
着
用
す
る
特
殊
な
着
用
法
の
冠
直
衣
で
あ
る
。

　

か
か
る
天
皇
装
束
に
つ
い
て
は
、『
禁
秘
抄
』
上
「
御
装
束
事
（
9
）」
に
具
体
的

に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
天
皇
の
冠
は
毎
月
「
納
殿
沙
汰
」
と
し



図２　束帯姿（高倉天皇）・天子摂関御影（宮内庁三の丸尚蔵館蔵）

図３　引直衣姿（二条天皇）・天子摂関御影（宮内庁三の丸尚蔵館蔵）
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布衣始について

て
冠
師
が
献
上
す
る
。「
奉
幣
発
遣
時
」
に
は
「
帛
御
装
束
」、「
尋
常
」
は

「
黄
櫨
染
」、
臨
時
祭
庭
座
・
賭
弓
・
弓
場
始
・
朝
覲
行
幸
後
の
出
御
等
に
は

「
青
色
」
を
着
用
す
る
。
帛
御
装
束
は
白
帛
（
練
絹
）
で
仕
立
て
た
神
事
用
束

帯
、
黄
櫨
染
・
青
色
は
と
も
に
束
帯
の
上
着
で
あ
る
位
袍
の
色
で
あ
る
。
特
に

黄
櫨
染
は
天
皇
の
位
色
で
あ
り
（
図
２
）、『
禁
秘
抄
』
で
の
黄
櫨
染
と
青
色
と

は
、
各
色
の
上
着
を
着
用
し
た
束
帯
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
い
ず
れ
も
天
皇

の
束
帯
で
あ
る
。

　

ま
た
、
同
じ
く
『
禁
秘
抄
』
上
「
御
装
束
事
」
に
は
「
引
直
衣
」
も
み
え
、

天
皇
が
指
貫
を
着
用
す
る
の
は
五
節
帳
台
試
の
一
夜
の
み
と
い
う
（
10
）。

指
貫
を
着

用
す
る
と
は
、
臣
下
と
同
様
の
冠
直
衣
姿
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
同
じ

く
み
え
る
「
御
宿
衣
」
は
、
天
皇
の
就
寝
時
の
着
衣
つ
ま
り
寝
間
着
の
こ
と
で

あ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、『
禁
秘
抄
』「
御
装
束
事
」
に
記
さ
れ
て
い
る
引
直
衣
に
関
す
る
記

述
は
、
そ
の
下
着
な
ど
の
装
束
構
成
や
建
久
以
後
の
様
式
変
化
に
つ
い
て
で
あ

り
、
使
用
に
つ
い
て
は
同
「
恒
例
毎
日
次
第
」
に
み
え
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

天
皇
は
毎
朝
起
床
後
に
入
浴
し
（「
供
二

御
湯
一

」
と
あ
る
）、
清
涼
殿
御
手
水
間

の
大
床
子
で
「
理
二

御
鬢
一

」
し
て
引
直
衣
を
着
用
し
た
。
つ
ま
り
引
直
衣
は
天

皇
日
常
装
束
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
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以
上
の
よ
う
に
限
定
さ
れ
た
天
皇
装
束
に
対
し
て
、
上
皇
装
束
は
臣
下
と
ほ

ぼ
同
様
で
あ
る
。
冠
以
外
に
烏
帽
子
も
被
り
、
束
帯
・
布
袴
の
冠
対
応
装
束
は

も
ち
ろ
ん
烏
帽
子
対
応
装
束
で
あ
る
狩
衣
・
小
直
衣
・
水
干
も
着
用
し
た
。
冠

直
衣
も
烏
帽
子
直
衣
も
着
用
し
（
図
４
・
５
）、
冠
直
衣
は
引
直
衣
で
は
な
く
、

臣
下
と
同
様
に
指
貫
を
着
用
し
た
。
た
だ
し
、
衣
冠
は
着
用
し
な
い
。

　

上
皇
が
天
皇
は
着
用
し
な
い
烏
帽
子
や
狩
衣
を
着
用
す
る
こ
と
は
、
す
で
に

源
高
明
の
『
西
宮
記
』
か
ら
わ
か
る
（
11
）。

つ
ま
り
巻
十
七
「
冠
」
に
「
烏
帽
子
、

太
上
天
皇
或
時
（
晴
カ
）
着
レ

之
」、
同
「
袍
」
に
「
布
衣
、
太
上
天
皇
已
下
、

隋
レ

便
服
用
無
レ

所
レ

限
」
と
み
え
る
。
当
時
す
で
に
上
皇
装
束
が
天
皇
装
束
と

は
相
違
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
天
皇
装
束
と
上
皇
装
束
が
峻
別
さ
れ
て
い
る
事
実
を
前
提

と
し
な
け
れ
ば
、
布
衣
始
の
意
味
や
意
義
は
わ
か
ら
な
い
。

二
、
平
安
時
代
の
実
態

　

で
は
、
布
衣
始
を
具
体
的
に
検
討
す
る
。
以
下
、
宇
多
か
ら
正
親
町
に
及
ぶ

管
見
し
た
関
連
史
料
を
、
平
安
時
代
（
宇
多
〜
安
徳
）・
鎌
倉
時
代
（
後
鳥
羽
〜

光
厳
）・
南
北
朝
時
代
以
降
（
後
醍
醐
〜
正
親
町
）
の
時
代
順
に
各
章
に
分
け
、

そ
の
な
か
で
上
皇
ご
と
に
分
類
し
、
布
衣
始
の
実
態
を
考
え
た
い
。

　

な
お
、
布
衣
始
は
上
皇
に
な
ら
な
け
れ
ば
行
わ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
在
位

の
ま
ま
崩
御
し
た
天
皇
は
も
ち
ろ
ん
譲
位
直
後
に
崩
御
し
た
上
皇
も
「
対
象

外
」
と
し
た
。
ま
た
、
今
回
は
刊
本
中
心
に
史
料
を
管
見
し
、
写
本
類
は
一
部

し
か
管
見
し
て
い
な
い
の
で
、
今
回
の
管
見
で
布
衣
始
や
そ
れ
に
関
連
す
る
記

事
の
確
認
が
取
れ
な
か
っ
た
上
皇
は
「
未
確
認
」
と
し
た
。

　

で
は
、
平
安
時
代
か
ら
み
て
い
く
。
装
束
の
成
立
時
期
か
ら
考
え
る
と
、
管

見
す
べ
き
上
皇
の
上
限
は
、
早
く
見
積
も
っ
て
も
宇
多
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

未
確
認
で
あ
る
。
つ
づ
く
醍
醐
か
ら
一
条
の
う
ち
対
象
と
な
る
の
は
朱
雀
・
冷

泉
・
円
融
だ
が
、
こ
れ
ら
も
未
確
認
で
あ
る
。

　

注
目
さ
れ
る
記
述
が
見
い
だ
せ
る
の
は
三
条
で
あ
る
。

◯
三
条
上
皇
：
長
和
五
年
（
一
〇
一
六
）
正
月
二
十
九
日
譲
位
（
12
）

・『
御
堂
関
白
記
』
長
和
五
年
二
月
二
十
八
日
条
（
13
）

参
二

上
一々

次
参
レ

院
、
献
二

夜
御
装
束
并
御
烏
帽
等
一

、

　

藤
原
道
長
が
譲
位
後
間
も
な
い
三
条
に
「
夜
御
装
束
」
と
「
御
烏
帽
」（
御

烏
帽
子
）
を
献
上
し
た
。「
夜
御
装
束
」
と
は
直
衣
や
狩
衣
な
ど
の
烏
帽
子
対

応
装
束
で
あ
ろ
う
。
こ
の
道
長
の
行
為
は
こ
の
前
後
の
時
代
に
関
連
史
料
が
み

え
な
い
た
め
に
、
当
時
の
慣
例
的
な
行
為
で
は
な
く
、
道
長
の
独
自
行
為
の
可

能
性
が
高
い
。
ま
た
、
引
用
史
料
か
ら
は
布
衣
始
の
よ
う
な
儀
礼
が
あ
っ
た
と

は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
上
皇
が
烏
帽
子
や
狩
衣
を
着
用
す
る
と
い
う

『
西
宮
記
』
の
記
述
（
前
章
前
掲
）
を
裏
付
け
る
具
体
例
で
あ
り
、
天
皇
装
束

と
上
皇
装
束
の
相
違
が
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
認
で
き
る
（
14
）。



図４　冠直衣姿（伏見上皇）・天子摂関御影（宮内庁三の丸尚蔵館蔵）

図５　烏帽子直衣姿（後宇多上皇）・天子摂関御影（宮内庁三の丸
尚蔵館蔵）
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布衣始について

　

続
く
後
一
条
か
ら
近
衛
の
う
ち
対
象
と
な
る
の
は
後
三
条
・
白
河
・
鳥
羽
・

崇
徳
だ
が
、
い
ず
れ
も
未
確
認
で
あ
る
。

◯
後
白
河
上
皇
：
保
元
三
年
（
一
一
五
八
）
八
月
十
一
日
譲
位

・『
山
槐
記
』
保
元
三
年
八
月
二
十
五
日
条

院
号
後
今
日
始
有
二

昼
御
幸
一

、
午
終
刻
先
御
二

幸
于
皇
后
宮
御
所
一

〈
三
条

烏
丸
〉、（
中
略
）
有
レ

御
二

幸
于
城
南
一

也
、
暫
可
レ

御
云
々
、（
中
略
）
於
二

鳥
羽
殿
一

、
自
二

今
日
一

人
々
着
二

布
衣
一

祗
候
云
々
、

　

後
白
河
は
「
院
号
後
」（
尊
号
宣
下
後
）
初
め
て
「
昼
御
幸
」
を
行
い
、
高
松

殿
（
仙
洞
）
か
ら
皇
后
宮
藤
原
忻
子
の
三
条
烏
丸
殿
を
経
て
城
南
宮
の
鳥
羽
殿

に
向
か
っ
た
。
引
用
は
省
略
し
た
が
、
御
幸
時
の
装
束
は
、
上
皇
は
冠
直
衣
、

殿
上
人
は
衣
冠
（
一
部
が
束
帯
）、
御
随
身
は
布
衣
冠
（
特
例
と
し
て
冠
を
被
っ

た
狩
衣
姿
）
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
冠
対
応
装
束
で
あ
る
。
公
卿
は
「
直
衣
」
と

だ
け
み
え
る
が
、
上
皇
が
冠
直
衣
で
あ
れ
ば
公
卿
も
冠
直
衣
に
相
違
な
い
。

　

そ
し
て
、
鳥
羽
殿
で
は
今
日
か
ら
人
々
は
布
衣
つ
ま
り
烏
帽
子
狩
衣
で
祗
候

し
た
。
鳥
羽
殿
で
の
上
皇
の
装
束
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
上
皇
が
冠
姿
で
臣
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下
が
烏
帽
子
狩
衣
で
祗
候
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
か
ら
、
上
皇
も
烏
帽
子
狩

衣
な
ど
の
烏
帽
子
姿
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
そ
れ
が
当
然
で
あ
る
か
ら
記
さ

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
鳥
羽
殿
で
上
皇
と
臣
下
が
烏
帽
子
姿
で
初
め
て

対
面
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

換
言
す
れ
ば
上
皇
も
臣
下
も
鳥
羽
殿
で
烏
帽
子
（
狩
衣
）
に
着
替
え
た
こ
と

に
な
る
。
し
か
し
、
鳥
羽
殿
で
布
衣
始
に
類
す
る
儀
礼
が
行
わ
れ
た
か
ど
う
か

は
、
引
用
史
料
か
ら
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
し
、『
兵
範
記
』
本
日
条
に
「
上

皇
初
御
幸
」
と
も
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
日
の
御
幸
は
後
白
河
の
譲
位
後
初
の
仙

洞
か
ら
の
御
幸
つ
ま
り
御
幸
始
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
尊
号
宣
下
の
日
は
未
確
認

だ
が
、
尊
号
宣
下
↓
御
幸
始
↓
人
々
の
烏
帽
子
狩
衣
で
の
祗
候
（
上
皇
の
烏
帽

子
着
用
）、
と
い
う
流
れ
が
想
定
で
き
よ
う
。

　

な
お
、
引
用
史
料
に
「
昼
御
幸
」
と
あ
る
の
は
、『
山
槐
記
』
八
月
十
七
日

条
に
「
上
皇
遜
位
之
後
今
夜
始
出
二

禁
裏
一

御
二

幸
于
高
松
殿
一

」
と
あ
り
、
後
白

河
は
十
七
日
に
内
裏
か
ら
仙
洞
と
な
る
高
松
殿
に
御
幸
し
た
が
、
そ
れ
が
夜
中

の
御
幸
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
譲
位
後
内
裏
か
ら
仙
洞
に
移
る
た
め
の
御
幸

は
御
幸
始
で
は
な
く
、
仙
洞
か
ら
は
じ
め
て
御
幸
す
る
こ
と
が
御
幸
始
で
あ
る
（
15
）。

　

ま
た
、
同
じ
く
『
兵
範
記
』
八
月
十
七
日
条
に
よ
れ
ば
、
内
裏
を
出
る
時
の

上
皇
は
「
御
直
衣
御
指
貫
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
引
直
衣
で
は
な
く
通
常
の
冠
直

衣
で
あ
る
。
御
幸
始
時
の
冠
直
衣
も
同
様
で
あ
ろ
う
。

　

つ
ま
り
上
皇
は
烏
帽
子
は
布
衣
始
ま
で
被
ら
な
い
が
、
指
貫
は
譲
位
後
す
ぐ

に
着
用
す
る
こ
と
に
な
る
。
同
時
に
十
七
日
・
二
十
五
日
と
も
に
御
幸
時
の
上

皇
の
乗
り
物
は
牛
車
（
十
七
日
は
唐
車
、
二
十
五
日
は
庇
車
）
で
あ
る
。
こ
の
点

も
牛
車
に
は
乗
ら
な
い
天
皇
と
は
相
違
す
る
。

　

続
く
二
条
は
対
象
外
。
次
の
六
条
は
上
皇
と
な
っ
た
が
、
元
服
せ
ぬ
ま
ま
崩

御
し
て
い
る
の
で
や
は
り
対
象
外
で
あ
ろ
う
（
16
）。

◯
高
倉
上
皇
：
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
二
月
二
十
一
日
譲
位

・『
山
槐
記
』
治
承
四
年
三
月
四
日
条

今
夜
新
院
遜
位
之
後
始
有
レ

御
二

幸
土
御
門
亭
一

、（
中
略
）
今
日
新
院
令
レ

着
二

始
御
烏
帽
子
一

給
云
々
、（
中
略
）
於
二

女
房
中
一

令
レ

着
給
云
々
、
然
而

公
卿
以
下
布
衣
事
未
レ

被
二

仰
下
一

云
々
、

　

高
倉
の
御
幸
始
は
土
御
門
殿
に
対
し
て
行
わ
れ
た
（
17
）。

閑
院
か
ら
の
御
幸
始

で
、
本
来
は
二
月
二
十
八
日
に
行
う
予
定
で
雨
に
よ
り
本
日
と
な
っ
た
（
18
）。

　

閑
院
は
高
倉
譲
位
時
の
内
裏
で
あ
り
、
土
御
門
殿
は
以
後
仙
洞
と
な
る
御
所

で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
日
の
御
幸
は
内
裏
か
ら
仙
洞
に
移
る
た
め
の
御
幸
で
あ

り
、
後
白
河
の
例
に
準
じ
れ
ば
御
幸
始
で
は
な
い
。
し
か
し
、『
山
槐
記
』
二

月
二
十
一
日
条
に
よ
れ
ば
、
正
月
十
日
に
天
皇
（
高
倉
）・
中
宮
（
平
徳
子
）・

東
宮
（
安
徳
）
は
揃
っ
て
五
条
亭
に
遷
行
し
、
二
月
十
六
日
に
天
皇
だ
け
が
閑

院
に
還
御
。
二
十
一
日
に
天
皇
と
中
宮
・
東
宮
が
別
居
の
ま
ま
譲
位
を
迎
え
た
。

つ
ま
り
譲
位
時
に
新
帝
（
安
徳
）
は
閑
院
に
は
不
在
で
、
高
倉
は
閑
院
を
仙
洞
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布衣始について

と
し
た
。
そ
こ
で
三
月
四
日
が
御
幸
始
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
旧
帝
が
譲
位

す
る
御
所
と
新
帝
が
践
祚
す
る
御
所
が
別
個
で
あ
り
、
前
者
を
仙
洞
と
し
、
後

者
を
内
裏
と
す
る
例
は
鎌
倉
時
代
以
降
一
般
化
す
る
（
19
）。

　

さ
て
、
高
倉
は
こ
の
日
初
め
て
烏
帽
子
を
被
っ
た
。
そ
の
場
所
は
記
さ
れ
て

い
な
い
。
し
か
し
、
引
用
は
省
略
し
た
が
御
幸
始
供
奉
の
人
々
の
装
束
は
、
公

卿
以
下
は
束
帯
で
あ
り
、
ほ
か
も
み
な
冠
対
応
装
束
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
仙

洞
と
な
る
土
御
門
殿
で
烏
帽
子
を
被
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
高

倉
の
尊
号
宣
下
は
二
月
二
十
七
日
で
あ
り
（
20
）、

や
は
り
尊
号
宣
下
↓
御
幸
始
↓
上

皇
の
烏
帽
子
着
用
と
い
う
流
れ
が
追
え
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
今
回
は
上

皇
が
冠
か
ら
烏
帽
子
に
被
り
替
え
た
が
、
臣
下
の
布
衣
で
の
祗
候
は
許
さ
れ
ず
、

そ
れ
は
八
日
に
な
っ
て
も
続
い
た
（
21
）。
次
の
安
徳
は
対
象
外
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
平
安
時
代
で
は
、
布
衣
始
と
い
う
名
称
は
み
え
ず
、
ま
た

か
か
る
儀
礼
が
あ
っ
た
確
証
も
な
い
。
し
か
し
、
早
く
か
ら
天
皇
装
束
と
上
皇

装
束
の
相
違
が
認
識
さ
れ
て
い
た
の
は
明
ら
か
で
あ
り
、
後
白
河
・
高
倉
の
頃

に
は
、
上
皇
が
烏
帽
子
を
被
り
、
臣
下
が
布
衣
で
対
面
す
る
た
め
に
は
、
御
幸

始
後
と
い
う
一
定
の
流
れ
が
形
成
さ
れ
た
。

三
、
鎌
倉
時
代
の
実
態

　

鎌
倉
時
代
は
後
鳥
羽
か
ら
関
連
史
料
が
み
え
る
。

◯
後
鳥
羽
上
皇
：
建
久
九
年
（
一
一
九
八
）
正
月
十
一
日
譲
位

・『
三
長
記
』
建
久
九
年
正
月
二
十
一
日
条

今
日
仙
院
初
御
二

幸
于
七
条
院
〈
三
条
殿
〉一
（
中
略
）
今
日
仙
院
還
御
以

後
、
人
々
初
著
二

布
衣
一

参
云
々
、

　

後
鳥
羽
は
母
七
条
院
藤
原
殖
子
の
三
条
殿
へ
御
幸
始
し
、
仙
洞
大
炊
御
門
殿
（
22
）

へ
の
還
御
後
、
人
々
の
布
衣
で
の
院
参
を
受
け
た
。
人
々
の
布
衣
で
の
院
参
は

上
皇
も
烏
帽
子
姿
で
あ
っ
た
こ
と
の
証
左
で
あ
り
、
還
御
後
に
上
皇
と
臣
下
は

烏
帽
子
姿
で
初
め
て
対
面
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

後
鳥
羽
の
尊
号
宣
下
は
前
日
の
二
十
日
で
あ
り
（
23
）、
や
は
り
尊
号
宣
下
↓
御
幸

始
↓
人
々
の
布
衣
で
の
院
参
（
上
皇
の
烏
帽
子
着
用
）
と
い
う
流
れ
が
辿
れ
る

が
、
後
白
河
・
高
倉
は
御
幸
始
先
で
烏
帽
子
を
被
っ
た
の
に
対
し
、
後
鳥
羽
は

仙
洞
還
御
後
に
烏
帽
子
を
被
っ
た
（
24
）。
ま
た
、
御
幸
始
の
行
き
先
は
母
女
院
と
い

う
尊
属
の
御
所
で
あ
る
点
が
特
徴
で
あ
る
。

◯
土
御
門
上
皇
：
承
元
四
年
（
一
二
一
〇
）
十
一
月
二
十
五
日
譲
位

・『
長
兼
卿
記
』
承
元
四
年
十
二
月
十
三
日
条
（『
洞
院
部
類
記（25
）』

所
収
）

今
日
人
々
著
二

布
衣
一

初
参
二

新
院
一

云
々
、
去
八
日
延
引
及
二

今
日
一

、
不
レ

知
二

其
故
一

、



18

　

土
御
門
は
十
二
月
五
日
に
尊
号
宣
下
さ
れ
（
26
）、

引
用
の
よ
う
に
人
々
が
布
衣
で

院
参
し
た
の
が
十
二
月
十
三
日
で
あ
る
。
し
か
し
、『
長
兼
卿
記
』
に
よ
る
限

り
、
八
日
・
十
三
日
条
と
も
に
御
幸
始
の
記
事
は
な
く
、
土
御
門
は
父
帝
後
鳥

羽
の
例
を
踏
襲
せ
ず
に
烏
帽
子
を
被
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
に
先
立
つ
『
御
譲
位
記
』
十
一
月
二
十
六
日
条
（
27
）に

つ
ぎ
の

よ
う
に
み
え
る
。

参
二

新
院
一

、
殿
上
有
レ

饗
、（
中
略
）
院
猶
著
二

御
々
冠
一

歟
、
布
衣
初
以
後

可
レ

著
二

御
烏
帽
一

云
々
、

　

こ
れ
が
「
布
衣
初
（
始
）」
と
い
う
用
語
の
管
見
で
の
初
見
記
事
で
あ
る
。

以
後
、
布
衣
始
と
い
う
用
語
は
史
料
上
に
定
着
す
る
。
用
語
の
定
着
は
そ
の
儀

礼
内
容
も
固
ま
っ
た
こ
と
に
も
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
、
同
時
に
後
白
河
・
高

倉
・
後
鳥
羽
と
続
く
烏
帽
子
着
用
の
流
れ
の
な
か
で
、
儀
礼
内
容
も
定
ま
っ
て

い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
反
面
、『
御
譲
位
記
』
の
記
事
か
ら
は
、
上
皇
の
烏
帽

子
着
用
は
布
衣
始
以
前
で
も
あ
り
得
る
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
読
み
取
れ
、
布

衣
始
が
い
ま
だ
十
分
に
定
着
し
て
い
な
い
状
況
も
読
み
取
れ
よ
う
。

　

続
く
順
徳
は
後
鳥
羽
の
仙
洞
高
陽
院
へ
の
御
幸
始
は
確
認
で
き
る
が
（
28
）、
布
衣

始
は
未
確
認
。
仲
恭
は
対
象
外
。
後
高
倉
は
御
幸
始
は
確
認
で
き
る
が
（
29
）、
布
衣

始
は
未
確
認
。
た
だ
し
、
後
高
倉
は
即
位
し
て
い
な
い
。
皇
子
後
堀
河
即
位
に

よ
る
尊
号
宣
下
で
あ
り
、
し
か
も
七
年
前
に
す
で
に
出
家
し
て
お
り
（
30
）、
さ
ら
に

の
ち
の
後
崇
光
は
後
高
倉
と
同
様
の
立
場
な
が
ら
布
衣
始
を
行
っ
た
が
、
後
高

倉
の
先
例
が
踏
襲
さ
れ
て
い
な
い
た
め
（
次
章
参
照
）、
対
象
外
で
あ
ろ
う
。

◯
後
堀
河
上
皇
：
貞
永
元
年
（
一
二
三
二
）
十
月
四
日
譲
位

・『
民
経
記
』
貞
永
元
年
十
月
九
日
条

即
向
二

冷
泉
亭
一

、
内
府
被
レ

坐
、
自
二

来
十
四
日
一

可
レ

為
二

仙
洞
之
地
一

也
、

（
中
略
）
於
二

寝
殿
西
面
一

触
二

申
条
々
事
一

、（
中
略
）
下
北
面
者
装
束
事
、

束
帯
可
レ

宜
歟
、
引
勘
可
レ

申
、
件
日
〈
十
七
日
〉、
布
衣
始
也
、
旁
束
帯

可
レ

宜
、

　

引
用
史
料
は
実
際
に
布
衣
始
が
行
わ
れ
た
記
事
で
は
な
い
。
十
四
日
に
後
堀

河
の
内
裏
（
閑
院
）
か
ら
仙
洞
と
な
る
「
冷
泉
亭
」（
冷
泉
富
小
路
殿
）
へ
御
幸

が
あ
り
（
31
）、

勘
解
由
小
路
経
光
（『
民
経
記
』
記
主
）
が
、
冷
泉
富
小
路
殿
で
内
大

臣
西
園
寺
実
氏
か
ら
そ
の
準
備
の
た
め
の
諸
指
示
を
仰
ぎ
、
そ
の
な
か
で
十
七

日
が
布
衣
始
で
あ
る
由
が
示
さ
れ
る
内
容
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
十
七
日
に
布
衣
始
が
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
は
確
認
で
き
な
い
。

『
民
経
記
』
貞
永
元
年
は
十
月
十
三
日
条
ま
で
し
か
記
事
が
現
存
せ
ず
、
し
か

も
御
幸
始
は
十
一
月
九
日
だ
か
ら
で
あ
る
（
32
）。
続
く
四
条
は
対
象
外
。
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布衣始について

◯
後
嵯
峨
上
皇
：
寛
元
四
年
（
一
二
四
六
）
正
月
二
十
九
日
譲
位

・『
民
経
記
』
寛
元
四
年
二
月
十
六
日
条

院
御
幸
始
、
幸
二

承
明
門
院
御
所
一

、（
中
略
）
院
布
衣
始
、

・『
為
経
卿
記
』
寛
元
四
年
二
月
十
六
日
条
（『
布
衣
始
部
類
記（33
）』

所
収
）

〈
御
幸
始
之
事
在
レ

之
〉、
今
日
布
衣
始
也
、
頃
之
前
内
府
著
二

烏
帽
子
直
衣
一
　

参
入
、
近
習
公
卿
・
殿
上
人
等
著
二

布
衣
一

参
入
候
二

広
御
所
一

、
上
皇
著
二

御
布
衣
一

〈
白
浮
線
綾
御
狩
衣
・
紫
織
物
御
奴
袴
・
御
立
烏
帽
子
、
出
御
、

頃
之
入
御
、
人
々
退
出
、
著
二

布
衣
一

参
入
人
々
〉（
中
略
）、
已
上
不
レ

及
レ

分
催
二

近
臣
等
一

、
著
二

布
衣
一

所
二

参
入
一

也
、

・『
陽
龍
記
』
寛
元
四
年
二
月
十
六
日
条
（『
布
衣
始
部
類
記
』
所
収
）

今
夜
院
御
布
衣
始
也
、
後
聞
、
御
幸
還
御
後
、
人
々
改
二

著
布
衣
一

帰
参

（
中
略
）、
出
御
〈
浮
文
綾
白
襖
御
狩
衣
・
白
御
衣
・
堅
文
薄
色
袴
〉、
少

時
入
御
、
人
々
退
出
、

　

後
嵯
峨
は
祖
母
承
明
門
院
（
源
在
子
・
土
御
門
天
皇
母
）
の
土
御
門
殿
に
御

幸
始
し
、
仙
洞
還
御
後
に
布
衣
始
を
行
っ
た
（
34
）。
仙
洞
は
冷
泉
万
里
小
路
殿
で
あ

り
、
後
嵯
峨
の
譲
位
時
の
内
裏
で
あ
る
。
譲
位
時
の
内
裏
が
仙
洞
と
な
る
の
は

高
倉
と
同
じ
で
あ
り
、
尊
属
へ
の
御
幸
始
か
ら
仙
洞
に
還
御
後
に
、
上
皇
と
臣

下
が
布
衣
（
烏
帽
子
狩
衣
）
で
対
面
す
る
の
は
後
鳥
羽
と
同
じ
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
そ
の
対
面
が
「
布
衣
始
」
と
記
さ
れ
て
い

る
点
で
、
し
か
も
そ
の
具
体
的
な
内
容
が
わ
か
る
点
で
あ
る
。
ま
ず
布
衣
（
一

部
は
烏
帽
子
直
衣
）
で
公
卿
・
殿
上
人
が
参
集
す
る
場
所
は
仙
洞
「
広
御
所
」

（
弘
御
所
）
で
あ
り
、
上
皇
は
烏
帽
子
白
狩
衣
（
白
浮
線
綾
御
狩
衣
）
で
出
御
。

両
者
は
対
面
後
、
散
会
（
上
皇
は
入
御
、
人
々
は
退
出
）
す
る
と
い
う
も
の
で
あ

る
。

　

つ
ま
り
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
尊
属
へ
の
御
幸
始
の
還
御
後
に
、
仙
洞
弘
御
所
で

上
皇
と
臣
下
が
布
衣
（
烏
帽
子
狩
衣
）
で
た
だ
対
面
す
る
こ
と
が
布
衣
始
と
い

う
こ
と
に
な
る
（
35
）。

上
皇
が
布
衣
姿
（
つ
ま
り
烏
帽
子
姿
）
に
な
っ
た
こ
と
の
確

認
が
重
要
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
次
代
に
継
承
さ
れ
て
い
く
。

◯
後
深
草
上
皇
：
正
元
元
年
（
一
二
五
九
）
十
一
月
二
十
六
日
譲
位

・『
民
経
記
』
正
元
元
年
十
二
月
十
三
日
条

今
日
新
院
脱
屣
之
後
、
初
幸
二

厳
親
上
皇
宮
一

〈
二
条
高
倉
御
所
、
近
曾
為
二
　

射
山
一

〉、
保
安
・
永
治
・
承
元
・
承
久
之
例
也
、（
中
略
）
還
御
之
後
、

有
二

布
衣
始
一

、
及
二

半
更
一

新
院
出
御
〈
白
襖
狩
御
衣
〉、
公
卿
、
左
府

〈
束
帯
、
坊
官
除
目
了
被
レ

参
云
々
〉・
前
右
府
〈
烏
帽
直
衣
〉・
四
条
大
納
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言
・
右
大
将
〈
烏
直
〉（
中
略
）、
殿
上
人
（
中
略
）、
各
著
二

布
衣
一

参
候

云
々
、

（
補
書
）
鶏
鳴
之
程
兼
頼
帰
来
、
冷
泉
殿
元
弘
御
所
為
二

出
御
所
一

、
中
宮

御
坐
、
然
而
今
夜
許
布
衣
人
不
レ

被
レ

憚
レ

之
、
殿
上
人
列
二

居
御
厩
縁
一

云
々
、

　

後
深
草
の
布
衣
始
は
、
尊
属
へ
の
御
幸
始
か
ら
の
還
御
後
に
仙
洞
弘
御
所

（「
元
弘
御
所
」）
で
行
わ
れ
た
点
、
臣
下
の
一
部
（
上
級
公
卿
）
は
烏
帽
子
直
衣

で
あ
る
点
、
上
皇
が
白
狩
衣
（
白
襖
狩
御
衣
）
で
あ
る
点
な
ど
、
後
嵯
峨
の
例

を
踏
襲
し
て
い
る
。
仙
洞
も
同
じ
く
冷
泉
万
里
小
路
殿
で
あ
る
。
引
用
史
料
に

は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
上
皇
と
臣
下
は
や
は
り
対
面
後
に
散
会
し
た
の
で
あ

ろ
う
。
た
だ
し
、
今
回
は
御
幸
始
の
尊
属
は
父
帝
後
嵯
峨
で
あ
り
、
殿
上
人
の

参
集
場
所
は
弘
御
所
で
は
な
く
「
御
厩
縁
」
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
今
回
の
御
幸
始
は
保
安
（
鳥
羽
）・
永
治
（
崇
徳
）・
承
元
（
土

御
門
）・
承
久
（
順
徳
）
の
例
と
い
う
。
つ
ま
り
鳥
羽
以
降
の
例
を
踏
襲
し
た
わ

け
で
あ
る
。
踏
襲
し
た
の
は
父
帝
へ
の
御
幸
始
と
な
る
が
、
引
用
史
料
に
よ
れ

ば
、
鳥
羽
・
崇
徳
・
土
御
門
・
順
徳
い
ず
れ
も
父
帝
（
白
河
・
後
鳥
羽
）
に
御

幸
始
を
行
っ
た
こ
と
に
な
り
（
順
徳
は
既
述
）、
父
帝
へ
の
御
幸
始
は
鳥
羽
ま
で

遡
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
も
後
白
河
・
高
倉
・
後
鳥
羽
・
後
嵯
峨
の
御
幸
始
が
父
帝
で
な
い
の
は
、

後
白
河
・
後
鳥
羽
・
後
嵯
峨
は
す
で
に
父
帝
（
鳥
羽
・
後
白
河
・
土
御
門
）
が

崩
御
し
て
い
た
か
ら
で
あ
り
（
36
）、
高
倉
は
父
帝
（
後
白
河
）
が
幽
閉
中
で
あ
っ
た
（
37
）。

そ
こ
で
、
後
鳥
羽
は
存
命
中
で
あ
っ
た
母
女
院
へ
、
後
白
河
・
高
倉
・
後
嵯
峨

は
母
（
待
賢
門
院
藤
原
璋
子
・
建
春
門
院
平
滋
子
・
源
通
子
）
も
崩
御
し
て
い
た

た
め
（
38
）、
後
白
河
・
高
倉
は
尊
属
以
外
へ
、
後
嵯
峨
は
母
親
代
わ
り
の
祖
母
女
院

へ
御
幸
始
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
（
39
）。

と
す
れ
ば
、
鳥
羽
以
来
、
父
帝
へ
の
御
幸
始

は
慣
例
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
父
帝
へ
の
御
幸
始
後
の
烏
帽
子
着
用
は
、
鳥

羽
ま
で
遡
れ
る
可
能
性
も
出
て
こ
よ
う
。

　

な
お
、
引
用
史
料
に
よ
れ
ば
、
後
深
草
の
布
衣
始
は
中
宮
西
園
寺
公
子
に
は

及
ん
で
い
な
い
。
注
（
24
）
で
示
し
た
『
明
月
記
』
の
記
事
と
併
考
す
る
と
、

上
皇
の
布
衣
始
は
后
（
中
宮
・
皇
后
・
女
院
）
に
対
す
る
布
衣
始
と
は
別
個
と

考
え
ら
れ
る
。

◯
亀
山
上
皇
：
文
永
十
一
年
（
一
二
七
四
）
正
月
二
十
六
日
譲
位

・『
経
俊
卿
記
』
文
永
十
一
年
二
月
七
日
条
（
40
）

今
日
御
幸
始
也
、（
中
略
）
上
皇
、
御
直
衣
・
紫
二
陪
織
物
御
指
貫
・
紅

打
御
出
衣
、（
中
略
）
入
レ

夜
有
二

布
衣
始
一

、
前
右
府
・
内
府
烏
帽
子
直
衣
、

堀
川
大
納
言
以
下
着
二

布
衣
一

云
々
、
上
皇
令
レ

着
二

烏
帽
子
布
衣
一

給
云
々
、

・『
実
兼
卿
記
』
文
永
十
一
年
二
月
七
日
条
（『
布
衣
始
部
類
記
』
所
収
）
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布衣始について

〈
御
幸
始
事
在
レ

之
〉、
今
夜
布
衣
始
也
、
著
二

布
衣
一

〈
檜
皮
白
重
・
生
張

白
衣
・
白
単
、
指
貫
如
レ

常
〉、
帰
二

参
院
御
所
一

〈
文
車
〉、（
中
略
）
先
々

人
々
今
夕
伺
二

候
弘
御
所
一

予
著
座
、（
中
略
）
殿
上
人
（
中
略
）
候
二

東
縁
一

〈
不
レ

著
二

弘
庇
一

〉、（
中
略
）
次
上
皇
出
御
、
御
装
束
〈
浮
線
綾
白
御
狩
衣

〈
文
松
唐
草
〉・
薄
色
堅
織
物
御
指
貫
〈
菱
丸
〉・
白
二
御
衣
・
白
御
単
、

四
条
中
納
言
奉
仕
也
〉、
頃
之
入
御
、
人
々
退
出
、

　

後
嵯
峨
を
踏
襲
し
た
布
衣
始
で
あ
る
。
父
帝
後
嵯
峨
は
崩
御
し
て
お
り
（
41
）、

御

幸
始
先
は
母
大
宮
院
西
園
寺
姞
子
の
常
磐
井
殿
で
あ
り
（
42
）、

仙
洞
は
押
小
路
殿
と

考
え
ら
れ
る
（
43
）。

な
お
、
殿
上
人
は
弘
御
所
で
は
な
く
「
東
縁
」
に
参
集
し
た
。

殿
上
人
が
弘
御
所
以
外
に
参
集
す
る
の
は
後
深
草
と
同
じ
で
あ
る
。

　

な
お
、
布
衣
始
の
上
皇
が
白
狩
衣
を
着
用
す
る
意
味
や
、
そ
の
時
の
上
皇
の

指
貫
や
下
着
、
ま
た
臣
下
各
人
の
狩
衣
に
つ
い
て
も
考
察
す
べ
き
だ
が
、
そ
れ

ら
は
別
稿
で
考
え
た
い
。
以
下
、
引
用
史
料
で
も
上
皇
や
臣
下
の
装
束
そ
の
も

の
に
関
す
る
記
述
は
必
要
最
低
限
を
示
す
だ
け
に
留
め
る
。

◯
後
宇
多
上
皇
：
弘
安
十
年
（
一
二
八
七
）
十
月
二
十
一
日
譲
位

・『
実
躬
卿
記
』
弘
安
十
年
十
一
月
十
五
日
条

今
日
旧
主
御
院
号
云
々
、
今
夜
即
布
衣
始
也
、

　

後
宇
多
の
布
衣
始
は
尊
号
宣
下
の
夜
で
あ
り
、
そ
の
後
十
二
月
八
日
に
、
父

帝
亀
山
の
冷
泉
万
里
小
路
殿
へ
冠
直
衣
で
御
幸
始
し
た
（
44
）。

譲
位
・
院
号
宣

下
・
御
幸
始
の
各
時
間
的
間
隔
が
開
い
て
い
る
の
も
注
意
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ま

で
指
摘
し
た
布
衣
始
の
流
れ
が
崩
れ
て
お
り
、
異
例
で
あ
る
（
45
）。

◯
伏
見
上
皇
：
永
仁
六
年
（
一
二
九
八
）
七
月
二
十
二
日
譲
位

・『
公
衡
公
記
』
別
記
『
伏
見
院
御
幸
始
記
』
永
仁
六
年
八
月
五
日
条
（『
布
衣

始
部
類
記
』
に
も
所
収
）

新
院
脱
屣
之
後
、
初
御
二

幸
厳
親
法
皇
御
在
所
〈
常
磐
井
殿
〉一
、
並
御
馬

御
覧
（
中
略
）・
上
下
北
面
始
（
中
略
）・
布
衣
始
等
日
也
、（
中
略
）
還
御

之
儀
毎
時
如
レ

元
、（
中
略
）
今
日
之
儀
殊
勝
、
惣
可
レ

被
レ

改
二

御
装
束
一

之

由
申
二

入
之
一

、
退
二

下
直
廬
一

、
改
二

着
烏
帽
子
直
衣
一
（
中
略
）、
相
二

具
権

大
夫
一

〈
同
改
二

差
（
着
）
布
衣
一

〉、
参
二

御
所
一

〈
中
宮
御
方
有
二

布
衣
憚
一

之
間
、
降
二

堂
下
一

、
更
昇
二

西
中
門
一

、〈
中
略
〉〉、
可
レ

有
二

番
長
（
布
衣
）

始
一

也
、
予
以
下
着
二

弘
御
所
一

〈
奥
・
端
相
分
、
予
着
レ

端
〉、
兼
供
二

掌

燈
一

、
頭
弁
以
下
殿
上
人
候
二

東
弘
庇
一

〈
不
レ

敷
レ

座
〉、
出
御
以
前
公
卿
皆

著
座
也
、（
中
略
）
且
可
二

出
御
一

之
由
有
レ

仰
、
仍
仰
二

新
大
納
言
一

催
二

立

明
一

、
丞
（
亜
）
相
仰
二

雅
俊
朝
臣
一

下
二

知
之
一

、
庁
官
二
人
〈
束
帯
、

先
々
改
二

着
布
衣
一

者
也
、
今
夜
不
レ

改
二

御
幸
始
装
束
一

、
如
何
〉
立
二

明
東

庭
一

、
小
時
被
レ

用
（
開
）二
乾
角
北
御
障
子
一

〈
女
房
開
レ

之
〉、
出
御
（
中
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略
）、
諸
卿
以
下
蹲
居
、
暫
御
坐
之
後
入
御
、

・『
通
重
公
記
』
永
仁
六
年
八
月
五
日
条
（『
布
衣
始
部
類
記
』
所
収
）

〈
御
幸
始
事
在
レ

之
〉、
予
著
二

布
衣
一
（
中
略
）、
帰
二

参
二
条
殿
一

、
網
代
車

〈
片
縄
〉、
布
衣
諸
大
夫
一
人
〈
秋
茂
〉
召
具
、
参
レ

自
二

押
小
路
西
門
一

、

廻
二

弘
御
所
方
一

、
先
々
内
府
已
下
着
座
、（
中
略
）
頃
之
上
皇
出
御
（
中

略
）、
諸
卿
蹲
居
、
御
座
定
後
、
各
復
座
、
小
時
入
御
〈
人
々
蹲
居
如
レ

前
〉、
諸
卿
分
散
、

　

後
嵯
峨
を
踏
襲
し
た
布
衣
始
で
あ
り
、
仙
洞
は
二
条
高
倉
殿
で
あ
る
（
46
）。

公
衡

の
従
者
も
布
衣
に
着
替
え
、
立
明
の
庁
官
が
御
幸
始
の
束
帯
の
ま
ま
で
布
衣
に

着
替
え
て
い
な
い
こ
と
を
非
難
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
布
衣
始
で
は
関
係
者
は

み
な
布
衣
で
参
加
す
る
の
が
原
則
と
考
え
ら
れ
る
（
47
）。

ま
た
、
こ
こ
で
も
中
宮
の

御
前
は
布
衣
が
憚
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

◯
後
伏
見
上
皇
：
正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）
正
月
二
十
一
日
譲
位

・『
実
躬
卿
記
』
正
安
三
年
二
月
八
日
条

御
幸
始
以
下
条
々
巨
細
也
、
今
夜
可
レ

為
二

布
衣
始
一

之
由
、
兼
日
藤
中
納

言
〈
俊
光
、
執
権
〉
相
催
、
御
教
書
云
、
可
下

令
レ

候
二

弘
御
所
一

給
上

之
由
、

其
沙
汰
候
也
、
仍
執
達
如
レ

件
〈
永
仁
布
衣
始
、
二
条
大
納
言
〈
頼
親
〉

奉
二

行
之
一

、
文
章
為
二

此
体
一

き
〉、
正
月
二
十
六
日
、
権
中
納
言
俊
光
、

謹
上
右
宰
相
中
将
殿
、
□
（
遂
）
申
、
来
月
八
日
著
二

布
衣
一

可
二

令
レ

参
給

一

之
由
、
被
二

仰
下
一

候
也
、

・『
公
衡
公
記
』
別
記
『
後
伏
見
院
御
幸
始
記
』
正
安
三
年
二
月
八
日
条
（『
布

衣
始
部
類
記
』
に
も
所
収
）

今
夕
新
院
脱
屣
之
後
御
幸
始
也
、（
中
略
）
今
夜
還
御
以
後
、
有
二

布
衣
始

儀
一

〈
日
来
執
権
権
中
納
言
俊
光
卿
以
二

御
点
一

催
レ

之
、
而
下
二

向
関
東
一

之

間
、
当
日
事
光
方
奉
二

行
之
一

〉、
上
皇
着
二

御
々
狩
衣
一
（
中
略
）、
先
レ

之

公
卿
・
殿
上
人
参
二

候
東
面
弘
御
所
一

、

・『
継
塵
記
』
正
安
三
年
二
月
八
日
条
（『
布
衣
始
部
類
記
』
所
収
）

〈
御
幸
始
事
在
レ

之
〉、
今
夜
布
衣
始
也
、
其
儀
前
右
大
臣
已
下
公
卿
著
二

弘

御
所
一

、
殿
上
人
・
予
以
下
控
候
、
次
自
二

北
御
障
子
一

出
御
（
中
略
）、
暫

著
二

御
御
座
一

、
少
時
入
御
、（
中
略
）
人
々
各
分
散
、

　

後
伏
見
の
御
幸
始
は
祖
父
帝
後
深
草
・
父
帝
伏
見
の
冷
泉
富
小
路
殿
で
あ
り
（
48
）、

後
嵯
峨
を
踏
襲
し
た
布
衣
始
で
あ
る
。
布
衣
始
参
加
の
公
卿
・
殿
上
人
は
御
点
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布衣始について

に
基
づ
き
院
の
御
教
書
で
招
集
さ
れ
る
こ
と
も
わ
か
る
（
49
）。

　

続
く
後
二
条
・
花
園
・
光
厳
の
う
ち
対
象
と
な
る
の
は
花
園
と
光
厳
だ
が

（
後
醍
醐
は
南
北
朝
時
代
へ
）、
花
園
は
文
保
二
年
（
一
三
一
八
）
三
月
十
五
日
に

御
幸
始
を
行
っ
て
い
る
が
（
50
）、

布
衣
始
は
未
確
認
。
光
厳
は
元
弘
三
年
（
一
三
三

三
）
五
月
十
七
日
に
廃
位
の
後
、
翌
建
武
元
年
正
月
二
十
九
日
に
御
幸
始
し
た
。

そ
の
次
第
は
『
御
幸
始
次
第
』
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
布
衣
始
の
記
述
は
な
く
（
51
）、

他
の
史
料
で
も
未
確
認
で
あ
る
。
し
か
し
、
廃
位
後
八
ヶ
月
経
っ
て
お
り
、
す

で
に
烏
帽
子
を
被
っ
て
い
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
、
布
衣
始
は
そ
の
名
称
が
土
御
門
で
の
初
見
後
定
着
し
、
後
嵯
峨
で
具

体
的
内
容
が
明
ら
か
と
な
り
、
以
後
そ
れ
が
踏
襲
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た

だ
し
、
父
帝
へ
の
御
幸
始
は
鳥
羽
以
来
原
則
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
御
幸
始

後
の
布
衣
始
の
骨
子
は
高
倉
・
後
白
河
で
み
え
る
よ
う
に
、
布
衣
始
は
院
政
期

以
降
の
流
れ
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
鎌
倉
時
代
に
入
っ
て
成
立
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

な
お
、
大
覚
寺
統
よ
り
も
持
明
院
統
の
事
例
が
目
立
つ
の
は
、
対
象
と
な
る

上
皇
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。

四
、
南
北
朝
時
代
以
降
の
実
態

　

南
北
朝
時
代
は
、
南
朝
で
は
、
後
醍
醐
・
後
村
上
は
対
象
外
（
52
）。
長
慶
は
未
確

認
。
後
亀
山
は
応
永
元
年
（
一
三
九
四
）
二
月
二
十
三
日
に
尊
号
宣
下
さ
れ
て

い
る
が
（
53
）未
確
認
。
一
方
、
北
朝
で
は
異
例
が
多
い
が
い
ず
れ
も
確
認
で
き
、
室

町
時
代
に
続
い
て
い
く
。

◯
光
明
上
皇
：
貞
和
四
年
（
一
三
四
八
）
十
月
二
十
七
日
譲
位

・『
園
太
暦
』
貞
和
四
年
十
一
月
二
十
八
日
条
（『
布
衣
始
部
類
記
』
に
も
所
収
）

抑
今
日
新
院
布
衣
始
也
、

　

光
明
の
退
位
儀
礼
と
そ
れ
に
至
る
過
程
は
『
園
太
暦
』
に
詳
細
に
記
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
う
ち
布
衣
始
に
限
れ
ば
、
光
明
は
譲
位
前
に
皇
太
子
興
仁
親
王

（
崇
光
）
と
土
御
門
殿
に
同
居
し
て
お
り
、
布
衣
始
を
行
う
場
所
に
つ
い
て
は

光
明
譲
位
後
の
天
皇
・
上
皇
の
御
所
の
問
題
に
関
連
し
て
、
譲
位
前
か
ら
諸
卿

で
意
見
が
分
か
れ
た
。
い
ま
だ
元
服
前
で
あ
っ
た
興
仁
が
元
服
直
後
に
押
小
路

殿
に
遷
御
し
て
践
祚
し
、
布
衣
始
等
は
土
御
門
殿
で
行
う
の
が
手
っ
取
り
早
い

と
す
る
『
園
太
暦
』
記
主
洞
院
公
賢
の
意
見
に
対
し
、
九
条
経
教
は
、
上
皇
が

土
御
門
殿
か
ら
仙
洞
と
な
る
持
明
院
殿
に
御
幸
始
し
、
持
明
院
殿
で
布
衣
始
を

行
う
の
が
よ
い
と
い
う
意
見
で
あ
っ
た
（
54
）。
ち
な
み
に
経
教
の
意
見
は
高
倉
の
例

と
同
じ
で
あ
る
。

　

結
局
、
公
賢
の
意
見
が
通
っ
た
よ
う
で
、
十
月
二
十
七
日
に
興
仁
は
土
御
門

殿
で
元
服
し
、
直
後
に
押
小
路
殿
に
遷
御
し
て
践
祚
し
た
（
55
）。
土
御
門
殿
が
仙
洞

と
な
り
、
光
明
は
譲
位
ほ
ぼ
一
ヶ
月
後
の
十
一
月
二
十
五
日
に
尊
号
宣
下
さ
れ
（
56
）、

十
一
月
二
十
八
日
に
布
衣
始
と
な
っ
た
。
そ
の
場
所
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
土

御
門
殿
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
土
御
門
殿
か
ら
持
明
院
殿
へ
の
御
幸
始
も
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行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
日
程
は
布
衣
始
後
の
十
二
月
十
四
日
で
あ
っ
た
（
57
）。

な
お
、
十
一
月
十
一
日
に
花
園
が
崩
御
し
て
お
り
（
58
）、

諒
闇
の
な
か
で
の
布
衣
始

と
御
幸
始
と
な
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
光
明
の
布
衣
始
は
異
例
で
あ
る
。
十
一
月
十
八
日
に
は
光
明
か

ら
公
賢
に
退
位
儀
礼
に
つ
い
て
の
諮
問
が
あ
っ
た
。
公
賢
は
、
譲
位
後
尊
号
宣

下
さ
れ
な
い
ま
ま
「
旬
月
」
に
及
ぶ
の
は
「
先
規
不
二

打
任
一

」
こ
と
で
あ
り
、

布
衣
始
は
御
幸
始
と
同
日
に
行
う
の
が
「
常
例
」
だ
が
、
す
で
に
「
布
衣
輩
」

が
院
参
し
て
お
り
、「
別
可
レ

有
二

沙
汰
一

」
と
回
答
し
た
。
ま
た
、
御
幸
始
は
譲

位
後
三
十
日
を
過
ぎ
て
行
っ
て
も
問
題
な
い
と
回
答
し
た
（
59
）。

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
異
例
の
元
は
尊
号
宣
下
の
遅
れ
に
あ
り
、
そ
れ
に
連
動
し

て
御
幸
始
も
布
衣
始
も
で
き
ず
、
か
か
る
な
か
で
布
衣
始
を
待
た
ず
に
布
衣
で

院
参
す
る
者
が
現
れ
、
そ
こ
で
布
衣
始
が
急
が
れ
、
御
幸
始
に
先
行
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。

◯
崇
光
上
皇
：
観
応
二
年
（
一
三
五
一
）
十
一
月
七
日
廃
位

・『
園
太
暦
』
文
和
元
年
（
一
三
五
二
）
二
月
十
日
条

入
レ

夜
中
納
言
参
二

仙
洞
一

、
昨
日
有
レ

召
之
故
也
、
帰
来
云
、
新
宮
并
宮

〈
可
レ

申
二

先
坊
一

歟
〉
御
烏
帽
体
可
レ

令
二

拝
見
一

云
々
、
仍
御
方
々
出
御
、

拝
見
之
、
院
司
な
と
被
レ

下
二

交
名
一

、
布
衣
始
之
後
、
可
レ

召
二

烏
帽
、
然

而
今
度
儀
旁
有
二

御
恐
怖
一

、
仍
先
如
レ

此
御
沙
汰
也
、
但
御
狩
衣
者
、
布

衣
始
之
後
可
二

著
御
一

、
仍
今
日
樺
桜
御
狩
衣
直
衣
・
御
大
口
、
宮
者
桜
萌

木
御
狩
衣
直
衣
・
紫
御
指
貫
著
二

御
之
一

、

　

崇
光
は
観
応
の
擾
乱
に
と
も
な
う
一
時
的
な
南
北
朝
合
一
で
廃
位
と
な
り
、

観
応
二
年
（
一
三
五
一
）
十
二
月
二
十
八
日
に
尊
号
宣
下
さ
れ
（
60
）、

そ
の
後
に
み

え
る
の
が
引
用
史
料
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
南
朝
を
憚
っ
て
正
式
の
布
衣
始
は
行
わ
ず
、
中
納
言
（
61
）だ

け

を
仙
洞
に
召
し
て
、「
新
宮
」（
新
院
の
誤
り
）
崇
光
と
、「
宮
」
つ
ま
り
崇
光
の

廃
位
に
伴
っ
て
廃
太
子
と
な
っ
た
直
仁
親
王
が
烏
帽
子
姿
で
出
御
し
た
。
し
か

も
崇
光
・
直
仁
の
装
束
は
狩
衣
で
は
な
く
、
狩
衣
直
衣
（
小
直
衣（62
））

で
あ
り
、

崇
光
は
さ
ら
に
指
貫
で
は
な
く
大
口
を
着
用
す
る
と
い
う
、
い
わ
ば
略
儀
の
布

衣
始
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

　

布
衣
始
と
は
上
皇
・
臣
下
が
烏
帽
子
姿
で
対
面
す
る
だ
け
の
儀
礼
で
あ
る
こ

と
は
す
で
に
指
摘
し
た
が
、
引
用
史
料
か
ら
も
上
皇
の
烏
帽
子
姿
を
拝
見
す
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
皇
太
子
も
烏
帽
子
を
着
用
し
な

い
か
ら
、
廃
太
子
の
烏
帽
子
姿
を
拝
見
す
る
こ
と
も
同
様
に
重
要
に
な
る
（
63
）。

さ

ら
に
布
衣
始
で
は
上
皇
が
烏
帽
子
と
と
も
に
狩
衣
を
着
用
す
る
こ
と
も
重
要
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

崇
光
が
着
用
し
た
大
口
と
は
、
束
帯
で
着
用
す
る
赤
い
肌
袴
（
肌
着
の
袴
）

で
あ
り
、
小
直
衣
は
狩
衣
の
裾
に
襴
を
取
り
付
け
た
構
造
の
狩
衣
と
直
衣
の
折

衷
様
式
の
上
着
で
、
そ
こ
で
狩
衣
直
衣
と
も
い
い
、
有
襴
狩
衣
と
も
い
う
。
つ
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ま
り
崇
光
の
装
束
は
引
直
衣
に
類
似
す
る
。
し
か
し
、
引
直
衣
な
ら
ば
冠
で
な

け
れ
ば
な
い
が
、
烏
帽
子
で
あ
る
か
ら
小
直
衣
に
大
口
と
い
う
妥
協
し
た
姿
と

な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

◯
後
光
厳
上
皇
：
応
安
四
年
（
一
三
七
一
）
三
月
二
十
三
日
譲
位

・『
後
愚
昧
記
』
応
安
四
年
閏
三
月
二
十
二
日
条

今
夜
布
衣
始
云
々
（
64
）、

・『
後
深
心
院
関
白
記
』
応
安
四
年
閏
三
月
二
十
二
日
条

今
日
布
衣
始
云
々
、

・『
兼
綱
公
記
』
応
安
四
年
閏
三
月
二
十
二
日
条
（『
布
衣
始
部
類
記
』
所
収
）

昨
日
還
御
已
後
、
可
レ

有
二

御
狩
衣
始
一

之
由
有
二

其
沙
汰
一

、（
中
略
）
而
去

夜
延
引
、
今
日
有
二

此
事
一

云
々
、

　

後
光
厳
の
布
衣
始
は
、
本
来
は
二
十
一
日
の
御
幸
始
か
ら
の
還
御
後
に
行
う

予
定
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
翌
日
に
延
引
さ
れ
た
。
御
幸
始
は
仙
洞
柳
原
殿
（
65
）か

ら
「
北
山
」
に
対
し
て
行
わ
れ
た
（
66
）。
御
幸
始
翌
日
の
布
衣
始
は
異
例
だ
が
、
御

幸
始
還
御
が
深
夜
に
な
っ
た
の
が
原
因
と
考
え
ら
れ
る
（
67
）。

な
お
、
こ
の
布
衣
始

も
弘
御
所
で
行
わ
れ
た
（
68
）。

　

ま
た
、
御
幸
先
の
「
北
山
」
は
後
光
厳
後
宮
二
位
局
日
野
宣
子
の
北
山
亭
と

考
え
ら
れ
る
。
宣
子
は
、
日
野
資
名
の
息
女
で
西
園
寺
実
俊
の
妾
で
あ
り
（
69
）、

か

つ
後
光
厳
の
「
御
介
錯
」
つ
ま
り
後
見
で
あ
り
（
70
）、

北
山
に
邸
宅
が
あ
っ
た
（
71
）。

つ
ま
り
尊
属
へ
の
御
幸
始
で
は
な
い
。
し
か
し
、
後
光
厳
の
父
母
（
光
厳
と
陽

禄
門
院
三
条
秀
子
）
は
す
で
に
崩
御
し
て
お
り
（
72
）、

後
見
と
し
て
母
親
代
わ
り
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
宣
子
の
も
と
へ
御
幸
始
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、『
兼
綱
公
記
』
は
布
衣
始
を
「
御
狩
衣
始
」
と
記
す
が
、
他
に
例
が

な
い
。

◯
後
円
融
上
皇
：
永
徳
二
年
（
一
三
八
二
）
四
月
十
一
日
譲
位

・『
後
愚
昧
記
』
永
徳
二
年
四
月
二
十
八
日
条

今
日
御
幸
始
也
、
布
衣
始
、

・『
良
賢
入
道
記
』
永
徳
二
年
四
月
二
十
八
日
条
（『
布
衣
始
部
類
記
』
所
収
）

〈
御
幸
始
事
在
之
〉、
今
夜
還
御
已
後
、
有
二

布
衣
始
一

、

　

後
円
融
の
布
衣
始
は
御
幸
始
還
御
後
に
行
わ
れ
た
が
、
詳
し
い
こ
と
は
未
確
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認
で
あ
る
。

◯
後
小
松
上
皇
：
応
永
十
九
年
（
一
四
一
二
）
八
月
二
十
九
日
譲
位

・『
兼
宣
公
記
』
応
永
十
九
年
十
月
十
四
日
条
（『
布
衣
始
部
類
記
』
に
も
所
収
）

申
始
着
二

狩
衣
一

、（
中
略
）
参
二

三
宝
院
一

、
是
今
日
仙
洞
御
布
衣
始
也
、

内
相
府
自
二

此
坊
一

可
レ

有
二

御
参
一

之
間
所
レ

参
也
、（
中
略
）
御
二

参
仙
洞
一

、

（
中
略
）
直
御
二

参
広
御
所
一
（
中
略
）、
公
卿
悉
着
座
後
、
出
御
〈
諸
卿
動

座
〉、
御
安
座
後
公
卿
復
座
、
次
殿
上
人
参
進
候
レ

廂
、
次
上
皇
入
御
〈
諸

卿
如
レ

元
動
座
〉、
入
御
後
次
第
復
座
、
則
下
﨟
退
出
、
次
〈
内
相
府
〉
御
二
　

参
御
前
一

、
大
納
言
殿
同
御
参
、
執
権
・
余
等
同
参
仕
、
及
二

数
献
御
盃
一

者
也
、

・『
教
興
卿
記
』
応
永
十
九
年
十
月
十
四
日
条

仙
洞
御
布
衣
始
（
73
）、

・『
山
科
家
礼
記
』
応
永
十
九
年
十
月
十
四
日
条

今
日
仙
洞
御
布
衣
始
也
、

　

引
用
の
『
兼
宣
公
記
』
が
南
北
朝
・
室
町
時
代
で
管
見
唯
一
の
（
正
式
の
布

衣
始
で
は
な
い
崇
光
の
例
を
の
ぞ
い
て
）、
布
衣
始
の
具
体
的
内
容
を
記
す
史
料

で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
仙
洞
弘
御
所
（
殿
上
人
は
廂
）
で
上
皇
と
臣
下
が

対
面
し
て
散
会
と
い
う
鎌
倉
時
代
と
同
様
の
内
容
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
引

用
は
省
略
し
た
が
、
上
皇
の
装
束
も
烏
帽
子
に
白
狩
衣
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
御
幸
始
は
九
月
二
十
七
日
に
足
利
義
持
の
室
町
殿
に
対
し
て
行
わ

れ
た
（
74
）。

こ
れ
は
後
小
松
の
父
母
（
後
円
融
・
通
陽
門
院
三
条
厳
子
）
が
す
で
に
崩

御
（
75
）し

て
い
る
た
め
だ
が
、
そ
れ
か
ら
ほ
ぼ
半
月
後
の
布
衣
始
と
い
う
日
程
は
異

例
で
あ
る
。
ま
た
、
今
回
の
布
衣
始
は
対
面
後
、
下
﨟
は
定
例
通
り
に
散
会
し

た
が
、
義
持
と
上
﨟
は
上
皇
の
御
前
で
盃
酒
に
及
ん
だ
の
も
初
例
で
あ
り
、
異

例
で
あ
る
。
こ
れ
は
義
持
が
布
衣
始
に
参
加
し
た
た
め
の
特
例
で
あ
ろ
う
（
76
）。

続

く
称
光
は
対
象
外
で
あ
る
。

◯
後
崇
光
上
皇
：
文
安
四
年
（
一
四
四
七
）
十
一
月
二
十
七
日
尊
号
宣
下

・『
看
聞
日
記
』
文
安
四
年
十
一
月
三
十
日
条

今
日
布
衣
始
也
、
政
賢
朝
臣
〈
萌
木
狩
衣
〉・
永
親
〈
布
衣
〉・
経
秀
〈
布

衣
〉
参
、
殊
更
有
二

一
献
一

、

・『
康
富
記
』
文
安
四
年
十
一
月
三
十
日
条



27

布衣始について

洞
中
儀
、
自
二

二
十
七
日
一

至
二

昨
日
一

三
ヶ
日
、
伺
候
之
輩
衣
冠
也
、
今
日

各
著
二

布
衣
一

可
レ

参
之
由
被
レ

仰
レ

之
、
今
日
著
二

布
衣
一

人
々
参
入
云
々
、

上
無
下

被
レ

直
二

御
冠
一

之
儀
上

之
間
、
布
衣
始
之
儀
別
不
レ

被
レ

行
云
々
、

・『
建
内
記
』
文
安
四
年
十
一
月
三
十
日
条

今
日
、
遣
二

使
綾
少
路
中
将
〈
有
俊
朝
臣
〉一
相
尋
云
、
伏
見
殿
参
賀
人
々

時
服
事
如
何
見
及
哉
、
不
レ

具
之
間
、
未
レ

及
二

参
賀
一

者
、
一
昨
日
〈
近

衛
〉
前
関
白
著
二

小
直
衣
一

被
二

参
賀
一

了
、
院
中
布
衣
始
以
前
也
、
不
審
、

今
日
仙
院
布
衣
始
也
云
々
、
於
レ

今
者
御
小
直
衣
何
事
之
有
乎
之
由
、
有

俊
朝
臣
返
答
也
、
今
日
、
院
中
布
衣
始
儀
、
可
二

尋
記
一

、

　

後
崇
光
は
十
一
月
二
十
七
日
に
尊
号
宣
下
さ
れ
（
77
）、
三
十
日
に
布
衣
始
と
な
っ

た
が
、
す
べ
て
が
異
例
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
後
崇
光
は
即
位
し
て
お
ら
ず
、
皇

子
後
花
園
が
即
位
し
た
た
め
の
尊
号
宣
下
で
あ
り
、
し
か
も
す
で
に
出
家
し
て

い
た
（
78
）。
こ
れ
だ
け
な
ら
ば
後
高
倉
と
同
様
だ
が
、
後
高
倉
は
高
倉
の
皇
子
だ

が
、
後
崇
光
は
崇
光
の
孫
で
あ
る
。
ま
た
、
後
高
倉
は
後
堀
河
践
祚
直
後
に
尊

号
宣
下
さ
れ
た
が
（
79
）、
後
崇
光
は
後
花
園
践
祚
後
十
九
年
も
経
っ
て
か
ら
の
尊
号

宣
下
で
あ
る
（
80
）。
そ
こ
で
、『
建
内
記
』
十
一
月
十
九
日
条
で
は
、
今
回
の
尊
号

宣
下
を
前
例
の
な
い
「
新
儀
」
と
し
て
い
る
（
81
）。

　

布
衣
始
に
し
て
も
、
同
じ
く
『
建
内
記
』
十
一
月
十
九
日
条
に
、

帝
位
御
脱
履
（
屣
）
已
後
尊
号
之
時
、
未
レ

被
レ

改
二

帝
者
之
衣
服
一

□
□
被
レ
　

改
之
時
為
二

布
衣
始
一

者
也
、
元
来
非
二

帝
位
一

者
、
今
更
布
□
□
如
何

（「
布
□
□
」
は
「
布
衣
始
」）、

と
み
え
る
。
記
主
万
里
小
路
時
房
は
、
譲
位
後
尊
号
を
得
て
「
帝
者
之
衣
服
」

を
改
め
る
の
が
布
衣
始
で
あ
り
、
元
来
「
帝
位
」
に
な
か
っ
た
後
崇
光
の
布
衣

始
に
つ
い
て
は
懐
疑
的
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
尊
号
宣
下
以
前
の
後
崇
光
は
一
親

王
に
す
ぎ
ず
、
人
々
は
烏
帽
子
姿
で
対
面
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
建
内

記
』
三
十
日
条
で
、
前
関
白
近
衛
房
嗣
が
布
衣
始
前
に
小
直
衣
で
院
参
し
た
の

も
そ
の
流
れ
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
『
看
聞
日
記
』『
建
内
記
』
で
は
三
十
日
の

行
為
を
「
布
衣
始
」
と
記
し
て
い
る
が
、『
康
富
記
』
で
は
、
後
崇
光
が
冠
を

烏
帽
子
に
替
え
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、「
布
衣
始
之
儀
別
不
レ

被
レ

行
云
々
」

と
、
当
日
の
儀
を
布
衣
始
と
認
め
て
い
な
い
。

　

た
だ
し
、『
康
富
記
』
に
よ
れ
ば
、
人
々
は
尊
号
宣
下
の
日
か
ら
三
日
間
は

衣
冠
つ
ま
り
冠
姿
で
後
崇
光
の
も
と
に
祗
候
し
、
三
十
日
に
烏
帽
子
狩
衣
で
院

参
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
便
宜
的
で
あ
れ
布
衣
始
の
体
裁
を
守
っ
た
の
で
あ
る
。

　

続
く
後
花
園
は
御
幸
始
は
行
っ
て
い
る
が
（
82
）、
布
衣
始
は
未
確
認
。
次
の
後
土

御
門
・
後
柏
原
・
後
奈
良
と
戦
国
時
代
は
対
象
外
が
続
き
、
安
土
桃
山
時
代
の

正
親
町
と
な
る
が
、
正
親
町
は
未
確
認
で
あ
る
。
な
お
、
今
回
は
後
陽
成
以
降

の
江
戸
時
代
は
調
べ
て
い
な
い
。
し
か
し
、『
続
史
愚
抄
』
に
よ
れ
ば
、
江
戸
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時
代
の
多
く
の
上
皇
で
布
衣
始
を
確
認
し
た
（
83
）。

　

以
上
の
よ
う
に
、
布
衣
始
の
伝
統
は
北
朝
を
経
て
室
町
時
代
に
継
承
さ
れ
た

が
、
室
町
時
代
は
異
例
が
多
く
な
っ
た
。
や
が
て
戦
国
時
代
の
混
乱
の
な
か
で

対
象
外
が
続
き
、
布
衣
始
も
形
骸
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
江

戸
時
代
に
入
っ
て
復
活
す
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
布
衣
始
の
実
態
を
追
っ
た
。
天
皇
装
束
と
上
皇
装
束
の
相
違
は
摂
関

期
か
ら
認
識
さ
れ
て
い
た
が
、
上
皇
が
布
衣
（
烏
帽
子
狩
衣
）
を
着
用
す
る
と

い
う
行
為
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
平
安
末
期
の
高
倉
・
後
白
河
か
ら

で
あ
り
、
そ
れ
が
布
衣
始
と
い
う
儀
礼
と
し
て
完
成
し
、
天
皇
退
位
儀
礼
の
一

環
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
鎌
倉
時
代
、
特
に
後
嵯
峨
以
降

で
あ
る
。
南
北
朝
時
代
に
は
北
朝
に
継
承
さ
れ
た
が
、
室
町
時
代
に
は
異
例
が

多
く
な
る
。
戦
国
時
代
に
は
対
象
外
の
天
皇
が
続
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
形
骸
化

し
た
と
考
え
ら
れ
、
江
戸
時
代
で
復
活
す
る
と
い
う
流
れ
が
わ
か
っ
た
。

　

ま
た
、
布
衣
始
と
は
、
父
帝
を
原
則
と
す
る
尊
属
へ
の
御
幸
始
か
ら
の
還
御

後
に
、
仙
洞
弘
御
所
で
上
皇
・
臣
下
が
布
衣
（
烏
帽
子
狩
衣
〈
一
部
は
烏
帽
子
直

衣
〉）
で
対
面
す
る
だ
け
の
儀
礼
で
あ
る
こ
と
も
わ
か
っ
た
。

　

次
に
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
か
か
る
布
衣
始
と
政
治
史
、
特
に

院
政
と
の
関
係
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
本
稿
で
は
ふ
れ
な
か
っ
た
布
衣
始

に
臣
下
の
う
ち
誰
が
参
加
し
て
い
る
か
も
重
要
な
問
題
と
な
っ
て
こ
よ
う
。
し

か
し
、
そ
れ
ら
を
本
稿
で
考
察
す
る
余
裕
は
な
い
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
が
、

若
干
の
見
通
し
は
提
示
し
て
お
く
。

　

注
目
さ
れ
る
の
は
、
後
嵯
峨
か
ら
布
衣
始
の
実
態
が
明
確
に
な
り
、
以
後
定

着
す
る
点
で
あ
る
。
白
河
か
ら
後
鳥
羽
ま
で
の
院
政
は
「
専
制
的
院
政
」、
後

嵯
峨
以
降
の
院
政
は
「
制
度
化
さ
れ
た
院
政
」
と
整
理
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
（
84
）、

院
伝
奏
や
院
評
定
制
と
い
っ
た
院
政
を
運
営
す
る
制
度
の
確
立
は
後
嵯
峨
か
ら

で
あ
る
（
85
）。

布
衣
始
の
成
立
と
定
着
も
か
か
る
流
れ
の
一
環
と
し
て
理
解
す
る
こ

と
が
で
き
よ
う
か
。

　

し
か
も
布
衣
始
が
行
わ
れ
た
場
所
は
仙
洞
弘
御
所
で
あ
る
。
弘
御
所
は
後
鳥

羽
の
仙
洞
で
成
立
し
、
本
来
は
和
歌
会
等
の
遊
興
（
芸
能
）
の
場
で
あ
っ
た
が
、

後
嵯
峨
以
降
、
伝
奏
や
評
定
が
行
わ
れ
る
院
政
の
ま
さ
に
中
心
的
場
と
な
っ
た
（
86
）。

か
か
る
性
格
の
弘
御
所
で
布
衣
始
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
布
衣
始
と

は
院
政
の
い
わ
ば
開
始
儀
礼
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
儀
礼

で
布
衣
姿
つ
ま
り
烏
帽
子
狩
衣
姿
が
ま
さ
に
可
視
的
身
分
標
識
の
役
割
を
果
た

し
た
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
上
皇
・
臣
下
が
布
衣
姿
で
対
面
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
布
衣
姿

を
確
認
し
あ
う
、
特
に
天
皇
と
は
異
な
る
上
皇
の
烏
帽
子
狩
衣
姿
を
臣
下
が
確

認
す
る
こ
と
で
あ
る
。
か
か
る
布
衣
始
の
意
義
は
、
冠
だ
け
を
被
り
、
限
定
さ

れ
た
冠
対
応
装
束
し
か
着
用
し
な
か
っ
た
天
皇
が
、
上
皇
に
な
っ
て
布
衣
（
烏

帽
子
狩
衣
）
を
着
用
し
、
臣
下
も
そ
れ
に
対
応
し
て
布
衣
で
院
参
す
る
と
い
う
、

そ
の
明
確
な
可
視
的
変
化
を
君
臣
で
確
認
し
合
う
点
に
こ
そ
あ
っ
た
と
考
え
ら
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（
５
）　

例
え
ば
『
国
史
大
辞
典
12
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
年
）「
布
衣
始
」

で
は
「
天
皇
が
退
位
し
て
上
皇
と
な
っ
て
か
ら
行
う
一
連
の
事
始
の
一
つ
」
と

し
て
、『
名
目
抄
』
の
引
用
と
布
衣
（
狩
衣
）
お
よ
び
狩
衣
に
は
烏
帽
子
を
被

る
と
い
う
説
明
が
あ
る
が
、
天
皇
が
烏
帽
子
や
狩
衣
を
着
用
し
な
い
と
い
う
説

明
は
な
い
（
橋
本
義
彦
氏
執
筆
、
鈴
木
敬
三
編
『
有
識
故
実
大
辞
典
』〈
吉
川

弘
文
館
、
一
九
九
六
年
〉
再
録
）。
一
方
、『
平
安
時
代
史
事
典
』（
角
川
書
店
、

一
九
九
四
年
）「
院
布
衣
始
」
で
は
「
天
皇
譲
位
後
、
初
め
て
布
衣
（
布
の
狩

衣
）
を
着
用
す
る
こ
と
。
在
位
中
は
布
衣
を
着
用
し
な
い
が
、「
太
上
天
皇
已

下
随
レ

便
服
用
無
レ

所
レ

限
」（『
西
宮
記
』
一
七
）
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

『
名
目
鈔
』
は
、
こ
の
時
烏
帽
子
も
用
い
始
め
る
と
し
て
い
る
」
と
あ
り
（
藤

木
邦
彦
氏
執
筆
）、
天
皇
が
布
衣
を
着
用
し
な
い
こ
と
は
記
し
て
い
る
が
、
布

衣
は
布
狩
衣
に
限
定
で
き
な
い
し
、
な
に
よ
り
も
布
衣
（
狩
衣
）
が
烏
帽
子
対

応
装
束
で
あ
る
点
が
理
解
さ
れ
て
い
な
い
。
天
皇
が
烏
帽
子
を
被
ら
な
い
こ
と

も
理
解
さ
れ
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、「
布
衣
始
」『
日
本
国

語
大
辞
典
11
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
六
年
〈
第
二
版
五
刷
〉）
は
、
用
語
の
解
説

だ
け
だ
が
正
確
で
あ
る
。
ま
た
、
記
述
が
正
確
な
う
え
に
、「
上
皇
が
皇
位
の

束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
た
意
味
あ
い
」
を
持
つ
と
そ
の
意
義
に
ま
で
言
及
し
て
い

る
の
が
『
日
本
史
広
辞
典
』（
山
川
出
版
社
、
一
九
九
七
年
）「
布
衣
始
」
で
あ

る
。

（
６
）　
『
群
書
類
従
』
第
八
輯
（
装
束
部
）
所
収
。

（
７
）　
「
ホ
ウ
イ
」
の
仮
名
は
『
群
書
類
従
』
本
と
『
禁
中
方
名
目
抄
校
註
』
に

み
え
る
。
し
か
し
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
『
高
松
宮
家
伝
来
禁
裏
本
』
所

収
『
名
目
抄
』（
Ｈ
│
600
│
878
ウ
函
73
）
に
は
み
え
な
い
。

れ
る
。

　

か
か
る
布
衣
始
に
つ
い
て
は
、
装
束
の
可
視
的
身
分
標
識
と
し
て
の
機
能
を

理
解
し
て
い
な
け
れ
ば
、
単
に
天
皇
譲
位
後
に
行
わ
れ
る
様
々
な
「
事
始
」
の

一
環
に
過
ぎ
な
い
と
見
過
ご
さ
れ
て
し
ま
う
。

　

し
か
し
、
装
束
の
可
視
的
身
分
標
識
と
し
て
の
機
能
を
も
っ
と
も
体
現
す
る

の
が
天
皇
装
束
で
あ
る
点
を
理
解
し
て
い
れ
ば
、
見
過
ご
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

天
皇
装
束
が
そ
れ
だ
け
特
別
で
あ
っ
た
か
ら
布
衣
始
と
い
う
儀
礼
も
成
立
し
た

の
で
あ
る
。
布
衣
始
は
、
い
わ
ば
天
皇
の
王
権
か
ら
上
皇
（「
治
天
の
君
」）
と

い
う
新
た
な
王
権
へ
の
移
行
を
、
可
視
的
に
提
示
す
る
儀
礼
で
あ
っ
た
と
言
い

換
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
か
。

注（
１
）　

近
藤
好
和
『
装
束
の
日
本
史
│
平
安
貴
族
は
何
を
着
て
い
た
の
か
』（
平

凡
社
新
書
、
二
〇
〇
七
年
）、
同
「
装
束
か
ら
見
た
天
皇
の
人
生
」（『
国
立
歴

史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一
四
一
、
二
〇
〇
八
年
）、
同
「
天
皇
と
装
束
」

（
河
添
房
江
編
『
王
朝
文
学
と
服
飾
・
容
飾
』
竹
林
舎
、
二
〇
一
〇
年
）。

（
２
）　

布
衣
始
に
つ
い
て
は
、
前
注
前
掲
二
論
文
（
二
〇
〇
八
年
・
二
〇
一
〇

年
）
で
も
ふ
れ
て
い
る
。

（
３
）　
『
群
書
類
従
』
第
二
十
六
輯
（
雑
部
）
所
収
。
な
お
、『
群
書
類
従
』
は
続

群
書
類
従
完
成
会
本
（
初
版
一
九
三
二
年
）
を
使
用
。
以
下
、
同
じ
。

（
４
）　
『
改
訂
増
補
故
実
叢
書
10
』（
明
治
図
書
出
版
、
一
九
九
三
年
）
所
収
。
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（
８
）　
「
ホ
ウ
イ
ハ
ジ
メ
」
の
仮
名
は
、『
群
書
類
従
』
本
・『
禁
中
方
名
目
抄
校

註
』・
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
『
高
松
宮
家
伝
来
禁
裏
本
』
所
収
本
い
ず
れ

に
も
み
え
る
。

（
９
）　
『
群
書
類
従
』
第
二
十
六
輯
（
雑
部
）
所
収
。
そ
の
注
釈
書
と
し
て
牟
田

栄
安
（
橘
泉
）
の
『
禁
秘
抄
考
註
』（『
改
訂
増
補
故
実
叢
書
22
』〈
明
治
図
書

出
版
、
一
九
九
三
年
〉）
が
あ
る
。

（
10
）　

こ
の
こ
と
は
、
大
江
匡
房
の
『
江
家
次
第
』
巻
十
「
五
節
帳
台
試
」（『
改

訂
増
補
故
実
叢
書
２
』〈
明
治
図
書
出
版
、
一
九
九
三
年
〉）
に
「
主
上
出
御

〈
御
直
衣
・
御
奴
袴
・
御
沓
〉」
と
あ
り
（「
奴
袴
」
は
指
貫
の
別
表
記
）、
藤
原

伊
通
の
『
大
槐
秘
抄
』（『
群
書
類
従
』
第
二
十
八
輯
〈
雑
部
〉
所
収
）
に
も
み

え
る
。
ま
た
、
三
条
西
実
隆
の
『
装
束
抄
』（『
群
書
類
従
』
第
八
輯
〈
装
束

部
〉
所
収
）
に
は
、
天
皇
が
指
貫
を
着
用
す
る
機
会
と
し
て
「
殿
上
淵
酔
ノ

夜
」
も
加
わ
る
。

（
11
）　
『
改
定
増
補
故
実
叢
書
６
・
７
』（
明
治
図
書
出
版
、
一
九
九
三
年
）。

（
12
）　

後
醍
醐
ま
で
の
各
天
皇
の
譲
位
の
日
時
と
場
所
は
、
詫
間
直
樹
編
『
皇
居

行
幸
年
表
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
九
七
年
）
に
よ
っ
た
。

（
13
）　

以
下
、
本
稿
の
引
用
史
料
は
す
べ
て
、
旧
漢
字
（
正
字
）・
異
体
字
を
当

用
漢
字
に
改
め
、
ま
た
返
り
点
を
施
し
、
一
部
は
読
点
を
改
め
た
。
さ
ら
に
細

字
・
割
書
は
す
べ
て
〈　

〉
に
入
れ
て
表
記
し
た
。

（
14
）　

山
中
裕
編
『
御
堂
関
白
記
全
註
釈　
長
和
五
年
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇

九
年
）
で
は
「
夜
御
装
束
」
に
「
日
常
的
な
装
束
と
烏
帽
子
を
献
上
し
た
」
と

註
釈
を
付
け
、
そ
の
理
由
を
三
月
二
十
三
日
に
三
条
が
枇
杷
殿
北
対
か
ら
寝
殿

に
移
る
こ
と
に
求
め
て
お
り
（
川
村
佐
和
氏
執
筆
）、
天
皇
装
束
と
上
皇
装
束

が
峻
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
布
衣
始
の
こ
と
な
ど
に
は
ふ
れ
て
い
な
い
。

（
15
）　

年
始
最
初
の
御
幸
も
御
幸
始
で
あ
る
。

（
16
）　
『
百
錬
抄
』
安
元
二
年
（
一
一
七
六
）
七
月
十
七
日
条
に
「
新
院
崩
御

〈
御
年
十
三
（
中
略
）
童
形
〉」
と
あ
る
。『
百
錬
抄
』
は
、『
新
訂
増
補
国
史
大

系
』
本
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
三
年
）
を
使
用
（
以
下
、
同
じ
）。

（
17
）　
『
玉
葉
』
当
日
条
に
も
「
上
皇
初
度
御
幸
」
と
あ
る
。『
玉
葉
』
は
、
名
著

刊
行
会
本
（
一
九
七
九
年
）
を
使
用
（
以
下
、
同
じ
）。

（
18
）　
『
山
槐
記
』『
玉
葉
』
各
二
月
二
十
八
日
条
、『
山
槐
記
』
三
月
四
日
条
。

（
19
）　
『
園
太
暦
』
貞
和
四
年
（
一
三
四
八
）
九
月
三
日
条
に
、
後
醍
醐
ま
で
の

旧
帝
譲
位
と
新
帝
践
祚
の
御
所
が
別
個
で
あ
る
例
が
列
挙
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ

に
よ
れ
ば
高
倉
以
前
に
も
、
後
一
条
・
後
三
条
・
堀
河
・
鳥
羽
・
後
白
河
の
例

が
み
え
る
。

（
20
）　
『
山
槐
記
』
当
日
条
。

（
21
）　
『
山
槐
記
』
三
月
八
日
条
に
「
院
中
未
レ

被
レ

仰
二

下
直
衣
之
由
一

」
と
あ
る
。

「
直
衣
」
は
「
布
衣
」
の
間
違
い
で
あ
ろ
う
。

（
22
）　

後
鳥
羽
譲
位
の
正
月
十
一
日
に
東
宮
は
藤
原
基
通
亭
か
ら
閑
院
に
遷
行
し

て
践
祚
し
（『
明
月
記
』『
玉
葉
』
各
当
日
条
）、
後
鳥
羽
の
内
裏
で
あ
っ
た
大

炊
御
門
殿
が
仙
洞
と
な
っ
た
。

（
23
）　
『
三
長
記
』
当
日
条
。

（
24
）　
『
明
月
記
』
正
月
二
十
一
日
条
に
は
「
未
時
計
参
二
八
条
殿
一
〈
今
日
布
衣
、

雖
レ

未
レ

被
レ

仰
二

布
衣
一

、
於
レ

今
者
冠
又
還
可
レ

為
二

鳴
呼
一

、
又
被
レ

仰
二

布
衣
之

由
一

之
条
似
レ

擬
二

院
中
一

、
只
漸
自
然
恩
免
何
事
有
乎
由
、
一
日
有
二

御
沙
汰
一

、

故
着
レ

之
〉」
と
あ
る
。
八
条
殿
と
は
八
条
院
暲
子
内
親
王
の
こ
と
で
あ
り
、
女



31

布衣始について

院
に
も
布
衣
始
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
た
ま
た
ま
同
日
条
に
記

さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
後
鳥
羽
の
布
衣
始
と
は
無
関
係
で
あ
ろ
う
。
な
お
、

「
於
レ

今
者
冠
又
還
可
レ

為
二

鳴
呼
一

」
と
あ
る
の
は
、
八
条
院
が
す
で
に
出
家
し

て
い
る
た
め
か
。『
明
月
記
』
は
、
国
書
刊
行
会
本
（
一
九
七
〇
年
）
を
使
用
。

（
25
）　
『
大
日
本
史
料
』
四
編
之
十
所
収
。

（
26
）　
『
百
錬
抄
』
当
日
条
な
ど
。

（
27
）　

黒
川
春
村
編
『
歴
代
残
闕
日
記
12
』（
臨
川
書
店
、
一
九
九
〇
年
復
刊
）

所
収
。

（
28
）　
『
百
錬
抄
』
承
久
三
年
（
一
二
二
一
）
四
月
二
十
六
日
条
に
「
今
夕
、
新

院
初
御
二

幸
高
陽
院
一

」
と
あ
る
。

（
29
）　
『
百
錬
抄
』
承
久
三
年
八
月
二
十
三
日
条
に
「
院
御
幸
始
」
と
あ
る
。

（
30
）　

後
高
倉
の
出
家
は
建
暦
二
年
（
一
二
一
二
）
三
月
二
十
六
日
、
尊
号
宣
下

は
承
久
三
年
八
月
十
六
日
（『
百
錬
抄
』
当
日
条
）。

（
31
）　
『
岡
屋
関
白
記
』
別
記
『
御
譲
位
御
即
位
記
』（（
財
）
陽
明
文
庫
編
『
陽

明
叢
書
６　
岡
屋
関
白
記
・
深
心
院
関
白
記
・
後
知
足
院
関
白
記
』
思
文
閣
出

版
、
一
九
八
四
年
）、『
百
錬
抄
』
当
日
条
。

（
32
）　
『
百
錬
抄
』
当
日
条
に
「
上
皇
御
幸
始
也
」
と
あ
る
。

（
33
）　

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
『
高
松
宮
家
伝
来
禁
裏
本
』
所
収
（
Ｈ
│
600
│

168
せ
函
26
）。
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）
十
二
月
中
旬
に
部
類
し
た
由
を
記
す
後

西
の
奥
書
が
あ
る
。
な
お
、『
高
松
宮
家
伝
来
禁
裏
本
』
は
国
立
歴
史
民
俗
博

物
館
よ
り
目
録
が
刊
行
さ
れ
、
ま
た
そ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
全
文
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
の
公
開
も
始
ま
っ
た
（
と
も
に
二
〇
〇
九
年
三
月
）。
そ
れ
に
よ
る
と
、
本

稿
に
関
係
の
あ
る
史
料
と
し
て
『
御
幸
始
次
第
』（
Ｈ
│
600
│
778
ゑ
函
5-38
、『
続

群
書
類
従
』
第
四
輯
上
〈
帝
王
部
〉
に
も
所
収
）『
御
幸
始
部
類
記
』（
Ｈ
│
600

│
780
ゑ
函
5-40
）『
御
幸
始
布
衣
始
記
』（
Ｈ
│
600
│
146
せ
函
４
）『
伏
見
院
御
幸
始

記
』（
Ｈ
│
600
│
140
し
函
57
）
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
「
布
衣
始
」
が
出
て
く
る
の

は
、『
御
幸
始
部
類
記
』
以
下
の
三
史
料
で
あ
る
。
し
か
し
、『
御
幸
始
部
類

記
』
所
収
史
料
は
す
べ
て
『
布
衣
始
部
類
記
』
に
重
複
。『
伏
見
院
御
幸
始
記
』

は
『
公
衡
公
記
』
別
記
永
仁
六
年
（
一
二
九
八
）
八
月
五
日
条
で
、
こ
れ
も

『
布
衣
始
部
類
記
』
と
重
複
。『
御
幸
始
布
衣
始
記
』
は
独
自
だ
が
、
亀
山
上
皇

の
文
永
十
一
年
（
一
二
七
四
）
二
月
七
日
の
御
幸
始
・
布
衣
始
の
記
事
で
あ
り
、

布
衣
始
に
関
し
て
は
御
幸
始
還
御
の
後
に
そ
れ
が
あ
っ
た
由
と
参
加
の
公
卿
・

殿
上
人
の
交
名
が
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。『
布
衣
始
部
類
記
』
と
重
複

す
る
史
料
は
多
少
の
字
の
異
同
は
あ
る
が
内
容
は
同
様
で
あ
る
た
め
、
本
稿
で

は
収
録
数
が
も
っ
と
も
多
い
『
布
衣
始
部
類
記
』
所
収
史
料
だ
け
を
引
用
す
る

こ
と
と
す
る
。

（
34
）　
『
百
錬
抄
』
当
日
条
に
も
「
今
日
、
上
皇
御
尊
号
後
、
始
御
二

幸
承
明
門
院

〈
土
御
門
殿
〉一
、（
中
略
）
院
御
直
衣
始
」
と
み
え
る
。「
院
御
直
衣
始
」
は

「
院
御
布
衣
始
」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。

（
35
）　
『
陽
龍
記
』
で
は
「
御
布
衣
始
」
と
あ
る
。
注
（
１
）
前
掲
論
文
（
二
〇

〇
八
年
）
で
は
「
天
皇
が
冠
か
ら
烏
帽
子
に
着
替
え
る
こ
と
が
御
布
衣
始
で
、

そ
れ
と
同
時
に
臣
下
が
烏
帽
子
（
烏
帽
子
対
応
装
束
）
で
は
じ
め
て
上
皇
に
対

す
る
こ
と
が
布
衣
始
と
区
別
し
て
い
る
」
と
し
た
。
上
皇
の
立
場
か
ら
の
呼
称

が
御
布
衣
始
で
、
臣
下
の
立
場
か
ら
の
呼
称
が
布
衣
始
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
36
）　

鳥
羽
は
保
元
元
年
（
一
一
五
六
）
七
月
二
日
、
後
白
河
は
建
久
三
年
（
一

一
九
二
）
三
月
十
三
日
、
土
御
門
は
寛
喜
三
年
（
一
二
三
一
）
十
月
十
一
日
に
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崩
御
。

（
37
）　

治
承
三
年
（
一
一
七
九
）
十
一
月
二
十
日
に
鳥
羽
殿
に
幽
閉
（『
山
槐
記
』

当
日
条
）。

（
38
）　

待
賢
門
院
は
久
安
元
年
（
一
一
四
五
）
八
月
二
十
二
日
、
建
春
門
院
は
安

元
二
年
（
一
一
七
六
）
七
月
八
日
に
崩
御
。
源
通
子
は
承
久
三
年
（
一
二
二

一
）
八
月
没
。

（
39
）　
『
園
太
暦
』
貞
和
四
年
（
一
三
四
八
）
十
一
月
二
十
九
日
条
に
「
脱
屣
御

幸
始
、
延
久
幸
二

陽
明
門
院
一

以
後
、
度
々
幸
二

女
院
一

有
二

佳
例
一

」
と
あ
り
、
後

三
条
が
母
陽
明
門
院
禎
子
内
親
王
に
御
幸
始
し
て
以
来
、
女
院
（
母
・
祖
母
）

へ
の
御
幸
始
は
度
々
の
佳
例
と
い
う
。
な
お
、
後
三
条
の
御
幸
始
は
『
為
房
卿

記
』
延
久
五
年
（
一
〇
七
三
）
正
月
八
日
条
（『
史
聚
』
十
〈
一
九
七
九
年
〉

所
収
）
に
み
え
る
。
ち
な
み
に
布
衣
始
の
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

（
40
）　
『
不
知
記
』
と
し
て
『
布
衣
始
部
類
記
』
に
も
所
収
。
な
お
、
亀
山
の
布

衣
始
は
『
続
史
愚
抄
』
に
も
み
え
る
が
省
略
す
る
。
以
下
、『
続
史
愚
抄
』
は
、

そ
れ
だ
け
に
み
え
る
記
事
を
除
い
て
省
略
す
る
。
な
お
、『
続
史
愚
抄
』
は
、

『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
本
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
〜
二
〇
〇
〇
年
）
を

使
用
（
以
下
、
同
じ
）。

（
41
）　

文
永
九
年
（
一
二
七
二
）
二
月
十
七
日
崩
御
。

（
42
）　
『
経
俊
卿
記
』
当
日
条
、『
増
鏡
』
巻
九
「
草
枕
」。
な
お
、
後
者
に
は
、

七
日
に
「
大
宮
院
の
を
は
し
ま
す
中
御
門
京
極
実
俊
の
中
将
の
家
」
へ
の
御
幸

始
が
み
え
、
続
く
十
日
に
「
院
」（
後
深
草
）
へ
の
御
幸
が
み
え
る
。
十
日
の

亀
山
の
装
束
は
「
御
烏
帽
子
直
衣
」
で
あ
り
、
布
衣
始
の
こ
と
は
み
え
な
い
が
、

烏
帽
子
を
被
っ
て
い
る
点
で
布
衣
始
後
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
と
こ

ろ
が
、『
増
鏡
』
で
は
「
御
烏
帽
子
直
衣
同
じ
」
と
あ
る
本
と
「
同
じ
」
が
な

い
本
が
あ
る
。「
同
じ
」
と
は
七
日
の
御
幸
始
と
同
じ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
部
分
、
井
上
宗
雄
『
増
鏡
（
中
）
全
訳
注
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九

八
三
年
）
で
は
、「
御
烏
帽
子
・
直
衣
同
じ
」
と
並
列
点
を
打
ち
、
上
皇
の
烏

帽
子
直
衣
が
七
日
の
御
幸
始
と
同
じ
と
解
釈
し
て
い
る
。
し
か
し
、
七
日
の
御

幸
始
は
布
衣
始
前
で
あ
る
か
ら
、
亀
山
の
装
束
は
冠
直
衣
で
あ
り
、
十
日
の
御

幸
で
同
じ
な
の
は
直
衣
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
は
「
御
烏
帽
子
、

直
衣
同
じ
」
と
読
点
を
打
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、『
増
鏡
』
で
は
二

十
日
に
北
白
河
院
（
安
嘉
門
院
邦
子
内
親
王
）
へ
の
「
布
衣
の
御
幸
始
」
が
み

え
る
。
烏
帽
子
狩
衣
で
の
御
幸
始
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
43
）　

御
幸
始
時
の
仙
洞
が
ど
こ
で
あ
っ
た
か
を
記
す
史
料
は
な
い
。
し
か
し
、

『
経
俊
卿
記
』
当
日
条
に
、
行
幸
の
順
路
と
し
て
最
初
に
「
烏
丸
北
行
」
と
あ

り
、
亀
山
譲
位
時
の
内
裏
で
あ
る
押
小
路
殿
は
烏
丸
東
に
あ
る
た
め
、
亀
山
は

譲
位
後
押
小
路
殿
を
仙
洞
と
し
、
そ
こ
か
ら
御
幸
始
を
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
44
）　
『
実
躬
卿
記
』
当
日
条
。

（
45
）　

後
宇
多
の
譲
位
と
伏
見
の
即
位
は
、
後
深
草
と
西
園
寺
実
兼
が
幕
府
に
働

き
か
け
て
実
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
伏
見
の
即
位
に
よ
り
院
政
は
亀
山
か
ら
後

深
草
に
移
っ
た
。
そ
の
間
の
状
況
を
伝
え
る
『
実
躬
卿
記
』
弘
安
十
年
十
月
十

二
日
条
や
、
翌
十
三
日
条
に
は
亀
山
側
の
無
念
が
記
さ
れ
て
お
り
、
亀
山
は
十

七
日
の
後
嵯
峨
月
忌
の
御
幸
さ
え
取
り
や
め
た
。
亀
山
・
後
宇
多
父
子
に
と
っ

て
今
回
の
譲
位
は
ま
っ
た
く
意
に
沿
わ
ぬ
も
の
で
あ
り
、
今
回
の
異
例
は
か
か

る
政
情
の
反
映
と
考
え
ら
れ
る
。

（
46
）　

殿
上
人
が
祗
候
し
た
「
東
弘
庇
」
は
二
条
高
倉
殿
弘
御
所
の
一
部
か
。
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布衣始について

（
47
）　

伏
見
の
狩
衣
は
、『
伏
見
院
御
幸
始
記
』
で
は
「
白
襖
浮
線
綾
御
狩
衣
」

と
あ
り
、『
通
重
公
記
』
で
は
「
柳
御
狩
衣
〈
浮
線
綾
〉」
と
あ
る
。「
柳
狩
衣
」

と
は
、
表
地
を
白
、
裏
地
を
青
（
黄
緑
）
と
し
た
柳
襲
ね
の
狩
衣
の
こ
と
で
あ

り
（
三
条
西
実
隆
『
装
束
抄
』〈『
群
書
類
従
』
第
八
輯
〈
装
束
部
〉
所
収
〉
な

ど
）、
裏
地
も
白
と
し
た
白
襖
狩
衣
と
は
相
違
す
る
。
布
衣
始
で
上
皇
が
「
柳

狩
衣
」
で
あ
る
の
は
管
見
で
は
他
に
例
が
な
い
。

（
48
）　
『
実
躬
卿
記
』『
後
伏
見
院
御
幸
始
記
』
各
当
日
条
。

（
49
）　
『
園
太
暦
』
貞
和
四
年
（
一
三
四
八
）
十
一
月
二
十
三
日
条
に
「
如
レ

此
事

強
非
二

御
教
書
体
一

、
内
々
相
触
之
由
歟
」
と
も
み
え
る
。

（
50
）　
『
続
史
愚
抄
』
文
保
二
年
（
一
三
一
八
）
三
月
十
五
日
条
。

（
51
）　
『
続
群
書
類
従
』
第
四
輯
上
（
帝
王
部
）、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
『
高

松
宮
家
伝
来
禁
裏
本
』
所
収
（
Ｈ
│
600
│
778
ゑ
函
5-38
）。

（
52
）　

後
醍
醐
は
暦
応
二
年
（
一
三
三
九
）
八
月
十
六
日
、
後
村
上
は
正
平
二
十

三
年
（
一
三
六
八
）
三
月
十
一
日
崩
御
。

（
53
）　
『
荒
暦
』（『
大
日
本
史
料
』
七
編
之
一
所
収
）、『
兼
宣
公
記
』
各
当
日
条
。

（
54
）　
『
園
太
暦
』
九
月
十
三
日
条
に
よ
れ
ば
、
御
所
の
問
題
に
つ
い
て
光
明
よ

り
公
賢
以
下
に
勅
問
が
あ
り
、
公
賢
は
「
被
レ

補
二

院
司
一

、
并
出
御
臨
幸
之
儀
、

大
内
御
坐
之
時
先
例
勿
論
也
、
如
二

布
衣
始
一

、
遷
二

御
他
所
一

以
後
被
レ

行
者
、

不
レ

可
レ

有
二

子
細
一

歟
、
且
新
主
冠
礼
畢
、
出
二

御
押
小
路
第
一

、
旧
主
於
二

土
御

門
殿
一

被
レ

行
二

其
礼
一

者
、
縡
之
容
易
、
刻
限
之
早
速
可
レ

為
二

大
切
一

歟
、
恰
袷

之
間
、
宜
レ

被
レ

決
二

叡
慮
一

乎
」
と
回
答
し
た
。「
新
主
冠
礼
」
と
は
皇
太
子
の

元
服
の
こ
と
で
あ
る
。
一
方
、
九
条
経
教
は
「
当
今
脱
屣
之
後
、
於
二

土
御
門

殿
一

被
レ

補
二

院
司
一

之
条
、
有
二

準
拠
例
一

之
上
者
、
不
レ

可
レ

有
二

巨
難
一

歟
、
其
後

早
速
有
二

御
幸
始
一

、
於
二

持
明
院
殿
一

御
布
衣
始
以
下
有
二

其
沙
汰
一

者
、
土
御
門

殿
暫
雖
レ

為
二

御
所
一

、
不
レ

可
レ

有
二

仙
洞
号
一

歟
、
此
上
事
宜
レ

在
二

時
義
一

乎
」
と

回
答
し
た
。
布
衣
始
は
仙
洞
で
行
う
（
内
裏
で
は
行
え
な
い
）
と
い
う
点
で
は
、

両
者
の
意
見
は
通
底
す
る
。

（
55
）　
『
園
太
暦
』
当
日
条
。

（
56
）　
『
園
太
暦
』
当
日
条
。

（
57
）　
『
園
太
暦
』
当
日
条
。

（
58
）　
『
園
太
暦
』
当
日
条
。

（
59
）　

以
上
、『
園
太
暦
』
当
日
条
。

（
60
）　
『
園
太
暦
』
観
応
二
年
（
一
三
五
一
）
十
二
月
二
十
八
条
所
収
十
二
月
二

十
九
日
付
洞
院
実
守
の
書
状
に
「
今
夕
尊
号
事
候
、
可
レ

有
二

沙
汰
一

之
由
承
候
」

と
み
え
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
尊
号
宣
下
は
二
十
九
日
と
な
る
。
し
か
し
、
同
延
文

二
年
（
一
三
五
七
）
三
月
十
二
日
（
十
三
日
が
正
し
い
）
条
所
収
公
賢
書
状
に

よ
れ
ば
、「
尊
号
宣
下
ハ
観
応
二
年
十
二
月
二
十
八
日
」
と
あ
る
。

（
61
）　
『
園
太
暦　

巻
四
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
二
〇
〇
〇
年
）
は
「
実
夏
」

と
傍
註
す
る
。
洞
院
実
夏
は
崇
光
の
皇
太
子
時
代
に
引
き
続
き
直
仁
の
東
宮
大

夫
で
あ
り
（『
公
卿
補
任
』
貞
和
四
年
尻
付
）、
崇
光
・
直
仁
が
揃
っ
て
烏
帽
子

姿
を
見
せ
る
人
物
と
し
て
適
任
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
夏
は
文
和
元
年
当
時
は

権
大
納
言
で
あ
っ
て
中
納
言
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、『
園
太
暦
』
の
「
中
納
言
」

は
「
大
納
言
」
の
誤
り
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、「
中
納
言
」
で
間
違
い

な
い
と
す
る
と
、
刊
本
の
人
物
比
定
は
間
違
い
と
な
り
、
文
和
元
年
当
時
は
西

園
寺
実
長
が
中
納
言
で
東
宮
権
大
夫
で
あ
る
か
ら
、
実
長
が
適
任
と
な
ろ
う
か
。

（
62
）　

刊
本
で
は
崇
光
・
直
仁
と
も
に
「
狩
衣
、
直
衣
」
と
読
点
を
打
つ
が
誤
り
。
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（
63
）　

そ
の
意
味
で
も
「
中
納
言
」
は
東
宮
大
夫
実
夏
が
適
任
と
な
る
。

（
64
）　

引
用
は
省
略
し
た
が
、
布
衣
始
参
加
の
公
卿
・
殿
上
人
の
交
名
と
各
人
の

装
束
も
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
前
内
府
後
日
注
送
之
間
、
如
レ

此
」
と
あ

る
よ
う
に
、『
後
愚
昧
記
』
記
主
三
条
公
忠
が
前
内
府
三
条
実
継
に
書
状
で
依

頼
し
て
、
実
継
が
知
ら
せ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
記
し
た
公
忠
書
状
実
継
勘

返
が
残
る
（『
大
日
本
古
記
録　

後
愚
昧
記
三
』〈
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
〉

所
収
）。

（
65
）　
『
後
愚
昧
記
』
閏
三
月
二
十
一
日
条
に
「
今
日
新
院
〈
御
二

座
柳
原
藤
中
納

言
亭
一

、
此
所
為
二

仙
洞
一

〉
脱
屐
（
屣
）
之
後
御
幸
始
也
」
と
あ
る
。

（
66
）　
『
後
深
心
院
関
白
記
』
閏
三
月
二
十
一
日
条
に
「
今
日
新
院
御
幸
始
也

〈
御
二

幸
北
山
一

也
〉」
と
あ
る
。

（
67
）　

前
注
前
掲
条
に
「
御
幸
還
御
子
刻
云
々
」
と
あ
る
。

（
68
）　
『
兼
宣
公
記
』
応
永
十
九
年
（
一
四
一
二
）
十
月
十
四
日
条
に
、
こ
の
時

の
院
宣
の
文
言
と
し
て
「
来
何
日
着
二

布
衣
一

、
可
下

令
レ

候
二

弘
御
所
一

給
上

之
由
」

と
み
え
る
。

（
69
）　
『
後
愚
昧
記
』
応
安
四
年
（
一
三
七
一
）
三
月
十
六
日
条
。

（
70
）　
『
後
愚
昧
記
』
応
安
四
年
三
月
十
六
日
条
、
同
応
安
七
年
（
一
三
七
四
）

二
月
十
一
日
条
。

（
71
）　
『
後
愚
昧
記
』
応
安
五
年
（
一
三
七
二
）
二
月
十
四
日
条
な
ど
。
な
お
、

同
条
に
よ
れ
ば
、
西
園
寺
実
俊
の
北
山
殿
と
は
別
個
に
あ
っ
た
。

（
72
）　

光
厳
は
貞
治
三
年
（
一
三
六
四
）
七
月
七
日
、
陽
禄
門
院
は
文
和
元
年

（
一
三
五
二
）
十
一
月
二
十
八
日
崩
御
。

（
73
）　

引
用
の
『
教
興
卿
記
』
と
同
日
の
『
常
永
入
道
記
』（『
大
日
本
史
料
』
七

編
之
十
七
所
収
）
に
は
、
後
小
松
の
装
束
内
容
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。
既

述
の
よ
う
に
布
衣
始
の
上
皇
装
束
に
つ
い
て
は
別
に
考
え
た
い
。

（
74
）　
『
兼
宣
公
記
』『
教
興
卿
記
』『
山
科
家
礼
記
』
各
当
日
条
。
な
お
、『
教
興

卿
記
』
十
月
二
十
一
日
条
に
「
仙
洞
褻
御
幸
始
」
が
み
え
る
。
そ
の
時
の
上
皇

は
烏
帽
子
直
衣
で
あ
る
。
こ
れ
は
九
月
二
十
七
日
が
晴
の
御
幸
始
で
あ
る
こ
と

に
対
す
る
も
の
だ
が
、
注
（
42
）
前
掲
『
増
鏡
』
巻
九
「
草
枕
」
に
み
え
る

「
十
日
の
御
幸
」
は
こ
の
褻
御
幸
始
に
該
当
し
よ
う
。

（
75
）　

後
円
融
は
明
徳
四
年
（
一
三
九
三
）
四
月
二
十
六
日
、
厳
子
は
応
永
十
三

年
（
一
四
〇
六
）
十
二
月
二
十
七
日
崩
御
。

（
76
）　
『
兼
宣
公
記
』
に
よ
れ
ば
、
当
日
担
当
と
な
っ
た
日
野
西
盛
光
は
布
衣
始

の
参
加
者
で
は
な
か
っ
た
の
で
束
帯
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
当
初
の
担
当
甘
露
寺

清
長
か
ら
兼
宣
へ
布
衣
始
の
参
加
を
促
す
御
教
書
の
文
言
が
、「
来
十
四
日
可
レ

有
二

御
衣
始
一

、
可
下

令
二

参
仕
一

給
上

之
由
、
被
二

仰
下
一

候
也
、
誠
恐
謹
言
」
と
記

さ
れ
て
い
る
。「
御
衣
始
」
は
「
御
布
衣
始
」
ま
た
は
「
布
衣
始
」
の
誤
り
で

あ
ろ
う
。

（
77
）　
『
康
富
記
』『
建
内
記
』
各
当
日
条
。
後
崇
光
が
記
主
で
あ
る
『
看
聞
日

記
』
当
日
条
に
は
、
そ
の
夜
の
祝
宴
の
様
子
や
院
庁
始
の
こ
と
が
詳
し
く
記
さ

れ
て
い
る
が
、
尊
号
宣
下
さ
れ
た
こ
と
は
直
接
記
さ
れ
て
い
な
い
。

（
78
）　

応
永
三
十
二
年
（
一
四
二
五
）
七
月
五
日
出
家
（『
看
聞
日
記
』
当
日
条
）。

（
79
）　

後
堀
河
は
承
久
三
年
（
一
二
二
一
）
七
月
九
日
践
祚
。
後
高
倉
は
同
年
八

月
十
六
日
尊
号
宣
下
（『
百
錬
抄
』
当
日
条
）。

（
80
）　

後
花
園
は
正
長
元
年
（
一
四
二
八
）
七
月
二
十
八
日
践
祚
。

（
81
）　
「
今
度
之
儀
更
無
二

可
レ

被
レ

摸
之
例
一

、
入
道
以
後
例
、
雖
レ

有
二

貞
応
例
一

、
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布衣始について

為
二

不
快
一

之
上
、
為
二

厳
父
一

也
、
今
度
儀
併
可
レ

為
二

新
儀
一

〈
後
亀
山
院
例
者
、

御
俗
体
之
時
也
〉」
と
み
え
る
。「
貞
応
例
」
と
は
後
高
倉
の
こ
と
で
あ
る
。

（
82
）　
『
続
史
愚
抄
』
寛
正
五
年
（
一
四
六
四
）
八
月
二
十
三
日
条
。

（
83
）　
『
続
史
愚
抄
』
に
よ
れ
ば
、
後
水
尾
・
霊
元
・
東
山
・
中
御
門
・
桜
町
・

後
桜
町
で
確
認
し
た
。
こ
の
う
ち
東
山
と
桜
町
は
『
皇
室
制
度
史
料　
太
上
天

皇
』
か
ら
も
確
認
し
た
（
東
山
は
『
章
弘
宿
禰
記
』
宝
永
六
年
〈
一
七
〇
九
〉

六
月
二
十
五
日
条
、
桜
町
は
『
八
槐
記
』
延
享
四
年
〈
一
七
四
七
〉
五
月
三
日

条
）。
な
お
、
後
桜
町
は
女
帝
で
あ
り
、
被
り
物
を
被
ら
な
い
の
で
本
来
な
ら

ば
布
衣
始
は
対
象
外
で
あ
る
。
し
か
し
、『
続
史
愚
抄
』
明
和
七
年
（
一
七
七

〇
）
十
一
月
二
十
八
日
条
に
「
於
二
院
御
所
〈
禁
裏
北
殿
〉一
有
二
布
衣
始
一
、
無
二

出
御
一
、（
中
略
）〈
按
後
崇
光
院
尊
号
已
後
無
二

布
衣
始
一

、
是
上
皇
御
落
飾
後

故
云
、
今
度
儀
不
審
〉」
と
み
え
、
布
衣
始
を
設
定
し
な
が
ら
出
御
し
な
い
と

い
う
異
例
を
行
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
後
西
の
布
衣
始
は
『
続
史
愚

抄
』
に
は
み
え
な
い
。
し
か
し
、
本
稿
で
度
々
引
用
し
た
『
布
衣
始
部
類
記
』

（
注
（
33
）
参
照
）
は
、
奥
書
に
「
寛
文
二
年
十
二
月
中
旬
令
レ
部
二
類
之
一
畢
」

と
あ
り
、
こ
の
奥
書
と
外
題
は
後
西
の
宸
筆
と
い
う
（『
高
松
宮
家
伝
来
禁
裏

本
目
録
﹇
分
類
目
録
編
﹈』
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
、
二
〇
〇
九
年
）。
後
西
は

寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
正
月
二
十
六
日
に
譲
位
す
る
た
め
、
自
身
の
布
衣
始

の
参
考
の
た
め
に
部
類
し
た
書
と
考
え
ら
れ
る
。
事
実
、
現
物
未
確
認
（
所
蔵

先
の
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
で
未
整
理
と
の
回
答
）
だ
が
、
上
記
目
録
に
よ
れ

ば
、「
寛
文
三
年
正
月
十
七
日
布
衣
始
」
の
内
題
を
持
つ
後
西
宸
筆
と
い
う

『
布
衣
始
散
状
』
が
あ
り
、
内
題
の
日
付
が
譲
位
前
で
あ
る
点
で
不
審
を
残
す

が
、
後
西
も
布
衣
始
を
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
84
）　

美
川
圭
『
院
政　

も
う
ひ
と
つ
の
天
皇
制
』（
中
公
新
書
、
二
〇
〇
六
年
）。

（
85
）　

院
評
定
制
に
つ
い
て
は
、
橋
本
義
彦
「
院
評
定
制
に
つ
い
て
」（『
平
安
貴

族
社
会
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
六
年
〈
初
出
一
九
七
〇
年
〉）
参
照
。

院
伝
奏
に
つ
い
て
は
、
美
川
圭
「
関
東
申
次
と
院
伝
奏
の
成
立
と
展
開
」（『
院

政
の
研
究
』
臨
川
書
店
、
一
九
九
六
年
〈
初
出
一
九
八
四
年
〉）
参
照
。

（
86
）　

弘
御
所
に
つ
い
て
は
、
川
本
重
雄
「
弘
御
所
に
つ
い
て
」（『
日
本
建
築
学

会
論
文
報
告
集
』
三
二
〇
、
一
九
八
二
年
）
参
照
。

※
本
稿
で
引
用
し
た
史
料
の
テ
キ
ス
ト
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
（
注
で
記
し
た
も

の
は
除
く
）。

・『
御
堂
関
白
記
』『
大
日
本
古
記
録
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
七
年
（
二
刷
）

・『
山
槐
記
』『
増
補
史
料
大
成
』
臨
川
書
店
、
一
九
八
一
年
（
三
刷
）

・『
兵
範
記
』『
増
補
史
料
大
成
』
臨
川
書
店
、
一
九
八
一
年
（
三
刷
）

・『
三
長
記
』『
増
補
史
料
大
成
』
臨
川
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
（
六
刷
）

・『
民
経
記
』『
大
日
本
古
記
録
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
〜
二
〇
〇
一
年

・『
経
俊
卿
記
』『
図
書
寮
叢
刊
』
明
治
図
書
、
一
九
七
〇
年

・『
実
躬
卿
記
』『
大
日
本
古
記
録
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
〜
二
〇
〇
九
年

・『
公
衡
公
記
』『
史
料
纂
集
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
六
八
〜
一
九
七
九
年

・『
園
太
暦
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
九
九
〜
二
〇
〇
〇
年
（
二
刷
）

・『
後
愚
昧
記
』『
大
日
本
古
記
録
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
（
二
刷
）

・『
後
深
心
院
関
白
記
』『
大
日
本
古
記
録
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
〜
二
〇
〇
八

年
・『
兼
宣
公
記
』『
史
料
纂
集
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
七
三
年

・『
教
興
卿
記
』『
史
料
纂
集
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
七
四
年
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・『
山
科
家
礼
記
』『
史
料
纂
集
』
続
群
書
類
従
完
成
会　

一
九
六
七
〜
一
九
七
三

年
・
二
〇
〇
二
年

・『
看
聞
日
記
』『
看
聞
御
記
』（『
続
群
書
類
従
』
補
遺
編
二
、
続
群
書
類
従
完
成

会
、
一
九
三
〇
年
）

・『
康
富
記
』『
増
補
史
料
大
成
』
臨
川
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
（
六
刷
）

・『
建
内
記
』『
大
日
本
古
記
録
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
（
三
刷
）
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ジョルジュ・ビゴーと明治中期のカトリック教会

ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ビ
ゴ
ー
と
明
治
中
期
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会

│
在
日
フ
ラ
ン
ス
人
に
お
け
る
反
教
権
主
義
に
つ
い
て

山　
　

梨　
　
　

淳

は
じ
め
に

　

明
治
日
本
で
多
数
の
諷
刺
画
を
製
作
し
た
フ
ラ
ン
ス
人
画
家
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・

フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
・
ビ
ゴ
ー
（G

eorges Ferdinand B
igot, 1860–1927

）
が
フ
ラ

ン
ス
帰
国
後
に
描
い
た
作
品
に
、
二
十
世
紀
初
頭
の
フ
ラ
ン
ス
の
首
相
エ
ミ
ー

ル
・
コ
ン
ブ
（É

m
ile C

om
bes

）
を
対
象
に
し
た
も
の
が
あ
る
（
図
１
（
1
））。
カ
ト

リ
ッ
ク
の
修
道
士
や
修
道
女
の
追
い
立
て
ら
れ
た
姿
が
描
か
れ
て
い
る
の
は
、

共
和
政
政
府
の
政
教
分
離
政
策
と
し
て
、
コ
ン
ブ
が
一
九
〇
四
年
に
カ
ト
リ
ッ

ク
修
道
会
系
の
私
立
学
校
の
閉
鎖
と
い
う
強
硬
的
な
措
置
を
実
施
し
た
こ
と
を

扱
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
作
中
、
コ
ン
ブ
（
左
側
手
前
）
は
カ
ト
リ

ッ
ク
の
僧
服
（
ス
ー
タ
ン
）
を
着
用
し
た
姿
で
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、

「
獅
子
身
中
の
虫
」
と
い
う
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
に
あ
る
通
り
、
彼
が
神
学
校
で
学

ん
で
一
時
は
聖
職
者
を
志
し
た
人
物
で
あ
り
な
が
ら
、
後
に
教
会
か
ら
離
れ
て

反
教
権
的
な
立
場
に
立
つ
政
治
家
に
な
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
（
2
）。

　

こ
の
諷
刺
画
は
、
ビ
ゴ
ー
が
フ
ラ
ン
ス
の
共
和
政
政
府
に
よ
る
世
俗
化
政
策

に
関
心
を
抱
い
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
彼
が
す
で
に
明
治
時
代

の
日
本
に
滞
在
中
、
同
国
人
の
カ
ト
リ
ッ
ク
宣
教
師
や
修
道
士
を
諷
刺
の
対
象

に
し
て
い
た
作
品
を
発
表
し
て
い
た
こ
と
は
、
一
般
に
は
殆
ん
ど
知
ら
れ
て
い

な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
研
究
者
の
間
で
も
ビ
ゴ
ー
の
反
教
権
的
諷
刺
画

は
関
心
を
集
め
て
き
た
と
は
言
い
難
く
、
フ
ラ
ン
ス
人
研
究
者
の
エ
レ
ー
ヌ
・

コ
ル
ヌ
ヴ
ァ
ン
が
そ
の
存
在
を
指
摘
し
て
い
る
の
が
目
立
つ
程
度
で
あ
る
（
3
）。
本

論
は
、
明
治
日
本
で
刊
行
さ
れ
た
ビ
ゴ
ー
の
反
教
権
的
諷
刺
画
の
考
察
が
、
ビ

ゴ
ー
そ
の
人
の
理
解
に
お
い
て
も
、
彼
の
属
し
て
い
た
在
日
フ
ラ
ン
ス
人
社
会

の
動
向
の
把
握
に
お
い
て
も
、
ま
た
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
史
研
究
に
お
い
て
も
、

重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
考
え
、
こ
れ
ら
の
作
品
の
製
作
動
機
、
内

容
、
受
容
状
況
な
ど
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
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パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン

弾
圧
後
に
成
立
し
た
第

三
共
和
政
下
の
フ
ラ
ン

ス
で
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク

教
会
を
攻
撃
す
る
諷
刺

画
が
盛
ん
に
製
作
さ
れ

て
い
た
が
、
ビ
ゴ
ー
の

諷
刺
画
は
、
本
国
か
ら

遠
く
離
れ
た
日
本
の
フ

ラ
ン
ス
人
社
会
で
も
、

共
和
主
義
者
に
よ
る
カ

ト
リ
ッ
ク
へ
の
批
判
が

同
時
代
に
行
わ
れ
て
い

た
こ
と
を
示
す
も
の
で

批
判
的
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
第
三
共
和
政
に
お
い
て
、
反
教

権
主
義
の
立
場
に
立
つ
有
力
な
共
和
派
政
治
家
で
あ
っ
た
レ
オ
ン
・
ガ
ン
ベ
ッ

タ
（L

éon G
am

betta

）
は
「
反
教
権
主
義
は
、
輸
出
項
目
で
は
な
い
」
と
い
う

著
名
な
言
葉
を
残
し
て
い
る
が
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
共
和
派
政
治
家
や
外
交

関
係
者
は
、
本
国
内
の
政
教
関
係
の
緊
張
を
別
に
し
て
、
国
外
で
は
カ
ト
リ
ッ

ク
教
会
と
協
力
関
係
を
取
る
こ
と
を
厭
わ
な
か
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
在
日
公
使

館
も
、
日
本
で
活
動
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
宣
教
会
や
修
道
会
と
協
調
的
な
関
係
を

結
ん
で
い
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
本
国
の
共
和
派
政
治
家
の
意
向
と
は
別
に
、

国
外
の
フ
ラ
ン
ス
人
共
同
体
に
お
い
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
へ
の
反
感
が
存
在

し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
に
、
フ
ラ
ン
ス
国
外
に
お
け
る
フ

ラ
ン
ス
人
共
同
体
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
関
係
は
、
フ
ラ
ン
ス
本
国
の
そ
れ
と

は
異
な
っ
た
多
様
な
形
態
を
と
っ
て
い
る
（
4
）。

日
本
で
は
、
十
九
世
紀
末
の
在
日

フ
ラ
ン
ス
人
の
反
教
権
的
批
判
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
を
重
用
す
る
フ
ラ
ン

ス
公
使
館
に
も
及
ん
で
い
た
。

　

現
在
に
至
る
ま
で
、
在
日
フ
ラ
ン
ス
人
の
反
教
権
主
義
は
日
仏
関
係
史
や
カ

ト
リ
ッ
ク
教
会
史
の
分
野
で
研
究
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
十
九
世
紀
末
、
新
聞
や
諷
刺
雑
誌
を
通
し
て
繰
り
広
げ
ら
れ

た
彼
ら
の
活
動
は
、
公
使
館
や
カ
ト
リ
ッ
ク
宣
教
師
な
ど
当
時
の
様
々
な
人
々

を
巻
き
込
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
在
日
フ
ラ
ン
ス
人
社
会
の
歴
史
上
、
看
過
す
る

こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
出
来
事
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
本
論
は
、
各
種
資
料

あ
る
。
も
っ
と
も
、
ビ
ゴ
ー
は
明
治
期
の
在
日
フ
ラ
ン
ス
人
の
中
で
最
初
に
同

国
人
の
カ
ト
リ
ッ
ク
宣
教
師
を
攻
撃
し
た
人
物
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
す

で
に
彼
の
来
日
前
、
横
浜
外
国
人
居
留
地
の
フ
ラ
ン
ス
語
新
聞
は
宣
教
師
に
対

し
て
活
発
に
批
判
を
行
っ
て
い
た
。
ビ
ゴ
ー
の
反
教
権
的
諷
刺
画
も
、
彼
個
人

の
意
見
の
表
明
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
在
日
フ
ラ
ン
ス
人
の
間
に
存
在
し
て
い

た
反
聖
職
者
感
情
を
代
弁
す
る
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

十
九
世
紀
末
、
在
日
フ
ラ
ン
ス
人
の
全
て
が
、
同
国
人
の
宣
教
師
に
対
し
て
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を
用
い
て
、
在
日
フ
ラ
ン
ス
人
の
反
教
権
主
義
的
動
向
を
具
体
的
に
明
ら
か
に

し
、
ビ
ゴ
ー
の
諷
刺
活
動
を
そ
の
動
き
の
中
で
捉
え
る
こ
と
を
試
み
た
。

　

本
論
は
、
第
一
章
で
、
一
八
八
〇
年
前
後
、
横
浜
の
フ
ラ
ン
ス
語
新
聞
に
よ

り
同
国
人
の
カ
ト
リ
ッ
ク
宣
教
師
へ
の
批
判
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
着
目
し
、

こ
の
時
期
、
フ
ラ
ン
ス
人
共
同
体
の
中
の
反
教
権
的
感
情
が
表
面
化
し
て
い
た

こ
と
を
論
じ
る
。
第
二
章
で
は
、
ビ
ゴ
ー
の
諷
刺
雑
誌
『
ト
バ
エ
』
に
掲
載
さ

れ
た
マ
リ
ア
会
の
諷
刺
画
を
取
り
上
げ
、
そ
の
作
品
が
攻
撃
対
象
で
あ
っ
た
マ

リ
ア
会
を
は
じ
め
関
係
者
の
注
目
を
集
め
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
第

三
章
で
、
仏
領
イ
ン
ド
シ
ナ
植
民
地
の
フ
ラ
ン
ス
語
新
聞
で
、
フ
ラ
ン
ス
駐
日

公
使
館
と
外
交
通
訳
官
を
務
め
て
い
た
フ
ェ
リ
ク
ス
・
エ
ヴ
ラ
ー
ル
神
父
を
批

判
す
る
通
信
文
が
掲
載
さ
れ
た
こ
と
を
取
り
上
げ
、
続
け
て
こ
の
攻
撃
と
連
動

す
る
形
で
発
表
さ
れ
た
ビ
ゴ
ー
の
諷
刺
雑
誌
『
ル
・
ポ
タ
ン
』
に
お
け
る
反
教

権
的
諷
刺
画
を
考
察
す
る
。

一
、
一
八
八
〇
年
前
後
の
在
日
フ
ラ
ン
ス
人
社
会
に
お
け
る
反
教
権
主
義

　

江
戸
幕
府
に
よ
る
禁
教
政
策
に
よ
っ
て
途
絶
え
た
日
本
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ

ク
宣
教
は
、
幕
末
に
来
日
し
た
パ
リ
外
国
宣
教
会
（L

a S
ociété des M

issions 

É
trangères de Paris

）
に
よ
っ
て
再
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
同
会
は
、
十

七
世
紀
中
葉
、
パ
リ
で
設
立
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
語
を
母
国
語
と
す
る
男
子
の
在

俗
司
祭
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
宣
教
会
で
あ
る
。
一
八
七
三
年
に
長
崎
浦
上
の

カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒
に
対
す
る
弾
圧
が
終
わ
り
を
告
げ
る
と
、
パ
リ
外
国
宣
教
会

の
宣
教
師
は
日
本
各
地
で
布
教
を
開
始
し
て
い
っ
た
。
彼
ら
は
、
慈
善
や
教
育

事
業
活
動
を
発
展
さ
せ
る
た
め
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
男
女
の
修
道
会
を
日
本
に
呼

び
寄
せ
、
男
子
の
修
道
会
で
は
マ
リ
ア
会
が
一
八
八
七
年
末
に
来
日
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
系
聖
職
者
に
よ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
宣
教
の
独
占
状
況
は
、

二
十
世
紀
初
頭
に
フ
ラ
ン
ス
以
外
の
国
々
か
ら
ド
ミ
ニ
コ
会
や
イ
エ
ズ
ス
会
な

ど
が
来
日
し
て
活
動
を
開
始
す
る
時
期
ま
で
続
い
た
た
め
に
、
近
代
日
本
の
カ

ト
リ
ッ
ク
教
会
は
、
大
変
フ
ラ
ン
ス
色
の
強
い
も
の
と
な
っ
た
（
5
）。

　

パ
リ
外
国
宣
教
会
の
宣
教
師
は
、
司
牧
や
宣
教
の
傍
ら
、
各
地
の
教
会
や
学

校
で
フ
ラ
ン
ス
語
の
授
業
を
行
う
こ
と
も
あ
り
（
6
）、

日
本
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
文

化
の
普
及
者
と
し
て
の
一
面
を
も
っ
て
い
た
（
7
）。

彼
ら
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
で
あ
る

と
同
時
に
カ
ト
リ
ッ
ク
宣
教
師
で
あ
る
と
い
う
二
重
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を

も
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
（
8
）、

こ
の
二
重
性
の
た
め
、
反
聖
職
者
感
情
を
も
つ

フ
ラ
ン
ス
人
か
ら
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
と
し
て
の
愛
国
心
が
欠
如
し
た
人
間
と
し

て
反
感
を
向
け
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

確
認
で
き
る
限
り
、
在
日
フ
ラ
ン
ス
人
の
間
か
ら
反
教
権
主
義
批
判
が
カ
ト

リ
ッ
ク
宣
教
師
に
向
け
ら
れ
た
最
初
の
例
は
、
一
八
七
九
年
六
月
に
創
刊
さ
れ

た
横
浜
の
フ
ラ
ン
ス
語
新
聞
『
ク
ー
リ
エ
・
ド
ュ
・
ジ
ャ
ポ
ン
』L

e C
ourrier 

du Japon

（『
日
本
通
信
』。
以
下
、
本
章
で
は
『
ク
ー
リ
エ
』
と
略
）
で
展
開
さ
れ

た
宣
教
師
批
判
の
記
事
で
あ
る
。
こ
の
『
ク
ー
リ
エ
』
は
、
一
八
七
〇
年
に
創

刊
さ
れ
た
日
本
初
の
フ
ラ
ン
ス
語
新
聞
『
エ
コ
ー
・
ド
ュ
・
ジ
ャ
ポ
ン
』L’

E
cho du Japon

（『
日
本
の
声
』。
以
下
、
本
章
で
は
『
エ
コ
ー
』
と
略
）
の
編
集
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部
か
ら
独
立
し
て
刊
行
さ
れ
た
新
聞
で
あ
る
。『
ク
ー
リ
エ
』
を
創
設
し
た
オ

ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ア
ル
マ
ン
（A

ugust H
arm

and

）
が
『
エ
コ
ー
』
の
編
集
方
針

に
大
き
な
不
満
を
感
じ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
そ
の
分
裂
の
経
緯
か
ら

し
て
、
両
紙
は
当
初
か
ら
対
立
関
係
に
あ
り
、
紙
面
上
で
常
に
相
手
を
攻
撃
し

あ
っ
て
い
た
。
一
八
八
〇
年
当
時
、
横
浜
の
フ
ラ
ン
ス
人
在
住
者
は
約
百
名
ほ

ど
で
あ
り
、
澤
護
氏
は
、
両
紙
の
発
行
部
数
は
そ
れ
ぞ
れ
百
部
に
も
み
た
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
（
9
）。

両
紙
の
間
の
中
傷
・
誹
謗
の
合
戦
は

同
時
代
者
に
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
イ
ギ
リ
ス
人
画
家
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ワ
ー
グ

マ
ン
（C

harles W
irgm

an

）
の
『
ジ
ャ
パ
ン
・
パ
ン
チ
』T

he Japan P
unch

で

も
度
々
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
（
10
）。

当
時
、
日
本
に
旅
行
し
た
フ
ラ
ン
ス
人
も
横

浜
の
ホ
テ
ル
で
こ
れ
ら
の
新
聞
を
目
に
す
る
機
会
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
旅

行
記
で
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
多
い
（
11
）。

　
『
ク
ー
リ
エ
』
は
ほ
と
ん
ど
現
存
し
て
い
な
い
た
め
、
紙
面
内
容
を
精
細
に

調
査
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、『
エ
コ
ー
』
が
折
に
ふ
れ
て
『
ク
ー
リ
エ
』

に
掲
載
さ
れ
た
記
事
に
言
及
し
て
批
判
を
加
え
て
い
る
の
で
、
同
紙
の
主
張
の

お
お
よ
そ
を
把
握
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
以
下
、『
エ
コ
ー
』
や
各
種
の

同
時
代
資
料
を
用
い
て
、『
ク
ー
リ
エ
』
の
反
教
権
的
主
張
の
内
容
を
明
ら
か

に
し
て
い
こ
う
。

　
『
ク
ー
リ
エ
』
は
、
創
刊
し
て
間
も
な
い
時
期
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
宣
教
師
に

対
す
る
批
判
を
開
始
し
た
よ
う
で
あ
る
。
一
八
七
九
年
十
二
月
、
北
日
本
代
牧

区
の
副
代
牧
フ
ェ
リ
ク
ス
・
ミ
ド
ン
（F

élix M
idon

）
は
、『
ク
ー
リ
エ
』
の
編

集
部
に
抗
議
の
書
簡
を
送
っ
て
い
る
が
、
そ
の
冒
頭
で
、
ミ
ド
ン
は
、
フ
ラ
ン

ス
人
宣
教
師
に
対
す
る
同
紙
の
度
々
の
非
難
に
対
し
て
長
ら
く
放
置
し
て
き
た

が
、
も
は
や
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
判
断
し
、
抗
議
に
踏
み
切
っ
た
と
断

っ
て
い
る
。
こ
の
ミ
ド
ン
の
書
簡
に
よ
る
と
、『
ク
ー
リ
エ
』
の
批
判
は
、
パ

リ
外
国
宣
教
会
の
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
の
愛
国
心
の
欠
如
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、

彼
ら
宣
教
師
に
対
し
て
、「
聖
職
者
で
あ
る
こ
と
を
少
し
抑
え
て
、
よ
り
以
上

に
フ
ラ
ン
ス
人
で
あ
る
こ
と
」
を
求
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、

『
ク
ー
リ
エ
』
は
、
宣
教
師
が
フ
ラ
ン
ス
語
教
育
に
熱
心
に
従
事
し
な
い
こ
と

を
遺
憾
と
し
て
い
た
ら
し
い
。
ミ
ド
ン
は
、『
ク
ー
リ
エ
』
の
編
集
部
が
宣
教

師
の
使
命
を
誤
解
し
て
、
語
学
教
育
に
十
分
従
事
し
な
い
こ
と
を
も
っ
て
批
判

す
る
こ
と
を
不
当
と
し
、
同
紙
が
愛
国
者
と
し
て
の
資
格
を
独
占
す
る
こ
と
に

異
議
を
唱
え
て
い
る
（
12
）。

　
『
エ
コ
ー
』
が
、
こ
の
ミ
ド
ン
の
『
ク
ー
リ
エ
』
に
対
す
る
反
論
を
是
と
し

て
い
た
こ
と
は
、
同
紙
に
彼
の
抗
議
の
書
簡
を
転
載
し
て
、
好
意
的
な
コ
メ
ン

ト
を
付
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、『
エ
コ
ー
』
に
は
、

こ
の
ミ
ド
ン
の
主
張
に
賛
意
を
示
し
、
普
仏
戦
争
後
、
同
宣
教
会
の
ジ
ャ
ン
＝

マ
リ
・
マ
ラ
ン
（
13
）（Jean-M

arie M
arin

）
と
マ
ル
ク
・
マ
リ
・
ド
・
ロ
（
14
）（M

arc M
arie 

de R
otz

）
の
両
神
父
が
祖
国
の
敗
北
に
涙
を
流
し
た
こ
と
を
紹
介
し
て
、
彼
ら

が
愛
国
者
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
投
書
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
15
）。『
エ
コ
ー
』

の
経
営
者
は
、
創
業
初
期
か
ら
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
好
意
的
で
あ
り
（
16
）、
同
社
か

ら
は
、
一
八
七
四
年
に
エ
ヴ
ラ
ー
ル
の
日
本
語
入
門
書
が
刊
行
さ
れ
（
17
）、
一
八
八
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〇
年
に
は
マ
ラ
ン
の
北
日
本
旅
行
記
（
18
）、

一
八
八
一
年
と
翌
年
に
朝
鮮
の
パ
リ
外

国
宣
教
会
の
宣
教
師
の
執
筆
し
た
仏
韓
辞
典
と
文
法
書
（
19
）な

ど
宣
教
師
の
様
々
な

仏
文
の
著
書
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。

　
『
ク
ー
リ
エ
』
が
宣
教
師
に
対
す
る
批
判
を
試
み
た
理
由
の
一
つ
は
、『
エ
コ

ー
』
と
差
別
化
を
は
か
る
た
め
、
同
紙
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
寄
り
の
姿
勢
と
は

異
な
っ
た
編
集
方
針
を
打
ち
出
す
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

『
ク
ー
リ
エ
』
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
好
意
的
な
『
エ
コ
ー
』
の
姿
勢
そ
れ

自
体
を
非
難
す
る
こ
と
も
あ
り
、
東
京
の
大
火
に
よ
る
被
災
者
の
救
援
の
た
め
、

エ
ヴ
ラ
ー
ル
神
父
が
寄
付
金
を
募
っ
た
広
告
を
『
エ
コ
ー
』
に
掲
載
し
た
時
、

こ
れ
を
揶
揄
す
る
よ
う
な
記
事
を
載
せ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
（
20
）。

こ
の
よ
う
な

『
ク
ー
リ
エ
』
の
対
応
を
考
え
る
と
、
同
紙
が
カ
ト
リ
ッ
ク
宣
教
師
に
対
し
て

フ
ラ
ン
ス
語
教
育
へ
の
一
層
の
従
事
を
求
め
た
の
も
、
宣
教
師
に
対
し
て
好
意

的
な
立
場
か
ら
行
わ
れ
た
提
言
と
い
う
よ
り
も
、
彼
ら
を
非
愛
国
者
と
し
て
読

者
に
印
象
づ
け
る
底
意
が
あ
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ

る
。

　
『
ク
ー
リ
エ
』
の
宣
教
師
批
判
が
高
潮
し
た
の
は
、
一
八
八
〇
年
八
月
、
マ

ラ
ン
神
父
が
横
浜
の
教
会
の
説
教
で
フ
ラ
ン
ス
政
府
を
非
難
す
る
発
言
を
行
っ

た
と
い
う
理
由
で
、
彼
を
批
判
す
る
一
連
の
キ
ャ
ン
ぺ
ー
ン
を
実
施
し
た
時
で

あ
る
（
21
）。
こ
の
時
、『
ク
ー
リ
エ
』
は
、
マ
ラ
ン
を
横
浜
か
ら
放
逐
す
る
た
め
に
、

読
者
に
そ
の
旨
を
記
し
た
請
願
書
を
横
浜
の
フ
ラ
ン
ス
領
事
館
に
提
出
す
る
よ

う
呼
び
掛
け
て
い
た
。
一
方
、『
エ
コ
ー
』
は
、
マ
ラ
ン
を
非
愛
国
者
と
決
め

つ
け
る
『
ク
ー
リ
エ
』
の
論
調
に
対
し
て
、
マ
ラ
ン
を
擁
護
し
、
そ
の
批
判
が

根
拠
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
（
22
）。

フ
ラ
ン
ス
の
横
浜
領
事
ジ

ュ
ー
ル
・
ジ
ュ
ス
ラ
ン
（Jules Jouslain

）
は
、
両
者
の
争
い
の
過
熱
に
よ
り
、

フ
ラ
ン
ス
人
共
同
体
が
分
裂
す
る
こ
と
を
懸
念
し
て
い
た
（
23
）。

宣
教
会
の
マ
ラ
ン

の
上
長
ら
は
、
彼
の
無
辜
を
信
じ
て
い
た
が
、
最
終
的
に
横
浜
の
教
会
の
司
祭

職
か
ら
彼
を
外
し
て
転
任
さ
せ
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
（
24
）。

こ
の
「
マ
ラ
ン

事
件L’affaire M

arin

」
と
呼
ば
れ
る
騒
動
の
翌
年
、
マ
ラ
ン
は
フ
ラ
ン
ス
に

帰
国
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
『
ク
ー
リ
エ
』
に
よ
る
一
連
の
攻
撃
と
は
無

縁
で
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
が
同
国
人
か
ら

新
聞
紙
上
で
盛
ん
に
批
判
を
受
け
た
こ
と
は
、
約
四
十
年
後
、
宣
教
雑
誌
に
掲

載
さ
れ
た
在
日
宣
教
師
の
手
に
な
る
記
事
に
も
触
れ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
事
件

が
、
日
本
の
教
会
で
先
達
の
神
父
が
理
不
尽
な
非
難
を
浴
び
た
出
来
事
と
し
て

長
ら
く
記
憶
さ
れ
続
け
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
（
25
）。

　
『
エ
コ
ー
』
と
『
ク
ー
リ
エ
』
は
、
宣
教
師
に
対
す
る
評
価
を
含
め
て
様
々

な
面
に
亘
っ
て
対
立
し
て
い
た
が
、
当
時
の
在
日
フ
ラ
ン
ス
人
共
同
体
の
規
模

が
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
紙
面
構
成
は

限
ら
れ
た
読
者
層
の
反
応
を
強
く
意
識
す
る
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
両

紙
の
論
調
に
は
、
在
日
フ
ラ
ン
ス
人
社
会
の
内
部
に
存
在
し
て
い
た
構
成
員
の

政
治
・
社
会
観
の
対
立
関
係
が
相
当
反
映
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
。
一
八
八
〇
年
代
初
頭
、
横
浜
フ
ラ
ン
ス
領
事
館
の
副
領
事
を
務
め
て

い
た
ル
イ
・
バ
ス
テ
ィ
ー
ド
（L

ouis B
astide

）
は
、『
エ
コ
ー
』
の
共
同
経
営
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者
の
一
人
で
あ
っ
た
ス
テ
フ
ァ
ン
ヌ
・
サ
ラ
ベ
ル
（S

téphane S
arabelle

）
と
懇

意
に
し
て
い
た
人
物
で
あ
っ
た
が
、
両
フ
ラ
ン
ス
語
新
聞
の
特
徴
を
評
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
共
和
派
の
立
場
に
立
つ
新
聞
で
あ
る
が
、『
ク
ー
リ
エ
』
は
、
リ
ベ

ラ
リ
ズ
ム
に
傾
斜
し
す
ぎ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
（
26
）。
こ
の
彼
の
評
価
は
、
敷
衍

し
て
み
れ
ば
、『
エ
コ
ー
』
が
保
守
的
な
穏
健
共
和
派
の
立
場
を
代
表
し
た
も

の
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
発
紙
の
『
ク
ー
リ
エ
』
が
『
エ
コ
ー
』
に
対
し
て
急

進
的
共
和
主
義
の
立
場
か
ら
主
張
を
行
い
、
同
様
の
政
治
思
想
を
も
つ
在
日
フ

ラ
ン
ス
人
の
支
持
を
調
達
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
と
い
え
る
。

　

た
だ
、
当
時
の
横
浜
在
住
の
フ
ラ
ン
ス
人
は
、『
エ
コ
ー
』
派
と
『
ク
ー
リ

エ
』
派
の
間
で
二
極
化
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
こ
の
両
者
の
誹
謗
合
戦

に
嫌
悪
を
感
じ
て
い
た
も
の
も
存
在
し
て
い
た
。
あ
る
フ
ラ
ン
ス
人
は
、『
エ

コ
ー
』
へ
の
投
書
で
、
両
紙
の
対
立
を
フ
ラ
ン
ス
人
と
し
て
遺
憾
に
思
う
と
書

い
て
い
る
が
、
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
投
書
者
が
自
身
の
中
立
性
を
表
明
す
る

に
あ
た
っ
て
、「
自
分
は
、
イ
エ
ズ
ス
会
士
（jésuite

）
で
も
、
コ
ミ
ュ
ナ
ー
ル

（com
m

unard

）
で
も
な
い
」
と
そ
の
独
立
の
立
場
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
（
27
）。

こ
の
文
章
に
お
い
て
、「
イ
エ
ズ
ス
会
士
」
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
好

意
的
な
『
エ
コ
ー
』
と
そ
の
支
持
者
を
指
し
、「
コ
ミ
ュ
ナ
ー
ル
」
が
教
会
に

対
し
て
反
感
を
も
っ
て
い
た
『
ク
ー
リ
エ
』
と
そ
の
読
者
を
あ
ら
わ
し
て
い
る

こ
と
は
疑
い
が
な
い
。
後
に
み
る
よ
う
に
（
第
三
章
）、
ビ
ゴ
ー
は
、『
ル
・
ポ

タ
ン
』
の
諷
刺
画
で
、「
コ
ミ
ュ
ナ
ー
ル
」
を
登
場
さ
せ
、
パ
リ
外
国
宣
教
会

の
宣
教
師
を
「
イ
エ
ズ
ス
会
士
」
に
見
立
て
て
両
者
を
対
立
さ
せ
て
い
る
が
、

こ
の
よ
う
な
用
例
は
、
当
時
の
在
日
フ
ラ
ン
ス
人
の
間
で
、「
イ
エ
ズ
ス
会
士
」

と
「
コ
ミ
ュ
ナ
ー
ル
」
が
、
そ
れ
ぞ
れ
親
教
会
派
と
反
教
会
派
を
意
味
す
る
符

牒
と
し
て
流
通
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、「
コ
ミ
ュ
ナ
ー
ル
」

の
語
が
人
物
類
型
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
事
実
は
、
当
時
の
在
日
フ
ラ
ン
ス

人
社
会
に
お
い
て
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
記
憶
が
生
々
し
く
残
っ
て
い
た
こ
と

を
物
語
っ
て
い
よ
う
（
28
）。

　
『
ク
ー
リ
エ
』
は
、
一
八
八
二
年
、
創
刊
か
ら
約
三
年
の
後
に
廃
刊
と
な
り
、

反
教
権
主
義
的
主
張
の
発
表
媒
体
は
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
の
新
聞

の
廃
刊
に
よ
っ
て
在
日
フ
ラ
ン
ス
人
社
会
の
間
の
反
聖
職
者
感
情
が
消
え
去
っ

た
わ
け
で
は
な
い
。
次
章
で
、『
ク
ー
リ
エ
』
の
廃
刊
し
た
時
期
に
来
日
し
た

ビ
ゴ
ー
が
、
一
八
八
八
年
、
彼
の
代
表
的
な
諷
刺
雑
誌
『
ト
バ
エ
』
で
行
っ
た

カ
ト
リ
ッ
ク
修
道
会
に
対
す
る
批
判
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

二
、『
ト
バ
エ
』
の
諷
刺
画
と
マ
リ
ア
会

　

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
熱
の
高
ま
り
を
通
し
て
日
本
に
関
心
を

抱
い
た
ビ
ゴ
ー
が
、
日
本
絵
画
を
学
ぶ
た
め
に
来
日
し
た
の
は
、
一
八
八
二
年
、

彼
が
二
十
二
歳
の
時
で
あ
る
。
当
初
の
予
定
に
反
し
て
、
彼
の
日
本
滞
在
は
長

期
化
し
て
い
っ
た
が
、
そ
の
間
に
、
彼
が
東
京
と
横
浜
に
在
住
す
る
過
去
の

『
ク
ー
リ
エ
』
支
持
層
と
も
親
し
く
な
る
機
会
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
十
分
考

え
ら
れ
る
。

　

ビ
ゴ
ー
の
祖
父
は
、
シ
ャ
ン
ソ
ニ
エ
の
ピ
エ
ー
ル
＝
ジ
ャ
ン
・
ド
・
ベ
ラ
ン
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ジョルジュ・ビゴーと明治中期のカトリック教会

ジ
ェ
（P

ierre-Jean de B
éranger

）
と
友
人
で
あ
っ
た
が
（
29
）、

こ
の
名
高
い
共
和
派

の
民
衆
詩
人
は
、
そ
の
作
品
で
イ
エ
ズ
ス
会
を
攻
撃
し
、
反
教
権
的
な
主
張
を

謳
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
（
30
）。

パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
時
代
、
十
歳
前
後
の
子
供
で
あ

っ
た
ビ
ゴ
ー
は
、
コ
ミ
ュ
ナ
ー
ル
に
交
わ
っ
て
、
彼
ら
を
ス
ケ
ッ
チ
し
て
い
た

と
い
わ
れ
る
が
（
31
）、

こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
考
え
て
、
ビ
ゴ
ー
の
生
家
は
恐
ら
く
共

和
主
義
者
の
家
系
で
あ
り
、
彼
は
幼
時
か
ら
反
教
権
的
感
情
を
養
っ
て
い
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

　

確
認
出
来
る
限
り
、
ビ
ゴ
ー
が
行
っ
た
最
初
の
カ
ト
リ
ッ
ク
聖
職
者
に
対
す

る
批
判
は
、『
ト
バ
エT

ôbaé

』
第
二
期
、
第
四
一
号
（
一
八
八
八
年
十
月
十
五

日
）
に
掲
載
さ
れ
た
マ
リ
ア
会L

a S
ociété de M

arie
の
修
道
士
を
標
的
に
し

た
二
枚
の
諷
刺
画
で
あ
る
（
32
）。
マ
リ
ア
会
は
、
一
八
一
七
年
に
ボ
ル
ド
ー
で
設
立

さ
れ
た
教
育
系
修
道
会
で
あ
る
が
、
同
会
は
日
本
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
育

事
業
の
発
展
の
必
要
性
を
認
め
て
い
た
パ
リ
外
国
宣
教
会
の
依
頼
に
応
え
て
会

員
の
派
遣
を
決
定
し
、
最
初
に
一
八
八
七
年
末
か
ら
翌
年
初
頭
に
か
け
て
五
名

の
修
道
士
（
フ
ラ
ン
ス
人
四
名
、
ア
メ
リ
カ
人
一
名
）
が
日
本
に
到
着
し
た
（
33
）。
こ

の
ビ
ゴ
ー
の
諷
刺
画
が
発
行
さ
れ
た
時
期
は
、
マ
リ
ア
会
の
修
道
士
が
来
日
し

て
一
年
に
も
満
た
な
い
同
会
の
活
動
の
草
創
期
に
あ
た
り
、
東
京
に
設
立
さ
れ

た
暁
星
学
校
が
日
本
政
府
の
認
可
を
受
け
て
ま
も
な
い
頃
で
あ
っ
た
（
34
）。

　

な
お
、
ビ
ゴ
ー
は
、『
ト
バ
エ
』
と
『
ル
・
ポ
タ
ン
』
の
両
者
で
、
マ
リ
ア

会
を
取
り
上
げ
る
際
、
常
に
「
マ
リ
ス
トM

ariste

」
の
語
を
用
い
て
い
る
。

L
a S

ociété de M
arie

と
い
う
名
前
を
も
つ
カ
ト
リ
ッ
ク
修
道
会
に
は
、
上
記

の
ボ
ル
ド
ー
で
設
立
さ
れ
た
も
の
と
は
別
に
、
一
八
一
六
年
に
リ
ヨ
ン
に
設
立

さ
れ
た
男
子
修
道
会
（
日
本
で
は
「
マ
リ
ス
ト
会
」
と
呼
ば
れ
、
一
九
五
一
年
に

来
日
し
た
）
が
存
在
す
る
。
一
般
に
は
こ
の
同
名
の
両
修
道
会
を
区
別
す
る
た

め
、
マ
リ
ス
ト
会
の
修
道
士
に
は
「
マ
リ
ス
トM

ariste

」
の
語
が
、
マ
リ
ア

会
の
修
道
士
に
は
「
マ
リ
ア
ニ
ス
トM

arianiste

」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

た
だ
、
マ
リ
ア
会
の
修
道
士
に
対
し
て
も
、「
マ
リ
ス
トM

ariste

」
の
語
が
使

わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
厳
密
に
二
つ
の
語
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
マ
リ
ア
会
の
修
道
士
を
指
し
て
「
マ
リ
ス
トM

ariste

」
と
呼
ぶ

用
例
は
当
時
に
も
み
ら
れ
る
こ
と
（
35
）、

ま
た
、
教
会
関
係
者
の
間
で
も
両
修
道
会

が
時
に
混
同
さ
れ
る
こ
と
の
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
ビ
ゴ
ー
が
諷
刺
的
意
図

と
は
無
縁
に
、
マ
リ
ア
会
の
修
道
士
を
指
し
て
、「
マ
リ
ス
トM

ariste

」
の

語
を
用
い
て
い
た
と
考
え
て
も
間
違
い
は
な
い
だ
ろ
う
。
以
下
、
両
修
道
会
の

混
同
を
さ
け
る
た
め
に
、
ビ
ゴ
ー
が
「
マ
リ
ス
トM

ariste

」
の
語
を
使
用
し

て
い
た
と
き
で
も
、
我
々
は
「
マ
リ
ア
会
」
を
批
判
し
た
も
の
と
考
え
て
訳
し

て
い
く
。

　
『
ト
バ
エ
』
に
掲
載
さ
れ
た
マ
リ
ア
会
の
諷
刺
画
の
一
枚
目
は
、「
現
代
日
本

（
カ
ラ
ス
）」“L

e Japon m
oderne

（L
es C

orbeaux

）”

及
び
「
マ
リ
ア
会
主
義
の

到
来
」“A

rrivage du M
arism

e ”

と
い
う
題
を
も
つ
画
で
あ
る
（
36
）（

図
２
）。
一
群

の
カ
ラ
ス
と
と
も
に
、
十
字
架
を
持
っ
た
聖
職
者
た
ち
が
日
本
に
飛
ん
で
く
る

姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
タ
イ
ト
ル
に
「
カ
ラ
ス
」
と
あ
る
よ
う
に
、
マ
リ
ア
会

の
修
道
士
は
カ
ラ
ス
に
擬
せ
ら
れ
て
い
る
。
カ
ラ
ス
は
、
そ
の
黒
色
の
容
姿
が
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黒
衣
の
僧
服
を
連
想
さ
せ
、
鳴
き
声
が
フ
ラ
ン
ス
語
の
十
字
架
「C

roix

（
ク

ロ
ワ
）」
の
発
音
に
近
似
し
て
い
る
の
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
聖
職
者
を
寓
意
す

る
動
物
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
諷
刺
作
品
で
よ
く
使
わ
れ
て
い
た
（
37
）。

ま
た
、
こ

の
ビ
ゴ
ー
の
諷
刺
画
で
は
、
マ
リ
ア
会
士
が
太
陽
の
「
光
」（L

um
ière

＝
啓

蒙
）
を
遮
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
構
図
は
、「
進
歩
」
を

阻
害
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
反
動
性
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
反
教
権
的
諷
刺

画
で
好
ん
で
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
（
38
）。

　

マ
リ
ア
会
に
対
す
る
二
枚
目
の
諷
刺
画
は
、「
日
本
の
マ
リ
ア
会
士
（
ア
リ

ア
ン
ス
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
に
て
）」（
図
３
）
と
い
う
題
の
画
で
あ
る
。
作
中
で
は
、

マ
リ
ア
会
士
が
彼
ら
の
学
校
で
日
本
の
男
女
の
子
供
た
ち
を
前
に
教
え
て
い
る
。

現
実
の
暁
星
学
校
は
男
子
校
で
あ
り
、
当
時
は
ま
だ
夜
間
部
に
語
学
を
学
び
に

く
る
生
徒
の
方
が
多
か
っ
た
の
が
実
情
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
諷
刺
画
で
は
日
本

人
の
男
女
の
子
供
が
教
室
で
学
ん
で
い
る
。
こ
の
子
供
た
ち
が
善
良
な
幼
子
に

描
か
れ
て
い
る
の
は
、
マ
リ
ア
会
修
道
士
の
悪
辣
さ
と
対
比
さ
せ
よ
う
と
す
る

意
図
が
ビ
ゴ
ー
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

フ
ラ
ン
ス
語
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
と
日
本
語
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
は
、
下
記
の
通

り
で
あ
る
。
後
者
は
、
日
本
人
協
力
者
の
手
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

フ
ラ
ン
ス
語
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン

　

E
cole Française　

│ Ici on enseigne l’A
llem

and et l’A
nglais.

　

E
t l’alliance française qui se réjouissait déjà

　

il ne m
anque plus que d’accorder une subvention et cela sera 

com
plet.

　

Il ne faut pas désespérer. (C
e que les allem

ands et les anglais doivent 

rire)

　
「
フ
ラ
ン
ス
学
校　

…
…
こ
こ
で
は
ド
イ
ツ
語
と
英
語
を
教
え
る
。

　

そ
れ
で
喜
ん
で
い
る
ア
リ
ア
ン
ス
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
も
い
い
面
の
皮
だ
。

あ
と
は
助
成
金
を
交
付
す
る
ば
か
り
、
そ
う
な
れ
ば
言
う
こ
と
な
し
だ

（
全
く
情
け
な
い
）。
だ
が
絶
望
し
て
は
な
ら
な
い
（
ド
イ
ツ
人
や
イ
ギ
リ
ス

人
が
ど
ん
な
に
笑
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
）」（
芳
賀
徹
他
編
『
ビ
ゴ
ー
素
描
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
：
明
治
の
世
相
』
第
二
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
、
八
七
頁
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の
訳
文
に
よ
る
）

　

日
本
語
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン

　
「
甲　

子
供
等
が
み
ん
な
独
逸
や
英
吉
利
ば
か
り
稽
古
す
る
や
う
に
成

あ
た
ら
堂
し
よ　

ほ
ん
と
に
そ
を
な
り
や
す
ま
な
い
祢
へ

　

乙　

ど
こ
え

　

甲　

マ
リ
ス
ト
商
会
え
さ
」

　

こ
の
諷
刺
画
の
主
題
に
関
し
て
、
清
水
勲
氏
は
、「
フ
ラ
ン
ス
語
の
凋
落
、

ド
イ
ツ
語
・
英
語
の
隆
盛
の
象
徴
的
様
相
を
描
く
」
と
解
説
し
て
い
る
（
39
）。

ビ
ゴ

ー
が
日
本
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
語
教
育
の
現
状
に
関
し
て
こ
の
よ
う
な
危
機
感

を
抱
い
て
い
た
こ
と
は
清
水
氏
の
指
摘
通
り
で
あ
る
が
、
こ
の
諷
刺
画
の
解
釈

と
し
て
は
、
日
本
の
外
国
語
教
育
に
関
す
る
「
象
徴
的
様
相
」
を
描
い
た
作
品

と
み
る
よ
り
も
、
マ
リ
ア
会
の
教
育
事
業
に
向
け
て
直
接
的
な
批
判
を
試
み
た

作
品
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
英
語
や
ド
イ
ツ
語
を
教
え
る
よ
う
な
フ

ラ
ン
ス
系
カ
ト
リ
ッ
ク
修
道
会
の
学
校
に
、
ア
リ
ア
ン
ス
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
が

補
助
金
を
与
え
る
の
は
馬
鹿
げ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
ビ
ゴ
ー
の
主
張
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ア
リ
ア
ン
ス
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
は
、
一
八
八
三
年
、
フ
ラ
ン
ス
国
外
に
お
け

る
フ
ラ
ン
ス
語
と
フ
ラ
ン
ス
文
化
の
普
及
を
目
的
に
し
て
パ
リ
で
創
設
さ
れ
た

団
体
で
あ
る
（
40
）。
同
団
体
の
会
報
に
よ
る
と
、
ビ
ゴ
ー
は
一
八
八
六
年
に
日
本
支

部
に
加
入
し
て
い
る
が
、
こ
の
事
実
は
ビ
ゴ
ー
が
日
本
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
語

教
育
の
発
展
に
強
い
関
心
を
抱
い
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
（
41
）。
彼
は
、
一
八

八
五
年
と
八
六
年
に
中
江
兆
民
が
主
宰
し
た
仏
学
塾
で
フ
ラ
ン
ス
語
教
師
を
務

め
て
お
り
、
こ
の
仕
事
を
通
じ
て
フ
ラ
ン
ス
語
教
育
の
現
状
に
関
心
を
寄
せ
る

よ
う
に
な
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
が
、
ま
た
彼
の
ア
リ
ア
ン
ス
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ

の
入
会
に
は
、
日
本
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
の
影
響
力
を
向
上
さ
せ
る
と
い
う
愛

国
心
的
動
機
と
も
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
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た
だ
、
ア
リ
ア
ン
ス
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
は
、
非
宗
教
的
な
組
織
で
あ
っ
た
が
、

海
外
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
宣
教
師
や
修
道
女
た
ち
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
語
教
育

を
高
く
評
価
し
て
い
た
。
日
本
に
関
し
て
も
例
外
で
は
な
く
、
同
会
の
会
報
で

は
、
マ
リ
ア
会
や
女
子
修
道
会
の
フ
ラ
ン
ス
語
教
育
活
動
を
評
価
す
る
記
事
が

多
数
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
42
）。

ま
た
、
マ
リ
ア
会
の
初
代
日
本
管
区
長
で
暁
星
学
校

の
初
代
校
長
に
な
る
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
・
ヘ
ン
リ
ッ
ク
（A

lphonse H
einrich

）
は
、

す
で
に
来
日
前
、
日
本
支
部
の
委
員
に
な
る
こ
と
を
推
薦
さ
れ
て
い
た
（
43
）。

ビ
ゴ

ー
は
、
会
員
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
ア
リ
ア
ン
ス
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
が
カ
ト
リ
ッ

ク
修
道
会
に
好
意
的
な
姿
勢
を
取
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
裏
切
ら
れ
た
気
持
ち

に
な
っ
た
と
し
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。

　
『
ト
バ
エ
』
に
掲
載
さ
れ
た
マ
リ
ア
会
に
対
す
る
諷
刺
画
は
、
刊
行
時
、
諷

刺
の
対
象
と
な
っ
た
同
会
の
注
意
を
引
い
て
い
た
。
一
八
八
八
年
十
一
月
三
日
、

ヘ
ン
リ
ッ
ク
は
、
マ
リ
ア
会
本
部
に
宛
て
た
手
紙
で
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い

る
（
44
）。　

「
東
京
に
住
む
あ
る
フ
ラ
ン
ス
人
諷
刺
画
家
が
、
我
々
の
こ
と
を
諷
刺

画
に
描
き
ま
し
た
。
こ
の
人
物
は
、
革
命
派
（un rouge

）
で
、
愛
国
者

│
彼
な
り
の
流
儀
に
で
は
あ
り
ま
す
が

│
で
す
。（
中
略
）
も
し
、

こ
の
雑
誌
が
手
に
入
り
ま
し
た
ら
、
あ
な
た
の
も
と
に
送
り
ま
し
ょ
う
。

フ
ラ
ン
ス
公
使
は
、
外
国
人
公
使
の
方
々
や
皇
帝
（em

pereur

）
に
い
た

る
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る
真
面
目
で
尊
敬
す
べ
き
人
物
に
ま
で
攻
撃
を
加
え
る

こ
の
諷
刺
画
家
に
対
し
て
大
変
ご
立
腹
で
す
。
も
し
彼
が
こ
れ
以
上
フ
ラ

ン
ス
や
フ
ラ
ン
ス
人
の
事
業
に
対
し
て
攻
撃
を
続
け
る
な
ら
、
す
ぐ
さ
ま

次
の
フ
ラ
ン
ス
本
国
行
き
の
船
に
放
り
込
ま
れ
て
送
還
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
で
し
ょ
う
。
彼
は
、
我
々
を
諷
刺
画
に
採
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
貢

献
し
て
く
れ
ま
し
た
。
と
い
う
の
も
、
彼
は
、
我
々
を
日
本
の
大
臣
や
諸

外
国
の
公
使
達
と
同
じ
陣
営
に
含
め
て
く
れ
た
の
で
す
か
ら
。
そ
れ
は
、

ば
か
に
す
べ
き
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
は
、
日
本
人
の
間
に
フ
ラ
ン

ス
語
の
学
校
で
ド
イ
ツ
語
や
英
語
も
学
べ
る
こ
と
を
知
ら
し
め
て
く
れ
ま

し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
当
初
な
か
な
か
よ
く
理
解
し
て
も
ら
え
な
い
こ
と

で
し
た
」

　

こ
の
文
面
か
ら
、
へ
ン
リ
ッ
ク
が
同
国
人
か
ら
の
思
い
が
け
な
い
諷
刺
攻
撃

に
反
発
を
覚
え
な
が
ら
も
、
作
者
を
札
付
き
の
人
物
と
み
な
し
て
、
彼
の
諷
刺

画
を
受
け
流
そ
う
と
す
る
態
度
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
手
紙
の
送
付
時
、
彼
は

諷
刺
画
を
所
持
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
内
容
を
詳
し
く
描
写

し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
以
前
に
作
品
を
目
に
す
る
機
会
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
ビ
ゴ
ー
の
諷
刺
画
（
図
２
）
に
関
し
て
、
彼
は
、
帽
子
を
被
っ
た
マ
リ

ア
会
士
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
誤
っ
た
説
明
を
行
っ
て
い
た
り
、
表
題
に
関

し
て
「
カ
ラ
ス
の
侵
攻invasion des corbeaux

」
と
間
違
え
て
紹
介
し
て
い

る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
細
部
の
誤
り
は
、
手
紙
の
落
ち
着
い
た

筆
致
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
絵
を
見
た
と
き
に
彼
が
心
穏
や
か
で
は
い
ら
れ
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な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
へ
ン
リ
ッ
ク
の
手
紙
は
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
駐
日
公
使
ジ
ョ
セ

フ
・
ア
ダ
ム
・
シ
ェ
ン
キ
ヴ
ィ
ッ
チ
（Joseph A

dam
 S

ienkiew
icz

）
が
、
ビ
ゴ

ー
の
諷
刺
活
動
に
対
し
て
不
快
感
を
覚
え
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
シ
ェ

ン
キ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
大
変
好
意
的
で
あ
り
（
45
）、

マ
リ
ア
会
の

来
日
に
対
し
て
も
積
極
的
に
協
力
し
、
同
会
の
教
育
活
動
が
日
本
で
フ
ラ
ン
ス

語
や
フ
ラ
ン
ス
文
化
の
普
及
に
貢
献
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
人
物
で
あ
っ

た
（
46
）。

恐
ら
く
、
彼
自
身
も
、『
ト
バ
エ
』
で
し
ば
し
ば
諷
刺
に
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
た
た
め
、
心
中
、
ビ
ゴ
ー
の
存
在
を
不
愉
快
に
感
じ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
（
47
）。

な
お
、
シ
ェ
ン
キ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
一
八
九
一
年
九
月
に
書
か
れ
た
本
省
宛
の
外

交
報
告
で
、
暁
星
学
校
に
対
す
る
偏
見
に
満
ち
た
敵
意
か
ら
、
同
校
に
お
い
て

ド
イ
ツ
語
が
フ
ラ
ン
ス
語
と
同
等
の
地
位
で
教
え
ら
れ
て
い
る
と
非
難
す
る
も

の
が
い
る
と
記
し
て
い
る
が
、
恐
ら
く
こ
の
時
、
彼
は
ビ
ゴ
ー
の
こ
と
を
念
頭

に
置
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
（
48
）。

　

こ
の
ビ
ゴ
ー
の
諷
刺
画
は
、
刊
行
後
も
教
会
関
係
者
の
間
で
忘
れ
去
ら
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。
暁
星
学
校
の
設
立
か
ら
二
十
周
年
を
迎
え
た
一
九
〇
八
年
、

フ
ラ
ン
ス
在
住
の
二
人
の
教
会
人
が
日
本
に
お
け
る
マ
リ
ア
会
の
教
育
活
動
の

成
果
に
祝
意
を
表
す
る
な
か
、
ビ
ゴ
ー
の
諷
刺
画
に
言
及
し
て
い
る
の
が
確
認

で
き
る
。
一
つ
は
、
マ
リ
ア
会
の
ピ
エ
ー
ル
・
ル
ボ
ン
（P

ierre L
ebon

）
が
パ

リ
の
日
仏
協
会
（S

ociété franco-japonaise de Paris

）
で
行
っ
た
講
演
で
あ
り
（
49
）、

も
う
一
方
は
、
パ
リ
外
国
宣
教
会
員
の
ピ
エ
ー
ル
・
コ
ン
パ
ニ
ョ
ン
（P

ierre 

C
om

pagnon

）
が
『
パ
リ
外
国
宣
教
会
年
報
』A

nnales des M
issions E

trangères 

de Paris

に
発
表
し
た
論
考
で
あ
る
（
50
）。

そ
れ
ぞ
れ
日
本
に
お
け
る
マ
リ
ア
会
の

教
育
事
業
の
発
展
を
来
日
当
初
に
遡
っ
て
論
じ
る
な
か
、
同
会
の
活
動
初
期
に

お
け
る
思
わ
ぬ
妨
害
者
と
し
て
ビ
ゴ
ー
に
触
れ
て
い
る
。
と
も
に
同
年
に
発
表

さ
れ
た
も
の
と
は
い
え
、
両
者
が
ビ
ゴ
ー
の
諷
刺
画
に
関
し
て
述
べ
た
内
容
は

異
な
っ
て
い
る
の
で
、
一
方
が
他
方
を
そ
の
ま
ま
参
考
に
し
た
も
の
と
は
考
え

ら
れ
ず
、
二
人
が
マ
リ
ア
会
の
活
動
に
関
し
て
論
じ
た
際
に
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立

し
て
ビ
ゴ
ー
の
作
品
に
言
及
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ル
ボ
ン
も
コ
ン
パ
ニ
ョ
ン
も
と
も
に
ビ
ゴ
ー
の
名
前
を
挙
げ
て
お
ら
ず
、
日

本
在
住
の
フ
ラ
ン
ス
人
諷
刺
画
家
と
い
う
表
現
に
留
め
て
い
る
が
、
そ
の
扱
い

に
彼
ら
の
ビ
ゴ
ー
へ
の
蔑
視
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
、
ビ
ゴ
ー

の
諷
刺
画
の
発
表
か
ら
二
十
年
の
歳
月
を
経
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
二
人
と
も

諷
刺
画
に
関
し
て
正
確
さ
を
欠
い
た
紹
介
を
し
て
い
る
。
ル
ボ
ン
は
、
ヘ
ン
リ

ッ
ク
と
同
様
、
ビ
ゴ
ー
の
諷
刺
画
（
図
３
）
を
通
し
て
、
日
本
人
は
暁
星
学
校

が
フ
ラ
ン
ス
語
の
み
を
教
え
る
学
校
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で

き
た
と
皮
肉
交
じ
り
に
指
摘
し
て
い
る
が
、
も
う
一
枚
の
諷
刺
画
（
図
２
）
の

説
明
に
お
い
て
、
表
題
を
「
マ
リ
ア
会
主
義
の
侵
入

0

0

（Invasion

）」（
傍
点
、
引

用
者
）
と
誤
っ
て
紹
介
し
て
い
る
。
ま
た
、
コ
ン
パ
ニ
ョ
ン
の
方
は
、
諷
刺
画

の
掲
載
紙
の
名
前
を
誤
っ
て
『
ル
・
ポ
タ
ン
』
と
紹
介
し
て
い
る
。
後
述
（
第

三
章
）
す
る
よ
う
に
、
こ
の
『
ル
・
ポ
タ
ン
』
は
、
パ
リ
外
国
宣
教
会
の
宣
教

師
フ
ェ
リ
ク
ス
・
エ
ヴ
ラ
ー
ル
神
父
に
対
す
る
ビ
ゴ
ー
の
諷
刺
画
が
掲
載
さ
れ
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た
雑
誌
で
あ
り
、
コ
ン
パ
ニ
ョ
ン
は
、
恐
ら
く
こ
の
雑
誌
の
印
象
が
強
か
っ
た

た
め
、
ビ
ゴ
ー
の
マ
リ
ア
会
に
対
す
る
諷
刺
画
に
言
及
す
る
際
、
こ
の
雑
誌
の

名
を
挙
げ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
マ
リ
ア
会
に
対
す
る
ビ
ゴ
ー
の
諷
刺
画
は
、
さ
ら
に
刊
行
後
、
半
世
紀

を
過
ぎ
た
時
期
に
も
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。『
日
仏
協
会
会

報
』
の
編
集
者
で
あ
っ
た
エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
・
ク
ラ
ヴ
ェ
リ
ー
（É

douard 

C
lavery

）
は
、
一
九
四
〇
年
に
刊
行
さ
れ
た
極
東
問
題
に
関
す
る
彼
の
著
作
で
、

作
家
ク
ロ
ー
ド
・
フ
ァ
レ
ー
ル
（C

laude Farrere

）
の
来
日
と
暁
星
学
校
へ
の

訪
問
に
触
れ
、
そ
の
箇
所
で
ビ
ゴ
ー
の
同
校
に
対
す
る
諷
刺
画
を
紹
介
し
て
い

る
。
彼
は
、
ヘ
ン
リ
ッ
ク
や
ル
ボ
ン
と
同
様
に
、
ビ
ゴ
ー
の
作
品
（
図
３
）
が
、

そ
の
意
に
反
し
て
、
暁
星
学
校
の
語
学
教
育
の
宣
伝
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
指
摘
し
て
い
る
（
51
）。

た
だ
、
ク
ラ
ヴ
ェ
リ
ー
も
こ
の
諷
刺
画
に
関
し
て
正
確
な

紹
介
を
行
っ
て
お
ら
ず
、
作
中
に
「E

nglish spoken, m
an spricht deutsh

（
当

校
で
は
）
英
語
、
ド
イ
ツ
語
を
話
し
ま
す
」
と
い
う
記
載
が
あ
る
と
い
う
よ
う

に
、
誤
っ
て
説
明
し
て
い
る
点
が
見
受
け
ら
れ
る
。

　

ク
ラ
ヴ
ェ
リ
ー
は
、
編
集
者
と
し
て
『
日
仏
協
会
会
報
』
に
掲
載
さ
れ
た
過

去
の
ル
ボ
ン
の
論
に
目
を
通
し
て
い
た
こ
と
は
疑
え
な
い
が
、
彼
は
ま
た
日
本

の
版
画
に
深
い
関
心
を
も
つ
人
物
で
あ
っ
た
の
で
（
52
）、

ビ
ゴ
ー
の
作
品
を
過
去
に

直
接
観
る
機
会
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
教
会
関
係
者
た
ち
が
、
ビ
ゴ
ー
に
言

及
す
る
時
、
彼
の
実
名
を
伏
せ
て
い
た
の
に
対
し
、
ク
ラ
ヴ
ェ
リ
ー
は
ビ
ゴ
ー

の
名
前
を
挙
げ
て
お
り
、
彼
を
才
能
あ
る
画
家
と
書
い
て
い
る
。

　

以
上
に
見
て
き
た
ご
と
く
、
マ
リ
ア
会
に
対
す
る
ビ
ゴ
ー
の
諷
刺
は
、
暁
星

学
校
の
草
創
期
の
一
挿
話
と
し
て
、
一
部
の
フ
ラ
ン
ス
人
の
間
で
後
々
に
至
る

ま
で
記
憶
に
残
り
続
け
て
い
た
。
作
品
の
言
及
に
お
い
て
細
か
い
誤
り
が
認
め

ら
れ
る
の
は
、
時
の
経
過
に
よ
っ
て
記
憶
が
変
容
し
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
が
、

ビ
ゴ
ー
の
諷
刺
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
忠
実
に
読
み
手
に
伝
わ

っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
活
字
上
の
諷
刺
な
ら
こ
の
よ
う
に
長
期
に
亘

っ
て
記
憶
に
留
め
ら
れ
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
考
え
る
と
、

視
覚
的
手
段
を
用
い
た
彼
の
諷
刺
は
、
読
み
手
に
強
い
印
象
を
与
え
る
こ
と
に

お
い
て
、
十
分
成
功
し
て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

も
っ
と
も
、
こ
の
事
実
は
彼
の
諷
刺
画
が
読
み
手
に
対
し
て
説
得
力
を
も
ち

え
て
い
た
か
ど
う
か
と
は
別
の
問
題
で
あ
る
。
ビ
ゴ
ー
の
批
判
は
マ
リ
ア
会
の

教
育
活
動
が
フ
ラ
ン
ス
の
国
益
に
反
し
て
い
る
と
い
う
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
観

点
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
が
、
暁
星
学
校
の
フ
ラ
ン
ス
語
教
育
が
戦
前
の
日
本
で

フ
ラ
ン
ス
文
化
の
普
及
に
果
た
し
た
功
績
を
考
え
る
と
、
こ
の
よ
う
な
批
判
は

的
は
ず
れ
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
た
だ
、
ビ
ゴ
ー
が
マ
リ
ア

会
の
教
育
事
業
が
始
ま
っ
た
当
初
に
批
判
を
加
え
て
い
た
こ
と
は
、
同
校
の
教

育
が
も
た
ら
し
た
実
際
の
成
果
を
確
認
す
る
以
前
に
、
彼
が
諷
刺
を
実
行
し
た

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
恐
ら
く
、
そ
の
諷
刺
画
の
製
作
は
、
マ
リ
ア
会
の
来

日
を
機
に
、
彼
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
へ
の
旧
来
の
反
感
を
呼
び
起
こ
さ
れ
た
結

果
、
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
ビ
ゴ
ー
の

反
教
権
的
批
判
は
こ
の
一
作
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
約
四
年
後
に
刊
行
さ
れ
た
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『
ル
・
ポ
タ
ン
』
に
お
い
て
さ
ら
に
強
烈
な
形
で
発
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

三
、『
ル
・
ポ
タ
ン
』
の
エ
ヴ
ラ
ー
ル
神
父
批
判

　
『
ク
ー
リ
エ
・
ド
ュ
・
ジ
ャ
ポ
ン
』
で
行
わ
れ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
宣
教
師
批
判

か
ら
約
十
年
後
の
一
八
九
〇
年
代
初
頭
、
仏
領
イ
ン
ド
シ
ナ
の
フ
ラ
ン
ス
語
新

聞
の
紙
上
に
は
、
在
日
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
を
批
判
す
る
匿
名
の
通
信
文
が
頻

繁
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
記
事
で
主
要
な
批
判
対
象
に
な
っ
た
の
が
、

パ
リ
外
国
宣
教
会
の
フ
ェ
リ
ク
ス
・
エ
ヴ
ラ
ー
ル
神
父
（F

élix E
vrard, 1844–

1919

）
で
あ
る
。
ビ
ゴ
ー
は
、
仏
領
イ
ン
ド
シ
ナ
の
新
聞
に
よ
る
こ
れ
ら
の
批

判
記
事
と
連
動
す
る
形
で
、
一
八
九
二
年
の
初
夏
か
ら
年
末
に
か
け
て
、
彼
の

諷
刺
雑
誌
『
ル
・
ポ
タ
ン
（
53
）』
に
お
い
て
、
エ
ヴ
ラ
ー
ル
を
標
的
と
す
る
諷
刺
画

の
連
作
を
発
表
し
て
い
る
。

　

エ
ヴ
ラ
ー
ル
が
在
日
フ
ラ
ン
ス
人
の
一
部
か
ら
敵
視
さ
れ
た
の
は
、
カ
ト
リ

ッ
ク
神
父
で
あ
り
な
が
ら
、
共
和
国
フ
ラ
ン
ス
の
外
交
に
深
く
関
わ
る
こ
と
が

可
能
な
通
訳
と
い
う
職
務
に
就
い
て
い
た
こ
と
が
、
彼
ら
の
疑
惑
を
招
い
た
た

め
で
あ
る
。
パ
リ
外
国
宣
教
会
の
宣
教
師
に
は
、
そ
の
優
れ
た
現
地
語
の
知
識

を
生
か
し
て
、
極
東
の
フ
ラ
ン
ス
外
交
に
関
わ
っ
た
人
物
が
い
る
が
、
幕
末
の

フ
ラ
ン
ス
の
対
日
外
交
に
深
く
関
わ
っ
た
ウ
ー
ジ
ェ
ー
ヌ=

エ
マ
ニ
ュ
エ

ル
・
メ
ル
メ
・
カ
シ
ョ
ン
（E

ugène-E
m

m
anuel M

erm
et-C

achon

）
も
そ
の
一

人
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
人
画
家
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ワ
ー
グ
マ
ン
は
、『
ジ
ャ
パ

ン
・
パ
ン
チ
（
54
）』
で
メ
ル
メ
・
カ
シ
ョ
ン
を
諷
刺
の
対
象
に
し
て
い
る
が
、
諷
刺

画
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
当
時
、
彼
は
す
で
に
パ
リ
外
国
宣
教
会
を
退
会
し
て
宣

教
事
業
か
ら
離
れ
て
お
り
、
ワ
ー
グ
マ
ン
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
外
交
団
の
一
員
と

し
て
の
彼
に
関
心
が
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
エ
ヴ
ラ
ー
ル

に
対
す
る
ビ
ゴ
ー
の
諷
刺
は
、
そ
の
対
象
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
関
係
者
で
あ

る
こ
と
と
切
り
離
し
え
な
か
っ
た
。

　

本
章
で
は
、
先
ず
、
一
八
九
〇
年
代
初
頭
、
横
浜
の
反
教
権
主
義
者
の
憎
悪

の
対
象
に
な
っ
た
エ
ヴ
ラ
ー
ル
の
人
物
像
を
明
ら
か
に
し
、
次
に
、
仏
領
イ
ン

ド
シ
ナ
の
フ
ラ
ン
ス
語
新
聞
『
ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
ス
・
ト
ン
キ
ノ
ワ
ー
ズ
』

Indépendance Tonkinoise

（『
ト
ン
キ
ン
の
自
立
』）
と
『
ク
ー
リ
エ
・
ダ
イ
フ

ォ
ン
』C

ourrier d’H
aiphong

（『
ハ
イ
フ
ォ
ン
通
信
』）
に
掲
載
さ
れ
た
通
信
文

に
よ
る
エ
ヴ
ラ
ー
ル
批
判
を
取
り
上
げ
る
。
続
い
て
、
反
教
権
主
義
者
の
活
動

に
対
す
る
フ
ラ
ン
ス
公
使
館
の
対
応
を
取
り
上
げ
、
最
後
に
『
ル
・
ポ
タ
ン
』

の
諷
刺
画
の
考
察
を
試
み
る
。

１　

フ
ェ
リ
ク
ス
・
エ
ヴ
ラ
ー
ル
と
近
代
日
本

　

フ
ェ
リ
ク
ス
・
エ
ヴ
ラ
ー
ル
は
、
一
八
六
七
年
、
幕
末
の
動
乱
期
に
来
日
し

た
カ
ト
リ
ッ
ク
宣
教
師
の
一
人
で
あ
る
（
図
４
）。
一
八
四
四
年
、
フ
ラ
ン
ス

の
メ
ッ
ス
司
教
区
内
の
ラ
・
マ
ク
ス
に
生
ま
れ
、
一
八
六
四
年
に
パ
リ
外
国
宣

教
会
に
入
会
し
た
。
現
在
で
は
ほ
ぼ
忘
れ
ら
れ
た
人
物
で
あ
り
、
彼
を
扱
っ
た

伝
記
類
も
存
在
し
な
い
が
（
55
）、
も
し
一
般
に
そ
の
名
が
知
ら
れ
て
い
る
と
し
た

ら
、
原
敬
が
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
で
あ
っ
た
青
年
時
代
、
フ
ラ
ン
ス
語
を
学
ぶ
た
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め
に
学
僕
と
し
て
仕
え
た
神
父
と
し
て
で
あ
ろ
う
（
56
）。

キ
リ
ス
ト
教
の
禁
制
時
代

に
活
動
を
開
始
し
た
エ
ヴ
ラ
ー
ル
は
、
一
九
一
九
年
に
横
浜
で
没
す
る
ま
で
、

日
本
の
カ
ト
リ
ッ
ク
宣
教
に
生
涯
を
捧
げ
た
人
物
で
あ
っ
た
。
教
会
で
は
周
囲

の
信
望
を
集
め
た
有
能
な
神
父
で
あ
り
、
一
九
〇
八
年
に
、
東
京
大
司
教
区
の

副
司
教
と
い
う
要
職
に
就
い
て
い
る
。

　

カ
ト
リ
ッ
ク
雑
誌
『
声
』
は
、
一
九
四
一
年
十
一
月
（
第
七
八
九
号
）
に
、

「
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
エ
ヴ
ラ
ル
師
の
追
憶
」
と
い
う
小
特
集
を
組
ん
で
い
る
が
、

こ
こ
に
集
め
ら
れ
た
信
者
の
回
想
か
ら
う
か
が
え
る
の
は
、
き
わ
め
て
質
素
な

生
活
を
送
り
、
自
己
を
厳
し
く
律
す
る
高
徳
の
神
父
の
像
で
あ
る
。
パ
リ
外
国

宣
教
会
本
部
の
神
学
校
で
、
エ
ヴ
ラ
ー
ル
と
同
窓
で
あ
っ
た
エ
メ
・
ヴ
ィ
リ
オ

ン
（A

im
é V

illion

）
神
父
は
、
そ
の
自
伝
で
、
自
分
が
精
神
的
な
苦
境
に
陥
っ

て
フ
ラ
ン
ス
に
帰
る
こ
と
を
考
え
た
時
、
エ
ヴ
ラ
ー
ル
が
親
身
に
な
っ
て
励
ま

し
て
く
れ
た
お
か
げ
で
、
帰
国
を
思
い
と
ど
ま
っ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
（
57
）。
管

見
の
限
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
関
連
文
献
で
、
エ
ヴ
ラ
ー
ル
を
批
判
的
に
言

及
し
て
い
る
も
の
は
み
あ
た
ら
な
い
（
58
）。

　

エ
ヴ
ラ
ー
ル
の
人
物
像
を
知
る
参
考
に
、
教
会
関
係
者
以
外
に
よ
る
証
言
を

二
つ
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
一
八
七
四
年
、
新
潟
ま
で
の
旅
行
中
に
エ
ヴ
ラ
ー

ル
と
同
道
し
た
フ
ラ
ン
ス
人
医
師
ジ
ャ
ン
・
ヴ
ィ
ダ
ル
（Jean V

idal

）
は
、
彼

を
日
本
語
能
力
に
富
ん
だ
「
気
品
の
あ
る
神
父
」
で
、「
超
人
的
な
仕
事
」
を

こ
な
す
人
物
で
あ
る
と
賞
賛
し
て
い
る
（
59
）。

ま
た
、
時
代
は
下
る
が
、
カ
ト
リ
ッ

ク
宣
教
師
と
交
際
の
あ
っ
た
ド
イ
ツ
人
医
師
の
エ
ル
ヴ
ィ
ン
・
フ
ォ
ン
・
ベ
ル

ツ
（E

rw
in von B

älz

）
は
、
日
記
（
一
九
〇
四
年
一
月
十
八
日
）
で
、
エ
ヴ
ラ
ー

ル
に
関
し
て
、「
彼
が
事
実
、
い
か
に
目
的
の
た
め
に
は
手
段
を
選
ば
な
い
か

を
見
る
と
、
個
人
と
し
て
は
自
分
も
好
感
が
持
て
な
い
。
だ
が
し
か
し
、
か
れ

が
自
己
の
使
命
に
身
を
捧
げ
る
忘
我
的
態
度
に
は
、
全
く
の
感
嘆
の
ほ
か
は
な

い
」
と
評
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
（
60
）。

ヴ
ィ
ダ
ル
か
ら
は
日
本
語
に
堪
能
で
、
知

力
と
実
行
力
を
兼
ね
備
え
た
人
物
と
し
て
評
価
を
受
け
て
い
る
エ
ヴ
ラ
ー
ル
で

あ
る
が
、
こ
の
ベ
ル
ツ
の
評
言
か
ら
は
、
傍
か
ら
彼
が
強
引
な
性
格
の
人
物
に

み
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

エ
ヴ
ラ
ー
ル
は
、
在
日
外
国
人
の
中
で
知
識
人
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
人

物
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
人
の
ジ
ャ
パ
ノ
ロ
ジ
ス
ト
と
も
親
し
く
、
バ
シ
ル
・

ホ
ー
ル
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
（B

asil H
all C

ham
berlain

）
は
、『
日
本
事
物
誌
』

T
hings Japanese

（
初
版
、
一
八
九
〇
年
）
の
序
文
で
、「
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
」
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の
項
目
の
原
稿
を
引
き
受
け
た
彼
に
謝
辞
を
述
べ
て
い
る
（
61
）。

ま
た
、
ア
ー
ネ
ス

ト
・
サ
ト
ウ
（E

rnest M
ason S

atow

）
は
、
在
日
英
国
公
使
時
代
（
一
八
九
五
│

一
九
〇
〇
年
）、
エ
ヴ
ラ
ー
ル
と
親
交
が
あ
り
、
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
の
研
究
に

関
し
て
彼
に
度
々
助
言
を
仰
い
で
い
る
（
62
）。

　

ま
た
、
エ
ヴ
ラ
ー
ル
は
、
時
事
・
社
会
問
題
に
通
じ
た
外
国
人
と
し
て
（
63
）、

日

本
の
新
聞
社
な
ど
か
ら
、
折
に
触
れ
て
意
見
や
感
想
（
内
地
雑
居
問
題（64
）や

韓
国

併
合
、
教
皇
庁
に
関
わ
る
外
交
問
題（65
）、

明
治
天
皇
の
崩
御（66
）な

ど
）
を
求
め
ら
れ
て

い
た
。
エ
ヴ
ラ
ー
ル
の
出
版
物
と
し
て
は
、
横
浜
の
「
エ
コ
ー
・
ド
ュ
・
ジ
ャ

ポ
ン
」
社
か
ら
、
日
本
語
学
習
の
手
引
き
書
を
出
版
し
て
い
る
ほ
か
（
67
）、

明
治
時

代
の
欧
文
絵
本
の
「
ち
り
め
ん
本
」
で
、
昔
話
『
桃
太
郎
』
の
フ
ラ
ン
ス
語
訳

を
担
当
し
て
い
る
（
68
）。

　

エ
ヴ
ラ
ー
ル
が
こ
の
よ
う
に
幅
広
い
人
間
関
係
に
恵
ま
れ
て
い
た
の
は
、
彼

が
、
一
八
七
五
年
か
ら
一
八
九
三
年
ま
で
、
司
牧
活
動
の
か
た
わ
ら
に
在
日
フ

ラ
ン
ス
公
使
館
で
通
訳
官
を
務
め
て
い
た
こ
と
が
大
き
か
っ
た
。
エ
ヴ
ラ
ー
ル

が
公
使
館
で
重
用
さ
れ
た
の
は
、
彼
の
日
本
語
能
力
が
他
の
通
訳
官
に
比
べ
て

抜
き
ん
で
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
彼
の
人
格
が
高
く
評
価
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
（
69
）。

シ
ェ
ン
キ
ヴ
ィ
ッ
チ
公
使
や
ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
・
コ
ラ
ン
・
ド
・
プ
ラ
ン
シ
ー
代

理
公
使
は
、
エ
ヴ
ラ
ー
ル
の
長
年
に
亘
る
真
摯
な
働
き
に
報
い
る
た
め
、
レ
ジ

オ
ン
・
ド
ヌ
ー
ル
勲
章
を
授
与
さ
せ
た
い
と
願
っ
て
い
た
（
70
）。

　

し
か
し
、
エ
ヴ
ラ
ー
ル
個
人
は
、
公
使
館
の
通
訳
業
務
を
好
ん
で
い
た
わ
け

で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
仕
事
が
彼
か
ら
司
牧
に
費
や
す
時
間
を
大
幅
に
奪
う
こ

と
に
な
っ
た
が
た
め
で
あ
り
（
71
）、

神
父
と
親
し
か
っ
た
信
者
の
回
想
に
よ
る
と
、

後
年
、
彼
は
、「
日
本
に
来
て
か
ら
、
二
十
年
を
無
駄
に
し
た
」
こ
と
を
語
っ

て
い
た
よ
う
で
あ
る
（
72
）。

通
訳
官
と
し
て
の
出
仕
は
、
エ
ヴ
ラ
ー
ル
に
日
本
の
法

律
に
精
通
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
、
彼
に
各
界
の
有
力
者
と
の
人
脈
を
作

る
機
会
を
与
え
る
な
ど
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
様
々
な
益
を
も
た
ら
し
た
こ
と
も

事
実
で
あ
る
が
（
73
）、

宣
教
会
に
と
っ
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
外
交
の
補
助
業
務
に
エ
ヴ

ラ
ー
ル
を
と
ら
れ
る
よ
り
も
、
彼
を
直
接
教
会
の
た
め
に
貢
献
さ
せ
る
ほ
う
が

は
る
か
に
望
ま
し
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
シ
ェ
ン
キ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
ピ
エ
ー

ル
・
マ
リ
・
オ
ズ
ー
フ
（P

ierre M
arie O

souf

）
東
京
大
司
教
が
エ
ヴ
ラ
ー
ル
を

司
祭
職
に
専
念
さ
せ
る
た
め
に
公
使
館
の
職
務
か
ら
外
す
こ
と
を
彼
に
度
々
懇

願
し
て
い
る
こ
と
を
一
八
九
一
年
七
月
の
外
交
書
簡
で
報
告
し
、
エ
ヴ
ラ
ー
ル

が
余
人
に
代
え
難
い
人
材
で
あ
る
だ
け
に
大
司
教
の
非
協
力
的
な
対
応
を
遺
憾

と
し
て
い
る
（
74
）。
こ
の
点
を
み
れ
ば
、
当
時
の
反
教
権
主
義
者
が
批
判
し
た
の
と

は
別
の
意
味
で
、
エ
ヴ
ラ
ー
ル
や
オ
ズ
ー
フ
に
は
「
愛
国
心
」
が
欠
け
て
い
た

と
み
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
（
75
）。

　

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
内
部
事
情
は
、
当
時
、
一
般
の
在
日
フ
ラ
ン
ス
人

の
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
は
な
ら
ず
、
エ
ヴ
ラ
ー
ル
は
反
教
権
主
義
者
か
ら
カ
ト

リ
ッ
ク
教
会
の
影
響
力
を
伸
張
さ
せ
る
た
め
に
フ
ラ
ン
ス
公
使
館
に
居
座
り
続

け
て
、
フ
ラ
ン
ス
外
交
を
損
な
う
元
凶
と
思
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
次
節
で
、

在
日
の
反
教
権
主
義
者
が
、
仏
領
イ
ン
ド
シ
ナ
の
フ
ラ
ン
ス
語
新
聞
を
通
し
て
、

エ
ヴ
ラ
ー
ル
と
公
使
館
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
批
判
を
行
っ
て
い
た
の
か
を
見
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る
こ
と
に
し
よ
う
。

２　

一
八
九
〇
年
代
初
頭
に
お
け
る
在
日
フ
ラ
ン
ス
人
の
反
教
権
主
義

　

仏
領
イ
ン
ド
シ
ナ
の
ハ
ノ
イ
で
刊
行
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
語
新
聞
『
ア
ン
デ
パ

ン
ダ
ン
ス
・
ト
ン
キ
ノ
ワ
ー
ズ
』
に
は
、「
Ｘ
」
と
い
う
署
名
の
あ
る
匿
名
の

通
信
文
「
日
本
か
ら
の
手
紙
」（L

ettre du Japon

）
が
約
三
十
数
通
、
一
八
九

一
年
九
月
か
ら
翌
年
七
月
ま
で
の
間
、
不
定
期
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う

ち
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
触
れ
た
も
の
が
十
五
点
ほ
ど
存
在
し
、
そ
の
大
部
分
が

フ
ラ
ン
ス
公
使
館
の
通
訳
で
あ
る
エ
ヴ
ラ
ー
ル
を
批
判
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
76
）。

こ
れ
ら
の
通
信
文
は
、
通
訳
官
に
す
ぎ
な
い
エ
ヴ
ラ
ー
ル
が
実
質
的
に
フ
ラ
ン

ス
の
外
交
官
を
支
配
し
て
い
る
状
態
を
批
判
し
、
在
日
公
使
館
が
フ
ラ
ン
ス
の

国
益
に
反
す
る
行
動
を
取
っ
て
い
る
事
態
に
警
鐘
を
鳴
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
。

　

当
時
、
フ
ラ
ン
ス
の
在
日
公
使
館
は
、
休
暇
中
で
本
国
に
帰
国
し
て
い
た
シ

ェ
ン
キ
ヴ
ィ
ッ
チ
公
使
に
代
わ
り
、
ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
・
コ
ラ
ン
・
ド
・
プ
ラ
ン

シ
ー
（V

ictor C
ollin de P

lancy, 1853–1924

図
５
）
が
代
理
公
使
（
一
八
九
一
年

十
一
月
│
一
八
九
三
年
二
月
）
と
し
て
赴
任
中
の
時
期
で
あ
っ
た
。
彼
の
父
親

の
ジ
ャ
ッ
ク
・
コ
ラ
ン
・
ド
・
プ
ラ
ン
シ
ー
は
、『
地
獄
の
辞
典
』
な
ど
の
著

作
で
知
ら
れ
る
著
述
家
で
あ
り
、
一
八
四
一
年
に
カ
ト
リ
ッ
ク
に
改
宗
し
た
後
、

多
く
の
護
教
的
な
著
作
を
執
筆
し
た
人
物
で
あ
る
（
77
）。
コ
ラ
ン
・
ド
・
プ
ラ
ン
シ

ー
が
、
イ
エ
ズ
ス
会
の
経
営
す
る
パ
リ
の
聖
母
マ
リ
ア
の
無
原
罪
学
園
（E

cole 

de l’Im
m

aculée conception

）
で
学
ん
で
い
る
の
も
、
そ
の
家
庭
環
境
に
よ
る
も

の
で
あ
ろ
う
（
こ
の
学
校
の
通
称
は
、
同
校
の
所
在
地
で
あ
る
「
ヴ
ォ
ジ
ラ
ー
ル

V
augirard

」
で
あ
る（78
））。

同
校
を
卒
業
後
、
彼
は
パ
リ
の
東
洋
語
学
校
（É

cole 

spéciale des L
angues orientales

）
に
入
学
し
て
中
国
語
を
学
び
、
一
八
七
七
年

に
卒
業
後
、
外
務
省
に
通
訳
官
と
し
て
入
省
し
た
。
当
初
、
北
京
や
上
海
で
外

交
業
務
に
従
事
し
、
一
八
八
七
年
、
初
代
の
フ
ラ
ン
ス
領
事
と
し
て
朝
鮮
に
赴

任
し
て
い
る
。
彼
が
、
同
地
で
、
危
難
に
あ
っ
た
パ
リ
外
国
宣
教
会
の
宣
教
師

に
便
宜
を
図
っ
て
い
る
こ
と
は
、
彼
の
極
東
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
に

対
す
る
好
意
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
（
79
）。

　

日
本
に
赴
任
中
、
日
本
語
や
日
本
の
諸
事
情
に
十
分
通
じ
な
い
彼
は
、
通
訳

官
の
力
を
借
り
な
け
れ
ば
、
業
務
を
進
め
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
の
で
、
エ
ヴ
ラ
ー
ル
の
助
力
に
負
う
こ
と
が
多
か
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難

く
な
い
（
80
）。

彼
が
、
反
教
権
主
義
者
か
ら
、
エ
ヴ
ラ
ー
ル
の
影
響
下
に
あ
る
人
物

と
非
難
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
も
、
一
つ
に
は
、
彼
が
エ
ヴ
ラ
ー
ル
を
頼

り
に
せ
ざ
る
を
え
な
い
人
物
と
し
て
周
囲
か
ら
み
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

コ
ラ
ン
・
ド
・
プ
ラ
ン
シ
ー
は
、『
ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
ス
・
ト
ン
キ
ノ
ワ
ー

ズ
』
に
掲
載
さ
れ
た
在
日
フ
ラ
ン
ス
公
使
館
に
対
す
る
批
判
を
問
題
視
し
て
、

一
八
九
二
年
一
月
二
十
七
日
、
八
月
二
十
二
日
、
八
月
二
十
五
日
の
三
度
に
亘

っ
て
、
外
交
報
告
書
を
本
国
の
外
務
大
臣
に
送
っ
て
い
る
（
81
）。

彼
は
、「
日
本
か

ら
の
手
紙
」
の
匿
名
の
筆
者
を
横
浜
の
ゼ
ネ
ラ
ル
・
ホ
ス
ピ
タ
ル
の
医
師
で
あ

る
ミ
シ
ョ
ー
博
士
（
ポ
ー
ル
・
ミ
シ
ョ
ーPaul M

ichaut

）
と
報
告
し
て
い
る
が
、

こ
の
推
定
を
わ
れ
わ
れ
も
正
し
い
と
考
え
る
（
82
）。
ミ
シ
ョ
ー
は
、
現
在
の
ジ
ャ
ポ
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ニ
ス
ム
研
究
に
お
い
て
、
エ
ド
モ
ン
・
ド
・
ゴ
ン
ク
ー
ル
（E

dm
ond de 

G
oncourt

）
に
北
斎
に
関
す
る
伝
記
的
情
報
を
提
供
し
、『
北
斎
・
十
八
世
紀
の

日
本
美
術
』H

okousaï : l’art japonais au X
V

IIIe siècle

（
一
八
九
六
年
）
の

成
立
に
関
わ
っ
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
（
83
）、

こ
の
人
物
に
関
し
て
は
、

依
然
不
明
な
と
こ
ろ
が
多
い
（
84
）。

現
在
、
明
ら
か
に
し
え
た
と
こ
ろ
で
は
、
彼

は
、
一
八
六
〇
年
に
パ
リ
で
生
ま
れ
、
パ
リ
大
学
の
医
学
部
で
学
ん
だ
後
、
パ

リ
の
病
院
で
イ
ン
タ
ー
ン
を
務
め
な
が
ら
、
一
八
九
〇
年
に
男
性
の
神
経
症
に

関
す
る
研
究
で
精
神
医
学
の
学
位
を
取
得
し
て
い
る
（
85
）。

そ
の
後
、
彼
は
、
イ
ン

ド
シ
ナ
植
民
地
に
赴
い
て
、
同
地
に
い
く
ら
か
滞
在
し
た
後
、
来
日
し
た
ら
し

い
。

　

ゴ
ン
ク
ー
ル
は
、『
北
斎
』
の
序
文
に
、
彼
に
送
ら
れ
た
ミ
シ
ョ
ー
の
手
紙

を
引
用
し
て
い
る
が
、
そ
の
手
紙
で
、
ミ
シ
ョ
ー
は
、
ゴ
ン
ク
ー
ル
が
日
本
美

物
で
あ
っ
た
ら
し
く
、『
ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
ス
・
ト
ン
キ
ノ
ワ
ー
ズ
』
の
通
信

文
で
は
、
日
本
の
政
治
や
、
日
本
人
の
国
民
性
、
音
楽
、
美
術
ま
で
幅
広
い
題

材
を
論
じ
て
い
る
（
87
）。

ま
た
、
同
時
期
に
ハ
イ
フ
ォ
ン
で
刊
行
さ
れ
た
『
ク
ー
リ

エ
・
ダ
イ
フ
ォ
ン
』
紙
に
も
、「V

accarim
asen

（
わ
か
り
ま
せ
ん
）」
と
い
う
筆

名
（
88
）で

日
本
関
連
の
通
信
文
を
送
り
、
日
本
の
古
典
演
劇
や
ア
イ
ヌ
民
族
な
ど
に

つ
い
て
語
っ
て
い
る
（
89
）。

　

ミ
シ
ョ
ー
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
帰
国
後
、
折
に
ふ
れ
て
ゴ
ン
ク
ー
ル
の
家
を
訪

問
し
て
い
る
が
、
ゴ
ン
ク
ー
ル
の
『
日
記
』（
一
八
九
六
年
六
月
三
日
）
に
よ
る

と
、
そ
の
時
に
ビ
ゴ
ー
の
こ
と
を
話
題
に
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
ら
し
い
（
90
）。

ミ
シ

ョ
ー
は
、
ビ
ゴ
ー
と
同
年
の
生
ま
れ
で
あ
り
、
両
者
の
共
有
す
る
日
本
芸
術
へ

の
関
心
が
、
二
人
の
間
の
交
友
を
深
め
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
こ
と
は
十
分
考

え
ら
れ
る
。
日
本
語
に
あ
ま
り
通
じ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
ミ
シ
ョ
ー
は
、
ビ

ゴ
ー
か
ら
日
本
に
関
す
る
情
報
を
得
る
こ
と
も
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

ミ
シ
ョ
ー
が
滞
日
中
に
通
信
文
を
送
っ
た
『
ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
ス
・
ト
ン
キ

ノ
ワ
ー
ズ
』
と
『
ク
ー
リ
エ
・
ダ
イ
フ
ォ
ン
』
は
、
当
時
の
イ
ン
ド
シ
ナ
植
民

地
の
代
表
的
な
フ
ラ
ン
ス
語
新
聞
で
あ
っ
た
が
、
両
紙
は
と
も
に
フ
リ
ー
メ
ー

ソ
ン
の
会
員
が
出
版
に
関
わ
っ
て
お
り
、
反
教
権
的
な
主
張
が
盛
ん
に
展
開
さ

れ
て
い
た
（
91
）。
彼
は
、
来
日
前
に
イ
ン
ド
シ
ナ
植
民
地
に
滞
在
し
た
間
、
こ
れ
ら

の
新
聞
の
経
営
者
と
知
り
合
う
機
会
を
も
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
（
92
）。

　

ミ
シ
ョ
ー
の
匿
名
通
信
文
「
日
本
か
ら
の
手
紙
」
で
エ
ヴ
ラ
ー
ル
に
対
す
る

術
を
紹
介
し
た
著
作

『
芸
術
家
の
家
』L

a 

m
aison d’un artiste

か
ら
受
け
た
感
動
が

日
本
を
訪
問
し
た
い

と
い
う
憧
れ
を
抱
か

せ
た
と
語
っ
て
い
る
（
86
）。

ミ
シ
ョ
ー
は
、
相
当

知
的
関
心
の
広
い
人
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批
判
が
口
火
を
切
ら
れ
た
の
は
、『
ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
ス
・
ト
ン
キ
ノ
ワ
ー
ズ
』

の
一
八
九
一
年
十
二
月
十
二
日
号
で
あ
る
。
横
浜
に
一
時
滞
在
し
て
い
た
仏
領

イ
ン
ド
シ
ナ
の
フ
ラ
ン
ス
人
ら
が
、
十
一
月
十
日
に
行
わ
れ
る
日
本
政
府
主
催

の
観
菊
会
に
招
待
さ
れ
る
と
考
え
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
は
参
加

で
き
な
か
っ
た
た
め
、
フ
ラ
ン
ス
公
使
館
の
対
応
に
抗
議
を
し
た
こ
と
が
あ
っ

た
。
こ
の
事
態
に
関
し
て
、
ミ
シ
ョ
ー
は
、
教
会
の
ミ
サ
に
出
席
し
な
い
フ
ラ

ン
ス
人
達
を
冷
遇
す
る
エ
ヴ
ラ
ー
ル
の
意
向
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
参
加
が
妨
げ

ら
れ
た
の
だ
と
考
え
て
批
判
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
日
本
在
住
の
通
信
員
で
あ

っ
た
彼
は
、
そ
の
立
場
を
利
用
し
て
、
日
本
国
外
の
多
数
の
フ
ラ
ン
ス
人
に
、

在
日
フ
ラ
ン
ス
公
使
館
の
陥
っ
て
い
る
嘆
か
わ
し
い
現
状
を
知
ら
し
め
よ
う
と

い
う
意
図
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
以
降
、
一
八
九
二
年
七
月
頃
ま
で
、
ミ
シ
ョ
ー
に
よ
る
エ
ヴ
ラ
ー
ル
と

フ
ラ
ン
ス
公
使
館
に
対
す
る
批
判
は
継
続
し
て
い
く
が
、
彼
の
主
張
の
動
機
に

は
、
フ
ラ
ン
ス
の
日
本
に
お
け
る
影
響
力
が
英
独
と
比
較
し
て
目
に
見
え
て
減

退
し
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
公
使
館
が
何
ら
打
開
策
を
講
じ
な
い
ま
ま

で
い
る
と
い
う
彼
の
愛
国
心
か
ら
来
た
危
機
感
と
、
公
使
館
が
居
留
地
の
在
日

フ
ラ
ン
ス
人
に
対
し
て
十
分
な
保
護
を
し
て
い
な
い
と
い
う
不
満
の
二
点
が
関

わ
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
彼
は
、
日
本
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
の

低
下
に
も
、
公
使
館
の
在
日
フ
ラ
ン
ス
人
に
対
す
る
冷
や
や
か
な
応
対
に
も
、

通
訳
官
エ
ヴ
ラ
ー
ル
の
存
在
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
み
て
い
た
。

　

フ
ラ
ン
ス
公
使
館
に
直
接
尋
ね
た
の
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
が
、
ミ
シ
ョ
ー

は
、
公
使
館
が
エ
ヴ
ラ
ー
ル
の
長
年
に
及
ぶ
雇
用
を
正
当
化
す
る
理
由
と
し
て
、

彼
の
日
本
語
能
力
の
高
さ
を
挙
げ
る
の
が
常
で
あ
る
と
書
い
て
い
る
。
こ
れ
に

対
し
て
、
ミ
シ
ョ
ー
は
、
パ
リ
の
東
洋
語
学
校
で
日
本
語
を
学
ん
だ
通
訳
官
が

既
に
輩
出
さ
れ
て
い
る
現
在
、
エ
ヴ
ラ
ー
ル
に
替
え
て
、
彼
ら
を
積
極
的
に
登

用
す
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
今
ま
で
実
現

さ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
日
本
に
赴
任
し
た
通
訳
官
が
来
日
間
も
な
い
う
ち
に
転

出
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
公
使
館
に
お
け
る
教
会
の
影
響
力
が
失
わ
れ
る
こ

と
を
恐
れ
た
エ
ヴ
ラ
ー
ル
が
、
自
分
の
地
位
を
脅
か
す
通
訳
官
の
追
い
出
し
を

常
に
図
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
信
じ
て
い
た
。
ミ
シ
ョ
ー
は
、
イ
ギ
リ
ス
の

外
交
官
が
有
力
会
員
に
な
っ
て
い
る
「
日
本
ア
ジ
ア
協
会A

siatic S
ociety of 

Japan

」
の
よ
う
な
優
れ
た
日
本
研
究
団
体
が
、
フ
ラ
ン
ス
公
使
館
の
中
か
ら

生
み
出
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
こ
と
を
遺
憾
と
し
て
い
た
が
、
こ
の
よ
う
な
フ
ラ

ン
ス
の
日
本
研
究
の
遅
れ
も
、
エ
ヴ
ラ
ー
ル
に
よ
る
通
訳
職
の
独
占
が
妨
げ
に

な
っ
て
、
日
本
通
の
外
交
官
が
育
た
な
い
こ
と
の
結
果
で
あ
る
と
彼
に
は
考
え

ら
れ
た
（
93
）。

　

現
実
に
は
、
一
通
訳
官
に
過
ぎ
な
い
エ
ヴ
ラ
ー
ル
に
こ
の
よ
う
な
権
勢
を
持

ち
得
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
わ
け
は
な
か
っ
た
が
、
当
時
の
在
日
フ
ラ
ン
ス
人

の
目
に
、
彼
が
こ
の
よ
う
な
悪
漢
と
し
て
映
り
え
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
カ
ト

リ
ッ
ク
教
会
の
マ
イ
ナ
ス
・
イ
メ
ー
ジ
が
、
す
で
に
来
日
前
、
彼
ら
の
中
に
強

固
に
抱
か
れ
て
い
た
か
ら
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
注
目
に
値
す
る
の
は
、
ミ

シ
ョ
ー
が
し
ば
し
ば
エ
ヴ
ラ
ー
ル
を
指
し
て
「
イ
エ
ズ
ス
会
士
」
と
呼
ん
で
い
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る
こ
と
で
あ
る
。
エ
ヴ
ラ
ー
ル
の
所
属
す
る
パ
リ
外
国
宣
教
会
は
一
般
に
著
名

な
組
織
で
は
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
同
会
の
宣
教
師
は
、
日
本
で
イ
エ
ズ
ス

会
の
宣
教
師
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
（
94
）。

し
か
し
、
ミ
シ
ョ
ー
や
ビ
ゴ

ー
が
、
エ
ヴ
ラ
ー
ル
を
「
イ
エ
ズ
ス
会
士
」
と
呼
ん
で
批
判
し
て
い
た
時
、
そ

れ
は
、
彼
ら
の
無
知
か
ら
き
た
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
十
九
世
紀
フ
ラ

ン
ス
の
反
教
権
主
義
者
の
間
で
風
靡
し
て
い
た
「
イ
エ
ズ
ス
会
神
話
（
伝
説
）」

の
影
響
の
も
と
、
イ
エ
ズ
ス
会
の
名
を
語
っ
て
い
た
と
考
え
る
方
が
適
切
で
あ

ろ
う
。
こ
の
「
イ
エ
ズ
ス
会
神
話
」
と
は
、
イ
エ
ズ
ス
会
士
を
目
的
の
た
め
に

手
段
を
選
ば
な
い
詭
弁
家
と
み
な
し
た
り
、
イ
エ
ズ
ス
会
を
様
々
な
謀
略
的
手

段
を
弄
し
て
、
政
治
や
社
会
に
害
を
な
す
国
際
的
な
秘
密
結
社
と
み
な
す
、
反

イ
エ
ズ
ス
会
的
な
言
説
・
思
想
を
さ
す
も
の
で
あ
る
（
95
）。

　

ミ
シ
ョ
ー
が
、
コ
ラ
ン
・
ド
・
プ
ラ
ン
シ
ー
を
イ
エ
ズ
ス
会
系
学
校
の
出
身

者
で
あ
る
こ
と
を
あ
げ
つ
ら
っ
て
い
る
の
も
、「
イ
エ
ズ
ス
会
士
」
の
エ
ヴ
ラ

ー
ル
が
公
使
館
を
支
配
し
て
い
る
と
い
う
彼
ら
の
陰
謀
論
的
な
理
解
の
も
と
で

批
判
が
行
わ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。『
ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
ス
・
ト
ン
キ
ノ

ワ
ー
ズ
』
で
は
、
エ
ヴ
ラ
ー
ル
は
、
し
ば
し
ば
共
和
国
フ
ラ
ン
ス
の
外
交
機
密

を
盗
む
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
ス
パ
イ
と
し
て
非
難
さ
れ
て
い
る
。

　
「
東
京
の
在
日
フ
ラ
ン
ス
公
使
館
は
、
こ
こ
十
年
来
と
同
様
、
一
人
の

宣
教
師
の
指
導
下
に
あ
る
外
務
省
の
反
動
家
ど
も
の
巣
窟
で
あ
り
続
け
る

こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
宣
教
師
は
、
本
国
の
外
務
大
臣
が
代
理
公
使
の
み

に
許
し
た
と
考
え
て
い
る
外
交
上
の
秘
密
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
」（「
日
本
か
ら
の
手
紙
」『
ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
ス
・
ト
ン
キ
ノ
ワ
ー
ズ
』
一

八
九
二
年
二
月
十
六
日
）

　
「
宣
教
師
は
、
全
能
の
存
在
で
あ
る
。
彼
は
金
を
握
り
、
教
育
を
手
中

に
収
め
て
い
る
。（
中
略
）
日
本
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
商
人
は
、
宣
教
師

ほ
ど
執
拗
な
敵
を
相
手
に
持
た
な
い
。
宣
教
師
は
ど
こ
に
で
も
侵
入
す
る
、

外
交
業
務
に
ま
で
も
。
現
地
語
に
通
暁
し
て
い
る
の
で
、
通
訳
官
の
服
を

纏
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
神
父
が
、
役
人
の
服
装
を
着
用
し
た
厭
悪

す
べ
き
存
在
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
宣
教
師
は
、
二
つ
の
方
面
か

ら
金
を
受
け
取
る
。
共
和
国
政
府
は
通
訳
と
し
て
彼
に
支
給
し
、
宣
教
師

団
は
ス
パ
イ
と
し
て
彼
に
支
給
す
る
」（
同
前
、
一
八
九
二
年
四
月
九
日
）

　
『
ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
ス
・
ト
ン
キ
ノ
ワ
ー
ズ
』
の
匿
名
記
事
に
よ
る
攻
撃
が

続
い
て
い
る
さ
な
か
、
エ
ヴ
ラ
ー
ル
の
外
交
通
訳
職
の
罷
免
を
求
め
る
在
日
フ

ラ
ン
ス
人
の
請
願
書
（
一
八
九
二
年
五
月
九
日
付
）
が
本
国
の
国
民
議
会
に
向

け
て
提
出
さ
れ
て
い
る
（
96
）。
こ
の
請
願
の
内
容
は
、
ミ
シ
ョ
ー
の
匿
名
通
信
文
で

展
開
さ
れ
て
い
た
批
判
と
同
趣
旨
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
請
願
運
動
の
中
心
に

ミ
シ
ョ
ー
や
ビ
ゴ
ー
が
い
た
こ
と
は
間
違
い
が
な
い
。
当
時
、
横
浜
と
東
京
に

は
彼
ら
を
中
心
と
す
る
反
教
権
主
義
的
な
グ
ル
ー
プ
が
存
在
し
、
ビ
ゴ
ー
は
、

ミ
シ
ョ
ー
の
通
信
文
や
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
中
で
交
わ
さ
れ
た
意
見
を
参
考
に
し
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な
が
ら
、『
ル
・
ポ
タ
ン
』
の
諷
刺
画
を
作
成
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

ビ
ゴ
ー
は
、『
ト
バ
エ
』
の
廃
刊
時
（
一
八
七
九
年
十
二
月
）、
彼
の
諷
刺
画

に
取
り
上
げ
ら
れ
た
人
物
か
ら
抗
議
が
殺
到
し
て
い
る
こ
と
を
廃
刊
の
理
由
に

挙
げ
て
い
た
（
97
）。
実
際
、
マ
リ
ア
会
に
対
す
る
彼
の
諷
刺
画
の
事
例
か
ら
考
え
て

も
、
彼
が
読
者
か
ら
直
接
抗
議
を
受
け
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
お
か
し
く

は
な
い
。
た
だ
、
ビ
ゴ
ー
が
『
ト
バ
エ
』
の
廃
刊
後
に
も
外
国
人
居
留
者
を
対

象
に
し
た
諷
刺
活
動
を
続
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
の
は
、
一
方
で
彼
の
活

動
を
支
持
す
る
人
々
が
少
な
か
ら
ず
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
一
八
九
一
年
の
三

月
、『
ク
ー
リ
エ
・
ダ
イ
フ
ォ
ン
』
は
、
横
浜
在
住
の
あ
る
フ
ラ
ン
ス
人
の
通

信
文
（
同
年
二
月
二
十
一
日
付
）
を
掲
載
し
て
い
る
が
、
こ
の
匿
名
の
筆
者
は

ビ
ゴ
ー
の
『
ポ
タ
ン
・
ド
・
ヨ
コ
』Potins de Yoko
の
第
五
号
が
出
版
予
定
に

な
っ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
、「
ト
ン
キ
ン
に
住
む
あ
な
た
方
は
、
恐
ら
く
、

『
ポ
タ
ン
・
ド
・
ヨ
コ
』
を
御
存
じ
で
し
ょ
う
。
フ
ラ
ン
ス
人
の
ビ
ゴ
ー
は
、

活
気
と
ユ
ー
モ
ア
に
満
ち
た
こ
の
作
品
で
、
日
本
人
や
フ
ラ
ン
ス
人
を
才
気
煥

発
に
か
ら
か
い
、
諷
刺
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。
彼
の
空
想
の
犠
牲
者
（
？
）

が
第
一
に
喜
ぶ
者
で
あ
る
の
は
、
そ
の
冗
談
が
善
意
の
あ
る
も
の
で
、
決
し
て

良
識
の
域
を
外
れ
な
い
か
ら
で
す
」
と
好
意
的
に
語
っ
て
い
る
（
98
）。

ま
た
、
ミ
シ

ョ
ー
は
、『
ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
ス
・
ト
ン
キ
ノ
ワ
ー
ズ
』
の
通
信
文
で
、
エ
ヴ

ラ
ー
ル
を
批
判
し
た
『
ル
・
ポ
タ
ン
』（
第
二
期
、
第
二
号
）
に
触
れ
、
ビ
ゴ
ー

を
「
ユ
ー
モ
ア
と
日
本
趣
味
に
満
ち
た
、
才
能
あ
る
芸
術
家
」
と
紹
介
し
て
い

た
（
99
）。

　

一
八
八
〇
年
前
後
の
『
ク
ー
リ
エ
・
ド
ュ
・
ジ
ャ
ポ
ン
』
の
記
事
や
一
八
九

〇
年
代
初
頭
の
『
ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
ス
・
ト
ン
キ
ノ
ワ
ー
ズ
』
に
掲
載
さ
れ
た

匿
名
通
信
文
、
ま
た
『
ル
・
ポ
タ
ン
』
の
ビ
ゴ
ー
の
諷
刺
画
な
ど
は
、
十
九
世

紀
末
の
在
日
フ
ラ
ン
ス
人
社
会
の
間
に
反
聖
職
者
感
情
が
潜
在
し
て
お
り
、
折

に
触
れ
て
噴
出
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
動
向

は
、
同
時
期
の
フ
ラ
ン
ス
本
国
に
お
け
る
反
教
権
主
義
の
高
ま
り
と
無
縁
で
な

か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
、
当
時
の
在
日
フ
ラ
ン
ス
人
社

会
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
反
教
権
主
義
は
ど
の
よ
う
な
社
会
的
基
盤
を
も
っ

て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

フ
ラ
ン
ス
人
居
留
民
に
関
す
る
資
料
の
不
足
か
ら
、
実
証
主
義
的
に
十
分
な

議
論
を
進
め
て
い
く
こ
と
は
難
し
い
が
、
ミ
シ
ョ
ー
や
ビ
ゴ
ー
の
主
張
内
容
か

ら
判
断
す
る
限
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
好
意
的
な
人
々
は
、
公
使
館
員
や
大

学
教
授
な
ど
の
居
留
民
の
中
の
エ
リ
ー
ト
層
で
あ
り
、
教
会
と
対
立
し
て
い
る

人
々
は
、
居
留
地
の
大
部
分
を
占
め
る
商
人
層
や
自
由
職
業
の
人
々
が
中
心
に

含
ま
れ
、
後
者
は
前
者
に
対
し
て
階
級
的
な
敵
意
を
抱
い
て
い
た
と
ひ
と
ま
ず

類
型
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
、
反
教
権

主
義
者
は
、
後
者
の
中
に
自
分
達
の
主
張
の
共
鳴
者
を
獲
得
す
る
こ
と
を
期
待

し
て
い
た
と
い
え
る
。

　

ミ
シ
ョ
ー
や
ビ
ゴ
ー
は
、
来
日
前
か
ら
す
で
に
反
教
権
主
義
の
信
念
の
持
ち

主
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
反
聖
職
者
感
情
を
抱
い
て
い
た

人
々
は
一
様
で
は
な
く
、
皆
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
次
元
で
反
教
権
主
義
を
抱
い
て
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い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
反
教
権
主
義
者
が
、
フ
ラ
ン
ス

の
威
信
の
維
持
や
フ
ラ
ン
ス
人
居
留
民
の
生
活
の
保
障
と
い
っ
た
現
実
的
次
元

の
問
題
に
争
点
化
し
て
主
張
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
は
、
当
時
の
反
教
権
主
義

が
居
留
民
の
生
活
感
情
と
結
び
つ
い
て
い
た
一
面
の
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。

　

も
し
、
居
留
地
に
反
教
権
主
義
が
醸
成
さ
れ
る
土
壌
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
宣
教
師
と
居
留
民
の
間
に
心
理
的
距
離
感
の
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
手

伝
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
商
人
層
に
も
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
が
多
数
い
た
で
あ
ろ

う
か
ら
、
一
概
に
彼
ら
を
反
教
権
主
義
の
共
感
者
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
に

し
て
も
、
当
時
の
宣
教
師
が
財
産
獲
得
に
余
念
の
な
い
外
国
人
商
人
層
に
対
し

て
し
ば
し
ば
嫌
悪
の
言
葉
を
漏
ら
し
て
い
る
の
を
考
え
る
と
、
両
者
の
間
に
は
、

時
に
は
対
立
感
情
が
存
在
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
（
100
）。

　

ま
た
、
宣
教
師
と
商
人
層
の
間
に
は
、
不
平
等
条
約
の
改
正
問
題
に
関
す
る

両
者
の
反
応
に
端
的
に
現
れ
て
い
た
よ
う
に
、
現
実
的
な
利
害
関
係
に
お
い
て

も
対
立
関
係
が
存
在
し
て
い
た
。
外
国
人
商
人
層
は
、
領
事
裁
判
権
が
失
わ
れ

る
こ
と
を
望
ま
ず
、
条
約
改
正
に
強
く
反
対
し
て
い
た
が
、
一
方
、
キ
リ
ス
ト

教
の
宣
教
師
側
は
、
条
約
改
正
に
よ
っ
て
日
本
国
内
に
お
け
る
移
動
と
居
住
の

権
利
を
得
て
、
布
教
活
動
の
自
由
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
理
想
と
し
て
い
た
の
で

あ
る
（
101
）。
ア
ー
ネ
ス
ト
・
サ
ト
ウ
は
、
駐
日
公
使
時
代
の
日
記
（
一
八
九
五
年
十

月
二
十
一
日
）
に
、
エ
ヴ
ラ
ー
ル
が
条
約
改
正
を
日
本
人
の
希
望
通
り
一
八
八

二
年
の
時
点
で
行
う
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
う
意
見
を
述
べ
た
こ
と
を
書
い
て
い

る
（
102
）。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
ミ
シ
ョ
ー
は
、『
ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
ス
・
ト
ン
キ
ノ
ワ
ー

ズ
』
の
通
信
文
で
条
約
改
正
に
反
対
し
、
こ
れ
に
賛
意
を
表
し
て
い
る
コ
ラ

ン
・
ド
・
プ
ラ
ン
シ
ー
を
揶
揄
し
て
い
た
（
103
）。

日
本
の
官
憲
か
ら
そ
の
諷
刺
活
動

の
処
分
を
受
け
た
こ
と
の
あ
る
ビ
ゴ
ー
も
、
一
八
九
九
年
、
条
約
改
正
に
よ
っ

て
治
外
法
権
の
特
権
が
な
く
な
る
こ
と
を
嫌
っ
て
日
本
か
ら
離
れ
た
人
物
で
あ

り
、
こ
の
点
に
お
い
て
も
彼
ら
は
宣
教
師
と
全
く
の
対
立
関
係
に
あ
っ
た
。

３　

在
日
フ
ラ
ン
ス
人
の
反
教
権
主
義
と
フ
ラ
ン
ス
公
使
館
の
対
応

　

エ
ヴ
ラ
ー
ル
と
在
日
フ
ラ
ン
ス
公
使
館
を
攻
撃
す
る
反
教
権
主
義
者
の
一
連

の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
対
し
て
、
コ
ラ
ン
・
ド
・
プ
ラ
ン
シ
ー
が
本
国
外
務
省
に

報
告
し
て
い
た
こ
と
は
、
前
節
で
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。
彼
は
、
ま
た
、
フ

ラ
ン
ス
本
国
に
帰
国
中
で
あ
っ
た
シ
ェ
ン
キ
ヴ
ィ
ッ
チ
公
使
と
も
こ
の
件
で
情

報
の
交
換
を
行
っ
て
い
る
。

　

シ
ェ
ン
キ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
エ
ヴ
ラ
ー
ル
の
存
在
を
栄
進
の
妨
げ
と
み
な
し
て

煙
た
く
思
う
公
使
館
の
元
フ
ラ
ン
ス
人
通
訳
者
の
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ド
ー
ト
ル
メ
ー

ル
（Joseph D

autrem
er

）
や
ジ
ュ
ー
ル
・
ア
ダ
ン
（Jules A

dam
s

）
が
こ
の
キ

ャ
ン
ペ
ー
ン
に
関
与
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
っ
て
い
た
（
104
）。
彼
は
、
本
省

が
日
本
に
モ
ラ
ル
の
低
い
通
訳
官
ば
か
り
を
派
遣
し
て
く
る
こ
と
に
関
し
て
不

満
を
漏
ら
し
て
い
る
の
で
（
105
）、
ド
ー
ト
ル
メ
ー
ル
や
ア
ダ
ン
を
冷
遇
し
た
の
は
、

彼
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
ミ
シ
ョ
ー
は
、
エ
ヴ
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ラ
ー
ル
が
画
策
し
て
彼
以
外
の
通
訳
官
を
追
い
出
し
た
と
批
判
し
て
い
た
が
、

実
際
の
と
こ
ろ
、
フ
ラ
ン
ス
公
使
そ
の
人
が
エ
ヴ
ラ
ー
ル
を
別
格
扱
い
し
て
い

た
わ
け
で
あ
る
。

　

コ
ラ
ン
・
ド
・
プ
ラ
ン
シ
ー
は
、
当
初
、
フ
ラ
ン
ス
の
横
浜
領
事
ア
ン
ト
ニ

ー
・
ク
ロ
ブ
コ
ウ
ス
キ
ー
（A

ntony K
lobukow

ski

）
が
、
イ
ン
ド
シ
ナ
植
民
地

に
在
任
中
に
面
識
の
あ
っ
た
ミ
シ
ョ
ー
を
横
浜
に
呼
び
よ
せ
た
張
本
人
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
公
使
館
に
対
す
る
彼
の
攻
撃
を
放
置
し
て
、
情
報
を
何
も
公
使
館

に
報
告
し
て
こ
な
い
と
考
え
て
、
ク
ロ
ブ
コ
ウ
ス
キ
ー
の
非
協
力
的
な
姿
勢
に

不
満
を
抱
い
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
こ
の
旨
を
本
省
宛
の
報
告
書
（
一
八
九
二

年
八
月
二
十
二
日
）
で
批
判
的
に
述
べ
て
い
た
（
106
）。

こ
れ
に
対
し
て
、
シ
ェ
ン
キ

ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
コ
ラ
ン
・
ド
・
プ
ラ
ン
シ
ー
宛
の
私
信
（
一
八
九
二
年
十
月
二

十
二
日
）
で
ク
ロ
ブ
コ
ウ
ス
キ
ー
が
外
務
大
臣
に
こ
の
件
を
完
全
に
弁
明
し
た

こ
と
を
報
告
し
て
い
る
（
107
）。

コ
ラ
ン
・
ド
・
プ
ラ
ン
シ
ー
も
、
一
八
九
二
年
末
に

書
か
れ
た
ビ
ゴ
ー
の
諷
刺
画
に
関
す
る
報
告
書
で
は
、
ク
ロ
ブ
コ
ウ
ス
キ
ー
に

対
す
る
以
前
の
否
定
的
評
価
を
改
め
て
お
り
、
彼
が
前
年
に
ビ
ゴ
ー
に
対
し
て

適
切
な
処
置
を
取
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

ク
ロ
ブ
コ
ウ
ス
キ
ー
は
、
一
八
九
一
年
春
頃
、
ビ
ゴ
ー
か
ら
日
本
の
名
所
旧

跡
を
画
入
り
で
紹
介
す
る
著
作
の
製
作
に
対
し
て
フ
ラ
ン
ス
政
府
か
ら
助
成
金

を
支
給
さ
れ
る
よ
う
に
斡
旋
の
依
頼
を
受
け
て
い
た
。
こ
の
出
版
計
画
の
趣
旨

に
賛
同
し
た
ク
ロ
ブ
コ
ウ
ス
キ
ー
は
、
ビ
ゴ
ー
を
こ
の
仕
事
の
適
任
者
で
あ
る

と
認
め
、
彼
が
経
済
的
支
援
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
本
国
の
官
庁
に
対
し
て
推

薦
を
し
て
い
た
（
108
）。
こ
の
時
の
ク
ロ
ブ
コ
ウ
ス
キ
ー
の
書
簡
（
一
八
九
一
年
四
月

七
日
）
に
は
、
彼
に
宛
て
ら
れ
た
ビ
ゴ
ー
の
手
紙
が
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

こ
で
ビ
ゴ
ー
は
、
自
分
の
計
画
に
関
し
て
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い

る
。　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
従
来
か
ら
史
跡
保
存
の
活
動
が
行
わ
れ
、
ま
た
、

史
跡
の
記
録
も
実
行
さ
れ
て
き
た
の
と
比
較
し
て
、
日
本
で
は
史
跡
保
存

に
関
す
る
配
慮
が
社
会
的
に
存
在
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な
現
状
は
、
日
本

で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
異
な
っ
て
、
頻
発
す
る
自
然
災
害
の
た
め
に
史
跡

が
破
壊
さ
れ
や
す
く
、
ま
た
、
近
年
で
は
急
激
な
近
代
化
に
よ
っ
て
伝
統

的
な
景
観
が
損
な
わ
れ
る
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
だ
け
に
、
大
変
、
嘆
か
わ

し
い
。
日
本
で
は
更
な
る
景
観
破
壊
が
進
行
し
て
い
く
恐
れ
が
あ
る
だ
け

に
、
史
跡
が
損
な
わ
れ
る
前
に
、
古
き
日
本
の
遺
産
を
記
録
し
た
信
頼
し

う
る
著
作
が
書
か
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
で
あ
ろ
う
。
従
来
の
日
本
歴
史

に
関
す
る
書
籍
に
掲
載
さ
れ
た
図
像
は
、
史
跡
の
主
だ
っ
た
箇
所
の
み
を

描
い
た
も
の
で
あ
り
、
対
象
の
全
体
像
や
そ
の
細
部
に
関
し
て
正
確
な
情

報
を
読
者
に
与
え
な
い
と
い
う
欠
点
が
あ
る
か
ら
尚
更
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
出
版
物
の
制
作
を
年
来
志
し
な
が
ら
も
、
資
産
の
な
い
自
分
は
、
生

活
の
資
を
得
る
た
め
に
、
実
入
り
の
早
い
諷
刺
画
を
出
版
せ
ざ
る
を
得
ず
、

念
願
の
仕
事
に
長
ら
く
取
り
掛
か
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う

な
企
図
の
実
現
に
は
、
少
な
く
と
も
二
、
三
年
の
間
、
他
の
仕
事
に
煩
わ
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さ
れ
る
こ
と
な
く
、
製
作
に
専
念
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
に
、
フ
ラ
ン
ス

政
府
か
ら
月
当
た
り
二
百
円
の
助
成
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
。

　

こ
れ
は
助
成
金
を
求
め
る
書
簡
で
あ
る
だ
け
に
、
ビ
ゴ
ー
が
自
分
の
置
か
れ

た
状
況
を
誇
張
し
て
い
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
文
面

か
ら
は
、
ビ
ゴ
ー
が
、
自
分
の
著
作
の
計
画
に
相
当
の
自
信
を
も
ち
、
か
つ
そ

の
実
現
を
強
く
望
ん
で
い
た
こ
と
、
そ
し
て
、
彼
が
自
分
の
諷
刺
雑
誌
の
刊
行

を
生
計
獲
得
の
た
め
の
手
段
と
割
り
切
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

し
か
し
、
ク
ロ
ブ
コ
ウ
ス
キ
ー
の
ビ
ゴ
ー
に
対
す
る
好
意
は
、『
ル
・
ポ
タ

ン
』
に
掲
載
さ
れ
た
在
日
ス
ペ
イ
ン
公
使
に
対
す
る
諷
刺
画
が
、
当
の
公
使
を

不
愉
快
に
さ
せ
て
い
た
事
実
を
知
っ
た
後
に
失
わ
れ
、
彼
は
、
ビ
ゴ
ー
に
対
す

る
経
済
的
支
援
の
斡
旋
依
頼
を
と
り
下
げ
る
書
簡
（
一
八
九
一
年
八
月
八
日
）

を
本
省
に
送
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
（
109
）。
こ
の
ビ
ゴ
ー
の
諷
刺
が
引
き
起
こ
し

た
事
態
に
関
し
て
ク
ロ
ブ
コ
ウ
ス
キ
ー
か
ら
相
談
を
受
け
て
い
た
シ
ェ
ン
キ
ヴ

ィ
ッ
チ
は
、
同
国
人
の
仕
出
か
し
た
不
始
末
を
謝
罪
す
る
た
め
、
ス
ペ
イ
ン
公

使
の
元
へ
伺
う
こ
と
を
彼
に
薦
め
て
い
る
（
110
）。
ク
ロ
ブ
コ
ウ
ス
キ
ー
が
、
こ
の
一

連
の
経
緯
を
ビ
ゴ
ー
に
ど
の
よ
う
に
伝
え
て
い
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
（
111
）、
ビ

ゴ
ー
が
、
エ
ヴ
ラ
ー
ル
を
批
判
す
る
諷
刺
画
を
製
作
す
る
の
は
そ
の
後
約
一
年

に
も
満
た
な
い
時
期
の
こ
と
で
あ
る
の
で
、
彼
は
、
内
心
、
通
訳
官
エ
ヴ
ラ
ー

ル
の
画
策
に
よ
っ
て
、
彼
の
助
成
金
の
受
給
が
不
可
能
に
な
っ
た
と
考
え
て
い

た
可
能
性
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
コ
ラ
ン
・
ド
・
プ
ラ
ン
シ
ー
は
、
後
の
外
交
報

告
書
（
一
八
九
二
年
十
二
月
三
十
一
日
）
で
、
こ
の
出
来
事
以
降
、
経
済
的
に
不

安
定
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
た
ビ
ゴ
ー
が
公
使
館
に
対
す
る
敵
意
を
募
ら
せ
た

と
み
な
し
て
お
り
、
そ
れ
ま
で
の
ビ
ゴ
ー
は
、
た
と
え
公
使
館
員
を
諷
刺
に
採

り
上
げ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
一
定
の
節
度
を
超
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
指
摘

し
て
い
る
（
112
）。

　

コ
ラ
ン
・
ド
・
プ
ラ
ン
シ
ー
の
文
章
に
ビ
ゴ
ー
の
名
前
が
初
め
て
現
れ
る
の

は
、
一
八
九
二
年
九
月
十
日
の
シ
ェ
ン
キ
ヴ
ィ
ッ
チ
宛
の
書
簡
で
あ
る
が
（
113
）、

『
ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
ス
・
ト
ン
キ
ノ
ワ
ー
ズ
』
の
同
年
六
月
八
日
号
に
掲
載
さ

れ
た
通
信
文
に
は
、
コ
ラ
ン
・
ド
・
プ
ラ
ン
シ
ー
が
『
ル
・
ポ
タ
ン
』
の
第
二

期
、
第
二
号
（
ビ
ゴ
ー
に
よ
る
最
初
の
エ
ヴ
ラ
ー
ル
批
判
の
諷
刺
画
が
掲
載
さ
れ
た

号
）
の
発
刊
を
阻
止
し
よ
う
と
働
き
か
け
た
と
揶
揄
さ
れ
て
い
る
の
で
、
も
し

こ
れ
が
事
実
な
ら
、
彼
は
ビ
ゴ
ー
の
諷
刺
画
の
発
刊
前
に
そ
の
動
き
を
察
知
し

て
い
た
こ
と
に
な
る
（
114
）。
た
だ
、
こ
の
九
月
十
日
の
書
簡
で
、
コ
ラ
ン
・
ド
・
プ

ラ
ン
シ
ー
は
、
ミ
シ
ョ
ー
の
通
信
文
と
ビ
ゴ
ー
の
諷
刺
画
の
内
容
の
共
通
点
の

多
さ
を
指
摘
し
な
が
ら
も
、
そ
の
一
致
を
不
審
に
思
っ
て
お
り
、
こ
の
時
点
で

は
彼
は
ビ
ゴ
ー
の
活
動
を
特
に
把
握
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
恐

ら
く
、
彼
は
、
こ
の
時
期
ま
で
、
日
本
国
内
の
少
数
者
に
し
か
読
ま
れ
る
可
能

性
の
な
い
ビ
ゴ
ー
の
諷
刺
画
よ
り
も
、
仏
領
イ
ン
ド
シ
ナ
の
新
聞
に
掲
載
さ
れ

る
ミ
シ
ョ
ー
の
記
事
が
引
き
起
こ
す
反
響
を
よ
り
重
く
懸
念
し
て
お
り
、
ビ
ゴ

ー
の
諷
刺
画
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
関
心
を
向
け
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。



60

　

一
八
九
二
年
の
秋
頃
、
コ
ラ
ン
・
ド
・
プ
ラ
ン
シ
ー
は
、
シ
ェ
ン
キ
ヴ
ィ
ッ

チ
の
指
摘
を
受
け
て
、
ク
ロ
ブ
コ
ウ
ス
キ
ー
の
ビ
ゴ
ー
に
対
す
る
過
去
の
対
応

を
知
る
機
会
を
得
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
ビ
ゴ
ー
が
フ
ラ
ン
ス
の
外
交

官
に
怨
恨
感
情
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
認
識
し
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
コ

ラ
ン
・
ド
・
プ
ラ
ン
シ
ー
は
、
同
年
十
一
月
に
、
ビ
ゴ
ー
か
ら
抗
議
の
手
紙
を

直
接
受
け
取
り
、
彼
を
反
教
権
主
義
者
の
中
心
人
物
の
一
人
と
考
え
る
よ
う
に

な
っ
た
。
す
で
に
こ
の
時
期
、
ミ
シ
ョ
ー
は
日
本
か
ら
離
れ
て
お
り
、『
ア
ン

デ
パ
ン
ダ
ン
ス
・
ト
ン
キ
ノ
ワ
ー
ズ
』
に
よ
る
公
使
館
攻
撃
が
止
ん
で
三
ヶ
月

以
上
が
過
ぎ
て
い
た
頃
で
あ
る
。

　

ビ
ゴ
ー
が
手
紙
（
一
八
九
二
年
十
一
月
四
日
）
を
送
っ
た
動
機
は
、
彼
が
、

一
八
九
二
年
の
天
長
節
（
十
一
月
三
日
）
当
日
に
催
さ
れ
る
舞
踏
会
に
（
115
）、

当
初
、

日
本
政
府
か
ら
招
待
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
と
信
じ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

実
際
は
招
待
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
フ
ラ
ン
ス
公
使
館
の
反
対
の
た
め
に
自

分
が
参
加
す
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
た
と
考
え
て
憤
慨
し
た
た
め
で
あ
る
（
116
）。

コ
ラ
ン
・
ド
・
プ
ラ
ン
シ
ー
は
、
こ
の
よ
う
な
非
難
は
事
実
無
根
で
あ
り
、
公

使
館
は
そ
も
そ
も
日
本
政
府
が
ビ
ゴ
ー
を
舞
踏
会
に
招
待
し
た
と
い
う
事
実
を

関
知
し
て
い
な
い
と
返
答
（
十
一
月
六
日
）
し
た
が
、
ビ
ゴ
ー
は
こ
の
答
え
を

信
用
せ
ず
、
再
度
、
コ
ラ
ン
・
ド
・
プ
ラ
ン
シ
ー
に
手
紙
（
十
一
月
十
日
）
を

送
っ
て
、
公
使
館
の
不
実
を
詰
問
し
て
い
る
。
こ
の
私
信
で
、
公
使
館
が
エ
ヴ

ラ
ー
ル
の
影
響
下
に
あ
る
た
め
、
非
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の
在
日
フ
ラ
ン
ス
人
を

な
い
が
し
ろ
に
す
る
の
だ
と
批
判
し
つ
つ
、
彼
が
、「
自
分
は
、
公
使
館
の
お

偉
い
方
々
と
は
日
頃
の
お
付
き
合
い
は
な
い
」
が
、
日
本
の
上
流
社
会
の
人
々

に
親
し
い
人
物
の
い
る
こ
と
を
述
べ
て
そ
の
人
脈
を
誇
っ
て
い
る
の
は
、
彼
の

公
使
館
へ
の
強
い
反
感
と
負
け
ん
気
の
強
い
彼
の
性
格
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

コ
ラ
ン
・
ド
・
プ
ラ
ン
シ
ー
は
、
後
に
ビ
ゴ
ー
が
『
ル
・
ポ
タ
ン
』（
第
二
期
、

第
六
号
）
で
こ
の
件
を
取
り
上
げ
た
事
を
知
っ
た
が
、
同
様
の
批
判
が
『
ク
ー

リ
エ
・
ダ
イ
フ
ォ
ン
』（
一
八
九
二
年
十
一
月
二
十
日
、
二
十
七
日
）
の
匿
名
通

信
文
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
こ
の
記
事
の
筆
者
を
ビ
ゴ
ー
と

特
定
し
て
い
る
（
117
）。

　

コ
ラ
ン
・
ド
・
プ
ラ
ン
シ
ー
は
、
ビ
ゴ
ー
の
画
才
を
全
く
認
め
な
い
わ
け
で

は
な
か
っ
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
公
使
館
と
エ
ヴ
ラ
ー
ル
に
対
す
る
諷
刺
画
集
の
発

行
を
公
使
館
に
対
す
る
極
め
て
悪
質
な
誹
謗
と
み
な
し
、
一
八
九
二
年
末
の
外

交
報
告
書
で
、
ビ
ゴ
ー
の
諷
刺
画
に
関
し
て
批
判
を
行
っ
て
い
る
（
118
）。

次
節
で

は
、
こ
こ
で
行
わ
れ
た
報
告
を
参
照
し
な
が
ら
、『
ル
・
ポ
タ
ン
』
に
お
け
る

反
教
権
的
諷
刺
画
の
内
容
を
考
察
し
て
い
こ
う
。

４　
『
ル
・
ポ
タ
ン
』
の
エ
ヴ
ラ
ー
ル
神
父
批
判

　

①　
『
ル
・
ポ
タ
ン
』

　

管
見
で
は
、
ビ
ゴ
ー
が
初
め
て
諷
刺
画
で
パ
リ
外
国
宣
教
会
の
宣
教
師
を
取

り
上
げ
た
の
は
、『
ル
・
ポ
タ
ン
』（
第
一
期
、
第
四
号
、
一
八
九
一
年
）
の
「
築

地
で
の
ス
ナ
ッ
プ
写
真
」
と
題
す
る
一
枚
の
絵
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
宣
教
師
が

和
服
姿
の
日
本
人
女
性
と
路
上
で
出
会
っ
た
場
面
を
描
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
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当
時
、
築
地
居
留
地
に
は
、
司
教
座
教
会
で
あ
る
築
地
教
会
が
あ
っ
た
の
で
、

こ
の
教
会
の
司
祭
を
モ
デ
ル
に
し
た
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
（
119
）。

ま
た
、
一
八

九
二
年
刊
行
の
英
文
詩
画
集
『
横
浜
バ
ラ
ー
ド
』Yokoham

a B
allads （120

）で
は
、

彼
は
挿
絵
を
担
当
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
、
英
字
新
聞
『
ジ
ャ
パ
ン
・
ガ
ゼ
ッ

ト
』T

he Japan G
azette

の
編
集
者
の
ペ
ン
先
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
宣
教
師
を
突

き
刺
し
て
い
る
画
を
描
い
て
い
る
（
121
）。

　

こ
の
よ
う
に
ビ
ゴ
ー
は
単
発
的
に
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
を
取
り
上
げ
て
描
く

こ
と
も
あ
っ
た
が
、
彼
の
反
教
権
的
主
張
が
徹
底
的
に
展
開
さ
れ
る
に
至
っ
た

の
が
、
エ
ヴ
ラ
ー
ル
神
父
を
標
的
に
し
た
『
ル
・
ポ
タ
ン
』（
第
二
期
）
で
あ

っ
た
。
こ
の
諷
刺
攻
撃
は
、
第
二
号
か
ら
六
号
ま
で
連
続
し
て
計
五
回
に
亘
っ

た
も
の
で
、
ビ
ゴ
ー
の
作
品
中
、
一
人
の
人
物
を
対
象
に
こ
れ
ほ
ど
集
中
的
に

攻
撃
を
加
え
た
も
の
は
他
に
例
を
み
な
い
（
以
下
、『
ル
・
ポ
タ
ン
』
に
関
す
る

言
及
は
、
全
て
第
二
期
の
も
の
で
あ
る
。
各
諷
刺
画
に
言
及
す
る
に
当
た
っ
て
、
例

え
ば
、
第
二
号
の
五
頁
の
諷
刺
画
を
示
す
の
に
、
Ⅱ
│

５
と
い
う
よ
う
に
表
記
す
る
。

頁
は
雑
誌
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
表
紙
を
頁
数
に
含
め
て
カ
ウ
ン
ト
し
て
い

る
）。

　

発
行
日
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
五
冊
の
諷
刺
画
は
一
八
九
二
年
の

初
夏
か
ら
年
末
に
か
け
て
不
定
期
に
刊
行
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
（
122
）。
販
売

は
、
横
浜
居
留
地
と
京
都
や
神
戸
の
ホ
テ
ル
で
行
わ
れ
て
い
た
が
（
123
）、
部
数
は
わ

か
ら
な
い
。
読
者
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
を
は
じ
め
と
す
る
西
洋
人
に
ほ
ぼ
限
ら
れ

て
い
た
で
あ
ろ
う
。
当
時
、
こ
の
作
品
の
日
本
人
読
者
が
い
た
と
し
て
も
、
反

教
権
的
な
主
題
に
加
え
て
、
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
に
フ
ラ
ン
ス
語
の
地
口
や
フ
ラ
ン

ス
の
流
行
歌
の
替
え
歌
（
124
）な

ど
が
多
用
さ
れ
、
内
容
を
理
解
で
き
る
者
は
少
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

各
号
は
、
表
紙
を
含
め
、
十
頁
か
ら
二
十
頁
ほ
ど
の
枚
数
で
あ
る
（
125
）。

各
号
の

内
容
は
独
立
し
て
お
り
、
第
二
号
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
お
け
る
エ
ヴ
ラ
ー

ル
、
第
三
号
は
、
フ
ラ
ン
ス
公
使
館
と
エ
ヴ
ラ
ー
ル
の
関
係
、
第
五
号
は
、

『
仏
文
雑
誌
』
と
エ
ヴ
ラ
ー
ル
、
第
六
号
は
、
フ
ラ
ン
ス
公
使
館
と
エ
ヴ
ラ
ー

ル
の
関
係
を
そ
れ
ぞ
れ
主
題
に
取
り
上
げ
て
い
る
。
第
四
号
だ
け
は
、
様
々
な

場
所
に
お
け
る
エ
ヴ
ラ
ー
ル
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
特
に
主
題
の
よ
う
な
も
の

は
見
当
た
ら
な
い
。
一
部
に
は
エ
ヴ
ラ
ー
ル
批
判
と
は
関
連
の
み
ら
れ
な
い
画

も
含
ま
れ
て
い
る
。

　
『
ル
・
ポ
タ
ン
』
の
表
紙
絵
は
全
て
共
通
で
、
ピ
エ
ロ
が
描
か
れ
た
も
の
で

あ
る
（
Ⅵ
│

１
、
図
６
）。
各
号
と
も
二
頁
目
の
扉
絵
が
、
そ
の
号
の
内
容
を
お

お
よ
そ
予
告
も
し
く
は
象
徴
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
連
作
の
第
一
作
に
あ

た
る
第
二
号
で
は
、
扉
絵
に
カ
ト
リ
ッ
ク
神
父
が
墓
場
の
中
に
立
つ
画
が
載
せ

ら
れ
、「
僧
院
の
な
か
の
秘
蹟
劇
、
ま
た
は
通
訳
の
最
後
の
者
」（L

es M
ystères 

du C
ouvent ou les dernières des Interprètes

）
と
い
う
表
題
が
エ
ヴ
ラ
ー
ル
に
関

す
る
一
連
の
劇
が
始
ま
る
こ
と
を
予
告
し
て
い
る
（
Ⅱ
│

２
、
図
７
）。
こ
の
画

に
は
屍
の
傍
に
立
つ
エ
ヴ
ラ
ー
ル
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
彼
が
非
聖
職

者
の
フ
ラ
ン
ス
人
通
訳
官
を
犠
牲
に
し
て
公
使
館
の
通
訳
を
長
ら
く
独
占
し
て

き
た
人
物
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
た
も
の
で
あ
る
（
126
）。
こ
の
連
作
で
、
神
父
は
、
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「
エ
ラ
ー
ルE

rard

」
と
ほ
ぼ
実
名
に
近
い
名
前
で
登
場
し
、
ま
た
、
各
所
（
Ⅱ

│

２
、
16
、
Ⅳ
│

４
）
で
通
訳
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
画
中
の
姿

も
エ
ヴ
ラ
ー
ル
本
人
に
似
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
時
、
彼
を
知
る
読
者

は
諷
刺
対
象
を
見
ま
が
え
よ
う
が
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
（
以
下
の
論
述
で
、
ビ

ゴ
ー
の
描
い
た
作
中
の
神
父
に
触
れ
る
場
合
、「
エ
ラ
ー
ル
」
と
表
記
す
る
）。

　

ビ
ゴ
ー
の
エ
ヴ
ラ
ー
ル
に
対
す
る
諷
刺
画
は
、
ミ
シ
ョ
ー
に
よ
る
批
判
と
同

様
、
通
訳
者
と
し
て
の
資
格
で
共
和
政
フ
ラ
ン
ス
の
外
交
に
関
わ
っ
た
エ
ヴ
ラ

ー
ル
が
フ
ラ
ン
ス
政
府
に
面
従
腹
背
の
態
度
を
と
っ
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
人
外

交
官
を
陰
で
操
る
腹
黒
い
人
物
で
あ
る
と
読
者
に
印
象
づ
け
る
こ
と
を
狙
っ
た

も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
彼
の
作
品
は
、『
ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン

ス
・
ト
ン
キ
ノ
ワ
ー
ズ
』
や
『
ク
ー
リ
エ
・
ダ
イ
フ
ォ
ン
』
で
展
開
さ
れ
て
い

た
ミ
シ
ョ
ー
の
一
連
の
匿
名
通
信
の
批
判
記
事
を
図
像
化
し
た
と
い
う
性
格
を

も
っ
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
滞
日
期
間
の
長
く
な
か
っ
た
ミ
シ
ョ
ー
は
、
通
信

文
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
ビ
ゴ
ー
な
ど
か
ら
情
報
を
提
供
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
の
で
、
ビ
ゴ
ー
が
ミ
シ
ョ
ー
の
一
方
的
な
影
響
下
に
諷
刺
画
を
製
作
し
て

い
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
両
者
の
批
判
は
大
部

分
共
通
し
て
い
る
と
は
い
え
、
ミ
シ
ョ
ー
の
通
信
文
は
、
同
一
趣
旨
の
批
判
が

繰
り
返
さ
れ
て
、
単
調
な
反
復
感
を
免
れ
て
い
な
い
の
に
反
し
、
ビ
ゴ
ー
の
諷

刺
画
で
は
、
彼
の
反
教
権
的
想
像
力
が
赴
く
ま
ま
に
物
語
が
奔
放
に
展
開
さ
れ

て
い
た
。
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②　

ベ
ル
ヴ
ィ
ル
と
ヴ
ォ
ジ
ラ
ー
ル

　

ビ
ゴ
ー
は
、『
ル
・
ポ
タ
ン
』
連
作
の
冒
頭
、
フ
リ
ジ
ア
帽
を
被
り
、
サ

ン
・
キ
ュ
ロ
ッ
ト
の
姿
を
し
た
コ
ミ
ュ
ナ
ー
ル
が
、
ラ
イ
フ
ル
と
火
薬
を
持
ち

な
が
ら
、
日
本
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
を
訪
問
す
る
と
い
う
現
実
離
れ
し
た
導
入

部
を
設
定
し
て
い
る
（
Ⅱ
│

３（127
））。

連
作
を
締
め
く
く
る
第
六
号
の
終
幕
で
、

「
エ
ラ
ー
ル
」
が
仲
間
と
共
に
処
刑
さ
れ
る
場
面
（
Ⅵ
│

19
）
に
、
こ
の
コ
ミ

ュ
ナ
ー
ル
が
立
ち
会
っ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
人
物
は
「
エ
ラ
ー
ル
」
と
常
に

る
彼
の
基
本
的
主
張
が
打
ち
出
さ
れ
た
重
要
な
箇
所
と
思
わ
れ
る
の
で
、
以
下

そ
の
論
点
を
詳
し
く
確
認
し
て
い
こ
う
。

　

こ
の
未
知
の
訪
問
者
が
教
会
に
突
然
現
れ
た
時
、「
エ
ラ
ー
ル
神
父
」
は
、

「
あ
な
た
は
、
国
家
と
教
会
を
分
離
さ
せ
る
た
め
に
来
た
の
で
す
か
」
と
質
問

を
し
、
こ
の
人
物
は
、
そ
の
通
り
と
答
え
る
（
Ⅱ
│

４
、
図
８
）。
こ
の
場
面
は
、

パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
臨
時
政
府
が
、
一
八
七
一
年
四
月
、
政
教
分
離
政
策
の
実

施
を
宣
言
し
た
史
実
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
り
、
ビ
ゴ
ー
は
、
こ
の
コ
ミ
ュ
ナ

ー
ル
を
通
し
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
、
政
治
や
教
育
に
関
わ
る
べ
き
で
は
な

い
と
い
う
共
和
主
義
者
と
し
て
の
自
己
の
主
張
を
表
し
た
と
い
え
る
。

　

こ
の
訪
問
者
の
返
答
に
驚
愕
し
た
「
エ
ラ
ー
ル
」
は
、
彼
に
そ
の
信
条
の
帰

属
（「
ラ
リ
マ
ン
」R

alliem
ent

）
を
問
い
質
す
と
、
彼
は
、「
共
和
国
と
ベ
ル
ヴ

ィ
ル
」（R

épublique et B
elleville

）
と
答
え
る
。
こ
れ
に
対
し
、
神
父
は
、「
教

皇
と
ヴ
ォ
ジ
ラ
ー
ル
」（Pape et V

augirard

）
で
あ
る
と
答
え
て
（
Ⅱ
│

６
）、

周
囲
の
聖
職
者
に
命
じ
て
、
こ
の
コ
ミ
ュ
ナ
ー
ル
を
捕
縛
す
る
。

　

こ
こ
で
「
ラ
リ
マ
ン
」
の
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
一
八
九
一
年
に

教
皇
レ
オ
十
三
世
が
、
フ
ラ
ン
ス
共
和
政
を
容
認
す
る
政
策
（「
ラ
リ
マ
ン
」）

を
と
っ
た
こ
と
を
諷
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
教
皇
庁
の
政
策
転
換
に
よ

っ
て
、
一
時
的
に
フ
ラ
ン
ス
政
府
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
間
に
小
康
状
態
が
生

ま
れ
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
反
教
権
主
義
者
は
、
こ
れ
を
教
皇
庁
の
策
略
と
受
け

と
め
て
い
た
（
128
）。
ビ
ゴ
ー
も
、
こ
の
教
皇
庁
の
新
方
針
を
疑
い
の
目
で
み
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
、「
エ
ラ
ー
ル
」
に
共
和
主
義
と
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
共

対
立
す
る
人
物
と

し
て
描
か
れ
て
い

る
。
ビ
ゴ
ー
に
当

初
『
ル
・
ポ
タ

ン
』
を
連
作
化
し

て
い
く
意
思
が
あ

っ
た
の
か
ど
う
か

は
わ
か
ら
な
い
が
、

第
二
号
に
お
け
る

「
エ
ラ
ー
ル
」
と

コ
ミ
ュ
ナ
ー
ル
の

対
立
関
係
の
描
写

は
、
次
号
以
下
の

諷
刺
全
般
に
関
わ
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存
を
明
確
に
否
定
さ
せ
る
セ
リ
フ
を
吐
か
せ
て
い
る
の
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会

側
が
共
和
政
に
対
し
て
あ
く
ま
で
も
異
質
で
敵
対
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示

す
た
め
で
あ
る
。

　

ビ
ゴ
ー
は
、「
エ
ラ
ー
ル
」
と
コ
ミ
ュ
ナ
ー
ル
の
対
立
関
係
を
、
そ
れ
ぞ
れ

「
教
皇
と
ヴ
ォ
ジ
ラ
ー
ル
」
の
組
と
、「
共
和
国
と
べ
ル
ヴ
ィ
ル
」
の
組
の
間
の

対
立
図
式
と
し
て
提
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
ヴ
ォ
ジ
ラ

ー
ル
と
、
共
和
主
義
は
ベ
ル
ヴ
ィ
ル
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
パ
リ
市
内
の
特
定
の

地
域
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。

　

移
民
の
集
ま
る
パ
リ
左
岸
の
下
町
地
区
と
し
て
知
ら
れ
る
ベ
ル
ヴ
ィ
ル
は
、

パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
時
、
最
後
の
市
街
戦
が
行
わ
れ
た
場
所
で
、
十
九
世
紀
末
、

パ
リ
に
お
け
る
社
会
主
義
の
温
床
と
な
っ
た
左
派
色
の
強
い
地
域
で
あ
っ
た
（
129
）。

ビ
ゴ
ー
は
、
作
中
で
コ
ミ
ュ
ナ
ー
ル
を
、
マ
リ
ア
ン
ヌ
（
フ
ラ
ン
ス
共
和
政
を

象
徴
す
る
女
性
）
を
支
持
す
る
側
に
立
つ
人
物
と
し
て
行
動
さ
せ
、「
社
会
主
義

の
勝
利
」
と
い
う
旗
を
掲
げ
さ
せ
て
い
る
。
い
わ
ば
、
彼
は
、
こ
の
コ
ミ
ュ
ナ

ー
ル
を
急
進
的
共
和
主
義
者
と
し
て
自
身
の
政
治
的
立
場
を
具
現
す
る
人
物
と

し
て
描
い
て
い
る
。（
Ⅱ
│

13
）。
一
方
、
コ
ラ
ン
・
ド
・
プ
ラ
ン
シ
ー
は
、
外

交
報
告
書
で
、
こ
の
コ
ミ
ュ
ナ
ー
ル
を
「
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、

こ
れ
は
穏
健
共
和
主
義
者
の
立
場
か
ら
、
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
対
し
て
否
定

的
な
彼
の
心
情
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
（
130
）。
こ
の
コ
ミ
ュ
ナ
ー
ル
に
対
す
る
両
者

の
評
価
の
対
極
的
な
分
裂
に
、
彼
ら
の
政
治
観
の
相
違
が
集
約
的
に
現
れ
た
と

い
え
よ
う
。

　

ビ
ゴ
ー
に
と
っ
て
、
共
和
主
義
は
、
決
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
と
相
い
れ
な
い
も

の
で
あ
っ
た
。
第
二
号
で
は
、「
エ
ラ
ー
ル
」
は
、
表
向
き
は
、
普
通
の
教
会

の
司
祭
で
あ
る
が
、
陰
で
は
コ
ミ
ュ
ナ
ー
ル
を
拷
問
す
る
こ
と
を
辞
さ
な
い
異

端
審
問
官
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
（
Ⅱ
│

９
、
図
９（131
））。
ま
た
、
第
四
号
で
、
コ

ミ
ュ
ー
ン
派
の
活
動
家
が
眠
る
ペ
ー
ル
・
ラ
シ
ェ
ー
ズ
墓
地
の
門
前
に
、
礼
服

を
着
用
し
た
「
エ
ラ
ー
ル
」
が
立
っ
て
い
る
場
面
（
Ⅳ
│

４
）
を
描
い
て
い
る

の
も
、
民
衆
的
な
コ
ミ
ュ
ナ
ー
ル
と
対
照
づ
け
る
意
図
か
ら
行
わ
れ
た
も
の
で

あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
「
共
和
主
義
」
と
結
ば
れ
て
い
る
ベ
ル
ヴ
ィ
ル
地
区
に
対
し
、

パ
リ
左
岸
の
ヴ
ォ
ジ
ラ
ー
ル
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
地
名
の
選
択
は
、
当
時
、
ヴ
ォ
ジ
ラ
ー
ル
通
り
に
マ
リ
ス
ト
会
が
創
設
し

た
寄
宿
学
校
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
（
132
）。

　

第
二
号
で
は
、「
エ
ラ
ー
ル
」
の
教
会
が
火
事
に
見
舞
わ
れ
た
時
に
、
彼
が

各
所
に
援
助
を
請
う
電
報
を
打
つ
場
面
（
Ⅱ
│

10
）
が
あ
る
。
そ
の
連
絡
先
は
、

「
カ
ト
リ
ッ
ク
宣
教
師
団
」「
マ
リ
ア
会　

ヴ
ォ
ジ
ラ
ー
ル
通
り
」「
イ
エ
ズ
ス

会　

セ
ー
ブ
ル
通
り
」「
カ
ル
メ
ル
会
」「
シ
ャ
ル
ト
ル
会
」「
救
世
軍
」「
消
防

隊
（
133
）」

で
あ
る
。
こ
の
打
電
の
連
絡
先
に
お
い
て
、
パ
リ
左
岸
の
ヴ
ォ
ジ
ラ
ー
ル

は
、「
マ
リ
ア
会
」
の
住
所
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。

　

エ
ヴ
ラ
ー
ル
が
、
パ
リ
外
国
宣
教
会
の
宣
教
師
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

こ
の
打
電
の
第
一
の
連
絡
先
で
あ
る
「
カ
ト
リ
ッ
ク
宣
教
師
団
」
は
、
パ
リ
外

国
宣
教
会
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
後
続
の
「
マ
リ
ア
会
」
と
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「
イ
エ
ズ
ス
会
」
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
所
在
先
が
附
記
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、

こ
の
「
カ
ト
リ
ッ
ク
宣
教
師
団
」
に
は
、
所
在
の
場
所
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。

本
来
、
こ
こ
で
は
、
同
会
の
名
称
と
所
在
地
で
あ
る
「
バ
ッ
ク
通
りR

ue du 

B
ac

」
が
出
て
く
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
パ
リ
外
国
宣
教
会
に
対
す
る
知
識

不
足
か
ら
、
ビ
ゴ
ー
は
、「
カ
ト
リ
ッ
ク
宣
教
師
団
」
と
し
か
書
く
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
（
134
）。

プ
ラ
ン
シ
ー
の
出
身
校
で
あ
る
イ
エ
ズ
ス
会
系
学
校
が
、「
ヴ
ォ
ジ
ラ
ー
ル
」

と
い
う
通
称
を
も
っ
て
い
た
こ
と
も
大
き
な
理
由
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
ミ

シ
ョ
ー
は
、『
ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
ス
・
ト
ン
キ
ノ
ワ
ー
ズ
』
の
匿
名
通
信
文
で
、

コ
ラ
ン
・
ド
・
プ
ラ
ン
シ
ー
の
母
校
を
通
称
の
「
ヴ
ォ
ジ
ラ
ー
ル
」
の
名
で
言

及
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
情
報
は
ビ
ゴ
ー
も
共
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る
（
135
）。

恐
ら
く
、
上
記
の
理
由
か
ら
、『
ル
・
ポ
タ
ン
』
の
連
作
で
、
ヴ

ォ
ジ
ラ
ー
ル
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
を
象
徴
す
る
名
称
と
し
て
ビ
ゴ
ー
に
採
用
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

③　
『
仏
文
雑
誌
』

　
『
ル
・
ポ
タ
ン
』
の
第
四
号
と
第
五
号
で
は
、『
ヴ
ォ
ジ
ラ
ー
ル
雑
誌
』

R
evue de Vaugirard

と
い
う
定
期
刊
行
物
が
「
エ
ラ
ー
ル
」
の
関
わ
る
雑
誌
と

し
て
諷
刺
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
ヴ
ォ
ジ
ラ
ー
ル
雑
誌
」
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た

の
は
、
一
八
九
二
年
、
法
学
者
ギ
ュ
ス
タ
ー
ヴ
・
エ
ミ
ー
ル
・
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド

（G
ustave E

m
ile B

oissonade de Fontarabie

）
を
編
集
者
・
発
行
責
任
者
に
し
て

発
刊
さ
れ
た
学
術
雑
誌
『
仏
文
雑
誌
』R

evue française du Japon

で
あ
る
（
136
）。

こ
の
雑
誌
は
、
仏
学
会
（L

a S
ociété de langue française

）
の
機
関
誌
と
し
て
、

一
時
の
休
刊
を
挟
み
な
が
ら
一
八
九
七
年
ま
で
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
フ

ラ
ン
ス
語
で
日
本
社
会
や
文
化
を
論
じ
た
最
初
の
専
門
雑
誌
と
し
て
現
在
で
も

高
い
評
価
を
受
け
て
い
る
。

　

た
だ
、
刊
行
当
時
、『
仏
文
雑
誌
』
は
、
在
日
フ
ラ
ン
ス
人
の
す
べ
て
か
ら

　
「
マ
リ
ア
会
」

の
所
在
地
で
あ

る
「
ヴ
ォ
ジ
ラ

ー
ル
」
が
カ
ト

リ
ッ
ク
教
会
と

関
連
す
る
地
名

と
し
て
選
ば
れ

た
背
景
に
は
、

ビ
ゴ
ー
が
パ
リ

外
国
宣
教
会
の

所
在
地
を
知
ら

な
か
っ
た
と
い

う
消
極
的
な
事

情
と
は
別
に
、

コ
ラ
ン
・
ド
・
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好
意
を
も
た
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
ミ
シ
ョ
ー
は
、『
ク
ー
リ
エ
・
ダ
イ

フ
ォ
ン
』
の
匿
名
記
事
（
一
八
九
一
年
五
月
二
十
六
日
）
で
、
同
誌
が
第
三
号
ま

で
刊
行
し
た
に
す
ぎ
な
い
段
階
で
、
す
で
に
題
材
を
探
す
の
に
困
っ
て
い
る
の

が
現
状
だ
と
そ
の
誌
面
の
貧
困
ぶ
り
を
揶
揄
し
て
い
た
。
ま
た
、
彼
は
、「
情

報
的
価
値
か
ら
い
う
と
取
る
に
値
い
し
な
い
こ
の
雑
誌
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
一
部

の
外
交
官
ら
が
、
一
般
人
を
犠
牲
に
し
て
宣
教
師
の
為
に
ば
か
り
働
き
、
日
本

か
ら
の
利
益
を
す
べ
て
宣
教
師
に
還
元
し
て
い
る
と
い
う
、
自
身
ら
に
向
け
ら

れ
た
批
判
に
応
え
る
た
め
に
発
刊
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
（
137
）。

こ

の
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ミ
シ
ョ
ー
は
、『
仏
文
雑
誌
』
の
刊
行
を
フ

ラ
ン
ス
公
使
館
が
宣
教
師
を
優
遇
し
て
ば
か
り
い
る
と
い
う
居
留
民
か
ら
の
批

判
を
か
わ
す
た
め
に
開
始
し
た
世
俗
的
事
業
と
し
て
捉
え
て
い
た
。
先
に
見
た

よ
う
に
、
ミ
シ
ョ
ー
自
身
、
日
本
文
化
に
関
心
が
深
く
、
イ
ン
ド
シ
ナ
の
新
聞

に
日
本
関
連
の
通
信
記
事
を
盛
ん
に
執
筆
し
て
い
た
人
物
で
あ
っ
た
の
で
、
こ

の
批
判
は
、
こ
の
学
術
雑
誌
の
執
筆
陣
に
加
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
彼
の
羨
望

と
も
無
縁
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

一
方
、
ビ
ゴ
ー
は
、『
ル
・
ポ
タ
ン
』
で
、「
ヴ
ォ
ジ
ラ
ー
ル
」
と
い
う
形
容

を
雑
誌
に
附
け
た
こ
と
に
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
こ
の
『
仏
文
雑
誌
』
を
カ
ト

リ
ッ
ク
教
会
の
機
関
誌
と
み
な
し
て
諷
刺
し
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
、
彼
が
別

の
箇
所
で
こ
の
雑
誌
を
『
黒
服
雑
誌
』R

evue N
oir

（
Ⅳ
│

７
）
と
呼
ん
で
い

る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
（
138
）。

　

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
で
あ
り
（
139
）、
自
由
思
想
を
嫌
っ
て
い
た
人

物
で
あ
る
が
（
140
）、『
仏
文
雑
誌
』
を
カ
ト
リ
ッ
ク
雑
誌
と
し
て
編
集
し
て
い
た
わ

け
で
は
な
い
。
た
だ
、
エ
ヴ
ラ
ー
ル
は
編
集
委
員
会
の
一
員
で
は
な
か
っ
た
と

は
い
え
（
141
）、
こ
の
雑
誌
の
編
集
に
深
く
関
わ
っ
て
い
た
。
彼
は
、
す
で
に
一
八
八

七
年
か
ら
『
仏
文
雑
誌
』
の
発
行
母
体
と
な
る
仏
学
会
の
一
員
で
あ
り
（
142
）、
総
会

に
も
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
人
有
力
メ
ン
バ
ー
と
と
も
に
参
加
し
て
い
る
（
143
）。『

ル
・

ポ
タ
ン
』
に
は
、「
東
洋
語
学
学
会L

a S
ociété des langues orientales

」
の

会
合
で
、
僧
服
姿
の
「
エ
ラ
ー
ル
」
が
発
表
を
し
て
い
る
場
面
（
Ⅳ
│

８
、
図

10
）
が
あ
る
が
、
こ
の
集
ま
り
に
は
コ
ラ
ン
・
ド
・
プ
ラ
ン
シ
ー
ら
外
交
官
の

姿
も
見
え
る
こ
と
か
ら
も
、
仏
学
会
の
集
会
を
諷
刺
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。

　

一
八
九
三
年
九
月
に
エ
ヴ
ラ
ー
ル
は
、
宣
教
会
か
ら
休
暇
を
も
ら
い
、
フ
ラ

ン
ス
に
一
時
帰
国
し
た
が
、
こ
の
時
、『
仏
文
雑
誌
』
の
時
評
（
無
署
名
で
あ
る

が
、
筆
者
は
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
）
は
、
彼
に
感
謝
の
辞
を
表

明
し
、「『
仏
文
雑
誌
』
は
、
エ
ヴ
ラ
ー
ル
神
父
の
貴
重
な
助
力
を
一
時
的
と
は

い
え
、
失
う
こ
と
に
な
っ
た
。
外
国
人
に
は
ま
れ
な
ほ
ど
学
術
的
な
日
本
語
に

も
精
通
し
た
神
父
の
お
か
げ
で
、
法
律
や
公
文
書
の
翻
訳
を
掲
載
す
る
こ
と
が

で
き
た
こ
と
に
感
謝
し
て
い
る
」
と
書
い
て
い
る
。
ま
た
、
日
本
社
会
や
文
化

に
関
し
て
造
詣
の
深
い
エ
ヴ
ラ
ー
ル
は
、
同
誌
に
掲
載
さ
れ
る
記
事
の
査
読
も

引
き
受
け
て
い
た
（
144
）。「
ヴ
ォ
ジ
ラ
ー
ル
雑
誌
」
の
編
集
部
で
、「
エ
ラ
ー
ル
」

が
、
主
力
メ
ン
バ
ー
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
場
面
（
Ⅴ
│

３
、
図
11
）
が
あ
る

の
も
、『
仏
文
雑
誌
』
の
編
集
で
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
エ
ヴ
ラ
ー
ル
の
協
力
を
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仰
い
で
い
た
事
情
を
承
知
し
て
い
た
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
（
145
）。

　

な
お
、
こ
の
『
仏
文
雑
誌
』
と
パ
リ
外
国
宣
教
会
の
宣
教
師
と
の
関
わ
り
は

少
な
か
ら
ぬ
も
の
が
あ
り
、
エ
ヴ
ラ
ー
ル
は
、「
日
本
の
植
物
性
蠟
」（
第
一
三

号
、
一
八
九
三
年
）
と
「
近
代
以
前
の
日
本
に
お
け
る
部
落
民
」（
第
二
一
、
二

二
、
二
三
号
、
一
八
九
三
年
）
の
二
編
の
論
文
を
寄
稿
し
て
い
た
。
他
に
も
、

リ
ュ
シ
ヤ
ン
・
ド
ル
ワ
ー
ル
・
ド
・
レ
ゼ
ー
（L

ucien D
rouart de L

ezey

）
の

北
海
道
旅
行
記
（
第
一
一
、
一
二
号
、
一
八
九
二
年
）
や
、
ノ
エ
ル
・
ペ
リ

（N
oël Peri

）
の
能
に
関
す
る
論
文
（
無
署
名
）
と
翻
訳
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
146
）。

時
評
欄
に
は
、「
日
本
に
お
け
る
教
階
制
」（
第
三
号
、
一
八
九
二
年
）
や
、
大

阪
司
教
の
ミ
ド
ン
の
追
悼
記
事
（
第
一
六
号
、
一
八
九
三
年
）
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
ほ
か
、
暁
星
学
校
に
関
す
る
近
況
も
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
雑
誌
が
カ

ト
リ
ッ
ク
教
会
に
好
意
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
ボ
ア
ソ

ナ
ー
ド
は
、
彼
の
論
文
「
日
本
に
お
け
る
公
的
扶
助
」（
第
一
九
・
二
〇
号
、
一

八
九
三
年
）
で
、
パ
リ
外
国
宣
教
会
員
に
よ
る
御
殿
場
の
ハ
ン
セ
ン
病
治
療
の
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事
業
（
後
の
神
山
復
生
病
院
）
に
つ
い
て
賞
賛
し
て
い
る
。

　

④　

エ
ヴ
ラ
ー
ル
と
フ
ラ
ン
ス
人
外
交
官

　
『
ル
・
ポ
タ
ン
』
で
は
、
ヴ
ォ
ジ
ラ
ー
ル
の
地
名
は
、「
ヴ
ォ
ジ
ラ
ー
ル
学

校
」
と
い
う
名
称
で
も
使
わ
れ
て
い
る
。「
ヴ
ォ
ジ
ラ
ー
ル
」
が
、「
マ
リ
ア

会
」
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
学
校
は
、
暁
星
学
校

を
念
頭
に
お
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
第
二
章
で
み
た
『
ト
バ
エ
』
の
諷
刺
画

と
呼
ば
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
、
秘
書
の
ラ
フ
ァ
エ
ル
・
ド
・
ボ
ン
デ
ィ

（R
aphael de B

ondy

）
と
公
使
館
員
の
モ
ー
リ
ス
・
カ
ズ
ナ
ー
ヴ
（M

aurice 

C
azenave

）
の
こ
と
を
モ
デ
ル
に
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
（
149
）。

　

コ
ラ
ン
・
ド
・
プ
ラ
ン
シ
ー
は
、
イ
エ
ズ
ス
会
系
学
校
を
卒
業
生
で
あ
る
こ

と
を
『
ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
ス
・
ト
ン
キ
ノ
ワ
ー
ズ
』
の
通
信
文
で
批
判
的
に
言

及
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
二
人
の
配
下
の
外
交
官
も
ま
た
カ
ト
リ
ッ
ク
系
学
校

の
出
身
者
で
あ
っ
た
（
150
）。
フ
ラ
ン
ス
人
外
交
官
が
、
ビ
ゴ
ー
の
諷
刺
画
で
カ
ト
リ

と
は
異
な
り
、『
ル
・
ポ
タ
ン
』
の
そ
れ
は
、
暁

星
学
校
そ
の
も
の
の
批
判
を
試
み
た
も
の
で
は
な

か
っ
た
（
147
）。

　
「
ヴ
ォ
ジ
ラ
ー
ル
学
校
」
は
、「
エ
ラ
ー
ル
」
が

教
師
を
務
め
る
反
共
和
主
義
的
な
カ
ト
リ
ッ
ク
学

校
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
（
148
）（

Ⅲ
│

15
、
図
12
）。
こ

こ
で
彼
の
生
徒
と
し
て
描
か
れ
た
の
が
、
フ
ラ
ン

ス
公
使
館
の
コ
ラ
ン
・
ド
・
プ
ラ
ン
シ
ー
（「
ぺ

ル
シ
ー　

Percy

」
と
い
う
名
前
で
現
れ
る
）
と
そ
の

配
下
の
二
人
の
外
交
官
で
あ
る
。
こ
の
二
人
の
外

交
官
は
、『
ル
・
ポ
タ
ン
』
作
中
で
、「
ブ
ラ
ン
デ

ィB
randy

」（
Ⅴ
│

５
、
11
、
Ⅵ
│

11
、
19
）、

「
ラ
・
ド
・
カ
ー
ヴR

at de C
ave

（
倉
庫
に
い
る

ネ
ズ
ミ
）」（
Ⅲ
│

14
、
Ⅴ
│

２
、
４
、
12
、
Ⅵ
│

19
）



図14　『ル・ポタン』第６号扉絵
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ッ
ク
学
校
の
生
徒
と
し
て
描
か
れ
た
の
は
、
彼
ら
が
現
実
に
カ
ト
リ
ッ
ク
系
学

校
の
卒
業
生
で
あ
る
こ
と
が
ビ
ゴ
ー
の
念
頭
に
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
が
、
ま

た
、
彼
ら
が
エ
ヴ
ラ
ー
ル
の
指
導
下
に
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
カ
ト
リ
ッ

ク
学
校
と
い
う
舞
台
が
格
好
の
も
の
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
に
違
い
な
い
。

　

こ
の
「
ヴ
ォ
ジ
ラ
ー
ル
学
校
」
を
描
い
た
場
面
に
は
、
マ
リ
ア
ン
ヌ
の
胸
像

に
腰
掛
け
た
「
エ
ラ
ー
ル
」
が
、
教
室
で
外
交
官
の
生
徒
た
ち
に
「
日
本
に
は
、

何
人
の
大
司
教
と
司
教
が
い
ま
す
か
」
と
質
問
を
す
る
画
が
あ
る
（
Ⅲ
│

14
、

図
13
）。
生
徒
た
ち
は
、「
神
父
様
、
大
司
教
が
一
人
、
司
教
が
三
人
で
す
」
と

答
え
て
い
る
。
戯
画
化
さ
れ
た
も
の
と
は
い
え
、
こ
の
場
面
は
、
一
八
九
一
年

に
、
日
本
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
お
い
て
教
階
制
が
成
立
し
、
東
京
に
大
司
教

区
、
函
館
、
大
阪
、
長
崎
に
中
心
を
置
く
各
司
教
区
が
そ
れ
ぞ
れ
成
立
し
た
こ

と
に
関
し
て
触
れ
た
も
の
で
あ
る
（
151
）。

　

ビ
ゴ
ー
は
、
エ
ヴ
ラ
ー
ル
を
現
実
政
治
に
関
わ
っ
た
聖
職
者
と
し
て
描
こ
う

と
様
々
な
試
み
を
し
て
い
る
。
彼
は
、「
エ
ラ
ー
ル
」
を
、「
ジ
ョ
セ
フ
神
父

P
ère Joseph

」、「
黒
色
の
卿
下E

m
inence noire

」
と
呼
ん
で
い
る
（
Ⅱ
│

９
、

15
、
16
、
17
）
が
、
こ
れ
は
リ
シ
ュ
リ
ュ
ー
枢
機
卿
の
腹
心
の
友
人
で
あ
っ
た

カ
プ
チ
ン
会
の
ジ
ョ
セ
フ
神
父
、
異
名
が
「
灰
色
の
卿
下
＝
黒
幕E

m
inence 

grise

」
と
し
て
知
ら
れ
る
聖
職
者
に
ち
な
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。
第
六
号
の
扉

絵
（
Ⅵ
│

２
、
図
14
）
で
、「
千
夜
一
夜
物
語
」
風
の
宮
廷
で
、
後
方
か
ら
無
能

な
王
（「
ぺ
ル
シ
ー
」）
を
う
か
が
う
黒
幕
ら
し
き
高
位
聖
職
者
と
し
て
「
エ
ラ

ー
ル
」
を
描
い
て
い
る
の
も
、
同
様
の
意
図
か
ら
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
第

四
号
の
扉
絵
（
Ⅳ
│

２
）
で
は
、「
新
し
い
タ
レ
ー
ラ
ン
＝
ペ
リ
ゴ
ー
ルL

e 

nouveau Talleyrand-P
érigord

」
と
し
て
、「
エ
ラ
ー
ル
」
を
タ
レ
ー
ラ
ン
に

擬
し
て
い
る
の
も
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
や
第
一
帝
政
期
を
潜
り
抜
け
て
復
古
王
政

の
確
立
に
大
き
な
働
き
を
し
た
こ
の
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
家
が
、
元
々
は
聖
職
者

で
あ
り
、
策
略
を
め
ぐ
ら
す
人
物
と
し
て
ビ
ゴ
ー
の
意
識
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ

ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
エ
ラ
ー
ル
」
は
、
公
使
以
上
に
実
力
あ
る
人
物
と
し
て
各

所
で
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
後
者
の
前
者
に
対
す
る
従
属
関
係
を
直
接
公
使

館
を
舞
台
と
し
て
描
い
た
の
が
、『
ル
・
ポ
タ
ン
』
の
第
六
号
で
あ
る
。
前
節

で
み
た
よ
う
に
、
ビ
ゴ
ー
は
、
一
八
九
二
年
の
天
長
節
の
祝
賀
会
に
参
加
出
来

な
か
っ
た
原
因
を
エ
ヴ
ラ
ー
ル
の
画
策
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
、
コ
ラ



図15　エラールに跪くペルシー
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図16　マリアンヌから助成金を貰う
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で
表
象
さ
れ
て
い
る
が
（
152
）、

彼
女
は
、
常
に
「
エ
ラ
ー
ル
」
や
公
使
館
員
の
被
害

者
と
し
て
現
れ
る
。
例
え
ば
、『
ル
・
ポ
タ
ン
』
第
三
号
で
は
、「
エ
ラ
ー
ル
」

及
び
彼
の
配
下
の
外
交
官
が
マ
リ
ア
ン
ヌ
に
忠
誠
を
装
っ
て
、
共
和
国
の
助
成

金
を
貰
い
受
け
て
い
る
が
（
Ⅲ
│

12
、
図
16
）、
そ
の
裏
で
彼
ら
は
彼
女
の
こ

と
を
あ
ざ
笑
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
Ⅲ
│

13
、
図
17
）。「
エ
ラ
ー
ル
」
が
、
ジ

ョ
ル
ジ
ュ
・
ブ
ー
ラ
ン
ジ
ェ
将
軍
（
一
八
八
〇
年
代
末
に
フ
ラ
ン
ス
共
和
政
を

揺
る
が
し
た
ブ
ー
ラ
ン
ジ
ェ
事
件
の
主
役
）
に
擬
せ
ら
れ
て
い
る
諷
刺
画
（
Ⅱ

│

11
）
も
あ
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
彼
が
反
共
和
主
義
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を

示
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
連
作
は
、
最
後
、「
エ
ラ
ー
ル
」
と
「
ぺ
ル
シ
ー
」
ら
公
使
館
員
が
壁

を
背
に
し
て
銃
殺
さ
れ
た
場
面
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
明
ら
か

ン
・
ド
・
プ
ラ
ン
シ
ー
に
直
接
手
紙
を
送
り
つ
け
て
抗
議
し
て
い
た
。
こ
こ
で

彼
は
、
彼
個
人
に
と
っ
て
心
理
的
真
実
で
あ
っ
た
こ
の
「
事
件
」
を
題
材
に
取

り
上
げ
て
、
次
の
よ
う
に
物
語
化
し
て
い
る
。

　

日
本
政
府
の
使
者
が
、
天
長
節
の
祝
賀
会
に
在
日
フ
ラ
ン
ス
人
を
招
待
す
る

た
め
、
フ
ラ
ン
ス
公
使
館
に
打
ち
合
わ
せ
に
訪
れ
た
時
、
公
使
館
の
日
本
の
受

付
は
、
彼
に
、
フ
ラ
ン
ス
公
使
館
に
は
「
お
笑
い
の
公
使　le M

inistre pour 

rire

」
と
呼
ば
れ
て
い
る
名
目
上
の
公
使
と
、「
真
の
公
使　le vrai M

inistre

」

の
二
人
が
い
る
こ
と
を
紹
介
す
る
（
Ⅵ
│

９
）。
前
者
は
「
ぺ
ル
シ
ー
」
で
あ

り
、
公
使
館
の
実
権
を
握
る
後
者
は
「
エ
ラ
ー
ル
」
で
あ
る
。
使
者
は
、
無
論
、

打
ち
合
わ
せ
の
可
能
な
後
者
と
の
面
会
を
希
望
し
、
招
待
者
の
リ
ス
ト
を
求
め

る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、「
エ
ラ
ー
ル
」
は
、「
フ
ラ
ン
ス
公
使
館
は
、
同
国
人

の
こ
と
を
決
し
て
気
に
か
け
な
い
」
の
で
、
関
知
し
て
い
な
い
と
述
べ
る
（
Ⅵ

│

10
）。
次
の
場
面
で
は
、「
エ
ラ
ー
ル
」
に
呼
ば
れ
て
現
れ
た
「
ぺ
ル
シ
ー
」

が
、
僧
服
姿
の
「
エ
ラ
ー
ル
」
に
跪
き
、
招
待
が
予
定
さ
れ
て
い
る
フ
ラ
ン
ス

人
は
教
会
関
係
者
だ
け
で
あ
る
と
答
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
会
話
を
側
で
聞

い
て
い
る
日
本
政
府
の
使
者
は
仰
天
し
て
い
る
姿
で
描
か
れ
て
い
る
（
Ⅵ
│

11
、

図
15
）。

　

こ
の
よ
う
に
『
ル
・
ポ
タ
ン
』
で
は
フ
ラ
ン
ス
公
使
館
が
カ
ト
リ
ッ
ク
聖
職

者
の
指
導
下
に
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
対
応
す
る
よ
う
に
、

公
使
館
員
は
、「
エ
ラ
ー
ル
」
と
も
ど
も
、
本
国
の
共
和
政
政
府
に
対
し
て
不

実
な
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
共
和
政
フ
ラ
ン
ス
は
、
マ
リ
ア
ン
ヌ
の
姿



図17　マリアンヌをあざ笑うフランス人外交官たち

図18　公使館員らが銃殺される場面
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⑤　
『
ル
・
ポ
タ
ン
』の
反
響

　

以
上
、
わ
れ
わ
れ
は
、『
ル
・

ポ
タ
ン
』
の
解
釈
に
あ
た
り
重

要
と
思
わ
れ
る
諸
点
を
取
り
上

げ
て
き
た
。
こ
の
連
作
は
、
実

在
の
エ
ヴ
ラ
ー
ル
に
想
を
得
な

が
ら
も
、
ビ
ゴ
ー
が
、
ミ
シ
ョ

ー
と
協
働
し
な
が
ら
、
反
教
権

的
主
張
を
自
在
に
展
開
さ
せ
た

作
品
と
い
う
べ
き
で
、
そ
の
批

判
が
ど
れ
だ
け
神
父
の
実
像
に

即
し
て
い
る
か
を
問
う
の
は
あ

ま
り
意
味
の
な
い
こ
と
で
あ
ろ

う
。

に
一
八
七
一
年
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
派
の
残
党
が
「
連
盟
兵
の
壁
」
で
銃
殺
刑
に
処

せ
ら
れ
た
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
描
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
（
Ⅵ
│

20
、
図

18
）。
こ
の
諷
刺
画
の
結
末
は
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
派
が
最
期
を
遂
げ
た
舞
台
の
設

定
を
逆
転
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
急
進
的
共
和
派
と
し
て
の
ビ
ゴ
ー
が
、
約

二
十
年
前
、
子
供
時
代
に
目
の
当
た
り
に
し
た
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
敗
北
に

対
し
、
想
像
上
の
復
讐
を
果
た
し
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
（
153
）。

　

当
時
、
日
本
で
は
イ
エ
ズ
ス
会
が
活
動
し
て
い
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず

（
イ
エ
ズ
ス
会
の
再
来
日
は
、
一
九
〇
八
年
）、
こ
の
作
品
に
イ
エ
ズ
ス
会
（
Ⅴ
│

８
）
や
創
立
者
の
イ
グ
ナ
チ
オ
・
デ
・
ロ
ヨ
ラ
（
Ⅴ
│

３
）
の
名
前
、
ま
た
、

A
M

D
G

（A
d m

ajorem
 D

ei gloriam

「
よ
り
大
い
な
る
神
の
栄
光
の
た
め
に
」）
と

い
う
イ
エ
ズ
ス
会
の
標
語
（
Ⅱ
│

12
、
17
、
Ⅲ
│

10
）
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、

こ
の
作
品
が
、「
イ
エ
ズ
ス
会
神
話
」
の
影
響
の
も
と
に
製
作
さ
れ
た
こ
と
の
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あ
ら
わ
れ
で
あ
る
（
154
）。

マ
リ
ア
会
の
修
道
士
ら
が
、『
ト
バ
エ
』（
図
２
）
で
、
カ

ラ
ス
と
と
も
に
来
日
す
る
姿
が
描
か
れ
て
い
た
こ
と
は
先
に
見
た
通
り
で
あ
る

が
、『
ル
・
ポ
タ
ン
』
に
も
カ
ラ
ス
は
、
各
所
に
よ
く
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の

ほ
か
、
教
会
関
係
者
を
「
ね
ず
みR

at

」（
Ｖ
│

11
）
や
「
ゴ
キ
ブ
リC

afard

」

（
Ⅲ
│

３
、
Ⅴ
│

５
、
11
、
19
）
に
例
え
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
事
例
は
、
フ
ラ

ン
ス
本
国
で
使
わ
れ
て
い
た
聖
職
者
批
判
の
コ
ー
ド
を
ビ
ゴ
ー
が
受
け
入
れ
て

い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
（
155
）。

　

こ
れ
ら
の
特
徴
は
、
彼
の
諷
刺
画
が
当
時
の
日
本
の
カ
ト
リ
ッ
ク
宣
教
師
の

実
態
を
リ
ア
ル
に
批
判
す
る
こ
と
を
試
み
た
作
品
と
い
う
よ
り
も
、
本
国
フ
ラ

ン
ス
の
反
教
権
的
諷
刺
画
の
影
響
下
に
ビ
ゴ
ー
が
空
想
を
め
ぐ
ら
せ
て
描
い
た

作
品
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ビ
ゴ
ー
の
諷
刺
は
、

彼
の
反
教
権
主
義
が
先
立
っ
て
カ
ト
リ
ッ
ク
に
対
す
る
敵
意
だ
け
が
目
立
っ
て

い
た
た
め
、
そ
の
作
品
を
歓
迎
し
て
い
た
も
の
は
、
ミ
シ
ョ
ー
な
ど
彼
と
同
様

の
意
見
を
も
つ
フ
ラ
ン
ス
人
に
限
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
一
八
九
三
年
に
エ

ヴ
ラ
ー
ル
が
フ
ラ
ン
ス
に
一
時
帰
国
を
し
た
時
、
多
く
の
知
人
が
見
送
り
に
訪

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
（
156
）、
ビ
ゴ
ー
の
諷
刺
画
が
エ
ヴ
ラ
ー
ル
の
信
用
を
落
と
す

こ
と
に
成
功
し
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
彼
を
直
接
知
る
者
に
は
、

そ
れ
ら
は
根
拠
の
な
い
中
傷
と
し
て
し
か
受
け
と
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思

わ
れ
る
。

　

エ
ヴ
ラ
ー
ル
を
諷
刺
し
た
ビ
ゴ
ー
の
作
品
が
当
時
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
ど

の
よ
う
な
反
響
を
呼
ん
で
い
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
す
で
に
『
ト
バ
エ
』
に

お
い
て
マ
リ
ア
会
に
対
す
る
諷
刺
画
が
発
表
さ
れ
た
後
、
彼
が
教
会
関
係
者
か

ら
要
注
意
人
物
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
、
エ
ヴ
ラ
ー
ル

に
対
す
る
諷
刺
活
動
も
当
初
か
ら
注
視
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
東
京
大
司
教

区
か
ら
パ
リ
外
国
宣
教
会
本
部
に
送
ら
れ
た
一
八
九
二
年
度
の
報
告
書
で
は
、

暁
星
学
校
が
「
宗
教
の
憎
悪
か
ら
こ
れ
を
害
し
よ
う
と
務
め
る
卑
劣
な
圧
力
」

を
蒙
っ
て
い
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
（
157
）、

こ
の
年
、
反
教
権
主
義
者
か
ら

執
拗
に
攻
撃
を
受
け
て
い
た
の
は
、
む
し
ろ
エ
ヴ
ラ
ー
ル
で
あ
っ
た
こ
と
を
考

え
る
と
、
報
告
書
の
こ
の
箇
所
は
、
エ
ヴ
ラ
ー
ル
に
対
す
る
批
判
に
関
し
て
直

接
的
な
言
及
を
避
け
る
た
め
、
暁
星
学
校
に
向
け
ら
れ
た
攻
撃
に
仮
託
し
て
言

及
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
オ
ズ
ー
フ
東
京
大
司
教
は
、
こ
の

一
連
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
フ
ラ
ン
ス
公
使
館
や
在
日
フ
ラ
ン
ス
人
社
会
と
深
く

関
わ
る
出
来
事
で
あ
る
だ
け
に
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
発
言
が
思
わ
ぬ
反
響
を

も
た
ら
す
こ
と
を
懸
念
し
て
、
外
部
に
知
ら
れ
る
可
能
性
の
あ
る
本
部
へ
の
公

式
報
告
に
直
截
に
記
す
こ
と
を
憚
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

フ
ラ
ン
ス
公
使
館
で
は
、
シ
ェ
ン
キ
ヴ
ィ
ッ
チ
公
使
や
コ
ラ
ン
・
ド
・
プ
ラ

ン
シ
ー
代
理
公
使
が
、
ビ
ゴ
ー
の
諷
刺
活
動
を
敵
視
し
て
き
た
こ
と
は
す
で
に

見
て
き
た
通
り
で
あ
る
が
（
158
）、
特
に
後
者
は
、『
ル
・
ポ
タ
ン
』
に
関
す
る
外
交

報
告
書
を
作
成
し
、
ビ
ゴ
ー
を
イ
ン
ド
シ
ナ
の
裁
判
所
に
召
喚
し
て
、
公
使
館

へ
の
名
誉
毀
損
罪
で
訴
え
る
こ
と
を
外
務
大
臣
に
具
申
し
て
い
る
（
159
）。
こ
の
よ
う

な
措
置
は
、
結
局
取
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
公
使
館
は
、

『
ル
・
ポ
タ
ン
』
の
刊
行
後
に
も
、
ビ
ゴ
ー
の
動
向
に
関
心
を
失
う
こ
と
は
な
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か
っ
た
。
シ
ェ
ン
キ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
後
任
者
で
あ
る
ジ
ュ
ー
ル
・
ア
ル
マ
ン

（Jules H
arm

and

）
全
権
公
使
は
、
日
清
戦
争
時
の
ビ
ゴ
ー
の
取
材
記
者
と
し
て

の
中
国
大
陸
行
き
（
160
）や
彼
の
諷
刺
画
集
の
発
行
に
関
し
て
、
外
交
報
告
書
で
言
及

を
行
っ
て
い
る
が
、
後
者
に
関
す
る
報
告
（
一
八
九
五
年
）
で
は
、
ビ
ゴ
ー
に

つ
い
て
、「
外
務
省
内
で
は
そ
の
名
は
あ
ま
り
好
感
を
も
っ
て
知
ら
れ
て
い
な

い
が
、
そ
の
芸
術
家
的
才
能
は
議
論
の
余
地
の
な
い
」
人
物
と
記
し
て
い
る
（
161
）。

お
わ
り
に

　

本
論
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
聖
職
者
に
対
す
る
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ビ

ゴ
ー
の
諷
刺
活
動
を
在
日
フ
ラ
ン
ス
人
社
会
の
中
の
反
教
権
的
動
向
の
中
で
捉

え
、
そ
の
作
品
の
内
容
と
反
響
を
一
瞥
し
て
き
た
。
ビ
ゴ
ー
は
、
現
在
、
明
治

日
本
の
社
会
や
風
俗
の
鋭
い
観
察
者
と
し
て
広
く
認
め
ら
れ
、
彼
の
諷
刺
画
は
、

自
由
民
権
運
動
に
対
す
る
彼
の
共
感
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
自
由
と
平
等
を

重
視
す
る
共
和
主
義
的
理
念
の
も
と
に
展
開
さ
れ
て
き
た
点
が
評
価
さ
れ
て
き

た
。
し
か
し
、
彼
の
政
治
的
立
場
は
、
同
時
代
の
本
国
フ
ラ
ン
ス
の
共
和
主
義

者
と
同
様
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
批
判
的
な
も
の
で
あ
り
、
同
国
人
の
聖
職

者
に
対
す
る
敵
意
に
満
ち
た
諷
刺
活
動
も
彼
の
一
面
の
姿
で
あ
っ
た
。

　

ビ
ゴ
ー
の
反
教
権
的
諷
刺
画
は
、
彼
の
才
気
を
十
二
分
に
示
し
た
も
の
で
あ

っ
た
が
、
現
実
に
即
し
た
批
判
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
一
人
合
点
な
諷
刺
と
し

て
批
評
性
を
失
い
、
自
己
完
結
し
て
い
る
面
の
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

彼
の
作
品
の
批
判
対
象
に
な
っ
た
側
が
、
彼
の
無
理
解
を
指
摘
し
、
作
者
に
軽

侮
の
念
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
事
情
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、

彼
の
作
品
が
、
反
感
を
抱
い
た
読
者
に
対
し
て
も
強
い
印
象
を
与
え
て
い
た
こ

と
は
事
実
で
あ
り
、
そ
こ
に
諷
刺
画
家
と
し
て
の
彼
の
優
れ
た
力
量
を
う
か
が

う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

ビ
ゴ
ー
ら
反
教
権
主
義
者
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
宣
教
師
達
を
反
共
和
主
義
的
、

反
フ
ラ
ン
ス
的
存
在
と
み
な
し
て
非
難
し
て
い
た
が
、
一
方
、
在
日
フ
ラ
ン
ス

公
使
館
は
彼
ら
を
フ
ラ
ン
ス
文
化
の
普
及
者
と
し
て
高
く
評
価
し
て
い
た
。
こ

の
評
価
の
対
立
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
で
あ
る
と
同
時
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
聖
職
者
で

あ
る
と
い
う
宣
教
師
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
二
重
性
ゆ
え
の
も
の
で
あ
っ
た
。

明
治
期
日
本
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
人
の
反
教
権
主
義
批
判
は
、
宣
教
師
の
「
フ

ラ
ン
ス
人
」
と
し
て
の
国
民
性
が
、
在
日
フ
ラ
ン
ス
人
社
会
に
お
い
て
問
題
化

し
て
い
た
こ
と
を
如
実
に
伝
え
て
い
る
。

謝
辞

　
　

本
論
は
、
筆
者
が
フ
ラ
ン
ス
で
発
表
し
た
二
つ
の
小
論
を
土
台
に
、
大
幅
な

加
筆
及
び
訂
正
を
加
え
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
貴
重
な
発
表
の
場
を
い
た

だ
い
た
「
学
際
的
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
研
究
グ
ル
ー
プ
（
E　
I　
R　
I　
S
）」
の
コ
ロ

ッ
ク
（
二
〇
〇
八
年
五
月
二
十
三
日
）
と
、「
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
・
文
化
変
容

に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
研
究
セ
ン
タ
ー
（
C　
R　
E　
D　
I　
C
）」
の
コ
ロ
ッ
ク
（
二

〇
〇
八
年
八
月
三
十
日
）
の
関
係
者
の
方
々
に
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

A
tsushi, Y

am
anashi, “G

eorges B
igot et les caricatures anticléricales contre 
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ジョルジュ・ビゴーと明治中期のカトリック教会

la S
ociété de M

arie,” R
idiculosa, n° 15, 2008, pp. 373–383. Id., “L

es 

caricatures anticléricales de G
eorges B

igot contre le P
ère E

vrard (M
issions 

É
trangères de P

aris) à la fin du X
IX

èm
e siècle au Japon,” Im

ages et 

diffusion du christianism
e. Im

ages et expressions graphiques en contexte 

m
issionnaire, Paris: K

arthala (à paraître).

　
　

本
論
は
、
ビ
ゴ
ー
研
究
者
の
方
々
の
先
行
研
究
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。
ビ

ゴ
ー
作
品
の
調
査
は
、
横
浜
開
港
資
料
館
と
伊
丹
市
立
美
術
館
で
行
わ
せ
て
頂

い
た
。
本
論
に
掲
載
し
た
図
版
に
関
し
て
は
、『
ト
バ
エ
』
第
四
一
号
は
マ
リ

ア
会
文
書
館
に
所
蔵
さ
れ
た
原
書
を
、『
ル
・
ポ
タ
ン
』（
第
二
期
）
の
第
二
号

か
ら
第
五
号
ま
で
は
横
浜
開
港
資
料
館
の
複
製
資
料
を
、
第
六
号
に
関
し
て
は

伊
丹
市
立
美
術
館
の
原
書
を
そ
れ
ぞ
れ
用
い
て
い
る
。
エ
ミ
ー
ル
・
コ
ン
ブ
を

描
い
た
ビ
ゴ
ー
の
作
品
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
諷
刺
画
研
究
者
ギ
ヨ
ー
ム
・
ド
ワ
ジ

ー
（G

uillaum
e D

oizy

）
氏
の
個
人
所
蔵
の
も
の
で
あ
り
、
本
論
で
の
掲
載
に

あ
た
っ
て
は
同
氏
の
御
厚
意
に
与
っ
た
。

　
　

フ
ェ
リ
ク
ス
・
エ
ヴ
ラ
ー
ル
と
ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
・
コ
ラ
ン
・
ド
・
プ
ラ
ン
シ

ー
の
肖
像
写
真
は
、
そ
れ
ぞ
れ
パ
リ
外
国
宣
教
会
文
書
室
と
フ
ラ
ン
ス
外
務
省

史
料
館
の
所
蔵
の
も
の
を
使
用
さ
せ
て
頂
い
た
。

注（
１
）　

東
京
都
写
真
美
術
館
、
東
京
新
聞
企
画
・
構
成
・
カ
タ
ロ
グ
編
集
『
ジ
ョ

ル
ジ
ュ
・
ビ
ゴ
ー
展
：
碧
眼
の
浮
世
絵
師
が
斬
る
明
治
』
東
京
新
聞
、
二
〇
〇

九
年
、
一
一
二
頁
。

（
２
）　

フ
ラ
ン
ス
革
命
以
降
の
フ
ラ
ン
ス
共
和
派
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
対
立
関

係
に
関
し
て
は
、
以
下
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
。
谷
川
稔
『
十
字
架
と
三
色
旗

│
も
う
ひ
と
つ
の
近
代
フ
ラ
ン
ス
』
山
川
出
版
社
、
一
九
九
七
年
。
ク
ロ
ー

ド
・
ラ
ン
グ
ロ
ワ
（
谷
川
稔
訳
）「
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
反
教
権
＝
世
俗
派
」

ピ
エ
ー
ル
・
ノ
ラ
編
『
記
憶
の
場
│
フ
ラ
ン
ス
国
民
意
識
の
文
化
＝
社
会
史
』

第
一
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
。

（
３
）　

C
ornevin, H

élène., “D
e la gravure à la caricature: le Japon de M

eiji vu 

par G
eorges B

igot,” E
thnographie, vol. 86, n° 108, 1990, pp. 187–188.

な
お
、

こ
の
論
文
の
邦
訳
版
（
下
記
）
は
完
訳
で
は
な
く
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
へ
の
諷

刺
に
関
し
て
言
及
さ
れ
た
箇
所
は
、
省
略
さ
れ
て
い
る
。
エ
レ
ー
ヌ
・
コ
ル
ヌ

ヴ
ァ
ン
（
橋
爪
正
子
訳
）「
版
画
か
ら
漫
画
ま
で
│
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ビ
ゴ
ー
の

見
た
明
治
の
日
本
」
清
水
勲
編
『
続
ビ
ゴ
ー
日
本
素
描
集
』
岩
波
書
店
（
岩
波

文
庫
）、
一
九
九
二
年
。

（
４
）　

第
三
共
和
政
期
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地
に
お
け
る
反
教
権
主
義
の
多
様
な
展

開
を
扱
っ
た
近
年
の
研
究
に
、
下
記
の
も
の
が
あ
る
。D

elisle, P
hilippe (sous 

la dir.), L’A
nticléricalism

e dans les colonies françaises sous la Troisièm
e 

R
épublique, Paris: les Indes savantes, 2009.

（
５
）　

海
老
沢
有
道
「
明
治
新
旧
キ
リ
ス
ト
教
の
史
的
比
較
」『
維
新
変
革
期
と

キ
リ
ス
ト
教
』
新
生
社
、
一
九
六
八
年
、
四
七
一
頁
。

（
６
）　

明
治
時
代
に
パ
リ
外
国
宣
教
会
の
宣
教
師
か
ら
フ
ラ
ン
ス
語
を
学
ん
だ
著

名
な
人
物
に
は
、
森
鷗
外
（
小
倉
教
会
の
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ベ
ル
ト
ラ
ン
神
父
）、

島
崎
藤
村
（
仙
台
元
寺
小
路
教
会
の
ク
ロ
ー
ド
・
ジ
ャ
ッ
ケ
神
父
）、
大
川
周

明
（
鶴
岡
天
主
公
教
会
の
ル
イ
・
マ
ト
ン
神
父
）
な
ど
が
い
る
（
カ
ッ
コ
内
は
、

フ
ラ
ン
ス
語
を
教
え
た
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
）。
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（
７
）　

パ
リ
外
国
宣
教
会
の
宣
教
師
も
、
フ
ラ
ン
ス
文
化
の
普
及
者
と
し
て
自
己

の
果
た
し
て
い
る
役
割
に
自
覚
的
で
あ
っ
た
。R

olland, E
dm

ond., “L
e 

F
rançais au Japon,” B

ulletin de l’A
lliance F

rançaise, n° 127, 15 janvier 

1912, pp. 5–6.

（
８
）　

来
日
し
た
パ
リ
外
国
宣
教
会
の
宣
教
師
は
、
大
部
分
が
フ
ラ
ン
ス
人
で
あ

っ
た
が
、
ベ
ル
ギ
ー
や
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
な
ど
の
出
身
者
も
少
数
存
在
し
て
い

た
。

（
９
）　

澤
護
『
横
浜
居
留
地
の
フ
ラ
ン
ス
社
会
』
敬
愛
大
学
経
済
文
化
研
究
所
、

一
九
九
八
年
、
九
五
│
一
〇
七
頁
。
な
お
、
同
書
（
五
頁
）
に
よ
る
と
、
一
八

八
〇
年
の
横
浜
居
留
地
の
フ
ラ
ン
ス
人
数
は
、
一
〇
二
名
で
あ
る
（
イ
ギ
リ
ス

人
は
五
六
七
名
、
ア
メ
リ
カ
人
は
二
五
〇
名
）。

（
10
）　

蛯
原
八
郎
『
日
本
欧
字
新
聞
雑
誌
史
』
大
誠
堂
、
一
九
三
四
年
、
八
七
│

九
一
頁
。
蛯
原
は
、『
エ
コ
ー
』
紙
が
日
本
政
府
に
対
し
て
好
意
的
で
あ
っ
た

と
同
紙
の
穏
健
的
な
論
調
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
11
）　
『
エ
コ
ー
』
や
『
ク
ー
リ
エ
』
を
滞
日
中
に
目
に
す
る
機
会
を
も
っ
て
い

た
フ
ラ
ン
ス
人
旅
行
者
の
著
書
に
下
記
の
も
の
が
あ
る
。
エ
ド
モ
ン
・
コ
ト
ー

（
幸
田
礼
雅
訳
）『
ボ
ン
ジ
ュ
ー
ル
・
ジ
ャ
ポ
ン
：
青
い
目
の
見
た
文
明
開
化
』

新
評
論
、
一
九
九
二
年
、
六
七
頁
。V

erschuur, G
errit., A

ux colonies d’A
sie 

et dans l’O
céan Indien, Paris: H

achette, 1900, p. 104. M
ichel, E

rnest., L
e 

To
u

r d
u

 m
o

n
d

e en
 2

4
0

 jo
u

rs: C
a

n
a

d
a

, E
ta

ts-U
n

is, Ja
p

o
n

, C
h

in
e et 

H
indoustan, Tom

e I, N
ice: librairie du patronage de S

aint-P
ierre, 1882, p. 

201.

（
12
）　

L’E
cho du Japon, n° 2987, 18 décem

bre 1879, pp. 1–2.

（
13
）　

マ
ラ
ン
と
親
し
か
っ
た
あ
る
日
本
人
信
者
は
、
後
年
の
回
想
で
、
マ
ラ
ン

が
普
仏
戦
争
の
勝
者
で
あ
る
ド
イ
ツ
に
対
し
て
反
感
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
わ

け
で
は
な
か
っ
た
が
、
ド
イ
ツ
人
に
対
し
て
敵
対
的
な
行
為
を
取
る
よ
う
な
偏

狭
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
で
は
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
彼
が
身
よ
り
の
な
い

ド
イ
ツ
人
の
老
聖
職
者
を
養
っ
て
い
た
人
格
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

廣
田
星
橋
「
昔
の
教
会
と
マ
ラ
ン
師
」『
子
羊
』
第
四
巻
、
第
十
号
、
一
九
二

六
年
、
三
〇
│
三
一
頁
。

（
14
）　

ド
・
ロ
神
父
に
関
し
て
は
、
片
岡
弥
吉
の
評
伝
（『
あ
る
明
治
の
福
祉

像
：
ド
・
ロ
神
父
の
生
涯
』
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
七
七
年
）
や
原
聖
氏

の
研
究
（「
ド
ロ
神
父
の
絵
解
き
」『
女
子
美
術
大
学
紀
要
』
第
二
六
号
、
一
九

九
六
年
）
が
存
在
す
る
。

（
15
）　

L’E
cho du Japon ﹇E

dition de la M
alle

﹈,  7 février 1880, p. 4.

（
16
）　

あ
る
フ
ラ
ン
ス
人
旅
行
者
は
、
滞
日
中
、『
エ
コ
ー
』
紙
の
経
営
者
が
彼

の
為
に
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
の
下
で
フ
ラ
ン
ス
語
を
学
ん
で
い
た
日
本
人
を
旅

行
案
内
人
に
雇
っ
て
く
れ
た
と
旅
行
記
に
書
い
て
い
る
が
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

も
『
エ
コ
ー
』
紙
の
関
係
者
が
カ
ト
リ
ッ
ク
宣
教
師
と
親
し
い
関
係
に
あ
っ
た

こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。C

habrand, E
m

ile., D
e B

arcelonnette au M
exique: 

Inde-B
irm

anie-C
hine-Japon-É

tats-U
nis, P

aris: E
. P

lon, N
ourrit et cie., 

1892, p. 194.

（
17
）　

E
v

rard, F
élix

., C
o

u
rs d

e la
n

g
u

e ja
p

o
n

a
ise en

 so
ixa

n
te leço

n
s, 

Y
okoham

a: Im
pr. de “l’E

cho du Japon,” 1874.

（
18
）　

著
者
は
未
見
で
あ
る
が
、
こ
の
マ
ラ
ン
の
旅
行
記
は
、『
北
日
本
旅
行
記　

V
oyages dans le N

ord du Japon

』
と
い
う
書
名
で
出
版
さ
れ
て
い
る
。
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B
eillevaire, P

atrick., L
e Japon en langue française: ouvrages et articles 

publiés de 1850 à 1945, Paris: E
d. K

im
é, 1993, pp. 18–19. 

澤
護
、
前
掲
書
、

一
〇
三
頁
。
こ
の
旅
行
記
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
『
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
カ
ト
リ
ッ
ク
』

誌
に
一
八
七
四
年
四
月
か
ら
十
二
月
ま
で
、「
函
館
か
ら
横
浜
ま
で
│
Ｊ
・

Ｍ
・
マ
ラ
ン
の
旅
日
記
」
と
い
う
題
で
連
載
さ
れ
た
。
ド
イ
ツ
語
版
の
同
紙

（D
ie K

atholischen M
issionen

）
に
翻
訳
さ
れ
た
独
訳
版
か
ら
の
邦
訳
が
存
在

す
る
。
Ｊ
・
Ｍ
・
マ
ラ
ン
（
Ｈ
・
チ
ー
ス
リ
ク
訳
）「
東
北
紀
行
（
明
治
五
年
）

│
函
館
よ
り
江
戸
へ
」『
宣
教
師
の
見
た
明
治
の
頃
』
キ
リ
シ
タ
ン
文
化
研
究

会
、
一
九
六
八
年
。

（
19
）　

M
issions étrangères de P

aris, B
ibliographie: m

issions étrangères &
 

langues orientales: contribution de la Société des m
issions étrangères à la 

connaissance de 60 langues d’A
sie, Paris: L’H

arm
attan, 1997, p. 58. C

f. L
es 

M
issions C

atholique, n° 612, 25 février 1881, p. 96.

（
20
）　

L’E
cho du Japon ﹇E

dition de la M
alle

﹈, 10 janvier; 24 Janvier 1880.

（
21
）　

こ
の
『
ク
ー
リ
エ
』
に
よ
る
マ
ラ
ン
神
父
批
判
は
、
フ
ラ
ン
ス
本
国
の
反

教
権
主
義
の
雑
誌
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。“C

hronique,” L’A
nti-clérical, n°

106, 2 novem
bre 1880, p. 698.

（
22
）　

L’E
cho du Japon, n° 3218, 21 septem

bre 1880; n° 3221, 24 septem
bre 

1880; n° 3226, 30 septem
bre 1880.

（
23
）　

Ibid., n° 3221, 24 septem
bre 1880. 

あ
る
フ
ラ
ン
ス
人
旅
行
者
は
、
ジ
ュ

ス
ラ
ン
横
浜
領
事
の
こ
と
を
「
共
和
主
義
者
で
は
あ
る
が
、
常
に
国
家
的
な
栄

光
で
あ
る
宣
教
師
を
保
護
し
て
き
た
」
人
物
と
評
し
て
い
る
。M

ichel, E
rnest., 

op.cit., p. 277.

（
24
）　

A
rchives de la S

ociété des M
issions E

trangères de P
aris (A

S
M

E
P

), 

C
arton 573, F

élix M
idon à H

enri A
rm

bruster, Y
okoham

a, 26 août 1880. 

P
ierre M

arie O
souf à la S

upérieur G
énéral de la S

ociété, T
ôkyô, 19 

novem
bre 1880. 

マ
ラ
ン
が
横
浜
の
教
会
の
説
教
で
フ
ラ
ン
ス
政
府
の
対
教
会

政
策
を
批
判
し
た
と
い
う
話
が
本
国
に
伝
わ
り
、
海
軍
大
臣
が
パ
リ
の
宣
教
会

本
部
に
マ
ラ
ン
の
更
迭
を
求
め
た
と
い
う
事
情
が
、
彼
の
異
動
の
背
景
に
あ
っ

た
よ
う
で
あ
る
。A

S
M

E
P, Fiche individuelle (notice biographique), Jean-

M
arie M

arin.

（
25
）　

U
n prêtre des M

issions E
trangères de Paris, m

issionnaire à Tokyo, “L
a 

M
ission de Tokyo,” L

es M
issions C

atholiques, n° 2692, 14 janvier 1921, p. 

20. 

こ
の
匿
名
論
文
の
筆
者
は
、
リ
ュ
シ
ア
ン
・
ド
ラ
エ
神
父
（
パ
リ
外
国
宣

教
会
）
で
あ
る
。

（
26
）　

B
astide, L

ouis., M
on prem

ier séjour au Japon (1880–1882): M
ém

oires 

d’un vice-consul, D
ijon: Im

pr. de E
. Jacquot, 1911, p. 66.

（
27
）　

H
.B

ouvet

と
い
う
横
浜
在
住
の
フ
ラ
ン
ス
人
の
『
エ
コ
ー
』
へ
の
投
稿
文
。

L’E
cho du Japon ﹇E

dition de la M
alle

﹈, 7 février 1880, p. 4.

（
28
）　

パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
参
加
し
た
廉
で
国
外
追
放
に
な
っ
た
あ
る
元
コ
ミ

ュ
ナ
ー
ル
（
ク
ロ
ー
ド
・
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ピ
サ
ー
ル
）
が
、
明
治
政
府
（
工
部

省
）
で
御
雇
外
国
人
と
し
て
働
い
て
い
た
と
い
う
例
も
あ
っ
た
。
木
下
賢
一

「
お
雇
い
外
国
人
に
な
っ
た
コ
ミ
ュ
ナ
ー
ル
」『
駿
台
史
學
』
第
七
九
号
、
一
九

九
〇
年
。

（
29
）　

R
onsay, Jeanne., “U

n peintre F
rançais au Japon: G

eorges B
igot,” 

F
rance-Japon, n° 9, 1935, p. 199. C

ornevin, H
élène., “G

eorges B
igot (1860



78

–1927),” H
o

m
m

es et d
estin

es, T
om

e V
I (A

sie), P
aris: A

cadém
ie des 

sciences d’outre-m
er, 1985, p. 37.

（
30
）　

L
eroy, M

ichel., L
e m

ythe jésuite de B
éranger à M

ichelet, Paris: P
resses 

universitaires de France, 1992, pp. 331–334. 

林
田
遼
右
『
ベ
ラ
ン
ジ
ェ
と
い

う
詩
人
が
い
た
：
フ
ラ
ン
ス
革
命
か
ら
ブ
ル
ボ
ン
復
古
王
朝
ま
で
』
新
潮
社
、

一
九
九
四
年
、
一
三
八
│
一
四
六
頁
。

（
31
）　

清
水
勲
・
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ポ
ラ
ッ
ク
「
ビ
ゴ
ー
小
伝
」
清
水
勲
編
『
ビ

ゴ
ー
日
本
素
描
集
』
岩
波
書
店
（
岩
波
文
庫
）、
一
九
八
六
年
、
一
五
〇
頁
。

以
下
、
本
論
で
は
ビ
ゴ
ー
の
伝
記
的
事
実
に
関
し
て
同
書
に
多
く
を
負
っ
て
い

る
。

（
32
）　

な
お
、
ビ
ゴ
ー
は
、『
ト
バ
エ
』
で
日
本
人
の
キ
リ
ス
ト
教
伝
道
士
も
取

り
上
げ
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
カ
ト
リ
ッ
ク
聖
職
者
だ
け
が
、
キ
リ
ス
ト
教

関
係
で
彼
の
諷
刺
の
対
象
に
な
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
清
水
勲
『
ビ
ゴ
ー

が
見
た
明
治
職
業
事
情
』
講
談
社
（
講
談
社
学
術
文
庫
）、
二
〇
〇
九
年
、
一

八
│
一
九
頁
。

（
33
）　

一
八
八
七
年
に
刊
行
を
開
始
し
た
『
ト
バ
エ
』（
第
二
期
）
で
、
ビ
ゴ
ー

は
日
本
社
会
の
世
相
を
鋭
く
諷
刺
し
て
い
た
が
、
エ
レ
ー
ヌ
・
コ
ル
ヌ
ヴ
ァ
ン

は
、
マ
リ
ア
会
の
批
判
の
掲
載
さ
れ
た
第
四
一
号
か
ら
、「『
ト
バ
エ
』
は
む
し

ろ
外
国
人
居
留
地
に
ぬ
く
ぬ
く
と
暮
ら
す
フ
ラ
ン
ス
人
た
ち
を
標
的
と
す
る
よ

う
に
な
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
エ
レ
ー
ヌ
・
コ
ル
ヌ
ヴ
ァ
ン
、
前
掲
論
文
、

二
二
一
頁
。
た
だ
、
マ
リ
ア
会
の
修
道
士
に
関
し
て
い
え
ば
、
彼
ら
は
来
日
当

初
か
ら
質
素
な
生
活
を
送
っ
て
い
た
こ
と
は
、
指
摘
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
34
）　

マ
リ
ア
会
に
関
し
て
は
、
下
記
の
文
献
を
参
照
。
マ
リ
ア
会
日
本
管
区
本

部
編
『
マ
リ
ア
会
日
本
渡
来
八
十
年
』
マ
リ
ア
会
出
版
部
、
一
九
六
八
年
。
マ

リ
ア
会
日
本
管
区
一
〇
〇
年
史
編
纂
委
員
会
編
『
マ
リ
ア
会
日
本
管
区
一
〇
〇

年
の
あ
ゆ
み
：
一
八
八
八
（
明
治
二
一
）
年
│
一
九
八
八
（
昭
和
六
三
）
年

（
歴
史
編
）』
燦
葉
出
版
社
、
一
九
九
九
年
。

（
35
）　

C
f. L

equeux, M
., “N

ote sur l’enseignem
ent du français au Japon,” 

B
ulletin de l’A

lliance F
rançaise, n° 26, 1888, p. 200. 

ビ
ゴ
ー
は
、
ア
リ
ア
ン

ス
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
の
会
員
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
会
報
の
記
事
を
読
ん
で
い

た
可
能
性
が
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
以
降
の
同
会
の
会
報
記
事
で
は
、
マ
リ
ア
会

の
修
道
士
を
指
す
の
に
「M

arianiste

」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認

で
き
る
。

（
36
）　

ビ
ゴ
ー
は
、
こ
こ
で
「
到
着
」
を
表
す
フ
ラ
ン
ス
語
に
「A

rrivage

」
の

語
を
使
っ
て
い
る
。
こ
の
フ
ラ
ン
ス
語
の
名
詞
は
、
通
常
、
荷
物
の
「
到
着
」

な
ど
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ビ
ゴ
ー
が
マ
リ
ア
会
の
来
日
に
対
し
て
こ

の
語
を
使
用
し
た
こ
と
は
、
明
ら
か
に
同
会
へ
の
侮
蔑
を
表
し
た
も
の
と
い
え

る
。

（
37
）　

L
alouette, Jacqueline., L

a R
épublique anticléricale, X

IX
e–X

X
e siècles, 

Pari: S
euil, 2002, pp. 318–320.

（
38
）　

D
ixm

ier, M
ichel., L

alouette, Jacqueline., et P
asam

onik, D
idier., L

a 

R
épublique et l’É

glise: Im
ages d’une querelle, Paris: L

a M
artinière, 2005, 

p. 9. 

第
三
共
和
政
期
フ
ラ
ン
ス
の
反
教
権
主
義
的
諷
刺
画
に
関
す
る
近
年
の
研

究
に
は
、
こ
の
研
究
書
の
他
に
下
記
の
も
の
な
ど
が
あ
る
。D

oizy, 

G
uillaum

e., À
 bas la calotte !: la caricature anticléricale et la séparation 

des É
glises et de l’E

tat, Paris: E
ditions A

lternatives, 2005. C
f. S

aint-M
artin, 
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Isabelle., “L
a C

aricature anticléricale sous la IIIe R
épublique,” A

rchives des 

Sciences Sociales des R
eligions, n° 134, 2006.

（
39
）　

清
水
勲
「
解
題
」
芳
賀
徹
他
編
『
ビ
ゴ
ー
素
描
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
：
明
治
の

世
相
』
第
二
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
、
一
四
四
頁
。

（
40
）　

ア
リ
ア
ン
ス
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
の
創
立
期
を
扱
っ
た
研
究
に
関
し
て
は
、

以
下
の
文
献
が
あ
る
。
西
山
教
行
「
ア
リ
ア
ン
ス
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
成
立
に
つ

い
て
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
考
察
」E

tudes didactiques du F
L

E
 au Japon, n°8, 

1999. C
haubet, François., L

a politique culturelle française et la diplom
atie 

de la langue: L’A
lliance F

rançaise (1883–1940), Paris: L’H
arm

attan, 2006.

（
41
）　

B
ulletin de l’A

lliance F
rançaise, n° 11–12, 1886, p. 150. Ibid., n° 18–

19, 1887, p. 197.

（
42
）　

Ibid., n° 42, 1892, p. 124; n° 43, 1893, p. 39.

（
43
）　

Ibid., n° 20, 1887, p. 292.

（
44
）　

A
m

brogio, A
lbano (ed.), L

e centenaire de l’arrivée des M
arianistes au 

Japon 1887–1987: L
ettres et docum

ents des A
G

M
A

R
, 1885–1889, R

om
e: 

A
rchives G

énérales M
arianistes, 1985, pp. 162–163.

（
45
）　

一
八
八
五
年
、
ピ
エ
ー
ル
・
マ
リ
・
オ
ズ
ー
フ
司
教
が
、
教
皇
レ
オ
十
三

世
の
親
書
を
明
治
天
皇
に
捧
呈
す
る
た
め
、
皇
居
に
参
内
し
た
時
、
シ
ェ
ン
キ

ヴ
ィ
ッ
チ
が
同
行
し
て
い
る
。
高
木
一
雄
『
日
本
・
ヴ
ァ
チ
カ
ン
外
交
史
』
聖

母
の
騎
士
社
、
一
九
八
四
年
、
二
六
五
│
二
七
一
頁
。

（
46
）　

A
rch

iv
es d

u
 m

in
istère d

es A
ffaires étran

g
ères (A

M
A

E
), 

C
orrespondance Politique (C

P
), Japon, V

ol. 32, D
irection Politique (D

P
) n°

6, J. A
. S

ienkiew
icz au M

inistre des A
ffaires étrangères, T

ôkyô, 17 octobre 

1886. 

松
村
菅
和
、
女
子
カ
ル
メ
ル
修
道
会
共
訳
『
パ
リ
外
国
宣
教
会
年
次
報

告
』
第
一
巻
、
聖
母
の
騎
士
社
、
一
九
九
六
年
、
一
四
四
頁
。

（
47
）　

エ
レ
ー
ヌ
・
コ
ル
ヌ
ヴ
ァ
ン
、
前
掲
論
文
、
三
八
頁
。
清
水
勲
「『
ト
バ

エ
』
の
全
体
像
」
清
水
勲
編
『
明
治
の
面
影
：
フ
ラ
ン
ス
人
画
家　

ビ
ゴ
ー
の

世
界
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
、
一
六
四
頁
。

（
48
）　

A
M

A
E

, C
P, Japon, V

ol. 35, D
P

 n° 185, Joseph A
dam

 S
ienkiew

icz au 

M
inistre des A

ffaires étrangères, T
ôkyô, 4 septem

bre 1891.

（
49
）　

L
ebon, P

ierre., “L’Œ
uvre pédagogique des M

arianistes F
rançais au 

Japon”, B
ulletin de la Société franco-japonaise de Paris, n° 11, 1908, p. 21. 

ル
ボ
ン
は
、
マ
リ
ア
会
本
部
で
会
報
の
編
集
な
ど
を
行
っ
て
い
た
修
道
士
で
滞

日
経
験
は
な
か
っ
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
本
部
に
資
料
と
し
て
送
ら
れ
て
き
た
『
ト

バ
エ
』
を
見
る
機
会
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
ル
ボ
ン
は
、
教
会

関
係
者
を
前
に
行
っ
た
講
演
で
も
、
暁
星
学
校
が
創
設
間
も
な
い
時
期
に
「
あ

か
ら
さ
ま
な
反
宗
教
的
な
敵
意
」
に
出
会
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。Id., “L’

A
postolat par l’éducation au Japon,” R

evue du clergé français, n° 315, 

1908, p. 475.

（
50
）　

C
om

pagnon, P
ierre., “L

es collèges des M
arianistes au Japon,” A

nnales 

des M
issions E

trangères de Paris, n° 64, 1908, pp. 207–208.　

な
お
、
コ
ン

パ
ニ
ョ
ン
は
、
一
八
八
五
年
に
来
日
し
、
一
八
八
九
年
に
宣
教
会
の
本
部
勤
務

を
命
じ
ら
れ
て
フ
ラ
ン
ス
に
帰
国
し
た
宣
教
師
で
あ
り
、
マ
リ
ア
会
を
諷
刺
し

た
『
ト
バ
エ
』
の
発
行
を
同
時
代
に
知
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

（
51
）　
「
暁
星
学
校
が
フ
ラ
ン
ス
語
教
育
に
専
心
す
る
学
校
な
ら
、
父
兄
は
学
校

に
子
供
を
送
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
ド
イ
ツ
語
や
英
語
を
教
え
る
学
校
で
あ
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る
こ
と
を
知
ら
し
め
る
ビ
ゴ
ー
の
諷
刺
画
は
、
学
校
に
と
っ
て
い
い
宣
伝
に
な

っ
た
で
あ
ろ
う
」。C

lavery, E
douard., E

xtrêm
e-O

rient 1940, Paris: L
es 

P
resses m

oderne palais-royale, 1940, pp. 47–48.

ク
ラ
ヴ
ェ
リ
ー
の
触
れ
た

ク
ロ
ー
ド
・
フ
ァ
レ
ー
ル
の
著
書
は
、L

e G
rand D

ram
e de l’A

sie (Paris, 

F
lam

m
arion, 1938)

で
あ
る
。

（
52
）　

ク
ラ
ヴ
ェ
リ
ー
は
、
一
九
三
五
年
に
日
本
版
画
に
関
す
る
著
書
（L’A

rt 

d
es esta

m
p

es ja
p

o
n

a
ises en

 co
u

leu
rs, 1

6
8

0
–

1
9

3
5, P

aris: les P
resses 

m
odernes, 1935

）
を
刊
行
し
て
い
る
が
、
こ
の
本
で
は
ビ
ゴ
ー
の
作
品
に
触
れ

て
い
な
い
。

（
53
）　
「
ポ
タ
ン
」
は
、
噂
話
、
ゴ
シ
ッ
プ
を
意
味
す
る
フ
ラ
ン
ス
語
で
あ
る
。

（
54
）　

芳
賀
徹
他
編
『
ワ
ー
グ
マ
ン
素
描
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
：
幕
末
維
新
事
件
帖
ほ

か
』
下
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
、
二
八
、
三
〇
、
一
〇
二
頁
。

（
55
）　

エ
ヴ
ラ
ー
ル
を
項
目
に
取
り
上
げ
て
い
る
事
典
に
は
、
下
記
の
も
の
な
ど

が
あ
る
。
青
山
玄
「
エ
ヴ
ラ
ー
ル
」『
日
本
キ
リ
ス
ト
教
歴
史
大
事
典
』
教
文

館
、
一
九
八
八
年
、
一
八
八
│
一
八
九
頁
。
本
井
康
博
「
エ
ブ
ラ
ー
ル
」『
新

潟
県
大
百
科
事
典
』
別
巻
、
新
潟
日
報
事
業
社
、
一
九
七
七
年
、
四
九
頁
。

（
56
）　

山
本
四
郎
『
評
伝
原
敬
』
上
巻
、
東
京
創
元
社
、
一
九
九
七
年
、
三
六
│

四
〇
頁
。
前
田
蓮
山
『
原
敬
伝
』
上
巻
、
高
山
書
店
、
一
九
四
三
年
、
一
四
五

│
一
五
五
頁
。
エ
ヴ
ラ
ー
ル
は
、
原
敬
の
上
海
滞
在
時
、
彼
に
手
紙
（
一
八
八

四
年
四
月
三
十
日
）
を
送
っ
て
い
る
が
、
そ
の
文
面
は
原
を
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者

と
し
て
気
遣
っ
た
も
の
で
あ
る
。
原
敬
文
書
研
究
会
編
『
原
敬
関
係
文
書
』
第

三
巻
、
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
八
五
年
、
五
四
三
頁
。
な
お
、
原
が
明
治

初
年
に
一
時
期
学
ん
だ
カ
ト
リ
ッ
ク
学
校
「
マ
リ
ン
塾
」
は
、
後
に
『
ク
ー
リ

エ
・
ド
ュ
・
ジ
ャ
ポ
ン
』
の
攻
撃
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
ジ
ャ
ン
＝
マ
リ
・
マ

ラ
ン
神
父
（
本
論
第
一
章
）
が
開
い
て
い
た
私
塾
で
あ
る
。

（
57
）　

ヴ
ィ
リ
オ
ン
が
、
一
八
八
九
年
、
上
長
の
ミ
ド
ン
に
命
じ
ら
れ
て
、
京
都

か
ら
山
口
に
転
任
し
た
時
期
の
こ
と
で
あ
る
。V

illion, A
im

é., C
inquante ans 

d’apostolat au Japon, H
ong K

ong: Im
prim

erie de la S
ociété des M

issions 

É
trangères, 1923, pp. 341–342. 

池
田
敏
雄
『
ビ
リ
オ
ン
神
父
：
現
代
日
本
カ

ト
リ
ッ
ク
の
柱
石
：
慶
応
・
明
治
・
大
正
・
昭
和
史
を
背
景
に
』
中
央
出
版
社
、

一
九
六
五
年
、
三
一
一
│
三
一
二
頁
。

（
58
）　

一
九
〇
八
年
に
来
日
し
た
イ
エ
ズ
ス
会
の
フ
ラ
ン
ス
人
神
父
ア
ン
リ
・
ブ

シ
ェ
ー
も
、
エ
ヴ
ラ
ー
ル
が
死
去
し
た
時
、
ラ
テ
ン
語
の
日
記
（
一
九
一
九
年

五
月
四
日
）
に
次
の
よ
う
な
言
葉
を
残
し
て
い
る
。「
エ
ヴ
ラ
ー
ル
師
死
去
。

修
道
者
の
友
で
あ
っ
た
。
い
つ
も
多
く
の
修
道
会
が
日
本
に
く
る
よ
う
努
力
し

た
。
ま
た
長
年
の
あ
い
だ
大マ

マ
使
館
の
通
訳
を
し
て
、
た
く
さ
ん
の
事
を
理
解
し
、

多
く
の
友
人
が
あ
っ
た
。
神
の
人
と
い
え
る
」
上
智
大
学
史
資
料
集
編
纂
委
員

会
編
『
上
智
大
学
史
資
料
集
』
第
一
集
、
上
智
大
学
、
一
九
八
〇
年
、
一
六
八

頁
。

（
59
）　

須
長
泰
一
「
フ
ラ
ン
ス
人
医
師
が
見
た
明
治
初
期
の
日
本
│
私
立
新
潟
病

院
初
代
外
国
人
医
学
教
師
ヴ
ィ
ダ
ル
の
旅
行
記
『
新
潟
か
ら
江
戸
へ
（
日

本
）』」『
日
本
医
史
学
雑
誌
』
第
四
九
巻
、
第
三
号
、
二
〇
〇
三
年
、
五
〇
六

頁
。

（
60
）　

ト
ク
・
ベ
ル
ツ
編
（
菅
沼
竜
太
郎
訳
）『
ベ
ル
ツ
の
日
記
』
上
巻
、
岩
波

書
店
（
岩
波
文
庫
）、
一
九
七
九
年
、
三
六
五
頁
。

（
61
）　

楠
家
重
敏
『
ネ
ズ
ミ
は
ま
だ
生
き
て
い
る
│
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
伝
記
』
雄
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松
堂
出
版
、
一
九
八
六
年
、
二
九
九
│
三
〇
〇
頁
。
エ
ヴ
ラ
ー
ル
は
、
一
八
八

六
年
に
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
と
共
に
羅
馬
字
学
会
の
委
員
に
立
候
補
し
て
お
り
、
こ

の
時
期
す
で
に
彼
と
の
交
友
関
係
は
結
ば
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。「
羅
馬
字
会
の
事
務
委
員
候
補
者
」『
東
京
日
日
新
聞
』
一
八
八
六
年
二
月

十
四
日
（『
新
聞
集
成　

明
治
編
年
史
』
第
六
巻
、
本
邦
書
籍
、
一
九
八
二
年
、

二
四
一
頁
）。

（
62
）　

長
岡
祥
三
訳
『
ア
ー
ネ
ス
ト
・
サ
ト
ウ
公
使
日
記
』
１
、
新
人
物
往
来
社
、

一
九
八
九
年
、
九
七
、
一
四
四
│
一
四
五
、
一
九
九
頁
。
長
岡
祥
三
、
福
永
郁

雄
共
訳
、
同
上
、
２
、
一
九
九
一
年
、
一
六
六
頁
。

（
63
）　

エ
ヴ
ラ
ー
ル
は
、
一
八
九
七
年
、『
国
民
之
友
』
の
英
語
版
『
フ
ァ
ー
・

イ
ー
ス
ト
』
に
日
本
社
会
の
現
況
に
関
す
る
仏
文
の
記
事
を
寄
稿
し
て
い
る
。

E
vrard, F

élix., “C
oup d’œ

il rétrospectif sur la situation im
périale jusqu’à 

nos jours,” T
he Far E

ast, V
ol. II, n° 9, septem

ber 1897, pp. 403–413; n° 10, 

october 1897, pp. 498–507.

（
64
）　
「
エ
フ
、
エ
ー
、
エ
ブ
ー
ラ
ル
氏
」
卯
九
会
編
『
内
地
雑
居
ニ
対
ス
ル
諸

大
家
之
意
見
』
後
編
、
広
益
図
書
、
一
八
九
九
年
（
稲
生
典
太
郎
編
『
内
地
雑

居
論
資
料
集
成
』
第
五
巻
〈
原
書
房
、
一
九
九
二
年
〉
に
収
録
）。

（
65
）　 

「
外
人
の
併
合
観
：
エ
ブ
ラ
ル
氏
談
」『
読
売
新
聞
』
一
九
一
〇
年
八
月
三

十
日
。「
羅
馬
法
王
は
禱
ら
じ
」
同
上
、
一
九
一
一
年
十
月
十
四
日
。
な
お
、

『
読
売
新
聞
』
が
一
二
〇
〇
号
を
迎
え
る
時
、
エ
ヴ
ラ
ー
ル
は
同
新
聞
社
に
祝

辞
を
送
っ
て
い
る
。
同
上
、
一
九
一
〇
年
十
月
四
日
。

（
66
）　

エ
ヴ
ラ
ー
ル
は
、『
東
京
朝
日
新
聞
』
の
訪
問
記
者
に
対
し
て
、
か
つ
て

年
に
数
回
宮
中
に
上
が
っ
て
明
治
天
皇
に
拝
謁
す
る
機
会
を
も
っ
て
い
た
こ
と

を
語
っ
て
い
る
。「
老
宣
教
師
の
感
嘆
」『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
一
二
年
八
月

一
日
。

（
67
）　

注
（
17
）
前
掲
書
。

（
68
）　

M
om

otarô ou le prem
ier-né de la P

êche, T
ôkyô: K

ôbunsha, 1886. 

石

澤
小
枝
子
『
ち
り
め
ん
本
の
す
べ
て
：
明
治
の
欧
文
挿
絵
本
』（
第
二
版
）、
三

弥
井
書
店
、
二
〇
〇
五
年
、
一
〇
二
頁
。

（
69
）　

A
M

A
E

, C
P, Japon, V

ol. 35, D
P

 n°185, J. A
. S

ienkiew
icz au M

inistre 

des A
ffaires étrangères, T

ôkyô, 4 octobre 1891. C
P, Japon, V

ol. 37, D
P

 n° 

93, V
ictor C

ollin de P
lancy au M

inistre des A
ffaires étrangères, T

ôkyô, 22 

août 1892.

（
70
）　

A
M

A
E

, P
ap

ier A
g

en
ts (PA

), V
.C

o
llin

 d
e P

lan
cy, V

o
l. 4

, J. A
. 

S
ienkiew

icz à V. C
ollin de P

lancy, Paris, 27 juin, 1892. C
P, Japon 37, D

P
 n°

93, V. C
ollin de P

lancy au M
inistre des A

ffaires étrangères, T
ôkyô, 22 août 

1892.　

エ
ヴ
ラ
ー
ル
は
一
九
〇
〇
年
に
レ
ジ
オ
ン
・
ド
ヌ
ー
ル
勲
章
を
授
与
さ

れ
て
い
る
。

（
71
）　
『
パ
リ
外
国
宣
教
会
年
次
報
告
』
第
一
巻
、
一
〇
八
、
一
二
五
│
一
二
六

頁
（
な
お
、
こ
の
翻
訳
書
で
は
、
エ
ヴ
ラ
ー
ル
の
名
前
が
、「
エ
ヴ
ラ
ー
ル
」、

「
エ
ヴ
ラ
ー
」、「
エ
ヴ
ラ
ル
」
な
ど
一
定
し
て
い
な
い
）。『
読
売
新
聞
』（
一
八

九
〇
年
七
月
二
十
五
日
）
の
雑
報
は
、
シ
ェ
ン
キ
ヴ
ィ
ッ
チ
公
使
の
避
暑
に
も

エ
ヴ
ラ
ー
ル
が
同
行
し
て
い
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

（
72
）　

松
風
編
「
偉
人
エ
ヴ
ラ
ル
師
断
片
：
日
本
の
開
化
に
隠
れ
た
功
績
」『
声
』

第
七
八
九
号
、
一
九
四
一
年
十
一
月
、
四
二
頁
。

（
73
）　

フ
ラ
ン
ス
の
第
二
次
軍
事
顧
問
団
の
一
員
と
し
て
、
一
八
七
六
年
か
ら
七
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八
年
ま
で
滞
日
し
た
ル
イ
・
ク
レ
ッ
ト
マ
ン
は
、
そ
の
日
記
（
一
八
七
七
年
十

二
月
五
日
）
に
、
彼
が
フ
ラ
ン
ス
公
使
館
で
エ
ヴ
ラ
ー
ル
や
オ
ズ
ー
フ
神
父
、

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
と
と
も
に
、
大
久
保
利
通
や
伊
藤
博
文
と
会
食
を
し
た
こ
と
を

記
し
て
い
る
。K

reitm
ann, L

ouis., D
eux ans au Japon (1876–1878), Tom

e 1, 

M
arseille: à com

pte d’auteur, 1995, p. 127.　

ヴ
ィ
リ
オ
ン
神
父
は
、
浦
上
四

番
崩
れ
の
殉
教
者
の
墓
と
追
悼
碑
（
一
八
九
二
年
に
建
立
）
を
萩
に
設
立
す
る

こ
と
を
計
画
し
た
時
、
エ
ヴ
ラ
ー
ル
に
対
し
て
、
井
上
馨
か
ら
県
知
事
あ
て
に

推
薦
書
翰
を
送
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
斡
旋
を
依
頼
し
て
い
る
。V

illion, 

A
im

é., op.cit., p. 387. 

池
田
敏
雄
、
前
掲
書
、
三
六
一
頁
。

（
74
）　

A
M

A
E

, C
P, Japon, V

ol. 35, D
P

 n° 185, J. A
. S

ienkiew
icz au M

inistre 

des A
ffaires étrangères, T

ôkyô, 4 octobre 1891.

（
75
）　

海
老
沢
有
道
は
、
エ
ヴ
ラ
ー
ル
が
、
一
八
七
一
年
当
時
、
日
本
の
官
憲
に

対
し
て
自
身
の
国
籍
を
フ
ラ
ン
ス
か
ら
プ
ロ
シ
ア
に
変
更
し
て
申
告
し
て
い
た

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
行
政
上
、
エ
ヴ
ラ
ー
ル
の
郷
里
の
ロ
レ
ー
ヌ
地
方
は
、

普
仏
戦
争
の
敗
北
に
よ
り
プ
ロ
シ
ア
に
割
譲
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
情
が
あ
っ

た
と
は
い
え
、
見
方
に
よ
っ
て
は
、
彼
が
フ
ラ
ン
ス
人
と
し
て
の
愛
国
心
を
特

に
強
く
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
と
も
考
え
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。
海
老
沢
有
道
「
脱
走
切
支
丹
市
郎
右
衛
門
一
件
」『
維
新
変
革
期
と
キ

リ
ス
ト
教
』
新
生
社
、
一
九
六
八
年
、
二
四
〇
│
二
四
一
頁
。

（
76
）　
「
日
本
か
ら
の
手
紙
」
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
関
連
の
事
項
を
扱
っ
た
も

の
は
、『
ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
ス
・
ト
ン
キ
ノ
ワ
ー
ズ
』
の
下
記
の
号
で
あ
る
。

一
八
九
一
年
十
一
月
十
七
日
、
十
二
月
三
日
、
十
二
日
、
一
八
九
二
年
一
月
十

四
日
、
二
月
十
一
日
、
十
六
日
、
二
十
日
、
四
月
九
日
、
三
十
日
、
五
月
二
十

六
日
、
六
月
八
日
、
十
六
日
、
二
十
三
日
、
二
十
八
日
、
七
月
二
十
三
日
。
こ

の
内
、
一
八
九
一
年
十
一
月
十
七
日
の
通
信
文
が
函
館
教
区
の
ベ
ル
リ
オ
ー
ズ

司
教
、
一
八
九
二
年
の
一
月
七
日
の
通
信
文
が
マ
リ
ア
会
を
扱
っ
て
い
る
他
は
、

す
べ
て
エ
ヴ
ラ
ー
ル
を
批
判
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
77
）　

C
éard, Jean., “C

ollin de P
lancy,” Jacques A

lbin S
im

on, L
aplanche, 

F
rançois (sous la dir.), L

es Sciences R
eligieuses: L

es X
IX

e siècle 1800–

1914, Paris: B
eauchesne, 1992, pp. 153–154. 

床
鍋
剛
彦
「
訳
者
あ
と
が
き
」

コ
ラ
ン
・
ド
・
プ
ラ
ン
シ
ー
（
床
鍋
剛
彦
訳
、
吉
田
八
岑
協
力
）『
地
獄
の
辞

典
』
講
談
社
、
一
九
九
〇
年
、
三
三
二
│
三
三
四
頁
。
た
だ
、「
フ
ラ
ン
ス
使

節
団
の
通
訳
と
し
て
北
京
に
渡
っ
た
」
と
い
う
ジ
ャ
ッ
ク
・
コ
ラ
ン
・
ド
・
プ

ラ
ン
シ
ー
に
関
す
る
床
鍋
氏
の
記
述
は
、
外
交
通
訳
官
と
し
て
北
京
に
赴
任
し

た
息
子
と
の
混
同
か
ら
き
た
誤
り
で
あ
る
。

（
78
）　

L
em

aire, E
lisab

eth
., “L

e C
o

llèg
e d

e l’Im
m

acu
lée C

o
n

cep
tio

n 

(1852-1908),” B
ulletin de la Société historique et archéologique du X

V
èm

e 

arrondissem
ent de Paris, n° 9, 1997.

（
79
）　

“M
. C

ollin de P
lancy, C

om
m

issaire du gouvernem
ent français. 

S
atisfactions accordées à la M

ission,” A
nnales de la propagation de la Foi, 

n° 379, 1891, pp. 423–424. Teissier du C
ros, R

èm
y, “V

ictor C
ollin de 

P
lancy à S

eoul 1888–1906,” C
ulture coréenne, n° 52, 1999, pp. 16–22.

（
80
）　

コ
ラ
ン
・
ド
・
プ
ラ
ン
シ
ー
は
、
エ
ヴ
ラ
ー
ル
と
彼
の
晩
年
に
至
る
ま
で

手
紙
（
一
九
一
八
年
八
月
十
八
日
付
の
エ
ヴ
ラ
ー
ル
の
書
簡
が
最
後
の
も
の
で

あ
る
）
を
交
換
し
て
お
り
、
彼
ら
が
日
本
滞
在
中
に
深
い
信
頼
関
係
で
結
ば
れ

て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。A

M
A

E
, PA

, V. C
ollin de P

lancy, V
ol. 9.
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（
81
）　

A
M

A
E

, C
P, Japon 37, D

P, n° 25, 93, 95, V
. C

ollin de P
lancy au 

M
inistre des A

ffaires étrangères, T
ôkyô, 27 janvier, 22, 25 août 1892.

（
82
）　

ミ
シ
ョ
ー
が
コ
ラ
ン
・
ド
・
プ
ラ
ン
シ
ー
に
送
っ
た
手
紙
（
一
八
九
一
年

十
一
月
十
一
日
付
）
と
同
内
容
の
公
使
館
批
判
が
「
日
本
か
ら
の
手
紙
」『
ア

ン
デ
パ
ン
ダ
ン
ス
・
ト
ン
キ
ノ
ワ
ー
ズ
』（
一
八
九
一
年
十
二
月
三
日
）
に
も

表
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
、「
日
本
か
ら
の
手
紙
」
の
通
信
に
は
、
匿
名
に
交
じ

っ
て
彼
の
実
名
で
通
信
文
（
一
八
九
二
年
七
月
十
二
日
、
十
一
月
十
六
日
）
が

送
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
ミ
シ
ョ
ー
は
一
八
九
二
年
の
夏
に
日
本
を
離
れ
て
仏
領

イ
ン
ド
シ
ナ
に
移
っ
て
い
る
が
、「
Ｘ
」
署
名
の
「
日
本
か
ら
の
手
紙
」
も
同

時
期
に
終
了
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
、
ミ
シ
ョ
ー
が
匿
名
通
信
文
の
筆
者
と
考

え
ら
れ
る
大
き
な
理
由
で
あ
る
。
ま
た
、
同
時
期
に
『
ク
ー
リ
エ
・
ダ
イ
フ
ォ

ン
』
に
筆
名
（「V

accarim
asen

わ
か
り
ま
せ
ん
」）
で
連
載
さ
れ
て
い
た
日
本

文
化
論
で
も
エ
ヴ
ラ
ー
ル
が
批
判
さ
れ
て
い
る
が
（
一
八
九
二
年
五
月
二
十
六

日
）、
こ
の
筆
名
で
書
か
れ
た
別
の
通
信
文
（
一
八
九
二
年
七
月
二
十
四
日
）

に
は
、
筆
者
が
エ
ド
モ
ン
・
ド
・
ゴ
ン
ク
ー
ル
か
ら
手
紙
を
受
け
取
り
、
北
斎

に
関
す
る
伝
記
的
情
報
を
求
め
ら
れ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
匿
名
の

筆
者
が
ミ
シ
ョ
ー
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
以
上
か
ら
し
て
、
ミ
シ
ョ
ー

が
『
ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
ス
・
ト
ン
キ
ノ
ワ
ー
ズ
』
と
『
ク
ー
リ
エ
・
ダ
イ
フ
ォ

ン
』
の
匿
名
通
信
文
の
筆
者
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

（
83
）　

ミ
シ
ョ
ー
と
同
じ
く
エ
ド
モ
ン
・
ド
・
ゴ
ン
ク
ー
ル
の
協
力
者
で
あ
っ
た

林
忠
正
は
、
ミ
シ
ョ
ー
の
提
供
し
た
北
斎
に
関
す
る
情
報
が
誤
り
の
多
い
も
の

と
し
て
批
判
的
で
あ
っ
た
。
木
々
康
子
『
林
忠
正
と
そ
の
時
代
：
世
紀
末
の
パ

リ
と
日
本
美
術
』
筑
摩
書
房
、
一
九
八
七
年
、
一
七
五
頁
。

（
84
）　

P
roschan, F

rank., ““S
yphilis, O

piom
ania, and Pederasty”: C

olonial 

C
onstructions of V

ietnam
ese (and French) S

ocial D
iseases,” Journal of the 

H
istory of Sexuality, V

olum
e 11, n° 4, O

ctober 2002, p. 610.

（
85
）　

M
ichaut, Paul., C

ontribution à l’étude des m
anifestations de l’hystérie 

chez l’hom
m

e, Paris: G
. S

teinheil, 1890.　

ミ
シ
ョ
ー
の
没
年
は
わ
か
ら
な
い

が
、
彼
の
名
前
は
、
一
九
一
七
年
ま
で
医
師
の
年
鑑
（G

uide R
osenw

ald

）
に

現
れ
る
。
た
だ
、
一
九
二
二
年
の
年
鑑
に
は
、
彼
の
名
前
が
み
ら
れ
な
い
の
で
、

恐
ら
く
、
一
九
一
八
年
か
ら
二
一
年
の
間
に
亡
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
る
。
以
上
の
ミ
シ
ョ
ー
の
伝
記
的
事
実
に
関
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
医

歯
学
系
大
学
間
図
書
館
（
B　
I　
U　
M
）
の
ベ
ル
ナ
デ
ッ
ト
・
モ
リ
ト
ー
ル

（B
ernadette M

olitor

）
氏
の
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
ミ
シ
ョ
ー
と
日
本
と
の

関
わ
り
に
関
し
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

（
86
）　

ミ
シ
ョ
ー
の
名
前
は
、
エ
ド
モ
ン
・
ド
・
ゴ
ン
ク
ー
ル
の
『
日
記
』
に
八

回
現
れ
て
い
る
。
ま
た
、
下
記
の
博
士
論
文
が
、
ゴ
ン
ク
ー
ル
に
送
ら
れ
た
彼

の
書
簡
を
紹
介
し
て
い
る
。Takeo, Y

am
am

oto., «L’art japonais du X
V

IIIe 

siécle», d’E
dm

ond de G
oncourt: genèse d’un projet interrom

pu (1888–

1896), T
hèse (U

niversité Paris IV
), 2007, pp. 107–118.

（
87
）　

も
っ
と
も
ミ
シ
ョ
ー
の
日
本
文
化
の
理
解
が
極
め
て
不
十
分
な
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
も
事
実
で
、『
ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
ス
・
ト
ン
キ
ノ
ワ
ー
ズ
』
の
通
信

文
で
は
、『
古
事
記
』
の
創
世
神
話
を
紹
介
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
仏
教
の
聖
典

で
あ
る
と
書
い
て
い
る
。“L

ettre du Japon,” Indépendance Tonkinoise, n°

354, 16 avril 1892.

（
88
）　

な
お
、
こ
の
筆
名
の
冒
頭
に
「
Ｗ
」
で
は
な
く
、「
Ｖ
」
が
使
わ
れ
て
い
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る
の
は
、「
わ
か
り
ま
せ
ん
」
と
「
ば
か
」
を
か
け
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
89
）　

一
八
九
一
年
の
十
月
頃
、
ミ
シ
ョ
ー
は
ア
イ
ヌ
民
族
の
調
査
の
た
め
に
北

海
道
へ
旅
行
を
し
て
い
る
。 “Introduction,” R

efsing, K
irsten (ed.), E

arly 

E
uropean w

ritings on A
inu culture: travelogues and descriptions, V

ol. I, 

T
ôkyô: E

dition S
ynapse, 2000, pp. 61–62. “L

ettre du Japon,” Indépendance 

T onkinoise, n° 295, 26 novem
bre 1891.

（
90
）　

E
dm

ond de G
oncourt et Jules de G

oncourt, Journal: M
ém

oires de la 

vie littérature, V
ol.III, R

obert L
affont, 2004, p. 1292.　

ゴ
ン
ク
ー
ル
の
日
記

（
一
八
九
六
年
六
月
三
日
）
に
は
、
あ
る
フ
ラ
ン
ス
の
旅
劇
団
が
来
日
公
演
を

し
た
時
、
ビ
ゴ
ー
が
通
訳
を
務
め
た
逸
話
を
ミ
シ
ョ
ー
が
話
し
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
。
な
お
、
ビ
ゴ
ー
も
来
日
前
（
一
八
八
〇
年
頃
）
に
ゴ
ン
ク
ー
ル
と

知
り
合
っ
て
い
た
。
清
水
勲
「
ビ
ゴ
ー
年
譜
」、
一
六
七
頁
。

（
91
）　

Tuck, P
atrick J. N

., F
rench C

atholic m
issionaries and the politics of 

im
perialism

 in V
ietnam

, 1857–1914: a docum
entary survey, L

iverpool: 

L
iverpool university press, 1987, pp. 249–250.

（
92
）　

ミ
シ
ョ
ー
の
博
士
論
文
の
献
辞
に
よ
る
と
、
彼
の
兄
は
軍
人
で
、
イ
ン
ド

シ
ナ
植
民
地
に
赴
任
中
、
戦
死
し
た
ら
し
い
。
彼
が
、
長
く
は
な
い
仏
領
イ
ン

ド
シ
ナ
の
滞
在
時
に
、
当
地
の
新
聞
関
係
者
と
人
脈
を
つ
く
り
え
た
の
は
、
こ

の
亡
く
な
っ
た
兄
の
存
在
が
関
わ
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

（
93
）　

V
acarim

asen, “U
n coin du Japon: L

e théâtre japonais,” L
e C

ourrier 

d’H
aiphong, 26 m

ai 1892.

（
94
）　

来
日
し
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
や
ロ
シ
ア
正
教
の
宣
教
師
に
は
、
パ
リ
外
国

宣
教
会
の
カ
ト
リ
ッ
ク
宣
教
師
を
イ
エ
ズ
ス
会
士
と
誤
解
し
て
い
る
者
が
い
た
。

岡
部
一
興
編
、
有
地
美
子
訳
『
宣
教
師
ル
ー
ミ
ス
と
明
治
日
本
│
横
浜
か
ら
の

手
紙
』
有
隣
堂
（
有
隣
新
書
）、
二
〇
〇
〇
年
、
三
九
、
四
二
頁
。
中
村
健
之

介
『
宣
教
師
ニ
コ
ラ
イ
と
明
治
日
本
』
岩
波
書
店
（
岩
波
新
書
）、
一
九
九
六

年
、
五
七
│
五
八
頁
。

（
95
）　
「
イ
エ
ズ
ス
会
神
話
」
を
概
観
し
た
も
の
に
、
イ
エ
ズ
ス
会
の
ヨ
ゼ
フ
・

ロ
ゲ
ン
ド
ル
フ
に
よ
る
「
伝
説
ジ
ェ
ス
イ
ッ
ト
考
」（
ヨ
ゼ
フ
・
ロ
ゲ
ン
ド
ル

フ
編
『
イ
エ
ズ
ス
会
：
再
渡
来
五
十
周
年
を
迎
え
て
』
エ
ン
デ
ル
レ
書
店
、
一

九
五
八
年
、
一
〇
〇
│
一
三
五
頁
）
が
あ
る
。
ま
た
、
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の

「
イ
エ
ズ
ス
会
神
話
」
を
扱
っ
た
研
究
に
は
、
下
記
の
も
の
が
あ
る
。
上
垣
豊

「
立
憲
王
政
下
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
イ
エ
ズ
ス
会
神
話
：
モ
ン
ロ
ジ
エ
か
ら
ミ

シ
ュ
レ
ま
で
」『
史
林
』 

第
八
一
巻
、
第
三
号 

、
一
九
九
八
年
。C

ubitt, 

G
eoffrey., T

he Jesuit m
yth: conspiracy theory and politics in nineteenth-

century F
rance, O

xford: C
larendon P

ress, 1993. L
eroy, M

ichel., op.cit., 

Fabre, P
ierre-A

ntoine et M
aire, C

atherine (sous la dir.), L
es antijésuites: 

discours, figures et lieux de l’antijésuitism
e à l’époque m

oderne, R
ennes: 

P
resses universitaires de R

ennes, 2010.　

な
お
、『
パ
リ
燃
ゆ
』
に
お
い
て
、

パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
を
共
感
的
に
描
い
た
大
佛
次
郎
は
、
未
完
に
終
わ
っ
た
晩

年
の
大
作
『
天
皇
の
世
紀
』
で
、
幕
末
フ
ラ
ン
ス
外
交
に
関
わ
っ
た
メ
ル
メ
・

カ
シ
ョ
ン
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
彼
を
イ
エ
ズ
ス
会
神
父
と
誤
解
し
た
う
え

で
、
そ
の
性
格
を
「『
外
柔
内
残
』
で
、
俗
人
と
異
な
る
ジ
ェ
ズ
イ
ッ
ト
の
僧

侶
の
性
格
」
と
形
容
し
て
い
る
。
こ
の
評
価
は
、
栗
本
鋤
雲
の
メ
ル
メ
・
カ
シ

ョ
ン
評
に
拠
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
メ
ル
メ
・
カ
シ
ョ
ン
に
イ
エ
ズ
ス
会
士
の

特
性
を
み
る
の
は
大
佛
独
自
の
も
の
で
あ
り
、
彼
は
、
何
ら
か
の
形
で
共
和
主
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義
者
の
流
布
し
て
い
た
「
イ
エ
ズ
ス
会
神
話
」
の
影
響
を
受
け
て
い
た
の
で
は

な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。
大
佛
次
郎
『
天
皇
の
世
紀
』
第
六
巻
、
朝
日
新
聞
社
、

一
九
七
〇
年
、
三
六
九
頁
。
な
お
、
こ
の
大
佛
の
メ
ル
メ
・
カ
シ
ョ
ン
に
関
す

る
厳
し
い
評
価
は
、
浦
上
四
番
崩
れ
を
扱
っ
た
同
書
「
旅
の
話
」
に
お
け
る
パ

リ
外
国
宣
教
会
の
宣
教
師
へ
の
高
い
評
価
と
興
味
深
い
対
照
を
な
し
て
い
る
。

（
96
）　

“L
ettre du Japon,” L’Indépendance Tonkinoise, n° 381, 26 m

ai 1892. 

『
ク
ー
リ
エ
・
ダ
イ
フ
ォ
ン
』（
一
八
九
一
年
五
月
二
十
六
日
）。
な
お
、
こ
の

請
願
に
関
し
て
は
、
コ
ラ
ン
・
ド
・
プ
ラ
ン
シ
ー
は
、
東
京
と
横
浜
に
在
住
の

フ
ラ
ン
ス
人
約
二
〇
〇
名
の
う
ち
、
わ
ず
か
二
十
名
し
か
請
願
に
署
名
し
て
い

な
い
と
述
べ
て
い
る
。A

M
A

E
, C

P, Japon 37, D
P

 n° 93, V. C
ollin de P

lancy 

à J. A
. S

ienkiew
icz , T

ôkyô, 22 août 1892. 

一
方
、
ビ
ゴ
ー
の
執
筆
と
思
わ
れ

る
『
ク
ー
リ
エ
・
ダ
イ
フ
ォ
ン
』
の
匿
名
記
事
（
一
八
九
二
年
十
一
月
）
で
は
、

横
浜
居
留
地
の
フ
ラ
ン
ス
人
の
五
十
一
名
中
、
四
十
五
名
の
署
名
を
集
め
た
後
、

ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ク
レ
マ
ン
ソ
ー
を
通
し
て
本
国
の
国
民
議
会
に
提
出
さ
れ
た
が
、

そ
の
後
、
何
の
音
沙
汰
も
な
い
ま
ま
で
あ
る
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
。A

M
A

E
, 

C
P, Japon 37, D

P
 n° 129, A

nnexe (III) la copie d’un article anonym
e de 

B
igot dans L

e C
ourrier d’H

aiphong (20 et 27 novem
bre 1892).

（
97
）　

清
水
勲
「『
ト
バ
エ
』
の
全
体
像
」、
一
六
六
頁
。

（
98
）　

“L
ettre du Japon (Y

okoham
a, 21 février),” L

e C
ourrier d’H

aiphong, 

15 m
ars 1891.

（
99
）　

“L
ettre du Japon,” L’Indépendance Tonkinoise, n° 389, 8 juin 1892.

（
100
）　
『
パ
リ
外
国
宣
教
会
年
次
報
告
』
第
二
巻
、
一
九
九
七
年
、
三
七
、
二
五

八
│
二
五
九
、
二
六
九
頁
。
パ
リ
外
国
宣
教
会
の
カ
ト
リ
ッ
ク
宣
教
師
は
、
カ

ト
リ
ッ
ク
信
者
の
商
人
に
対
し
て
も
、
日
本
に
来
る
と
き
に
彼
ら
は
信
仰
心
を

失
っ
て
し
ま
う
と
批
判
し
て
い
る
。

（
101
）　

横
浜
市
編
『
横
浜
市
史
』
第
四
巻
下
、
横
浜
市
、
一
九
六
八
年
、
四
一
四

│
四
一
五
頁
。『
パ
リ
外
国
宣
教
会
年
次
報
告
』
第
二
巻
、
一
│
二
、
一
六
│

一
七
、
一
八
九
│
一
九
〇
頁
。

（
102
）　
『
ア
ー
ネ
ス
ト
・
サ
ト
ウ
公
使
日
記
』
１
、
六
二
頁
。

（
103
）　

“L
ettre du Japon,” L’Indépendance Tonkinoise, n° 385, 1er juin 1892.

（
104
）　

A
M

A
E

, PA
, V. C

ollin de P
lancy, V

ol. 4, J. A
. S

ienkiew
icz à V. C

ollin de 

P
lancy, Paris, 27 juin, 22 octobre 1892. 

シ
ェ
ン
キ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
低
評
価
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
後
年
、
ド
ー
ト
ル
メ
ー
ル
は
パ
リ
東
洋
語
学
校
の
日
本
研
究
者

に
な
り
、
ジ
ュ
ー
ル
・
ア
ダ
ン
も
日
本
関
係
の
著
作
を
出
版
し
て
い
る
。
石
澤

小
枝
子
、
前
掲
書
、
一
〇
〇
│
一
〇
一
頁
。
な
お
、
ビ
ゴ
ー
は
『
ト
バ
エ
』
で

こ
の
二
人
を
取
り
あ
げ
て
い
る
の
で
、
彼
ら
と
面
識
が
あ
っ
た
こ
と
に
は
間
違

い
が
な
い
。
清
水
勲
「『
ト
バ
エ
』
の
全
体
像
」、
一
六
四
頁
。

（
105
）　

A
M

A
E

, PA
, V. C

ollin de P
lancy, V

ol. 4, J. A
. S

ienkiew
icz à V. C

ollin de 

P
lancy, Paris, 24 décem

bre 1892.

（
106
）　

A
M

A
E

, C
P, Japon 37, D

P
 n° 93, V. C

ollin de P
lancy au M

inistre des 

A
ffaires étrangères, T

ôkyô, 22 août 1892. PA
, V. C

ollin de P
lancy, V

ol. 4, V. 

C
ollin de P

lancy à J. A
. S

ienkiew
icz, T

ôkyô, 10 septem
bre 1892. 

先
述
し
た

よ
う
に
、
ミ
シ
ョ
ー
は
、
エ
ド
モ
ン
・
ド
・
ゴ
ン
ク
ー
ル
宛
の
手
紙
で
、
日
本

美
術
へ
の
関
心
が
彼
を
日
本
に
赴
か
せ
た
と
語
っ
て
い
る
。
彼
が
ク
ロ
ブ
コ
ウ

ス
キ
ー
に
日
本
行
き
の
便
宜
を
図
っ
て
貰
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
彼
は
年
来
、

来
日
の
動
機
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
ク
ロ
ブ
コ
ウ
ス
キ
ー
が
彼
を
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日
本
に
呼
び
よ
せ
た
と
い
う
コ
ラ
ン
・
ド
・
プ
ラ
ン
シ
ー
の
報
告
書
の
一
文
は
、

や
や
行
き
過
ぎ
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

（
107
）　

A
M

A
E

, PA
, C

ollin de P
lancy, V

ol. 4, L
ettre de J. A

. S
ienkiew

icz à V. 

C
ollin de P

lancy, Paris, 22 octobre 1892.

（
108
）　

A
M

A
E

, C
orrespondance consulaire et com

m
erciale, Y

okoham
a, V

ol. 4, 

A
. K

lobukow
ski au M

inistre des A
ffaires étrangères, Y

okoham
a, 7 avril 

1891. 

な
お
、
ク
ロ
ブ
コ
ウ
ス
キ
ー
は
、
一
八
九
三
年
に
日
本
に
関
す
る
著
書

を
変
名
で
出
版
し
て
い
る
が
、
こ
の
著
書
か
ら
彼
が
日
本
の
伝
統
や
旧
跡
に
関

心
を
も
っ
て
い
た
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。D

hasp, Jean., L
e 

Japon contem
porain (N

otes et im
pressions), P

aris: L
ibrairies-im

prim
eries 

réunies, 1893. 

な
お
、
一
八
九
〇
年
十
月
上
旬
、
ビ
ゴ
ー
と
親
し
か
っ
た
プ
ロ

ス
ペ
ル
・
フ
ー
ク
は
、
ク
ロ
ブ
コ
ウ
ス
キ
ー
に
宛
て
た
書
簡
で
、
あ
る
フ
ラ
ン

ス
人
が
『
ル
・
ポ
タ
ン
』
の
刊
行
前
に
、
自
身
を
モ
デ
ル
に
し
た
諷
刺
画
を
見

た
い
と
ビ
ゴ
ー
に
働
き
か
け
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
翌
年
、
ク
ロ
ブ
コ

ウ
ス
キ
ー
は
、
ビ
ゴ
ー
の
出
版
計
画
の
助
成
依
頼
に
関
し
て
当
初
好
意
的
に
斡

旋
を
引
き
受
け
た
よ
う
に
、
彼
は
、
こ
の
時
期
ま
で
、
ビ
ゴ
ー
の
諷
刺
活
動
を

知
り
な
が
ら
も
、
特
に
問
題
視
は
し
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。A

M
A

E
, 

PA
, A

ntony K
lobukow

ski, C
orrespondance diverse 1. L

ettre de P. Fouque à 

A
.K

lobukow
ski, 13 octobre 1890.

（
109
）　

A
M

A
E

, C
orrespondance consulaire et com

m
erciale, Y

okoham
a, V

ol. 4, 

lettre de A
.K

lobukow
ski, Y

okoham
a, 8 août 1891. 

ク
ロ
ブ
コ
ウ
ス
キ
ー
は
、

ビ
ゴ
ー
の
推
薦
を
取
り
消
し
た
書
簡
で
、
ス
ペ
イ
ン
公
使
に
対
す
る
ビ
ゴ
ー
の

諷
刺
画
に
つ
い
て
は
語
ら
ず
、
彼
の
芸
術
的
才
能
や
著
作
計
画
に
対
し
て
疑
義

の
多
い
こ
と
を
取
り
消
し
の
理
由
に
挙
げ
て
い
る
。

（
110
）　

A
M

A
E

, C
P, Japon 37, D

P
 n° 129, A

nnexe (I): les correspondances 

entre le consul de Y
okoham

a et le M
inistre de France en 1891.

（
111
）　

な
お
、
横
浜
領
事
の
ク
ロ
ブ
コ
ウ
ス
キ
ー
は
、
ミ
シ
ョ
ー
や
ビ
ゴ
ー
に
よ

る
一
連
の
反
公
使
館
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
中
で
、
全
く
批
判
や
言
及
の
対
象
に
挙

げ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
エ
ヴ
ラ
ー
ル
が
横
浜
領
事
館
で
働
い
て
い
た
わ

け
で
は
な
い
の
で
、
あ
る
意
味
で
は
当
然
の
こ
と
と
は
い
え
、
そ
の
言
及
の
不

在
は
や
や
奇
妙
な
ほ
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
ク
ロ
ブ
コ
ウ
ス
キ
ー
が
、
一
八
九
〇

年
に
、
イ
ン
ド
シ
ナ
か
ら
日
本
に
転
任
す
る
と
き
、『
ク
ー
リ
エ
・
ダ
イ
フ
ォ

ン
』（
一
八
九
〇
年
七
月
三
十
一
日
）
は
彼
の
こ
と
を
極
め
て
好
意
的
に
報
じ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
反
教
権
主
義
の
立
場
に
立
つ
も
の
の
間
で
、
彼
が
批
判

を
免
れ
て
い
る
事
実
は
、
彼
が
反
教
権
主
義
者
と
し
て
名
高
い
政
治
家
ポ
ー

ル
・
ベ
ー
ル
の
女
婿
で
あ
っ
た
こ
と
が
大
き
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、

ク
ロ
ブ
コ
ウ
ス
キ
ー
は
、
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
の
会
員
で
も
あ
っ
た
。L

igou, 

D
aniel (sous la dir.)., D

ictionnaire de la franc-m
açonnerie, Paris: P

resses 

universitaires de France, 2004, p. 679. 

彼
は
、
後
の
仏
領
イ
ン
ド
シ
ナ
総
督

時
代
（
一
九
〇
八
│
一
九
一
〇
年
）、
世
俗
化
政
策
を
と
り
な
が
ら
も
、
統
治

上
の
現
実
的
利
害
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
の
協
力
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ

た
人
物
で
あ
り
、
心
情
的
に
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
好
意
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。D

aughton, Jam
es Patrick., A

n em
pire divided: 

R
eligion, republicanism

, and the m
aking of F

rench colonialism
, 1880–1914, 

N
ew

 Y
ork: O

xford U
niversity P

ress, 2006, pp. 109–114, 117. Tuck, Patrick 

J. N
., op.cit., pp. 286–289. 

ク
ロ
ブ
コ
ウ
ス
キ
ー
は
、
日
本
に
関
す
る
著
書
で
、
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ジョルジュ・ビゴーと明治中期のカトリック教会

日
本
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
布
教
の
成
功
の
可
能
性
に
関
し
て
懐
疑
的
な
考
え

を
述
べ
て
い
る
の
で
、
横
浜
領
事
時
代
も
、
在
日
宣
教
師
の
活
動
に
対
し
て
特

に
好
意
的
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。D

hasp, Jean., op.cit., pp. 

274–279. 

た
だ
、
ク
ロ
ブ
コ
ウ
ス
キ
ー
は
、
一
外
交
官
と
し
て
、
自
己
の
信
条

は
別
に
し
て
、
日
本
の
宣
教
師
と
も
良
好
な
関
係
を
保
つ
よ
う
に
務
め
て
い
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ブ
リ
ュ
レ
・
デ
・
ヴ
ァ
ラ
ン
ヌ
神
父
は
、

横
浜
領
事
が
カ
ト
リ
ッ
ク
宣
教
師
に
対
し
て
常
に
大
変
丁
重
な
（courtois

）
な

態
度
を
取
っ
て
い
る
と
日
記
に
書
き
留
め
て
い
る
。L

e Japon d’aujourd’hui. 

Journal intim
e d’un m

issionnaire apostolique au Japon septentrional, 

Tours: A
. M

am
e et fils, 1892, p. 362.

（
112
）　

A
M

A
E

, C
P, Japon 37, D

P
 n° 129, V. C

ollin de P
lancy au M

inistre des 

A
ffaires étrangères, T

ôkyô, 31 décem
bre 1892.

（
113
）　

A
M

A
E

, PA
, C

ollin de P
lancy, V

ol. 4, L
ettre de V. C

ollin de P
lancy à J. 

A
. S

ienkiew
icz, T

ôkyô, 10 septem
bre 1892.

一
八
九
二
年
九
月
の
時
期
、

『
ル
・
ポ
タ
ン
』（
第
二
期
）
の
第
二
号
か
ら
五
号
ま
で
は
出
版
さ
れ
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。

（
114
）　

“L
ettre du Japon”, L’Indépendance Tonkinoise, n° 389, 8 juin 1892.

（
115
）　

ク
ロ
ブ
コ
ウ
ス
キ
ー
は
、
一
八
九
二
年
に
帝
国
ホ
テ
ル
で
行
わ
れ
た
天
長

節
の
舞
踏
会
や
園
遊
会
に
招
待
さ
れ
て
お
り
、
著
書
で
こ
れ
ら
の
祝
賀
行
事
の

模
様
を
描
い
て
い
る
。D

hasp, Jean., op.cit., pp. 188–194.

（
116
）　

A
M

A
E

, C
P, Japon 37, D

P
 n° 129, A

nnexe (II) les correspondances 

entre B
igot et C

ollin de P
lancy en novem

bre 1892.

（
117
）　

A
M

A
E

, C
P, Japon 37, D

P
 n° 129, A

nnexe (III) la copie d’un article 

anonym
e de B

igot dans L
e C

ourrier d’H
aiphong (20 et 27 novem

bre 1892). 

ま
た
、『
ク
ー
リ
エ
・
ダ
イ
フ
ォ
ン
』
に
は
、
他
に
も
一
八
九
二
年
後
半
期
に

公
使
館
を
批
判
し
た
匿
名
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
ビ
ゴ
ー
の
筆
で
あ
る

こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。M

icrocoque, “L’influence français au Japon,” L
e 

C
ourrier d’H

aiphong, 14 août 1892. “L
ettre du Japon (Y

okoham
a, 15 

décem
bre 1892),” Ibid., 12 janvier 1893.

（
118
）　

A
M

A
E

, C
P, Japon 37, D

P
 n° 129, V. C

ollin de P
lancy au M

inistre des 

A
ffaires étrangères, T

ôkyô, 31 décem
bre 1892.

（
119
）　 

こ
の
諷
刺
画
に
つ
い
て
、
清
水
勲
氏
は
、
外
国
人
神
父
の
日
本
人
女
性
に

対
す
る
男
性
的
興
味
を
描
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
解
釈
し
て
い
る
。
清
水

勲
『
ビ
ゴ
ー
が
見
た
日
本
人
：
諷
刺
画
に
描
か
れ
た
明
治
』
講
談
社
（
講
談
社

学
術
文
庫
）、
二
〇
〇
一
年
、
一
九
二
│
一
九
三
頁
。

（
120
）　
『
横
浜
バ
ラ
ー
ド
』
の
刊
行
年
に
関
し
て
は
諸
説
が
あ
っ
た
が
、
英
字
新

聞
『
ジ
ャ
パ
ン
・
ウ
ィ
ー
ク
リ
ー
・
メ
イ
ル
』T

he Japan W
eekly M

ail

の
一

八
九
二
年
十
一
月
五
日
の
記
事
に
こ
の
詩
画
集
の
出
版
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
の

で
、
一
八
九
二
年
の
刊
行
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

（
121
）　

ビ
ゴ
ー
は
、『
ト
バ
エ
』
の
諷
刺
画
で
、『
ジ
ャ
パ
ン
・
ガ
ゼ
ッ
ト
』
と
同

じ
立
場
に
立
っ
て
日
本
政
府
を
批
判
し
て
い
た
こ
と
が
あ
り
、
同
紙
の
主
張
に

共
感
を
も
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
清
水
勲
「
解
題
」
芳
賀
徹
他
編
『
ビ
ゴ
ー

素
描
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
：
明
治
の
世
相
』
第
二
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
、

一
四
〇
頁
。

（
122
）　

“L
ettre du Japon,” L’Indépendance Tonkinoise, n° 389, 8 juin 1892; n°

402, 23 juin 1892.
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（
123
）　

表
紙
に
記
載
さ
れ
た
販
売
場
所
は
、
第
二
号
で
は
、
横
浜
六
十
二
番
地
の

ア
ン
ド
レ
宅
、
神
戸
五
六
番
地
の
居
留
地
ホ
テ
ル
、
同
八
十
番
地
の
オ
リ
エ
ン

タ
ル
・
ホ
テ
ル
、
大
阪
の
ユ
ニ
オ
ン
ク
ラ
ブ
、
京
都
の
京
都
ホ
テ
ル
、
東
京
の

東
京
ホ
テ
ル
で
あ
り
、
第
三
号
か
ら
六
号
ま
で
は
、
横
浜
五
十
一
番
地
の
カ
ル

テ
ィ
宅
、
同
一
三
三
番
地
の
サ
ル
デ
ー
ニ
ュ
宅
、
神
戸
五
六
番
地
の
オ
テ
ル
・

デ
・
コ
ロ
ニ
ー
（
居
留
地
ホ
テ
ル
）、
同
八
十
番
地
の
オ
リ
エ
ン
タ
ル
・
ホ
テ

ル
と
な
っ
て
い
る
。
定
価
は
、
第
五
号
の
み
二
円
で
、
そ
れ
以
外
の
号
は
一
円

五
十
銭
で
あ
る
。

（
124
）　

エ
レ
ー
ヌ
・
コ
ル
ヌ
ヴ
ァ
ン“G

eorges B
igot: L’artiste aux deux 

visages ”

「
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ビ
ゴ
ー
・
ふ
た
つ
の
顔
を
持
つ
画
家
」（
杉
村
浩
哉
、

前
堀
信
子
訳
）、
酒
井
忠
康
、
杉
村
浩
哉
、
小
松
崎
拓
男
編
集
『
ジ
ョ
ル
ジ

ュ
・
ビ
ゴ
ー
展
：
明
治
日
本
を
生
き
た
フ
ラ
ン
ス
人
画
家
』
読
売
新
聞
社
・
美

術
館
連
絡
協
議
会
、
一
九
八
七
年
、
二
六
、
三
一
頁
。

（
125
）　

第
二
号
は
一
七
頁
、
三
号
は
一
六
頁
、
四
号
は
一
六
頁
、
五
号
は
一
五
頁
、

六
号
が
二
〇
頁
で
あ
る
。
な
お
、
著
者
が
原
本
を
実
見
し
た
の
は
第
六
号
の
み

で
あ
る
が
、
こ
の
号
の
諷
刺
画
に
は
全
て
彩
色
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
126
）　

“L
ettre du Japon,” L’Indépendance Tonkinoise, n° 389, 8 juin 1892.　

「
エ
ラ
ー
ル
」
の
周
囲
に
屍
を
置
く
趣
向
は
、
同
号
の
他
の
頁
（
Ⅱ
│

16
）
で

も
行
わ
れ
て
い
る
。

（
127
）　
『
ル
・
ポ
タ
ン
』
作
中
の
コ
ミ
ュ
ナ
ー
ル
に
関
し
て
、
コ
ラ
ン
・
ド
・
プ

ラ
ン
シ
ー
は
、
外
交
報
告
書
で
、「
ギ
ベ
ー
ル
」
と
い
う
人
物
を
モ
デ
ル
に
し

て
い
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
彼
に
関
し
て
具
体
的
な
説
明
を
行
っ
て
い
な
い
。

恐
ら
く
、
そ
れ
は
外
交
当
事
者
に
と
っ
て
説
明
の
必
要
の
な
い
人
物
で
あ
っ
た

こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
当
時
、
在
日
公
使
館
に
は
同
名
の
通
訳
官
（
ア
メ

デ
・
ギ
ベ
ー
ル A

m
édée G

uibert

）
が
い
た
の
で
、
ビ
ゴ
ー
の
製
作
動
機
か
ら

考
え
て
、
こ
の
人
物
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
ギ
ベ
ー
ル
の

名
前
は
、
一
八
九
二
年
度
の
東
京
在
住
フ
ラ
ン
ス
人
の
名
簿
に
確
認
で
き
る
。

A
M

A
E

, C
orrespondance consulaire et com

m
ercial, T

ôkyô, V
ol. 9, V. C

ollin 

de P
lancy au M

inistre des A
ffaires étrangères, T

ôkyô, 27 janvier 1893.

（
128
）　

D
ixm

ier, M
ichel., L

alouette, Jacqueline., et P
asam

onik D
idier., L

a 

R
épublique et l’É

glise: Im
ages d’une querelle, Paris: L

a M
artinière, 2005, 

pp. 34–37.

（
129
）　

Jacquem
et, G

érard., B
elleville au X

IX
e siècle du faubourg à la ville, 

P
aris: E

ditions de l’E
cole des H

autes E
tudes en S

ciences S
ociales, 1984. 

C
h. V

III: U
n bastion du socialism

e.

（
130
）　

A
M

A
E

, C
P, Japon 37, D

P
 n° 129, V. C

ollin de P
lancy au M

inistre des 

A
ffaires étrangères, T

ôkyô, 31 décem
bre 1892.

（
131
）　

こ
こ
で
ビ
ゴ
ー
に
作
品
を
参
照
さ
れ
て
い
る
ジ
ャ
ン=

ポ
ー
ル
・
ロ
ー
ラ

ン
ス
は
、
反
教
権
的
な
主
題
（
異
端
審
問
官
な
ど
）
を
好
ん
で
取
り
上
げ
る
フ

ラ
ン
ス
人
の
画
家
で
あ
っ
た
。Françoise, de V

ergnette., “Portrait de Jean-

P
aul L

aurens en hom
m

e exem
plaire,” Jean-P

aul L
aurens, 1838–1921; 

Peintre d’histoire, Paris: R
éunion des m

usées nationaux, 1997, pp. 66–67.

（
132
）　

な
お
、
ヴ
ォ
ジ
ラ
ー
ル
通
り
の
近
辺
に
は
、
マ
リ
ア
会
の
経
営
す
る
名
門

校
ス
タ
ニ
ス
ラ
ス
学
園
が
あ
っ
た
。
ビ
ゴ
ー
は
、
マ
リ
ア
会
と
マ
リ
ス
ト
会
を

混
同
し
て
い
た
の
で
、
マ
リ
ス
ト
会
と
書
き
な
が
ら
も
ス
タ
ニ
ス
ラ
ス
学
園
を

念
頭
に
置
い
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
ビ
ゴ
ー
の
読
ん
で
い
た
可
能
性
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ジョルジュ・ビゴーと明治中期のカトリック教会

の
あ
る
ア
リ
ア
ン
ス
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
の
会
報
は
、
暁
星
学
校
を
「
パ
リ
の
ス

タ
ニ
ス
ラ
ス
学
園
の
分
校
」
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
。B

ulletin de l’A
lliance 

F
rançaise, n° 42, 1892, p. 124.

（
133
）　
『
ル
・
ポ
タ
ン
』
の
第
二
号
に
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
神
父
や
修
道
士

が
、
教
会
の
火
事
の
消
防
に
つ
と
め
る
場
面
（
Ⅱ
│

12
）
が
あ
る
。
普
仏
戦
争

時
、
コ
ラ
ン
・
ド
・
プ
ラ
ン
シ
ー
の
母
校
で
あ
る
聖
母
マ
リ
ア
の
無
原
罪
学
園

の
イ
エ
ズ
ス
会
神
父
達
は
、
救
急
隊
員
と
し
て
も
活
躍
し
て
い
た
の
で
、
こ
れ

を
諷
刺
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。L

em
aire, E

lisabeth., “L
e C

ollége de l’

Im
m

aculée C
onception pendant la guerre de 1870 et la C

om
m

une,” B
ulletin 

de  la Société historique et archéologique du X
V

èm
e arrondissem

ent de 

Paris, n° 10, 1997, pp. 28–29.　

ま
た
、
ビ
ゴ
ー
に
は
、
一
八
九
二
年
三
月
、

在
日
フ
ラ
ン
ス
公
使
館
の
ぼ
や
騒
ぎ
の
際
、
マ
リ
ア
会
士
が
消
防
に
駆
け
付
け

た
こ
と
も
念
頭
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。“Fire at the French L

egation,” T
he 

Japan W
eekly M

ail, 26 M
arch 1892.

（
134
）　
『
ル
・
ポ
タ
ン
』
の
別
の
あ
る
場
面
で
も
、
登
場
人
物
（「
ぺ
ル
シ
ー
」）

が
、「
エ
ラ
ー
ル
」
に
向
け
て
、「
あ
な
た
の
宣
教
師
団
と
マ
リ
ア
会
」
と
語
る

箇
所
が
あ
り
、
ビ
ゴ
ー
が
「
パ
リ
外
国
宣
教
会
」
の
名
称
を
知
ら
な
か
っ
た
こ

と
が
確
認
で
き
る
（
Ⅵ
│

11
）。
な
お
、
ビ
ゴ
ー
も
署
名
し
た
と
思
わ
れ
る
エ

ヴ
ラ
ー
ル
の
外
交
通
訳
官
の
罷
免
を
求
め
る
在
日
フ
ラ
ン
ス
人
の
請
願
書
（
一

八
九
二
年
五
月
九
日
）
に
は
、「
外
国
宣
教
会　

M
issions étrangères

」
の
一

文
が
見
え
る
の
で
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
人
が
全
く
パ
リ
外
国
宣
教
会
の
名
前
を

知
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

（
135
）　

“L
ettre du Japon,” L’Indépendance Tonkinoise, n° 389, juin 1892.

（
136
）　
『
仏
文
雑
誌
』
に
関
す
る
研
究
論
文
に
は
、
下
記
の
も
の
が
あ
る
。
白
鳥

義
彦
「
明
治
期
の
日
仏
関
係
と
『
佛
文
雑
誌
』」『
日
仏
教
育
学
会
年
報
』
第
二

八
号
、
一
九
九
九
年
。Jûro, Iw

atani., “L
a publication de la R

evue française 

du Japon (1892–1897): l’infructueuse tentative d’un juriste français, 

conseiller auprès du gouvernem
ent japonais,” Japon P

luriel 3, A
rles: 

É
ditions P

hilippe P
icquier, 1999. 

な
お
、
雄
松
堂
か
ら
同
誌
の
復
刻
版
（
二

〇
〇
七
年
）
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。

（
137
）　

た
だ
、
ミ
シ
ョ
ー
は
、『
仏
文
雑
誌
』
に
触
れ
た
こ
の
記
事
で
、
ボ
ア
ソ

ナ
ー
ド
に
対
し
て
全
く
言
及
し
て
い
な
い
。『
ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
ス
・
ト
ン
キ

ノ
ワ
ー
ズ
』
の
匿
名
通
信
文
（
一
八
九
二
年
六
月
二
十
八
日
）
で
、
彼
は
、
ボ

ア
ソ
ナ
ー
ド
の
編
纂
し
た
民
法
典
が
帝
国
議
会
で
受
け
い
れ
ら
れ
な
か
っ
た
こ

と
を
嘆
い
て
い
る
。
恐
ら
く
ミ
シ
ョ
ー
は
、
在
日
フ
ラ
ン
ス
人
の
中
で
日
本
政

府
に
対
し
て
最
も
大
き
な
影
響
力
を
も
つ
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
に
対
し
て
、
敬
意
を

も
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、『
ク
ー
リ
エ
・
ダ
イ
フ
ォ
ン
』
は
、
一
八

九
三
年
一
月
五
日
に
も
、『
仏
文
雑
誌
』（
第
十
一
号
、
一
八
九
二
年
十
二
月
）

に
掲
載
さ
れ
た
イ
ン
ド
シ
ナ
植
民
地
関
連
の
記
事
を
批
判
的
に
取
り
上
げ
て
い

る
。“L

es F
rançais en Indochine par un officier français,” L

e C
ourrier 

d’H
aiphong, 5 janvier 1893.

（
138
）　
『
ル
・
ポ
タ
ン
』
で
は
、「
ヴ
ォ
ジ
ラ
ー
ル
雑
誌
」
の
購
読
予
約
者
に
は
、

特
典
と
し
て
ル
ル
ド
の
水
を
入
れ
た
瓶
が
進
呈
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
諧
謔
も

行
わ
れ
て
い
る
（
Ⅳ
│

７
）。
こ
の
よ
う
な
趣
向
が
取
ら
れ
て
い
た
た
め
、
蛯

原
八
郎
の
よ
う
に
、
ビ
ゴ
ー
が
当
時
横
浜
で
発
行
さ
れ
て
い
た
欧
文
の
カ
ト
リ

ッ
ク
新
聞
を
諷
刺
し
た
の
で
は
な
い
か
と
誤
っ
て
推
測
し
て
い
る
例
も
存
在
す
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る
。
蛯
原
八
郎
、
前
掲
書
、
一
五
二
頁
。

（
139
）　 
『
パ
リ
外
国
宣
教
会
年
次
報
告
』
第
一
巻
、
聖
母
の
騎
士
社
、
一
九
九
六

年
、
一
九
七
頁
。
パ
リ
外
国
宣
教
会
の
『
年
次
報
告
』
で
も
、『
仏
文
雑
誌
』

に
関
し
て
報
告
さ
れ
て
い
る
。
同
上
、
三
二
〇
頁
。
た
だ
、
同
書
の
翻
訳
で
は
、

仏
学
会
は
、「
日
仏
協
会
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。

（
140
）　

M
ichel, E

rnest., op.cit., p. 267. 

一
八
九
一
年
に
来
日
し
た
フ
ラ
ン
ス
人

旅
行
者
は
、
東
京
仏
文
会
（
仏
学
会
の
前
身
）
で
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
自
由
思

想
を
批
判
し
、
キ
リ
ス
ト
教
を
擁
護
す
る
講
演
を
行
っ
た
こ
と
を
旅
行
記
に
書

い
て
い
る
。

（
141
）　

白
鳥
義
彦
、
前
掲
論
文
、
四
九
頁
。

（
142
）　

安
岡
昭
男
「
仏
学
会
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
（
Ⅱ
）
│
仏
学
会
の
活
動
／

会
員
名
簿
│
」『
法
政
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
四
三
号
、
一
九
九
七
年
、
一
五

一
頁
。
こ
の
仏
学
会
に
は
、
マ
リ
ア
会
の
ヘ
ン
リ
ッ
ク
も
来
日
後
に
入
会
し
て

い
る
。
同
上
、
一
五
二
頁
。A

m
brogio, A

lbano (ed.), op.cit., pp. 124–125.

（
143
）　

C
om

pte rendu de la 5àm
e A

ssem
ble générale de la Société japonaise 

de L
angue F

rançaise (Séance du 18 N
ovem

bre 1891), 1892, pp. 1, 4.

（
144
）　

“C
hronique (l’abbé E

vrard)”, R
evue française du Japon, n° 21, 1893, 

pp. 321–323.

『
仏
文
雑
誌
』
に
無
署
名
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
法
律
や
法
令
の
翻

訳
は
、
大
部
分
、
エ
ヴ
ラ
ー
ル
神
父
が
関
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
フ
ラ
ン

シ
ス
ク
・
マ
ル
ナ
ス
も
、
著
書
『
日
本
キ
リ
ス
ト
教
復
活
史
』（
み
す
ず
書
房
、

一
九
八
五
年
）
の
緒
言
で
、
エ
ヴ
ラ
ー
ル
か
ら
日
本
の
法
令
の
仏
訳
で
協
力
を

受
け
た
こ
と
に
感
謝
の
意
を
述
べ
て
い
る
。

（
145
）　

ビ
ゴ
ー
は
、『
ル
・
ポ
タ
ン
』
の
第
五
号
で
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
起
草
し

た
民
法
典
が
帝
国
議
会
に
通
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
と
り
あ
げ
て
い
る
が
（
Ⅴ
│

９
、
10
）、
こ
の
諷
刺
が
在
日
フ
ラ
ン
ス
人
社
会
の
間
で
大
き
な
反
響
を
呼
ん

だ
こ
と
を
コ
ラ
ン
・
ド
・
プ
ラ
ン
シ
ー
は
外
務
省
に
報
告
し
て
い
る
。A

M
A

E
, 

C
P, Japon 37, D

P
 n° 129, V

. C
ollin de P

lancy au M
inistre des A

ffaires 

étrangères, T
ôkyô, 31 décem

bre 1892. 

こ
の
箇
所
の
画
（
Ⅴ
│

10
）
は
、
横

浜
開
港
資
料
館
の
「
来
日
一
〇
〇
年
記
念　

ビ
ゴ
ー
展
」（
一
九
八
二
年
）
の

展
覧
会
カ
タ
ロ
グ
（
非
売
品
）
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
ビ
ゴ
ー
は
、

『
仏
文
雑
誌
』（
第
四
巻
、
第
三
号
、
一
八
九
五
年
三
月
）
に
挿
絵
を
三
葉
寄
せ

て
い
る
が
、
こ
れ
は
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
フ
ラ
ン
ス
に
帰
国
し
た
後
の
こ
と
で
あ

る
。

（
146
）　

C
laude, M

aitre., “U
n japonologue français: N

oël P
éri” Japon et 

E
xtrêm

e-O
rient, n° 4, 1924, pp. 294–295.

（
147
）　
『
ル
・
ポ
タ
ン
』
の
諷
刺
画
に
現
れ
る
神
父
た
ち
の
服
装
に
注
意
す
る
と
、

「
エ
ラ
ー
ル
」
に
率
い
ら
れ
る
修
道
士
が
フ
ロ
ッ
ク
コ
ー
ト
姿
で
描
か
れ
て
い

る
の
が
目
に
付
く
（
Ⅱ
│

６
、
12
）
が
、
彼
ら
は
、
マ
リ
ア
会
の
修
道
士
を
表

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。『
ト
バ
エ
』
の
画
で
、
マ
リ
ア
会
士
が
ス
ー
タ
ン
姿

で
描
か
れ
て
い
た
こ
と
は
先
に
見
た
通
り
で
あ
る
が
、『
ル
・
ポ
タ
ン
』
を
見

る
限
り
、
こ
の
時
期
、
フ
ロ
ッ
ク
コ
ー
ト
を
着
用
し
て
い
た
マ
リ
ア
会
士
が
一

般
的
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
日
本
の
マ
リ
ア
会
士
が
フ
ロ
ッ
ク

コ
ー
ト
を
常
用
し
は
じ
め
た
時
期
に
関
し
て
は
諸
説
が
あ
っ
て
定
か
で
は
な
い
。

C
f. L

ebon, P
ierre., “L’apostolat par l’éducation au Japon,” L’A

postolat 

m
issionnaire de la F

rance, II° série, P
aris: P

ierre Tequis, 1926, p. 213.　

Ｊ
・
ヴ
ェ
ル
ニ
エ
『
日
本
マ
リ
ア
会
史　

一
八
八
七
年
│
一
九
三
七
年
』
マ
リ
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ジョルジュ・ビゴーと明治中期のカトリック教会

ア
会
、
一
九
八
七
年
、
四
九
頁
。

（
148
）　
「
ヴ
ォ
ジ
ラ
ー
ル
学
校
」
の
内
壁
に
は
「
く
た
ば
れ
共
和
政
フ
ラ
ン
ス
」

（A
 bas R

.F
）、「
ア
ン
リ
四
世
万
歳
」
な
ど
の
落
書
き
が
描
か
れ
て
い
る
。

（
149
）　

“L
ettre du Japon”, L’Indépendance Tonkinoise, n° 389, 8 juin 1892. 

前

掲
注
（
127
）
の
東
京
在
住
フ
ラ
ン
ス
人
名
簿
に
よ
る
。

（
150
）　

“L
ettre du Japon,” Ibid., n° 389, 8 juin 1892.

（
151
）　

先
述
し
た
よ
う
に
、『
仏
文
雑
誌
』
は
、
日
本
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教

会
の
教
階
制
の
成
立
に
つ
い
て
、
第
三
号
（
一
八
九
二
年
五
月
）
で
取
り
上
げ

て
い
た
。“L

a hiérarchie épiscopal au Japon,” R
evue française du Japon, n°

3, 1892, pp. 87–88.

（
152
）　
『
ト
バ
エ
』（
第
四
八
号
、
一
八
八
九
年
二
月
一
日
）
で
は
、
マ
リ
ア
ン
ヌ

が
、
日
本
（
日
本
人
の
子
供
で
表
さ
れ
て
い
る
）
を
導
い
て
い
る
画
が
掲
載
さ

れ
て
い
る
。 

清
水
勲
「『
ト
バ
エ
』
の
全
体
像
」、
一
五
八
頁
。

（
153
）　

及
川
茂
氏
は
、
ビ
ゴ
ー
が
フ
ラ
ン
ス
帰
国
後
に
多
数
の
エ
ピ
ナ
ー
ル
版
画

を
製
作
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
そ
の
時
期
の
彼
の
作
品
に
は
キ

リ
ス
ト
教
に
関
し
た
物
語
を
題
材
に
し
た
も
の
が
確
認
さ
れ
る
。
及
川
茂
『
フ

ラ
ン
ス
の
浮
世
絵
師
ビ
ゴ
ー
：
ビ
ゴ
ー
と
エ
ピ
ナ
ー
ル
版
画
』
木
魂
社
、
一
九

九
八
年
、
一
二
四
、
一
三
一
、
一
四
八
頁
。
こ
の
民
衆
向
け
の
版
画
に
関
わ
っ

て
い
た
時
期
（
一
九
〇
六
│
一
九
一
六
年
）、
ビ
ゴ
ー
が
キ
リ
ス
ト
教
に
好
意

的
に
な
っ
て
い
た
の
か
、
も
し
く
は
反
教
権
的
な
感
情
を
も
ち
な
が
ら
も
生
計

の
た
め
に
割
り
き
っ
て
製
作
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
は
、
定
か
で
は
な
い
。

（
154
）　

他
に
もIgnorant brothers &

 com
 （

Ⅰ
│

10
）
と
い
うIgnatius B

rother

を
皮
肉
っ
た
よ
う
な
字
句
も
み
ら
れ
る
。

（
155
）　

L
alouette, Jacqueline., L

a R
épublique anticléricale X

IX
e–X

X
e siècles, 

Paris: S
euil, 2002, pp. 311, 347–348.

（
156
）　

エ
ヴ
ラ
ー
ル
の
一
時
帰
国
の
際
、『
仏
文
雑
誌
』
の
時
評
は
、
エ
ヴ
ラ
ー

ル
の
送
別
の
見
送
り
に
フ
ラ
ン
ス
公
使
一
家
や
同
僚
の
宣
教
師
た
ち
を
は
じ
め
、

欧
米
人
や
日
本
人
の
多
く
の
知
友
が
集
ま
っ
て
き
た
こ
と
を
伝
え
、
そ
れ
を
彼

の
人
柄
の
洗
練
さ
れ
た
社
交
性
（urbanité

）
に
帰
し
て
い
る
。“C

hronique”, 

R
evue française du Japon, n° 21, 1893, pp. 321–322.

（
157
）　
『
パ
リ
外
国
宣
教
会
年
次
報
告
』
第
一
巻
、
二
七
三
頁
。
先
述
し
た
よ
う

に
、
パ
リ
外
国
宣
教
会
の
コ
ン
パ
ニ
ョ
ン
神
父
（
彼
は
、
一
八
八
九
年
、

『
ル
・
ポ
タ
ン
』
の
発
刊
前
の
時
期
に
、
パ
リ
に
帰
国
し
て
い
る
）
が
、
一
九

〇
八
年
、
ビ
ゴ
ー
の
マ
リ
ア
会
に
対
す
る
諷
刺
画
に
言
及
し
た
際
、
そ
れ
が

『
ト
バ
エ
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
ル
・
ポ
タ
ン
』
に
掲
載

さ
れ
て
い
た
と
誤
解
し
て
い
た
。
こ
の
事
実
は
、
彼
の
記
憶
の
中
で
マ
リ
ア
会

へ
の
諷
刺
と
エ
ヴ
ラ
ー
ル
神
父
へ
の
諷
刺
と
が
混
同
さ
れ
て
い
た
た
め
と
考
え

ら
れ
る
の
で
、
宣
教
会
本
部
に
も
こ
の
出
来
事
の
情
報
は
何
ら
か
の
形
で
伝
わ

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
158
）　

清
水
勲
氏
は
、
現
存
し
て
い
る
ビ
ゴ
ー
の
雑
誌
に
フ
ラ
ン
ス
公
使
館
の
蔵

書
印
の
押
さ
れ
た
も
の
の
確
認
で
き
る
こ
と
や
、『
ト
バ
エ
』
に
シ
ェ
ン
キ
ヴ

ィ
ッ
チ
公
使
を
描
い
た
画
の
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
ビ
ゴ
ー
が
公
使
館
と
密
接

な
協
力
関
係
に
あ
っ
て
、
公
使
館
が
彼
の
諷
刺
活
動
を
フ
ラ
ン
ス
の
対
外
的
プ

ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
し
て
評
価
し
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
、『
ト
バ
エ
』
の
刊
行

に
際
し
て
、
ビ
ゴ
ー
は
公
使
館
か
ら
経
済
的
援
助
を
受
け
て
い
た
の
で
は
な
い

か
と
推
測
し
て
い
る
。
清
水
勲
「『
ト
バ
エ
』
の
全
体
像
」、
一
六
〇
、
一
六
二
、
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一
六
六
頁
。
し
か
し
、
以
上
の
論
述
で
わ
れ
わ
れ
が
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、

ビ
ゴ
ー
は
シ
ェ
ン
キ
ヴ
ィ
ッ
チ
や
コ
ラ
ン
・
ド
・
プ
ラ
ン
シ
ー
か
ら
要
注
意
人

物
と
み
な
さ
れ
て
い
た
の
が
実
情
で
あ
り
、
公
使
館
が
彼
の
刊
行
物
を
所
蔵
し

て
い
た
と
す
る
と
、
そ
れ
は
ビ
ゴ
ー
が
監
視
対
象
と
な
っ
て
い
た
が
た
め
に
彼

の
諷
刺
画
が
集
め
ら
れ
て
い
た
と
解
釈
す
る
ほ
う
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

（
159
）　

A
M

A
E

, C
P, Japon 38, D

P
 n° 7, L

ettre à J. A
. S

ienkiew
icz, P

aris, 18 

m
ars 1893. 

ビ
ゴ
ー
を
仏
領
イ
ン
ド
シ
ナ
の
裁
判
所
に
召
喚
す
べ
き
で
あ
る
と

す
る
コ
ラ
ン
・
ド
・
プ
ラ
ン
シ
ー
の
意
見
に
対
し
て
、
あ
る
本
省
職
員
の
所
見

（
無
署
名
）
が
シ
ェ
ン
キ
ヴ
ィ
ッ
チ
に
送
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
、
ビ
ゴ

ー
の
処
分
と
し
て
こ
の
措
置
は
適
切
で
は
な
く
、
む
し
ろ
日
本
か
ら
彼
を
放
逐

す
る
方
が
い
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
160
）　

A
M

A
E

, C
P, Japon 40, D

P
 n° 50, Jules H

arm
an au M

inistre des 

A
ffaires étrangères, T

ôkyô, 30 octobre 1894. 

こ
の
外
交
報
告
で
は
、
ビ
ゴ
ー

が
『
ザ
・
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
』
誌
の
特
派
員
と
し
て
、『
タ
ン
』
誌
の
特
派
員
の

ヴ
ィ
ル
タ
ー
ル
・
ド
・
ラ
ゲ
リ
ー
と
『
フ
ィ
ガ
ロ
』
紙
の
特
派
員
の
フ
ェ
ル
ナ

ン
・
ガ
ネ
ス
コ
と
共
に
中
国
に
行
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。『
シ
ョ
ッ

キ
ン
グ
・
オ
・
ジ
ャ
ポ
ン Shocking au Japon

』
の
著
者
で
あ
る
ガ
ネ
ス
コ
に

関
し
て
は
、
同
書
の
絵
を
描
い
た
ビ
ゴ
ー
と
同
一
人
物
で
あ
る
と
い
う
説
が
唱

え
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
（
山
口
順
子
「
ビ
ゴ
ー
研
究
の
流
れ
│
研
究
書
目
補

遺
と
と
も
に
」『
郷
土
よ
こ
は
ま
』
第
一
〇
一
号
、
一
九
八
四
年
、
四
頁
）
が
、

ガ
ネ
ス
コ
と
ビ
ゴ
ー
の
動
向
に
関
し
て
彼
ら
の
名
前
を
挙
げ
て
報
告
し
て
い
る

こ
の
外
交
文
書
は
、
両
者
が
別
人
で
あ
る
こ
と
を
公
的
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
161
）　

A
M

A
E

, C
P, Japon 44, D

P
 n° 175, Jules H

arm
an au M

inistre des 

A
ffaires étrangères, T

ôkyô, 9 août 1895. 

こ
の
外
交
報
告
で
は
、
書
名
は
挙

げ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
ビ
ゴ
ー
が
『
極
東
に
お
け
る
古
き
英
国
』O

ld E
ngland 

in the Far E
ast

（
一
八
九
五
年
）
を
出
版
し
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
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蔣
介
石
の
人
格
形
成
と
日
本

黄　
　
　

自　
　

進

一
、
は
じ
め
に

　

蔣
介
石
（
一
八
八
七
│
一
九
七
五
）
は
生
涯
に
わ
た
っ
て
、
自
分
の
成
長
経

験
を
取
り
上
げ
、
国
民
を
激
励
す
る
講
演
あ
る
い
は
訓
示
を
行
っ
て
い
た
。
そ

こ
で
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
、
母
の
教
訓
と
新
潟
県
高
田
連
隊
で
の
軍
人

生
活
で
あ
っ
た
。
八
歳
の
時
に
父
を
失
っ
た
蔣
介
石
（
1
）に
は
、
い
わ
ゆ
る
家
庭
教

育
が
当
然
母
の
教
訓
し
か
な
か
っ
た
。
高
田
連
隊
の
軍
人
生
活
が
母
の
教
訓
と

肩
を
並
べ
て
論
じ
ら
れ
た
こ
と
は
、
彼
の
生
涯
に
日
本
で
の
留
学
経
験
（
2
）が
い
か

な
る
ウ
エ
ー
ト
を
占
め
て
い
た
の
か
を
窺
わ
せ
る
だ
ろ
う
。

　

本
稿
は
、
こ
う
し
た
認
識
に
鑑
み
て
、
蔣
介
石
の
日
本
で
の
留
学
経
験
、
さ

ら
に
そ
の
後
の
来
日
経
験
を
合
わ
せ
て
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
青
年
か
ら
壮

年
に
至
る
ま
で
の
彼
の
人
格
形
成
に
お
け
る
日
本
の
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
、
留
学
期

　

蔣
介
石
が
最
初
に
日
本
へ
や
っ
て
き
た
の
は
、
一
九
〇
六
年
四
月
の
こ
と
で
、

一
九
歳
の
と
き
で
あ
っ
た
。
東
京
に
あ
る
語
学
専
門
の
清
華
学
校
に
半
年
間
通

っ
て
日
本
語
を
学
ん
だ
が
、
そ
の
後
帰
国
し
た
。
蔣
介
石
と
し
て
は
軍
事
を
勉

強
す
る
つ
も
り
で
来
日
し
た
の
だ
が
、
本
国
の
陸
軍
部
の
推
薦
が
な
い
限
り
、

日
本
の
軍
学
校
に
は
入
学
が
許
可
さ
れ
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
た
め
に
帰
国
し

た
の
で
あ
る
（
3
）。

　

こ
の
と
き
の
滞
在
は
半
年
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
来
日
の
成
果
は
小
さ
く
な

か
っ
た
。
同
郷
浙
江
省
の
先
輩
で
あ
る
陳
其
美
（
一
八
七
八
│
一
九
一
六
）
を

知
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
ま
た
、
陳
其
美
の
仲
介
に
よ
り
、
宮

崎
滔
天
（
一
八
七
〇
│
一
九
二
二
）
の
自
宅
で
孫
文
（
一
八
六
六
│
一
九
二
五
）

に
も
出
会
っ
た
（
4
）。

そ
の
と
き
の
日
本
滞
在
で
は
、
孫
文
と
の
交
流
は
生
ま
れ
な



　

表
１　

振
武
学
校
の
課
程
科
目

課
程

科
目

授
業
回
数

（
時
間
）

合
計

（
時
間
帯
）
総
計

（
時
間
帯
）

軍
事

課
程

典
令
教
範

二
六
五

八
八
〇

四
三
六
五

体
操

六
一
五

普
通
学

課
程

日
本
語

一
七
三
四

三
四
八
五

歴
史
、
地
理
、
地
文

二
四
六

数
学
（
算
術
、
代
数
学
、
幾

何
学
、
三
角
法
）

九
一
二

物
理
、
化
学

三
〇
〇

博
物
（
包
括
動
物
、
植
物
、

生
理
衛
生
、
礦
物
）

一
〇
四

図
画

一
八
九
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か
っ
た
が
、
中
国
は
革
命
す
る
し
か
な
い
、
と
い
う
孫
文
の
思
想
に
関
心
を
寄

せ
始
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

二
回
目
の
来
日
は
一
九
〇
八
年
の
三
月
で
あ
る
。
今
度
は
軍
人
留
学
生
と
し

て
日
本
に
き
た
。
前
回
帰
国
し
た
蔣
介
石
は
、
日
本
で
軍
事
を
学
ぶ
夢
を
か
な

え
る
た
め
に
、
清
国
の
軍
学
校
に
入
学
し
、
こ
の
軍
学
校
で
日
本
留
学
組
に
抜

擢
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
日
本
で
入
学
し
た
の
は
、「
振
武
学
校
」
で
あ
っ
た
。

　

振
武
学
校
は
東
京
の
新
宿
に
あ
っ
た
が
、
そ
の
所
在
地
に
は
現
在
、
東
京
女

子
医
大
が
あ
る
。
振
武
学
校
は
一
九
〇
三
年
に
創
立
さ
れ
た
、
清
国
政
府
か
ら

派
遣
さ
れ
た
軍
人
留
学
生
専
用
の
予
備
学
校
で
あ
っ
た
。
そ
の
学
校
運
営
は
、

委
員
長
の
福
島
安
正
陸
軍
少
将
を
は
じ
め
、
学
生
監
察
官
は
木
村
宣
明
陸
軍
大

佐
で
あ
る
な
ど
、
日
本
の
現
役
武
官
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
た
（
5
）。

　

表
１
に
示
し
た
の
は
、
蔣
介
石
が
振
武
学
校
で
学
ん
だ
科
目
で
あ
る
（
6
）。

　

こ
の
科
目
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
三
年
間
の
授
業
で
、
最
も
多
く
の
時

間
を
費
や
し
た
の
は
日
本
語
の
一
七
三
四
時
間
で
あ
り
、
こ
れ
は
全
授
業
時
間

の
三
九
・
七
％
を
占
め
て
い
る
。
次
が
理
数
系
科
目
の
一
三
一
六
時
間
で
、
三

〇
・
一
％
で
あ
る
。
軍
事
に
関
す
る
科
目
は
第
三
番
目
で
あ
っ
て
八
八
〇
時
間
、

二
〇
・
二
％
を
占
め
る
だ
け
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

　

し
か
も
、
わ
ず
か
二
割
ほ
ど
の
軍
事
課
程
の
う
ち
、
実
に
七
割
が
体
操
で
あ

っ
た
か
ら
、
軍
事
訓
練
と
い
っ
て
も
身
体
を
鍛
え
る
こ
と
が
中
心
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
振
武
学
校
は
軍
学
校
と
は
い
う
も
の
の
、
か
な
り
普
通
の
中
学
に

近
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
日
本
へ
来
る
前
に
、
中
国
古
典
文
学
中
心
の
教
育
を
受
け
て
い

た
蔣
介
石
と
し
て
は
、
こ
の
三
年
間
の
中
等
学
校
教
育
が
、
現
代
科
学
文
明
の

洗
礼
を
受
け
た
最
初
の
経
験
と
な
っ
た
。

　

ま
た
、
こ
の
三
年
間
の
教
育
が
、
日
中
両
国
文
化
の
差
異
探
求
の
始
ま
り
で

も
あ
っ
た
。
図
１
は
、
蔣
介
石
が
勉
強
し
た
地
理
学
教
科
書
の
内
容
の
一
部
で

あ
る
。

　

男
の
弁
髪
と
女
の
纏
足
は
、
中
国
人
社
会
の
風
習
で
あ
る
。
特
に
纏
足
の
習



図１　蔣介石が使った地理学の教科書（矢津昌永
『新撰外国地理』東京、丸善株式会社、1901年、40
頁）［国立国会図書館近代デジタルライブラリー蔵］

95

蔣介石の人格形成と日本

慣
は
何
百
年
に
も
わ
た
っ
て
受
け
継
が
れ
て
い
た
。
足
が
小
さ
け
れ
ば
小
さ
い

ほ
ど
魅
力
的
な
女
性
だ
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
足
が
大
き
く
育
た
な
い
よ
う
に

小
児
の
と
き
か
ら
足
指
を
布
で
固
く
縛
り
、
発
育
を
お
さ
え
た
の
で
あ
る
。
こ

の
結
果
、
足
の
骨
が
図
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
変
形
し
て
し
ま
い
、
あ
ま
り

歩
け
な
い
人
さ
え
あ
っ
た
と
教
科
書
は
伝
え
て
い
る
（
7
）。

　

女
性
の
纏
足
は
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
る
と
思
っ
て
育
っ
て
き
た
蔣
介
石
は
、

こ
の
図
を
初
め
て
見
た
と
き
に
は
驚
い
た
に
違
い
な
い
。
生
涯
を
通
じ
て
蔣
介

石
は
、
中
国
の
伝
統
を
科
学
的
視
点
か
ら
見
直
す
必
要
が
あ
る
と
主
張
し
た
が
、

そ
の
原
点
に
は
こ
の
図
か
ら
受
け
た
衝
撃
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

一
方
、
歴
史
の
科
目
は
、
東
洋
史
と
西
洋
史
に
分
か
れ
て
い
た
。
東
洋
史
は
、

中
国
史
を
中
心
と
し
た
も
の
で
、
西
洋
史
は
、
西
洋
諸
国
の
歴
史
を
中
心
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
教
科
書
の
著
者
は
別
で
あ
る
が
、
盛
衰
興
亡
を
焦

点
と
し
た
書
き
方
は
同
じ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
東
洋
史
で
は
、
中
国
の
易
姓
革

命
に
よ
る
各
王
朝
の
興
亡
を
論
じ
て
い
た
（
8
）が
、
西
洋
史
で
は
、
各
地
域
文
明
の

興
廃
が
検
討
さ
れ
て
い
た
（
9
）。
ま
た
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
を
基
に
「
適
者
生

存
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
文
明
の
盛
衰
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

す
な
わ
ち
、
各
時
期
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
要
求
と
い
う
も
の
が
あ
る
が
、

そ
の
時
代
の
期
待
に
応
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
だ
け
が
生
き
残
る
、
と
い
う

書
き
方
は
、
東
洋
史
と
西
洋
史
の
教
科
書
に
共
通
で
あ
っ
た
。
近
代
の
場
合
、

ア
ジ
ア
諸
国
が
西
洋
列
強
に
支
配
さ
れ
、
中
国
は
列
強
の
進
出
を
受
け
て
い
た

が
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
日
本
も
列
強
に
脅
か
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と

が
こ
の
時
代
の
趨
勢
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
時
代
の
挑
戦
に

応
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
、
日
本
と
い
う
国
の
運
命
が
決
ま
る
と
い
う

の
で
あ
る
。

　

い
い
か
え
れ
ば
、
西
洋
諸
国
が
ア
ジ
ア
に
攻
め
て
き
て
い
る
以
上
、
彼
ら
の

や
り
方
が
正
義
か
ど
う
か
を
論
じ
る
こ
と
よ
り
、
む
し
ろ
日
本
が
ど
の
よ
う
に

時
代
の
挑
戦
に
対
応
す
べ
き
か
を
検
討
す
る
こ
と
の
ほ
う
が
重
要
で
あ
る
、
と

こ
れ
ら
の
教
科
書
は
述
べ
て
い
る
。

　

歴
史
の
検
討
に
お
い
て
も
っ
と
も
大
切
な
こ
と
は
、
是
と
非
と
を
理
解
す
る

こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
に
立
っ
て
孔
子
は
中
国
の
古
典
的
史
書
『
春

秋
』
を
編
集
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
是
と
非
と
い
う
価
値
観
を
基
準
と
し
て
歴

史
を
振
り
返
る
と
い
う
こ
と
が
、
中
国
の
イ
ン
テ
リ
の
歴
史
の
見
方
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
一
九
世
紀
以
降
に
中
国
が
関
わ
っ
た
す
べ
て
の
紛
争
は
外
国
に
責

任
が
あ
る
、
と
い
う
の
が
中
国
人
の
考
え
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
既
定
の
秩
序

を
破
壊
し
た
の
は
、
中
国
で
は
な
く
敵
国
の
ほ
う
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
教
科

書
か
ら
見
る
限
り
日
本
人
の
歴
史
観
は
、
こ
の
よ
う
に
是
非
を
論
じ
る
よ
り
、

時
勢
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
を
客
観
的
に
認
識
す
る
こ
と
の
ほ
う
が
重
要
で

あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　

蔣
介
石
に
は
、
生
涯
を
通
じ
て
一
貫
し
て
、
日
本
に
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
と
い

う
論
調
が
見
ら
れ
る
。「
天
は
自
ら
助
く
る
者
を
助
く
」
と
い
う
こ
と
が
、
蔣

介
石
が
長
年
に
わ
た
っ
て
日
本
を
観
察
し
て
得
た
結
論
で
あ
っ
た
し
、
同
時
に
、

彼
が
中
国
人
に
対
し
て
、
日
本
に
学
ぶ
よ
う
呼
び
か
け
た
動
機
で
も
あ
っ
た
。

蔣
介
石
が
こ
の
よ
う
な
結
論
に
達
し
た
こ
と
も
、
日
本
人
の
歴
史
観
と
関
係
が

あ
る
だ
ろ
う
。

　

蔣
介
石
は
、
一
九
一
一
年
一
一
月
に
振
武
学
校
を
卒
業
し
た
。
卒
業
時
の
成

績
は
一
〇
〇
点
満
点
中
六
八
点
で
、
六
二
名
の
卒
業
生
中
で
五
五
番
目
で
あ
っ

た
（
10
）。

こ
の
よ
う
に
成
績
か
ら
す
れ
ば
、
目
立
っ
た
存
在
で
は
な
か
っ
た
が
、
革

命
運
動
に
は
こ
と
の
ほ
か
熱
心
で
あ
っ
た
。

　

一
九
〇
八
年
、
振
武
学
校
に
入
学
し
た
年
に
、
蔣
介
石
は
秘
密
結
社
「
革
命

同
盟
会
」
に
入
会
し
て
い
る
。
入
会
を
仲
介
し
た
の
は
、
同
郷
の
先
輩
、
陳
其

美
で
あ
っ
た
（
11
）。

こ
の
入
会
を
き
っ
か
け
に
、
蔣
介
石
は
人
脈
的
に
陳
其
美
の
直

系
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
蔣
介
石
は
夏
休
み
を
利
用
し
て
帰
国
す
る
と
、

上
海
の
革
命
組
織
に
も
参
与
し
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
当
時
の
陸
軍
に
お
け
る
士
官
養
成
の
制
度
に
よ
る
と
、
陸
軍
士

官
学
校
に
入
学
す
る
に
は
、
事
前
に
一
年
間
の
入
隊
経
験
が
必
要
で
あ
っ
た
。

中
国
の
軍
事
留
学
生
に
も
同
じ
経
歴
が
要
求
さ
れ
て
い
た
の
で
、
蔣
介
石
は
こ

の
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
、
振
武
学
校
卒
業
後
一
二
月
五
日
に
、
砲
兵
を
目
指
し
て
、

新
潟
県
高
田
町
（
現
・
上
越
市
）
の
第
十
三
師
団
野
戦
砲
兵
第
十
九
連
隊
に
士

官
候
補
生
と
し
て
配
属
さ
れ
た
（
12
）。

　

明
治
年
間
の
陸
軍
教
育
史
に
よ
れ
ば
、
野
戦
砲
兵
と
し
て
の
一
年
間
の
教
育

内
容
は
表
２
の
と
お
り
で
あ
る
（
13
）。

　

蔣
介
石
も
表
２
に
し
た
が
っ
て
、
一
九
一
一
年
六
月
一
日
に
上
等
兵
に
昇
進

し
た
。
次
い
で
二
か
月
後
の
八
月
一
日
に
は
伍
長
に
進
ん
だ
（
14
）。
さ
ら
に
制
度
に

し
た
が
え
ば
、
一
二
月
一
日
に
は
軍
曹
に
な
っ
た
上
で
、
そ
の
後
に
士
官
学
校

に
入
学
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
。

　

つ
ま
り
、
士
官
候
補
生
は
一
年
間
の
入
隊
経
験
が
完
了
す
る
と
、
改
め
て
士

官
学
校
に
入
学
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
一
年
半
勉
強
し
て
、
卒
業
す
る
と
、

も
う
一
度
前
に
所
属
し
て
い
た
連
隊
に
戻
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
見
習
士
官

と
し
て
半
年
間
に
わ
た
る
実
習
の
後
、
満
期
に
な
る
と
た
だ
ち
に
少
尉
に
任
官

す
る
の
で
あ
る
（
15
）。

　

と
こ
ろ
が
、
蔣
介
石
が
伍
長
で
あ
っ
た
一
九
一
一
年
一
〇
月
一
〇
日
に
、
辛

亥
革
命
が
勃
発
し
た
。
こ
の
報
に
接
し
た
蔣
介
石
は
、
革
命
に
身
を
投
じ
る
た

め
、
連
隊
の
研
修
を
や
め
て
帰
国
す
る
こ
と
を
決
意
し
た
。
上
海
に
到
着
し
た

の
は
一
〇
月
三
〇
日
で
あ
っ
た
が
、
連
隊
か
ら
無
断
退
出
し
た
た
め
、
一
一
月



第
二
期
七
月
下
旬

迄

第
一
期
課

目部
隊
教
練

（
大
隊
）

馬
術

馭
法
教
練

工
作

游
泳
及
水

馬
術

第
一
期
課

目部
隊
教
練

（
大
隊
）

工
作

游
泳
及
水

馬
術

衛
兵
勤
務

輓
馬
具
名
称
装
法
及

手
入
法

馬
学
摘
要

工
作
物
ノ
名
称
及
構

造火
工
術
ノ
摘
要

赤
十
字
条
約
ノ
大
意

救
急
法
ノ
概
要

聯
隊
歴
史
ノ
大
要

同
右

聯
隊
長
ノ
検
閲

第
三
期
十
月
中
旬

迄

第
一
、
第

二
期
ノ
課

目部
隊
教
練

（
聯
隊
）

射
撃

同
上

第
一
第
二
期
ノ
科
目

同
右

師
団
長
ノ
検
閲

第
四
期
十
一
月
下

旬
迄

秋
季
演
習

備
考

一
、
第
一
期
中
野
砲
兵
ハ
馬
術
、
山
砲
兵
ハ
馭
法
教
練
ヲ
教
ユ
ル
コ
ト
ヲ

得二
、
野
砲
初
年
兵
ノ
部
隊
教
練
及
野
外
演
習
ハ
第
一
、
第
二
期
ニ
ア
リ
テ

ハ
馭
法
ヲ
除
ク

三
、
北
海
道
、
弘
前
及
金
沢
屯
在
ノ
聯
隊
ニ
ア
リ
テ
ハ
第
一
、
第
二
期
ヲ

合
シ
テ
教
育
シ
其
第
一
期
検
閲
ヲ
四
月
ニ
於
テ
行
フ
コ
ト
ヲ
得

四
、
二
三
年
兵
ハ
游
泳
水
馬
術
ト
共
ニ
漕
艇
術
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得

五
、
照
準
手
ノ
撰
抜
検
査
ハ
射
撃
演
習
前
ニ
於
テ
終
ル
ヲ
要
ス

六
、
第
三
期
ノ
射
撃
ハ
第
四
期
ニ
於
テ
行
フ
コ
ト
ヲ
得

七
、
砲
兵
旅
団
ニ
於
ケ
ル
第
三
期
ノ
検
閲
ハ
該
旅
団
長
ヲ
シ
テ
之
ヲ
行
ハ

シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

八
、
三
年
兵
ニ
ハ
適
宜
ノ
時
機
ニ
於
テ
騎
銃
ノ
機
法
及
射
撃
ヲ
教
ユ
ヘ
シ

又
拳
銃
射
撃
ハ
第
二
若
ク
ハ
第
三
期
ニ
操
下
ケ
施
行
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

野
戦
砲
兵
一
ヶ
年
間
教
育
順
次
表

学
期

学
術

術
科

学
科

年
次

初
年
兵

二
年
兵
及

三
年
兵

初
年
兵

二
年
兵
及

三
年
兵

第
一
期
十
二
月
上

旬
ヨ
リ
三

月
下
旬
迄

徒
歩
教
練

体
操

砲
操
法

照
準
法

拳
銃
ノ
操

法
及
射
撃

部
隊
教
練

（
中
隊
）

野
外
演
習

同
上
ノ
課

同馬
術

馭
法
教
練

勅
諭

読
法

各
兵
種
ノ
識
別
及
性

能団
隊
編
制
ノ
概
要

上
官
ノ
官
姓
名

武
官
ノ
階
級
及
服
制

勲
章
ノ
種
類
及
起
因

軍
隊
内
務
書
ノ
摘
要

陸
軍
礼
式
ノ
摘
要

陸
軍
刑
法
懲
罰
令
ノ

摘
要

武
器
乗
馬
具
駄
馬
具

被
服
装
具
ノ
名
称
装

法及
手
入
法

馬
体
ノ
名
称
手
入
及

飼
養
法

弾
薬
及
火
具
ノ
種
類

取
扱
法
ニ
其
効
用
ノ

大
意

野
外
要
務
令
ノ
摘
要

初
年
兵
第

一
、
第
二

期
ノ
課
目

聯
隊
長
ノ
検
閲

　

表
２　

野
戦
砲
兵
一
年
間
の
教
育
内
容
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八
日
に
陸
軍
大
臣
・
石
本
新
六
か
ら
除
隊
処
分
が
通
告
さ
れ
た
。
同
期
六
二
名

の
研
修
生
の
う
ち
同
じ
理
由
で
処
分
さ
れ
た
の
は
、
蔣
介
石
を
含
め
て
三
名
し
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か
い
な
い
（
16
）と
い
う
こ
と
は
、
彼
の
革
命
に
対
す
る
熱
意
が
人
並
み
以
上
の
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

　

こ
の
除
隊
に
よ
っ
て
、
蔣
介
石
の
日
本
に
お
け
る
正
式
の
勉
学
、
訓
練
は
終

わ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
の
蔣
介
石
が
中
国
に
近
代
的
な
軍
隊
を
建

設
し
、
あ
る
い
は
国
家
統
治
を
担
当
す
る
上
で
、
こ
の
日
本
の
軍
隊
に
お
け
る

生
活
経
験
か
ら
啓
発
さ
れ
た
こ
と
の
意
義
は
大
き
か
っ
た
。

　

蔣
介
石
が
こ
の
経
験
か
ら
学
ん
だ
こ
と
は
、
軍
人
は
国
家
命
令
に
従
う
こ
と

を
絶
対
と
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
軍
人
に
対
す
る
政
治
的
な
訓
練
は
、
軍
人
を

勇
敢
に
戦
場
へ
向
か
わ
せ
る
た
め
の
秘
訣
で
あ
る
こ
と
、
兵
営
は
職
業
学
校
の

役
割
も
果
た
す
も
の
で
、
入
隊
し
た
兵
士
に
は
皆
、
技
術
を
習
得
す
る
機
会
を

与
え
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
等
々
で
あ
る
。
こ
れ
ら
国
民
政
府
軍
の
建
軍
に
あ

た
っ
て
取
り
入
れ
ら
れ
た
理
念
や
制
度
は
、
い
ず
れ
も
日
本
滞
在
中
の
経
験
か

ら
得
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
蔣
介
石
は
後
に
語
っ
て
い
る
（
17
）。

三
、
青
年
期

　

辛
亥
革
命
に
参
加
す
る
た
め
、
日
本
か
ら
中
国
へ
と
飛
ん
で
帰
っ
た
蔣
介
石

は
、
一
一
月
三
日
に
上
海
周
辺
の
杭
州
で
の
蜂
起
に
参
加
し
た
。
そ
こ
で
蔣
介

石
は
決
死
隊
の
隊
長
に
な
り
、
杭
州
制
圧
に
一
役
買
っ
た
。
そ
の
後
、
新
し
い

上
海
都
督
・
陳
其
美
の
下
で
第
五
連
隊
の
連
隊
長
に
任
命
さ
れ
、
革
命
軍
兵
士

の
訓
練
に
あ
た
っ
た
（
18
）。

た
だ
し
、
こ
の
職
に
あ
っ
た
の
は
わ
ず
か
二
か
月
ほ
ど

に
す
ぎ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
蔣
介
石
は
革
命
党
内
部
の
闘
争
に
ま
き
こ
ま
れ

た
た
め
、
こ
の
職
を
辞
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

実
は
、
革
命
党
陣
営
の
中
に
も
い
ろ
い
ろ
な
派
閥
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、

当
時
は
上
海
を
地
元
と
す
る
光
復
会
の
リ
ー
ダ
ー
、
陶
成
章
（
一
八
七
八
│
一

九
一
二
）
が
浙
江
都
督
を
目
指
し
て
お
り
、
陳
其
美
の
打
倒
を
考
え
て
い
た
の

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
陳
其
美
直
系
の
蔣
介
石
は
、
陳
の
地
位
を
守
る
た

め
に
、
一
九
一
二
年
一
月
一
五
日
に
部
下
一
人
と
と
も
に
陶
を
暗
殺
し
た
（
19
）。

　

権
力
闘
争
の
た
め
に
、
革
命
の
同
志
を
殺
害
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
光
復
会

か
ら
の
反
発
は
大
き
か
っ
た
。
彼
ら
の
復
讐
を
避
け
る
た
め
、
蔣
介
石
は
日
本

に
逃
れ
た
。
こ
こ
で
特
筆
に
値
す
る
こ
と
は
、
日
本
に
避
難
し
た
蔣
介
石
が
、

密
や
か
で
消
極
的
な
生
活
を
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
い
か
に
周
囲
の
環

境
を
活
か
し
て
自
分
の
成
長
に
役
だ
て
よ
う
か
と
考
え
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

　

蔣
介
石
が
東
京
で
『
軍
声
』
と
い
う
雑
誌
を
創
刊
し
た
こ
と
は
、
彼
の
人
生

に
お
け
る
再
出
発
と
な
っ
た
。
一
九
一
二
年
一
一
月
二
〇
日
に
上
海
の
『
民
立

報
』
に
次
の
よ
う
な
出
版
広
告
が
掲
載
さ
れ
た
。「
日
本
偕
行
社
記
事
の
例
に

倣
い
、
さ
ら
に
若
干
の
変
化
を
加
え
た
も
の
と
い
う
の
が
本
雑
誌
の
体
裁
で
あ

る
（
20
）」。

　

日
本
の
偕
行
社
は
、
陸
軍
将
校
の
親
睦
研
究
団
体
と
し
て
設
立
さ
れ
た
も
の

で
あ
っ
た
が
、
軍
部
の
援
助
を
得
て
月
刊
誌
『
偕
行
社
記
事
』
は
、
大
衆
向
け

に
で
は
な
く
、
軍
部
の
考
え
を
将
校
団
内
部
に
伝
え
、
そ
の
共
通
認
識
を
養
成

す
る
た
め
に
発
刊
さ
れ
て
い
た
（
21
）。

し
た
が
っ
て
、『
偕
行
社
記
事
』
に
倣
う
と

い
う
こ
と
は
、
雑
誌
『
軍
声
』
が
、
有
志
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
を
も
念
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頭
に
お
い
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

雑
誌
『
軍
声
』
に
は
、
蔣
介
石
は
五
篇
の
論
文
を
発
表
し
た
。
そ
れ
ら
は
、

軍
政
問
題
を
は
じ
め
、
外
モ
ン
ゴ
ル
の
独
立
及
び
バ
ル
カ
ン
半
島
の
情
勢
に
関

す
る
分
析
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
彼
の
対
外
認
識
を
端
的
に
物
語
っ
て
い
る
の

は
次
の
二
つ
の
論
文
で
あ
る
。

　

一
つ
は
「
革
命
戦
後
に
お
け
る
軍
政
の
経
営
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
論
文
で
、

満
州
を
め
ぐ
る
日
本
と
ロ
シ
ア
の
植
民
政
策
の
比
較
分
析
を
行
っ
た
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
中
華
民
国
の
成
立
以
後
、
い
か
な
る
国
防
政
策
を
取
る
べ
き
か
を

主
題
と
し
て
論
述
し
た
も
の
だ
が
、
中
国
の
主
権
と
領
土
を
脅
か
し
て
き
た
国

と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
と
日
本
、
そ
し
て
ロ
シ
ア
の
三
国
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

蔣
介
石
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
三
か
国
は
、
い
ず
れ
も
中
国
に
対
し
て
帝
国
主
義

的
な
政
策
を
実
施
し
た
が
、
政
策
の
重
点
は
国
に
よ
っ
て
異
な
る
面
も
見
ら
れ

た
と
い
う
。

　

例
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
主
な
関
心
事
は
、
経
済
利
益
の
擁
護
で
あ
る
が
、
日

本
と
ロ
シ
ア
は
経
済
利
益
ば
か
り
で
は
な
く
、
領
土
へ
の
野
望
も
持
っ
て
い
た
。

さ
ら
に
、
満
州
を
め
ぐ
る
日
本
と
ロ
シ
ア
の
基
本
政
策
に
つ
い
て
深
く
考
察
す

る
と
、
次
の
よ
う
な
結
論
が
得
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ロ
シ
ア
の
場
合
、
実
質

的
な
経
営
を
行
う
こ
と
よ
り
、
領
土
の
獲
得
を
優
先
し
て
考
え
る
。
ま
た
、
武

力
で
衝
突
を
解
決
す
る
こ
と
よ
り
、
む
し
ろ
脅
迫
で
問
題
を
解
消
し
よ
う
と
す

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
人
の
満
州
経
営
は
、
ロ
シ
ア
人
よ
り
ず
っ
と
地
味

で
、
な
お
か
つ
真
面
目
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
日
本
人
は
満
州
経
営

に
非
常
に
力
を
入
れ
て
き
た
た
め
、
満
州
を
簡
単
に
放
棄
す
る
わ
け
に
は
い
か

な
い
だ
ろ
う
、
と
蔣
介
石
は
指
摘
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
見
方
か
ら
、
蔣
介
石
は
、
国
力
か
ら
み
れ
ば
日
本
は
ロ
シ
ア
に

と
て
も
及
ば
な
い
が
、
東
ア
ジ
ア
地
域
に
限
れ
ば
日
本
は
ロ
シ
ア
よ
り
実
力
が

あ
る
と
論
じ
た
の
で
あ
る
（
22
）。

　

ま
た
蔣
介
石
は
、
外
モ
ン
ゴ
ル
が
辛
亥
革
命
勃
発
直
後
の
混
乱
期
を
利
用
し

て
、
一
九
一
一
年
一
二
月
一
日
に
「
大
モ
ン
ゴ
ル
国
」
の
建
国
を
宣
言
し
た
こ

と
に
対
し
て
、「
征
蒙
作
戦
に
関
す
る
一
試
論
」
を
発
表
し
た
。
蔣
介
石
は
、

武
力
を
用
い
て
「
大
モ
ン
ゴ
ル
国
」
を
潰
そ
う
と
考
え
た
ば
か
り
で
は
な
く
、

次
の
よ
う
な
意
見
を
述
べ
て
い
る
。

　

蔣
介
石
に
よ
れ
ば
、
外
モ
ン
ゴ
ル
へ
の
進
撃
は
、
表
面
上
は
「
大
モ
ン
ゴ
ル

国
」
を
潰
す
た
め
の
作
戦
で
あ
る
が
、
実
際
に
戦
う
相
手
は
ロ
シ
ア
で
あ
る
。

つ
ま
り
、「
大
モ
ン
ゴ
ル
国
」
は
ロ
シ
ア
の
傀
儡
政
権
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
ロ

シ
ア
の
勢
力
を
潰
さ
な
い
限
り
、
モ
ン
ゴ
ル
問
題
も
解
決
で
き
な
い
と
い
う
の

で
あ
っ
た
。

　

対
露
作
戦
を
考
え
る
際
に
は
、
日
本
の
反
応
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

満
州
に
対
す
る
日
本
の
野
望
を
念
頭
に
お
け
ば
、
日
本
が
中
露
衝
突
を
利
用
し

て
満
州
に
進
出
し
よ
う
と
す
る
可
能
性
は
相
当
に
高
い
。
ま
た
、
日
本
の
中
国

進
出
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
列
国
が
中
国
を
分
裂
さ
せ
よ
う
と
す
る
流
れ
に
加

わ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
中
国
は
瓦
解
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
蔣
介
石
は
強
調
し

た
。
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ま
た
、
中
国
を
め
ぐ
る
国
際
環
境
を
考
え
れ
ば
、
中
国
が
同
時
に
日
本
と
ロ

シ
ア
の
両
国
と
開
戦
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ロ
シ
ア
と

の
開
戦
を
決
意
す
る
な
ら
、
先
に
日
本
と
の
妥
協
を
成
立
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
、

と
蔣
介
石
は
主
張
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
な
具
体
的
条
件
の
下
で

日
本
と
妥
協
す
る
べ
き
か
に
つ
い
て
、
蔣
介
石
は
論
じ
て
お
ら
ず
、
満
州
に
お

け
る
中
国
の
宗
主
権
を
放
棄
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
他
の
こ
と
に
は
何
で

も
応
じ
る
余
地
が
あ
る
、
と
述
べ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
（
23
）。

　

以
上
述
べ
た
二
つ
の
論
文
は
、
い
ず
れ
も
蔣
介
石
が
二
五
歳
の
時
に
書
か
れ

た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
青
年
期
に
お
け
る
彼
の
政
治
思
想
を
表
し

た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
以
上
述
べ
た
こ
と
か
ら
、
青
年
期
の
蔣
介
石
の

日
本
認
識
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
一
に
、
日
本
は
、
ロ
シ
ア
と
同
様
に
、
中
国
に
対
す
る
領
土
拡
大
の
野
望

を
持
っ
て
い
る
。
第
二
に
、
日
本
の
満
州
経
営
は
、
地
味
で
な
お
か
つ
真
面
目

で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
日
本
は
簡
単
に
満
州
を
放
棄
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

第
三
に
、
東
ア
ジ
ア
で
は
、
日
本
が
ロ
シ
ア
を
上
回
る
力
を
も
っ
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
中
国
が
領
土
保
全
の
た
め
に
軍
事
行
動
を
と
る
場
合
、
対
ロ
シ
ア

戦
の
優
先
順
位
の
ほ
う
が
上
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
勝
算
を
考
慮
す
れ
ば
、
実
力

で
劣
る
ロ
シ
ア
に
対
す
る
作
戦
を
先
に
進
め
、
日
本
に
対
す
る
軍
事
行
動
は
後

に
す
る
べ
き
で
あ
る
。
第
四
に
、
ロ
シ
ア
へ
の
作
戦
を
遂
行
す
る
た
め
に
は
、

日
本
と
の
妥
協
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
際
、
少
な
く
と
も
満
州
に
お
け
る
宗
主

権
は
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
他
の
権
益
は
一
時
的
に
日
本
に
譲

っ
て
も
構
わ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
『
軍
声
』
の
売
り
上
げ
が
期
待
し
た
と
お
り
に
い
か
な
い
た
め
、
蔣
介
石
は

雑
誌
を
休
刊
し
て
ド
イ
ツ
に
留
学
し
よ
う
と
考
え
た
。
こ
の
た
め
、
一
九
一
三

年
六
月
に
上
海
で
こ
の
留
学
計
画
を
陳
其
美
に
報
告
す
る
と
、
陳
は
蔣
介
石
の

留
学
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
辛
亥
革
命
後
、
大
統
領
に
な

っ
た
袁
世
凱
（
一
八
五
九
│
一
九
一
六
）
が
革
命
党
打
破
の
弾
圧
政
策
に
乗
り

出
し
つ
つ
あ
る
た
め
、
追
い
詰
め
ら
れ
た
革
命
党
が
反
袁
の
挙
兵
を
す
る
こ
と

は
時
間
の
問
題
で
あ
る
、
と
い
う
情
勢
認
識
が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
陳
其
美

は
、
反
袁
活
動
の
た
め
に
蔣
介
石
の
手
を
借
り
る
必
要
が
あ
り
、
上
海
で
待
機

し
て
ほ
し
い
と
要
請
し
た
の
で
あ
る
（
24
）。

　

同
年
七
月
一
二
日
、
江
西
省
に
お
い
て
袁
世
凱
打
倒
の
軍
事
行
動
が
起
こ
さ

れ
た
。
中
国
近
代
史
上
の
、
い
わ
ゆ
る
第
二
次
革
命
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
列
強
の
支
持
を
受
け
ら
れ
ず
、
日
本
と
の
借
款
交
渉
も
失
敗
に

終
わ
り
、
ま
た
、
一
般
民
衆
は
革
命
後
の
政
争
に
興
味
を
示
さ
ず
、
経
済
界
は

平
和
を
か
く
乱
す
る
い
か
な
る
動
き
に
も
絶
対
反
対
で
あ
っ
た
た
め
、
革
命
軍

の
主
力
部
隊
は
、
七
月
末
に
は
、
圧
倒
的
に
優
勢
な
袁
世
凱
軍
に
よ
っ
て
鎮
圧

さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

　

そ
う
し
た
な
か
、
上
海
で
は
七
月
一
八
日
に
独
立
宣
言
が
出
さ
れ
た
。
陳
其

美
は
自
ら
討
袁
軍
総
司
令
に
な
り
、
七
月
二
三
日
に
上
海
製
造
局
を
第
一
目
標

と
し
て
総
攻
撃
を
し
た
が
、
製
造
局
を
な
か
な
か
落
と
す
こ
と
が
で
き
ず
、
七

月
三
〇
日
に
は
敗
北
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
の
上
海
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戦
で
、
か
つ
て
連
隊
長
を
務
め
た
第
五
連
隊
の
一
部
兵
士
を
率
い
て
、
蔣
介
石

が
先
頭
に
立
っ
て
戦
っ
た
こ
と
で
、
彼
の
名
前
は
戦
場
で
知
れ
渡
る
こ
と
に
な

っ
た
（
25
）。

　

第
二
次
革
命
の
失
敗
と
と
も
に
、
孫
文
を
は
じ
め
と
し
て
黄
興
（
一
八
七
四

│
一
九
一
六
）、
李
烈
鈞
（
一
八
八
二
│
一
九
四
六
）、
陳
其
美
な
ど
の
革
命
の
リ

ー
ダ
ー
は
相
次
い
で
日
本
に
亡
命
し
た
が
、
蔣
介
石
も
そ
の
あ
と
に
つ
づ
い
て

九
月
一
日
に
日
本
へ
渡
っ
た
。
辛
亥
革
命
で
清
朝
を
倒
し
て
か
ら
二
年
も
経
た

な
い
う
ち
に
、
民
国
建
国
の
功
労
者
で
あ
る
革
命
党
が
袁
世
凱
に
よ
っ
て
一
掃

さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
革
命
党
の
リ
ー
ダ
ー
た
ち
の
思
い
は
複
雑

だ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
逆
境
に
あ
っ
て
も
、
新
し
い
革
命
組
織
を
築
こ
う
と
い
う
の
が
、

孫
文
の
考
え
方
で
あ
り
、
早
く
も
九
月
二
七
日
に
は
、
東
京
で
中
華
革
命
党
を

創
立
し
た
（
26
）。
孫
文
自
ら
が
総
理
（
党
首
）
に
な
っ
た
が
、
入
党
に
際
し
て
、
総

理
の
命
令
へ
の
絶
対
服
従
を
誓
う
と
い
う
誓
約
書
を
入
れ
る
こ
と
を
条
件
と
し

た
。
こ
の
た
め
、
古
く
か
ら
革
命
運
動
に
携
わ
っ
て
き
た
者
た
ち
か
ら
は
、
新

し
い
組
織
の
構
築
に
つ
い
て
、
孫
文
が
独
裁
体
制
を
築
く
こ
と
を
主
眼
と
し
た

も
の
で
あ
る
と
受
け
止
め
ら
れ
た
。
こ
の
た
め
、
黄
興
、
李
烈
鈞
な
ど
の
元
老

た
ち
は
入
党
を
拒
否
し
た
の
で
あ
る
。

　

元
老
た
ち
が
入
党
を
拒
否
し
た
結
果
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
中
堅
幹
部
で
あ
っ

た
陳
其
美
が
、
党
の
中
心
的
な
存
在
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
陳
其
美
は
総
務

部
長
に
任
命
さ
れ
、
党
の
全
て
の
実
務
を
取
り
仕
切
る
こ
と
に
な
っ
た
（
27
）。

革
命

党
内
に
お
い
て
陳
其
美
の
影
響
力
が
高
ま
る
と
、
そ
の
直
系
で
あ
る
蔣
介
石
に

も
活
躍
の
機
会
が
ま
わ
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

　

一
度
は
日
本
に
亡
命
し
た
蔣
介
石
で
あ
っ
た
が
、
一
〇
月
下
旬
に
は
上
海
に

戻
り
、
一
〇
月
二
九
日
に
上
海
で
中
華
革
命
党
に
入
党
し
た
。
誓
約
番
号
は
一

〇
二
号
で
、
中
国
国
内
で
の
入
党
第
一
号
に
な
っ
た
（
28
）。
し
か
し
な
が
ら
、
蔣
介

石
が
帰
国
し
た
本
来
の
目
的
は
、
入
党
す
る
た
め
で
は
な
く
て
、
討
袁
活
動
を

再
起
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
一
九
一
四
年
の
初
夏
を
目
処
と
し
て
、

武
力
蜂
起
に
よ
っ
て
上
海
を
革
命
陣
営
の
手
に
取
り
込
も
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
計
画
は
実
行
直
前
に
袁
世
凱
政
府
に
察
知
さ
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
多
数

の
同
志
が
逮
捕
さ
れ
、
処
刑
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。

　

こ
の
た
び
の
反
乱
事
件
に
対
し
て
、
袁
世
凱
は
一
九
一
四
年
六
月
一
五
日
、

蔣
介
石
を
首
謀
者
と
し
て
逮
捕
せ
よ
と
い
う
大
総
統
令
を
出
し
、
事
件
の
厳
重

な
追
及
を
命
じ
た
（
29
）。
ま
た
、
こ
の
事
件
に
つ
い
て
日
本
の
上
海
総
領
事
・
有
吉

明
は
、
今
回
の
事
件
は
浙
江
省
出
身
の
革
命
党
党
員
が
中
心
と
な
っ
て
計
画
し

た
も
の
だ
が
、
こ
の
浙
江
派
が
上
海
革
命
党
の
中
心
的
な
存
在
で
あ
り
、
比
較

的
穏
健
で
団
結
力
が
あ
る
が
、
元
の
リ
ー
ダ
ー
が
日
本
に
亡
命
し
た
た
め
、
今

は
蔣
介
石
が
中
心
と
な
っ
て
ま
と
め
役
を
果
た
し
た
、
と
す
る
報
告
書
を
七
月

一
〇
日
に
外
務
省
に
送
っ
て
い
る
（
30
）。

　

以
上
の
ご
と
く
、
大
総
統
令
や
、
上
海
総
領
事
の
報
告
書
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
第
二
次
革
命
を
通
し
て
、
蔣
介
石
は
陳
其
美
の
代
理
人
と
し
て
活
躍
す
る

よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
外
部
の
人
間
が
こ
の
よ
う
に
観
察
し
た
ば
か
り
で
は
な
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く
、
革
命
陣
営
内
部
か
ら
も
同
じ
よ
う
な
見
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

上
海
蜂
起
の
失
敗
で
、
再
び
亡
命
し
た
蔣
介
石
は
、
逮
捕
の
大
総
統
令
が
出

さ
れ
る
直
前
の
一
九
一
四
年
六
月
一
二
日
に
東
京
で
孫
文
と
の
面
会
を
実
現
さ

せ
た
。
革
命
党
に
入
党
し
て
か
ら
六
年
を
経
て
、
こ
の
面
会
を
き
っ
か
け
と
し

て
初
め
て
孫
文
と
の
個
人
的
な
つ
な
が
り
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

日
本
の
警
察
の
孫
文
監
視
録
で
は
、
こ
の
年
の
六
月
か
ら
七
月
初
旬
の
蔣
介

石
と
孫
文
と
の
面
会
は
二
九
回
に
及
ん
で
い
る
。
蔣
介
石
が
こ
の
よ
う
に
頻
繁

に
孫
文
と
面
会
し
て
い
た
こ
と
は
、
彼
が
孫
文
に
重
用
さ
れ
は
じ
め
た
こ
と
の

表
れ
で
あ
る
（
31
）。

　

七
月
一
〇
日
、
蔣
介
石
は
、
満
州
の
ハ
ル
ビ
ン
に
到
着
し
た
。
満
州
へ
の
出

張
は
、
孫
文
か
ら
の
直
接
命
令
で
、
北
満
州
に
お
け
る
蜂
起
の
可
能
性
を
探
る

た
め
で
あ
っ
た
。
当
時
、
黒
龍
江
省
で
は
伝
統
的
な
巡
防
隊
か
ら
新
し
い
陸
軍

へ
と
再
編
す
る
た
め
、
五
一
歩
兵
大
隊
か
ら
一
八
大
隊
に
ま
で
削
減
し
て
い
た
。

こ
の
削
減
策
の
た
め
、
多
数
の
兵
士
が
解
雇
さ
れ
、
連
隊
長
の
軍
事
指
導
権
も

縮
小
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
孫
文
は
、
元
の
連
隊
長
と
、
解
雇
さ
れ
た
兵
士
た

ち
の
不
満
を
利
用
し
て
挙
兵
し
よ
う
、
と
い
う
思
惑
を
抱
い
て
い
た
の
で
あ
る
（
32
）。

　

と
こ
ろ
が
蔣
介
石
が
現
地
に
到
着
し
て
み
る
と
、
中
華
革
命
党
の
満
州
支
部

と
し
て
は
、
こ
の
件
は
、
蜂
起
を
名
目
と
し
て
東
京
本
部
か
ら
お
金
を
引
き
出

す
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
の
た
め
、
北
満
州

で
の
挙
兵
の
計
画
は
諦
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

　

ち
ょ
う
ど
蔣
介
石
が
満
州
滞
在
中
の
七
月
二
八
日
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
セ
ル

ビ
ア
に
宣
戦
を
布
告
し
た
。
こ
の
宣
戦
を
知
っ
た
蔣
介
石
は
、「
欧
州
大
戦
の

発
展
傾
向
お
よ
び
倒
袁
政
策
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
八
月
二
日
に
孫
文
に
計
画

書
を
提
出
し
た
。

　

計
画
書
に
お
い
て
、
蔣
介
石
は
、
戦
争
は
二
国
間
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な

く
、
必
ず
や
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
巻
き
込
ん
で
い
く
と
の
見
通
し
を
示
し
、
戦
争

が
拡
大
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
列
強
は
ア
ジ
ア
の
こ
と
を
顧
み
る
余
裕
が
な
く
な

る
だ
ろ
う
と
論
じ
た
。
こ
の
た
め
、
ア
ジ
ア
に
は
力
の
真
空
状
態
が
生
ま
れ
る

こ
と
に
な
り
、
日
本
の
中
国
進
出
を
招
く
こ
と
は
時
間
の
問
題
と
な
る
。
し
か

も
、
袁
世
凱
政
権
は
西
洋
列
強
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る

た
め
、
列
強
の
支
持
が
な
く
な
る
と
政
権
の
基
盤
は
自
然
に
弱
体
化
す
る
。
し

た
が
っ
て
、
袁
政
権
の
外
交
的
困
窮
を
利
用
し
て
、
い
か
に
こ
の
政
権
を
打
倒

す
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
革
命
党
と
し
て
当
面
検
討
す
べ
き
政
策
と
な
る
、
と

い
う
の
で
あ
る
。

　

今
ま
で
の
経
験
で
は
、
革
命
派
に
対
し
て
袁
政
権
が
優
勢
な
軍
事
力
を
持
っ

て
い
た
た
め
、
各
地
で
同
時
に
蜂
起
し
て
も
、
袁
政
権
側
の
軍
事
力
を
分
散
さ

せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
逆
に
こ
ち
ら
の
兵
力
が
足
り
な
い
た
め
、
失
敗

を
重
ね
る
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
失
敗
に
鑑
み
、
今
後
の
挙
兵
は
一
か
所

の
み
に
集
中
す
べ
き
で
あ
る
と
蔣
介
石
は
強
調
し
た
。

　

そ
の
挙
兵
の
場
と
し
て
、
彼
が
推
薦
し
た
の
は
浙
江
省
で
あ
っ
た
。
地
理
的

環
境
か
ら
い
う
と
、
浙
江
省
の
戦
闘
に
お
い
て
は
、
陸
軍
よ
り
海
軍
が
重
要
で

あ
る
。
袁
政
権
の
海
軍
は
弱
い
た
め
、
海
を
戦
場
と
す
る
こ
と
は
、
革
命
党
に
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と
っ
て
比
較
的
有
利
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
浙
江
省
の
軍
隊
は
、
そ
れ
も
特
に
中

間
幹
部
ら
は
、
殆
ど
革
命
党
の
理
想
に
共
感
を
持
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

浙
江
省
で
の
挙
兵
は
、
他
の
省
と
比
べ
て
軍
隊
か
ら
支
持
さ
れ
る
可
能
性
が
高

い
、
と
蔣
介
石
は
指
摘
し
た
（
33
）。

　

こ
の
年
八
月
一
六
日
、
蔣
介
石
は
東
京
に
戻
っ
た
が
、
滞
在
は
わ
ず
か
二
週

間
ほ
ど
で
、
八
月
三
一
日
に
は
再
び
東
京
を
後
に
し
た
。
行
く
先
は
上
海
で
あ

っ
た
。
一
五
日
間
の
東
京
滞
在
に
お
い
て
、
蔣
介
石
が
孫
文
に
会
わ
な
か
っ
た

日
は
、
二
日
だ
け
で
あ
る
。
し
か
も
、
残
り
の
一
三
日
間
に
お
い
て
、
孫
文
と

の
会
見
は
二
四
回
に
及
ん
だ
。
つ
ま
り
、
中
に
は
一
日
に
二
回
以
上
、
八
月
二

四
日
な
ど
は
、
一
日
に
四
回
も
会
っ
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
（
34
）。

　

そ
の
上
、
こ
の
間
に
孫
文
は
蔣
介
石
に
二
万
ド
ル
を
渡
し
て
い
る
（
35
）。
わ
ず
か

二
か
月
前
に
初
め
て
孫
文
と
面
識
を
得
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の
時
期
に
な
る
と
、
孫
文
に
と
っ
て
、
蔣
介
石
は
不
可
欠
な
存
在
に
な
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
頻
繁
な
交
流
と
大
金
の
供
与
は
、
孫
文
が
蔣
介
石
の

計
画
書
を
受
け
入
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

蔣
介
石
の
プ
ラ
ン
が
革
命
党
の
新
し
い
政
策
に
な
っ
た
こ
と
は
、
彼
の
時
勢

に
対
す
る
洞
察
力
を
孫
文
が
認
め
た
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
た
。
そ
れ
ま
で
、

蔣
介
石
は
陳
其
美
の
下
に
お
い
て
行
動
派
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
の
だ
が
、
こ

の
た
び
の
計
画
書
提
出
を
通
し
て
、
参
謀
と
し
て
も
有
能
で
あ
る
こ
と
が
革
命

党
内
で
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
浙
江
省
を
新
し
い
革
命
根
拠
地
と
し
て
蜂
起
し
よ
う
と
す
る
計

画
は
、
袁
世
凱
政
権
に
洩
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
た
め
浙
江
省
の
第
六
旅
団
を

も
っ
て
反
袁
活
動
の
策
動
を
起
こ
す
と
い
う
計
画
が
実
行
す
る
前
に
露
見
し
、

仲
介
者
た
ち
は
逮
捕
さ
れ
、
上
海
で
は
二
百
数
名
、
杭
州
で
は
三
十
数
名
の
革

命
党
党
員
が
処
刑
さ
れ
た
（
36
）。

　

蜂
起
の
基
礎
と
な
る
組
織
が
崩
壊
し
て
し
ま
い
、
再
起
に
は
時
間
を
要
す
る

事
態
に
な
っ
た
た
め
、
蔣
介
石
は
再
び
東
京
に
亡
命
し
た
。
た
だ
し
、
東
京
に

戻
っ
た
蔣
介
石
は
、
孫
文
に
会
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
浙
江
省
蜂
起
が
失

敗
し
た
た
め
、
孫
文
は
蔣
介
石
に
不
満
を
抱
き
、
距
離
を
お
い
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
孫
文
に
遠
ざ
け
ら
れ
た
蔣
介
石
は
、
こ
れ
で
意
気
阻
喪
し
て
し

ま
う
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
猛
烈
に
勉
強
す
る
こ
と
で
、
こ
の
不
遇
を
乗
り

越
え
よ
う
と
し
た
。
彼
の
日
記
に
よ
れ
ば
、
こ
の
東
京
で
の
蟄
居
が
、
人
生
で

も
っ
と
も
軍
事
学
の
勉
強
に
力
を
入
れ
た
時
期
に
な
っ
た
と
い
う
。
彼
は
、
元

軍
事
教
官
の
小
室
敬
二
郎
指
導
の
下
で
、
士
官
学
校
の
す
べ
て
の
必
修
科
目
を

独
学
で
勉
強
し
た
（
37
）。

　

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
蔣
介
石
は
士
官
学
校
へ
の
入
学
準
備
の
中
途
で
辛

亥
革
命
に
身
を
投
じ
て
、
士
官
学
校
へ
の
進
学
を
諦
め
て
い
た
。
そ
こ
で
、
こ

の
度
の
亡
命
期
間
を
利
用
し
て
、
自
学
自
習
で
士
官
に
必
要
な
教
養
と
知
識
を

身
に
つ
け
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
か
つ
て
辛
亥
革
命
直
後
の
日
本
亡
命
期
を

利
用
し
て
、
軍
事
雑
誌
を
編
集
し
た
と
き
と
同
様
の
生
活
態
度
を
示
し
た
。
す

な
わ
ち
蔣
介
石
は
、
今
回
の
不
遇
の
時
期
に
お
い
て
も
、
積
極
的
に
周
り
の
環

境
を
自
分
の
成
長
に
役
立
て
る
方
策
を
見
出
し
、
実
行
し
た
の
で
あ
っ
た
。
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蔣
介
石
が
孫
文
に
再
会
し
た
の
は
一
九
一
五
年
三
月
六
日
の
こ
と
で
あ
り
、

実
に
七
か
月
ぶ
り
で
あ
っ
た
。
こ
の
き
っ
か
け
を
つ
く
っ
た
の
は
陳
其
美
で
あ

る
。
陳
と
し
て
は
、
中
国
で
の
革
命
活
動
が
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
理
由
を
、

自
分
が
現
地
に
い
な
か
っ
た
せ
い
で
あ
る
と
考
え
、
中
国
へ
戻
る
こ
と
を
決
意

し
て
い
た
。
そ
こ
で
陳
其
美
が
東
京
を
留
守
に
す
る
間
に
、
本
部
と
彼
と
の
連

絡
役
に
は
蔣
介
石
が
一
番
ふ
さ
わ
し
い
、
と
い
う
理
由
で
孫
文
を
説
得
す
る
こ

と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
（
38
）。

　

孫
文
の
監
視
録
に
よ
れ
ば
、
三
月
以
降
の
蔣
介
石
と
の
面
会
記
録
は
、
四
月

が
二
回
、
五
月
は
三
回
、
六
月
は
一
回
、
七
月
は
二
回
、
八
月
は
三
回
、
九
月

は
三
回
、
一
〇
月
は
二
回
、
そ
し
て
一
一
月
は
五
回
で
あ
っ
た
（
39
）。
こ
の
数
字
か

ら
見
れ
ば
、
両
者
の
交
流
は
か
な
り
頻
繁
で
あ
り
、
蔣
介
石
が
再
び
孫
文
の
信

頼
を
取
り
も
ど
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

同
年
一
一
月
下
旬
に
な
る
と
、
蔣
介
石
の
姿
は
上
海
に
あ
っ
た
。
そ
の
後
、

陳
其
美
が
主
導
し
た
あ
ら
ゆ
る
反
袁
活
動
に
お
い
て
、
彼
は
陳
其
美
の
右
腕
と

し
て
活
躍
し
た
。
し
か
し
、
彼
ら
の
活
動
が
余
り
に
目
立
っ
た
こ
と
が
、
一
九

一
六
年
五
月
一
八
日
の
、
上
海
に
お
け
る
陳
其
美
暗
殺
を
招
く
こ
と
に
な
っ
た
。

　

陳
其
美
の
死
は
、
蔣
介
石
に
は
い
か
に
も
無
念
で
あ
っ
た
。
陳
其
美
に
捧
げ

た
祭
文
に
お
い
て
、
蔣
介
石
は
「
こ
れ
よ
り
先
、
世
の
中
に
は
、
あ
な
た
の
よ

う
に
、
わ
た
し
を
深
く
理
解
し
て
、
大
切
に
し
て
く
だ
さ
る
人
は
い
な
い
」
と

書
き
始
め
、
最
後
に
は
「
あ
な
た
の
遺
志
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
は
、
私
の
責
任

で
あ
る
」
と
誓
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
先
輩
に
対
す
る
深
い
思
い
と
、
天
下
国
家
に
対
す
る
使
命
感
に

支
え
ら
れ
て
、
蔣
介
石
は
そ
の
後
、
陳
其
美
の
後
継
者
と
し
て
歴
史
の
表
舞
台

に
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。
彼
自
身
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
陳
の
死
に
よ
っ

て
、
孫
文
が
陳
に
期
し
て
い
た
も
の
が
私
に
期
待
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
の

で
あ
る
（
40
）。四

、
壮
年
期

　

一
九
一
九
年
一
〇
月
一
〇
日
、
孫
文
は
中
華
革
命
党
を
解
散
し
て
、
新
た
に

中
国
国
民
党
を
組
織
し
た
。
こ
の
改
組
に
よ
り
、
従
来
の
秘
密
結
社
か
ら
脱
皮

し
て
、
国
民
に
向
け
て
開
か
れ
た
政
党
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
（
41
）。
一
〇
月
二
五

日
、
孫
文
の
命
で
蔣
介
石
が
日
本
に
派
遣
さ
れ
た
。

　

訪
問
の
目
的
は
二
つ
あ
っ
た
の
だ
が
、
孫
文
の
友
人
、
元
満
鉄
理
事
・
犬
塚

勝
太
郎
が
癌
を
患
っ
た
た
め
、
孫
文
の
代
理
と
し
て
見
舞
う
こ
と
が
、
そ
の
表

向
き
の
目
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
同
時
に
、
国
民
党
の
成
立
に
関
す
る
中
国
の

最
新
情
報
を
日
本
の
友
人
た
ち
に
伝
え
る
こ
と
が
、
も
う
一
つ
の
目
的
で
あ
っ

た
。

　

蔣
介
石
が
上
海
に
戻
っ
た
の
は
、
翌
月
、
一
一
月
一
六
日
で
あ
る
が
、
こ
の

間
二
〇
日
ほ
ど
の
滞
在
で
、
東
京
を
始
め
、
横
浜
、
京
都
、
神
戸
な
ど
を
回
っ

た
。
ま
た
、
頭
山
満
、
秋
山
定
輔
な
ど
の
、
長
い
間
中
国
革
命
を
支
え
て
き
た

友
人
た
ち
に
も
挨
拶
し
た
（
42
）。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
交
流
目
的
の
日
本
訪
問
の
大
役
が
ど
う
し
て
蔣
介
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石
に
回
っ
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
彼
の
日
本
訪
問
の
日
程
を
検
討
す
る
だ

け
で
は
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
疑
問
に
答
え
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、

当
時
の
革
命
陣
営
に
お
け
る
蔣
介
石
の
位
置
づ
け
を
知
る
必
要
が
あ
る
。

　

孫
文
が
日
本
亡
命
を
終
え
て
中
国
に
戻
っ
た
の
は
、
一
九
一
六
年
四
月
二
七

日
で
あ
っ
た
。
雲
南
省
で
挙
兵
し
た
袁
世
凱
討
伐
の
「
護
国
軍
」
に
呼
応
す
る

た
め
で
あ
っ
た
。
結
果
的
に
は
、
護
国
軍
の
挙
兵
が
、
袁
世
凱
の
急
死
を
齎
し

た
こ
と
に
よ
り
、
北
部
を
支
配
す
る
袁
政
権
支
持
派
と
南
部
を
拠
点
と
す
る
反

袁
派
の
南
北
和
解
が
可
能
に
な
っ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
一
時
的
に
成
立
し
た
和
解
に
よ
っ
て
は
南
北
対
立
の
根
本

的
状
況
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
一
度
は
統
一
さ
れ

た
中
国
が
、
民
国
初
年
に
設
立
さ
れ
た
国
会
と
国
家
の
基
本
法
で
あ
る
「
臨
時

約
法
」
を
守
る
か
ど
う
か
を
め
ぐ
っ
て
意
見
の
対
立
が
表
面
化
し
、
再
び
分
裂

し
て
し
ま
っ
た
。

　

こ
の
結
果
、
一
九
一
七
年
八
月
二
五
日
、
国
会
と
臨
時
約
法
の
復
活
を
目
指

す
「
護
法
」
を
提
唱
し
て
、
孫
文
が
海
軍
と
代
議
士
を
率
い
て
、
広
州
に
お
い

て
中
華
民
国
軍
政
府
を
樹
立
し
、
大
元
帥
に
就
任
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
孫
文
が
軍
政
府
を
樹
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
政
治
の
舞

台
を
築
く
た
め
に
必
要
な
経
費
は
、
ド
イ
ツ
政
府
か
ら
の
出
資
に
よ
っ
て
い
た
。

実
は
、
護
法
を
巡
る
南
北
の
対
立
・
衝
突
の
原
因
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
に
中

国
が
参
戦
す
べ
き
か
ど
う
か
に
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
当
時
の
国
務
総
理
・

段
祺
瑞
（
一
八
六
五
│
一
九
三
六
）
は
ア
メ
リ
カ
の
誘
い
に
乗
っ
て
、
ド
イ
ツ

と
国
交
を
断
絶
し
、
さ
ら
に
一
歩
進
ん
で
、
ド
イ
ツ
へ
の
宣
戦
ま
で
主
張
し
て

い
た
が
、
こ
の
第
一
次
世
界
大
戦
参
戦
政
策
に
は
、
大
総
統
・
黎
元
洪
（
一
八

六
四
│
一
九
二
八
）
を
は
じ
め
、
多
く
の
代
議
士
が
反
対
で
あ
っ
た
。
こ
の
た

め
に
両
者
が
衝
突
し
た
結
果
、
黎
元
洪
大
総
統
は
辞
職
さ
せ
ら
れ
、
国
会
は
解

散
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
国
会
の
解
散
は
不
法
で
あ
る
と
し
て
、
徹
底
し
て
段
祺
瑞
政

権
を
糾
弾
す
る
と
い
う
の
が
孫
文
の
立
場
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
ド
イ
ツ
政

府
か
ら
見
る
と
、
中
国
の
参
戦
は
ぜ
ひ
と
も
防
止
し
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
そ
の

た
め
に
頼
り
に
な
る
の
は
孫
文
だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
ド
イ
ツ
の
中
国

駐
箚
公
使
フ
ォ
ン
・
ヒ
ン
ツ
ェ
（Paul von H

intze

一
八
六
四
│
一
九
四
一
）
が
、

一
九
一
七
年
三
月
二
五
日
に
帰
国
す
る
前
に
、
上
海
総
領
事
の
ク
ニ
ッ
ピ
ン
グ

（H
ubert von K

nipping

一
八
六
八
│
一
九
三
五
）
を
通
し
て
孫
文
に
二
〇
〇
万
ド

ル
を
提
供
し
た
の
で
あ
る
（
43
）。

　

孫
文
は
こ
の
二
〇
〇
万
ド
ル
を
基
金
と
し
、
海
軍
大
臣
・
程
壁
光
を
通
じ
て

海
軍
の
支
持
を
得
て
、
軍
政
府
を
樹
立
し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
上
海

を
中
心
と
す
る
か
か
る
工
作
推
進
の
責
任
者
は
蔣
介
石
で
あ
っ
た
（
44
）。
つ
ま
り
、

蔣
介
石
が
、
各
方
面
と
の
折
衝
の
任
に
当
た
り
、
こ
の
大
金
運
用
の
事
務
的
責

任
を
も
担
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
重
要
な
局
面
で
蔣
介
石
が
表
舞
台
に
登
場
し
た
こ
と
は
、
陳
其
美
が
生

前
に
築
い
た
上
海
の
基
盤
を
彼
が
受
け
継
い
だ
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
そ
れ

ば
か
り
で
は
な
く
、
二
〇
〇
万
ド
ル
と
い
う
大
金
の
取
り
扱
い
を
任
さ
れ
た
こ
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と
は
、
孫
文
が
蔣
介
石
を
い
か
に
信
頼
し
た
か
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
。
ま
た
、

こ
の
と
き
大
金
の
運
営
を
担
当
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
は
上
海
の
金
融
関
係

者
と
の
パ
イ
プ
を
築
く
こ
と
が
で
き
た
。
い
い
か
え
れ
ば
、
蔣
介
石
と
上
海
金

融
界
と
の
関
係
は
こ
の
時
期
か
ら
深
く
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
広
州
で
成
立
し
た
中
華
民
国
軍
政
府
は
、
基
本
的
に
西
南
軍
閥
の
武

力
に
依
拠
し
て
い
た
。
彼
ら
が
孫
文
を
支
持
し
た
の
は
、
北
京
政
府
の
統
一
政

策
に
対
抗
す
る
た
め
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
ら
の
主
た
る
関
心
は
、
い
か
に
し

て
既
存
の
勢
力
を
温
存
さ
せ
る
か
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
特
に
北
京
政
府
で

新
し
く
大
総
統
代
理
と
な
っ
た
馮
国
璋
（
一
八
五
九
│
一
九
一
九
）
が
平
和
論

を
唱
え
、
主
戦
派
の
国
務
総
理
・
段
祺
瑞
と
対
立
し
た
際
に
、
西
南
軍
閥
は
馮

を
支
持
し
て
、
北
京
政
府
と
平
和
交
渉
を
進
め
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
と
き
孫
文
は
、
あ
く
ま
で
も
南
北
統
一
政
府
の
樹
立
は
、
国

会
と
臨
時
約
法
の
復
活
を
前
提
と
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

そ
れ
で
は
馮
の
法
律
上
の
地
位
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
孫
文
を
排

除
し
な
い
限
り
、
中
華
民
国
軍
政
府
と
北
京
政
府
と
の
平
和
交
渉
は
不
可
能
で

あ
っ
た
（
45
）。

　

こ
の
た
め
、
一
九
一
八
年
五
月
四
日
に
、
西
南
軍
閥
が
軍
政
府
を
改
組
さ
せ

て
、
大
元
帥
と
い
う
職
を
廃
止
し
た
。
結
局
、
政
治
基
盤
を
失
っ
た
孫
文
は
失

意
の
う
ち
に
上
海
に
去
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
孫
文
に
と
っ
て
八
か
月

間
の
軍
政
府
時
代
は
、
ま
っ
た
く
実
り
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
少
な
く

と
も
、
孫
文
は
広
東
省
の
二
〇
警
備
大
隊
を
手
に
入
れ
、
直
轄
の
部
隊
と
し
て

編
制
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
（
46
）。

　

こ
れ
ら
の
軍
の
総
司
令
は
元
広
東
省
の
代
理
都
督
・
陳
炯
明
（
一
八
七
八
│

一
九
三
三
）
で
あ
っ
た
が
、
作
戦
科
主
任
は
蔣
介
石
で
あ
っ
た
。
こ
の
直
轄
の

部
隊
、
い
わ
ゆ
る
粤エ
ツ

軍
は
孫
文
が
広
州
を
去
る
と
と
も
に
、
福
建
省
へ
と
進
軍

し
た
（
47
）。

こ
の
進
軍
の
計
画
書
を
書
い
た
の
は
、
蔣
介
石
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と

は
、
参
謀
と
し
て
の
蔣
介
石
の
一
面
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
一
九
一
八
年
三
月
一
五
日
に
作
戦
科
主
任
に
就
職
し
た
蔣

介
石
は
、
七
月
三
一
日
に
早
く
も
辞
職
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
同
僚
に
排
斥
さ

れ
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
総
司
令
・
陳
炯
明
は
「
わ
が
粤
軍
が

百
敗
し
て
も
か
ま
わ
な
い
が
、
あ
な
た
が
い
な
く
て
は
困
る
（
48
）」
と
い
う
慰
留
の

手
紙
を
出
し
、
さ
ら
に
、
第
二
支
隊
司
令
官
と
い
う
新
し
い
職
に
迎
え
た
い
と

要
請
し
た
。

　

こ
の
要
請
に
心
動
か
さ
れ
た
蔣
介
石
は
、
前
の
辞
職
か
ら
一
か
月
半
余
り
後

の
九
月
一
八
日
に
支
隊
司
令
官
と
し
て
粤
軍
に
復
帰
し
た
。
こ
の
新
し
い
職
を

得
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
蔣
介
石
は
は
じ
め
て
千
名
の
兵
士
を
率
い
る
司
令
官
と

し
て
、
福
建
省
の
軍
閥
と
実
戦
を
交
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

最
初
の
戦
い
で
は
、
蔣
介
石
の
第
二
支
隊
は
破
竹
の
勢
い
を
示
し
、
敵
方
か

ら
停
戦
を
要
求
し
て
き
た
。
し
か
し
、
福
建
省
側
は
一
旦
残
兵
を
立
て
直
す
と
、

逆
に
五
千
名
の
兵
を
動
員
し
て
反
攻
に
出
て
き
た
。
こ
う
な
る
と
、
敵
の
圧
倒

的
な
兵
力
に
包
囲
さ
れ
た
第
二
支
隊
の
兵
士
は
戦
意
を
失
い
、
逃
げ
る
一
方
で

あ
っ
た
。
結
局
、
大
局
を
挽
回
で
き
ず
、
蔣
介
石
は
一
人
で
戦
場
か
ら
脱
出
し
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蔣介石の人格形成と日本

た
。

　

こ
の
敗
戦
の
責
任
を
と
る
た
め
、
蔣
介
石
は
辞
職
を
考
え
た
が
、
陳
炯
明
が

「
敗
戦
は
、
あ
な
た
の
せ
い
で
は
な
か
っ
た
」
と
言
っ
て
彼
を
慰
め
、
休
暇
を

与
え
た
（
49
）。

　

蔣
介
石
は
、
こ
の
二
か
月
の
休
暇
を
利
用
し
て
上
海
に
い
る
孫
文
に
会
い
に

行
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
一
九
年
五
月
二
日
に
復
帰
し
た
蔣
介
石
は
、
二
か
月

半
余
り
の
ち
の
七
月
二
七
日
に
再
び
辞
職
し
た
。
理
由
は
、
や
は
り
同
僚
に
排

斥
さ
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

　

先
に
述
べ
た
と
お
り
、
こ
の
孫
文
の
直
轄
部
隊
は
、
広
東
省
の
二
〇
警
備
大

隊
を
再
編
制
し
て
で
き
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
士
官
か
ら
兵
士
ま
で
、

す
べ
て
広
東
省
の
出
身
で
あ
っ
た
。
浙
江
省
出
身
の
蔣
介
石
が
、
広
東
人
の
社

会
に
入
り
込
む
に
は
無
理
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
現
状
に
絶
望
し
た
蔣
介
石
は
、
気
分
転
換
を
は
か
る
た
め
に
ド
イ
ツ
へ

留
学
し
よ
う
と
思
い
、
上
海
へ
行
っ
た
と
こ
ろ
で
、
孫
文
に
引
き
留
め
ら
れ
た
。

孫
文
に
、
ド
イ
ツ
へ
行
く
代
わ
り
に
日
本
へ
行
く
よ
う
に
と
言
わ
れ
た
た
め
、

犬
塚
勝
太
郎
の
お
見
舞
い
と
い
う
名
目
で
日
本
に
き
た
の
で
あ
っ
た
。

　

つ
ま
り
、
一
九
一
九
年
一
〇
月
の
蔣
介
石
の
日
本
訪
問
は
、
傷
心
の
蔣
介
石

を
慰
め
よ
う
と
い
う
孫
文
の
配
慮
に
よ
る
旅
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
経

過
か
ら
、
二
つ
の
こ
と
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ひ
と
つ
は
、
日
本
へ
の

旅
は
、
蔣
介
石
に
と
っ
て
、
そ
れ
な
り
の
魅
力
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
孫
文
が
い
か
に
蔣
介
石
を
大
切
に
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
た
だ
し
、
孫
文
は
た
し
か
に
蔣
介
石
を
大
切
に
し
て
い
た
の
だ
が
、

両
者
の
公
式
的
な
関
係
は
必
ず
し
も
順
調
に
発
展
し
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
は

な
か
っ
た
。
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
、
む
し
ろ
、
常
に
な
ん
ら
か
の
ト
ラ
ブ
ル

が
つ
い
て
ま
わ
っ
た
と
い
え
る
。

　

孫
文
が
亡
く
な
っ
た
の
は
、
一
九
二
五
年
三
月
一
二
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
の
当
時
、
蔣
介
石
は
黄
埔
軍
官
学
校
校
長
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
蔣
介
石

は
一
九
二
四
年
五
月
三
日
に
こ
の
職
を
得
る
ま
で
に
、
す
で
に
述
べ
た
二
回
の

辞
職
の
ほ
か
に
、
一
〇
回
も
辞
職
し
て
い
た
。

　

こ
の
都
合
一
二
回
の
辞
職
の
過
程
を
振
り
返
る
と
、
次
の
よ
う
な
数
字
に
纏

め
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
九
一
八
年
か
ら
一
九
一
九
年
ま
で
の
辞
職
は
二
回
で
、

そ
の
間
職
務
に
つ
い
て
い
た
期
間
は
合
計
一
年
と
二
七
日
、
つ
ま
り
三
九
二
日

間
で
あ
っ
た
。
一
九
二
〇
年
に
も
二
回
の
辞
職
を
し
た
が
、
こ
の
間
の
勤
務
は

二
三
日
間
に
過
ぎ
な
い
。
さ
ら
に
、
一
九
二
一
年
に
は
三
回
辞
職
し
て
、
勤
務

日
数
は
わ
ず
か
に
四
日
間
だ
け
で
、
一
九
二
二
年
か
ら
一
九
二
三
年
ま
で
に
四

回
の
辞
職
を
し
た
が
、
四
回
合
計
で
勤
務
日
数
は
一
八
一
日
で
あ
り
、
最
後
に

一
九
二
四
年
に
は
一
回
だ
け
辞
職
し
た
が
、
そ
の
勤
務
日
数
は
二
八
日
で
あ
っ

た
（
50
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
蔣
介
石
が
、
辞
職
し
て
は
ま
た
復
帰
す
る
と
い
う
こ
と
を
繰

り
返
し
て
い
た
こ
と
は
、
何
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
蔣
介

石
に
は
革
命
の
大
業
に
身
を
投
ず
る
意
欲
が
あ
る
も
の
の
、
彼
の
希
望
と
現
実

の
職
務
と
の
間
に
常
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
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れ
ほ
ど
辞
職
に
次
ぐ
辞
職
を
繰
り
返
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
都
度
、
次

の
任
務
が
与
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
孫
文
の
側
が
、
蔣
介
石
の
実
力
と
忠

誠
心
を
高
く
評
価
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
蔣
介
石
は
辞

職
す
る
毎
に
、
前
と
比
べ
て
よ
り
よ
い
条
件
が
提
供
さ
れ
て
復
帰
が
求
め
ら
れ

た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
て
、
蔣
介
石
は
一
二
回
の
辞
任
を
通
し
て
、
そ
の
た
び
に
昇
進
し
つ

づ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
蔣
介
石
と
革
命
陣
営
と
の
葛
藤
を
探
る
と
、

彼
の
思
惑
と
革
命
陣
営
内
部
の
権
力
闘
争
、
さ
ら
に
は
革
命
を
巡
る
中
国
全
体

の
時
勢
を
も
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

さ
て
、
蔣
介
石
が
一
二
回
に
わ
た
っ
て
辞
職
を
繰
り
返
し
た
過
程
を
検
討
す

る
に
際
し
て
、
こ
の
間
を
三
つ
の
時
期
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
第
一

期
は
、
一
九
一
八
年
三
月
か
ら
一
九
二
〇
年
一
一
月
ま
で
、
粤
軍
が
孫
文
の
直

轄
部
隊
と
し
て
奮
戦
し
た
時
期
で
あ
っ
た
。
中
堅
将
校
で
あ
っ
た
蔣
介
石
は
、

粤
軍
内
部
の
地
域
主
義
に
困
惑
さ
せ
ら
れ
、
同
僚
に
排
斥
さ
れ
た
た
め
、
辞
職

し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
う
し
た
と
き
に
彼
の
留
任
を
求
め
た
の
は
、
先
述
の

と
お
り
粤
軍
の
総
司
令
・
陳
炯
明
で
あ
っ
た
。

　

第
二
期
は
、
一
九
二
一
年
二
月
か
ら
一
九
二
二
年
四
月
ま
で
、
粤
軍
が
西
南

軍
閥
を
破
っ
て
広
東
省
に
戻
っ
た
の
ち
の
時
期
で
あ
っ
た
。
粤
軍
の
勝
利
に
よ

っ
て
、
一
九
二
〇
年
一
一
月
に
孫
文
は
広
州
で
改
め
て
軍
政
府
を
再
組
織
し
、

翌
年
四
月
に
非
常
大
総
統
に
就
任
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
軍
事
の
大
権
を
握
っ
た

陳
炯
明
は
、
次
第
に
軍
閥
化
の
傾
向
を
強
め
、
一
九
二
二
年
五
月
に
孫
文
が
北

伐
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
と
反
乱
を
起
こ
し
た
。
こ
の
た
め
、
孫
文
は
再
び
上

海
に
逃
げ
る
し
か
な
か
っ
た
。

　

こ
の
時
期
の
蔣
介
石
は
粤
軍
の
中
心
的
幕
僚
に
な
っ
て
い
た
が
、
陳
炯
明
の

軍
閥
化
に
対
す
る
不
満
が
あ
っ
た
た
め
、
抗
議
の
手
段
と
し
て
、
彼
は
辞
職
し

た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
、
彼
の
留
任
、
あ
る
い
は
復
帰
を
求
め
た
の
は
、

孫
文
を
は
じ
め
と
し
て
廖
仲
愷
（
一
八
七
七
│
一
九
二
五
）、
胡
漢
民
（
一
八
七

九
│
一
九
三
六
）、
汪
兆
銘
（
一
八
八
三
│
一
九
四
四
）
な
ど
の
国
民
党
元
老
た

ち
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
頃
に
蔣
介
石
の
実
力
を
認
め
て
い
た
の
は
、
孫

文
だ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

第
三
期
は
、
一
九
二
二
年
一
〇
月
か
ら
一
九
二
四
年
二
月
に
か
け
て
の
時
期

で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
ろ
、
孫
文
は
西
南
軍
閥
と
手
を
組
ん
で
陳
炯
明
の
粤
軍
を

破
り
、
三
度
目
の
広
州
入
り
を
果
た
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
彼
は
ソ
連
の
援
助

を
受
け
入
れ
、
共
産
党
と
の
合
作
に
よ
っ
て
、
第
三
次
広
州
政
府
を
再
建
し
た
。

　

こ
の
政
府
は
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
指
導
の
下
に
、
ソ
連
式
の
民
主
集
中
制
や

政
治
委
員
制
を
取
り
入
れ
た
（
51
）ば

か
り
で
は
な
く
、
国
民
革
命
軍
及
び
黄
埔
軍
官

学
校
を
創
設
し
、
農
民
運
動
の
活
動
家
養
成
の
た
め
の
農
民
運
動
講
習
所
と
宣

伝
講
習
所
の
設
立
な
ど
（
52
）を
進
め
た
。

　

こ
の
時
期
、
蔣
介
石
は
軍
の
幕
僚
長
で
あ
り
な
が
ら
士
官
学
校
創
設
の
準
備

委
員
会
委
員
長
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
自
分
の
実
力
を
完
全
に
発

揮
で
き
る
条
件
が
整
っ
て
い
な
い
と
し
て
四
回
に
わ
た
っ
て
辞
職
し
た
。
こ
の

た
び
彼
の
留
任
を
求
め
た
の
は
、
孫
文
、
廖
仲
愷
、
胡
漢
民
、
汪
兆
銘
な
ど
の
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国
民
党
元
老
に
加
え
て
、
許
崇
智
（
一
八
八
七
│
一
九
六
五
）、
楊
庶
堪
（
一
八

八
一
│
一
九
四
二
）、
鄒
魯
（
一
八
八
五
│
一
九
五
四
）
な
ど
軍
と
党
の
最
高
幹

部
ら
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
第
二
期
と
く
ら
べ
て
彼
の
声
望
は
さ
ら
に
高
ま
っ

て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
彼
に
期
待
を
寄
せ
る
広
い
支
持
者
が
い
た
か
ら
こ
そ
、

彼
は
黄
埔
軍
官
学
校
と
い
う
舞
台
を
手
に
入
れ
て
、
希
望
通
り
に
軍
隊
を
築
き

上
げ
る
機
会
に
め
ぐ
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（
53
）。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
に
辞
職
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
人
望
が
高
ま
っ
て
い

く
こ
と
は
尋
常
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ

い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
彼
の
再
三
に
わ
た
る
辞
職
劇
を
改
め
て
検
討
す
る

こ
と
に
よ
り
、
国
民
党
内
部
の
権
力
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
国
民

党
を
取
り
巻
く
時
代
背
景
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
思
う
。

　

第
一
期
の
蔣
介
石
が
辞
職
を
通
じ
て
抗
議
し
た
対
象
は
、
粤
軍
の
地
域
主
義

で
あ
る
。
中
国
全
土
の
革
命
を
目
指
す
国
民
党
と
し
て
は
、
地
域
主
義
を
排
斥

す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
蔣
介
石
が
地
域
主
義
に
反
対
し

た
こ
と
は
、
党
の
元
老
た
ち
に
も
理
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

第
二
期
に
お
い
て
、
蔣
介
石
が
抗
議
し
た
対
象
は
、
陳
炯
明
の
軍
閥
化
で
あ

っ
た
。
陳
が
革
命
理
念
に
背
を
向
け
て
軍
閥
化
を
図
る
こ
と
に
対
し
て
、
孫
文

ら
に
は
不
満
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
初
は
陳
炯
明
に
対
抗
す
る
だ
け

の
勇
気
が
な
く
、
寛
容
を
持
っ
て
陳
と
の
共
存
を
図
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、

蔣
介
石
の
陳
炯
明
に
対
す
る
非
妥
協
的
な
主
張
は
、
後
に
な
っ
て
、
先
見
性
が

あ
っ
た
と
し
て
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

第
三
期
に
お
い
て
、
蔣
介
石
が
抗
議
し
た
対
象
は
、
孫
文
で
あ
る
。
蔣
介
石

と
し
て
は
、
自
ら
の
行
動
を
束
縛
す
る
よ
う
な
制
度
を
排
除
し
、
十
分
な
自
主

性
と
活
動
空
間
を
要
求
し
た
の
で
あ
る
。
長
期
に
わ
た
っ
て
軍
閥
に
裏
切
ら
れ

た
結
果
、
国
民
党
の
失
敗
の
原
因
は
自
ら
の
軍
事
力
を
持
た
な
い
こ
と
に
あ
る

と
い
う
事
実
を
、
こ
の
こ
ろ
に
は
孫
文
を
は
じ
め
他
の
国
民
党
元
老
た
ち
も
痛

感
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
十
分
な
責
任
を
も
っ
て
、
党
に
対
す
る
忠
誠
心

が
あ
る
軍
事
力
を
養
成
し
た
い
と
い
う
蔣
介
石
の
訴
え
に
対
し
て
は
、
同
僚
の

間
で
共
感
す
る
者
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
（
54
）。

　
「
勇
敢
、
篤
実
に
し
て
軍
事
に
詳
し
い
（
55
）」
と
い
う
の
が
孫
文
の
蔣
介
石
に
対

す
る
評
価
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
特
質
が
端
的
に
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、

一
九
二
二
年
六
月
一
六
日
の
陳
炯
明
の
反
乱
の
と
き
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
、

陳
炯
明
軍
が
広
州
を
支
配
し
た
た
め
、
孫
文
は
身
の
安
全
の
た
め
に
軍
艦
に
移

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
孫
文
の
電
報
に
接
し
た
蔣
介
石
は
、
ち
ょ
う
ど

大
本
営
参
軍
を
辞
職
し
て
故
郷
に
帰
っ
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

単
身
で
窮
地
に
陥
っ
た
孫
文
の
と
こ
ろ
へ
と
飛
ん
で
き
た
。
そ
し
て
、
四
二
日

間
に
わ
た
っ
て
反
乱
軍
の
集
中
砲
火
を
浴
び
な
が
ら
、
艦
内
に
閉
じ
こ
も
り
、

孫
文
と
生
死
を
共
に
し
た
の
で
あ
る
（
56
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
陳
炯
明
の
反
乱
事
件
は
、
国
民
党
に
対
す
る
蔣
介
石
の
忠
誠

心
と
勇
気
と
を
改
め
て
立
証
す
る
場
に
も
な
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
蔣
介
石
に
つ

い
て
は
、
あ
ま
り
に
し
ば
し
ば
辞
職
し
て
、
そ
の
た
め
に
戦
場
か
ら
離
れ
る
こ

と
が
あ
っ
た
た
め
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
な
い
ろ
い
ろ
な
事
情
や
、
蔣
介
石
な
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り
の
主
張
が
あ
っ
た
に
し
て
も
、
彼
の
辞
職
に
対
し
て
と
か
く
噂
が
あ
っ
た
こ

と
も
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
事
件
へ
の
対
応
を
通
し
て
、
彼
は
危
険

が
あ
れ
ば
戦
場
か
ら
逃
亡
す
る
と
い
う
よ
う
な
臆
病
者
で
は
な
い
こ
と
が
誰
の

目
に
も
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
蔣
介
石
は
、
国
民
党
に
対
す
る
忠
誠
心
が
あ
り
、
ま
た
危
機
に

直
面
す
る
勇
気
が
あ
る
と
い
う
特
質
の
ほ
か
に
、
自
分
を
宣
伝
す
る
こ
と
に
も

熱
心
で
あ
っ
た
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
六
年
間
に
蔣
介
石
が

職
務
に
就
い
て
働
い
て
い
た
日
数
は
合
計
お
よ
そ
一
年
八
か
月
、
六
二
八
日
間

し
か
な
か
っ
た
が
、
彼
は
休
職
し
て
い
る
時
期
に
も
、
作
戦
計
画
書
を
は
じ
め

と
し
て
、
時
局
に
対
す
る
報
告
書
な
ど
を
孫
文
に
送
る
こ
と
を
怠
ら
な
か
っ
た
（
57
）。

つ
ま
り
、
彼
は
休
職
し
て
い
て
も
孫
文
と
の
連
絡
を
絶
や
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
彼
は
建
白
書
の
提
出
を
通
じ
て
、
革
命
に
対
す
る
忠
誠
を
示
す
だ

け
で
は
な
く
、
自
分
の
実
力
を
見
せ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

い
い
か
え
れ
ば
、
蔣
介
石
は
常
に
、
自
分
の
動
向
を
孫
文
に
知
ら
せ
る
よ
う

に
努
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
緊
密
な
連
絡
を
保
っ
て
い
た

こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
革
命
に
対
す
る
執
着
及
び
学
問
に
対
す
る
熱
意
な
ど
が
、

孫
文
に
深
く
印
象
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
九
二
三
年
八
月
一
六
日
、

孫
文
に
よ
っ
て
蔣
介
石
が
ソ
連
訪
問
代
表
団
団
長
に
任
命
さ
れ
た
の
は
、
彼
が

戦
場
で
実
戦
を
指
揮
で
き
る
軍
人
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
勉
強
に
も
強
い

意
欲
を
も
つ
と
い
う
特
質
が
孫
文
に
認
め
ら
れ
た
た
め
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
ソ
連
訪
問
団
の
最
大
の
成
果
と
し
て
、
ソ
連
の
援
助
に
基

づ
い
て
、
士
官
学
校
お
よ
び
革
命
軍
を
創
設
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
。
そ
れ
ゆ

え
に
こ
そ
、
一
九
二
四
年
一
月
二
四
日
、
蔣
介
石
は
士
官
学
校
創
設
の
準
備
委

員
会
委
員
長
に
任
命
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
蔣
介
石
は
自
ら
が
と
り
つ
け

て
き
た
約
束
を
自
分
で
実
現
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
わ
ず
か
一
か
月
足
ら
ず
後
の
二
月
二
一
日
に

彼
は
再
び
そ
の
職
を
辞
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
学
校
を
運
営
す
る
た
め
の
自
主

的
財
政
権
が
彼
に
は
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
の
辞
職
に
際
し
て
、
蔣
介

石
は
辞
職
願
を
出
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
三
月
二
日
に
孫
文
に
手
紙
を

書
き
送
っ
た
。
こ
の
手
紙
で
彼
は
、
蔣
介
石
個
人
に
対
す
る
孫
文
の
信
頼
が
不

十
分
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
孫
文
の
ほ
か
の
人
事
に
対

し
て
も
不
満
を
ぶ
つ
け
た
。
つ
ま
り
、
蔣
介
石
は
、
た
だ
学
校
運
営
の
自
主
権

を
希
望
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
彼
を
支
え
る
体
制
の
構
築
ま
で
要
求
し
た
。
具

体
的
に
い
え
ば
、
そ
れ
ま
で
に
上
海
に
左
遷
さ
れ
て
い
た
胡
漢
民
を
広
州
に
呼

び
戻
し
、
民
政
の
最
高
責
任
者
に
任
命
す
べ
き
で
あ
る
と
提
言
し
た
の
で
あ
る
（
58
）。

　

こ
の
手
紙
を
受
け
取
っ
た
孫
文
は
、
そ
れ
か
ら
二
週
間
ほ
ど
の
三
月
一
五
日

に
、
胡
漢
民
に
向
け
て
大
本
営
秘
書
長
に
任
命
す
る
招
聘
状
を
送
っ
た
。
ま
た
、

三
月
一
七
日
に
は
、
禁
煙
総
督
長
・
楊
西
巌
（
一
八
六
八
│
一
九
二
九
）
を
免

職
し
た
。
こ
れ
ら
の
人
事
異
動
に
よ
っ
て
、
蔣
介
石
に
と
っ
て
、
中
央
政
府
内

の
主
な
対
立
相
手
が
排
除
さ
れ
る
と
と
も
に
、
盟
友
が
実
権
を
握
る
よ
う
に
な

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
孫
文
は
、
蔣
介
石
の
要
求
を
完
全
に
受
け
入
れ
た
の
で
あ

っ
た
（
59
）。
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要
求
が
満
た
さ
れ
た
た
め
、
蔣
介
石
は
ほ
ぼ
一
か
月
後
の
四
月
二
六
日
に
前

職
に
復
帰
し
て
、
五
月
三
日
に
は
軍
官
学
校
校
長
に
任
命
さ
れ
た
。
こ
の
黄
埔

軍
官
学
校
こ
そ
が
国
民
党
に
と
っ
て
真
の
革
命
軍
創
設
の
出
発
点
で
あ
り
、
同

時
に
、
蔣
介
石
の
本
格
的
な
活
躍
の
出
発
点
と
も
な
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り

で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
そ
れ
ま
で
の
一
一
回
に
お
よ
ぶ
辞
職
と
は
異
な
り
、
一
二
回
目

の
辞
職
だ
け
が
蔣
介
石
に
と
っ
て
満
足
な
結
果
を
も
た
ら
し
た
理
由
は
な
ん
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
と
き
に
は
、
彼
の
要
求
を
満
足
さ
せ
る
べ
き
だ
と
す

る
声
が
、
国
民
党
内
に
広
が
っ
て
い
た
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
ソ

連
で
の
経
験
に
基
づ
い
て
、
革
命
精
神
に
燃
え
た
国
民
党
軍
の
創
設
を
蔣
介
石

の
手
に
託
す
し
か
な
い
、
と
い
う
共
通
認
識
が
国
民
党
内
に
形
成
さ
れ
て
き
た

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
蔣
介
石
の
栄
達
は
、
孫
文
に
抜
擢

さ
れ
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
時
代
の
要
求
に
応
え
る
資
質
に
恵
ま
れ
て
い

た
こ
と
も
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
。

　

蔣
介
石
が
そ
の
生
涯
で
最
後
に
日
本
に
き
た
の
は
、
一
九
二
七
年
九
月
二
八

日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
の
肩
書
き
は
、「
元
国
民
革
命
軍
総
司
令
」

で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
一
九
二
六
年
七
月
九
日
に
中
国
の
統
一
を
目
指
し
て
開

始
さ
れ
た
北
伐
に
お
い
て
は
、
蔣
介
石
が
軍
事
面
に
お
け
る
最
高
責
任
者
で
あ

っ
た
が
、
北
伐
軍
が
揚
子
江
地
域
に
進
軍
し
た
と
き
、
一
九
二
七
年
四
月
一
二

日
に
蔣
介
石
は
上
海
で
反
共
ク
ー
デ
タ
ー
を
断
行
し
た
。
さ
ら
に
、
つ
づ
く
四

月
一
八
日
、
蔣
介
石
は
南
京
政
府
を
樹
立
し
、
武
漢
に
あ
る
中
央
政
府
を
否
定

し
た
。
そ
の
後
、
彼
は
国
民
党
分
裂
の
責
任
を
取
っ
て
、
同
年
八
月
一
二
日
に

司
令
官
を
辞
職
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

辞
職
し
た
蔣
介
石
に
は
、
再
起
に
向
け
た
充
電
期
間
が
必
要
で
あ
っ
た
た
め
、

日
本
を
再
起
の
拠
点
と
し
て
選
ん
だ
。
と
こ
ろ
で
、
日
本
を
選
ん
だ
理
由
の
一

つ
は
、
再
婚
問
題
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
日
本
社
会
の
蔣
介
石
に
対
す
る
評

価
を
知
ろ
う
と
し
た
た
め
で
あ
っ
た
。

　

当
時
、
彼
は
再
婚
を
考
え
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
相
手
は
、
ア
メ
リ
カ
に
留

学
し
長
期
の
ア
メ
リ
カ
滞
在
経
験
を
有
す
る
宋
美
齢
（
一
八
九
七
│
二
〇
〇
三
）

で
あ
る
。
宋
美
齢
は
、
上
海
の
名
門
の
出
身
で
、
兄
は
財
政
部
長
・
宋
子
文

（
一
八
九
四
│
一
九
七
一
）
で
あ
り
、
姉
は
孫
文
の
妻
・
宋
慶
齢
（
一
八
九
三
│

一
九
八
一
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
彼
女
に
は
中
国
の
実
業
界
ば
か
り
で
な

く
、
ア
メ
リ
カ
で
も
各
界
に
広
い
人
脈
が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
蔣
介
石
に

と
っ
て
は
、
彼
女
と
結
婚
す
れ
ば
、
中
国
の
実
業
界
及
び
ア
メ
リ
カ
の
各
界
と

の
パ
イ
プ
を
強
化
で
き
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
っ
た
。

　

こ
の
当
時
、
宋
美
齢
の
母
・
倪
桂
珍
が
有
馬
温
泉
に
滞
在
し
て
い
た
た
め
、

蔣
介
石
は
、
日
本
訪
問
を
契
機
と
し
て
倪
桂
珍
に
挨
拶
す
る
機
会
を
得
る
と
と

も
に
、
結
婚
の
承
諾
を
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

蔣
介
石
に
と
っ
て
、
こ
の
時
期
の
日
本
訪
問
は
一
石
二
鳥
と
な
る
可
能
性
が
あ

っ
た
。
ま
ず
は
、
宋
美
齢
と
の
婚
約
を
求
め
る
と
い
う
名
目
で
日
本
を
訪
問
し
、

合
わ
せ
て
、
日
本
社
会
に
お
け
る
蔣
介
石
個
人
へ
の
評
価
を
推
し
量
り
、
今
後

の
自
身
の
進
路
を
決
め
よ
う
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
日
本
が
蔣
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介
石
を
歓
迎
し
て
く
れ
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、
日
本
に
滞
在
し
つ
つ
中
国
本
土
の

様
子
を
観
察
す
る
が
、
も
し
歓
迎
さ
れ
な
け
れ
ば
欧
米
に
外
遊
し
よ
う
と
考
え

て
い
た
。

　

蔣
介
石
が
上
陸
し
た
の
は
、
長
崎
港
で
あ
っ
た
。
到
着
す
る
と
直
ち
に
、
彼

は
有
馬
温
泉
へ
と
飛
び
、
宋
美
齢
の
母
に
会
い
に
行
っ
た
。
蔣
介
石
の
思
い
描

い
た
と
お
り
、
倪
桂
珍
は
宋
美
齢
と
の
結
婚
を
認
め
て
く
れ
た
（
60
）。
ま
た
、
訪
日

し
た
蔣
介
石
の
東
京
訪
問
を
歓
迎
す
る
報
が
、
彼
の
下
へ
次
々
に
飛
び
込
ん
で

き
た
。
例
え
ば
、
一
九
二
七
年
九
月
三
〇
日
の
日
記
に
「
宮
崎
が
日
本
政
局
の

様
子
を
説
明
し
て
く
れ
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
秋
山
と
田
中
は
私
の
日
本
訪
問
を

望
ん
で
い
る
（
61
）」
と
書
い
て
い
る
。
ま
た
、
一
〇
月
一
〇
日
の
日
記
に
は
、「
岳

軍
が
東
京
か
ら
帰
っ
て
き
た
。
向
う
の
様
子
を
詳
し
く
分
析
し
て
く
れ
た
。
彼

に
よ
れ
ば
、
日
本
の
朝
野
を
問
わ
ず
、
私
が
中
国
革
命
の
大
任
を
担
当
す
る
こ

と
を
期
待
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
私
は
東
京
へ
行
っ
て
、
古
い
友
人

に
会
お
う
と
決
め
た
（
62
）」
と
あ
る
。

　

こ
の
二
日
分
の
日
記
を
手
が
か
り
に
考
え
る
と
、
ま
ず
、
蔣
介
石
が
長
崎
に

到
着
し
た
際
に
宮
崎
龍
介
（
一
八
九
二
│
一
九
七
一
）
が
会
い
に
来
た
こ
と
が

わ
か
る
。
そ
の
と
き
に
、
宮
崎
は
秋
山
定
輔
（
一
八
六
八
│
一
九
五
〇
）
な
ど

の
友
人
を
は
じ
め
、
総
理
大
臣
・
田
中
義
一
（
一
八
六
四
│
一
九
二
九
）
ま
で

が
蔣
介
石
の
日
本
訪
問
を
歓
迎
し
て
い
る
と
い
う
様
子
を
伝
え
た
。
そ
こ
で
、

宮
崎
の
情
報
を
確
認
す
る
た
め
、
蔣
介
石
は
同
行
し
て
い
た
張
群
（
一
八
八
九

│
一
九
九
〇
）
を
東
京
へ
派
遣
し
た
。
そ
し
て
張
群
に
よ
っ
て
、
情
報
が
正
し

い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
た
め
、
彼
は
東
京
へ
行
く
こ
と
を
決
意
し
た
の
で
あ
っ

た
。

　

彼
の
日
記
に
よ
る
と
、
東
京
に
お
い
て
蔣
介
石
が
会
見
し
た
人
は
、
五
種
に

分
類
で
き
る
。（
一
）
自
分
が
お
世
話
に
な
っ
た
恩
人
、（
二
）
長
期
に
わ
た
っ

て
中
国
革
命
運
動
を
応
援
し
て
き
た
同
志
、（
三
）
中
国
と
か
か
わ
る
日
本
の

官
僚
、（
四
）
実
業
家
、（
五
）
政
治
家
、
で
あ
る
。

　

第
一
の
人
々
は
、
高
田
連
隊
時
代
の
上
司
で
あ
っ
た
第
十
三
師
団
長
・
長
岡

外
史
、
第
十
九
連
隊
長
・
飛
松
寛
吾
な
ど
で
あ
る
。
第
二
と
し
て
は
、
頭
山
満
、

犬
養
毅
、
内
田
良
平
、
佃
信
夫
、
萱
野
長
知
、
梅
野
庄
吉
、
秋
山
定
輔
、
水
野

梅
暁
な
ど
で
あ
る
。
第
三
は
、
外
務
事
務
次
官
・
出
淵
勝
次
、
参
謀
本
部
第
二

部
長
・
松
井
石
根
少
将
、
総
理
側
近
の
佐
藤
安
之
助
少
将
な
ど
で
あ
る
。
第
四

は
、
渋
沢
栄
一
、
児
玉
謙
次
、
添
田
寿
一
、
白
岩
龍
平
な
ど
で
あ
る
。
第
五
は
、

総
理
大
臣
・
田
中
義
一
を
は
じ
め
、
立
憲
民
政
党
総
裁
・
浜
口
雄
幸
、
満
鉄
総

裁
・
山
本
条
太
郎
、
立
憲
政
友
会
代
議
士
・
小
泉
又
次
郎
、
床
次
竹
二
郎
な
ど

で
あ
る
（
63
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
四
二
日
間
の
日
本
訪
問
中
に
蔣
介
石
は
幅
広
く
各
界
を
代
表

す
る
人
々
に
会
っ
た
。
そ
の
中
で
、
た
だ
懇
親
の
た
め
以
外
に
、
二
回
以
上
会

談
を
し
た
人
と
し
て
、
頭
山
満
、
佃
信
夫
、
萱
野
長
知
、
秋
山
定
輔
、
水
野
梅

暁
、
宮
崎
龍
介
、
松
井
石
根
、
佐
藤
安
之
助
、
山
本
条
太
郎
な
ど
の
名
前
が
挙

げ
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
人
々
に
焦
点
を
絞
れ
ば
、
彼
が
重
点
を
置
い
て
積
極
的
に
付
き
合
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蔣介石の人格形成と日本

っ
た
人
に
は
、
二
種
類
あ
っ
た
。
そ
の
一
つ
は
、
中
国
と
か
か
わ
る
官
僚
と
政

治
家
で
あ
る
、
も
う
一
つ
は
、
長
期
間
に
わ
た
り
中
国
革
命
運
動
を
支
援
し
て

き
た
同
志
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
日
本
政
府
の
対
中
政
策
に
お
け
る
軍
部

と
満
州
問
題
の
位
置
づ
け
を
理
解
す
る
た
め
に
、
蔣
介
石
は
参
謀
本
部
の
情
報

管
理
担
当
者
で
あ
っ
た
松
井
を
は
じ
め
、
総
理
の
中
国
問
題
ブ
レ
ー
ン
で
あ
っ

た
佐
藤
と
の
交
流
を
頻
繁
に
行
い
、
ま
た
、
満
鉄
総
裁
山
本
と
の
対
話
を
怠
ら

な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
交
流
の
目
的
は
、
情
報
を
交
換
し
て
お
互
い

の
立
場
を
理
解
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
現
実
的
な
目
的
の
ほ
か
に
、
彼
が
よ
り
多
く
の
時
間
を
作
っ
て
交

流
に
努
め
た
の
は
、
中
国
革
命
運
動
を
支
援
し
て
き
た
同
志
た
ち
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
同
志
は
、
蔣
介
石
の
友
人
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
孫
文
の
友
人
た
ち

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
交
流
の
目
的
は
、
先
輩
か
ら
の
提
言
を
聞
く
こ

と
に
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
例
え
ば
、
一
九
二
七
年
一
〇
月
一
四
日
の
日
記
に

「
革
命
計
画
を
巡
り
、
秋
山
定
輔
と
対
話
し
た
。
か
つ
て
中
師
が
日
本
に
い
た

際
、
こ
の
お
じ
し
か
敬
服
し
て
い
な
か
っ
た
。
日
本
の
政
治
家
は
彼
し
か
い
な

い
と
よ
く
言
っ
て
い
た
。
今
日
は
、
彼
と
五
時
間
ほ
ど
話
し
た
が
、
彼
は
、
私

の
計
画
に
賛
成
し
て
く
れ
た
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
私
の
計
画
の
規
模
は
、

中
師
よ
り
立
派
で
あ
る
と
褒
め
て
く
れ
た
。
夜
に
は
、
水
野
、
佃
と
話
し
た
が
、

皆
が
私
を
褒
め
て
く
れ
た
（
64
）」
と
あ
る
。

　

こ
の
日
記
に
あ
る
「
中
師
」
と
は
、
孫
文
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
日

記
か
ら
は
、
蔣
介
石
が
い
か
に
日
本
の
同
志
の
考
え
を
大
切
に
し
て
い
た
か
が

窺
え
る
。
特
に
、
秋
山
定
輔
と
二
人
だ
け
で
五
時
間
に
わ
た
っ
て
話
し
続
け
た

と
い
う
こ
と
は
、
お
互
い
が
夢
中
に
な
っ
て
話
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

蔣
介
石
は
、
後
半
生
を
通
じ
て
、
孫
文
の
革
命
事
業
を
受
け
継
ぐ
者
と
自
任

し
て
い
た
。
軍
人
出
身
で
あ
る
蔣
介
石
は
、
自
身
の
出
世
が
武
力
に
基
づ
く
も

の
だ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
打
ち
消
す
た
め
、
つ
ね
に
孫
文
の
後
継
者
で
あ
る
と

宣
伝
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
は
孫
文
を
否
定
す
る
よ
う
な
言
葉
を

一
度
も
公
式
に
は
言
わ
な
か
っ
た
。
逆
に
い
え
ば
、
国
民
政
府
に
お
け
る
孫
文

の
位
置
づ
け
は
、
蔣
介
石
の
政
治
力
が
高
ま
る
と
と
も
に
高
く
な
っ
た
と
も
い

え
る
。
つ
ま
り
、
蔣
介
石
は
、
孫
文
を
神
格
化
さ
せ
る
と
と
も
に
、
後
継
者
で

あ
る
自
分
の
地
位
を
正
統
化
し
よ
う
と
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

孫
文
に
つ
い
て
の
中
国
国
内
に
お
け
る
評
価
が
、「
革
命
の
先
駆
者
」
か
ら

「
建
国
の
父
（
65
）」

へ
と
変
わ
っ
た
の
も
、
こ
う
し
た
神
格
化
政
策
の
成
果
の
一
環

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
両
者
の
関
係
が
い
わ
ば
運
命
共
同
体
と
な
っ
た
以
上
、

蔣
介
石
自
身
が
実
行
し
た
あ
ら
ゆ
る
政
策
は
、
あ
く
ま
で
も
孫
文
の
教
訓
に
従

っ
た
も
の
で
あ
る
と
強
調
す
る
と
い
う
の
が
、
蔣
介
石
の
公
式
の
態
度
と
な
っ

た
。
孫
文
が
上
、
蔣
介
石
が
下
と
い
う
枠
組
み
が
国
内
政
治
体
制
の
一
環
に
組

み
込
ま
れ
た
た
め
、
蔣
介
石
と
孫
文
と
を
並
べ
て
一
緒
に
検
討
す
る
と
い
う
こ

と
は
、
当
時
の
中
国
お
よ
び
国
民
党
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

し
た
が
っ
て
、
日
本
に
お
い
て
、
蔣
介
石
の
業
績
が
孫
文
を
超
え
て
い
る
と

い
う
評
価
を
聞
く
こ
と
は
、
何
よ
り
も
励
み
に
な
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
も
、

こ
う
し
た
話
を
提
供
し
た
人
が
、
孫
文
を
よ
く
知
り
、
ま
た
孫
文
か
ら
も
尊
敬
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さ
れ
た
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
蔣
介
石
に
と
っ
て
な
お
一
層
の
価
値
が
あ
っ
た

だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
話
は
、
蔣
介
石
か
ら
誰
か
に
語
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
の
で
、
日
記
の
中
に
残
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

　

一
九
二
七
年
一
一
月
五
日
に
、
蔣
介
石
が
田
中
義
一
総
理
大
臣
と
会
談
し
た

際
に
は
、「
元
来
日
本
ヘ
渡
航
ノ
当
時
ハ
日
本
ヲ
経
テ
欧
米
各
国
ヲ
廻
リ
五
年

ノ
日
子
ヲ
海
外
ニ
費
ス
予
定
ナ
リ
シ
モ
渡
日
以
来
一
個
月
、
貴
国
各
方
面
ノ
人

士
ト
接
触
シ
タ
ル
結
果
、
本
国
ノ
時
局
ヲ
空
シ
ク
海
外
ニ
傍
観
ス
ル
コ
ト
ハ
事

実
上
不
可
能
ト
ナ
レ
リ
仍
テ
自
分
個
人
ノ
考
ヘ
ヲ
述
ヘ
閣
上
ノ
御
教
示
ヲ
承
リ

タ
ル
上
帰
国
ス
ル
コ
ト
ニ
決
心
セ
リ
（
66
）」
と
語
っ
た
。

　

彼
が
日
本
に
来
た
事
情
か
ら
考
え
る
と
、
こ
の
会
談
に
お
け
る
蔣
介
石
の
発

言
は
単
な
る
お
世
辞
で
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
彼
が
日
本
へ
来
る
前
に
は
、

総
理
大
臣
は
無
論
の
こ
と
、
朝
野
に
わ
た
っ
て
各
界
の
代
表
的
な
人
物
に
会
え

る
と
い
う
自
信
は
な
か
っ
た
。
特
に
、
中
国
の
内
部
で
は
、
孫
文
が
生
前
に
築

い
た
「
国
共
合
作
」
体
制
を
、
蔣
介
石
が
打
ち
崩
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
こ
れ

は
孫
文
に
対
す
る
裏
切
り
で
あ
る
と
罵
倒
さ
れ
た
た
め
、
日
本
に
お
け
る
孫
文

の
旧
友
た
ち
が
彼
を
認
め
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
自
信
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
長
崎
に
上
陸
す
る
と
、
日
本
で
は
朝
野
を
問
わ
ず
彼
を
歓
迎
し
て
い

る
こ
と
を
知
っ
て
、
蔣
介
石
は
日
本
で
の
滞
在
を
延
ば
す
こ
と
に
し
、
東
京
へ

行
く
こ
と
も
決
め
た
の
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
日
本
に
滞
在
し
て
い
る
間
に
、
予
想
外
に
中
国
本
土
の
情
勢
が

彼
に
有
利
な
方
向
に
急
転
回
し
始
め
た
。
ま
ず
、
直
系
の
軍
隊
の
連
隊
長
が
、

蔣
介
石
を
復
帰
さ
せ
る
署
名
運
動
を
展
開
し
た
（
67
）。
次
に
、
い
ま
ま
で
最
大
の
敵

で
あ
っ
た
、
武
漢
政
府
の
汪
兆
銘
が
彼
の
復
帰
を
促
し
た
（
68
）。
つ
ま
り
、
蔣
介
石

が
下
野
し
た
当
初
の
原
因
が
、
蔣
介
石
が
武
漢
政
府
と
南
京
政
府
と
の
統
一
運

動
の
障
碍
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
統
一
後
の
南
京
政

府
は
内
部
の
矛
盾
を
う
ま
く
解
消
で
き
ず
、
逆
に
蔣
介
石
の
復
帰
を
望
む
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
る
（
69
）。

　

田
中
と
の
会
談
を
終
え
て
三
日
後
の
一
一
月
八
日
に
、
蔣
介
石
は
東
京
か
ら

離
れ
て
帰
国
の
途
に
つ
い
た
。
帰
国
し
た
蔣
介
石
は
、
翌
一
九
二
八
年
一
月
七

日
に
国
民
革
命
軍
総
司
令
に
復
職
し
た
。
復
職
し
た
彼
は
、
三
か
月
後
の
四
月

七
日
に
再
び
北
伐
を
開
始
し
た
。

　

周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
北
伐
の
途
上
、
山
東
半
島
の
付
け
根
に
あ
た
る
済
南

で
国
民
革
命
軍
と
日
本
軍
と
の
衝
突
事
件
が
勃
発
し
た
。
こ
の
済
南
事
件
の
結

果
と
し
て
、
蔣
介
石
と
日
本
政
府
と
の
関
係
が
急
に
悪
化
し
て
し
ま
っ
た
。
さ

ら
に
は
、
そ
の
後
、
満
州
事
変
の
勃
発
に
よ
っ
て
、
一
五
年
に
わ
た
る
両
国
の

断
続
的
な
戦
争
へ
と
突
入
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
状
況
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
蔣
介
石
は
日
本
と
い
う
国

に
悪
感
情
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
彼
は
、
状
況
が
変
わ
れ
ば
、
両
国

の
関
係
は
改
善
で
き
る
と
信
じ
て
い
た
。
例
え
ば
、
一
九
三
四
年
三
月
七
日
に

南
昌
で
「
中
国
の
外
交
政
策
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
講
演
し
た
蔣
介
石
は
、
日
本

が
中
国
を
侵
略
し
て
き
た
の
は
、
中
国
が
自
国
の
独
立
を
守
ら
な
か
っ
た
た
め

で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
中
国
が
安
定
す
れ
ば
、
日
本
は
中
国
の
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敵
に
は
な
ら
な
い
と
強
調
し
た
。
さ
ら
に
、
国
内
が
団
結
し
て
安
定
し
た
中
国

と
な
り
、
こ
れ
か
ら
お
互
い
に
助
け
合
お
う
と
日
本
が
い
う
な
ら
、
相
互
に
接

近
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
語
っ
た
（
70
）。

　

い
い
か
え
れ
ば
、
日
中
関
係
が
悪
く
な
っ
た
の
は
、
日
本
が
中
国
を
侵
略
し

て
き
た
か
ら
で
あ
る
が
、
日
本
が
中
国
侵
略
政
策
を
放
棄
し
て
助
け
合
う
と
い

う
政
策
に
変
わ
っ
て
く
れ
ば
、
中
国
は
必
ず
日
本
に
接
近
し
て
い
く
だ
ろ
う
と

蔣
介
石
は
考
え
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
両
国
の
関
係
は
、
本
質
的
に
は
親
善

を
図
れ
る
は
ず
な
の
で
あ
っ
て
、
現
状
が
悪
く
な
っ
た
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
日

本
政
府
の
政
策
が
原
因
で
あ
っ
た
、
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
日
本
に
つ
い
て
、
不
変
の
敵
で
は
な
い
と
考
え
て
い
た
蔣
介
石

の
、
日
本
に
対
す
る
認
識
は
、
戦
争
に
よ
る
主
観
的
憎
悪
の
感
情
に
左
右
さ
れ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
逆
に
、
彼
は
日
本
の
長
所
を
よ
く
認
識
し
て
、
特
に
中

国
軍
は
日
本
軍
の
武
士
道
精
神
を
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
。

　

例
え
ば
、
一
九
四
〇
年
二
月
二
二
日
か
ら
四
日
間
、
柳
州
に
百
数
名
の
将
校

を
召
集
し
て
、
南
寧
作
戦
を
含
む
冬
季
攻
勢
の
検
討
会
を
実
施
し
た
。
彼
は
、

第
五
師
団
長
今
村
均
（
一
八
八
六
│
一
九
六
八
）
に
よ
っ
て
書
き
記
さ
れ
、
戦

場
に
残
さ
れ
て
い
た
「
九
塘
を
返
璧
す
」
と
い
う
弔
辞
を
中
国
語
に
訳
し
て
出

席
者
に
配
っ
た
（
71
）。

　

こ
の
弔
辞
に
は
、「
こ
の
度
の
作
戦
の
発
端
は
、
九
塘
に
駐
屯
し
て
い
る
わ

が
軍
の
一
部
が
蔣
軍
に
包
囲
攻
撃
さ
れ
た
こ
と
を
利
用
し
て
、
敵
主
力
背
後
に

進
出
し
て
、
一
挙
に
大
打
撃
を
与
え
よ
う
と
す
る
作
戦
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
駐

屯
し
て
い
た
わ
が
軍
は
数
連
隊
し
か
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
五
旬
半
に

わ
た
っ
て
蔣
軍
の
十
数
師
団
と
対
峙
し
て
き
た
。
今
度
の
蔣
軍
の
戦
い
は
と
て

も
勇
敢
で
、
敬
意
を
表
す
る
価
値
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
数
量
か
ら
言
え
ば
、

少
数
の
わ
が
軍
が
、
優
勢
に
立
つ
蔣
軍
と
奮
戦
し
、
皇
軍
の
栄
耀
を
輝
か
せ
た

こ
と
は
さ
ら
に
評
価
す
べ
き
で
あ
る
。
九
塘
を
堅
守
し
て
、
わ
が
軍
が
蔣
軍
の

意
図
を
粉
砕
す
る
と
い
う
目
的
を
達
成
し
た
た
め
、
九
塘
を
蔣
軍
に
返
璧
す
る
。

最
後
に
、
こ
の
戦
場
で
戦
没
し
た
数
万
人
の
両
軍
勇
士
を
弔
い
、
彼
ら
の
武
勲

を
賛
美
し
、
冥
福
を
祈
ろ
う
（
72
）」

と
記
さ
れ
て
い
た
。

　

九
塘
は
南
寧
の
西
方
に
あ
る
、
南
寧
の
前
哨
基
地
で
あ
る
。
南
寧
は
、
当
時

ベ
ト
ナ
ム
か
ら
広
西
省
に
運
び
込
ま
れ
る
物
質
の
集
散
地
で
あ
り
、
そ
の
量
は

中
国
の
全
輸
入
量
の
三
割
前
後
に
も
及
ん
で
い
た
。
そ
こ
で
、
日
本
軍
と
し
て

は
、
南
寧
を
攻
略
す
る
こ
と
で
、
同
地
を
通
じ
て
の
中
国
の
対
外
貿
易
の
経
路

を
遮
断
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
一
九
三
九
年
一
一
月
二
四
日
に

日
本
軍
の
第
五
師
団
は
、
南
寧
を
奪
い
、
崑
崙
関
及
び
ベ
ト
ナ
ム
国
境
に
近
い

竜
州
に
ま
で
進
出
し
た
（
73
）。

　

こ
れ
に
対
し
て
中
国
は
一
五
万
四
千
ほ
ど
の
大
軍
を
動
員
し
て
（
74
）、
反
攻
作
戦

を
開
始
し
、
崑
崙
関
を
奪
回
し
た
上
に
南
寧
を
包
囲
し
た
。
南
寧
に
残
る
日
本

軍
は
補
給
路
を
断
た
れ
、
空
輸
に
よ
っ
て
細
々
と
生
命
を
つ
な
い
で
い
た
が
、

翌
四
〇
年
一
月
末
に
、
二
個
師
団
の
増
援
部
隊
を
得
て
助
か
っ
た
（
75
）。

　

南
寧
作
戦
に
お
け
る
日
本
の
主
力
参
戦
部
隊
は
、
第
五
師
団
と
台
湾
混
成
旅

団
で
あ
っ
た
（
76
）。

当
時
の
部
隊
編
制
の
兵
力
は
、
合
計
約
三
万
二
八
二
三
名
で
あ
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っ
た
（
77
）か
ら
、
両
軍
の
兵
力
比
は
お
よ
そ
三
万
二
千
対
一
五
万
四
千
で
あ
っ
た
。

こ
の
数
字
か
ら
見
れ
ば
、
日
本
軍
が
い
か
に
厳
し
い
状
況
に
立
た
さ
れ
て
い
た

か
を
容
易
に
想
像
で
き
る
だ
ろ
う
。
特
に
南
寧
の
外
郭
に
あ
る
九
塘
は
、
さ
ら

に
危
う
い
状
況
に
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
九
塘
の
日
本
軍
と
し
て
は
、
包
囲
線
を
突
破
し
な
い
限
り
全
滅

さ
せ
ら
れ
る
状
況
に
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
撤
退
す
る
直
前
に
、
司
令
官

は
戦
没
し
た
仲
間
に
弔
辞
を
述
べ
る
と
い
う
行
事
を
忘
れ
な
か
っ
た
。

　

蔣
介
石
は
こ
れ
を
取
り
上
げ
て
、
中
国
軍
も
こ
れ
に
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
と
訴

え
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
今
ま
で
日
本
軍
が
戦
場
を
撤
退
す
る
際
に
は
、
必
ず
戦

没
し
た
仲
間
の
遺
体
を
も
連
れ
て
帰
っ
て
い
る
。
今
回
の
戦
闘
で
は
、
そ
れ
だ

け
の
余
裕
が
な
か
っ
た
た
め
、
遺
体
を
そ
の
ま
ま
残
し
た
が
、
そ
れ
で
も
冥
福

を
祈
る
た
め
の
行
事
は
き
ち
ん
と
行
っ
た
の
で
あ
る
。

　

戦
場
で
弔
辞
を
述
べ
る
こ
と
に
は
、
二
つ
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。
一
つ

は
、
戦
没
者
に
対
す
る
敬
意
で
あ
る
が
、
も
う
一
つ
は
、
生
き
て
い
る
者
に
よ

る
、
亡
く
な
っ
た
仲
間
に
対
す
る
宣
誓
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
お
互
い
に
同
じ
目

標
を
持
っ
て
戦
場
に
来
た
の
だ
が
、
一
部
の
仲
間
だ
け
が
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
死
亡
し
た
者
は
、
当
初
の
共
通
の
目
標
を
と
も
に
完

成
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
も
は
や
、
こ
の
未
完
成
の
目
標
を
達
成

で
き
る
の
は
、
生
き
残
っ
た
者
だ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
こ
で
弔
意
を

表
す
る
行
事
を
行
い
、
生
き
残
っ
た
者
は
、
必
ず
目
標
を
達
成
す
る
こ
と
を
死

者
に
誓
う
の
で
あ
る
。

　

い
い
か
え
れ
ば
、
行
事
を
行
う
目
的
の
一
つ
は
、
生
存
者
に
自
分
た
ち
の
責

任
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
死
ん
だ
仲
間
を
慰
め
る
唯
一
の
手

段
は
、
死
者
に
と
っ
て
未
完
成
の
ま
ま
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
目
標
を
完
成
さ
せ

る
こ
と
し
か
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
生
存
者
が
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
日
本
軍
が
い
つ
も
戦
場
で
勇
敢
に
戦
え
る
の
は
、
単
に
軍
紀
が
厳

し
く
訓
練
が
行
き
届
い
て
い
る
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
死
ん
だ
仲
間
を
思
え
ば

こ
そ
頑
張
る
と
い
う
意
志
も
含
ま
れ
て
い
る
の
だ
、
と
蔣
介
石
は
説
明
し
た
（
78
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
戦
場
に
残
さ
れ
て
い
た
一
枚
の
紙
を
も
蔣
介
石
は
見
落
と
さ

ず
、
こ
の
紙
に
秘
め
ら
れ
た
日
本
軍
の
魂
を
見
出
し
た
。
こ
の
「
九
塘
を
返
璧

す
」
と
い
う
弔
辞
に
対
す
る
対
応
に
は
、
蔣
介
石
の
、
日
本
に
つ
い
て
勉
強
し

よ
う
と
す
る
熱
意
と
日
本
文
化
に
対
す
る
理
解
の
高
さ
が
示
さ
れ
て
い
る
。
も

ち
ろ
ん
、
戦
争
で
あ
る
以
上
、
敵
を
倒
す
こ
と
が
何
よ
り
も
優
先
さ
れ
る
こ
と

は
、
蔣
介
石
に
つ
い
て
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日

本
と
戦
い
な
が
ら
も
、
そ
れ
ま
で
の
日
本
文
化
に
対
す
る
彼
の
尊
敬
の
念
は
変

わ
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
日
本
の
文
化
を
尊
敬
し
、
深
く
理
解
し
て
い
た
た
め
、
蔣
介

石
は
、
日
中
両
国
の
国
民
は
必
ず
友
人
に
な
れ
る
と
信
じ
て
い
た
。
第
二
次
世

界
大
戦
の
終
戦
後
、
彼
が
敗
戦
し
た
日
本
に
対
し
て
復
讐
的
な
政
策
を
取
ら
な

か
っ
た
こ
と
は
、
そ
う
す
る
こ
と
で
両
国
の
友
好
関
係
を
新
た
に
築
く
こ
と
が

で
き
る
と
信
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
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五
、
結
論

　

蔣
介
石
は
そ
の
生
涯
で
六
回
来
日
し
た
。
そ
こ
で
、
彼
の
来
日
を
留
学
時
期
、

青
年
期
、
壮
年
期
に
分
け
て
考
え
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
一
九
〇
六
年
と
一
九
〇
八
〜
一
九
一
一
年
の
二
回
、
日
本
で
勉
強
し
た
こ

と
は
、
彼
が
現
代
科
学
文
明
の
洗
礼
を
受
け
る
起
点
と
な
り
、
日
中
両
国
文
化

の
差
異
を
探
求
す
る
始
ま
り
と
な
っ
た
。
特
に
そ
の
後
の
蔣
介
石
に
と
っ
て
、

建
軍
や
国
家
統
治
を
行
う
上
で
、
日
本
の
軍
隊
生
活
の
経
験
か
ら
の
啓
発
は
大

で
あ
っ
た
。
軍
人
は
国
家
命
令
に
従
う
こ
と
を
天
職
と
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
、

政
治
的
な
訓
練
は
軍
人
を
勇
敢
に
戦
場
へ
向
か
わ
せ
る
た
め
の
秘
訣
で
あ
る
こ

と
、
兵
営
は
職
業
学
校
の
役
割
も
果
た
し
、
入
隊
し
た
兵
士
は
皆
、
技
術
を
習

得
す
る
機
会
を
得
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
等
々
。
こ
れ
ら
の
国
民
政
府
軍
建
軍

に
盛
り
込
ま
れ
た
内
容
は
全
て
、
蔣
介
石
が
日
本
の
留
学
経
験
か
ら
得
た
も
の

だ
っ
た
。

　

青
年
期
の
来
日
で
は
、
軍
事
研
究
に
没
頭
し
た
の
が
特
徴
で
あ
る
。
時
期
は

一
九
一
二
年
と
一
九
一
三
〜
一
九
一
五
年
に
分
け
ら
れ
る
。
前
者
で
は
、
軍
事

専
門
誌
を
創
刊
し
、
革
命
後
の
中
国
の
進
路
と
国
際
状
況
を
巡
っ
て
、
自
分
な

り
の
研
究
成
果
を
読
者
に
紹
介
し
た
。
後
者
で
は
、
軍
事
教
官
を
招
聘
し
、
陸

軍
士
官
学
校
の
す
べ
て
の
必
修
科
目
を
独
学
で
勉
強
し
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
二

つ
の
時
期
に
お
い
て
蔣
介
石
は
、
亡
命
の
た
め
の
来
日
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
こ
れ
で
意
気
阻
喪
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
猛
烈
に
勉
強

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
不
遇
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
。
後
に
彼
が
国
民

党
軍
の
創
設
者
と
し
て
台
頭
し
た
経
緯
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
時
期
の
勉
強
は
彼

が
一
人
前
の
軍
人
と
な
る
素
質
を
養
成
す
る
基
盤
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

　

壮
年
期
に
は
、
一
九
一
九
年
と
一
九
二
七
年
の
二
回
来
日
し
た
。
二
回
と
も

革
命
事
業
の
行
き
詰
ま
り
に
悩
み
つ
づ
け
て
、
突
破
口
を
探
す
た
め
に
来
日
し

た
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
前
者
で
は
、
旧
友
と
の
交
流
を
中
心
に
日
本
訪
問
を

展
開
し
た
が
、
後
者
で
は
、
旧
友
と
の
交
流
の
ほ
か
、
官
僚
や
政
治
家
と
も
会

談
し
た
。
か
つ
て
日
本
は
、
中
国
革
命
の
発
祥
地
で
あ
っ
た
た
め
、
長
い
間
中

国
革
命
を
支
え
て
き
た
友
人
も
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
旧
友
は
単
に
中

国
革
命
発
展
の
経
緯
を
よ
く
知
っ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
中
国
革
命
運
動
に
従

事
し
た
先
輩
と
も
馴
染
み
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
同
志
は
、
蔣
介
石

の
友
人
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
孫
文
の
友
人
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
ら
の

提
言
は
、
蔣
介
石
に
と
っ
て
な
お
一
層
参
考
に
す
る
価
値
が
あ
っ
た
。
特
に
、

一
九
二
七
年
蔣
介
石
は
孫
文
が
生
前
に
築
い
た
「
国
共
合
作
」
体
制
を
打
ち
崩

し
た
責
任
を
取
っ
て
、
下
野
し
て
来
日
し
た
。
こ
の
際
、
日
本
の
同
志
が
彼
の

反
共
政
策
を
肯
定
し
た
こ
と
が
い
か
に
励
み
に
な
っ
た
か
を
、
彼
は
日
記
に
記

し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
中
国
国
内
で
は
、
彼
の
反
共
政
策
は
孫
文
に
対
す
る
裏

切
り
で
あ
る
と
罵
倒
さ
れ
た
が
、
孫
文
と
と
も
に
中
国
革
命
に
携
わ
っ
た
日
本

の
同
志
は
反
共
を
是
と
し
て
評
価
し
た
。
蔣
介
石
と
し
て
は
、
中
国
国
内
よ
り

日
本
に
知
音
が
多
く
、
日
本
の
同
志
か
ら
の
励
ま
し
も
彼
を
支
え
る
力
に
な
っ
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た
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
日
本
は
青
年
期
の
彼
を
啓
発
し
た
場
所
で
あ
り
、
ま
た
、
壮

年
期
の
彼
に
勇
気
を
注
ぎ
、
革
命
再
起
の
活
力
を
齎
し
た
場
所
で
あ
る
。
こ
う

し
た
個
人
の
経
験
か
ら
、
彼
は
中
国
が
日
本
の
近
代
化
経
験
を
手
本
と
し
て
学

ぶ
べ
き
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
同
時
に
、
彼
が
同
胞
に
対
し

て
、
日
本
に
学
ぶ
よ
う
に
と
呼
び
か
け
る
動
機
と
も
な
っ
た
。

注＊
引
用
に
際
し
て
は
、
旧
字
体
を
新
字
体
に
改
め
た
。

（
１
）　

蔣
介
石
は
一
八
八
七
年
一
〇
月
三
一
日
に
生
ま
れ
た
が
、
父
蔣
肅
庵
が
亡

く
な
っ
た
の
は
、
一
八
九
五
年
八
月
二
四
日
で
あ
っ
た
。

（
２
）　

日
本
留
学
時
代
に
関
す
る
蔣
介
石
の
評
価
は
、
次
の
よ
う
な
講
演
あ
る
い

は
訓
示
に
よ
り
窺
え
る
。
す
な
わ
ち
、
蔣
介
石
「
新
生
活
運
動
之
要
義
」（
一

九
三
四
年
二
月
一
九
日
）、「
興
隆
山
軍
事
会
報
訓
詞
」（
一
九
四
二
年
八
月
二

二
日
）、「
対
従
軍
学
生
訓
話
」（
一
九
四
四
年
一
月
一
〇
日
）、「
対
全
国
青
年

遠
征
軍
退
伍
士
兵
広
播
詞
」（
一
九
四
六
年
六
月
三
日
）、「
総
理
『
知
難
行
易
』

学
説
与
陽
明
『
知
行
合
一
』
哲
学
之
綜
合
研
究
」（
一
九
五
〇
年
七
月
三
〇
日
）、

「
実
践
与
組
織
」（
一
九
五
〇
年
六
月
一
一
日
）
な
ど
で
あ
る
。
黄
自
進
編
『
蔣

中
正
先
生
対
日
言
論
選
集
』（
台
北
、
中
正
文
教
基
金
会
、
二
〇
〇
四
年
）
所

収
を
参
照
。

（
３
）　

蔣
介
石
「
対
従
軍
学
生
訓
註
」、
同
上
、
九
一
四
頁
。

（
４
）　
『
蔣
介
石
日
記
』
民
国
六
年
前
事
略
（
ア
メ
リ
カ
、
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大

学
フ
ー
ヴ
ァ
ー
研
究
所
所
蔵
、
原
本
）。

（
５
）　

サ
ン
ケ
イ
新
聞
社
『
蔣
介
石
秘
録　

第
二
巻
：
革
命
の
夜
明
け
』（
東
京
、

サ
ン
ケ
イ
新
聞
社
出
版
局
、
一
九
七
五
年
）、
五
八
頁
。

（
６
）　
『
振
武
学
校
沿
革
誌
：
三
十
九
年
九
月
調
』（
東
京
、
東
洋
文
庫
蔵
、
原

件
）。

（
７
）　

矢
津
昌
永
『
新
撰
外
国
地
理
』（
東
京
、
丸
善
株
式
会
社
、
一
九
〇
一
年
）、

四
〇
頁
。

（
８
）　

桑
原
隲
蔵
『
中
等
東
洋
史
』（
東
京
、
大
日
本
図
書
株
式
会
社
、
一
八
九

八
年
）。

（
９
）　

吉
国
藤
吉
著
、
和
田
鼎
校
『
西
洋
史
』（
東
京
、
内
田
老
鶴
圃
、
一
九
〇

三
年
）。

（
10
）　
「
大
清
欽
差
出
使
大
臣
汪
大
燮
致
日
本
外
務
大
臣
伯
爵
小
村
寿
太
郎
函
」

（
宣
統
二
年
一
〇
月
九
日
）、『
在
本
邦
清
国
留
学
生
関
係
雑
纂
：
陸
軍
学
生
の

部
、
第
四
巻
、
外
務
省
外
交
史
料
館
蔵
、
受
第
八
五
三
〇
八
号
、
原
件
』。

（
11
）　
『
蔣
介
石
日
記
』
一
九
二
九
年
八
月
三
一
日
。

（
12
）　
「
陸
軍
大
臣
子
爵
寺
内
正
毅
発
外
務
大
臣
伯
爵
小
村
寿
太
郎
宛
の
回
答
」

（
一
九
一
〇
年
一
一
月
二
八
日
）、『
在
本
邦
清
国
留
学
生
関
係
雑
纂
：
陸
軍
学

生
の
部
、
第
四
巻
、
受
第
二
六
七
〇
四
号
、
原
件
』。

（
13
）　
「
野
戦
砲
兵
一
ケ
年
間
教
育
順
次
表
」『
明
治
元
年
〜
四
四
年
陸
軍
教
育

史
：
附
録
草
案
』（
日
本
、
防
衛
省
防
衛
研
究
所
図
書
館
蔵
、
原
件
）。

（
14
）　
『
野
戦
砲
兵
第
十
九
聯
隊
歴
史
』（
日
本
、
防
衛
省
防
衛
研
究
所
図
書
館
蔵
、

原
件
）。

（
15
）　

山
崎
正
男
編
『
陸
軍
士
官
学
校
』（
東
京
：
秋
元
書
房
、
一
九
七
〇
年
）、
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三
四
│
三
五
頁
。

（
16
）　
「
陸
軍
大
臣
男
爵
石
本
新
六
発
外
務
大
臣
子
爵
内
田
康
哉
宛
の
通
牒
」（
一

九
四
四
年
一
一
月
八
日
）、『
在
本
邦
清
国
留
学
生
関
係
雑
纂
：
陸
軍
学
生
の
部
、

第
五
巻
、
外
務
省
外
交
史
料
館
蔵
、
陸
普
第
三
七
九
七
号
、
原
件
』。

（
17
）　

黄
自
進
「
蔣
中
正
先
生
在
日
本
的
一
段
歳
月
」（『
近
代
中
国
』
第
一
四
七

巻
、
台
北
、
二
〇
〇
二
年
二
月
）、
四
九
│
五
〇
頁
。

（
18
）　

サ
ン
ケ
イ
新
聞
社
『
蔣
介
石
秘
録　

第
三
巻
：
中
華
民
国
の
誕
生
』（
東

京
、
サ
ン
ケ
イ
新
聞
社
出
版
局
、
一
九
七
五
年
）、
三
七
│
四
五
頁
。

（
19
）　

黄
自
進
「
青
年
蔣
中
正
的
革
命
歴
練
」（『
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
集

刊
』
第
六
五
号
、
台
北
、
二
〇
〇
九
年
九
月
）、
六
│
八
頁
。

（
20
）　
『
民
立
報
』、
一
九
一
二
年
一
一
月
二
〇
日
。

（
21
）　

浅
野
和
生
『
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
陸
軍
』（
群
馬
県
、
関
東
学
園
大
学
、

一
九
九
四
年
）、
八
六
頁
。

（
22
）　

蔣
介
石
「
革
命
戦
後
軍
政
之
経
営
」（
一
九
一
二
年
七
月
）、
黄
自
進
編

『
蔣
中
正
先
生
対
日
言
論
選
集
』
所
収
、
二
五
│
三
〇
頁
。

（
23
）　

蔣
介
石
「
征
蒙
作
戦
芻
議
」（
一
九
一
二
年
一
二
月
）、
黄
自
進
編
『
蔣
中

正
先
生
対
日
言
論
選
集
』
所
収
、
三
九
│
四
二
頁
。

（
24
）　

李
勇
、
張
仲
田
『
蔣
介
石
年
譜
』（
北
京
、
中
共
党
史
出
版
社
、
一
九
九

五
年
）、
二
四
│
二
五
頁
。

（
25
）　

サ
ン
ケ
イ
新
聞
社
『
蔣
介
石
秘
録　

第
四
巻
：
対
日
屈
辱
外
交
』（
東
京
、

サ
ン
ケ
イ
新
聞
社
出
版
局
、
一
九
七
五
年
）、
七
二
│
七
九
頁
。

（
26
）　

正
式
大
会
を
挙
行
し
た
の
は
、
一
九
一
四
年
七
月
八
日
で
あ
る
。
同
上
、

九
〇
│
九
七
頁
。

（
27
）　

保
阪
正
康
『
蔣
介
石
』（
東
京
、
文
春
新
書
、
一
九
九
九
年
）、
四
三
│
四

四
頁
。

（
28
）　

サ
ン
ケ
イ
新
聞
社
『
蔣
介
石
秘
録　

第
四
巻
：
対
日
屈
辱
外
交
』、
九
一

│
九
二
頁
。

（
29
）　
『
政
府
公
報
命
令
』、
一
九
一
四
年
六
月
一
五
日
。

（
30
）　
「
在
上
海
総
領
事
有
吉
明
発
外
務
大
臣
男
爵
加
藤
高
明
宛
の
報
告
書
」（
一

九
一
四
年
七
月
一
〇
日
）、『
各
国
内
政
関
係
雑
纂
：
支
那
の
部
：
革
命
党
関
係

（
亡
命
者
を
含
む
）、
外
務
省
外
交
史
料
館
蔵
、
第
一
二
巻
、
機
密
第
五
九
号
』。

（
31
）　

同
上
、
第
一
二
│
一
三
巻
。

（
32
）　
「
在
哈
爾
浜
総
領
事
代
理
領
事
官
補
川
越
茂
発
外
務
大
臣
男
爵
加
藤
高
明

宛
の
報
告
書
」（
一
九
一
四
年
七
月
二
四
日
）、
同
上
、
第
一
二
巻
、
機
密
第
三

六
号
。

（
33
）　

黄
自
進
「
青
年
蔣
中
正
的
革
命
歴
練
」（『
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
集

刊
』
第
六
五
号
、
台
北
、
二
〇
〇
九
年
九
月
）、
一
七
│
二
一
頁
。

（
34
）　

両
者
面
会
回
数
は
次
の
よ
う
で
あ
る
：
八
月
一
六
日
二
回
、
八
月
一
八
日

二
回
、
八
月
一
九
日
一
回
、
八
月
二
〇
日
二
回
、
八
月
二
二
日
一
回
、
八
月
二

三
日
一
回
、
八
月
二
四
日
三
回
、
八
月
二
五
日
三
回
、
八
月
二
六
日
一
回
、
八

月
二
七
日
一
回
、
八
月
二
八
日
四
回
、
八
月
二
九
日
一
回
、
八
月
三
〇
日
二
回
、

『
各
国
内
政
関
係
雑
纂
：
支
那
の
部
：
革
命
党
関
係
（
亡
命
者
を
含
む
）』、
巻

一
三
。

（
35
）　
「
支
那
亡
命
者
会
合
内
容
ニ
関
ス
ル
件
」（
一
九
一
四
年
八
月
二
九
日
）、

同
上
、
乙
秘
第
一
六
七
八
号
。

（
36
）　

黄
自
進
「
青
年
蔣
中
正
的
革
命
歴
練
」、
二
一
│
二
三
頁
。
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（
37
）　
『
蔣
介
石
日
記
』
一
九
二
九
年
八
月
三
一
日
。

（
38
）　

黄
自
進
「
青
年
蔣
中
正
的
革
命
歴
練
」、
二
四
│
二
五
頁
。

（
39
）　
「
孫
文
ノ
動
静
」『
各
国
内
政
関
係
雑
纂
：
支
那
の
部
：
革
命
党
関
係
（
亡

命
者
を
含
む
）』、
第
一
六
│
一
七
巻
。

（
40
）　

サ
ン
ケ
イ
新
聞
社
『
蔣
介
石
秘
録　

第
五
巻
：
青
年
士
官
時
代
』（
東
京
、

サ
ン
ケ
イ
新
聞
社
出
版
局
、
一
九
七
五
年
）、
三
八
│
四
一
頁
。

（
41
）　

本
庄
比
佐
子
「
中
国
革
命
へ
の
道
」（
中
嶋
嶺
雄
編
『
中
国
現
代
史
「
新

版
」』
所
収
、
東
京
、
有
斐
閣
、
一
九
九
六
年
）、
七
四
頁
。

（
42
）　

毛
思
誠
『
民
国
十
五
年
前
之
蔣
介
石
先
生
』（
香
港
、
龍
門
書
店
、
一
九

六
五
年
）、
八
三
│
八
四
頁
。

（
43
）　

黄
自
進
「
青
年
蔣
中
正
的
革
命
歴
練
」、
二
九
│
三
一
頁
。

（
44
）　
『
蔣
介
石
日
記
』
一
九
三
七
年
四
月
二
六
日
。

（
45
）　

サ
ン
ケ
イ
新
聞
社
『
蔣
介
石
秘
録　

第
五
巻
：
青
年
士
官
時
代
』、
一
六

八
│
一
六
九
頁
。

（
46
）　

李
雲
漢
『
中
国
国
民
党
史
述
：
第
二
編
民
国
初
年
的
奮
鬥
』（
台
北
、
中

国
国
民
党
中
央
委
員
会
党
史
委
員
会
、
一
九
九
四
年
）、
二
八
五
頁
。

（
47
）　

周
盈
盛
『
孫
中
山
和
蔣
介
石
交
往
紀
実
』（
石
家
庄
：
河
北
人
民
出
版
社
、

一
九
九
三
年
）、
三
二
頁
。

（
48
）　

毛
思
誠
『
民
国
十
五
年
前
之
蔣
介
石
先
生
』、
六
六
頁
。

（
49
）　

サ
ン
ケ
イ
新
聞
社
『
蔣
介
石
秘
録　

第
五
巻
：
青
年
士
官
時
代
』、
一
八

三
│
一
九
七
頁
。

（
50
）　

一
九
一
八
年
三
月
一
五
日
粤
軍
総
司
令
部
作
戦
科
主
任
に
赴
任
、
同
年
七

月
三
一
日
に
辞
職
。
同
年
九
月
一
八
日
粤
軍
第
二
支
隊
司
令
官
に
赴
任
、
翌
年

三
月
五
日
に
休
職
。
一
九
一
九
年
五
月
二
日
に
復
職
、
同
年
七
月
二
七
日
辞
職
。

一
九
二
〇
年
四
月
一
一
日
漳
州
粤
軍
総
司
令
部
に
赴
任
、
四
月
一
五
日
辞
職
。

同
年
一
〇
月
一
六
日
粤
軍
第
二
軍
許
崇
智
部
総
参
謀
長
に
赴
任
、
一
一
月
四
日

辞
職
。
一
九
二
一
年
二
月
一
四
日
広
州
の
平
桂
作
戦
会
議
に
参
与
、
当
日
辞
職
。

同
年
五
月
二
〇
日
再
び
広
州
の
平
桂
作
戦
会
議
に
参
与
、
二
四
日
辞
職
。
同
年

九
月
一
七
日
広
西
省
西
寧
の
粤
軍
北
伐
作
戦
会
議
に
参
与
、
当
日
辞
職
。
一
九

二
二
年
一
月
一
八
日
に
大
本
営
参
軍
に
赴
任
、
四
月
二
三
日
辞
職
。
同
年
一
〇

月
二
二
日
福
州
の
東
路
軍
討
賊
軍
総
司
令
部
参
謀
長
に
赴
任
、
一
一
月
二
四
日

辞
職
。
同
年
一
二
月
一
八
日
再
び
福
州
に
赴
任
、
翌
年
一
月
一
五
日
に
辞
職
。

一
九
二
三
年
六
月
一
七
日
陸
海
軍
大
元
帥
行
営
参
謀
長
に
赴
任
、
同
年
七
月
一

二
日
に
辞
職
。
一
九
二
四
年
一
月
二
四
日
に
黄
埔
軍
官
学
校
準
備
委
員
会
委
員

長
、
同
年
二
月
二
一
日
に
辞
職
。

（
51
）　

奥
村
哲
『
中
国
の
現
代
史
：
戦
争
と
社
会
主
義
』（
東
京
、
青
木
書
店
、

一
九
九
九
年
）、
八
〇
頁
。

（
52
）　

池
田
誠
、
安
井
三
吉
、
副
島
昭
一
、
西
村
成
雄
『
図
説
中
国
近
現
代
史
』

（
京
都
、
法
律
文
化
社
、
一
九
九
三
年
）、
一
〇
四
頁
。

（
53
）　

黄
自
進
「
青
年
蔣
中
正
的
革
命
歴
練
」、
三
八
│
三
九
頁
。

（
54
）　

同
上
、
四
〇
頁
。

（
55
）　
「
致
蔣
中
正
信
託
陳
炯
明
回
粤
事
函
」（
一
九
二
〇
年
一
〇
月
二
九
日
）、

秦
孝
儀
主
編
『
国
父
全
集
』
所
収
、（
台
北
、
近
代
中
国
出
版
社
、
一
九
八
九

年
）、
二
七
〇
頁
。

（
56
）　

サ
ン
ケ
イ
新
聞
社
『
蔣
介
石
秘
録　

第
六
巻
：
共
産
党
の
台
頭
』（
東
京
、

サ
ン
ケ
イ
新
聞
社
出
版
局
、
一
九
七
五
年
）、
二
七
│
三
九
頁
。
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（
57
）　

例
え
ば
、
一
九
二
〇
年
六
月
に
彼
は
、『
湘
粤
軍
共
同
作
戦
計
画
』
を
作

成
し
た
。
一
九
二
一
年
一
月
か
ら
三
月
ま
で
に
、
時
勢
に
対
す
る
分
析
報
告
書

を
三
つ
提
出
し
た
。
一
九
二
二
年
一
二
月
に
完
成
し
た
の
は
、『
北
伐
作
戦
計

画
』
で
あ
り
、
一
九
二
三
年
三
月
に
書
き
終
わ
っ
た
の
は
、『
平
定
潮
梅
計
画
』

で
あ
っ
た
。

（
58
）　

蔣
介
石
「
上
総
理
書
縷
陳
一
己
衷
曲
与
対
党
主
張
」、
秦
孝
儀
編
『
総
統

蔣
公
思
想
言
論
選
集
』（
台
北
、
中
央
文
物
供
応
社
、
一
九
八
四
年
）
所
収
、

第
三
六
巻
、
九
八
│
九
九
頁
。

（
59
）　

黄
自
進
「
青
年
蔣
中
正
的
革
命
歴
練
」、
三
七
頁
。

（
60
）　

サ
ン
ケ
イ
新
聞
社
『
蔣
介
石
秘
録　

第
七
巻
：
統
一
へ
の
進
撃
』（
東
京
、

サ
ン
ケ
イ
新
聞
社
出
版
局
、
一
九
七
六
年
）、
一
七
二
│
一
七
七
頁
。

（
61
）　
『
蔣
介
石
日
記
：
一
九
二
七
年
九
月
三
〇
日
』。

（
62
）　

同
上
、
一
九
二
七
年
一
〇
月
一
〇
日
。

（
63
）　

同
上
、
一
九
二
七
年
九
月
三
〇
日
│
一
一
月
八
日
。

（
64
）　

同
上
、
一
九
二
七
年
一
〇
月
一
四
日
。

（
65
）　

孫
文
が
正
式
に
「
建
国
の
父
」
と
い
う
名
称
を
与
え
ら
れ
た
の
は
、
一
九

四
〇
年
四
月
一
日
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
国
民
党
に
お
け
る
蔣
介
石
の
地
位
が
安

定
し
て
か
ら
の
行
動
で
あ
る
。

（
66
）　

外
務
省
編
『
日
本
外
交
年
表
並
主
要
文
書
：
下
』（
東
京
、
原
書
房
、
一

九
六
六
年
）、
一
〇
五
頁
。

（
67
）　
『
蔣
介
石
日
記
』
一
九
二
七
年
一
〇
月
二
〇
日
。

（
68
）　

同
上
、
一
九
二
七
年
一
一
月
四
日
、
一
一
月
七
日
。

（
69
）　

山
田
辰
雄
「
国
民
革
命
の
時
代
」（
中
嶋
嶺
雄
編
『
中
国
現
代
史
「
新

版
」』
所
収
）、
一
〇
六
│
一
〇
七
頁
。

（
70
）　

蔣
介
石
「
中
国
之
外
交
政
策
」（
一
九
三
四
年
三
月
七
日
）、
黄
自
進
編

『
蔣
中
正
先
生
対
日
言
論
選
集
』
所
収
、
二
二
九
│
二
三
一
頁
。

（
71
）　

蔣
介
石
「
柳
州
軍
事
会
議
開
幕
訓
詞
」（
一
九
四
〇
年
二
月
二
二
日
）、
同

上
、
七
一
二
頁
。

（
72
）　

原
文
が
見
つ
か
ら
な
い
た
め
、
中
国
語
の
文
章
を
基
に
し
て
、
再
訳
し
た

も
の
で
あ
る
。

（
73
）　

サ
ン
ケ
イ
新
聞
社
『
蔣
介
石
秘
録　

第
一
三
巻
：
大
東
亜
戦
争
』（
東
京
、

サ
ン
ケ
イ
新
聞
社
出
版
局
、
一
九
七
七
年
）、
四
五
│
四
六
頁
。

（
74
）　

防
衛
庁
防
衛
研
修
所
戦
史
室
編
『
支
那
事
変
陸
軍
作
戦
：
昭
和
一
六
年
一

二
月
ま
で
』（
東
京
、
朝
雲
新
聞
社
、
一
九
七
五
年
）、
六
九
頁
。

（
75
）　

サ
ン
ケ
イ
新
聞
社
『
蔣
介
石
秘
録　

第
一
三
巻
：
大
東
亜
戦
争
』、
四
六

頁
。

（
76
）　

防
衛
庁
防
衛
研
修
所
戦
史
室
編
『
支
那
事
変
陸
軍
作
戦
：
昭
和
一
六
年
一

二
月
ま
で
』（
東
京
、
朝
雲
新
聞
社
、
一
九
七
五
年
）、
四
八
頁
。

（
77
）　

原
剛
、
安
岡
昭
男
編
『
日
本
陸
海
軍
事
典
』（
東
京
、
新
人
物
往
来
社
、

一
九
九
七
年
）、
五
〇
〇
頁
。

（
78
）　

蔣
介
石
「
柳
州
軍
事
会
議
開
幕
訓
詞
」、
七
一
七
頁
。
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〈
研
究
ノ
ー
ト
〉

伊
勢
斎
宮
の
選
定
に
関
す
る
小
考

は
じ
め
に

　

天
皇
の
即
位
ご
と
に
伊
勢
神
宮
へ
奉
仕
す
る
天
皇
の
皇
女
も
し
く
は
女

王
を
斎
宮
（
1
）と
い
う
。
天
武
天
皇
の
代
の
大
来
皇
女
を
確
実
な
初
見
と
し

て
、
後
醍
醐
天
皇
の
代
の
祥
子
内
親
王
ま
で
、
六
十
四
名
の
皇
女
ま
た
は

女
王
が
斎
宮
に
選
定
さ
れ
た
。
一
時
、
中
断
し
た
も
の
の
、
斎
宮
制
度
は
、

六
六
一
年
間
（
六
七
三
〜
一
三
三
四
年
）
に
わ
た
っ
て
続
け
ら
れ
た
。
若

く
し
て
天
皇
の
「
御
杖
代
」
と
し
て
斎
宮
に
選
定
さ
れ
、
親
し
い
肉
親
と

一
生
の
別
れ
の
可
能
性
を
秘
め
て
い
た
皇
女
た
ち
は
、
何
を
想
っ
て
伊
勢

に
向
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

斎
宮
の
研
究
は
、
従
来
、
斎
宮
寮
の
成
立
と
い
っ
た
制
度
的
な
側
面
か

ら
進
め
ら
れ
て
き
た
が
（
2
）、
近
年
は
発
掘
調
査
が
進
み
、
考
古
学
的
な
研
究

や
文
献
の
側
面
か
ら
、
斎
宮
の
政
庁
、
居
住
地
、
ま
た
は
斎
宮
の
生
活
様

式
な
ど
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

　

一
方
で
、
榎
村
寛
之
氏
は
、
斎
宮
の
選
定
は
時
代
に
応
じ
て
変
化
す
る

も
の
で
、
そ
こ
に
は
「
政
治
的
な
力
関
係
の
反
映
」
が
あ
っ
た
と
指
摘
し

て
い
る
（
3
）。

　

斎
宮
に
は
、
ど
の
よ
う
な
皇
女
ま
た
は
女
王
が
選
定
さ
れ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。

　

斎
宮
の
選
定
に
つ
い
て
は
、

凡
天
皇
即
位
者
、
定
二

伊
勢
大
神
宮
斎
王
一

、
仍
簡
二

内
親
王
未
レ

嫁

者
一

卜
レ

之
〈
若
無
二

内
親
王
一

者
、
依
二

世
次
一

、
簡
二

定
女
王
一

卜
レ

之
〉、

…
…
（
4
）

と
あ
る
。「
内
親
王
の
未
婚
の
者
を
簡
び
、
卜
い
な
さ
い
」
と
い
う
規
定

か
ら
、
未
婚
の
内
親
王
が
対
象
と
な
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、「
若

し
内
親
王
が
い
な
い
な
ら
ば
、
世
次
に
依
り
て
女
王
を
簡
び
定
め
、
卜
い

な
さ
い
」
と
あ
る
よ
う
に
、
適
切
な
内
親
王
が
い
な
い
場
合
に
は
、
女
王

を
選
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
未
婚
の
皇
女
ま
た
は
女
王
が
卜
定
に
よ
っ

板　

倉　

則　

衣
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て
斎
宮
に
選
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
甲
田
利
雄
氏
（
5
）や
榎
村
氏
（
6
）を
は
じ
め
多
く
の
研
究
者
は
、
卜

定
に
先
立
っ
て
、
内
親
王
ま
た
は
女
王
が
斎
宮
に
決
め
ら
れ
て
お
り
、
斎

宮
を
選
定
す
る
卜
定
が
「
事
実
上
形
式
的
な
儀
式
」
に
す
ぎ
な
い
と
指
摘

し
て
い
る
。

　

実
際
に
斎
宮
卜
定
の
史
料
を
見
て
み
た
い
。
次
の
史
料
は
、
三
条
天
皇

の
代
の
斎
宮
に
選
定
さ
れ
た
当
子
内
親
王
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
。

左
大
弁
来
、
令
レ

奏
云
、
可
下

立
二

斎
宮
一

給
上

宮
未
二

着
裳
給
一

、
…
…
（
7
）

　
「
斎
宮
に
立
た
れ
る
は
ず
の
宮
（
当
子
内
親
王
）
の
着
裳
が
終
わ
っ
て
い

な
い
」
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
実
際
に
、
当
子
内
親
王
が
卜
定
さ
れ
た
時

期
は
、
同
年
十
二
月
四
日
で
あ
っ
た
。
卜
定
の
時
点
よ
り
二
か
月
も
前
に
、

斎
宮
に
決
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
藤
原
道
長
は
「
卜
定
後
に

着
裳
を
す
べ
き
で
あ
る
」
と
意
見
を
述
べ
た
が
（
8
）、
結
局
、
着
裳
は
行
な
わ

れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

ま
た
、
次
に
挙
げ
る
例
は
、
後
一
条
天
皇
の
代
の
斎
宮
に
選
定
さ
れ
た

嫥
子
女
王
の
例
で
あ
る
。
嫥
子
女
王
は
、
醍
醐
天
皇
の
孫
で
具
平
親
王
女

で
あ
る
。
次
の
史
料
に
は
こ
の
よ
う
に
見
え
る
。

示
下

源
宰
相
以
二

故
中
務
宮
女
子
一

可
レ

為
二

斎
王
一

由
上

、
至
二

彼
宮
一

還

来
云
、
示
二

案
内
一

了
者
、
…
…
（
9
）

　

源
頼
定
が
、「
故
中
務
宮
女
子
（
嫥
子
女
王
）
を
斎
宮
と
す
る
べ
き
で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
彼
の
宮
（
具
平
親
王
の
居
住
し
て
い
た
染
殿
）
に
伝

え
帰
っ
て
き
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
他
の
史
料
に
も
、

明
日
斎
宮
於
二

彼
宮
一

可
二

立
給
一

、
運
二

移
雑
物
一

之
間
、
所
レ

被
レ

送
也
、

…
…
（
10
）

と
見
え
、「
明
日
、
斎
宮
が
、
彼
の
宮
か
ら
お
立
ち
に
な
る
よ
う
だ
」
と

あ
る
。
実
際
に
卜
定
が
行
な
わ
れ
る
の
は
、
長
和
五
年
二
月
十
九
日
で
あ

り
、
二
つ
の
史
料
か
ら
は
、
卜
定
の
数
日
前
に
、
す
で
に
斎
宮
の
候
補
者

が
決
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
卜
定
以
前
に
候
補
者
が
斎
宮
に
選
定
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
斎
宮
を
選
定
す
る
儀
式
で
あ
る
卜
定
は
、

あ
く
ま
で
形
式
的
な
儀
式
の
意
味
が
強
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
卜

定
が
形
式
的
な
儀
式
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
斎
宮
に
選
定
さ
れ
る
べ
き

皇
女
ま
た
は
女
王
の
候
補
者
が
意
図
的
に
決
め
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ

り
、
榎
村
氏
が
指
摘
す
る
通
り
、「
政
治
的
な
力
関
係
の
反
映
が
十
分
に

あ
り
う
る
」
こ
と
が
想
定
で
き
る
（
11
）。

　

し
か
し
、
斎
宮
に
選
定
さ
れ
る
候
補
者
は
、
皇
女
ま
た
は
女
王
に
限
定

さ
れ
て
い
た
た
め
、
選
定
時
に
お
け
る
適
切
な
候
補
者
の
存
在
の
有
無
も

重
要
で
あ
り
、
決
し
て
「
政
治
的
な
力
関
係
」、
す
な
わ
ち
為
政
者
の
意

図
の
み
で
斎
宮
が
選
定
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
。

　

斎
宮
の
選
定
に
政
治
的
な
力
関
係
が
反
映
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
、
再
検
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討
す
る
必
要
が
あ
り
、
時
代
ご
と
に
分
析
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
、

斎
宮
に
選
定
さ
れ
た
皇
女
ま
た
は
女
王
を
多
角
的
な
側
面
か
ら
相
対
的
に

検
討
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
、
斎
宮
に
選
定
さ
れ
た
皇
女
ま
た
は
女
王
の

特
色
を
示
し
た
い
。
そ
の
際
に
、
以
下
の
六
つ
の
側
面
か
ら
分
析
を
行
な

う
こ
と
と
す
る
。

　

１
．
天
皇
と
斎
宮
の
血
縁
関
係

　

２
．
斎
宮
の
出
生
順

　

３
．
斎
宮
の
卜
定
時
の
年
齢

　

４
．
斎
宮
の
母
親

　

５
．
斎
宮
の
同
母
兄
弟

　

６
．
斎
宮
の
外
祖
父

　

本
稿
で
は
、
斎
宮
に
選
定
さ
れ
た
皇
女
の
特
色
を
解
明
す
る
こ
と
を
通

し
て
、
斎
宮
の
新
た
な
側
面
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
い
。

一
、
斎
宮
に
選
定
さ
れ
た
皇
女
の
特
色

　

こ
こ
で
は
、
斎
宮
に
選
定
さ
れ
た
皇
女
の
特
色
を
時
代
ご
と
に
見
て
い

く
。
対
象
と
し
た
時
代
は
平
安
時
代
と
す
る
。
し
か
し
、
斎
宮
制
度
が
開

始
さ
れ
た
律
令
制
成
立
期
も
見
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
政
治
的
ま
た
は
社

会
背
景
に
よ
る
斎
宮
（
選
定
さ
れ
た
皇
女
・
女
王
の
特
色
）
の
変
化
に
よ
っ

て
平
安
時
代
以
前
か
ら
平
安
時
代
後
期
ま
で
を
、
四
つ
の
時
代
に
区
分
し

た
い
。
第
一
の
区
分
と
し
て
、
斎
宮
に
出
自
不
明
な
皇
女
や
女
王
が
多
く

選
定
さ
れ
る
が
、
斎
宮
制
度
が
確
立
し
て
い
っ
た
平
安
時
代
以
前
（
天
武

朝
か
ら
光
仁
朝
ま
で
）、
第
二
の
区
分
と
し
て
、
斎
宮
に
天
皇
の
ム
ス
メ
が

多
く
選
定
さ
れ
、
斎
宮
制
度
が
完
成
し
た
平
安
前
期
（
桓
武
朝
か
ら
文
徳

朝
ま
で
）、
第
三
の
区
分
と
し
て
、
藤
原
氏
の
台
頭
に
よ
っ
て
幼
帝
が
出

現
し
、
斎
宮
に
は
天
皇
の
姉
妹
が
選
定
さ
れ
た
平
安
中
期
（
清
和
朝
か
ら

村
上
朝
ま
で
）、
第
四
の
区
分
と
し
て
、
摂
関
政
治
が
行
な
わ
れ
、
斎
宮

に
は
女
王
が
多
く
選
定
さ
れ
た
平
安
後
期
（
冷
泉
朝
か
ら
後
冷
泉
朝
ま
で
）

と
す
る
。

　

な
お
、
斎
宮
の
起
源
に
つ
い
て
、『
日
本
書
紀
』
に
記
さ
れ
て
い
る

様
々
な
時
期
に
求
め
る
説
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
が
（
12
）、
ど
れ
も
伝
承
性
が
強

い
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
確
実
に
斎
宮
の
選
定
が
行
な
わ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
天
武
朝
の
大
来
皇
女
以
降
の
斎
宮
を
考
察
の
対
象
と
す
る
。

１
．
平
安
時
代
以
前
…
天
武
朝
か
ら
光
仁
朝
ま
で

　

平
安
時
代
以
前
に
は
、
十
代
九
名
の
天
皇
が
即
位
し
た
。
そ
の
う
ち
五

代
四
名
が
女
帝
で
あ
る
。
斎
宮
は
、
十
一
名
が
選
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

う
ち
四
名
が
女
王
で
あ
る
（
系
図
１
）。
こ
の
時
代
は
、
天
皇
が
即
位
し

て
も
斎
宮
が
選
定
さ
れ
な
い
例
や
、
系
譜
が
不
明
な
皇
女
や
女
王
の
選
定

例
も
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
一
見
、
斎
宮
制
度
が
未
完
成
な
こ
と
に
よ
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
皇
族
同
士
の
婚
姻
が
重
視
さ
れ
、
皇
女
も
皇
位

継
承
者
の
資
格
を
有
し
、
皇
位
継
承
権
に
関
わ
る
紛
争
が
起
こ
り
、
極
端

に
皇
族
が
減
少
し
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

律
令
制
成
立
期
で
あ
る
天
武
朝
か
ら
文
武
朝
ま
で
の
時
期
の
斎
宮
を
見

て
み
た
い
（
13
）。

大
来
皇
女　
　
（ 

天
武
朝　

父
は
天
武　

母
は
大
田
皇
女
）



系
図
１　

平
安
時
代
以
前

○
天
武
朝
か
ら
光
仁
朝
ま
で

忍
海
造
小
龍

泉
内
親
王
〈
文
武
斎
宮
②
〉

〈
光
仁
斎
宮
②
〉

大
田
皇
女大

来
皇
女

〈
天
武
斎
宮
〉

大
津
皇
子草

壁
皇
子

藤
原
不
比
等

光
明
子

長
娥
子

円
方
女
王
〈
元
明
斎
宮
②
？
〉

舎
人
親
王

田
形
内
親
王
〈
文
武
斎
宮
③
〉

蘇
我
赤
兄

託
基
皇
女
〈
文
武
斎
宮
①
〉

宍
人
臣
大
麻
呂

＊
元
正
斎
宮
①
の
久
勢
女
王
・
聖
武
斎
宮
②
の
県
女
王
は
、
出
自
が
不
明
で
あ
っ
た
た
め
、
系
図
に
載
せ
て
い
な
い
。

（
丸
数
字
は
、
即
位
順
）

色
夫
古
娘

神
王

浄
庭
女
王

施
基
皇
子

弥
努
摩
内
親
王

酒
人
内
親
王
〈
光
仁
斎
宮
①
〉

県
犬
養
唐

広
刀
自

井
上
内
親
王
〈
聖
武
斎
宮
①
〉

宮
子

高
市
皇
子

長
屋
王

智
努
女
王
〈
元
明
斎
宮
①
？
〉

三
原
王

小
宅
女
王
〈
孝
謙
斎
宮
〉

安
倍
内
親
王
〈
淳
仁
斎
宮
〉

太
蕤
娘

媛
娘

榎
井
親
王

天
智
（
中
大
兄
皇
子
）

①

元
明
（
阿
閇
皇
女
）

⑤

持
統
（
鸕
野
皇
女
）

③

文
武
（
珂
瑠
王
）

④

天
武
（
大
海
人
皇
子
）

②

光
仁
（
白
壁
王
）

⑪

元
正
（
氷
高
皇
女
）

⑥

聖
武
（
首
皇
子
）

⑦

孝
謙
・
称
徳
（
阿
倍
皇
女
）

⑧
⑩

淳
仁
（
大
炊
王
）

⑨
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託
基
皇
女　
　
（ 

文
武
朝
①　

父
は
天
武　

母
は
宍
人
臣

媛
娘
）

泉
内
親
王　
　
（ 

文
武
朝
②　

父
は
天
智　

母
は
忍
海
色

夫
古
娘
）

田
形
内
親
王　
（ 

文
武
朝
③　

父
は
天
武　

母
は
蘇
我
太

蕤
娘
）

　

天
武
朝
に
は
大
来
皇
女
、
文
武
朝
に
は
託
基
皇
女
・
泉

内
親
王
・
田
形
内
親
王
の
三
名
の
斎
宮
が
選
定
さ
れ
て
い

た
。
大
来
皇
女
の
選
定
が
、
そ
の
後
の
斎
宮
制
度
に
大
き

な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
大
来
の
出

自
を
見
て
い
く
と
、
母
に
は
大
田
皇
女
（
鸕
野
皇
女
の
同

母
姉
）、
同
母
兄
弟
に
は
大
津
皇
子
が
い
た
。
大
来
は
、

高
貴
な
血
縁
を
持
ち
、
政
治
的
な
立
場
と
し
て
有
力
な
存

在
で
あ
り
、
皇
位
継
承
者
と
し
て
の
性
格
も
有
し
て
い
た
。

倉
本
一
宏
氏
に
よ
れ
ば
、
大
来
は
、
他
の
皇
族
と
の
婚
姻
、

そ
れ
に
と
も
な
う
皇
子
の
出
産
に
よ
っ
て
、
草
壁
皇
子
の

対
抗
勢
力
を
生
み
出
す
可
能
性
を
秘
め
て
い
た
た
め
に
、

斎
宮
に
選
定
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
（
14
）。

し
か
し
、
朱
鳥
元
年
（
六
八
六
）、
天
武
の
崩
御
に
と
も

な
い
、
退
下
し
た
（
15
）。
大
来
は
、
当
時
二
十
六
歳
で
あ
り
、

婚
姻
す
る
可
能
性
も
充
分
あ
り
得
た
（
16
）。

倉
本
氏
が
指
摘
す

る
大
来
と
他
の
皇
族
と
の
婚
姻
と
い
う
よ
り
も
、
天
武
の

即
位
後
、
皇
位
後
継
者
が
決
ま
ら
な
い
朝
廷
に
お
い
て
、
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草
壁
皇
子
を
天
皇
と
し
て
即
位
さ
せ
た
い
鸕
野
皇
女
は
、
大
来
が
草
壁
と

の
婚
姻
、
そ
の
皇
子
の
誕
生
に
よ
り
、
自
分
と
阿
閇
皇
女
（
鸕
野
の
異
母

姉
妹
）
に
反
す
る
勢
力
と
結
び
つ
く
こ
と
を
恐
れ
、
斎
宮
に
選
定
さ
れ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
鸕
野
が
大
海
人
皇
子
に
嫁
い
だ
年
齢
が
、
大
来
が
斎

宮
と
な
っ
た
十
三
歳
と
同
じ
な
の
は
偶
然
な
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
）。
大
来

の
退
下
後
に
は
、
持
統
が
政
権
を
担
い
た
。
さ
ら
に
は
、
草
壁
と
阿
閇
の

間
に
は
、
四
歳
に
な
る
珂
瑠
王
が
生
ま
れ
て
お
り
、
皇
位
継
承
は
、
草
壁

│
珂
瑠
王
と
い
う
流
れ
に
決
ま
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
大
来
皇
女
の
斎
宮
選
定
に
は
、
壬
申
の
乱
の
勝
利
の
伊

勢
神
宮
へ
の
報
賽
が
契
機
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
現
実
的

な
政
治
的
要
因
に
よ
る
可
能
性
も
考
え
得
る
の
で
は
な
い
か
。

　

一
方
、
文
武
朝
の
三
人
の
斎
宮
で
あ
る
託
基
皇
女
・
泉
内
親
王
・
田
形

内
親
王
に
つ
い
て
、
倉
本
氏
は
、
こ
の
皇
女
ら
が
有
力
皇
族
と
婚
姻
す
れ

ば
、
生
ま
れ
た
皇
子
は
有
力
な
皇
位
継
承
資
格
者
に
な
り
、
文
武
の
対
抗

勢
力
に
な
る
た
め
、
こ
の
皇
女
た
ち
を
斎
宮
に
追
い
や
っ
た
と
い
う
見
解

を
述
べ
て
い
る
（
17
）。

し
か
し
、
託
基
・
田
形
は
、
斎
宮
退
下
後
に
結
婚
し
て

い
る
（
18
）。

　

む
し
ろ
、
西
洋
子
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
文
武
か
ら
和
銅
ま
で
は
伊

勢
神
宮
が
「
体
制
内
化
し
は
じ
め
」
る
時
期
で
あ
り
、「
そ
の
祭
祀
形
態

を
整
え
る
た
め
、
そ
れ
に
奉
仕
す
る
皇
女
＝
斎
王
の
派
遣
が
行
わ
れ
た
」

と
考
え
ら
れ
（
19
）、

皇
女
を
伊
勢
へ
派
遣
す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
っ
た
。
託
基

は
、
田
形
が
斎
宮
に
選
定
さ
れ
た
後
に
も
、
伊
勢
へ
参
っ
て
い
る
（
20
）。

つ
ま

り
、
文
武
朝
の
斎
宮
は
、
政
治
的
な
要
因
よ
り
も
、
伊
勢
神
宮
の
「
体
制

内
化
」
を
図
る
た
め
に
、
こ
う
し
た
皇
女
が
斎
宮
に
選
定
さ
れ
た
可
能
性

が
あ
る
。

　

以
上
、
天
武
朝
の
大
来
の
斎
宮
選
定
に
は
、
伊
勢
神
宮
の
「
体
制
内

化
」
を
図
る
ま
で
は
い
か
な
い
が
何
ら
か
重
視
す
る
意
味
が
あ
り
、
そ
の

根
底
に
は
、
壬
申
の
乱
の
報
賽
で
は
な
く
、
皇
位
継
承
権
か
ら
排
除
さ
れ

た
と
い
う
側
面
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
大
来
以
降
、

伊
勢
神
宮
を
神
格
化
さ
せ
る
た
め
に
、
伊
勢
に
皇
女
を
向
か
わ
せ
た
の
で

あ
ろ
う
。

　

次
に
、
元
明
朝
か
ら
光
仁
朝
の
斎
宮
に
つ
い
て
見
て
い
く
。

智
奴
女
王
？　
（ 

元
明
朝
①　

父
は
長
屋
王　

母
は
不
明
）

円
方
女
王
？　
（ 

元
明
朝
②　

父
は
長
屋
王　

母
は
藤
原
長
娥
子
）

久
勢
女
王　
　
（ 

元
正
朝　

父
は
不
明　

母
は
不
明
）

井
上
内
親
王　
（ 

聖
武
朝
①　

父
は
首
皇
子　

母
は
県
犬
養
広
刀
自
〈
身

位
は
夫
人
〉）

県
女
王　
　
　
（ 

聖
武
朝
②　

父
は
不
明　

母
は
不
明
）

小
宅
女
王　
　
（ 

孝
謙
朝　

父
は
三
原
王　

母
は
不
明
）

安
倍
内
親
王　
（ 

淳
仁
朝　

父
は
淳
仁　

母
は
不
明
）

な
し　
　
　
　
（ 

称
徳
朝
）

酒
人
内
親
王　
（ 

光
仁
朝
①　

父
は
光
仁　

母
は
井
上
内
親
王
〈
身
位
は

皇
后
〉）

浄
庭
女
王　
　
（ 

光
仁
朝
②　

父
は
神
王　

母
は
弥
努
摩
内
親
王
）

　

元
明
朝
の
斎
宮
選
定
に
つ
い
て
の
記
事
は
、『
続
日
本
紀
』
に
は
見
え

ず
、『
一
代
要
記
』
の
記
述
に
「
斎
王
定
ま
ら
ず
」
と
あ
り
、
元
明
朝
に
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は
斎
宮
が
選
定
さ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
元
明
朝
に
伊
勢
神

宮
に
奉
仕
し
た
者
と
し
て
、
円
方
女
王
と
智
努
女
王
の
二
人
の
名
が
み
え

る
（
21
）。
こ
の
二
人
に
つ
い
て
見
て
い
く
と
、
円
方
女
王
の
父
は
長
屋
王
で
あ

る
。
一
方
、
智
努
女
王
の
父
に
つ
い
て
は
、
長
親
王
か
長
屋
王
の
二
説
が

あ
る
。
寺
崎
保
広
氏
は
、「
珍
（
智
）
努
若
翁
」
と
記
さ
れ
て
い
る
木
簡

が
出
土
し
た
点
や
、「
智
努
王
」「
智
努
女
王
」
が
養
老
七
年
（
七
二
三
）

や
神
亀
元
年
（
七
二
四
）
に
違
例
に
昇
進
し
て
い
る
点
か
ら
、
長
屋
王
の

縁
者
で
あ
る
た
め
に
昇
進
が
起
こ
っ
た
と
考
え
、
智
努
女
王
も
長
屋
王
の

娘
で
あ
る
と
指
摘
す
る
（
22
）。

　

元
明
天
皇
と
長
屋
王
の
関
係
は
、
オ
バ
と
オ
イ
で
あ
る
と
と
も
に
、
元

明
の
ム
ス
メ
で
あ
る
吉
備
内
親
王
が
長
屋
王
の
室
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
娘
婿
の
関
係
に
も
あ
り
、
親
密
な
関
係
に
あ
っ
た
と
想
定
で
き
る
だ
ろ

う
。
長
屋
王
は
、
元
明
天
皇
の
長
期
在
位
な
ど
を
祈
る
意
味
も
あ
り
、
智

努
女
王
と
円
方
女
王
を
伊
勢
に
向
か
わ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
斎
宮
に
選
定

さ
れ
た
皇
女
以
外
に
も
、
文
武
朝
に
十
市
皇
女
・
阿
閇
皇
女
（
23
）・
山
背
姫

王
・
石
川
夫
人
（
24
）が
伊
勢
に
向
か
っ
て
い
る
例
が
あ
る
た
め
、
智
努
女
王
と

円
方
女
王
は
、
斎
宮
と
い
う
立
場
で
は
な
く
、
天
皇
の
長
期
在
位
な
ど
を

祈
る
使
者
と
し
て
の
意
味
が
強
い
よ
う
で
あ
る
。

　

元
正
朝
か
ら
聖
武
朝
に
か
け
て
、
選
定
さ
れ
た
斎
宮
は
、
久
勢
女
王
（
25
）・

井
上
内
親
王
（
26
）・
県
女
王
（
27
）で
あ
る
。
久
勢
女
王
と
県
女
王
は
出
自
不
明
で

あ
り
、
こ
こ
で
は
井
上
内
親
王
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
父
が
首
皇
子
、
後

の
聖
武
天
皇
で
あ
る
。
な
お
、
養
老
五
年
の
井
上
の
斎
宮
選
定
時
に
は
、

首
皇
子
は
皇
太
子
で
あ
っ
た
。
井
上
の
選
定
に
つ
い
て
、
山
中
智
恵
子
氏

は
、
藤
原
光
明
子
所
生
の
皇
女
で
あ
る
阿
倍
皇
女
（
後
の
孝
謙
天
皇
）
を

皇
位
に
即
け
よ
う
と
す
る
藤
原
不
比
等
の
陰
謀
だ
と
捉
え
て
い
る
（
28
）。
ま

た
、
榎
村
氏
は
、
聖
武
即
位
に
前
も
っ
て
自
分
の
ム
ス
メ
の
井
上
を
斎
王

に
す
る
こ
と
に
は
、
天
皇
即
位
の
確
立
を
図
る
目
的
が
あ
っ
た
と
指
摘
し

て
い
る
（
29
）。
天
皇
一
代
に
つ
き
一
名
の
斎
宮
が
選
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
、
平
安
以
降
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
は
、
斎
宮
が
選
定
さ
れ
な
い
例

も
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
榎
村
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
斎
宮
の
選
定
と

天
皇
の
即
位
と
の
関
係
の
確
立
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考

え
る
。
井
上
は
、
第
一
皇
女
で
当
時
五
歳
で
あ
っ
た
。
政
治
的
な
意
図
と

考
え
る
よ
り
は
、
選
定
時
に
は
他
に
候
補
者
が
お
ら
ず
、
大
来
が
第
一
皇

女
で
あ
っ
た
よ
う
に
「
第
一
皇
女
」
が
意
識
さ
れ
、
井
上
が
選
定
さ
れ
た

可
能
性
も
あ
り
得
よ
う
。

　

こ
れ
以
降
、
孝
謙
朝
に
は
小
宅
女
王
、
淳
仁
朝
に
は
安
倍
内
親
王
と
い

っ
た
、
出
自
が
不
明
な
者
が
選
定
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
系
譜
の
不
明
な
皇

女
ま
た
は
女
王
の
選
定
例
は
、
政
変
が
起
こ
り
、
政
治
の
中
枢
か
ら
排
除

さ
れ
た
皇
族
が
多
く
、
斎
宮
に
選
定
さ
れ
る
候
補
者
が
少
な
い
と
い
う
情

況
だ
っ
た
た
め
に
生
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
称
徳
朝
の
斎

宮
が
選
定
さ
れ
て
い
な
い
点
も
、
こ
う
し
た
理
由
に
よ
る
も
の
で
は
な
い

か
。

　

光
仁
朝
以
降
は
、
天
皇
即
位
の
際
に
光
仁
の
皇
女
で
あ
る
酒
人
内
親
王

が
斎
宮
に
選
定
さ
れ
た
。
確
か
に
、
元
正
朝
に
は
即
位
後
に
久
勢
女
王
、

つ
い
で
、
皇
太
子
首
皇
子
の
ム
ス
メ
で
あ
る
井
上
が
斎
宮
に
選
定
さ
れ
た

が
、
光
仁
朝
に
天
皇
の
即
位
の
一
端
と
し
て
斎
宮
の
選
定
が
確
立
し
た
と



129

伊勢斎宮の選定に関する小考

思
わ
れ
る
。

　

以
上
、
平
安
時
代
以
前
を
見
て
き
た
が
、
こ
の
時
期
は
、
伊
勢
神
宮
と

と
も
に
斎
宮
制
度
が
確
立
し
て
い
く
時
期
で
あ
る
。
そ
う
し
た
な
か
、
皇

女
は
皇
位
継
承
権
を
有
し
お
り
、
さ
ら
に
は
、
皇
女
が
有
力
な
皇
族
と
の

婚
姻
関
係
に
よ
っ
て
儲
け
た
皇
子
も
皇
位
継
承
権
を
有
し
、
王
権
の
対
抗

勢
力
に
な
り
え
た
。
伊
勢
神
宮
を
国
家
神
と
し
て
、
天
皇
の
祭
祀
の
側
面

も
あ
る
が
、
一
方
で
、
対
抗
勢
力
を
阻
止
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
も
、
斎

宮
制
度
成
立
の
背
景
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
皇
位
継
承
の
争
い
に
よ
り
、
多
く
の
皇
族
が
廃
さ
れ
、
斎
宮
の

候
補
者
も
限
定
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
出
自
不
明
な
女
王
が
多
く
選
定
さ
れ

た
の
も
、
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
不
明
な
皇
女
・
女
王
が
斎
宮
に
選
定
さ

れ
た
こ
と
は
、
斎
宮
制
度
の
未
完
成
と
い
う
よ
り
も
、
こ
う
し
た
候
補
者

の
少
な
さ
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
。

２
．
平
安
時
代
…
桓
武
朝
か
ら
後
冷
泉
朝
ま
で

　
　

ⅰ
．
平
安
時
代
前
期
（
桓
武
朝
か
ら
文
徳
朝
ま
で
）

　

平
安
時
代
前
期
に
は
、
六
代
の
天
皇
の
治
世
に
お
い
て
、
斎
宮
は
八
名

が
選
定
さ
れ
た
（
系
図
２
）。
こ
の
頃
に
な
る
と
、
天
皇
一
代
に
つ
き
斎

宮
が
一
名
選
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

斎
宮
に
選
定
さ
れ
た
候
補
者
を
見
る
と
、
八
名
中
七
名
が
当
代
天
皇
の

ム
ス
メ
で
あ
る
。
残
り
の
一
名
は
女
王
で
あ
り
、
淳
和
天
皇
の
二
代
目
の

斎
宮
で
あ
る
（
30
）。

一
代
の
天
皇
に
つ
き
一
名
の
斎
宮
が
選
定
さ
れ
て
い
る

点
、
斎
宮
に
は
ほ
ぼ
天
皇
の
ム
ス
メ
が
選
定
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
、
斎
宮

制
度
は
完
成
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
平
安
時
代
以
前
か
ら
、
天
皇
や
皇
族
は
、
近
親
者
の
内
で
婚
姻

を
繰
り
返
し
て
き
た
。
血
縁
の
濃
さ
は
、
皇
位
継
承
の
優
先
度
を
決
め
る

重
要
な
意
味
を
有
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
頃
に
な
る
と
、
後
宮
に
変

化
が
起
こ
り
、
氏
族
出
身
の
キ
サ
キ
が
増
加
す
る
と
と
も
に
、
皇
子
女
自

体
の
数
も
増
加
し
た
。
多
く
の
皇
女
が
存
在
す
る
な
か
、
ど
の
よ
う
な
条

件
で
も
っ
て
、
特
定
の
皇
女
が
斎
宮
に
選
定
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
は
、
斎
宮
の
選
定
対
象
と
天
皇
の
キ
サ
キ
の
出
身
を
通
し
て
、

斎
宮
と
皇
女
の
関
わ
り
を
見
て
い
き
た
い
。
桓
武
天
皇
の
キ
サ
キ
の
出
身

と
皇
位
継
承
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
河
内
祥
輔
・
安
田
政
彦
両
氏
が
論
じ

て
い
る
。
河
内
氏
は
、
桓
武
天
皇
の
皇
子
と
異
母
姉
妹
（
桓
武
の
皇
女
）

の
婚
姻
が
皇
位
継
承
を
賦
与
す
る
と
捉
え
て
い
る
（
31
）。
安
田
氏
は
、「
桓
武

天
皇
と
桓
武
皇
后
（
藤
原
乙
牟
漏
）
と
い
う
正
統
の
血
統
を
（
以
下
「
桓
武

皇
后
腹
の
血
筋
」
と
称
す
る
）
を
継
承
す
る
」
意
図
が
あ
っ
た
と
指
摘
し

て
い
る
（
32
）。
一
方
、
春
名
宏
昭
氏
は
、
立
后
の
側
面
か
ら
、
皇
女
や
氏
族
出

身
の
女
性
と
い
っ
た
枠
組
み
で
は
な
く
、
立
后
で
き
な
か
っ
た
女
性
は
、

「
次
代
の
天
皇
と
な
る
親
王
を
生
ま
な
か
っ
た
か
ら
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
33
）。

以
上
を
勘
案
す
る
と
、
桓
武
朝
の
婚
姻
に
お
い
て
、
皇
女
（
特
に
桓
武
の

皇
女
）
の
重
視
性
が
見
出
せ
、
血
縁
を
重
要
視
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、

桓
武
朝
以
降
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
、
血
縁
よ
り
も
、
皇
位
後
継
者
を

産
む
キ
サ
キ
が
重
要
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
皇
子
を
産
ん
で
も
、
皇
位
後

継
者
と
し
て
認
め
ら
れ
る
に
は
、
あ
る
程
度
、
政
権
の
中
枢
者
の
女
性
で

あ
る
こ
と
が
条
件
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。



久
子
内
親
王
〈
仁
明
斎
宮
〉

高
志
内
親
王

布
勢
内
親
王
〈
桓
武
斎
宮
②
〉

仲
野
親
王

〈
元
正
斎
宮
〉

（
丸
数
字
は
、
即
位
順
）

系
図
２　

平
安
時
代
前
期

○
桓
武
朝
か
ら
文
徳
朝
ま
で

伊
勢
老
人大

原
浄
子

藤
原
是
雄

列
子

継
子

藤
原
良
継

乙
牟
漏

岡
屋
王

高
宗
女
王

仁
子
内
親
王
〈
嵯
峨
斎
宮
〉

晏
子
内
親
王
〈
文
徳
斎
宮
〉

中
臣
丸
大
魚

豊
子

氏
子
内
親
王
〈
淳
和
斎
宮
①
〉

井
上
内
親
王

〈
光
仁
斎
宮
〉

朝
原
内
親
王

宜
子
女
王
〈
淳
和
斎
宮
②
〉

酒
人
内
親
王

〈
桓
武
斎
宮
①
〉

菅
野
氏
女

大
原
内
親
王
〈
平
城
斎
宮
〉

平
城
（
安
殿
親
王
）

③嵯
峨
（
神
野
親
王
）

④

仁
明
（
正
良
親
王
）

⑥

文
徳
（
道
康
親
王
）

⑦

光
仁

①

桓
武
（
山
部
親
王
）

②

淳
和
（
大
伴
親
王
）

⑤
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こ
の
時
期
、
皇
親
出
身
の
母
を
持
つ
斎
宮

は
三
名
見
ら
れ
る
。

朝
原
内
親
王
（ 

桓
武
朝
①　

母
は
酒
人

内
親
王
〈
身
位
は
妃
〉）

氏
子
内
親
王
（ 

淳
和
朝
①　

母
は
高
志

内
親
王
〈
身
位
は
皇

后
〉）

久
子
内
親
王
（ 

仁
明
朝　

母
は
高
宗
女

王
〈
身
位
は
不
明
〉）

　

朝
原
内
親
王
の
母
は
光
仁
皇
女
の
酒
人
内

親
王
で
あ
る
。
酒
人
内
親
王
は
、
光
仁
朝
に

斎
宮
に
選
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
母
、
井
上

内
親
王
（
朝
原
内
親
王
か
ら
見
れ
ば
祖
母
）
も

斎
宮
に
選
定
さ
れ
て
い
る
。
桓
武
か
ら
の
寵

愛
は
薄
か
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
氏
子

内
親
王
の
母
で
あ
る
高
志
内
親
王
は
、
桓
武

の
皇
女
で
あ
る
。
兄
弟
に
恒
世
親
王
が
お
り
、

皇
位
継
承
者
と
し
て
有
望
で
あ
っ
た
が
、
父

淳
和
の
即
位
後
、
皇
太
子
を
辞
退
し
、
早
世

し
て
い
る
（
嵯
峨
上
皇
の
圧
力
が
あ
っ
た
と
想

定
で
き
る
）。
久
子
内
親
王
の
母
の
高
宗
女

王
は
、
岡
屋
王
（
高
市
皇
子
の
孫
）
女
で
あ

り
、
皇
位
継
承
と
は
遠
い
立
場
に
い
る
。
こ
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の
よ
う
に
、
斎
宮
に
選
定
さ
れ
た
皇
女
の
中
で
も
、
皇
族
出
身
の
母
を
持

つ
皇
女
は
、
天
皇
の
キ
サ
キ
と
な
っ
て
皇
子
を
儲
け
て
も
、
そ
の
皇
子
が

皇
位
を
継
承
で
き
る
可
能
性
は
低
い
場
合
が
多
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　

一
方
、
皇
族
以
外
の
出
自
の
母
を
持
つ
斎
宮
は
四
名
見
ら
れ
る
。

布
勢
内
親
王
（
桓
武
朝
②　

母
は
中
臣
丸
豊
子
〈
身
位
は
不
明
〉）

大
原
内
親
王
（
平
城
朝　

母
は
伊
勢
継
子
〈
身
位
は
不
明
〉）

仁
子
内
親
王
（
嵯
峨
朝　

母
は
大
原
浄
子
〈
身
位
は
女
御
〉）

晏
子
内
親
王
（
文
徳
朝　

母
は
藤
原
列
子
〈
身
位
は
不
明
〉）

　

斎
宮
の
母
の
身
位
が
低
い
こ
と
が
分
か
る
。
晏
子
内
親
王
の
母
列
子
の

父
藤
原
是
雄
は
、
北
家
藤
原
内
麻
呂
の
孫
に
あ
た
る
。
し
か
し
、
権
力
を

掌
握
し
て
い
た
の
は
、
舅
の
藤
原
冬
嗣
で
あ
っ
た
。
是
雄
は
、
卜
定
時
に

亡
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
四
名
は
、
政
治
の
中
枢
と
は
遠
い
立

場
に
い
た
皇
女
な
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
こ
の
時
期
に
斎
宮
に
選
定
さ
れ
た
皇
女
は
、
天
皇
の
キ
サ
キ

に
な
っ
て
も
生
ま
れ
て
く
る
皇
子
は
皇
統
を
継
ぐ
可
能
性
が
な
い
と
い
う

点
と
、
母
出
身
の
氏
族
が
政
治
の
中
枢
か
ら
遠
い
立
場
に
い
た
点
が
指
摘

で
き
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
点
と
し
て
、
斎
宮
と
賀
茂
神
に
奉
仕
す

る
皇
女
や
女
王
が
選
定
さ
れ
る
賀
茂
斎
院
の
関
連
性
と
い
う
問
題
が
存
在

す
る
。

　

斎
院
は
、
嵯
峨
朝
の
有
智
子
内
親
王
に
始
ま
る
が
、
平
城
上
皇
の
変
を

契
機
に
創
始
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
桓
武
天
皇
が
平
安
京
に
遷
都

し
た
が
、
平
安
京
が
実
際
に
「
万
代
京
」
と
し
て
機
能
し
始
め
る
の
は
嵯

峨
朝
以
降
で
あ
る
（
34
）。
斎
院
は
、
平
安
京
の
守
護
神
の
賀
茂
神
に
奉
仕
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
平
安
京
の
都
市
機
能
を
示
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

斎
院
は
、
斎
宮
制
度
と
類
似
し
た
制
度
で
あ
り
、
斎
宮
に
は
国
家
神
に
、

斎
院
は
平
安
京
の
守
護
神
に
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
異
な
る
点
と

し
て
、
一
代
の
天
皇
に
つ
き
一
人
の
斎
院
が
選
定
さ
れ
て
い
な
い
点
に
あ

る
。
有
智
子
内
親
王
も
、
嵯
峨
・
淳
和
朝
の
二
代
の
天
皇
に
わ
た
っ
て
斎

院
に
留
任
さ
れ
た
。

　

斎
院
の
母
は
、

有
智
子
内
親
王
（ 

嵯
峨
・
淳
和
朝
①　

母
は
交
野
女
王〈
身
位
は
不
明
〉）

時
子
内
親
王　
（ 

淳
和
朝
②　

母
は
滋
野
縄
子
〈
身
位
は
女
御
〉）

高
子
内
親
王　
（ 

仁
明
朝　

母
は
百
済
王
永
慶
〈
身
位
は
不
明
〉）

慧
子
内
親
王　
（ 

文
徳
朝
①　

母
は
紀
静
子
〈
身
位
は
更
衣
〉）

述
子
内
親
王　
（ 

文
徳
朝
②　

母
は
藤
原
列
子
〈
身
位
は
不
明
〉）

　

斎
宮
と
同
様
に
、
政
治
的
に
有
力
で
は
な
い
氏
族
出
自
の
女
性
所
生
の

皇
女
が
多
い
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
斎
宮
と
斎
院
が
、
同
時
期
に
卜
定
さ
れ
た
例
を
み
て
い
き
た
い
（
35
）。

仁
明
朝　

選
定
時　

天
長
八
年
（
八
三
一
）

　

斎
宮　

久
子
内
親
王
（
第
二
皇
女　

母
は
高
宗
女
王
）

　

斎
院　

高
子
内
親
王
（
第
三
皇
女　

母
は
百
済
王
永
慶
）

文
徳
朝　

選
定
時　

嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）

　

斎
宮　

晏
子
内
親
王
（
第
一
皇
女　

母
は
藤
原
列
子
）

　

斎
院　

慧
子
内
親
王
（
第
二
皇
女　

母
は
藤
原
列
子
）

　

特
に
、
晏
子
と
慧
子
は
同
母
姉
妹
で
あ
る
。
斎
宮
と
斎
院
に
同
母
姉
妹
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が
選
定
さ
れ
た
と
い
う
珍
し
い
例
で
あ
る
（
36
）。
斎
宮
に
は
候
補
者
の
中
で
年

長
の
者
が
、
斎
院
に
は
斎
宮
よ
り
年
少
の
者
が
選
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
国
家
神
で
あ
る
伊
勢
神
宮
に
奉
仕
す
る
斎
宮
に
年
長
者
（
皇
女
の
序

列
に
於
い
て
上
位
の
者
）
が
、
平
安
京
の
守
護
神
で
あ
る
賀
茂
神
に
奉
仕

す
る
斎
院
に
年
少
者
（
皇
女
の
序
列
に
於
い
て
下
位
の
者
）
が
そ
れ
ぞ
れ
選

定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
斎
宮
を
上
位
に
、
斎
院
を
下
位
に
位
置
付
け
、
斎

宮
と
斎
院
に
姉
妹
の
皇
女
を
選
定
す
る
こ
と
で
、
国
家
神
と
平
安
京
の
守

護
神
を
相
互
に
補
完
す
る
役
割
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　

以
上
、
平
安
前
期
の
斎
宮
に
検
討
を
加
え
た
。
後
宮
の
在
り
方
が
変
化

し
、
天
皇
の
キ
サ
キ
に
は
、
皇
族
だ
け
で
な
く
氏
族
出
自
の
者
も
多
く
現

れ
た
が
、
皇
族
出
自
の
女
性
（
桓
武
天
皇
の
皇
女
）
が
重
ん
じ
ら
れ
た
。

キ
サ
キ
の
増
加
は
、
同
時
に
皇
子
女
も
増
加
さ
せ
た
。
多
く
の
皇
女
が
存

在
す
る
中
か
ら
斎
宮
に
選
定
さ
れ
た
皇
女
や
皇
女
の
母
の
出
自
か
ら
、
天

皇
の
キ
サ
キ
に
な
っ
て
も
皇
統
を
継
げ
る
皇
子
の
誕
生
を
見
込
め
な
い
者

や
、
政
治
の
中
枢
と
遠
い
立
場
に
い
る
者
が
選
定
さ
れ
る
傾
向
が
指
摘
で

き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
ら
に
は
、
類
似
し
た
制
度
と
し
て
斎
院
が

開
始
さ
れ
た
。
斎
院
制
度
の
開
始
は
、
姉
妹
の
う
ち
年
長
の
者
を
斎
宮
に

選
定
す
る
こ
と
に
よ
り
上
位
に
、
年
少
の
者
を
斎
院
に
選
定
す
る
こ
と
に

よ
り
下
位
に
位
置
付
け
、
国
家
神
で
あ
る
伊
勢
神
宮
と
平
安
京
の
守
護
神

で
あ
る
賀
茂
社
を
補
完
す
る
と
と
も
に
、
斎
宮
制
度
の
完
成
を
促
す
役
割

が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　

ⅱ
．
平
安
時
代
中
期
（
清
和
朝
か
ら
朱
雀
朝
ま
で
）

　

平
安
時
代
中
期
に
は
、
七
代
の
天
皇
が
即
位
し
、
斎
宮
に
は
十
二
名
が

選
定
さ
れ
た
。
十
二
名
の
う
ち
、
三
名
が
女
王
で
あ
る
（
系
図
３
）。

　

こ
の
時
期
の
大
き
な
政
治
的
変
化
と
し
て
、
藤
原
氏
の
台
頭
に
よ
っ
て

幼
帝
が
出
現
す
る
。
平
安
中
期
の
天
皇
の
即
位
時
の
年
齢
は
、
平
均
十

九
・
六
歳
に
な
る
（
37
）。
政
治
的
な
変
化
の
な
か
、
斎
宮
の
選
定
に
も
変
化
が

み
ら
れ
る
。
第
一
の
変
化
と
し
て
、
斎
宮
の
選
定
対
象
が
、
血
縁
的
な
視

点
か
ら
見
る
と
、
天
皇
の
ム
ス
メ
か
ら
天
皇
の
姉
妹
に
な
る
こ
と
が
挙
げ

ら
れ
る
。
第
二
の
変
化
と
し
て
、
一
代
の
天
皇
に
お
け
る
複
数
回
の
斎
宮

選
定
例
が
多
く
な
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
以
上
の
二
点
に
つ
い
て
、
検
討
を
加
え
た
い
。
ま
ず
、
第

一
に
斎
宮
の
選
定
対
象
の
変
化
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
見
て
み
た
い
。
天

皇
の
即
位
年
齢
の
低
下
に
よ
っ
て
、
即
位
時
に
天
皇
の
ム
ス
メ
が
誕
生
し

て
い
る
可
能
性
が
低
く
な
る
。
こ
れ
は
、
ム
ス
メ
を
斎
宮
の
選
定
対
象
と

す
る
こ
と
を
困
難
に
し
て
い
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
こ
の
時
期
の
斎
宮
の

選
定
対
象
者
を
血
縁
的
な
視
点
で
み
る
と
、
広
範
囲
に
及
ん
で
い
る
。
斎

宮
に
選
定
さ
れ
た
候
補
者
は
、
多
く
は
天
皇
の
姉
妹
で
あ
る
。
そ
の
例
は
、

十
二
例
中
六
例
と
半
数
に
の
ぼ
る
。
姉
妹
以
外
の
六
例
は
、
ム
ス
メ
二
例
、

オ
バ
一
例
、
メ
イ
二
例
、
イ
ト
コ
一
例
と
な
る
。
当
時
、
異
母
兄
弟
姉
妹

も
結
婚
の
対
象
に
な
り
、
同
母
姉
妹
と
異
母
姉
妹
は
別
個
に
考
え
る
べ
き

な
の
で
、
天
皇
の
姉
妹
を
同
母
と
異
母
に
分
け
る
。
同
母
姉
妹
は
、
六
例

中
一
例
（
38
）、

異
母
姉
妹
は
、
六
例
中
五
例
と
な
り
、
異
母
姉
妹
の
多
さ
が
目

立
つ
（
39
）。



紀
名
虎

（
丸
数
字
は
、
即
位
順
）

系
図
３　

平
安
時
代
中
期

○
清
和
朝
か
ら
村
上
朝
ま
で

◎
恬
子
内
親
王
〈
清
和
斎
宮
〉

藤
原
守
貞

掲
子
内
親
王
〈
陽
成
斎
宮
②
〉

◎
識
子
内
親
王
〈
陽
成
斎
宮
①
〉

藤
原
良
近
女

繁
子
内
親
王
〈
光
孝
斎
宮
〉

源
唱

◎
雅
子
内
親
王
〈
朱
雀
斎
宮
①
〉

◎
斉
子
内
親
王
〈
朱
雀
斎
宮
①
〉

藤
原
忠
平

悦
子
女
王
〈
村
上
斎
宮
②
〉

徽
子
女
王
〈
朱
雀
斎
宮
③
〉

代
明
親
王

楽
子
内
親
王

〈
村
上
斎
宮
③
〉

●
柔
子
内
親
王

〈
醍
醐
斎
宮
〉

藤
原
高
藤

本
康
親
王

◎
英
子
内
親
王
〈
村
上
斎
宮
①
〉

藤
原
菅
根

静
子

今
子

滋
野
直
子
か

周
子

源
和
子

寛
子

重
明
親
王

荘
子
女
王

胤
子

〈
宇
多
斎
宮
〉

元
子
女
王

淑
姫

◎
…
天
皇
と
異
母
姉
妹

●
…
天
皇
と
同
母
姉
妹

文
徳
（
道
康
親
王
）

②

仁
明

①

光
孝
（
時
康
親
王
）

⑤

宇
多
（
源
定
省
）

⑥

醍
醐
（
敦
仁
親
王
）

⑦

村
上
（
成
明
親
王
）

⑨

清
和
（
惟
仁
親
王
）

③

陽
成
（
貞
明
親
王
）

④

朱
雀
（
寛
明
親
王
）

⑧
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伊勢斎宮の選定に関する小考

◎
恬
子
内
親
王
（
清
和
朝
）

◎
識
子
内
親
王
（
陽
成
朝
①
）

●
柔
子
内
親
王
（
醍
醐
朝
）

◎
雅
子
内
親
王
（
朱
雀
朝
①
）

◎
斉
子
内
親
王
（
朱
雀
朝
②
）

◎
英
子
内
親
王
（
村
上
朝
①
）

　

一
方
、
天
皇
と
同
母
姉
妹
の
皇
女
は
斎
院
に
選
定
さ

れ
て
い
る
。
清
和
天
皇
か
ら
村
上
天
皇
ま
で
の
斎
院
は

九
名
い
る
が
、
天
皇
の
姉
妹
三
例
、
そ
の
う
ち
同
母
姉

妹
は
二
例
で
あ
る
。
こ
の
二
例
は
、
斎
宮
と
同
時
に
卜

定
さ
れ
て
い
る
。

●
儀
子
内
親
王
（
清
和
朝
斎
院
）

●
敦
子
内
親
王
（
陽
成
朝
斎
院
①
）

◎
婉
子
内
親
王
（
朱
雀
・
村
上
朝
斎
院
）

　

残
り
の
六
例
は
、
ム
ス
メ
四
例
、
そ
の
他
（
イ
ト
コ

以
上
に
離
れ
た
血
縁
関
係
）
二
例
で
あ
る
。
斎
宮
十
二

例
中
、
ム
ス
メ
二
例
・
同
母
姉
妹
一
例
・
異
母
姉
妹
五

例
の
八
例
、
斎
院
九
例
中
、
ム
ス
メ
四
例
・
同
母
姉
妹

二
例
・
異
母
姉
妹
一
例
の
七
例
で
、
極
端
な
違
い
と
は

い
え
な
い
が
、
斎
院
は
、
斎
宮
に
比
べ
る
と
、
天
皇
と

の
血
縁
が
濃
い
者
が
選
定
さ
れ
て
い
る
。
天
皇
と
血
縁

が
濃
い
皇
女
が
選
定
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
斎

院
が
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
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る
。

　

根
拠
を
示
す
史
料
は
な
い
が
、
斎
宮
よ
り
斎
院
の
方
が
藤
原
氏
北
家
の

執
権
者
の
出
自
を
持
つ
皇
女
が
多
く
選
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
執
権

者
が
斎
宮
卜
定
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の
時
期
の
天
皇
の

生
母
は
、
光
孝
・
宇
多
を
除
い
て
藤
原
氏
北
家
出
身
の
女
性
が
多
い
。
ま

た
、
注
目
す
べ
き
点
は
、
執
権
者
と
賀
茂
祭
の
関
係
で
あ
る
。
執
権
者
は
、

自
分
の
孫
を
斎
院
に
す
る
こ
と
で
、
こ
の
祭
に
お
い
て
政
治
的
な
も
の
だ

け
で
な
く
、
祭
祀
的
な
権
威
を
も
貴
族
層
に
誇
示
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
た
め
に
、
北
家
出
身
の
母
を
持
つ
皇
女
を
斎
院
に
選
定
し
た
の
で
あ

ろ
う
。
一
方
、
当
時
、
皇
子
女
は
、
母
方
で
養
育
さ
れ
て
い
た
た
め
、
外

祖
父
と
の
結
び
つ
き
は
深
い
と
考
え
ら
れ
る
。
自
分
の
許
で
育
て
た
孫
を

伊
勢
に
行
か
せ
た
く
な
い
と
い
う
、
執
権
者
の
個
人
的
な
想
い
も
働
い
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
斎
宮
の
任
が
解
か
れ
る
の
は
、
身
内
の
喪
・
天

皇
の
譲
位
ま
た
は
崩
御
で
あ
る
。
皇
女
が
斎
宮
に
選
定
さ
れ
る
こ
と
は
、

親
し
い
肉
親
と
の
別
れ
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

第
二
の
変
化
と
し
て
、
一
代
の
天
皇
に
お
い
て
複
数
の
斎
宮
の
選
定
が

行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
朱
雀
・
村
上
朝
に
お
い
て
は
、

一
代
の
天
皇
に
三
人
の
斎
宮
が
選
定
さ
れ
て
い
る
。
斎
院
の
方
も
、
醍
醐

朝
に
三
人
が
選
定
さ
れ
て
い
る
。

　

で
は
、
な
ぜ
複
数
の
斎
宮
が
選
定
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
、

三
つ
の
要
因
が
考
え
ら
れ
る
。
第
一
の
要
因
が
、
醍
醐
天
皇
の
在
位
が
長

い
点
で
あ
る
。
醍
醐
天
皇
は
、
平
安
時
代
に
お
い
て
最
も
長
期
の
在
位
で

あ
り
、
三
十
四
年
に
及
ん
だ
。
特
に
こ
の
時
、
醍
醐
・
朱
雀
・
村
上
の
三

代
に
わ
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
十
七
年
を
超
す
長
期
間
在
位
し
た
天
皇
が
続
い

た
。
第
二
の
要
因
が
、
朱
雀
天
皇
が
皇
子
女
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
点
で
あ

る
。
朱
雀
天
皇
の
皇
子
女
と
し
て
は
昌
子
内
親
王
し
か
誕
生
し
て
い
な
い
。

第
三
の
要
因
と
し
て
、
斎
宮
の
対
象
者
と
親
族
（
特
に
母
親
）
の
高
齢
化

で
あ
る
。
朱
雀
天
皇
は
八
歳
で
即
位
し
た
た
め
年
齢
が
低
く
、
ま
た
、
村

上
天
皇
は
二
十
一
歳
で
即
位
す
る
も
、
ム
ス
メ
が
誕
生
し
て
い
な
か
っ
た
。

こ
の
時
の
斎
宮
選
定
の
対
象
者
は
、
醍
醐
の
ム
ス
メ
・
マ
ゴ
で
あ
り
、
朱

雀
に
と
っ
て
姉
妹
・
メ
イ
に
あ
た
り
、
村
上
の
場
合
も
対
象
者
は
醍
醐
の

ム
ス
メ
・
マ
ゴ
で
あ
り
、
村
上
に
と
っ
て
姉
妹
・
メ
イ
に
あ
た
る
。
醍
醐

天
皇
の
長
期
在
位
に
よ
っ
て
、
候
補
者
と
な
る
醍
醐
の
ム
ス
メ
・
マ
ゴ
の

年
齢
が
高
く
な
り
、
ま
た
、
同
時
に
皇
女
の
親
族
も
高
齢
化
し
た
の
で
は

な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
時
の
斎
宮
の
退
下
理
由
を
見
る
と
、
本
人
が
薨
去
し
て
い
る
例
が

二
例
あ
る
。

朱
雀
朝
②　

斉
子
内
親
王　

薨
去
（
十
六
歳
）

村
上
朝
①　

英
子
内
親
王　

薨
去
（
二
十
六
歳
）

　

当
時
の
女
性
の
平
均
寿
命
は
三
十
歳
前
後
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
親
族
の

喪
に
よ
っ
て
退
下
し
た
斎
宮
は
、

朱
雀
朝
①　

雅
子
内
親
王　

母
の
喪
（
源
周
子　

享
年
不
明
）

朱
雀
朝
③　

徽
子
女
王　

母
の
喪
（
藤
原
寛
子　

享
年
四
十
歳
）

村
上
朝
②　

悦
子
女
王　

父
の
喪
（
重
明
親
王　

享
年
四
十
九
歳
）

　

朱
雀
・
村
上
朝
の
斎
宮
の
退
下
理
由
は
、
斎
宮
自
身
の
薨
去
か
、
両
親

の
喪
に
よ
る
場
合
が
多
い
（
40
）。

先
に
挙
げ
た
三
つ
の
要
因
に
よ
っ
て
、
斎
宮
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の
任
期
中
に
皇
女
や
そ
の
両
親
が
薨
去
す
る
可
能
性
が
生
じ
、
天
皇
一
代

に
複
数
の
斎
宮
が
選
定
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

以
上
、
平
安
中
期
を
見
て
き
た
が
、
斎
宮
の
選
定
に
変
化
が
見
ら
れ
た
。

ム
ス
メ
か
ら
姉
妹
へ
と
選
定
対
象
が
変
化
し
た
。
ま
た
、
天
皇
の
長
期
在

位
や
次
代
の
天
皇
一
代
に
つ
い
て
複
数
回
の
選
定
が
行
な
わ
れ
た
。
こ
れ

は
、
天
皇
と
藤
原
氏
北
家
と
の
ミ
ウ
チ
体
制
に
よ
る
幼
帝
の
出
現
や
藤
原

氏
北
家
の
関
与
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　

ⅲ
．
平
安
時
代
後
期
（
冷
泉
朝
か
ら
後
冷
泉
朝
ま
で
）

　

平
安
時
代
後
期
に
は
、
八
代
の
天
皇
が
即
位
し
、
斎
宮
に
は
十
名
が
選

定
さ
れ
、
そ
の
う
ち
女
王
が
五
名
で
あ
る
（
系
図
４
）。
他
の
時
代
に
比

べ
、
女
王
が
多
く
選
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
特
色
が
窺
え
る
。

　

冷
泉
天
皇
と
円
融
天
皇
そ
れ
ぞ
れ
の
皇
子
た
ち
が
、
兄
弟
で
順
番
に
即

位
し
た
た
め
、
こ
の
時
期
の
皇
統
は
二
統
迭
立
と
い
わ
れ
て
い
る
。
榎
村

氏
は
、
花
山
朝
か
ら
後
冷
泉
朝
の
斎
宮
を
対
象
に
し
て
「
こ
の
時
期
の
天

皇
家
の
分
裂
の
影
響
が
斎
王
制
に
波
及
し
て
く
る
」
と
指
摘
し
、
藤
原
氏

北
家
出
身
の
母
を
持
た
な
い
皇
女
が
斎
宮
に
選
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
斎
宮

軽
視
が
見
受
け
ら
れ
る
と
と
も
に
、
冷
泉
系
が
冷
遇
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、

藤
原
氏
北
家
出
自
の
母
を
持
つ
皇
女
の
代
わ
り
に
、
冷
泉
系
の
皇
女
が
斎

宮
に
選
定
さ
れ
た
と
指
摘
し
て
い
る
（
41
）。
榎
村
氏
の
指
摘
に
対
し
て
、
三
つ

の
疑
問
が
生
じ
る
。
第
一
に
藤
原
氏
北
家
出
身
の
母
を
持
た
な
い
皇
女
が

選
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
要
因
に
よ
っ
て
斎
宮
軽
視
が
見
受
け
ら
れ
る
と

い
う
点
、
第
二
に
冷
泉
系
が
冷
遇
さ
れ
て
い
た
と
い
う
点
、
第
三
に
冷
泉

系
の
冷
遇
の
た
め
に
冷
泉
系
の
皇
女
が
多
く
選
定
さ
れ
た
と
い
う
点
で
あ

る
。
三
つ
の
点
に
つ
い
て
、
再
検
討
し
、
平
安
後
期
に
お
け
る
斎
宮
の
特

色
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

第
一
に
斎
宮
に
藤
原
氏
北
家
出
身
の
母
を
持
た
な
い
皇
女
が
選
定
さ
れ

て
い
る
と
い
う
要
因
に
よ
っ
て
斎
宮
軽
視
が
見
受
け
ら
れ
る
と
い
う
点
に

つ
い
て
で
あ
る
。
二
統
迭
立
が
始
ま
る
冷
泉
朝
か
ら
円
融
朝
ま
で
の
斎
宮

に
選
定
さ
れ
た
皇
女
と
そ
の
母
の
出
自
を
見
る
と
、

冷
泉
朝　
　

輔
子
内
親
王　
（
母
は
藤
原
安
子
〈
身
位
は
中
宮
〉）

円
融
朝
①　

隆
子
女
王　
（
母
は
藤
原
敦
敏
女
〈
身
位
は
不
明
〉）

円
融
朝
②　

規
子
内
親
王　
（
母
は
徽
子
女
王
〈
身
位
は
女
御
〉）

と
な
る
。
藤
原
氏
北
家
出
身
の
母
の
例
は
、
冷
泉
朝
の
輔
子
内
親
王
の
一

例
で
あ
る
。
卜
定
は
、
安
和
元
年
（
九
六
八
）
に
行
な
わ
れ
、
藤
原
安
子

の
父
で
あ
る
師
輔
は
、
八
年
前
の
天
徳
四
年
（
九
六
〇
）
に
死
去
し
て
い

る
た
め
、
卜
定
に
は
関
与
し
て
い
な
い
。

　

ま
た
、
円
融
朝
の
一
代
目
の
斎
宮
の
卜
定
時
に
、
ム
ス
メ
は
生
ま
れ
て

い
な
か
っ
た
が
、

同
母
姉
妹
…
資
子
（
十
五
歳
。
母
は
藤
原
安
子
）

　
　
　
　
　

選
子
（
六
歳
。
母
は
藤
原
安
子
）

異
母
姉
妹
…
規
子
（
二
十
一
歳
。
母
は
徽
子
女
王
）

　
　
　
　
　

 

緝
子
（
年
齢
不
明
。
母
は
藤
原
元
方
女
の
祐
姫
〈
身
位
は

更
衣
〉）

と
い
っ
た
血
縁
の
近
い
も
の
が
い
な
が
ら
、
血
縁
の
遠
い
章
明
親
王
（
醍

醐
の
皇
子
）
女
の
隆
子
女
王
が
選
定
さ
れ
た
。



藤
原
師
輔

＊
嘉
子
内
親
王
は
、
親
王
宣
下
さ
れ
た
た
め
、「
内
親
王
」
と
な
っ
て
い
る
。

系
図
４　

平
安
時
代
後
期

○
冷
泉
朝
か
ら
後
冷
泉
朝
ま
で

◎
…
天
皇
と
異
母
姉
妹

●
…
天
皇
と
同
母
姉
妹

●
輔
子
内
親
王
〈
冷
泉
斎
宮
〉

禎
子
内
親
王

当
子
内
親
王
〈
三
条
斎
宮
〉

敦
明
親
王
（
小
一
条
院
）

藤
原
済
時

寛 

子

藤
原
道
長

敦
平
親
王

重
明
親
王

源
高
明
女

章
明
親
王

隆
子
女
王
〈
円
融
斎
宮
①
〉

済
子
女
王
〈
花
山
斎
宮
〉 為

平
親
王

藤
原
敦
敏
女

安
子

良
子
内
親
王
〈
後
朱
雀
斎
宮
〉

娍
子

嘉
子
内
親
王
＊ 

〈
後
冷
泉
斎
宮
①
〉

妍
子

具
平
親
王

◎
規
子
内
親
王

〈
円
融
斎
宮
②
〉

嫥
子
女
王

〈
後
一
条
斎
宮
〉

徽
子
女
王

恭
子
女
王
〈
一
条
斎
宮
〉

敬
子
女
王

〈
後
冷
泉
斎
宮
②
〉

某
女

（
丸
数
字
は
、
即
位
順
）

円
融（
守
平
親
王
）

⑤

三
条（
居
貞
親
王
）

⑧

冷
泉（
憲
平
親
王
）

④

後
一
条（
敦
成
親
王
）

⑨

醍 

醐

①

後
冷
泉（
親
仁
親
王
）

⑪

後
朱
雀（
敦
良
親
王
）

⑩

花
山（
師
貞
親
王
）

⑥

一
条（
懐
仁
親
王
）

⑦

朱 

雀

②

村   

上

③

後
三
条

⑫源
則
理
女
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花
山
朝
か
ら
後
冷
泉
朝
の
斎
宮
に
は
、

花
山
朝　
　
　

済
子
女
王 

（ 

母
は
藤
原
敦
敏
女

〈
身
位
は
不
明
〉）

一
条
朝　
　
　

恭
子
女
王 

（ 

母
は
源
高
明
女

〈
身
位
は
不
明
〉）

三
条
朝　
　
　

当
子
内
親
王 

（ 

母
は
藤
原
済
時
女

の
娍
子
〈
身
位
は

皇
后
〉）

後
一
条
朝　
　

嫥
子
女
王 

（ 

母
は
為
平
親
王
女

〈
身
位
は
不
明
〉）

後
朱
雀
朝　
　

良
子
内
親
王 

（ 

母
は
禎
子
内
親
王

〈
身
位
は
皇
后
〉）

後
冷
泉
朝
①　

嘉
子
内
親
王 

（ 

母
は
藤
原
道
長
女

の
寛
子
〈
身
位
は

妃
〉）

後
冷
泉
朝
②　

敬
子
女
王 

（ 

母
は
源
則
理
女

〈
身
位
は
不
明
〉）

の
七
名
が
選
定
さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
藤
原
氏
北
家
の
女

性
を
母
に
持
つ
皇
女
が
斎
宮
に
選
定
さ
れ
る
例
は
、
後

冷
泉
朝
の
斎
宮
で
あ
る
嘉
子
内
親
王
の
一
例
だ
け
で
あ

る
。
母
は
藤
原
道
長
女
の
寛
子
で
あ
る
が
、
外
祖
母
は

源
明
子
で
あ
る
。
倉
本
氏
に
よ
れ
ば
、
道
長
は
、
嫡
妻

の
源
倫
子
と
の
間
に
儲
け
た
子
女
は
、
天
皇
の
キ
サ
キ
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に
し
た
り
、
摂
政
や
関
白
に
就
け
さ
せ
た
り
し
て
優
遇
し
て
い
る
が
、
も

う
一
人
の
妻
で
あ
る
源
明
子
の
子
女
は
優
遇
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
指
摘

す
る
。
つ
ま
り
、
寛
子
は
道
長
の
娘
で
あ
る
が
、
源
明
子
腹
で
あ
り
優
遇

さ
れ
て
い
な
い
立
場
に
い
た
よ
う
で
あ
る
（
42
）。

藤
原
氏
北
家
出
身
の
母
を
持

つ
皇
女
が
斎
宮
に
選
定
さ
れ
て
い
る
例
は
、
一
例
の
み
で
あ
る
が
、
藤
原

氏
北
家
の
中
で
も
優
遇
さ
れ
て
い
な
い
女
性
で
あ
り
、
特
殊
な
例
と
い
え

よ
う
。

　

む
し
ろ
、
問
題
と
な
る
こ
と
は
、
卜
定
時
に
天
皇
と
血
縁
が
近
い
皇
女

が
限
定
さ
れ
て
い
た
情
況
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
斎
宮
の
卜
定
時
に
ム

ス
メ
が
生
ま
れ
て
い
た
天
皇
は
、
三
条
・
後
朱
雀
だ
け
あ
る
。

三
条　
　

当
子
内
親
王
（
母
は
藤
原
娍
子
）
…
三
条
朝
斎
宮

　
　
　
　

禔
子
内
親
王
（
母
は
藤
原
娍
子
）

後
朱
雀　

良
子
内
親
王
（
母
は
禎
子
内
親
王
）
…
後
朱
雀
斎
宮

　
　
　
　

娟
子
内
親
王
（
母
は
禎
子
内
親
王
）
…
後
朱
雀
斎
院

　

三
条
に
は
、
藤
原
妍
子
と
の
間
に
禎
子
内
親
王
を
儲
け
て
い
る
が
、
卜

定
が
行
な
わ
れ
た
の
は
長
和
元
年
（
一
〇
一
二
）
で
、
禎
子
は
、
長
和
二

年
（
一
〇
一
三
）
に
生
ま
れ
て
お
り
、
卜
定
時
に
は
生
ま
れ
て
い
な
い
。

後
朱
雀
に
は
、
藤
原
延
子
（
父
は
藤
原
頼
宗
）
と
の
間
に
正
子
内
親
王
を
、

藤
原
嫄
子
の
間
に
祐
子
内
親
王
、
禖
子
内
親
王
を
そ
れ
ぞ
れ
儲
け
て
い
る
。

正
子
が
寛
徳
二
年
（
一
〇
四
五
）、
祐
子
が
長
暦
二
年
（
一
〇
三
八
）、
禖

子
内
親
王
が
長
暦
三
年
（
一
〇
三
九
）
に
そ
れ
ぞ
れ
誕
生
し
て
い
て
、
卜

定
時
で
あ
る
長
元
九
年
（
一
〇
三
六
）
に
は
、
三
名
は
生
ま
れ
て
い
な
い
。

卜
定
時
に
は
藤
原
氏
北
家
出
身
の
母
を
持
つ
皇
女
は
誕
生
し
て
い
な
か
っ

た
。

　

一
方
、
ム
ス
メ
が
生
ま
れ
て
い
な
い
天
皇
は
、
花
山
・
一
条
・
後
一

条
・
後
冷
泉
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
斎
宮
卜
定
時
の
皇
女
・
女
王
の
誕
生

情
況
を
個
別
に
見
た
い
。
花
山
朝
の
斎
宮
卜
定
時
に
は
、
花
山
の
皇
女
が

生
ま
れ
て
お
ら
ず
、
同
母
姉
妹
で
あ
る
宗
子
内
親
王
（
母
は
藤
原
伊
尹
女

の
懐
子
）
が
い
た
が
（
43
）、
章
明
親
王
（
醍
醐
皇
子
）
女
の
済
子
女
王
が
選
定

さ
れ
た
。
一
条
朝
の
斎
宮
卜
定
時
に
は
、
一
条
の
ム
ス
メ
も
生
ま
れ
て
お

ら
ず
、
同
母
姉
妹
、
異
母
姉
妹
も
い
な
か
っ
た
た
め
、
血
縁
の
近
い
者
は

お
ら
ず
、
為
平
親
王
（
44
）（

村
上
皇
子
）
女
の
恭
子
女
王
が
選
定
さ
れ
た
。
後

一
条
朝
で
は
、
後
一
条
の
ム
ス
メ
は
生
ま
れ
て
お
ら
ず
、
異
母
姉
妹
に
脩

子
内
親
王
（
二
十
一
歳
。
母
は
藤
原
道
隆
女
の
定
子
）、
イ
ト
コ
に
禎
子
内

親
王
（
四
歳
。
父
は
三
条
、
母
は
藤
原
道
長
女
の
妍
子
）
が
い
た
が
、
斎
宮

に
は
具
平
親
王
女
の
嫥
子
女
王
が
選
定
さ
れ
た
。
後
冷
泉
朝
の
一
代
目
の

斎
宮
卜
定
時
に
は
、
後
冷
泉
の
ム
ス
メ
は
生
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。
異
母

姉
妹
に
祐
子
内
親
王
（
九
歳
。
母
は
藤
原
頼
通
養
女
の
藤
原
嫄
子
）、
禖
子

内
親
王
（
七
歳
。
母
は
藤
原
嫄
子
）、
正
子
内
親
王
（
二
歳
。
母
は
藤
原
頼
宗

女
の
延
子
）
が
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
斎
宮
に
は
敦
明
親
王
（
小
一
条

院
）
女
の
嘉
子
内
親
王
が
選
定
さ
れ
た
。
こ
の
時
、
斎
院
も
同
時
に
選
定

さ
れ
て
お
り
、
異
母
姉
妹
の
禖
子
が
選
定
さ
れ
て
い
る
。
斎
宮
と
比
べ
る

と
、
斎
院
に
は
、
天
皇
と
血
縁
の
近
い
者
が
選
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は

見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
後
冷
泉
朝
の
二
代
目
の
斎
宮
の
卜
定
時
で
は
、

や
は
り
、
後
冷
泉
の
ム
ス
メ
は
生
ま
れ
て
お
ら
ず
、
異
母
姉
妹
に
祐
子
内

親
王
（
十
四
歳
）、
正
子
内
親
王
（
七
歳
）
が
い
た
が
、
敦
平
親
王
女
の
敬



系
図
５　

冷
泉
系
と
円
融
系

兼
家

道
綱

脩
子
内
親
王

詮
子

媄
子
内
親
王

一
条
（
懐
仁
親
王
）

村
上

源
雅
信

倫
子

頼
通

妍
子

道
長

綏
子

後
冷
泉
（
親
仁
親
王
）

嬉
子

頼
宗

源
高
明

能
信

寛
子

尊
子

長
家

済
時

通
任

伊
尹

花
山
（
師
貞
親
王
）

宗
子
内
親
王

冷
泉

為
尊
親
王

敦
道
親
王

光
子
内
親
王

三
条
（
居
貞
親
王
）

兼
家

綏
子

道
隆

道
長

道
隆

定
子

兼
経

敦
康
親
王

嫄
子

祐
子
内
親
王

〈
後
冷
泉
斎
院
①
〉

禖
子
内
親
王

円
融

後
一
条
（
敦
成
親
王
）

時
中

済
政

後
朱
雀
（
敦
良
親
王
）

藤
原
穆
子

彰
子

章
子
内
親
王

師
実

馨
子
内
親
王

〈
後
一
条
斎
院
〉

教
通

信
長

威
子

俊
家

正
子
内
親
王
〈
後
冷
泉
斎
院
②
〉

明
子

顕
信

延
子

後
三
条
（
尊
仁
親
王
）

良
子
内
親
王
〈
後
朱
雀
斎
宮
〉

娟
子
内
親
王
〈
後
朱
雀
斎
院
〉

為
任

嘉
子
内
親
王
〈
後
冷
泉
斎
宮
①
〉

懐
子

娍
子

子
内
親
王

小
一
条
院
（
敦
明
親
王
）

栄
子
内
親
王

斉
子
女
王

敦
儀
親
王

尊
子
内
親
王

〈
冷
泉
斎
院
〉

敦
平
親
王

敬
子
女
王
〈
後
冷
泉
斎
宮
②
〉

当
子
内
親
王
〈
三
条
斎
宮
〉

禔
子
内
親
王

師
明
親
王

超
子

禎
子
内
親
王

原
子

妍
子

（
ゴ
シ
ッ
ク
は
冷
泉
系
の
皇
子
女
を
表
す
）
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子
女
王
が
選
定
さ
れ
た
。
花
山
、
一
条
、
後
一

条
、
後
冷
泉
の
四
代
の
う
ち
斎
宮
は
七
名
選
定

さ
れ
た
が
、
七
例
中
四
例
に
は
、
天
皇
と
血
縁

が
近
い
皇
女
が
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
斎
宮

に
は
五
名
の
女
王
が
選
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。

　

榎
村
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
藤
原
氏
北
家

が
斎
宮
を
軽
視
し
、
自
分
の
孫
を
斎
宮
に
選
定

さ
れ
な
い
よ
う
に
関
与
し
た
可
能
性
が
高
い
。

し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
斎
宮
の
卜
定
時
の
皇

女
・
女
王
の
情
況
を
見
て
い
く
と
、
一
条
朝
の

斎
宮
卜
定
時
の
よ
う
に
、
ム
ス
メ
も
同
母
姉

妹
・
異
母
姉
妹
も
い
な
い
情
況
や
、
卜
定
時
に

藤
原
氏
北
家
出
自
の
母
を
持
つ
皇
女
が
生
ま
れ

て
い
な
か
っ
た
例
も
あ
る
の
で
あ
る
。

　

第
二
に
冷
泉
系
の
冷
遇
と
い
う
点
に
つ
い
て

検
討
し
た
い
（
系
図
５
）。

　

冷
泉
天
皇
に
は
、
師
貞
親
王
（
花
山
天

皇
）・
居
貞
親
王
（
三
条
天
皇
）・
為
尊
親
王
・

敦
道
親
王
の
四
人
の
皇
子
が
い
た
。
師
貞
親
王

の
母
は
藤
原
伊
尹
女
で
あ
る
懐
子
で
あ
り
、
残

り
の
三
人
の
皇
子
の
母
は
藤
原
兼
家
女
の
超
子

で
あ
る
。
一
方
、
円
融
天
皇
の
皇
子
女
は
懐
仁
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伊勢斎宮の選定に関する小考

親
王
（
一
条
天
皇
）
の
み
で
あ
る
。
懐
仁
親
王
の
母
は
藤
原
兼
家
女
の
詮

子
で
あ
る
。
藤
原
兼
家
は
、
両
皇
統
に
自
分
の
娘
を
入
内
さ
せ
て
い
た
の

で
あ
る
。
倉
本
氏
は
、
兼
家
は
、
懐
仁
親
王
、
居
貞
親
王
、
為
尊
親
王
、

敦
道
親
王
の
四
人
が
そ
れ
ぞ
れ
続
け
て
天
皇
に
即
位
す
れ
ば
、
外
祖
父
の

地
位
に
留
ま
り
続
け
得
る
と
い
う
構
想
を
企
て
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と

指
摘
し
て
い
る
（
45
）。
円
融
系
で
唯
一
の
懐
仁
親
王
は
病
弱
で
あ
っ
た
。
一

方
、
冷
泉
系
に
は
三
人
の
皇
子
が
い
た
。
円
融
系
の
病
弱
な
親
王
よ
り
三

人
の
冷
泉
系
の
親
王
が
皇
位
継
承
者
と
し
て
有
力
視
さ
れ
て
い
た
可
能
性

が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
46
）。
こ
の
よ
う
に
、
冷
泉
系
の
冷
遇
と
い
う
見

解
に
対
し
て
は
疑
問
が
あ
る
。
む
し
ろ
冷
泉
系
は
、
皇
位
継
承
に
お
い
て

優
勢
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

第
三
に
冷
泉
系
の
冷
遇
の
た
め
に
冷
泉
系
の
皇
女
が
多
く
選
定
さ
れ
た

と
い
う
点
に
つ
い
て
で
あ
る
。
冷
泉
系
は
冷
遇
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
点
に

つ
い
て
は
、
先
ほ
ど
述
べ
た
通
り
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
、
な
ぜ
斎
宮

に
冷
泉
系
の
皇
女
が
多
か
っ
た
の
か
と
い
う
点
を
中
心
に
検
討
す
る
。
花

山
朝
か
ら
後
冷
泉
ま
で
の
斎
宮
七
例
の
う
ち
、
冷
泉
系
の
皇
女
・
女
王
が

選
定
さ
れ
た
例
は
三
例
、
円
融
系
の
皇
女
の
例
が
一
例
、
そ
の
他
が
三
例

と
な
る
。
冷
泉
系
の
皇
女
・
女
王
の
例
を
あ
げ
る
と
、

当
子
内
親
王　
（
三
条
朝　

父
は
三
条
天
皇
）

嘉
子
内
親
王　
（
後
冷
泉
朝
①　

父
は
敦
明
親
王
）

敬
子
女
王　
　
（
後
冷
泉
朝
②　

父
は
敦
平
親
王
）

　

敦
明
親
王
と
敦
平
親
王
は
、
と
も
に
三
条
天
皇
の
親
王
で
あ
る
。
七
例

中
三
例
と
い
う
数
は
、
決
し
て
多
い
と
は
い
え
な
い
が
、
円
融
系
の
皇
女

が
後
朱
雀
朝
の
良
子
内
親
王
の
一
例
に
比
べ
る
と
多
い
。
ま
た
、
後
冷
泉

朝
以
降
に
冷
泉
系
の
女
王
が
選
定
さ
れ
て
い
る
例
が
あ
る
。
白
河
朝
の
一

代
目
の
斎
宮
に
敦
賢
親
王
女
で
あ
る
淳
子
女
王
が
選
定
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
敦
賢
親
王
は
、
敦
明
親
王
の
子
で
あ
る
が
、
三
条
天
皇
の
猶
子
と

な
っ
て
い
る
。
冷
泉
系
の
皇
女
・
女
王
が
選
定
さ
れ
る
背
景
に
は
、
円
融

系
に
比
べ
、
冷
泉
系
の
天
皇
に
は
皇
子
女
に
恵
ま
れ
て
い
た
要
因
が
あ
る
。

冷
泉
天
皇
に
は
宗
子
、
尊
子
が
生
ま
れ
て
お
り
、
三
条
天
皇
に
は
当
子
、

禔
子
、
禎
子
が
生
ま
れ
て
い
る
。
特
に
三
条
天
皇
は
四
男
三
女
を
、
そ
の

皇
子
で
あ
る
敦
明
親
王
は
嘉
子
・

子
・
栄
子
・
斉
子
女
王
を
、
敦
平
親

王
は
敬
子
女
王
を
そ
れ
ぞ
れ
儲
け
て
い
た
。
冷
泉
系
の
斎
宮
が
多
い
と
い

う
よ
り
は
、
冷
泉
系
の
皇
女
ま
た
は
女
王
が
多
く
生
ま
れ
て
い
た
た
め
に
、

斎
宮
に
選
定
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

以
上
、
平
安
後
期
は
、
藤
原
氏
北
家
の
ミ
ウ
チ
体
制
が
深
化
し
、
天
皇

の
キ
サ
キ
が
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
皇
子
女
が
激
減
す
る
。
当
然
、

斎
宮
に
選
定
さ
れ
る
者
も
限
ら
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
藤
原
氏
北
家
の
斎

宮
軽
視
に
よ
っ
て
、
藤
原
氏
北
家
出
自
の
母
を
持
つ
皇
女
が
、
斎
宮
に
選

定
さ
れ
る
こ
と
が
避
け
ら
れ
、
斎
宮
の
候
補
者
が
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
そ
の
た
め
に
、
冷
泉
系
の
皇
女
や
女
王
が
多
く
選
定
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
よ
う
。

　

平
安
時
代
を
三
つ
に
区
分
し
て
、
そ
の
変
化
を
見
て
き
た
が
、
斎
宮
制

度
は
、
政
治
的
な
影
響
を
受
け
て
い
た
。
平
安
前
期
は
一
代
の
天
皇
に
つ

き
斎
宮
一
名
が
選
定
さ
れ
て
お
り
、
制
度
が
完
成
し
た
と
見
え
る
。
し
か

し
、
平
安
中
期
は
藤
原
氏
の
ミ
ウ
チ
体
制
に
よ
っ
て
幼
帝
が
出
現
し
、
斎
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宮
の
選
定
対
象
は
、
ム
ス
メ
か
ら
姉
妹
に
変
化
し
た
。
そ
こ
に
は
、
藤
原

氏
北
家
の
関
与
が
見
ら
れ
、
天
皇
の
異
母
姉
妹
が
選
定
さ
れ
た
。
ま
た
、

平
安
後
期
は
藤
原
氏
北
家
の
ミ
ウ
チ
体
制
の
深
化
か
ら
天
皇
の
キ
サ
キ
が

限
定
さ
れ
、
皇
子
女
が
減
少
し
た
。
斎
宮
の
候
補
者
が
限
ら
れ
、
選
定
の

対
象
者
は
天
皇
の
姉
妹
か
ら
女
王
へ
と
移
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
斎
宮
は
、「
政
治
的
な
力
関
係
」
か
ら
選
定
さ
れ
た
と

い
う
側
面
も
存
在
し
て
は
い
た
も
の
の
、
そ
の
時
々
の
皇
女
の
存
在
の
有

無
も
大
き
く
影
響
し
て
お
り
、
政
治
的
な
影
響
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。

二
、
斎
宮
の
選
定
基
準

　

前
章
で
は
、
時
代
ご
と
に
分
析
を
行
な
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
、
斎
宮
に

選
定
さ
れ
た
皇
女
ま
た
は
女
王
を
、
第
一
に
天
皇
と
斎
宮
の
血
縁
関
係
か

ら
、
第
二
に
斎
宮
に
選
定
さ
れ
た
皇
女
の
出
生
順
か
ら
、
第
三
に
斎
宮
の

卜
定
時
の
年
齢
か
ら
、
第
四
に
斎
宮
の
母
親
（
そ
の
族
姓
と
身
位
）
か
ら
、

第
五
に
斎
宮
の
同
母
兄
弟
か
ら
、
第
六
に
斎
宮
の
外
祖
父
（
身
位
と
没
年
）

の
多
角
的
な
側
面
か
ら
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
斎
宮
に
選
定
さ
れ
た

候
補
者
の
特
色
を
示
し
、
ま
た
、
皇
女
の
在
り
方
に
つ
い
て
考
え
て
み
た

い
。１

．
天
皇
と
斎
宮
の
血
縁
関
係
に
つ
い
て

　
『
延
喜
式
』
に
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
斎
宮
は
、
未
婚
の
内
親
王
、

ま
た
は
女
王
が
選
定
さ
れ
た
。
実
質
的
に
斎
宮
と
し
て
伊
勢
に
下
っ
た
大

来
皇
女
の
先
例
を
考
え
る
と
、
斎
宮
に
選
定
さ
れ
る
候
補
者
と
し
て
は
、

内
親
王
＝
天
皇
の
ム
ス
メ
が
適
切
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
天
皇
と
斎
宮
の
血
縁
関
係
を
見
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
血

縁
が
重
視
さ
れ
て
い
た
の
か
と
い
っ
た
点
を
、
時
代
ご
と
に
斎
院
の
例
と

比
較
し
な
が
ら
検
討
し
て
い
く
。

　

表
１
は
天
皇
と
斎
宮
の
血
縁
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
ム
ス
メ
・
同
母

姉
妹
・
異
母
姉
妹
・
オ
バ
・
メ
イ
・
イ
ト
コ
・
ハ
ト
コ
に
分
け
、
ハ
ト
コ

以
上
に
血
縁
が
遠
い
場
合
は
そ
の
他
に
区
分
し
た
。
ま
た
、
時
代
区
分
は
、

平
安
時
代
以
前
を
、
律
令
制
成
立
期
（
天
武
朝
か
ら
文
武
朝
ま
で
）・
奈
良

時
代
（
元
明
朝
か
ら
光
仁
朝
ま
で
）
の
二
つ
分
け
、
平
安
時
代
を
、
前
期

（
桓
武
朝
か
ら
文
徳
朝
ま
で
）、
中
期
（
清
和
朝
か
ら
村
上
朝
ま
で
）、
後
期

（
冷
泉
朝
か
ら
後
冷
泉
朝
ま
で
）
の
そ
れ
ぞ
れ
に
分
け
た
。
ま
た
、
参
考
と

し
て
院
政
期
の
例
も
挙
げ
、
院
政
期
前
期
（
後
三
条
朝
か
ら
堀
河
朝
ま

で
）・
院
政
期
後
期
（
後
白
河
朝
か
ら
後
鳥
羽
朝
ま
で
）
の
二
つ
に
区
分
し

た
。

　

天
皇
と
の
血
縁
の
濃
さ
で
考
え
る
と
、
天
皇
の
ム
ス
メ
・
オ
バ
・
同
母

姉
妹
・
異
母
姉
妹
・
メ
イ
・
イ
ト
コ
・
ハ
ト
コ
の
順
で
あ
る
が
（
47
）、

律
令
制

成
立
期
か
ら
平
安
後
期
ま
で
の
四
十
一
例
か
ら
、
斎
宮
の
選
定
例
を
見
て

み
る
と
、
天
皇
の
ム
ス
メ
十
四
例
・
異
母
姉
妹
六
例
・
オ
バ
二
例
・
メ
イ

三
例
・
ハ
ト
コ
三
例
・
同
母
姉
妹
二
例
・
イ
ト
コ
二
例
で
あ
る
。
ム
ス
メ

の
選
定
例
が
四
十
一
例
中
十
四
例
で
あ
り
、
律
令
制
成
立
期
か
ら
平
安
後

期
ま
で
の
全
体
の
三
十
四
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
、
異
母
姉
妹
の
例
が
四
十

一
例
中
六
例
で
あ
り
、
十
四
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
。
ム
ス
メ
と
異



表
１　

天
皇
と
斎
宮
の
血
縁
関
係

律
令
制
成
立
期
奈
良
時
代

平
安
前
期

平
安
中
期

平
安
後
期

院
政
期
前
期

院
政
期
後
期

合
計

ム
ス
メ

一

二

七

二

二

二

二

十
八（
十
四
）

姉
妹
同
母

一

一

二（
二
）

異
母

五

一

二

五

十
三（
六
）

オ
バ

二

二

一

五（
二
）

メ
イ

一

二

三（
三
）

イ
ト
コ

二

二（
二
）

ハ
ト
コ

一

一

一

三（
三
）

そ
の
他

一

二

一

三

二

九（
七
）

不
明

二

二（
二
）

合
計

四

七

八

十
二

十

八

八

五
十
七（
四
十
一
）

（
注
）
合
計
の
括
弧
内
の
数
字
は
、
律
令
制
成
立
期
か
ら
平
安
後
期
ま
で
の
合
計
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

【
参
考　

斎
院
】平

安
前
期

平
安
中
期

平
安
後
期

院
政
期
前
期

院
政
期
後
期

合
計

ム
ス
メ

四

四

三

一

一

十
三（
十
一
）

姉
妹
同
母

二

一

五

八（
三
）

異
母

一

二

二

五（
三
）

オ
バ

二

二

メ
イ

一

一

二（
一
）

そ
の
他

二

二

一

五（
二
）

合
計

五

九

六

十

五

三
十
五（
二
十
）

（
注
）
合
計
の
括
弧
内
の
数
字
は
、
平
安
前
期
か
ら
平
安
後
期
ま
で
の
合
計
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

141

伊勢斎宮の選定に関する小考

母
姉
妹
を
合
わ
せ
る
と
四
十
八
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
り
、
約
半
数
を
占

め
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
選
定
例
の
多
さ
を
順
に
し
て
み
る
と
、
ム

ス
メ
・
異
母
姉
妹
・
オ
バ
・
メ

イ
・
ハ
ト
コ
・
同
母
姉
妹
・
イ

ト
コ
の
順
と
な
る
。
注
目
す
べ

き
点
は
、
同
母
姉
妹
の
選
定
例

の
数
で
あ
る
。
異
母
姉
妹
十
三

例
に
対
し
て
、
同
母
姉
妹
は
二

例
と
少
な
い
。
こ
れ
は
、
斎
宮

の
選
定
に
お
い
て
、
異
母
姉
妹

の
方
が
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
分
か
る
。

　

一
方
、
斎
院
で
は
、
平
安
前

期
か
ら
平
安
後
期
ま
で
の
二
十

例
中
、
天
皇
の
ム
ス
メ
十
一

例
・
同
母
姉
妹
三
例
・
異
母
姉

妹
三
例
・
メ
イ
一
例
で
あ
る
。

斎
宮
と
比
較
す
る
と
、
天
皇
と

血
縁
の
濃
い
者
が
選
定
さ
れ
た

よ
う
だ
。

　

注
目
す
べ
き
点
と
し
て
、
斎

宮
が
ハ
ト
コ
や
イ
ト
コ
の
選
定

例
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
斎
院

に
は
な
く
、
血
縁
関
係
か
ら
見
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る
と
、
天
皇
と
血
縁
の
近
い
者
が
多
い
。
ま
た
、
姉
妹
の
例
を
見
る
と
、

同
母
姉
妹
の
例
が
八
例
と
、
異
母
姉
妹
五
例
と
な
り
、
同
母
姉
妹
の
例
の

方
が
多
く
、
斎
宮
と
相
反
す
る
。
こ
の
点
が
示
す
こ
と
に
は
、
斎
院
が
重

視
さ
れ
て
い
た
と
も
見
え
る
が
、
天
皇
の
即
位
時
に
必
ず
斎
院
を
選
定
し

な
く
て
も
よ
い
の
で
、
血
縁
の
濃
い
適
切
な
候
補
者
が
い
な
け
れ
ば
、
候

補
者
が
あ
ら
わ
れ
る
ま
で
、
斎
院
を
留
め
置
く
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
た

め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
や
は
り
、
血
縁
に
よ
っ
て
選
定
さ
れ
て
い
る
可
能

性
が
あ
る
。

　

斎
宮
の
選
定
例
を
時
代
ご
と
に
見
る
と
、
律
令
制
成
立
期
で
は
、
ム
ス

メ
一
例
・
オ
バ
二
例
あ
り
、
天
皇
と
血
縁
の
濃
い
者
が
選
定
さ
れ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。
奈
良
時
代
で
は
、
七
例
中
、
そ
の
他
二
例
・
不
明
二
例
と

な
る
。
こ
れ
は
、
政
変
な
ど
に
よ
っ
て
皇
族
が
廃
さ
れ
た
た
め
に
、
斎
宮

の
選
定
の
候
補
が
少
な
く
、
天
皇
と
遠
縁
の
候
補
者
が
多
か
っ
た
と
見
ら

れ
る
。
平
安
前
期
で
は
、
八
例
中
、
ム
ス
メ
七
例
と
な
り
、
ム
ス
メ
の
選

定
例
は
九
割
を
占
め
た
。
他
の
時
代
に
比
べ
、
天
皇
と
の
血
縁
の
濃
い
者

が
最
も
多
く
選
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
傾
向
は
、
斎
院
で
も
同
様
で
、
五

例
中
四
例
が
ム
ス
メ
の
選
定
で
あ
る
。
平
安
中
期
に
な
る
と
、
斎
宮
に
選

定
さ
れ
た
者
と
天
皇
と
の
血
縁
を
見
る
と
、
広
範
囲
に
わ
た
る
。
ム
ス
メ

二
例
に
対
し
て
、
異
母
姉
妹
五
例
・
メ
イ
二
例
・
同
母
姉
妹
一
例
・
ハ
ト

コ
一
例
と
な
る
。
こ
れ
は
、
幼
帝
の
出
現
に
よ
り
、
斎
宮
の
候
補
者
が
、

ム
ス
メ
を
対
象
と
で
き
な
く
な
っ
た
た
め
に
、
対
象
が
天
皇
と
の
血
縁
の

遠
い
者
ま
で
広
が
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
斎
院
は
、
ム
ス
メ
四
例
・
同
母
姉

妹
二
例
・
異
母
姉
妹
一
例
と
、
血
縁
の
近
い
者
が
選
定
さ
れ
て
い
る
が
、

平
安
後
期
で
も
、
斎
宮
は
血
縁
の
遠
い
者
も
選
定
さ
れ
て
い
る
傾
向
は
同

様
で
あ
り
、
ム
ス
メ
二
例
・
イ
ト
コ
二
例
・
同
母
姉
妹
一
例
・
異
母
姉
妹

一
例
・
ハ
ト
コ
一
例
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、
藤
原
氏
北
家
の
キ
サ
キ
が
多

く
、
し
た
が
っ
て
、
天
皇
の
同
母
姉
妹
・
異
母
姉
妹
は
、
藤
原
氏
北
家
出

自
の
母
を
持
つ
。
藤
原
氏
北
家
の
斎
宮
軽
視
に
よ
り
、
天
皇
の
姉
妹
の
選

定
は
、
平
安
中
期
に
比
べ
減
少
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
斎
院
で
は
、
ム
ス
メ

三
例
・
異
母
姉
妹
二
例
・
同
母
姉
妹
一
例
と
な
り
、
斎
宮
よ
り
血
縁
の
濃

い
者
が
選
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
斎
宮
制
度
が
確
立
す
る
律
令
制
成
立
期
で
は
、
ム
ス

メ
・
オ
バ
が
天
皇
と
血
縁
の
濃
い
者
と
し
て
斎
宮
に
選
定
さ
れ
た
。
平
安

前
期
で
は
、
ム
ス
メ
の
選
定
例
が
最
も
多
い
。
し
か
し
、
平
安
中
期
に
な

る
と
、
幼
帝
の
出
現
に
よ
り
、
ム
ス
メ
が
候
補
者
と
し
て
選
定
で
き
な
く

な
る
。
そ
こ
で
候
補
者
の
対
象
が
変
化
し
、
姉
妹
、
特
に
異
母
姉
妹
が
適

切
な
候
補
者
と
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
、
平
安
中
期
か
ら

は
じ
ま
り
、
院
政
期
に
ま
で
及
ん
だ
。
し
か
し
、
斎
院
は
、
平
安
前
期
か

ら
平
安
後
期
ま
で
、
天
皇
と
血
縁
が
近
い
者
が
選
定
さ
れ
た
。

　

こ
こ
か
ら
分
か
る
こ
と
は
、
天
皇
と
斎
宮
の
血
縁
関
係
が
重
視
さ
れ
、

天
皇
の
ム
ス
メ
が
最
適
な
候
補
者
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
大

来
皇
女
の
先
例
が
基
礎
と
さ
れ
、
ム
ス
メ
が
重
要
視
さ
れ
た
可
能
性
も
指

摘
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
時
代
が
下
る
に
し
た
が
い
、
政
治

情
況
の
変
化
に
よ
り
、
斎
宮
の
候
補
者
に
は
血
縁
の
濃
い
候
補
者
の
選
定

が
難
し
く
な
り
、
そ
の
適
切
な
候
補
者
が
、
姉
妹
、
特
に
異
母
姉
妹
に
移

っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。



表
２　

斎
宮
に
選
定
さ
れ
た
皇
女
（
女
王
）
の
出
生
順

天
皇

斎
宮
名

父

母

同
母
出
生
順

全
体
の
出
生
順

同
母
姉
妹

天
武

大
来
皇
女

天
武
天
皇

大
田
皇
女

一

一

文
武

託
基
皇
女

天
武
天
皇

宍
人
臣

媛
娘
不
明

不
明

泉
内
親
王

天
智
天
皇

忍
海
色
夫
古
娘
不
明

不
明

田
形
内
親
王

天
武
天
皇

蘇
我
太
蕤
娘

不
明

不
明

元
正

久
勢
女
王

不
明

不
明

不
明

不
明

聖
武

井
上
内
親
王

聖
武
天
皇

県
犬
養
広
刀
自
一

一

不
破

県
女
王

高
丘
王
か

不
明

不
明

不
明

孝
謙

小
宅
女
王

三
原
王

不
明

不
明

不
明

淳
仁

安
倍
内
親
王

淳
仁
天
皇
か

不
明

不
明

不
明

光
仁

酒
人
内
親
王

光
仁
天
皇

井
上
内
親
王

一

三
か

能
登
・
弥
努
摩

浄
庭
女
王

神
王

弥
努
摩
内
親
王
不
明

不
明

桓
武

朝
原
内
親
王

桓
武
天
皇

酒
人
内
親
王

一

一
か

布
勢
内
親
王

桓
武
天
皇

中
臣
丸
豊
子

不
明

不
明

平
城

大
原
内
親
王

平
城
天
皇

伊
勢
継
子

三
か

四
か

上
毛
野
・
石
上

嵯
峨

仁
子
内
親
王

嵯
峨
天
皇

大
原
浄
子

一

三

淳
和

氏
子
内
親
王

淳
和
天
皇

高
志
内
親
王

一

一

有
子
・
貞
子

宜
子
女
王

仲
野
親
王

菅
野
氏
女

不
明

不
明

仁
明

久
子
内
親
王

仁
明
天
皇

高
宗
女
王

一

二

文
徳

晏
子
内
親
王

文
徳
天
皇

藤
原
列
子

一

一

慧
子

清
和

恬
子
内
親
王

文
徳
天
皇

紀
静
子

一

四

述
子
・
珍
子

陽
成

識
子
内
親
王

清
和
天
皇

藤
原
良
近
女

一

四

掲
子
内
親
王

文
徳
天
皇

藤
原
今
子

一

七

光
孝

繁
子
内
親
王

光
孝
天
皇

滋
野
直
子
か

一

四

宇
多

元
子
女
王

本
康
親
王

不
明

不
明

不
明

廉
子
女
王

醍
醐

柔
子
内
親
王

宇
多
天
皇

藤
原
胤
子

一

二
か
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２
．
斎
宮
の
出
生
順
に
つ
い
て

　

実
質
的
に
選
定
さ
れ
た
初
例

と
考
え
ら
れ
る
大
来
皇
女
は
、

第
一
皇
女
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

斎
宮
に
選
定
さ
れ
る
皇
女
に
は

「
第
一
皇
女
」
と
い
う
位
置
付

け
が
影
響
し
て
い
た
の
だ
ろ
う

か
。
皇
女
ま
た
は
女
王
の
出
生

順
に
あ
た
り
、
出
生
の
記
事
が

少
な
く
、
死
亡
記
事
が
多
い
。

し
た
が
っ
て
、
出
生
順
も
不
明

な
場
合
が
多
い
。

　

表
２
は
斎
宮
に
選
定
さ
れ
た

皇
女
ま
た
は
女
王
の
同
母
姉
妹

内
に
お
け
る
出
生
順
と
、
異
母

姉
妹
を
含
む
出
生
順
を
示
し
た

も
の
で
あ
る
。
三
十
七
例
中

（
五
十
七
例
中
不
明
二
十
例
を
除

く
）、
同
母
姉
妹
の
出
生
順
で

は
、
第
一
の
皇
女
が
二
十
九
例
、

全
体
の
出
生
順
で
は
、
第
一
の

皇
女
は
十
三
例
と
な
る
。
全
体



天
皇

斎
宮
名

父

母

同
母
出
生
順

全
体
の
出
生
順

同
母
姉
妹

朱
雀

雅
子
内
親
王

醍
醐
天
皇

源
周
子

三

十

郁
子
・
勤
子

斉
子
内
親
王

醍
醐
天
皇

源
和
子

三

十
五

慶
子
・
韶
子

徽
子
女
王

重
明
親
王

藤
原
寛
子

一
か

一
か

悦
子
女
王

村
上

英
子
内
親
王

醍
醐
天
皇

藤
原
淑
姫

一

十
六

悦
子
女
王

重
明
親
王

藤
原
寛
子

二
か

二
か

徽
子
女
王

楽
子
内
親
王

村
上
天
皇

荘
子
女
王

一

六

冷
泉

輔
子
内
親
王

村
上
天
皇

藤
原
安
子

二

七

承
子
・
資
子
・
選
子

円
融

隆
子
女
王

章
明
親
王

藤
原
敦
敏
女

一

一
か

済
子
女
王

規
子
内
親
王

村
上
天
皇

徽
子
女
王

一

四

花
山

済
子
女
王

章
明
親
王

藤
原
敦
敏
女

不
明

不
明

隆
子
女
王

一
条

恭
子
女
王

為
平
親
王

源
高
明
女

不
明

不
明

三
条

当
子
内
親
王

三
条
天
皇

藤
原
娍
子

一

一

禔
子

後
一
条

嫥
子
女
王

具
平
親
王

為
平
親
王
女

不
明

不
明

後
朱
雀

良
子
内
親
王

後
朱
雀
天
皇

禎
子
内
親
王

一

一

娟
子

後
冷
泉

嘉
子
内
親
王

敦
明
親
王

藤
原
寛
子

不
明

不
明

子

敬
子
女
王

敦
平
親
王

源
則
理
女

不
明

不
明

後
三
条

俊
子
内
親
王

後
三
条
天
皇

藤
原
茂
子

二

二

聡
子
・
佳
子
・
篤
子

白
河

淳
子
女
王

敦
賢
親
王

源
親
方
女

不
明

不
明

媞
子
内
親
王

白
河
天
皇

藤
原
賢
子

一

一

令
子
・
禛
子

堀
河

善
子
内
親
王

白
河
天
皇

藤
原
道
子

一

二

鳥
羽

子
内
親
王

白
河
天
皇

藤
原
季
実
女

不
明

不
明

崇
徳

守
子
女
王

輔
仁
親
王

源
師
忠
女

不
明

不
明

近
衛

妍
子
内
親
王

鳥
羽
天
皇

藤
原
家
政
女

一

六

喜
子
内
親
王

堀
河
天
皇

不
明

不
明

不
明

後
白
河

亮
子
内
親
王

後
白
河
天
皇

藤
原
成
子

一

一

好
子
・
休
子

二
条

好
子
内
親
王

後
白
河
天
皇

藤
原
成
子

二

二

亮
子
・
休
子
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の
出
生
順
に
お
け
る
第
一
の
皇

女
の
割
合
は
、
全
体
の
お
よ
そ

三
分
の
一
を
占
め
て
お
り
、
比

較
的
に
多
い
と
思
え
る
。「
第

一
皇
女
」
と
い
う
位
置
付
け
は
、

あ
る
程
度
、
斎
宮
に
選
定
さ
れ

る
条
件
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い

た
可
能
性
が
あ
る
。

　

次
に
、
賀
茂
斎
院
と
の
比
較

を
行
な
っ
て
み
た
い
。

　

表
３
は
斎
院
に
選
定
さ
れ
た

皇
女
ま
た
は
女
王
の
同
母
姉
妹

内
に
お
け
る
出
生
順
と
、
異
母

姉
妹
を
含
む
出
生
順
を
示
し
た

も
の
で
あ
る
。
斎
院
は
三
十
二

例
中
（
三
十
五
例
中
、
同
母
姉

妹
に
つ
い
て
は
不
明
三
例
を
除

く
）、
第
一
の
皇
女
は
十
九
例
、

全
体
の
出
生
順
に
つ
い
て
は
不

明
五
例
を
除
く
三
十
例
中
、
第

一
の
皇
女
は
四
例
と
な
る
。
斎

院
の
全
体
の
出
生
順
に
お
け
る

第
一
の
皇
女
の
割
合
は
、
十



六
条

休
子
内
親
王

後
白
河
天
皇

藤
原
成
子

四

四

亮
子
・
好
子

高
倉

惇
子
内
親
王

後
白
河
天
皇

藤
原
公
成
女

一

五

功
子
内
親
王

高
倉
天
皇

藤
原
公
重
女

一

一

後
鳥
羽

潔
子
内
親
王

高
倉
天
皇

藤
原
豊
子

一

三

土
御
門

粛
子
内
親
王

後
鳥
羽
天
皇

源
信
良
女

一

一

順
徳

凞
子
内
親
王

後
鳥
羽
天
皇

丹
波
局

一

四

（
注
）・ 

同
母
出
生
順
は
、
皇
女
の
み
の
順
番
と
な
っ
て
い
る
。
全
体
の
出
生
順
も
同
様
で
あ
る
。
斎
王
名
の
欄
で
ゴ
シ
ッ
ク
の
文
字
は
、

斎
院
と
同
時
期
（
同
年
）
に
選
定
さ
れ
て
い
る
皇
女
を
示
す
。
同
母
姉
妹
の
欄
で
二
重
線
が
斎
宮
、
波
線
が
斎
院
に
な
っ
た
皇
女

を
示
す
。

・ 

こ
の
表
は
、『
日
本
書
紀
』
と
い
っ
た
六
国
史
を
は
じ
め
、『
日
本
紀
略
』、『
一
代
要
記
』
な
ど
の
史
料
、
角
田
文
衛
『
日
本
の
後

宮
』（
学
燈
社
、
一
九
七
三
年
）、
服
藤
早
苗
・
西
野
悠
紀
子
他
編
『
歴
史
の
な
か
の
皇
女
た
ち
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
二
年
）、
安

田
政
彦
「
皇
子
女
の
出
生
順
に
つ
い
て
」（『
帝
塚
山
学
院
大
学
研
究
論
集
（
文
学
部
）』
三
六
号
、
二
〇
〇
一
年
）、
東
京
大
学
史

料
編
纂
所
の
大
日
本
史
料
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
参
考
に
し
て
作
成
し
た
。

表
３　

斎
院
に
選
定
さ
れ
た
皇
女
（
女
王
）
の
出
生
順

天
皇

斎
院
名

父

母

同
母
出
生
順

全
体
の
出
生
順

同
母
姉
妹

嵯
峨
・
淳
和

有
智
子
内
親
王
嵯
峨
天
皇

交
野
女
王

一

二

淳
和

時
子
内
親
王

仁
明
天
皇

滋
野
縄
子

一

一

仁
明

高
子
内
親
王

仁
明
天
皇

百
済
王
永
慶

一

三

柔
子

文
徳

慧
子
内
親
王

文
徳
天
皇

藤
原
列
子

二

二

晏
子

述
子
内
親
王

文
徳
天
皇

紀
静
子

二

三

恬
子
・
珍
子

清
和

儀
子
内
親
王

文
徳
天
皇

藤
原
明
子

一

五

陽
成

敦
子
内
親
王

清
和
天
皇

藤
原
高
子

一

三

陽
成
・
光
孝

穆
子
内
親
王

光
孝
天
皇

王
躬
王
女

一

不
明

宇
多

直
子
女
王

惟
彦
親
王

不
明

不
明

不
明

宇
多
・
醍
醐

君
子
内
親
王

宇
多
天
皇

橘
義
子

一

三

醍
醐

恭
子
内
親
王

醍
醐
天
皇

藤
原
鮮
子

一

五
か

敏
子
・
婉
子

宣
子
内
親
王

醍
醐
天
皇

源
封
子

一

二
か

靖
子

韶
子
内
親
王

醍
醐
天
皇

源
和
子

一

十
三
か

慶
子
・
斉
子
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三
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
る
。

同
時
期
に
選
定
さ
れ
た
斎
院
は
、

ほ
と
ん
ど
が
異
母
姉
妹
を
含
む

出
生
順
に
お
い
て
第
二
以
下
の

皇
女
が
多
い
。

　

斎
院
と
斎
宮
が
同
時
期
に
選

定
さ
れ
る
例
を
見
て
み
た
い
。

太
字
で
示
し
た
例
は
、
斎
院
と

斎
宮
が
同
時
に
選
定
さ
れ
た
例

で
あ
る
（
48
）。
十
四
例
見
ら
れ
、
姉

妹
で
選
定
さ
れ
た
皇
女
が
九
例

で
あ
る
。
九
例
の
中
で
も
斎
宮

も
斎
院
も
姉
妹
内
の
出
生
が
わ

か
る
例
は
、
次
の
八
例
で
あ
る
（
49
）。

仁
明
朝

　

斎
宮　

久
子
内
親
王

　
　
　
　
（
第
二
皇
女
）

　

斎
院　

高
子
内
親
王

　
　
　
　
（
第
三
皇
女
）

文
徳
朝
①

　

斎
宮　

晏
子
内
親
王

　
　
　
　
（
第
一
皇
女
）

　

斎
院　

慧
子
内
親
王



天
皇

斎
院
名

父

母

同
母
出
生
順

全
体
の
出
生
順

同
母
姉
妹

朱
雀
・
村
上

婉
子
内
親
王

醍
醐
天
皇

藤
原
鮮
子

二

三
か

敏
子
・
恭
子

冷
泉
・
円
融

尊
子
内
親
王

冷
泉
天
皇

藤
原
懐
子

二

二

宗
子

円
融
〜
後
一
条
選
子
内
親
王

村
上
天
皇

藤
原
安
子

四

十

輔
子
・
承
子
・
資
子

後
一
条

馨
子
内
親
王

後
一
条
天
皇

藤
原
威
子

二

二

章
子

後
朱
雀

娟
子
内
親
王

後
朱
雀
天
皇

禎
子
内
親
王

二

二

良
子

後
冷
泉

禖
子
内
親
王

後
朱
雀
天
皇

藤
原
嫄
子

二

四

祐
子

後
冷
泉
・
後
三
条
正
子
内
親
王

後
朱
雀
天
皇

藤
原
延
子

一

五

後
三
条

佳
子
内
親
王

後
三
条
天
皇

藤
原
茂
子

三

三

聡
子
・
俊
子
・
篤
子

白
河

篤
子
内
親
王

後
三
条
天
皇

藤
原
茂
子

四

四

聡
子
・
俊
子
・
佳
子

白
河
・
堀
河

斉
子
女
王

敦
明
親
王

源
政
隆
女

不
明

不
明

堀
河

令
子
内
親
王

白
河
天
皇

藤
原
賢
子

一

三

媞
子
・
禛
子

禛
子
内
親
王

白
河
天
皇

藤
原
賢
子

二

四

媞
子
・
令
子

鳥
羽

官
子
内
親
王

白
河
天
皇

源
盛
子

一

不
明

崇
徳

悰
子
内
親
王

堀
河
天
皇

源
仁
子

一

一

統
子
内
親
王

鳥
羽
天
皇

藤
原
璋
子

二

二

禧
子

禧
子
内
親
王

鳥
羽
天
皇

藤
原
璋
子

一

一

統
子

崇
徳
〜
二
条

怡
子
内
親
王

輔
仁
親
王

源
行
宗
女

不
明

不
明

二
条
〜
高
倉

式
子
内
親
王

後
白
河
天
皇

藤
原
成
子

三

三

高
倉

僐
子
内
親
王

二
条
天
皇

中
原
師
元
女

一

一

頌
子
内
親
王

鳥
羽
天
皇

藤
原
実
能
女

一

七
か

高
倉
・
安
徳

範
子
内
親
王

高
倉
天
皇

藤
原
盛
範
女

一

二

土
御
門
・
順
徳
礼
子
内
親
王

後
鳥
羽
天
皇

坊
門
信
清
女

一

二

（
注
）・ 

同
母
出
生
順
は
、
皇
女
の
み
の
順
番
と
な
っ
て
い
る
。
全
体
の
出
生
順
も
同
様
で
あ
る
。
ゴ
シ
ッ
ク
文
字
は
、
斎
宮
と
同
時
期

（
同
年
）
に
選
定
さ
れ
た
皇
女
を
示
す
。
同
母
姉
妹
の
欄
で
二
重
線
が
斎
宮
、
波
線
が
斎
院
に
な
っ
た
皇
女
を
示
す
。

・ 

こ
の
表
は
、『
日
本
書
紀
』
と
い
っ
た
六
国
史
を
は
じ
め
、『
日
本
紀
略
』『
一
代
要
記
』
な
ど
の
史
料
、
角
田
文
衛
『
日
本
の
後

宮
』（
学
燈
社 

、
一
九
七
三
年
）、
服
藤
早
苗
・
西
野
悠
紀
子
他
編
『
歴
史
の
な
か
の
皇
女
た
ち
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
二
年
）、
安

田
政
彦
「
皇
子
女
の
出
生
順
に
つ
い
て
」（『
帝
塚
山
学
院
大
学
研
究
論
集
（
文
学
部
）』
三
十
六
号
、
二
〇
〇
一
年
）、
東
京
大
学

史
料
編
纂
所
の
大
日
本
史
料
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
参
考
に
し
て
作
成
し
た
。
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（
第
二
皇
女
）

清
和
朝

　

斎
宮　

恬
子
内
親
王

　
　
　
　
（
第
四
皇
女
）

　

斎
院　

儀
子
内
親
王

　
　
　
　
（
第
五
皇
女
）

陽
成
朝
①

　

斎
宮　

識
子
内
親
王

　
　
　
　
（
第
四
皇
女
）

　

斎
院　

敦
子
内
親
王

　
　
　
　
（
第
三
皇
女
）

朱
雀
朝

　

斎
宮　

雅
子
内
親
王

　
　
　
　
（
第
十
皇
女
）

　

斎
院　

婉
子
内
親
王

　
　
　
　
（
第
三
皇
女
か
）

円
融
朝

　

斎
宮　

規
子
内
親
王

　
　
　
　
（
第
四
皇
女
）

　

斎
院　

選
子
内
親
王

　
　
　
　
（
第
十
皇
女
）

後
朱
雀
朝

　

斎
宮　

良
子
内
親
王



147

伊勢斎宮の選定に関する小考

　
　
　
　
（
第
一
皇
女
）

　

斎
院　

娟
子
内
親
王
（
第
二
皇
女
）

後
三
条
朝

　

斎
宮　

俊
子
内
親
王
（
第
二
皇
女
）

　

斎
院　

佳
子
内
親
王
（
第
三
皇
女
）

　

陽
成
朝
と
朱
雀
朝
の
二
例
以
外
の
六
例
が
斎
宮
の
方
が
年
長
者
で
あ
る
。

斎
宮
と
斎
院
が
同
母
・
異
母
姉
妹
に
か
か
わ
ら
ず
、
斎
宮
に
年
長
の
者
が

選
定
さ
れ
、
斎
院
に
そ
れ
よ
り
年
少
の
者
が
選
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
選
定
時
に
お
い
て
候
補
者
の
中
で
は
年
長
者
が
選
定

さ
れ
て
い
る
例
が
見
ら
れ
、
特
に
、
第
一
皇
女
が
重
要
視
さ
れ
た
よ
う
で

あ
る
。
ま
た
、
斎
院
と
同
時
に
選
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、
斎
院
に
斎
宮
よ

り
も
年
少
の
者
が
選
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

３
．
斎
宮
の
選
定
時
の
年
齢

　

こ
こ
で
は
、
斎
宮
に
卜
定
さ
れ
た
時
の
年
齢
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と

に
よ
り
、
選
定
さ
れ
る
年
齢
に
適
切
な
年
齢
が
あ
っ
た
の
か
と
い
っ
た
点

に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

　

表
４
は
卜
定
時
の
斎
宮
の
年
齢
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
皇
女
の
年
齢

に
関
す
る
史
料
が
残
っ
て
い
な
い
場
合
も
多
く
、
不
明
な
場
合
が
多
い
。

誕
生
年
や
享
年
が
史
料
に
残
っ
て
い
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
卜
定
時
に
逆
算
し

て
求
め
た
。
な
お
、「
斎
宮
の
年
齢
」
は
、
卜
定
の
時
の
斎
宮
の
年
齢
を

示
す
。

　

最
年
長
と
最
年
少
の
斎
宮
に
つ
い
て
見
て
い
く
と
、
最
年
長
の
例
と
し

て
、
円
融
天
皇
の
二
代
目
の
斎
宮
で
あ
る
規
子
内
親
王
が
挙
げ
ら
れ
る
（
50
）。

前
斎
宮
規
子
内
親
王
薨
〈
村
上
皇
女
、
三
十
八
（
51
）、〉、

　

と
い
う
こ
と
か
ら
、
寛
和
二
年
（
九
八
六
）
に
三
十
八
歳
で
亡
く
な
っ

て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
卜
定
は
、
天
延
三
年
（
九
七
五
）
二
月
十
七
日

に
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
、
計
算
す
る
と
、
規
子
内
親
王
は
二
十
七
歳
で

選
定
さ
れ
た
こ
と
と
な
る
。
こ
の
時
の
斎
宮
に
選
定
さ
れ
る
可
能
性
の
あ

っ
た
者
を
見
る
と
、
円
融
の
皇
女
が
生
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の

対
象
は
、
姉
妹
と
メ
イ
に
な
る
。

同
母
姉
妹　

資
子
内
親
王
（
二
十
一
歳
。
母
は
藤
原
安
子
）

　
　
　
　
　

選
子
内
親
王
（
十
一
歳
。
母
は
藤
原
安
子
）

異
母
姉
妹　

規
子
内
親
王
（
二
十
七
歳
。
母
は
徽
子
女
王
）

メ
イ　
　
　

 

宗
子
内
親
王
（
十
三
歳
。
母
は
藤
原
懐
子
〈
身
位
は
女

御
〉　

父
は
冷
泉
）

　

考
え
得
る
候
補
者
四
人
の
中
で
、
最
年
長
の
規
子
内
親
王
が
選
定
さ
れ

た
可
能
性
が
あ
る
（
52
）。
ま
た
、
母
徽
子
女
王
は
、
朱
雀
朝
の
三
代
目
の
斎
宮

で
あ
り
、
血
縁
者
に
斎
宮
経
験
者
が
い
た
。

　

一
方
、
高
倉
天
皇
の
二
代
目
の
斎
宮
で
あ
る
功
子
内
親
王
は
、
最
年
少

の
斎
宮
に
選
定
さ
れ
た
皇
女
で
あ
る
。

抑
功
子
内
親
王
、
是
、
先
帝
長
女
也
、
母
前
少
将
公
重
朝
臣
息
女
、



表
４　

卜
定
時
の
斎
宮
の
年
齢

時
代

天
皇

斎
宮

斎
宮
の
年
齢
卜
定
時

斎
宮
の
生
ま
れ
年

没
年

享
年

律令制成立期

天
武

大
来
皇
女

十
三

天
武
二
年（
六
七
三
）

斉
明
七
年（
六
六
一
）

大
宝
元
年（
七
〇
一
）

四
十
一

文
武
①
託
基
皇
女

不
明

文
武
二
年（
六
九
八
）

不
明

不
明

文
武
②
泉
内
親
王

不
明

大
宝
元
年（
七
〇
一
）

不
明

不
明

文
武
③
田
形
内
親
王
不
明

慶
雲
三
年（
七
〇
六
）

不
明

不
明

奈 良 時 代

元
正
①
久
勢
女
王

不
明

養
老
元
年（
七
一
七
）

不
明

不
明

元
正
②
井
上
内
親
王
五

養
老
五
年（
七
二
一
）

養
老
元
年（
七
一
七
）

宝
亀
六
年（
七
七
五
）

五
十
九

聖
武

県
女
王

不
明

天
平
十
八
年（
七
四
六
）
不
明

不
明

孝
謙

小
宅
女
王

不
明

天
平
感
宝
元
年（
七
四
九
）
不
明

不
明

淳
仁

安
倍
内
親
王
不
明

天
平
宝
字
二
年（
七
五
八
）
不
明

不
明

光
仁
①
酒
人
内
親
王
十
九

宝
亀
三
年（
七
七
二
）

天
平
勝
宝
六
年（
七
五
四
）
天
長
六
年（
八
二
九
）

七
十
六

光
仁
②
浄
庭
女
王

不
明

宝
亀
六
年（
七
七
五
）

不
明

不
明

平 安 前 期

桓
武
①
朝
原
内
親
王
四

延
暦
元
年（
七
八
二
）

延
暦
元
年（
七
八
二
）

弘
仁
十
年（
八
一
九
）

三
十
八

桓
武
②
布
勢
内
親
王
不
明

延
暦
十
六
年（
七
九
七
）
不
明

不
明

平
城

大
原
内
親
王
不
明

大
同
元
年（
八
〇
六
）

不
明

不
明

嵯
峨

仁
子
内
親
王
不
明

大
同
四
年（
八
〇
九
）

不
明

不
明

淳
和
①
氏
子
内
親
王
不
明

弘
仁
十
四
年（
八
二
三
）
不
明

不
明

淳
和
②
宜
子
女
王

不
明

天
長
五
年（
八
二
八
）

不
明

不
明

仁
明

久
子
内
親
王
不
明

天
長
十
年（
八
三
三
）

不
明

不
明

文
徳

晏
子
内
親
王
不
明

嘉
祥
三
年（
八
五
〇
）

不
明

不
明

平 安 後 期

清
和

恬
子
内
親
王
不
明

貞
観
元
年（
八
五
九
）

不
明

不
明

陽
成
①
識
子
内
親
王
四

元
慶
元
年（
八
七
七
）

貞
観
十
六
年（
八
七
四
）
延
喜
六
年（
九
〇
六
）

三
十
三

陽
成
②
掲
子
内
親
王
不
明

元
慶
六
年（
八
八
二
）

不
明

不
明

光
孝

繁
子
内
親
王
不
明

元
慶
八
年（
八
八
四
）

不
明

不
明

宇
多

元
子
女
王

不
明

寛
平
元
年（
八
八
九
）

不
明

不
明
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則
祗
二

候
内
裏
一

之
女
房
帥

局
也
、
主
上
即
若
之
時
、

為
二

御
乳
人
一

、
而
去
年
春

比
忽
降
二

誕
此
宮
一

云
々
、

…
…
（
53
）

　
「
去
年
」
と
は
安
元
二
年

（
一
一
七
六
）
で
あ
る
。
卜
定

さ
れ
た
の
は
、
誕
生
の
翌
年
の

治
承
元
年
（
一
一
七
七
）
十
月

二
十
七
日
で
あ
る
。
功
子
内
親

王
の
卜
定
時
の
年
齢
は
二
歳
と

な
る
。
こ
の
時
、
高
倉
天
皇
は

十
七
歳
で
あ
る
が
ム
ス
メ
が
生

ま
れ
て
い
た
た
め
、
斎
宮
の
候

補
者
は
ム
ス
メ
で
あ
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
時
の
皇

女
の
年
齢
と
、
そ
の
母
に
つ
い

て
記
す
。

功
子
内
親
王

（
二
歳
。
母
は
藤
原
公
重

女
〈
身
位
は
乳
人
〉）

範
子
内
親
王



平 安 後 期

醍
醐

柔
子
内
親
王
六

寛
平
九
年（
八
九
七
）

寛
平
四
年（
八
九
二
）

天
徳
三
年（
九
五
九
）

六
十
八

朱
雀
①
雅
子
内
親
王
二
十
二

承
平
元
年（
九
三
一
）

延
喜
十
一
年（
九
一
一
）
天
暦
八
年（
九
五
四
）

四
十
四

朱
雀
②
斉
子
内
親
王
十
六

承
平
六
年（
九
三
六
）

延
喜
二
十
一
年（
九
二
一
）
承
平
六
年（
九
三
六
）

十
六

朱
雀
③
徽
子
女
王

八

承
平
六
年（
九
三
六
）

延
長
七
年（
九
二
九
）

寛
和
元
年（
九
八
五
）

五
十
七

村
上
①
英
子
内
親
王
二
十
六

天
慶
九
年（
九
四
六
）

延
喜
二
十
一
年（
九
二
一
）
天
慶
九
年（
九
四
六
）

二
十
六

村
上
②
悦
子
女
王

六

天
暦
元
年（
九
四
七
）

天
慶
五
年（
九
四
二
）

不
明

村
上
③
楽
子
内
親
王
四

天
暦
九
年（
九
五
五
）

天
暦
六
年（
九
五
二
）

長
徳
四
年（
九
九
八
）

四
十
七

平 安 後 期

冷
泉

輔
子
内
親
王
十
六

安
和
元
年（
九
六
八
）

天
暦
七
年（
九
五
三
）

正
暦
三
年（
九
九
二
）

四
十

円
融
①
隆
子
女
王

不
明

安
和
二
年（
九
六
九
）

不
明

不
明

円
融
②
規
子
内
親
王
二
十
七

天
延
三
年（
九
七
五
）

天
暦
三
年（
九
四
九
）

寛
和
二
年（
九
八
六
）

三
十
八

花
山

済
子
女
王

不
明

永
観
二
年（
九
八
四
）

不
明

不
明

一
条

恭
子
女
王

不
明

寛
和
二
年（
九
八
六
）

不
明

不
明

三
条

当
子
内
親
王
十
三

長
和
元
年（
一
〇
一
二
）
長
保
二
年（
一
〇
〇
〇
）
治
安
二
年（
一
〇
二
二
）
二
十
三

後
一
条
嫥
子
女
王

十
二

長
和
五
年（
一
〇
一
六
）
寛
弘
二
年（
一
〇
〇
五
）
永
保
元
年（
一
〇
八
一
）
七
十
七

後
朱
雀
良
子
内
親
王
八

長
元
九
年（
一
〇
三
六
）
長
元
二
年（
一
〇
二
九
）
承
暦
元
年（
一
〇
七
七
）
四
十
九

後
冷
泉
①
嘉
子
内
親
王
不
明

永
承
元
年（
一
〇
四
六
）
不
明

不
明

後
冷
泉
②
敬
子
女
王

不
明

永
承
六
年（
一
〇
五
一
）
不
明

不
明

院 政 期 前 期

後
三
条
俊
子
内
親
王
十
四

延
久
元
年（
一
〇
六
九
）
天
喜
四
年（
一
〇
五
六
）
長
承
元
年（
一
一
三
二
）
七
十
七

白
河
①
淳
子
女
王

不
明

延
久
五
年（
一
〇
七
三
）
不
明

不
明

白
河
②
媞
子
内
親
王
三

承
暦
二
年（
一
〇
七
八
）
承
保
三
年（
一
〇
七
六
）
永
長
元
年（
一
〇
九
六
）
二
十
一

堀
河

善
子
内
親
王
十
一

寛
治
元
年（
一
〇
八
七
）
承
暦
元
年（
一
〇
七
七
）
長
承
元
年（
一
一
三
二
）
五
十
六

鳥
羽

子
内
親
王
不
明

天
仁
元
年（
一
一
〇
八
）
不
明

不
明

崇
徳

守
子
女
王

十
三

保
安
四
年（
一
一
二
三
）
天
永
二
年（
一
一
一
一
）
保
元
元
年（
一
一
五
六
）
四
十
六

近
衛
①
妍
子
内
親
王
不
明

康
治
元
年（
一
一
四
二
）
不
明

不
明

近
衛
②
喜
子
内
親
王
不
明

仁
平
元
年（
一
一
五
一
）
不
明

不
明

後
白
河
亮
子
内
親
王
十

保
元
元
年（
一
一
五
六
）
久
安
三
年（
一
一
四
七
）
建
保
四
年（
一
二
一
六
）
七
十
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（
一
歳
。
母
は
藤
原
成
範

女
〈
身
位
は
不
明
〉）

潔
子
内
親
王

（
年
齢
不
明
。
母
は
藤
原

頼
定
女
〈
身
位
は
典
侍
〉）

　

こ
の
他
に
も
ム
ス
メ
が
存
在

す
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
天
皇

の
年
齢
が
十
七
歳
と
低
い
こ
と

も
あ
り
、
三
人
が
限
界
と
見
ら

れ
る
。
潔
子
内
親
王
の
場
合
も

誕
生
し
て
い
な
い
可
能
性
も
あ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
斎

宮
に
は
功
子
内
親
王
が
選
定
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
翌

年
承
暦
二
年
（
一
〇
七
八
）
に

は
高
倉
朝
の
三
代
目
の
斎
院
に

範
子
内
親
王
が
選
定
さ
れ
て
お

り
、
年
齢
順
で
選
定
さ
れ
て
い

る
可
能
性
が
あ
る
。
選
定
の
年

齢
の
幅
が
広
く
、
二
歳
か
ら
二

十
七
歳
ま
で
あ
る
が
、
候
補
者

の
中
で
も
最
年
長
の
者
が
選
定

さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
よ
う
で



時
代

天
皇

斎
宮

斎
宮
の
年
齢
卜
定
時

斎
宮
の
生
ま
れ
年

没
年

享
年

院 政 期 後 期

二
条

好
子
内
親
王
十
一

保
元
三
年（
一
一
五
八
）
久
安
四
年（
一
一
四
八
）
建
久
三
年（
一
一
九
二
）
四
十
五

六
条

休
子
内
親
王
十

仁
安
元
年（
一
一
六
六
）
保
元
二
年（
一
一
五
七
）
承
安
元
年（
一
一
七
一
）
十
五

高
倉
①
惇
子
内
親
王
十
一

仁
安
二
年（
一
一
六
七
）
保
元
二
年（
一
一
五
七
）
承
安
二
年（
一
一
七
二
）
十
六

高
倉
②
功
子
内
親
王
二

治
承
元
年（
一
一
七
七
）
安
元
二
年（
一
一
七
六
）
不
明

後
鳥
羽
潔
子
内
親
王
七

文
治
元
年（
一
一
八
五
）
治
承
三
年（
一
一
七
九
）
不
明

土
御
門
粛
子
内
親
王
四

正
治
元
年（
一
一
九
九
）
建
久
七
年（
一
一
九
六
）
不
明

順
徳

熙
子
内
親
王
十
一

建
保
三
年（
一
二
一
五
）
元
久
二
年（
一
二
〇
五
）
不
明

（
注
） 

こ
の
表
は
、『
六
国
史
』
を
は
じ
め
『
日
本
紀
略
』『
本
朝
皇
胤
紹
運
禄
』『
中
右
記
』『
愚
昧
記
』『
一
代
要
記
』
な
ど
の
史
料
、『
平

安
時
代
史
事
典
』、
角
田
文
衛
『
日
本
の
後
宮
』、
服
藤
早
苗
・
西
野
悠
紀
子
他
編
『
歴
史
の
な
か
の
皇
女
た
ち
』、
ま
た
は
東
京
大

学
史
料
編
纂
所
の
「
大
日
本
史
料
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
を
参
照
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

表
５　

斎
宮
の
卜
定
時
の
年
齢
分
布

年
齢

律
令
制
成
立
期
奈
良
時
代
平
安
前
期
平
安
中
期

平
安
後
期

院
政
期
前
期

院
政
期
後
期 

合
計

〜
四

一

二

一

二

六

五
〜
十

一

三

一

三

八

十
一
〜
十
五

一

二

三

三

九

十
六
〜
二
十

一

一

一

三

二
十
一
〜
二
十
五

一

一

二
十
六
〜

一

一

二

不
明

三

五

七

四

五

四

二
十
八

合
計

四

七

八

十
二

十

八

八

五
十
七

（
注
）
表
４
を
も
と
に
年
齢
の
分
布
を
表
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
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あ
る
。

　

次
に
卜
定
時
の
斎
宮
の
年
齢
分
布
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
い
。

三
例
と
な
る
。
平
安
後
期
で
は
、
十
例
の
う
ち
、
十
一
〜
十
五
歳
二
例
、

五
〜
十
歳
一
例
、
十
六
歳
以
上
が
二
例
と
な
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
斎
宮

　

表
５
は
卜
定
時
の
斎
宮
の
年

齢
を
五
歳
ご
と
に
区
分
し
て
、

そ
の
年
齢
分
布
を
表
わ
し
た
も

の
で
あ
る
。
斎
宮
の
年
齢
別
に

見
て
い
く
と
、
二
十
九
例
中

（
五
十
七
例
か
ら
不
明
二
十
八
例

を
除
く
）、
十
一
〜
十
五
歳
九

例
、
五
〜
十
歳
八
例
、
四
歳
以

下
六
例
、
十
六
歳
〜
二
十
歳
三

例
、
二
十
六
歳
以
上
二
例
、
二

十
一
〜
二
十
五
歳
一
例
で
あ
る
。

十
五
歳
以
下
が
二
十
三
例
と
大

半
を
占
め
、
一
方
、
二
十
一
歳

以
上
を
見
る
と
三
例
し
か
な
い
。

時
代
ご
と
に
見
る
と
、
平
安
前

期
ま
で
は
四
歳
以
下
、
五
〜
十

歳
、
十
一
〜
十
五
歳
、
十
六
〜

二
十
歳
が
そ
れ
ぞ
れ
一
例
あ
る
。

平
安
中
期
で
は
、
十
二
例
の
う

ち
、
五
〜
十
歳
三
例
、
四
歳
以

下
二
例
、
十
六
歳
以
上
の
例
が



表
６　

斎
宮
の
母
親
の
族
姓

律
令
制
成
立
期
奈
良
時
代
平
安
前
期
平
安
中
期

平
安
後
期

院
政
期
前
期

院
政
期
後
期

合
計

皇
親

一

二

三

一

三

十（
十
）

藤
原
氏

北
家

一

四

五

四

六

二
十（
十
）

そ
の
他　

二

二（
二
）

源
氏

二

二

二

一

七（
四
）

そ
の
他

三

一

四

三

十
一（
十
一
）

不
明

四

二

一

七（
四
）

合
計

四

七

八

十
二

十

八

八

五
十
七（
四
十
一
）

（
注
）
合
計
の
括
弧
内
の
数
字
は
、
律
令
制
成
立
期
か
ら
平
安
後
期
ま
で
の
合
計
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
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に
選
定
さ
れ
る
年
齢
は
、
二
歳
か
ら
二
十
七
歳
ま
で
と
年
齢
層
が
広
い
が
、

五
〜
十
五
歳
が
、
年
齢
の
わ
か
る
二
十
九
例
中
十
七
例
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

十
五
歳
以
下
が
適
切
な
年
齢
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、

最
年
長
の
斎
宮
で
あ
る
規
子
内
親
王
の
選
定
時
の
候
補
者
を
み
る
と
、
十

五
歳
以
下
で
あ
る
選
子
内
親
王
や
宗
子
内
親
王
が
い
な
が
ら
、
二
十
七
歳

の
規
子
内
親
王
が
選
定
さ
れ
て
お
り
、
む
し
ろ
、
年
齢
の
高
さ
や
低
さ
よ

り
も
、
そ
の
時
々
の
最
年
長
が
選
定
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。

４
．
母
親
の
族
姓
と
身
位
に
つ
い
て

　

斎
宮
に
選
定
さ
れ
た
者
の
母
親
の
族
姓
と
身
位
の
関
係
に
つ
い
て
検
討

し
て
い
く
。

　

ま
ず
、
族
姓
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　

表
６
は
時
代
ご
と
に
、
母
親
の
出
身
を
皇
族
・
藤
原
氏
北
家
・
藤
原
氏

北
家
以
外
の
藤
原
氏
（
表
で
は
「
藤
原
氏
」
の
「
そ
の
他
」
に
区
分
す
る
）・

源
氏
・
そ
の
他
・
不
明
の
六
つ
に
区
分
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

律
令
制
成
立
期
か
ら
平
安
後
期
ま
で
、
四
十
一
例
中
、
藤
原
氏
北
家
十

例
・
皇
族
十
例
・
源
氏
四
例
・
藤
原
氏
北
家
以
外
の
藤
原
氏
二
例
と
な
り
、

皇
族
と
藤
原
氏
北
家
が
全
体
の
八
割
弱
を
占
め
て
い
る
。
時
代
ご
と
に
見

て
い
く
と
、
平
安
時
代
以
前
で
は
、
皇
族
三
例
・
そ
の
他
四
例
・
不
明
四

例
と
な
り
、
そ
の
他
と
不
明
の
例
が
多
い
。
一
方
、
平
安
前
期
で
は
、
そ

の
他
四
例
・
皇
族
三
例
・
藤
原
氏
北
家
一
例
と
な
り
、
そ
の
他
の
例
が
多

い
。
こ
れ
は
、
氏
族
出
身
の
キ
サ
キ
が
多
く
入
内
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

藤
原
氏
に
限
ら
ず
、
紀
氏
、
橘
氏
ま
た
は
渡
来
系
の
百
済
王
氏
な
ど
が
キ

サ
キ
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。
斎
宮
に
選
定
さ
れ
た
皇
女
の
母
も
、
中
臣

丸
氏
・
伊
勢
氏
・
大
原
氏
・
菅
野
氏
出
自
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
平
安
中

期
で
は
、
藤
原
氏
北
家
四
例
・
そ
の
他
三
例
・
源
氏
二
例
・
藤
原
氏
北
家

以
外
の
藤
原
氏
二
例
・
皇
族
一

例
と
な
り
、
皇
族
か
ら
そ
の
他

の
身
分
ま
で
幅
広
く
見
え
る
。

平
安
後
期
に
な
る
と
、
藤
原
氏

北
家
五
例
・
皇
族
三
例
・
源
氏

二
例
と
な
る
。
皇
族
と
藤
原
氏

北
家
に
注
目
し
た
い
。
皇
族
が

多
い
の
は
、
律
令
制
成
立
期
か

ら
平
安
後
期
ま
で
の
時
代
を
通

し
て
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
平



表
７　

斎
宮
の
母
親
の
身
位

律
令
制
成
立
期

奈
良
時
代
平
安
前
期
平
安
中
期

平
安
後
期

院
政
期
前
期

院
政
期
後
期

合
計 

内
親
王

皇
后

一

一（
一
） 

六
（
六
）

妃

一

一

一

三（
三
）

女
御

そ
の
他

一

一

二（
二
）

女
王

女
御

一

一

二（
二
）
三（三
）

不
明

一

一（
一
）

皇
后
（
中
宮
）

一

二

二

五（
三
）

夫
人

一

一

二（
二
）

嬪宮
人

二

二（
二
）

女
御

一

一

一

三（
二
）

更
衣

七

七（
七
）

そ
の
他

四

一

六

三

四

十
八（
十
一
）

不
明

四

一

二

四

十
一（
五
）

合
計

四

七

八

十
二

十

八

八

五
十
七（
四
十
一
）

（
注
）
合
計
の
括
弧
内
の
数
字
は
、
律
令
制
成
立
期
か
ら
平
安
後
期
ま
で
の
合
計
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
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安
時
代
に
お
い
て
、
皇
子
女
の
在
り
方
が
変
化
す
る
な
か
、
皇
族
の
母
を

持
つ
皇
女
は
、
国
家
神
の
伊
勢
神
宮
に
奉
仕
す
る
斎
宮
と
し
て
適
切
な
候

補
者
で
あ
り
、
や
は
り
神
聖
な
意
味
を
有
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
藤
原
氏
北
家
が
多
い
の
は
、
天
皇
と
藤
原
氏
北
家
と
の
ミ
ウ
チ
体
制

に
よ
っ
て
、
キ
サ
キ
に
藤
原
氏
北
家
出
身
の
女
性
が
多
か
っ
た
た
め
で
あ

る
。
前
章
で
は
藤
原
氏
北
家
の
斎
宮
軽
視
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
母
親
の

嬪
四
員
、
右
五
位
以
上
、
宮
人
職
員
（
54
）、

と
い
う
こ
と
か
ら
、
妃
の
定
員
は
二
名
で
「
四
品
」
と
い
う
こ
と
か
ら
皇

族
出
身
者
の
み
で
あ
り
、
夫
人
に
は
三
名
で
三
位
以
上
の
者
、
嬪
に
は
四

名
で
五
位
以
上
の
者
と
い
っ
た
よ
う
に
、
定
員
数
の
み
な
ら
ず
身
分
に
よ

っ
て
定
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
平
安
時
代
に
な
る
と
、
キ
サ
キ
の
増

族
姓
を
見
て
み
る
と
、
相
反
す

る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
、
６
．
外
祖
父

の
と
こ
ろ
で
詳
し
く
述
べ
る
こ

と
と
す
る
。

　

第
二
に
、
身
位
に
つ
い
て
で

あ
る
。

　

表
７
は
時
代
ご
と
に
斎
宮
に

選
定
さ
れ
た
母
親
の
身
位
を
、

後
宮
の
身
分
に
し
た
が
っ
て
区

分
し
た
も
の
で
あ
る
。
平
安
時

代
以
前
で
は
、
後
宮
の
身
分
と

し
て
、
皇
后
・
妃
・
夫
人
・

嬪
・
宮
人
が
挙
げ
ら
れ
る
。

妃
二
員
、
右
四
品
以
上
、

夫
人
三
員
、
右
三
位
以
上
、
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伊勢斎宮の選定に関する小考

加
に
よ
り
、
皇
后
・
妃
・
夫
人
・
嬪
の
下
位
に
定
員
数
を
補
う
女
御
・
更

衣
が
出
現
し
た
。
次
第
に
妃
・
夫
人
・
嬪
の
身
分
が
衰
退
し
、
代
わ
り
に

女
御
・
更
衣
の
身
分
が
上
昇
し
た
（
55
）。

特
に
女
御
は
、
皇
后
の
次
の
身
分
と

な
る
。
一
方
、
更
衣
は
、
村
上
朝
以
降
は
見
ら
れ
な
く
な
る
。
こ
れ
を
踏

ま
え
、
皇
族
と
氏
族
と
を
分
け
た
。
さ
ら
に
皇
族
内
で
も
内
親
王
と
女
王

に
分
け
、
身
位
を
、
皇
后
・
妃
・
女
御
・
そ
の
他
に
分
け
た
。
ま
た
、
氏

族
も
同
様
と
し
て
、
皇
后
・
夫
人
・
嬪
・
宮
人
・
女
御
・
更
衣
・
そ
の
他

に
分
け
た
（
56
）。

　

律
令
制
成
立
期
か
ら
平
安
後
期
ま
で
、
皇
族
の
例
は
、
四
十
一
例
中
九

例
と
な
る
。
内
親
王
六
例
、
女
王
三
例
あ
る
。
内
親
王
六
例
中
、
妃
三

例
・
皇
后
一
例
・
そ
の
他
二
例
と
な
り
、
妃
の
例
が
多
い
。
ま
た
、
女
王

三
例
中
、
女
御
二
例
・
不
明
一
例
と
な
る
。
次
に
、
氏
族
出
身
の
者
の
身

位
を
見
て
い
く
と
、
四
十
一
例
中
、
皇
族
九
例
・
不
明
五
例
を
除
く
二
十

七
例
中
、
そ
の
他
十
一
例
・
更
衣
七
例
・
皇
后
（
中
宮
）
三
例
・
夫
人
二

例
・
宮
人
二
例
・
女
御
二
例
と
な
る
。
更
衣
は
、
平
安
中
期
以
外
は
見
ら

れ
な
い
が
、
他
の
時
代
、
そ
の
他
の
身
位
や
身
位
不
明
の
者
が
多
く
見
え

る
。
斎
宮
の
母
親
に
は
、
律
令
制
成
立
期
か
ら
平
安
後
期
の
全
時
代
に
わ

た
っ
て
、
少
数
な
が
ら
も
皇
族
の
母
を
持
つ
皇
女
が
選
定
さ
れ
て
い
た
。

こ
れ
は
、
皇
族
の
母
を
持
つ
皇
女
が
重
要
視
さ
れ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ

る
。
し
か
し
、
ミ
ウ
チ
体
制
に
よ
っ
て
、
天
皇
と
藤
原
氏
と
の
婚
姻
に
よ

り
、
キ
サ
キ
の
比
重
は
、
皇
族
か
ら
藤
原
氏
に
移
る
。
平
安
中
期
以
降
で

は
、
皇
族
や
藤
原
氏
北
家
出
自
が
多
く
な
っ
た
。
特
に
、
更
衣
か
そ
れ
以

下
の
身
位
の
女
性
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

５
．
斎
宮
の
同
母
兄
弟
に
つ
い
て

　

斎
宮
に
卜
定
さ
れ
た
皇
女
の
同
母
兄
弟
を
検
討
を
加
え
る
。

　

平
安
時
代
に
入
る
と
、
皇
子
女
の
増
加
に
よ
っ
て
皇
族
の
保
護
が
国
家

財
政
を
圧
迫
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
財
政
の
負
担
を
軽
減

さ
せ
る
処
置
と
し
て
、
皇
子
女
に
親
王
宣
下
や
臣
籍
降
下
が
行
な
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
天
皇
の
子
女
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
自
動
的
に

「
親
王
」
や
「
内
親
王
」
に
な
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
た
め
に
は

「
親
王
宣
下
」
を
受
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。「
親
王
」
や
「
内
親

王
」
に
な
れ
な
い
者
も
い
た
の
で
あ
る
。
斎
宮
に
選
定
さ
れ
た
皇
女
を
見

て
み
る
と
、
伴
瀬
明
美
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
院
政
期
で
は
「
内
親
王

た
ち
は
卜
定
さ
れ
な
か
っ
た
ら
宣
下
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
可
能
性
が

大
き
い
」
と
指
摘
す
る
（
57
）。
つ
ま
り
、
斎
宮
に
選
定
さ
れ
た
皇
女
は
、
親
王

宣
下
が
行
な
わ
れ
、「
内
親
王
」
と
い
う
立
場
を
保
障
さ
れ
た
。
斎
宮
に

選
定
さ
れ
た
皇
女
の
同
母
兄
弟
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

表
８
は
、
斎
宮
に
選
定
さ
れ
た
皇
女
（
女
王
）
の
同
母
兄
弟
と
そ
の
身

位
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

斎
宮
に
は
、
天
皇
と
同
母
姉
妹
で
は
な
く
、
天
皇
と
異
母
姉
妹
が
選
定

さ
れ
る
例
が
多
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
律
令
制
成
立
期
か
ら
平
安
後

期
ま
で
、
四
十
一
名
の
う
ち
、
女
王
十
二
名
を
除
く
二
十
九
名
中
、
同
母

兄
弟
が
い
る
斎
宮
は
十
九
名
い
た
。
天
皇
と
同
母
姉
妹
が
斎
宮
に
選
定
さ

れ
た
例
を
具
体
的
に
挙
げ
て
み
る
と
、
次
の
三
例
と
な
る
。

柔
子
内
親
王
（ 

醍
醐
斎
宮
、
天
皇
と
の
血
縁
で
は
姉
妹
）



154

輔
子
内
親
王
（ 

冷
泉
斎
宮
、
天
皇
と
の
血
縁
で
は
姉
妹
、
円
融
と
も
同

母
兄
弟
）

良
子
内
親
王
（ 

後
朱
雀
斎
宮
、
天
皇
と
の
血
縁
で
は
ム
ス
メ
、
後
三
条

と
同
母
兄
弟
）

　

十
九
名
中
三
名
し
か
存
在
し
な
い
。
天
皇
位
に
即
く
皇
子
を
主
流
と
す

れ
ば
、
斎
宮
と
同
母
兄
弟
の
皇
子
は
、
傍
系
を
意
味
し
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。

　

次
に
、
臣
籍
降
下
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
臣
籍
降
下
し
た
親
王

を
同
母
兄
弟
に
持
つ
斎
宮
は
、
十
九
名
中
二
名
で
、
朱
雀
朝
の
一
代
目
の

斎
宮
で
あ
る
雅
子
内
親
王
と
、
村
上
朝
の
一
代
目
の
斎
宮
で
あ
る
英
子
内

親
王
だ
け
で
、
斎
宮
の
同
母
兄
弟
の
ほ
と
ん
ど
は
、「
親
王
」
と
い
う
地

位
で
い
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
あ
る
程
度
、「
親
王
」
と
い
う
身

分
が
維
持
で
き
る
立
場
に
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
雅
子
内
親
王
に

は
、
臣
籍
降
下
し
た
記
事
が
見
ら
れ
る
。

太
政
官
符
、
民
部
省
〈
承
知
下
二

中
務
、
式
部
、
大
蔵
、
宮
内
等

省
、一〉、

　
　

源
朝
臣
高
明
、
年
八
、
源
朝
臣
兼
明
、
年
八
、

　
　

源
朝
臣
自
明
、
年
四
、
源
朝
臣
允
明
、
年
三
、

　
　

源
朝
臣
兼
子
、
年
七
、
源
朝
臣
雅
子
、
年
七
、

　
　

源
朝
臣
厳
子
、
年
六
、

右
右
大
臣
宣
、
奉
レ

勅
、
件
七
人
是
皇
子
也
、
而
依
二

去
年
十
二
月
二

十
八
日
勅
書
一

賜
姓
、
貫
二

左
京
一
条
一
坊
一

、
宜
下

以
二

高
明
一

為
中

戸

主
下

者
、
省
宜
承
知
、
依
レ

宣
行
レ

之
、
符
到
奉
行
、
…
…
（
58
）

　
「
源
朝
臣
雅
子
、
年
七
（
59
）」
と
い
う
こ
と
か
ら
、
延
喜
二
十
年
（
九
二
〇
）

十
二
月
二
十
八
日
に
同
母
兄
弟
で
あ
る
高
明
や
兼
子
と
と
も
に
源
氏
に
賜

姓
さ
れ
た
よ
う
だ
。
雅
子
が
、「
卜
二

定
伊
勢
賀
茂
斎
王
等
一

、
先
帝
第
十

雅
子
内
親
王
伊
勢
卜
食
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
承
平
元
年
（
九
三
一
）
十

二
月
二
十
五
日
に
朱
雀
朝
の
一
代
目
の
斎
宮
に
卜
定
さ
れ
た
（
60
）。
卜
定
時
以

前
に
「
内
親
王
」
に
復
さ
れ
て
い
た
史
料
が
見
え
な
い
が
、
こ
の
時
に
は

「
内
親
王
」
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
雅
子
内
親
王
が
、
事
前

に
斎
宮
の
候
補
者
と
し
て
挙
が
っ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
急
遽
、
決
ま
っ

た
可
能
性
が
あ
る
。

　

次
に
、
親
王
の
位
階
と
官
職
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
平
安
時
代
以
前
や

平
安
前
期
で
は
、
七
名
の
斎
宮
に
兄
弟
が
九
名
い
た
。
そ
の
な
か
で
も
、

政
治
の
中
枢
か
ら
廃
さ
れ
た
親
王
が
五
名
見
ら
れ
る
。
天
武
朝
斎
宮
の
大

来
皇
女
の
同
母
兄
弟
で
あ
る
大
津
皇
子
は
、
謀
反
の
罪
で
処
刑
さ
れ
た
。

光
仁
朝
斎
宮
の
酒
人
内
親
王
の
兄
弟
で
あ
る
他
戸
親
王
は
、
宝
亀
三
年

（
七
七
二
）
に
そ
の
母
井
上
内
親
王
が
蠱
巫
事
件
に
よ
り
、
廃
后
さ
れ
、

そ
れ
を
受
け
て
、
他
戸
親
王
も
廃
太
子
さ
れ
た
。
平
城
朝
斎
宮
の
大
原
内

親
王
の
兄
弟
で
あ
る
高
岳
親
王
と
巨
勢
親
王
が
お
り
、
高
岳
親
王
は
薬
子

の
変
で
廃
太
子
さ
れ
、
巨
勢
親
王
は
無
品
で
あ
っ
た
が
兄
・
高
岳
親
王
の

廃
太
子
の
影
響
を
受
け
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
政

治
的
に
は
優
遇
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
淳
和
朝
斎
宮
の
氏
子

内
親
王
の
兄
弟
で
あ
る
恒
世
親
王
は
自
ら
皇
太
子
を
辞
退
し
て
い
る
。
し



表
８　

斎
宮
の
同
母
兄
弟

天
皇

斎
宮

父

母

同
母
兄
弟

同
母
兄
弟
の
詳
細

天
武

大
来
皇
女

天
武

大
田
皇
女

大
津
皇
子

朱
鳥
元
年
（
六
八
六
）、
謀
反
罪
に
よ
り
死
罪
。

文
武

託
基
皇
女

天
武

宍
人
臣

媛
娘
忍
壁
皇
子

三
品
知
太
政
官
事
。

磯
城
皇
子

浄
広
一
。

泉
内
親
王

天
智

忍
海
色
夫
古
娘
川
島
皇
子

浄
大
三
、
贈
浄
広
一
。

田
形
内
親
王

天
武

蘇
我
太
蕤
娘

穂
積
皇
子

一
品
知
太
政
官
事
。

元
正

久
勢
女
王

不
明

不
明

不
明

不
明

井
上
内
親
王

聖
武

県
犬
養
広
刀
自

̶
̶

聖
武

県
女
王

高
丘
王
か

不
明

不
明

不
明

孝
謙

小
宅
女
王

三
原
王

不
明

不
明

不
明

淳
仁

安
倍
内
親
王

淳
仁
か

不
明

̶
̶

光
仁

酒
人
内
親
王

光
仁

井
上
内
親
王

他
戸
親
王

宝
亀
三
年
（
七
七
二
）
に
廃
太
子
さ
れ
る
。

浄
庭
女
王

神
王

弥
努
摩
内
親
王

̶
̶

桓
武

朝
原
内
親
王

桓
武

酒
人
内
親
王

̶
̶

布
勢
内
親
王

桓
武

中
臣
丸
豊
子

̶
̶

平
城

大
原
内
親
王

平
城

伊
勢
継
子

高
岳
親
王

弘
仁
元
年
（
八
一
〇
）
に
廃
太
子
さ
れ
る
。

巨
勢
親
王

無
品
。

嵯
峨

仁
子
内
親
王

嵯
峨

大
原
浄
子

̶
̶

淳
和

氏
子
内
親
王

淳
和

高
志
内
親
王

恒
世
親
王

三
品
中
務
卿
。
皇
太
子
に
立
て
ら
れ
る
が
辞
退
。

宜
子
女
王

仲
野
親
王

菅
野
氏
女

̶
̶

仁
明

久
子
内
親
王

仁
明

高
宗
女
王

̶
̶

文
徳

晏
子
内
親
王

文
徳

藤
原
列
子

̶
̶

清
和

恬
子
内
親
王

文
徳

紀
静
子

惟
喬
親
王

四
品
上
野
太
守
。

惟
条
親
王

四
品
上
総
太
守
。

陽
成

識
子
内
親
王

清
和

藤
原
良
近
女

貞
平
親
王

三
品
神
祇
伯
。

掲
子
内
親
王

文
徳

藤
原
今
子

惟
恒
親
王

三
品
兵
部
卿
。

155

伊勢斎宮の選定に関する小考

か
し
、
九
名
の
う
ち
二
名
は
、

高
位
に
就
い
て
い
る
者
も
い
た
。

文
武
の
一
代
目
の
斎
宮
の
託
基

皇
女
の
兄
弟
で
あ
る
忍
壁
皇
子

は
三
品
知
太
政
官
事
に
、
文
武

三
代
目
の
斎
宮
田
形
内
親
王
の

兄
弟
で
あ
る
穂
積
皇
子
は
一
品

知
太
政
官
事
に
な
っ
て
い
る
。

残
り
の
二
名
を
挙
げ
る
と
、
託

基
皇
女
の
兄
弟
で
あ
る
磯
城
皇

子
は
浄
広
一
に
な
っ
て
お
り
（
61
）、

文
武
の
二
代
目
の
斎
宮
の
泉
内

親
王
の
兄
弟
で
あ
る
川
島
皇
子

は
、
浄
大
三
で
、
後
に
浄
広
一

が
贈
ら
れ
た
。

　

平
安
中
期
以
降
に
な
る
と
、

十
二
名
の
斎
宮
に
兄
弟
が
お
り
、

二
十
七
名
に
の
ぼ
る
。
そ
の
う

ち
、
天
皇
に
即
位
し
た
親
王
四

名
・
不
明
一
名
・
そ
の
他
三
名

（
僧
に
な
っ
た
師
明
親
王
、
皇
太

子
を
遜
位
し
院
と
な
っ
た
敦
明
親

王
、
夭
折
し
た
徽
子
女
王
の
皇



天
皇

斎
宮

父

母

同
母
兄
弟

同
母
兄
弟
の
詳
細

光
孝

繁
子
内
親
王

光
孝

滋
野
直
子
か

̶
̶

宇
多

元
子
女
王

本
康
親
王

不
明

不
明

不
明

醍
醐

柔
子
内
親
王

宇
多

藤
原
胤
子

敦
仁
親
王

醍
醐
天
皇
。

敦
慶
親
王

二
品
、
中
務
卿
、
式
部
卿
等
を
歴
任
。

敦
固
親
王

二
品
兵
部
卿
。

敦
実
親
王

一
品
式
部
卿
。

朱
雀

雅
子
内
親
王

醍
醐

源
周
子

時
明
親
王

無
品
。

盛
明
親
王

源
氏
に
賜
姓
、
親
王
宣
下
。
四
品
上
野
太
守
。

源
高
明

正
二
位
左
大
臣
。
安
和
の
変
に
て
廃
さ
れ
る
。

斉
子
内
親
王

醍
醐

源
和
子

常
明
親
王

三
品
刑
部
卿
。

式
明
親
王

三
品
中
務
卿
。

有
明
親
王

三
品
兵
部
卿
。

徽
子
女
王

重
明
親
王

藤
原
寛
子

̶
̶

村
上

英
子
内
親
王

醍
醐

藤
原
淑
姫

長
明
親
王

四
品
。

兼
明
親
王

源
氏
に
賜
姓
、
後
に
親
王
宣
下
。
二
品
中
務
卿
。

源
自
明

源
氏
賜
姓
。
正
四
位
下
参
議
。

悦
子
女
王

重
明
親
王

藤
原
寛
子

̶
̶

楽
子
内
親
王

村
上

荘
子
女
王

具
平
親
王

二
品
中
務
卿
。

冷
泉

輔
子
内
親
王

村
上

藤
原
安
子

憲
平
親
王

冷
泉
天
皇
。

守
平
親
王

円
融
天
皇
。

為
平
親
王

一
品
式
部
卿
。

円
融

隆
子
女
王

章
明
親
王

藤
原
敦
敏
女

̶
̶

規
子
内
親
王

村
上

徽
子
女
王

皇
子
夭
折

̶

花
山

済
子
女
王

章
明
親
王

藤
原
敦
敏
女

̶
̶

一
条

恭
子
女
王

為
平
親
王

源
高
明
女

̶
̶

三
条

当
子
内
親
王

三
条

藤
原
娍
子

敦
明
親
王

皇
太
子
を
遜
位
。
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子
）
を
除
く
十
九
例
を
対
象
と

す
る
。
品
位
に
つ
い
て
見
る
と
、

十
九
例
中
、
一
品
二
名
・
二
品

四
名
・
三
品
六
名
・
四
品
四

名
・
無
品
一
名
・
源
氏
三
名
と

な
る
。
特
に
、
一
品
や
二
品
に

な
っ
た
親
王
は
、
天
皇
と
同
母

兄
弟
の
者
が
多
い
。
一
品
に
な

っ
た
親
王
は
、
柔
子
内
親
王
と

同
母
兄
弟
の
敦
実
親
王
と
、
輔

子
内
親
王
と
同
母
兄
弟
の
為
平

親
王
で
あ
る
。
柔
子
は
、
醍
醐

と
同
母
兄
弟
で
あ
り
、
輔
子
内

親
王
は
冷
泉
と
同
母
兄
弟
で
あ

る
か
ら
、
敦
実
親
王
と
為
平
親

王
は
、
天
皇
と
同
母
兄
弟
に
あ

た
る
の
で
あ
る
。
二
品
に
な
っ

た
親
王
で
は
、
四
名
中
二
名
で

あ
る
敦
慶
親
王
・
敦
固
親
王
が

醍
醐
天
皇
と
同
母
兄
弟
で
あ
る
。

天
皇
と
同
母
兄
弟
は
、
品
位
に

お
い
て
優
遇
さ
れ
て
い
た
と
も

見
え
る
。
身
位
に
つ
い
て
み
る



敦
儀
親
王

三
品
、
式
部
卿
、
中
務
卿
等
を
歴
任
。

敦
平
親
王

二
品
兵
部
卿
。

師
明
親
王

東
大
寺
に
お
い
て
受
戒
。
性
心
。

後
一
条

嫥
子
女
王

具
平
親
王

為
平
親
王
女

̶
̶

後
朱
雀

良
子
内
親
王

後
朱
雀

禎
子
内
親
王

尊
仁
親
王

後
三
条
天
皇
。

後
冷
泉

嘉
子
内
親
王

敦
明
親
王

藤
原
寛
子

̶
̶

敬
子
女
王

敦
平
親
王

源
則
理
女

̶
̶

後
三
条

俊
子
内
親
王

後
三
条

藤
原
茂
子

貞
仁
親
王

白
河
天
皇
。

白
河

淳
子
女
王

敦
賢
親
王

源
親
方
女

̶
̶

媞
子
内
親
王

白
河

藤
原
賢
子

善
仁
親
王

堀
河
天
皇
。

堀
河

善
子
内
親
王

白
河

藤
原
道
子

̶
̶

鳥
羽

子
内
親
王

白
河

藤
原
季
実
女

̶
̶

崇
徳

守
子
女
王

輔
仁
親
王

源
師
忠
女

̶
̶

近
衛

妍
子
内
親
王

鳥
羽

藤
原
家
政
女

̶
̶

喜
子
内
親
王

堀
河

不
明

不
明

不
明

後
白
河

亮
子
内
親
王

後
白
河

藤
原
成
子

守
覚
法
親
王

仁
和
寺
門
跡
に
就
任
。

以
仁
王

平
氏
と
の
戦
い
で
死
去
。

二
条

好
子
内
親
王

後
白
河

藤
原
成
子

（
右
に
同
じ
）
（
右
に
同
じ
）

六
条

休
子
内
親
王

後
白
河

藤
原
成
子

（
右
に
同
じ
）
（
右
に
同
じ
）

高
倉

惇
子
内
親
王

後
白
河

藤
原
公
成
女

̶
̶

功
子
内
親
王

高
倉

藤
原
公
重
女

̶
̶

後
鳥
羽

潔
子
内
親
王

高
倉

藤
原
豊
子

̶
̶

土
御
門

粛
子
内
親
王

後
鳥
羽

源
信
良
女

̶
̶

順
徳

熙
子
内
親
王

後
鳥
羽

丹
波
局

̶
̶

（
注
） 『
日
本
書
紀
』
と
い
っ
た
六
国
史
を
は
じ
め
、『
日
本
紀
略
』『
一
代
要
記
』
な
ど
の
史
料
、
角
田
文
衛
『
日
本
の
後
宮
』（
学
燈
社
、

一
九
七
三
年
）、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
大
日
本
史
料
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
参
考
に
し
て
作
成
し
た
。
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と
、
中
務
卿
、
兵
部
卿
、
式
部

卿
が
多
く
見
ら
れ
る
。
品
位
は
、

位
田
・
品
封
・
資
人
を
決
め
る

重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
平

安
時
代
以
降
、
品
位
が
皇
族
の

経
済
を
保
障
す
る
重
要
な
役
割

を
有
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く

い
。
ま
た
、
親
王
の
官
職
に
つ

い
て
、
黒
板
伸
夫
氏
は
、「
儀

制
的
な
官
職
」
＝
「
権
威
的
」

と
い
う
意
味
合
い
が
あ
る
と
指

摘
し
て
い
る
（
62
）。

　

以
上
、
斎
宮
の
同
母
兄
弟
は
、

天
皇
に
即
位
し
な
か
っ
た
者
が

多
か
っ
た
。
平
安
時
代
以
前
か

ら
平
安
前
期
で
は
、
皇
位
継
承

権
を
得
ら
れ
な
い
、
ま
た
は
、

政
治
的
に
排
除
さ
れ
た
皇
子
が

見
ら
れ
た
。
平
安
中
期
以
降
で

は
、
臣
籍
降
下
を
行
な
わ
な
い

者
が
多
く
、「
親
王
」
と
い
う

地
位
を
維
持
で
き
た
立
場
で
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
位
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階
や
官
職
に
就
い
て
い
た
親
王
が
多
く
、
三
品
か
四
品
、
中
務
卿
や
兵
部

卿
と
い
う
立
場
に
い
た
が
、
い
ず
れ
も
形
式
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
斎
宮
の
同
母
兄
弟
の
皇
子
に
注
目
し
た
が
、
他
の
皇
子
の
在

り
方
な
ど
、
検
討
す
る
余
地
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
特
色
を
挙
げ
る
だ
け

に
と
ど
め
る
こ
と
と
し
た
い
。

６
．
斎
宮
と
外
祖
父
に
つ
い
て

　

平
安
時
代
に
お
い
て
は
、
結
婚
形
態
が
招
婿
婚
で
あ
り
、
子
供
は
、
母

方
で
あ
る
外
祖
父
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
皇
子
女
に

つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
皇
室
経
済
を
研
究
し
た
竹
島
寛
氏
は
、「
外
戚

の
支
給
が
親
王
の
御
経
済
に
影
響
せ
し
は
想
像
す
る
だ
に
明
ら
か
な
る
事

な
り
」
と
指
摘
し
（
63
）、
内
親
王
に
つ
い
て
研
究
さ
れ
た
坂
井
潔
子
氏
も

「
親
王
の
収
入
を
占
め
て
い
た
の
は
、
両
親
ま
た
は
外
戚
か
ら
の
贈
与
」

と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
（
64
）、

皇
子
女
が
外
祖
父
に
依
存
す
る
と
こ
ろ
が
大

き
か
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
斎
宮
に
選
定
さ
れ
た
皇
女
ま
た
は
女
王

も
、
外
祖
父
か
ら
の
援
助
を
受
け
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
斎
宮
の
外
祖
父

に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

　

表
９
は
斎
宮
の
外
祖
父
（
女
王
の
場
合
は
父
親
王
）
の
身
位
と
没
年
を

示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
表
に
は
、
二
つ
の
目
的
が
あ
る
。
第
一
に
、

斎
宮
に
選
定
さ
れ
た
時
の
外
祖
父
の
身
分
と
、
極
官
を
示
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
斎
宮
の
選
定
が
外
祖
父
に
ど
の
よ
う
な
政
治
的
影
響
を
与
え
た
か
を

検
討
す
る
。
第
二
に
、
斎
宮
の
卜
定
時
に
外
祖
父
の
生
存
を
確
認
す
る
こ

と
で
、
斎
宮
が
外
祖
父
か
ら
の
援
助
を
受
け
て
い
た
か
否
か
を
検
討
す
る
。

な
お
、
斎
宮
が
女
王
で
あ
る
場
合
、
父
で
あ
る
親
王
を
別
の
項
目
と
し
て

挙
げ
た
。

　

第
一
に
外
祖
父
の
地
位
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
平
安
時
代
以
前
や
平
安

前
期
で
は
、
地
位
不
明
な
外
祖
父
が
目
立
つ
が
、
平
安
中
期
以
降
に
な
る

と
、
太
政
大
臣
や
参
議
な
ど
高
官
に
上
っ
た
外
祖
父
が
多
く
見
ら
れ
る
。

特
に
平
安
後
期
に
顕
著
で
あ
る
。
ま
た
、
極
官
と
斎
宮
の
卜
定
時
の
官
職

に
は
、
大
差
が
な
い
。
斎
宮
の
選
定
に
よ
っ
て
、
外
祖
父
が
官
職
の
優
遇

な
ど
を
受
け
た
形
跡
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
斎
宮
の
候
補
者
が
外
祖
父
か
ら
の
援
助
を
受
け
て
い
る
か
ど

う
か
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
平
安
時
代
以
前
や
平
安
前
期
に
外
祖
父

の
身
分
が
不
明
な
者
が
多
い
の
は
、
外
祖
父
の
地
位
が
低
い
た
め
に
史
料

に
残
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
外
祖
父

の
地
位
が
低
い
た
め
に
、
皇
女
が
経
済
的
な
援
助
を
充
分
に
受
け
て
い
な

か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
平
安
中
期
に
な
る
と
、
徐
々
に
官
職
の
高
い
外

祖
父
が
増
え
る
。
特
に
平
安
後
期
で
は
顕
著
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
４
．
母

親
の
族
姓
で
、
斎
宮
に
は
藤
原
氏
北
家
出
自
の
女
性
が
最
も
多
か
っ
た
こ

と
と
関
連
し
て
い
る
。
藤
原
氏
北
家
が
天
皇
と
の
ミ
ウ
チ
体
制
を
深
化
さ

せ
た
た
め
で
あ
り
、
キ
サ
キ
に
藤
原
氏
北
家
出
自
の
女
性
が
多
く
な
っ
た

た
め
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
点
は
、
外
祖
父
の
中
で
官
職
が
高
い
者
、
特

に
藤
原
氏
北
家
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
斎
宮
の
卜
定
時
に
は
故
人
と
な

っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。
平
安
前
期
か
ら
平
安
後
期
ま
で
、
藤

原
氏
北
家
十
例
中
、
卜
定
時
に
亡
く
な
っ
て
い
る
例
は
七
例
に
の
ぼ
る
。

こ
れ
が
示
す
の
は
、
卜
定
時
に
外
祖
父
が
亡
く
な
っ
て
い
る
た
め
に
選
定
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に
つ
い
て
関
与
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
４
．
母
親
の
族
姓
の
結

果
か
ら
斎
宮
軽
視
を
否
定
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
斎
宮
卜
定
時

に
外
祖
父
が
亡
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
平
安
時
代
の
藤
原
氏
北

家
外
祖
父
の
死
に
よ
っ
て
、
皇
女
が
生
活
の
保
障
を
失
っ
て
い
た
こ
と
も

示
す
可
能
性
が
あ
る
。
皇
子
女
の
経
済
に
触
れ
る
史
料
は
残
っ
て
お
ら
ず
、

そ
の
実
態
を
つ
か
む
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
一
方
、
斎
院
に
つ
い
て
触

れ
る
と
、
東
郷
富
規
子
氏
は
、
選
子
内
親
王
の
長
期
の
斎
院
の
在
位
に
つ

い
て
、
選
子
内
親
王
が
後
見
人
で
あ
る
外
祖
父
の
藤
原
師
輔
を
天
徳
四
年

（
九
六
〇
）
に
、
母
の
安
子
を
康
保
元
年
（
九
六
四
）
に
亡
く
し
、
経
済
的

な
理
由
に
よ
っ
て
斎
院
に
留
め
置
か
れ
た
と
指
摘
す
る
（
65
）。
選
子
は
、
天
延

三
年
（
九
七
五
）、
円
融
朝
の
二
代
目
の
斎
院
と
し
て
選
定
さ
れ
、
以
降
、

花
山
・
一
条
・
三
条
・
後
一
条
朝
に
わ
た
り
、
斎
院
で
あ
り
続
け
た
。
選

子
は
、
選
定
以
前
に
父
・
母
を
亡
く
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

外
祖
父
は
皇
子
女
の
後
見
人
の
よ
う
な
役
割
が
あ
り
、
後
見
人
で
あ
る

外
祖
父
が
死
去
す
る
こ
と
で
生
活
の
保
障
が
な
く
な
る
こ
と
を
意
味
す
る

こ
と
も
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
斎
宮
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
皇
女
の
生
活
が

保
障
さ
れ
る
と
い
う
意
味
が
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

　

女
王
の
場
合
、
斎
宮
に
選
定
さ
れ
る
際
に
、
父
で
あ
る
親
王
が
生
存
し

て
い
る
場
合
が
多
い
。
女
王
は
母
の
出
身
が
不
明
な
者
が
多
く
、
生
活
の

保
障
を
し
て
く
れ
た
後
見
人
も
不
明
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
女
王
の
生
活
保

障
の
た
め
に
、
父
で
あ
る
親
王
が
意
図
的
に
自
分
の
女
を
斎
宮
に
推
挙
し

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
選
子
内
親
王
の
例
か
ら
も
、

斎
院
に
も
同
様
な
意
味
が
あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
斎

宮
や
斎
院
の
経
済
的
な
面
に
つ
い
て
は
、
詳
細
に
検
討
し
て
い
く
べ
き
で

あ
り
、
こ
れ
か
ら
の
課
題
に
し
て
い
き
た
い
。

　

以
上
、
斎
宮
に
選
定
さ
れ
た
皇
女
ま
た
は
女
王
を
、
六
つ
の
側
面
か
ら

検
討
し
て
き
た
。
斎
宮
に
選
定
さ
れ
た
皇
女
ま
た
は
女
王
の
傾
向
と
し
て

は
、
あ
る
程
度
、
天
皇
の
血
縁
は
重
視
さ
れ
て
い
る
が
、
平
安
時
代
に
入

る
と
、
藤
原
氏
北
家
の
関
与
が
指
摘
で
き
よ
う
。
ま
た
、
出
生
順
で
は
第

一
皇
女
の
選
定
が
多
く
、
年
齢
で
は
十
五
歳
以
下
の
選
定
例
が
多
い
が
、

こ
れ
は
不
明
な
例
が
多
い
。
む
し
ろ
、
斎
宮
に
選
定
さ
れ
る
基
準
と
な
っ

た
の
は
、
母
親
の
氏
族
や
身
位
・
外
祖
父
の
地
位
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

特
に
、
斎
宮
に
選
定
さ
れ
た
候
補
者
に
は
、
母
親
の
身
位
が
低
い
者
、
外

祖
父
の
身
位
が
低
い
者
、
身
分
が
高
い
者
で
も
故
人
で
あ
る
者
が
、
傾
向

と
し
て
見
ら
れ
る
。

　

斎
宮
に
選
定
さ
れ
た
皇
女
ま
た
は
女
王
は
、
経
済
的
に
も
政
治
的
に
も

恵
ま
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
が
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

　

天
武
朝
の
大
来
皇
女
か
ら
後
冷
泉
朝
の
敬
子
女
王
ま
で
の
斎
宮
を
通
し

て
、
時
代
別
の
選
定
や
選
定
基
準
に
つ
い
て
検
討
し
た
結
果
、
斎
宮
制
度

に
は
皇
女
の
生
活
を
保
障
し
て
い
る
と
い
う
一
側
面
が
あ
る
可
能
性
を
見

出
し
た
。

　

平
安
時
代
以
前
で
は
、
皇
族
中
心
の
政
治
に
よ
っ
て
皇
女
も
重
要
な
立

場
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
斎
宮
が
開
始
さ
れ
る
契
機
と
し
て
、
大
来
皇

女
の
場
合
、
政
治
的
に
排
除
さ
れ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
い
う
可
能
性
を



表 9　外祖父と父（女王の場合）の身位と没年

（注）「生存」は、卜定時の生存を意味する。

時代 斎王名 父 母 外祖父
名前 極官 卜定時の身位 没年

律令制
成立期

大来皇女 天武 大田皇女 天智 天皇 ̶ 天智 10 年（671）
託基皇女 天武 宍人臣 媛娘 宍人臣大麻呂 不明 不明 不明
泉内親王 天智 忍海色夫古娘 忍海造小龍 不明 不明 不明
田形内親王 天武 蘇我太蕤娘 蘇我赤兄 不明 不明 不明

奈良時代 久勢女王 不明 不明 不明 不明 不明 不明
井上内親王 聖武 県犬養広刀自 県犬養唐 讃岐守従五位下 不明 不明
県女王 高丘王か 不明 不明 不明 不明 不明
小宅女王 三原王 不明 不明 不明 不明 不明
安倍内親王 淳仁か 不明 不明 不明 不明 不明
酒人内親王 光仁 井上内親王 聖武 天皇 ̶ 天平勝宝 8年
浄庭女王 神王 弥努摩内親王 光仁 天皇 ̶ 天応元年（781）

平安前期 朝原内親王 桓武 酒人内親王 光仁 天皇 ̶ 天応元年（781）
布勢内親王 桓武 中臣丸豊子 中臣丸大魚 不明 不明 不明
大原内親王 平城 伊勢継子 伊勢老人 不明（正四位下） 不明 不明
仁子内親王 嵯峨 大原浄子 大原家継 不明（正六位上） 不明 不明
氏子内親王 淳和 高志内親王 桓武 天皇 ̶ 大同元年（806）
宜子女王 仲野親王 菅野氏女 不明 不明 不明 不明
久子内親王 仁明 高宗女王 岡屋王 不明 不明 不明
晏子内親王 文徳 藤原列子 藤原是雄 東宮亮（従五位上） ̶ 天長 8年（831）

平安中期 恬子内親王 文徳 紀静子 紀名虎 右兵衛督 ̶ 嘉祥元年（848）
識子内親王 清和 某女 藤原良近 神祇伯従四位下兼行美濃権守 ̶ 貞観 17 年（875）
掲子内親王 文徳 藤原今子 藤原守貞 参議兼上式部大輔（従四位上）̶ 貞観元年（859）
繁子内親王 光孝 滋野直子か 不明 不明 不明 不明
元子女王 本康親王 滋野縄子 滋野貞主 不明 ̶ 仁寿 2年（852）
柔子内親王 宇多 藤原胤子 藤原高藤 太政大臣（正一位） 参議（従三位） 昌泰 3年（900）
雅子内親王 醍醐 源周子 源唱 右大弁 不明 不明
斉子内親王 醍醐 源和子 光孝 天皇 ̶ 仁和 3年（887）
徽子女王 重明親王 藤原寛子 藤原忠平 関白・太政大臣 摂政・太政大臣 天暦 3年（949）
英子内親王 醍醐 藤原淑姫 藤原菅根 参議（従三位） ̶ 延喜 8年（908）
悦子女王 重明親王 藤原寛子 藤原忠平 関白・太政大臣 摂政・太政大臣 天暦 3年（949）
楽子内親王 村上 荘子女王 代明親王 三品　中務卿 ̶ 承平 7年（937）

平安後期 輔子内親王 村上 藤原安子 藤原師輔 右大臣正二位 ̶ 天徳 4年（960）
隆子女王 章明親王 某女 藤原敦敏 左近衛少将（正五位下） ̶ 天暦元年（947）
規子内親王 村上 徽子女王 重明親王 三品式部卿 ̶ 天暦 8年（954）
済子女王 章明親王 某女 藤原敦敏 左近衛少将（正五位下） ̶ 天暦元年（947）
恭子女王 為平親王 某女 源高明 左大臣 ̶ 天元 5年（982）
当子内親王 三条 藤原娍子 藤原済時 正二位大納言兼左大将 ̶ 長徳元年（995）
嫥子女王 具平親王 某女 為平親王 一品 ̶ 寛弘 7年（1010）
良子内親王 後朱雀 禎子内親王 三条 天皇 ̶ 寛仁元年（1017）
嘉子内親王 敦明親王 藤原寛子 藤原道長 太政大臣 ̶ 万寿 4年（1027）
敬子女王 敦平親王 某女 源則理 但馬守 不明 不明

院政期
前期

俊子内親王 後三条 藤原茂子 藤原能信 太政大臣（正一位） ̶ 治暦元年（1065）
淳子女王 敦賢親王 某女 源親方 不明 不明 不明
媞子内親王 白河 藤原賢子 藤原師房 太政大臣 関白 康和 3年（1101）
善子内親王 白河 藤原道子 藤原能長 内大臣 ̶ 永保 2年（1082）
子内親王 白河 某女 藤原季実 不明（従四位上） 不明 不明

守子女王 輔仁親王 某女 源師忠 大納言 ̶ 永久 2年（1114）
妍子内親王 鳥羽 某女 不明 不明 不明 不明
喜子内親王 堀河 不明 不明 不明 不明 不明

院政期
後期

亮子内親王 後白河 藤原成子 藤原季成 民部卿（正二位） 大納言 永万元年（1165）
好子内親王 後白河 藤原成子 藤原季成 民部卿（正二位） 大納言 永万元年（1165）
休子内親王 後白河 藤原成子 藤原季成 民部卿（正二位） ̶ 永万元年（1165）
惇子内親王 後白河 某女 藤原公能 右大臣（正二位） ̶ 永暦 2年（1161）
功子内親王 高倉 某女 藤原公重 不明（正四位下） 不明 治承 2年（1178）
潔子内親王 高倉 藤原豊子 藤原頼宗 右大臣（従一位） ̶ 治暦元年（1065）
粛子内親王 後鳥羽 某女 源信康 不明 不明 不明
熙子内親王 後鳥羽 丹波局 不明 不明 不明 不明

父（女王の場合） 卜定日
生存 極官 身位 没年 生存

12 月  3 日 × 天武  2 年（673） 4 月 14 日
不明 文武  2 年（698） 9 月 10 日
不明 大宝 元年（701） 2 月 16 日
不明 慶雲  3 年（706） 8 月 29 日
不明 不明 不明 不明 不明 養老 元年（717）か
不明 　 養老  5 年（721） 9 月 11 日
不明 不明 不明 不明 不明 天平 16 年（744）
不明 中務卿（正三位）中務卿（従三位）天平勝宝 4年（752）7 月 10 日 ○ 天平勝宝元年（749）9 月  6 日
不明 天平宝字 2年（758）8 月 19 日以前

 5 月  2 日 × 宝亀  3 年（772）11 月 13 日
12 月 23 日 ○ 右大臣 不明 大同元年（806）4 月 24 日 ○ 宝亀  6 年（775） 4 月 29 日
12 月 23 日 × 延暦 元年（782） 8 月  1 日

不明 延暦 16 年（797） 4 月 18 日
不明 大同 元年（806）11 月 13 日
不明 大同  4 年（809） 8 月 11 日

 3 月 17 日 × 弘仁 14 年（823） 6 月  3 日
不明 不明 不明 貞観 9年（867）正月 17 日 ○ 天長  5 年（828） 2 月 12 日
不明 天長 10 年（833） 3 月 26 日

 4 月  5 日 × 嘉祥  3 年（850） 7 月  9 日
× 貞観 元年（859）10 月  5 日

 9 月  9 日 × 元慶 元年（877） 2 月 17 日
 5 月  1 日 × 元慶  6 年（882） 4 月  7 日

不明 元慶  8 年（884） 3 月 22 日
× 一品式部卿 不明 延喜元年（901）12 月 14 日 ○ 寛平 元年（889） 2 月 16 日

 3 月 12 日 ○ 寛平  9 年（897） 8 月 13 日
不明 承平 元年（931）12 月 25 日

 8 月 26 日 × 承平  6 年（936）春か
 8 月 14 日 ○ 三品式部卿 不明 天暦 8年（954）9 月 14 日 ○ 承平  6 年（936） 9 月 12 日

× 天慶  9 年（946） 5 月 27 日
 8 月 14 日 ○ 三品式部卿 不明 天暦 8年（954）9 月 14 日 ○ 天暦 元年（947） 2 月 26 日
 3 月 29 日 × 　 天暦  9 年（955） 7 月 17 日
 5 月  4 日 × 安和 元年（968） 7 月  1 日

× 不明 不明 天暦元年（947）9 月 22 日 × 安和  2 年（969）11 月 16 日
9 月 14 日 × 天延  3 年（975） 2 月 27 日

× 不明 不明 天暦元年（947）9 月 22 日 × 永観  2 年（984）11 月  4 日
12 月 16 日 × 一品 不明 寛弘 7年（1010） ○ 寛和  2 年（986） 8 月  8 日
 4 月 23 日 × 長和 元年（1012）12 月  4 日
12 月 15 日 × 不明 不明 不明 不明 長和  5 年（1016） 2 月 19 日
 6 月  5 日 × 長元  9 年（1036）11 月 28 日
12 月  4 日 × 不明 不明 不明 不明 永承 元年（1046） 3 月 10 日

不明 不明 不明 永承 4年（1049）3 月 18 日 ○ 永承  6 年（1051）10 月  7 日
 2 月 × 延久 元年（1069） 2 月  9 日

不明 三品式部卿 不明 承暦元年（1077）8 月 17 日 ○ 延久  5 年（1073） 2 月 16 日
 2 月 13 日 ○ 承暦  2 年（1078） 8 月  2 日
11 月 14 日 × 寛治 元年（1087） 2 月 11 日

不明 天仁 元年（1108）10 月 28 日
 9 月 25 日 × 不明 不明 元永 2年（1119）11 月 28 日 × 保安  4 年（1123） 6 月  9 日

不明 康治 元年（1142） 2 月 26 日
不明 仁平 元年（1151） 3 月  2 日　
○ 保元 元年（1156） 4 月 19 日
○ 保元  3 年（1158）12 月 25 日
× 仁安 元年（1166）12 月  8 日
× 仁安  3 年（1168） 8 月 27 日
○ 治承 元年（1177）10 月 27 日
× 文治 元年（1185）11 月 15 日
不明 正治 元年（1199）12 月 24 日
不明 建保  3 年（1215） 3 月 14 日
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表 9　外祖父と父（女王の場合）の身位と没年

（注）「生存」は、卜定時の生存を意味する。

時代 斎王名 父 母 外祖父
名前 極官 卜定時の身位 没年

律令制
成立期

大来皇女 天武 大田皇女 天智 天皇 ̶ 天智 10 年（671）
託基皇女 天武 宍人臣 媛娘 宍人臣大麻呂 不明 不明 不明
泉内親王 天智 忍海色夫古娘 忍海造小龍 不明 不明 不明
田形内親王 天武 蘇我太蕤娘 蘇我赤兄 不明 不明 不明

奈良時代 久勢女王 不明 不明 不明 不明 不明 不明
井上内親王 聖武 県犬養広刀自 県犬養唐 讃岐守従五位下 不明 不明
県女王 高丘王か 不明 不明 不明 不明 不明
小宅女王 三原王 不明 不明 不明 不明 不明
安倍内親王 淳仁か 不明 不明 不明 不明 不明
酒人内親王 光仁 井上内親王 聖武 天皇 ̶ 天平勝宝 8年
浄庭女王 神王 弥努摩内親王 光仁 天皇 ̶ 天応元年（781）

平安前期 朝原内親王 桓武 酒人内親王 光仁 天皇 ̶ 天応元年（781）
布勢内親王 桓武 中臣丸豊子 中臣丸大魚 不明 不明 不明
大原内親王 平城 伊勢継子 伊勢老人 不明（正四位下） 不明 不明
仁子内親王 嵯峨 大原浄子 大原家継 不明（正六位上） 不明 不明
氏子内親王 淳和 高志内親王 桓武 天皇 ̶ 大同元年（806）
宜子女王 仲野親王 菅野氏女 不明 不明 不明 不明
久子内親王 仁明 高宗女王 岡屋王 不明 不明 不明
晏子内親王 文徳 藤原列子 藤原是雄 東宮亮（従五位上） ̶ 天長 8年（831）

平安中期 恬子内親王 文徳 紀静子 紀名虎 右兵衛督 ̶ 嘉祥元年（848）
識子内親王 清和 某女 藤原良近 神祇伯従四位下兼行美濃権守 ̶ 貞観 17 年（875）
掲子内親王 文徳 藤原今子 藤原守貞 参議兼上式部大輔（従四位上）̶ 貞観元年（859）
繁子内親王 光孝 滋野直子か 不明 不明 不明 不明
元子女王 本康親王 滋野縄子 滋野貞主 不明 ̶ 仁寿 2年（852）
柔子内親王 宇多 藤原胤子 藤原高藤 太政大臣（正一位） 参議（従三位） 昌泰 3年（900）
雅子内親王 醍醐 源周子 源唱 右大弁 不明 不明
斉子内親王 醍醐 源和子 光孝 天皇 ̶ 仁和 3年（887）
徽子女王 重明親王 藤原寛子 藤原忠平 関白・太政大臣 摂政・太政大臣 天暦 3年（949）
英子内親王 醍醐 藤原淑姫 藤原菅根 参議（従三位） ̶ 延喜 8年（908）
悦子女王 重明親王 藤原寛子 藤原忠平 関白・太政大臣 摂政・太政大臣 天暦 3年（949）
楽子内親王 村上 荘子女王 代明親王 三品　中務卿 ̶ 承平 7年（937）

平安後期 輔子内親王 村上 藤原安子 藤原師輔 右大臣正二位 ̶ 天徳 4年（960）
隆子女王 章明親王 某女 藤原敦敏 左近衛少将（正五位下） ̶ 天暦元年（947）
規子内親王 村上 徽子女王 重明親王 三品式部卿 ̶ 天暦 8年（954）
済子女王 章明親王 某女 藤原敦敏 左近衛少将（正五位下） ̶ 天暦元年（947）
恭子女王 為平親王 某女 源高明 左大臣 ̶ 天元 5年（982）
当子内親王 三条 藤原娍子 藤原済時 正二位大納言兼左大将 ̶ 長徳元年（995）
嫥子女王 具平親王 某女 為平親王 一品 ̶ 寛弘 7年（1010）
良子内親王 後朱雀 禎子内親王 三条 天皇 ̶ 寛仁元年（1017）
嘉子内親王 敦明親王 藤原寛子 藤原道長 太政大臣 ̶ 万寿 4年（1027）
敬子女王 敦平親王 某女 源則理 但馬守 不明 不明

院政期
前期

俊子内親王 後三条 藤原茂子 藤原能信 太政大臣（正一位） ̶ 治暦元年（1065）
淳子女王 敦賢親王 某女 源親方 不明 不明 不明
媞子内親王 白河 藤原賢子 藤原師房 太政大臣 関白 康和 3年（1101）
善子内親王 白河 藤原道子 藤原能長 内大臣 ̶ 永保 2年（1082）
子内親王 白河 某女 藤原季実 不明（従四位上） 不明 不明

守子女王 輔仁親王 某女 源師忠 大納言 ̶ 永久 2年（1114）
妍子内親王 鳥羽 某女 不明 不明 不明 不明
喜子内親王 堀河 不明 不明 不明 不明 不明

院政期
後期

亮子内親王 後白河 藤原成子 藤原季成 民部卿（正二位） 大納言 永万元年（1165）
好子内親王 後白河 藤原成子 藤原季成 民部卿（正二位） 大納言 永万元年（1165）
休子内親王 後白河 藤原成子 藤原季成 民部卿（正二位） ̶ 永万元年（1165）
惇子内親王 後白河 某女 藤原公能 右大臣（正二位） ̶ 永暦 2年（1161）
功子内親王 高倉 某女 藤原公重 不明（正四位下） 不明 治承 2年（1178）
潔子内親王 高倉 藤原豊子 藤原頼宗 右大臣（従一位） ̶ 治暦元年（1065）
粛子内親王 後鳥羽 某女 源信康 不明 不明 不明
熙子内親王 後鳥羽 丹波局 不明 不明 不明 不明

父（女王の場合） 卜定日
生存 極官 身位 没年 生存

12 月  3 日 × 天武  2 年（673） 4 月 14 日
不明 文武  2 年（698） 9 月 10 日
不明 大宝 元年（701） 2 月 16 日
不明 慶雲  3 年（706） 8 月 29 日
不明 不明 不明 不明 不明 養老 元年（717）か
不明 　 養老  5 年（721） 9 月 11 日
不明 不明 不明 不明 不明 天平 16 年（744）
不明 中務卿（正三位）中務卿（従三位）天平勝宝 4年（752）7 月 10 日 ○ 天平勝宝元年（749）9 月  6 日
不明 天平宝字 2年（758）8 月 19 日以前

 5 月  2 日 × 宝亀  3 年（772）11 月 13 日
12 月 23 日 ○ 右大臣 不明 大同元年（806）4 月 24 日 ○ 宝亀  6 年（775） 4 月 29 日
12 月 23 日 × 延暦 元年（782） 8 月  1 日

不明 延暦 16 年（797） 4 月 18 日
不明 大同 元年（806）11 月 13 日
不明 大同  4 年（809） 8 月 11 日

 3 月 17 日 × 弘仁 14 年（823） 6 月  3 日
不明 不明 不明 貞観 9年（867）正月 17 日 ○ 天長  5 年（828） 2 月 12 日
不明 天長 10 年（833） 3 月 26 日

 4 月  5 日 × 嘉祥  3 年（850） 7 月  9 日
× 貞観 元年（859）10 月  5 日

 9 月  9 日 × 元慶 元年（877） 2 月 17 日
 5 月  1 日 × 元慶  6 年（882） 4 月  7 日

不明 元慶  8 年（884） 3 月 22 日
× 一品式部卿 不明 延喜元年（901）12 月 14 日 ○ 寛平 元年（889） 2 月 16 日

 3 月 12 日 ○ 寛平  9 年（897） 8 月 13 日
不明 承平 元年（931）12 月 25 日

 8 月 26 日 × 承平  6 年（936）春か
 8 月 14 日 ○ 三品式部卿 不明 天暦 8年（954）9 月 14 日 ○ 承平  6 年（936） 9 月 12 日

× 天慶  9 年（946） 5 月 27 日
 8 月 14 日 ○ 三品式部卿 不明 天暦 8年（954）9 月 14 日 ○ 天暦 元年（947） 2 月 26 日
 3 月 29 日 × 　 天暦  9 年（955） 7 月 17 日
 5 月  4 日 × 安和 元年（968） 7 月  1 日

× 不明 不明 天暦元年（947）9 月 22 日 × 安和  2 年（969）11 月 16 日
9 月 14 日 × 天延  3 年（975） 2 月 27 日

× 不明 不明 天暦元年（947）9 月 22 日 × 永観  2 年（984）11 月  4 日
12 月 16 日 × 一品 不明 寛弘 7年（1010） ○ 寛和  2 年（986） 8 月  8 日
 4 月 23 日 × 長和 元年（1012）12 月  4 日
12 月 15 日 × 不明 不明 不明 不明 長和  5 年（1016） 2 月 19 日
 6 月  5 日 × 長元  9 年（1036）11 月 28 日
12 月  4 日 × 不明 不明 不明 不明 永承 元年（1046） 3 月 10 日

不明 不明 不明 永承 4年（1049）3 月 18 日 ○ 永承  6 年（1051）10 月  7 日
 2 月 × 延久 元年（1069） 2 月  9 日

不明 三品式部卿 不明 承暦元年（1077）8 月 17 日 ○ 延久  5 年（1073） 2 月 16 日
 2 月 13 日 ○ 承暦  2 年（1078） 8 月  2 日
11 月 14 日 × 寛治 元年（1087） 2 月 11 日

不明 天仁 元年（1108）10 月 28 日
 9 月 25 日 × 不明 不明 元永 2年（1119）11 月 28 日 × 保安  4 年（1123） 6 月  9 日

不明 康治 元年（1142） 2 月 26 日
不明 仁平 元年（1151） 3 月  2 日　
○ 保元 元年（1156） 4 月 19 日
○ 保元  3 年（1158）12 月 25 日
× 仁安 元年（1166）12 月  8 日
× 仁安  3 年（1168） 8 月 27 日
○ 治承 元年（1177）10 月 27 日
× 文治 元年（1185）11 月 15 日
不明 正治 元年（1199）12 月 24 日
不明 建保  3 年（1215） 3 月 14 日
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指
摘
し
た
。
し
か
し
、
斎
宮
の
伊
勢
派
遣
は
、
国
家
神
と
し
て
伊
勢
神
宮

を
神
格
化
す
る
目
的
も
強
く
、
政
治
的
な
側
面
だ
け
で
は
な
く
、
宗
教
的

な
側
面
に
つ
い
て
も
改
め
て
検
討
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
平
安
時
代
以
降

で
は
、
皇
女
の
地
位
の
低
下
に
よ
っ
て
、
斎
宮
に
は
政
治
的
基
盤
が
弱
い

皇
女
が
選
定
さ
れ
る
と
い
う
変
化
が
起
こ
っ
た
。
斎
宮
の
血
縁
者
を
見
て

い
く
と
、
外
祖
父
・
母
に
は
身
分
の
低
い
者
が
、
同
母
兄
弟
に
は
皇
位
継

承
者
と
は
な
ら
な
い
者
が
見
ら
れ
た
。
平
安
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
、

外
祖
父
で
は
藤
原
氏
北
家
の
者
や
身
分
の
高
い
者
が
見
ら
れ
る
が
、
斎
宮

の
卜
定
時
に
は
、
故
人
と
な
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
特
に
母
の
族
姓
・
身
位
、
外
祖
父
の
地
位
と
そ
の
死

が
、
当
時
の
社
会
に
お
い
て
大
き
な
意
味
を
持
ち
、
皇
子
女
の
在
り
方
を

決
め
て
し
ま
う
。
こ
れ
ら
の
側
面
を
通
し
て
斎
宮
に
つ
い
て
見
て
い
く
と
、

政
治
的
・
経
済
的
に
も
優
遇
さ
れ
て
い
な
い
皇
女
が
斎
宮
に
選
定
さ
れ
て

い
る
と
い
う
特
色
が
浮
か
び
上
が
る
の
で
あ
る
。

　

平
安
時
代
以
降
、
皇
子
女
の
立
場
が
低
下
し
て
い
く
な
か
で
、
斎
宮
制

度
が
存
続
さ
れ
た
の
は
、
国
家
神
を
ま
つ
る
と
い
う
律
令
制
の
伝
統
を
守

る
た
め
、
皇
女
の
経
済
的
な
安
定
を
保
障
す
る
代
わ
り
に
斎
宮
に
選
定
さ

れ
る
側
面
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　

親
し
い
肉
親
と
の
別
れ
を
悲
し
む
皇
女
た
ち
は
、
国
家
神
で
あ
る
伊
勢

神
宮
に
奉
仕
す
る
と
と
も
に
、
生
活
を
保
障
さ
れ
る
側
面
を
持
ち
合
わ
せ
、

伊
勢
へ
と
下
向
し
た
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
、
そ
の
悲
し
み
と
は
裏
腹
に
、

あ
る
い
は
そ
う
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
素
晴
し
い
和
歌
と
い
っ
た
文
化
が

残
さ
れ
て
い
る
。
斎
宮
は
、
政
治
的
、
文
化
的
、
そ
し
て
、
宗
教
的
な
側

面
か
ら
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
本
稿
で
は
、
斎
宮
に

選
定
さ
れ
た
皇
女
の
特
色
に
つ
い
て
多
角
的
な
視
点
か
ら
検
討
を
加
え
た

が
、
斎
宮
を
含
め
、
皇
女
の
在
り
方
に
つ
い
て
ま
で
、
追
求
し
得
な
か
っ

た
。
ま
た
、
平
安
時
代
を
中
心
と
し
て
論
じ
て
き
た
が
、
院
政
期
以
降
、

院
政
や
女
院
と
、
天
皇
家
の
在
り
方
が
大
き
く
変
化
し
、
さ
ら
に
は
、
武

家
社
会
の
誕
生
と
し
て
鎌
倉
幕
府
が
開
か
れ
る
と
い
っ
た
社
会
の
変
化
に

よ
っ
て
、
斎
宮
制
度
は
大
き
く
変
化
す
る
。
院
政
期
以
降
も
含
め
、
今
後

の
課
題
と
し
た
い
。

注（
１
）　

斎
宮
の
表
記
に
つ
い
て
は
、『
国
史
大
辞
典
』
の
「
斎
宮
」
の
項

（
所
功
氏
執
筆
）
に
、「
一
般
に
職
名
の
伊
勢
斎
王
を
指
す
が
、
本
来
は
そ

の
居
所
（
斎
王
宮
）
の
名
称
で
あ
る
」
と
挙
げ
て
い
る
（『
国
史
大
辞
典
』

第
六
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
、
一
四
四
頁
）。
し
か
し
、
西
洋

子
氏
は
、
八
世
紀
に
は
「
斎
内
親
王
」「
斎
王
」
に
つ
い
て
出
自
に
よ
り

明
確
な
使
い
分
け
が
な
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
（「
斎
宮
寮
に
つ
い
て
│

奈
良
時
代
を
中
心
と
し
て
│
」〈
関
晃
教
授
還
暦
記
念
会
編
『
日
本
古
代

史
研
究
』
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
〇
年
〉
一
七
一
頁
）、
榎
村
寛

之
氏
は
、「
一
般
名
詞
『
斎
王
』
は
平
安
時
代
に
成
立
し
た
言
葉
」
と
指

摘
し
て
お
り
（「『
斎
王
』
と
い
う
称
の
成
立
に
つ
い
て
」〈『
ヒ
ス
ト
リ

ア
』
一
五
一
掲
載
、
一
九
九
六
年
〉
三
頁
）、「
斎
王
」
と
い
う
表
記
に
つ

い
て
は
別
個
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
本
稿
で
は
、
便
宜
上
、
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『
国
史
大
辞
典
』
に
し
た
が
っ
て
、
伊
勢
斎
王
を
斎
宮
と
す
る
。
ま
た
賀

茂
斎
院
を
斎
院
と
表
記
す
る
（「
斎
院
」
に
つ
い
て
は
、『
国
史
大
辞
典
』

第
六
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
、
一
二
〇
頁
、
所
功
氏
執
筆
）。

（
２
）　

斎
宮
寮
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
田
中
卓
「
斎
王
制
度
の
成
立
に
つ
い

て
」（『
田
中
卓
著
作
集
四　

伊
勢
神
宮
の
創
祀
と
発
展
』
国
書
刊
行
会
、

初
出
は
一
九
五
八
、
一
九
五
九
年
）
を
は
じ
め
、
直
木
孝
次
郎
「
斎
宮
寮

成
立
の
時
期
に
つ
い
て
」（
井
上
薫
教
授
退
官
記
念
会
編
『
日
本
古
代
の

国
家
と
宗
教　

下
巻
』
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
〇
年
）、
ま
た
、

東
北
大
学
所
蔵
狩
野
本
『
類
聚
三
代
格
』
発
見
に
よ
る
熊
田
亮
介
「
斎
宮

寮
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
」（『
文
化
』
四
一
の
一
・
二
掲
載
、
一
九
七
七

年
）
を
契
機
に
、
西
洋
子
「
斎
宮
寮
に
つ
い
て
│
奈
良
時
代
を
中
心
と
し

て
│
」（
注
（
１
））、
古
川
淳
一
「
斎
宮
寮
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」（
笹

山
晴
生
先
生
還
暦
記
念
会
編
『
日
本
律
令
制
論
集　

下
巻
』
所
収
、
吉
川

弘
文
館
、
一
九
九
三
年
）
が
論
じ
て
い
る
。

（
３
）　

榎
村
寛
之
「
斎
王
制
と
天
皇
制
の
関
係
に
つ
い
て
」（『
律
令
天
皇
制

祭
祀
の
研
究
』
所
収
、
塙
書
房
、
初
出
は
一
九
九
一
年
）
一
四
四
頁
。

（
４
）　
『
延
喜
式
』
巻
第
五
・
斎
宮
。

（
５
）　

甲
田
利
雄
氏
は
、『
小
右
記
』
長
和
五
年
（
一
〇
一
六
）
二
月
一
八

日
条
か
ら
、
斎
王
は
、
卜
定
以
前
に
決
ま
っ
て
い
た
と
指
摘
す
る
（「
斎

宮
覚
書
」〈『
平
安
朝
臨
時
公
事
略
解
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
初
出
は
一

九
六
七
〜
一
九
七
一
年
〉
二
〇
八
頁
）。

（
６
）　

榎
村
寛
之
「
斎
王
制
と
天
皇
制
の
関
係
に
つ
い
て
」（
注
（
３
））
一

四
一
頁
。

（
７
）　
『
御
堂
関
白
記
』
長
和
元
年
（
一
〇
一
二
）
閏
十
月
九
日
条
。

（
８
）　
『
御
堂
関
白
記
』
長
和
元
年
十
月
二
十
五
日
条
。

（
９
）　
『
御
堂
関
白
記
』
長
和
五
年
二
月
十
三
日
条
。

（
10
）　
『
小
右
記
』
長
和
五
年
二
月
十
八
日
条
。

（
11
）　

榎
村
寛
之
「
斎
王
制
と
天
皇
制
の
関
係
に
つ
い
て
」（
注
（
３
））
一

四
四
頁
。

（
12
）　

他
に
斎
宮
の
創
始
に
つ
い
て
、
田
中
卓
氏
が
崇
神
紀
の
豊
鋤
入
姫
命

説
を
（
田
中
卓
「
斎
王
制
度
の
成
立
に
つ
い
て
」〈
注
（
２
）〉）、
岡
田
精

司
氏
は
雄
略
紀
の
稚
足
姫
説
を
（
岡
田
精
司
「
伊
勢
斎
王
の
起
源
伝
承
ヤ

マ
ト
ヒ
メ
と
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
」〈
三
重
の
文
化
財
と
自
然
を
守
る
会
編
・

刊
『
伊
勢
斎
王
宮
の
歴
史
と
保
存
』
所
収
、
一
九
七
八
年
〉）、
門
脇
禎
二

氏
は
欽
明
紀
の
磐
隈
皇
女
以
降
と
い
う
説
を
（
門
脇
禎
二
「
斎
王
女
か
ら

斎
王
制
へ
」〈『
古
代
文
化
』
四
十
三
│
三
掲
載
、
一
九
九
一
年
〉）、
そ
れ

ぞ
れ
唱
え
て
い
る
。

（
13
）　

①
や
②
は
、
一
代
の
天
皇
に
お
い
て
斎
宮
が
複
数
選
定
さ
れ
た
場
合

に
一
代
目
を
①
、
二
代
目
を
②
と
示
し
た
。
以
下
同
様
で
あ
る
。

（
14
）　

倉
本
一
宏
『
持
統
女
帝
と
皇
位
継
承
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
九

年
）
九
一
・
九
三
頁
。

（
15
）　
『
日
本
書
紀
』
朱
鳥
元
年
（
六
八
六
）
十
一
月
壬（
十
六
日
）

子
条
。

（
16
）　

草
壁
は
、
天
智
元
年
（
六
六
二
）
生
で
あ
り
、
斉
明
七
年
（
六
六

一
）
生
の
大
来
と
は
、
同
世
代
で
あ
り
、
充
分
、
婚
姻
も
あ
り
得
た
。

（
17
）　

倉
本
一
宏
『
奈
良
朝
の
政
変
劇 

皇
親
た
ち
の
悲
劇
』（
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
八
年
）
三
五
頁
、
倉
本
一
宏
『
持
統
女
帝
と
皇
位
継
承
』（
注
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（
14
））
一
五
八
頁
。

（
18
）　

託
基
皇
女
も
、
天
智
皇
子
で
あ
る
施
基
と
結
婚
し
、
春
日
王
の
母
と

な
る
。
ま
た
、
田
形
は
、
退
下
後
、
婚
姻
し
て
い
る
。『
万
葉
集
』
に
笠

縫
女
王
の
歌
に
「
六
人
部
王
母
曰
田
形
内
親
王
」
と
あ
る
。

（
19
）　

西
洋
子
「
斎
宮
寮
に
つ
い
て
」（
注
（
１
））
一
四
九
・
一
五
五
頁
。

（
20
）　
『
続
日
本
紀
』
慶
雲
三
年
（
七
〇
六
）
十
二
月
丙（
六
日
）子
条
に
は
、「
四
品

多
紀
内
親
王
」
と
あ
る
が
、
託
基
皇
女
と
同
一
人
物
だ
と
思
わ
れ
る
。
他

に
、
当
耆
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。

（
21
）　
『
一
代
要
記
』
に
、「
神
祇
記
云
、
是
時
斎
王
不
定
、
信
（
マ
マ
）

田
方
内
親

王
・
多
貴
内
親
王
各
一
度
参
入
、
次
智
努
女
王
、
次
円
方
女
王
、
各
一
度

参
入
云
々
」
と
あ
る
。
西
氏
に
よ
る
と
、「
田
方
内
親
王
」
や
「
多
貴
内

親
王
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
田
形
内
親
王
と
託
基
内
親
王
で
あ
り
、
斎
宮
の
経

験
者
と
し
て
遣
わ
さ
れ
た
と
指
摘
す
る
（
西
洋
子
「
斎
宮
寮
に
つ
い
て
」

〈
注
（
１
）〉
一
八
一
頁
）。

（
22
）　

寺
崎
保
広
「
智
努
女
王
に
つ
い
て
」（『
日
本
歴
史
』
六
三
三
掲
載
、

二
〇
〇
一
年
）
七
三
頁
。

（
23
）　
『
日
本
書
紀
』
天
武
四
年
（
六
七
五
）
二
月
丁（
十
三
日
）

亥
条
に
は
、
十
市
皇

女
・
阿
閇
皇
女
（
後
の
元
明
天
皇
）
が
伊
勢
神
宮
に
参
っ
た
と
あ
る
。

（
24
）　
『
日
本
書
紀
』
朱
鳥
元
年
（
六
八
六
）
四
月
丙（
二
十
七
日
）

申
条
に
は
、
山
背
姫

王
・
石
川
夫
人
が
伊
勢
神
宮
に
参
っ
た
と
あ
る
。
山
背
姫
王
は
、
不
明
で

あ
る
が
、
石
川
夫
人
は
、
蘇
我
太
蕤
娘
か
。
穂
積
皇
子
・
紀
皇
女
・
田
形

内
親
王
の
母
で
あ
る
。

（
25
）　
『
続
日
本
紀
』
養
老
元
年
（
七
一
七
）
夏
四
月
乙（
六
日
）亥

条
。

（
26
）　
『
続
日
本
紀
』
神
亀
四
年
（
七
二
七
）
九
月
壬（
三
日
）申

条
。

（
27
）　
『
続
日
本
紀
』
天
平
十
八
年
（
七
四
六
）
九
月
壬（
三
日
）子

条
。

（
28
）　

山
中
智
恵
子
『
斎
宮
志
』（
大
和
書
房
、
一
九
八
〇
年
）
九
七
頁
。

（
29
）　

榎
村
寛
之
「
斎
王
制
と
天
皇
制
の
関
係
に
つ
い
て
」（
注
（
３
））
一

四
九
頁
。

（
30
）　

榎
村
氏
は
、
淳
和
朝
の
二
代
目
に
選
定
さ
れ
る
斎
宮
は
、
次
の
天
皇

の
即
位
ま
で
の
「
中
継
ぎ
的
斎
宮
」
と
い
う
意
味
が
あ
り
、
内
親
王
で
は

な
く
女
王
が
選
定
さ
れ
た
と
指
摘
す
る
（「
斎
王
制
と
天
皇
制
の
関
係
に

つ
い
て
」〈
注
（
３
）〉
一
五
三
頁
）。
淳
和
天
皇
の
皇
女
と
出
生
順
は
、

①
氏
子
・
②
有
子
・
③
貞
子
・
④
寛
子
・
⑤
崇
子
・
⑥
同
子
・
⑦
明
子
で

あ
る
（
安
田
政
彦
「
皇
子
女
の
出
生
順
に
つ
い
て
│
平
城
皇
子
女
か
ら
清

和
皇
子
女
ま
で
│
」〈『
帝
塚
山
学
院
大
学
研
究
論
集
』
第
三
十
六
号
掲
載
、

二
〇
〇
一
年
〉
一
二
頁
）。
し
か
し
、
天
長
五
年
（
八
二
八
）
の
卜
定
時

に
、
斎
宮
に
選
定
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
っ
た
の
は
、
寛
子
・
崇
子
・
同

子
・
明
子
が
挙
げ
ら
れ
る
が
（
氏
子
は
、
淳
和
の
一
代
目
の
斎
宮
に
選
定

さ
れ
て
お
り
、
こ
の
時
、
母
の
喪
に
よ
っ
て
退
下
し
た
の
で
、
同
母
姉
妹

の
有
子
と
貞
子
も
対
象
か
ら
外
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
）、
第
五
皇
女
で

あ
る
崇
子
は
、
承
和
二
年
（
八
三
五
）
生
ま
れ
で
あ
り
、
出
生
順
が
正
し

け
れ
ば
、
同
子
・
明
子
が
生
ま
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
寛
子
は
、
第
四
皇

女
な
の
で
、
崇
子
と
あ
ま
り
年
齢
的
に
差
が
な
い
と
思
わ
れ
る
。
卜
定
年

で
あ
る
天
長
五
年
（
八
二
八
）
と
崇
子
の
生
ま
れ
た
承
和
二
年
に
は
、
七

年
の
ひ
ら
き
が
あ
る
の
で
、
寛
子
も
、
卜
定
時
に
生
ま
れ
て
い
な
い
可
能

性
も
あ
る
。
単
に
候
補
と
な
る
ム
ス
メ
が
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
女
王
が
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伊勢斎宮の選定に関する小考

選
定
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
時
の
宜
子
女
王
は
、
桓
武
天

皇
の
孫
で
あ
る
。

（
31
）　

河
内
祥
輔
『
古
代
政
治
史
に
お
け
る
天
皇
制
の
論
理
』（
吉
川
弘
文

館
、
一
九
八
六
年
）
一
五
八
頁
。
前
者
の
六
世
紀
型
の
婚
姻
に
つ
い
て
、

安
殿
親
王
（
平
城
）
と
朝
原
内
親
王
ま
た
は
大
宅
内
親
王
、
神
野
親
王

（
嵯
峨
）
と
高
津
内
親
王
、
大
伴
親
王
（
淳
和
）
と
高
志
内
親
王
の
婚
姻

に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
桓
武
天
皇
は
、
婚
姻
を
通
し
て
、
政

治
的
な
立
場
の
確
立
を
皇
族
と
氏
族
と
の
両
方
に
求
め
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
。

（
32
）　

安
田
政
彦
「
桓
武
朝
の
皇
親
賜
姓
」（『
平
安
時
代
皇
親
の
研
究
』
所

収
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
）
一
九
〇
頁
。

（
33
）　

春
名
宏
昭
「
平
安
時
代
の
后
位
」（『
東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀

要
』
第
四
号
掲
載
、
二
〇
〇
〇
年
）
七
頁
。

（
34
）　

橋
本
義
彦
「〝
薬
子
の
変
〞
私
考
」（『
平
安
貴
族
』
所
収
、
平
凡
社
、

初
出
は
一
九
八
四
年
）
五
七
頁
。

（
35
）　

安
田
政
彦
氏
は
、
平
城
天
皇
か
ら
清
和
天
皇
の
皇
子
女
の
出
生
順
を

比
定
す
る
（
安
田
政
彦
「
皇
子
女
の
出
生
順
に
つ
い
て
」〈
注
（
30
）〉
十

二
頁
）。
本
稿
で
は
、
平
城
天
皇
か
ら
清
和
天
皇
の
皇
子
女
の
出
生
順
に

つ
い
て
は
、
安
田
氏
の
論
文
を
参
考
と
し
た
。

（
36
）　

斎
宮
と
斎
院
が
同
時
期
に
選
定
さ
れ
、
斎
宮
と
斎
院
の
ど
ち
ら
も
同

母
姉
妹
の
例
は
、
二
例
あ
る
。
も
う
一
例
が
、
後
朱
雀
朝
の
斎
宮
良
子
内

親
王
と
斎
院
娟
子
内
親
王
の
例
で
あ
る
。

（
37
）　

天
皇
の
即
位
の
平
均
年
齢
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　

平
安
以
前
（
天
武
朝
か
ら
光
仁
朝
ま
で
）　

平
均
三
十
六
・
七
歳

　
　
　

平
安
前
期
（
桓
武
朝
か
ら
仁
明
朝
ま
で
）　

平
均
三
十
一
・
三
歳

　
　
　

平
安
中
期
（
清
和
朝
か
ら
村
上
朝
ま
で
）　

平
均
十
九
・
六
歳

　
　
　

平
安
後
期
（
冷
泉
朝
か
ら
後
冷
泉
朝
ま
で
）
平
均
十
八
・
五
歳

　

天
武
天
皇
は
、
誕
生
年
が
不
明
で
あ
る
が
、
一
説
に
あ
る
四
十
三
歳
と
し

て
計
算
し
た
。

（
38
）　

斎
宮
に
選
定
さ
れ
た
皇
女
が
、
天
皇
と
同
母
姉
妹
の
一
例
は
、
醍
醐

天
皇
の
斎
宮
で
あ
る
柔
子
内
親
王
で
あ
る
。
榎
村
氏
は
、
こ
の
時
、
宇
多

上
皇
が
選
定
に
加
わ
り
、
天
皇
の
権
威
を
強
め
る
た
め
に
、
斎
宮
に
天
皇

と
血
縁
の
濃
い
皇
女
を
選
定
し
た
と
指
摘
す
る
（「
斎
王
制
と
天
皇
制
の

関
係
に
つ
い
て
」〈
注
（
３
）〉
一
五
六
頁
）。

（
39
）　

●
は
同
母
姉
妹
、
◎
は
異
母
姉
妹
を
示
し
た
。
以
下
同
様
で
あ
る
。

（
40
）　

醍
醐
朝
の
三
代
の
斎
院
の
退
下
理
由

　
　
　
　

恭
子
内
親
王　

母
の
喪
（
藤
原
鮮
子
享
年
不
明
）

　
　
　
　

宣
子
内
親
王　

薨
去
（
享
年
十
九
歳
）

　
　
　
　

韶
子
内
親
王　

父
上
皇
の
死

　
　
　
　

韶
子
は
醍
醐
譲
位
後
も
留
任
し
て
い
た
。

（
41
）　

榎
村
寛
之
「
斎
王
制
と
天
皇
制
の
関
係
に
つ
い
て
」（
注
（
３
））
一

六
三
頁
。

（
42
）　

倉
本
一
宏
『
三
条
天
皇
│
心
に
も
あ
ら
で
う
き
世
に
長
ら
へ
ば
│
』

（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）
二
四
三
頁
。

（
43
）　

宗
子
内
親
王
の
外
祖
父
で
あ
る
藤
原
伊
尹
は
、
天
禄
三
年
（
九
七

二
）
に
没
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
花
山
朝
の
斎
宮
が
卜
定
さ
れ
た
永
観
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二
年
（
九
八
四
）
に
は
、
外
祖
父
（
藤
原
氏
北
家
）
の
関
与
は
な
か
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

（
44
）　

脩
子
内
親
王
・
敦
康
親
王
・
媄
子
内
親
王
は
、
藤
原
定
子
所
生
の
皇

子
女
で
あ
る
。
定
子
の
母
で
あ
る
高
陛
貴
子
は
、
高
階
氏
の
出
身
で
あ
る
。

高
階
氏
は
、
在
原
業
平
と
清
和
朝
の
斎
宮
恬
子
内
親
王
が
斎
宮
の
在
中
に

密
通
し
儲
け
た
師
尚
の
養
子
先
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
一
条
天
皇

の
後
継
者
を
決
め
る
に
あ
た
り
、
敦
康
親
王
を
皇
位
に
即
か
せ
る
こ
と
は
、

伊
勢
神
宮
に
畏
れ
多
い
の
で
即
け
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
（『
権
記
』

寛
弘
八
年
（
一
〇
一
一
）
五
月
二
十
七
日
条
）。
倉
本
氏
は
、
伏
見
本
の

『
権
記
』
の
記
述
に
対
し
て
補
注
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
後
世
に
書

き
加
え
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
と
推
測
す
る
（『
一
条
天
皇
』〈
吉
川
弘
文

館
、
二
〇
〇
三
年
〉
一
九
四
頁
）。
脩
子
は
、
斎
宮
に
選
定
さ
れ
な
か
っ

た
理
由
を
高
階
氏
出
自
の
母
を
持
つ
定
子
所
生
と
も
見
え
る
が
、
別
の
理

由
で
選
定
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
45
）　

倉
本
一
宏
『
一
条
天
皇
』（
注
（
44
））
一
〇
頁
。

（
46
）　

倉
本
一
宏
『
三
条
天
皇
』（
注
（
42
））
八
頁
。

（
47
）　

井
上
光
貞
・
関
晃
・
土
田
直
鎮
・
青
木
和
夫
校
注
『
日
本
思
想
大
系

３　
律
令
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
七
年
）
補
注
25
、
六
三
三
頁
。「
メ
イ
」

の
場
合
、
養
老
令
に
お
い
て
は
二
親
等
と
い
う
が
、
大
宝
令
で
は
三
等
親

と
す
る
。

（
48
）　

同
時
に
卜
定
さ
れ
て
い
る
例
に
つ
い
て
、
斎
宮
と
斎
院
の
卜
定
の
月

日
は
若
干
異
な
る
例
が
十
四
例
中
六
例
あ
る
。

　

陽
成
朝　

斎
宮
②　

元
慶
六
年
（
八
八
二
）
四
月
七
日

　
　
　
　
　

斎
院
②　

元
慶
六
年
四
月
九
日

　
　
　
　
　

二
日
の
時
間
差
が
あ
る
。

　

宇
多
朝　

斎
宮
①　

寛
平
元
年
（
八
八
九
）
二
月
十
日

　
　
　
　
　

斎
院　
　

寛
平
元
年
二
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　

十
日
の
時
間
差
が
あ
る
。

　

円
融
朝　

斎
宮
②　

天
延
三
年
（
九
七
五
）
二
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　

斎
院　
　

天
延
三
年
六
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　

四
か
月
弱
の
時
間
差
が
あ
る
。

　

後
三
条
朝
斎
宮　
　

延
久
元
年
（
一
〇
六
九
）
二
月
九
日

　
　
　
　
　

斎
院　
　

延
久
元
年
十
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　

八
か
月
弱
の
時
間
差
が
あ
る
。

　

鳥
羽
朝　

斎
宮　
　

天
仁
元
年
（
一
一
〇
八
）
十
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　

斎
院　
　

天
仁
元
年
十
一
月
八
日

　
　
　
　
　

十
日
の
時
間
差
が
あ
る
。

　

崇
徳
朝　

斎
宮
①　

保
安
四
年
（
一
一
二
三
）
六
月
九
日

　
　
　
　
　

斎
院　
　

保
安
四
年
八
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　

三
か
月
弱
の
時
間
差
が
あ
る
。

　

し
か
し
、
い
ず
れ
も
同
年
内
に
行
な
わ
れ
て
い
る
た
め
、
斎
宮
と
斎
院
の

候
補
者
に
差
異
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（
49
）　

括
弧
内
は
全
体
の
出
生
順
で
あ
る
。

（
50
）　

後
堀
河
朝
の
斎
宮
で
あ
る
利
子
内
親
王
が
三
十
歳
で
選
定
さ
れ
て
い

る
例
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
平
安
時
代
以
前
か
ら
平
安
時
代
が
中
心
で

あ
り
、
円
融
朝
の
規
子
内
親
王
を
最
年
長
と
し
て
取
り
上
げ
る
。
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伊勢斎宮の選定に関する小考

（
51
）　
『
日
本
紀
略
』
寛
和
二
年
（
九
八
六
）
五
月
十
五
日
条
。

（
52
）　

規
子
内
親
王
以
外
の
皇
女
は
、
藤
原
氏
北
家
出
自
の
母
を
持
つ
が
、

天
延
三
年
（
九
七
五
）
の
卜
定
時
に
は
、
安
子
の
父
は
天
徳
四
年
（
九
六

〇
）
に
、
懐
子
の
父
は
天
禄
三
年
（
九
七
二
）
に
亡
く
な
っ
て
い
る
た
め
、

藤
原
氏
の
関
与
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（
53
）　
『
愚
昧
記
』
治
承
元
年
（
一
一
七
七
）
十
月
二
十
八
日
条
。

（
54
）　
『
養
老
後
宮
職
員
令
』。『
大
宝
後
宮
官
員
令
』
も
ほ
ぼ
同
文
だ
っ
た

と
推
測
さ
れ
る
。

（
55
）　

醍
醐
朝
に
妃
が
、
嵯
峨
朝
に
夫
人
が
、
文
徳
朝
に
嬪
が
お
か
れ
て
以

来
、
そ
の
身
位
は
お
か
な
く
な
る
（
和
田
英
松
『
官
職
要
解
』〈
明
治
書

院
、
一
九
〇
二
年
〉
二
一
九
頁
）。

（
56
）　

平
安
時
代
以
降
、
特
に
院
政
期
で
は
、
後
宮
の
女
官
が
寵
愛
さ
れ
る

例
も
多
く
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
そ
の
他
」
の
項
目
に
入
れ
た
。

（
57
）　

伴
瀬
明
美
「
中
世
前
期
│
天
皇
家
の
光
と
陰
」、
服
藤
早
苗
・
西
野

悠
紀
子
他
編
『
歴
史
の
な
か
の
皇
女
た
ち
』
所
収
、
小
学
館
、
二
〇
〇
二

年
、
一
一
二
頁
。

（
58
）　
『
類
聚
符
宣
抄
』
巻
第
四　

皇
子
賜
姓
事
・
所
収
「
延
喜
二
十
一
年

（
九
二
一
）
二
月
五
日
太
政
官
符
」

（
59
）　

雅
子
内
親
王
の
年
齢
に
つ
い
て
は
、『
一
代
要
記
』
天
暦
八
年
（
九

五
四
）
八
月
二
十
九
日
条
に
、「
薨
、
年
四
十
五
」
と
あ
る
。
計
算
す
る

と
、
延
喜
十
年
（
九
一
〇
）
生
ま
れ
と
な
る
が
、
延
喜
二
十
一
年
（
九
二

一
）
二
月
五
日
太
政
官
符
に
「
年
七
」
と
あ
る
。
延
喜
十
年
生
ま
れ
な
ら

ば
、
延
喜
二
十
一
年
に
は
十
二
歳
に
な
っ
て
い
る
た
め
、『
一
代
要
記
』

と
太
政
官
符
に
記
さ
れ
る
年
齢
に
つ
い
て
は
齟
齬
が
あ
る
。

（
60
）　
『
日
本
紀
略
』
承
平
元
年
（
九
三
一
）
十
二
月
二
十
五
日
条
。

（
61
）　
『
新
撰
姓
氏
録
』
巻
一
左
京
皇
別
に
、

　
　
　

三
園
真
人
。

　
　
　

諡
は
天
武
の
皇
子
、
浄
広
壱
磯
城
親
王
の
後
よ
り
出
づ
。

　

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
磯
城
皇
子
の
位
階
は
「
浄
広
壱
」
か
。

（
62
）　

黒
板
伸
夫
「
平
安
時
代
に
お
け
る
親
王
任
官
へ
の
一
考
察
」、『
摂
関

時
代
史
論
集
』
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
初
出
は
一
九
七
〇
年
、
八
七
頁
。

（
63
）　

竹
島
寛
「
王
朝
時
代
に
於
け
る
皇
親
の
御
封
禄
制
度
と
御
経
済
状

態
」（『
王
朝
時
代 

皇
室
史
の
研
究
』
所
収
、
名
著
普
及
会
、
一
九
八
二

年
）
一
〇
〇
頁
。

（
64
）　

坂
井
潔
子
「
内
親
王
史
序
説
」（『
史
艸
』
第
三
号
掲
載
、
一
九
六
二

年
）
二
〇
頁
。

（
65
）　

東
郷
富
規
子
「
大
斎
院
管
見
」（『
園
田
学
園
女
子
大
学
論
文
集
』
四

掲
載
、
一
九
六
九
年
）
四
四
頁
。
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小特集「東アジアにおける知的システムの近代的再編成」（二）

〈
共
同
研
究
報
告
〉

小
特
集
「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
知
的
シ
ス
テ
ム
の
近
代
的
再
編
成
」（
二
）

　

本
誌
第
四
〇
集
に
続
い
て
、
共
同
研
究
報
告
「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
知
的
シ

ス
テ
ム
の
近
代
的
再
編
成
」
の
小
特
集
を
組
む
。
小
特
集
と
い
っ
て
も
二
本
だ

が
、
佐
藤
一
樹
論
文
は
、
明
治
期
に
お
い
て
、
日
本
人
が
「
漢
文
」
す
な
わ
ち

中
国
語
文
を
書
く
こ
と
の
意
味
が
変
容
し
、
減
少
し
て
ゆ
く
転
換
期
の
様
相
を
、

そ
れ
を
と
り
ま
く
状
況
の
な
か
で
考
察
し
た
貴
重
な
論
考
で
あ
る
。

　

明
治
一
〇
年
代
半
ば
か
ら
若
年
知
識
層
に
、
日
本
古
典
ブ
ー
ム
に
引
き
つ
づ

き
、「
漢
学
ブ
ー
ム
」
が
起
こ
る
が
、
そ
れ
ら
の
テ
キ
ス
ト
は
、
古
典
の
注
釈

書
の
か
た
ち
を
と
っ
た
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
教
養
と
し
て
の
「
漢
学
」
で
あ

っ
た
。
中
学
校
以
上
の
「
国
語
」
と
い
う
教
科
の
う
ち
で
行
わ
れ
た
「
漢
文
」

教
育
（
一
八
七
二
年
学
制
）
で
は
、
も
う
少
し
あ
と
、
日
清
戦
争
期
に
、「
漢

文
」
の
授
業
時
間
数
が
増
え
、
し
か
し
、
暗
誦
と
作
文
が
必
須
科
目
か
ら
は
ず

さ
れ
る
。
こ
の
論
文
に
示
さ
れ
た
重
野
安
繹
の
考
え
と
ほ
ぼ
同
様
の
理
由
と
推

察
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
明
治
期
中
期
以
降
の
「
漢
学
」
の
あ
り
方
、
ま
た
「
国

語
」
教
科
に
お
け
る
「
漢
文
」
学
習
の
変
化
の
解
明
に
も
資
す
る
も
の
と
思
う
。

　

も
う
ひ
と
つ
の
鈴
木
貞
美
論
文
は
、『
日
本
研
究
』
第
三
四
集
掲
載
の
チ
ャ

ー
ル
ズ
・
シ
ロ
ー
・
イ
ノ
ウ
エ
論
文
「Figurality

（
形
象
性
）
と
近
代
意
識
の

発
展
」
に
触
発
さ
れ
、
ま
た
昨
今
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
藝
研
究
に
お
い
て
映
画
の

役
割
が
強
調
さ
れ
る
傾
向
に
応
じ
た
も
の
で
、「
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
」
と

い
う
概
念
と
文
芸
史
の
シ
ー
ン
と
を
交
叉
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
生
じ
る
問
題
群
と
、

そ
の
分
析
方
法
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

　

概
念
編
成
史
の
研
究
と
文
化
の
実
際
の
様
態
と
を
関
係
づ
け
る
こ
と
で
、
新

た
な
研
究
の
進
展
が
は
か
れ
る
実
例
を
示
す
二
本
の
論
考
と
し
て
受
け
取
っ
て

い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

鈴　

木　

貞　

美
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再布置される文体ヒエラルキー

〈
共
同
研
究
報
告
〉

再
布
置
さ
れ
る
文
体
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー

│
正
史
と
戯
作
の
変
体
漢
文

佐　

藤　

一　

樹

一
、
は
じ
め
に

　

漢
文
、
漢
学
は
、
文
明
開
化
の
時
流
に
よ
っ
て
衰
退
の
途
を
た
ど
っ
た
の
が

自
明
の
こ
と
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
や
す
い
が
、
実
際
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
な
推
移

を
た
ど
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
三
浦
叶
は
明
治
初
年
の
漢
学
を
次
の

よ
う
に
叙
述
し
て
い
る
。

明
治
の
初
年
に
は
一
般
の
人
々
も
漢
学
の
素
養
を
も
ち
、
な
お
旧
幕
以
来

の
鴻
儒
が
生
存
し
、
漢
学
塾
が
あ
っ
て
漢
学
は
な
お
流
行
し
て
い
た
。
と

こ
ろ
が
五
年
に
学
制
が
発
布
さ
れ
る
と
、
今
ま
で
あ
っ
た
私
塾
、
寺
子
屋

が
閉
鎖
さ
れ
、
代
わ
っ
て
洋
学
塾
が
盛
大
と
な
り
、
世
は
し
ば
ら
く
西
洋

文
明
の
崇
拝
時
代
と
な
り
、
漢
学
は
衰
退
し
た
。
そ
の
漢
学
が
衰
退
し
た

八
、
九
年
の
頃
か
ら
、
漢
詩
文
を
主
と
す
る
雑
誌
が
俄
か
に
起
こ
っ
て
き

て
、
始
め
て
月
刊
の
詩
文
専
門
誌
が
生
ま
れ
た
。
こ
れ
は
西
洋
崇
拝
時
代

で
は
あ
っ
た
が
、
世
間
一
般
に
は
な
お
依
然
と
し
て
伝
統
の
漢
学
の
勢
力

が
潜
在
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
（
1
）。

　

江
戸
か
ら
明
治
に
な
る
に
つ
れ
、
い
っ
た
い
漢
学
は
衰
退
し
た
の
だ
ろ
う
か
、

あ
る
い
は
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
を
得
て
興
隆
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
日
本
で
の
長
い

伝
統
を
も
つ
漢
学
が
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
三
、
四
年
ほ
ど
の

短
い
ス
パ
ン
で
、
簡
単
に
衰
え
た
り
、
ま
た
盛
ん
に
な
っ
た
り
と
、
め
ま
ぐ
る

し
く
変
化
し
た
と
い
う
の
も
、
す
こ
し
不
可
解
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は

漢
学
が
、
学
問
、
文
芸
、
倫
理
、
哲
学
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
を
網
羅
す
る
基

底
的
な
文
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
内
容
が
曖
昧
で
多
義
的
だ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
漢
学
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
は
、
日
本
に
お
い
て
は
、
江
戸
後
期
に
蘭
学
や

国
学
と
い
う
学
問
分
野
が
生
ま
れ
た
た
め
、
そ
れ
に
照
応
す
る
こ
と
で
成
立
し

た
。
受
け
身
の
形
で
生
ま
れ
た
こ
と
で
、
漢
学
の
輪
郭
は
当
初
か
ら
不
明
確
な

ま
ま
と
な
る
。
経
学
を
基
盤
に
自
ら
の
思
想
を
紡
い
で
い
く
こ
と
も
、
同
時
代
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の
中
国
の
思
想
や
文
学
の
動
向
に
注
意
を
向
け
る
こ
と
も
、
漢
詩
や
漢
文
を
作

っ
て
仲
間
う
ち
で
批
評
し
合
う
こ
と
も
、
い
ず
れ
も
漢
学
と
い
う
、
境
界
が
あ

い
ま
い
な
ジ
ャ
ン
ル
に
含
ま
れ
て
い
た
。
歴
史
的
視
点
ぬ
き
に
漢
学
の
多
面
的

な
要
素
を
脈
絡
無
く
並
べ
て
い
け
ば
、
万
華
鏡
を
の
ぞ
く
よ
う
に
変
化
が
次
々

と
見
え
て
き
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

　

文
明
開
化
期
の
漢
学
の
役
割
を
探
る
試
み
の
な
か
で
、
本
稿
で
は
そ
の
対
象

を
漢
文
体
の
著
作
に
絞
っ
て
考
察
す
る
。
こ
の
限
定
は
も
と
も
と
多
義
的
で
曖

昧
な
概
念
で
あ
る
漢
学
を
、
狭
く
規
定
し
て
い
る
と
も
言
え
る
し
、
あ
る
い
は

ま
た
、
広
く
規
定
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。
江
戸
の
漢
学
者
と
呼
ば
れ
る
人
々

で
、
そ
の
著
作
が
漢
字
仮
名
交
じ
り
の
書
き
下
し
体
で
残
さ
れ
て
い
る
も
の
は

少
な
く
は
な
い
。
漢
文
体
の
著
作
に
限
定
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
著
作
は
除
外
さ

れ
て
し
ま
う
。
他
方
、
こ
れ
ま
で
の
漢
学
史
で
触
れ
ら
れ
る
こ
と
が
稀
だ
っ
た

漢
文
体
の
狂
詩
や
戯
作
が
視
野
に
入
っ
て
く
る
。

　

本
稿
で
は
、
明
治
初
年
の
注
目
す
べ
き
漢
文
体
著
作
と
し
て
、
ふ
た
つ
の
も

の
を
取
り
上
げ
る
。
ひ
と
つ
は
発
足
間
も
な
い
新
政
府
が
、
漢
文
に
よ
る
日
本

の
通
史
を
あ
ら
た
め
て
編
纂
し
よ
う
と
し
た
正
史
編
纂
事
業
で
あ
り
、
い
ま
ひ

と
つ
は
木
版
刷
り
な
が
ら
数
万
部
を
超
え
る
売
り
上
げ
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な

っ
た
、
東
京
の
開
化
の
新
風
俗
を
描
い
た
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
刊
行
の
服

部
誠
一
（
撫
松
）
の
『
東
京
新
繁
昌
記
』
で
あ
る
。
正
史
と
戯
作
と
い
う
組
み

合
わ
せ
は
、
文
化
の
階
層
性
と
い
う
点
で
は
ま
さ
に
対
照
的
で
は
あ
る
が
、
日

本
人
に
よ
る
漢
文
体
著
作
が
公
的
に
、
あ
る
い
は
社
会
的
に
存
在
感
を
示
し
た

こ
れ
ら
が
最
後
の
光
景
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
史
学

史
、
文
学
史
の
文
脈
で
、
ひ
と
つ
は
日
本
の
近
代
史
学
の
黎
明
を
告
げ
る
も
の

と
し
て
、
ひ
と
つ
は
江
戸
文
学
で
花
開
い
た
戯
作
が
黄
昏
ゆ
く
な
か
で
の
最
後

の
人
気
作
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
本
稿
で
は
漢
文
体
著
作
が
な
お
担

っ
て
い
た
役
割
や
直
面
し
て
い
た
課
題
な
ど
の
側
面
か
ら
考
え
て
い
き
た
い
。

そ
の
前
に
、
時
期
は
前
後
す
る
が
、
ま
ず
漢
文
体
の
著
作
を
取
り
巻
く
大
状
況

と
し
て
、
明
治
一
〇
年
代
な
か
ば
に
は
漢
文
・
漢
字
が
、
一
人
の
官
僚
に
よ
り

人
為
的
に
断
絶
さ
せ
ら
れ
る
経
緯
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。

二
、
漢
作
文
排
撃

　

蘭
学
、
国
学
と
比
べ
、
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
境
界
が
不
明
瞭
に
な
り
が
ち
だ

っ
た
漢
学
に
つ
い
て
、
明
治
一
〇
年
代
、
守
備
範
囲
を
狭
く
限
定
し
た
新
た
な

定
義
を
与
え
た
の
は
、
明
治
の
文
教
政
策
に
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
井

上
毅
（
一
八
四
三
│
一
八
九
五
）
だ
っ
た
。
昌
平
坂
学
問
所
を
継
承
し
て
明
治

新
政
府
が
設
立
し
た
大
学
（
本
校
）
が
、
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
七
月
に
閉

鎖
さ
れ
て
以
来
、
高
等
教
育
機
関
で
の
漢
学
を
教
授
す
る
場
は
消
滅
し
て
い
た
。

漢
学
派
と
国
学
派
と
の
争
い
が
理
由
と
さ
れ
て
い
る
が
、
結
果
と
し
て
明
治
政

府
の
文
教
・
文
化
政
策
か
ら
完
全
に
除
外
す
る
「
漢
学
断
種
政
策
」
が
採
ら
れ

て
い
た
（
2
）。

意
図
的
な
「
断
種
政
策
」
が
継
続
さ
れ
て
い
た
な
か
で
、
井
上
は
漢

学
を
帝
国
日
本
の
臣
民
の
道
徳
を
涵
養
す
る
知
的
資
源
だ
と
位
置
づ
け
た
う
え

で
、
漢
学
の
新
定
義
に
も
と
づ
く
再
興
に
と
り
か
か
っ
た
（
3
）。

　

明
治
一
五
年
（
一
八
八
二
）
に
発
足
し
た
東
京
大
学
古
典
講
習
科
は
、
翌
年
、

国
学
に
加
え
て
漢
学
を
教
授
す
る
乙
部
も
開
設
さ
れ
る
が
、
こ
の
講
習
科
の
実
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現
に
は
井
上
の
強
い
後
押
し
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
問
題
は
、
こ

の
講
習
科
の
役
割
に
つ
い
て
の
講
師
陣
を
は
じ
め
と
す
る
一
般
の
理
解
と
、
井

上
の
意
図
と
に
乖
離
が
あ
っ
た
こ
と
だ
っ
た
。
た
と
え
ば
古
典
講
習
科
で
教
鞭

を
執
っ
た
中
村
正
直
（
一
八
三
二
│
一
八
九
一
）
は
、
明
治
一
〇
年
頃
か
ら
の

文
明
開
化
の
反
動
と
し
て
の
旧
物
保
存
、
旧
学
振
興
の
機
運
の
高
ま
り
の
表
れ

だ
と
し
て
、
大
学
で
の
漢
学
の
教
授
の
再
開
を
祝
し
て
い
る
（
4
）。
中
村
た
ち
の
主

要
な
関
心
は
、
極
め
て
高
い
レ
ベ
ル
に
あ
っ
た
江
戸
期
の
漢
学
を
着
実
に
次
世

代
に
受
け
継
い
で
い
く
こ
と
に
あ
っ
た
。
他
方
、
新
た
な
漢
学
の
位
置
づ
け
を

構
想
す
る
井
上
に
と
っ
て
、
旧
来
の
漢
学
を
そ
の
ま
ま
の
姿
で
継
承
す
る
こ
と

は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
事
情
も
あ
っ
て
、
古
典
講
習
科
は
受
講
生
を

わ
ず
か
二
回
募
集
し
た
だ
け
で
、
廃
止
さ
れ
て
し
ま
う
。

　

江
戸
漢
学
隆
盛
の
背
景
に
は
、
幕
府
公
認
の
朱
子
学
の
枠
外
に
多
く
の
有
力

な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
存
在
す
る
余
地
が
あ
っ
た
た
め
だ
が
、
井
上
の
構
想
の

下
、
漢
学
全
体
が
体
制
教
学
の
堅
固
な
枠
内
に
押
し
込
め
ら
れ
る
と
、
そ
の
学

問
と
し
て
の
生
命
力
を
著
し
く
減
じ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
国
語
政
策
の

観
点
か
ら
の
み
漢
学
の
意
義
を
見
よ
う
と
す
る
井
上
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
大
き

な
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
井
上
が
規
定
し
た
新
た
な
漢
学
が
そ
れ
ま
で
の
も
の

と
大
き
く
異
な
る
の
は
、
漢
作
文
の
必
要
性
を
全
面
的
に
否
定
し
た
こ
と
で
あ

る
。
次
の
文
章
は
や
や
後
年
の
も
の
だ
が
、
井
上
の
考
え
が
明
確
に
示
さ
れ
て

い
る
。

　

世
に
は
漢
文
教
育
を
以
て
賦
詩
作
文
の
教
科
と
お
も
へ
る
も
の
あ
る
が

如
し
、
此
は
い
み
じ
き
誤
に
し
て
数
百
年
来
漢
文
模
擬
の
夢
の
覚
め
さ
る

な
き
…
…
漢
文
を
作
る
に
熟
せ
ざ
れ
は
国
文
を
作
り
得
ず
と
い
ふ
も
の
あ

れ
と
、
此
は
事
実
に
違
へ
る
論
な
り
、
漢
文
と
国
文
と
は
語
法
語
格
全
く

異
な
る
か
故
に
、
漢
字
を
用
ゐ
な
が
ら
漢
文
を
模
擬
す
る
の
必
要
な
き
な

り
、
余
は
此
の
説
を
修
正
し
て
多
く
漢
書
を
よ
ま
さ
れ
ば
国
文
を
作
り
得

ず
と
い
は
む
と
す

　

し
か
の
み
な
ら
ず
邦
人
に
し
て
漢
文
を
作
る
こ
と
は
、
非
常
の
神
童
の

外
は
普
通
の
人
の
容
易
に
な
し
能
ふ
べ
き
業
に
あ
ら
ず
…
…
漢
文
を
作
ら

ざ
る
も
漢
書
を
読
み
漢
字
を
用
ゐ
る
こ
と
を
妨
け
ざ
る
べ
し
、
漢
文
を
作

る
は
一
種
の
美
術
と
す
る
か
、
又
は
之
を
支
那
交
際
に
用
ゐ
る
外
、
他
に

要
な
し
と
も
い
ふ
べ
か
ら
む
（
5
）（

句
点
、
引
用
者
）

　

漢
字
が
伝
来
し
て
間
も
な
い
古
代
な
ら
い
ざ
し
ら
ず
、
日
本
語
に
よ
っ
て
自

在
に
表
現
で
き
る
の
だ
か
ら
、
漢
文
で
書
く
必
要
は
な
い
、
そ
も
そ
も
日
本
人

が
漢
作
文
す
る
の
は
至
難
の
業
で
あ
る
、
た
だ
し
日
本
文
を
書
く
た
め
に
漢
文

の
素
養
は
不
可
欠
で
、
漢
籍
の
素
読
・
講
読
は
有
用
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
井

上
の
見
解
だ
っ
た
。
長
い
間
日
本
で
の
文
体
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
頂
点
と
目
さ
れ

て
き
た
漢
文
体
文
章
を
捨
て
る
べ
き
と
い
う
大
胆
な
主
張
を
井
上
が
お
こ
な
う

の
は
、
国
民
国
家
建
設
に
邁
進
す
る
官
僚
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
と
し
て
、
ひ
と
ま
ず

国
語
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
発
揮
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

漢
作
文
の
実
作
を
無
用
と
す
る
井
上
の
提
案
は
、
そ
れ
ま
で
の
漢
学
の
あ
り

方
に
重
大
な
転
換
を
迫
る
も
の
だ
っ
た
。
漢
籍
の
読
誦
と
漢
詩
文
の
創
作
は
、
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漢
学
を
本
格
的
に
学
ぶ
者
に
と
っ
て
は
、
不
可
分
一
体
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

「
作
文
固
ヨ
リ
易
事
ニ
非
ス
、
漢
文
ニ
至
リ
テ
ハ
難
中
ノ
難
ナ
リ
」
と
漢
作
文

の
難
し
さ
を
指
摘
す
る
菊
池
三
渓
（
一
八
一
九
│
一
八
九
一
）
は
、『
本
朝
虞
初

新
誌
』
の
著
者
と
知
ら
れ
、
成
島
柳
北
や
服
部
撫
松
と
親
交
の
あ
っ
た
漢
学
者

だ
が
、
漢
籍
へ
の
親
炙
と
漢
作
文
と
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
分
か
り
や
す
く
語

っ
て
い
る
。

某
嘗
テ
作
文
法
ヲ
某
先
生
ニ
問
フ
、
先
生
曰
ク
、
当
ニ
古
文
ヲ
取
リ
我
物

ト
為
ス
可
キ
ノ
ミ
、
然
ル
後
紙
ニ
臨
メ
バ
千
言
立
ニ
成
ル
、
疑
ヲ
容
レ
ザ

ル
ナ
リ
ト
、
其
詳
ヲ
請
ヒ
問
フ
、
曰
ク
、
古
文
ノ
絶
佳
ナ
ル
者
、
上
ハ
六

経
語
孟
荘
騒
左
馬
ヨ
リ
下
ハ
唐
宋
元
明
清
諸
大
家
ニ
逮
ブ
マ
デ
、
心
ヲ
潜

メ
テ
朗
誦
シ
、
久
シ
テ
已
マ
ザ
レ
バ
文
気
自
然
ニ
我
胸
臆
間
ニ
浸
潤
シ
、

而
シ
テ
融
会
貫
通
混
然
一
ト
為
ル
、
是
ニ
於
テ
夢
寝
囈
語
ト
雖
ド
モ
口
ニ

発
ス
ル
所
ノ
者
ハ
一
字
モ
誤
ラ
ズ
、
是
レ
所
謂
我
物
ト
為
ル
ノ
ミ
（
6
）、

　

明
治
一
〇
年
代
に
は
文
体
別
に
分
類
し
た
模
範
文
を
収
録
す
る
作
文
指
南
書

が
数
多
く
出
さ
れ
た
が
、
そ
の
流
行
に
乗
っ
て
菊
池
が
出
版
し
た
漢
文
版
の
作

文
指
南
書
の
冒
頭
の
一
節
で
あ
る
。
唐
宋
古
文
に
倣
っ
た
文
章
の
習
得
を
目
標

と
し
、
そ
の
た
め
に
は
秦
漢
の
文
章
に
も
通
じ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
の
は
、

ま
ず
漢
学
者
の
通
常
の
見
解
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
漢
作
文
が
不
必

要
と
あ
れ
ば
、
漢
文
の
素
読
、
朗
読
に
も
力
が
入
ら
な
く
な
る
よ
う
な
、
読
書

と
作
文
の
密
接
な
関
係
を
示
唆
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
漢
作
文
を
否
定
す
る

こ
と
は
、
漢
学
の
基
盤
で
あ
る
漢
籍
の
読
誦
に
も
影
響
を
与
え
て
し
ま
う
の
で

あ
る
。
自
ら
も
多
く
の
漢
文
を
書
き
残
し
た
漢
学
通
で
あ
る
井
上
も
、
そ
の
よ

う
な
関
係
は
当
然
熟
知
し
て
い
た
は
ず
だ
が
、
あ
る
い
は
そ
れ
も
仕
方
な
い
と

し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
井
上
の
主
張
を
注
意
深
く
読
め
ば
分
か
る
よ
う
に
、

彼
が
「
漢
書
」
に
期
待
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ら
を
読
む
こ
と
で
日
本
語
の
中

で
漢
字
を
自
在
に
使
え
る
能
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
だ
け
だ
っ
た
。
し
た
が
っ

て
、
国
語
政
策
と
同
じ
く
井
上
が
深
く
関
与
し
た
修
身
教
育
で
は
、
元
来
修
養

の
正
統
的
な
学
習
法
だ
っ
た
経
書
の
講
読
は
顧
み
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
道
徳
涵

養
の
た
め
の
捷
径
と
し
て
新
た
に
編
纂
し
た
教
科
書
が
用
い
ら
れ
た
。

　

た
だ
、
井
上
が
国
語
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
漢
作
文
を
排
撃
し
た
の
は
、

や
や
過
剰
反
応
だ
っ
た
と
も
言
え
る
。
日
本
人
が
本
格
的
な
漢
文
体
の
著
述
を

行
う
の
は
至
難
の
こ
と
だ
と
み
な
し
た
の
は
、
菊
池
一
人
で
は
な
か
っ
た
。
だ

か
ら
こ
そ
、
多
様
な
修
辞
や
典
故
を
踏
ま
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
本
格
的
な
漢

作
文
の
習
得
は
、
漢
学
学
習
の
到
達
点
を
示
す
も
の
と
成
り
得
た
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
状
況
の
下
で
生
み
出
さ
れ
る
文
章
は
、
自
ら
の
漢
学
者
ぶ
り
を
顕
示

す
る
た
め
の
自
己
目
的
化
し
た
作
文
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
碑
文
や
墓
誌
、
序

跋
な
ど
儀
礼
的
な
も
の
に
な
り
が
ち
だ
っ
た
。
正
統
的
ス
タ
イ
ル
の
漢
文
は
あ

ま
り
に
も
煩
雑
で
不
便
で
あ
り
、
井
上
の
よ
う
な
排
撃
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、

実
用
目
的
や
公
的
文
書
と
し
て
の
役
割
は
当
初
か
ら
希
薄
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

次
節
か
ら
取
り
上
げ
る
明
治
初
年
か
ら
の
修
史
事
業
と
漢
文
戯
作
の
『
東
京
新

繁
昌
記
』
は
、
そ
の
よ
う
な
漢
作
文
と
は
性
格
も
背
景
も
相
当
異
な
る
も
の
だ

っ
た
。
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三
、
記
事
体
へ
の
模
索

　

日
本
に
お
い
て
正
史
に
あ
た
る
公
的
歴
史
記
録
は
、
そ
の
範
を
中
国
か
ら
学

ぶ
こ
と
で
、
六
国
史
、
そ
し
て
『
吾
妻
鏡
』
か
ら
江
戸
期
の
『
本
朝
通
鑑
』
ま

で
い
ず
れ
も
漢
文
体
で
書
か
れ
て
き
た
。
し
か
し
明
治
政
府
の
修
史
事
業
で
は
、

必
ず
し
も
漢
文
体
で
の
記
述
が
当
初
か
ら
既
定
の
方
針
と
し
て
確
立
し
て
い
た

わ
け
で
は
な
い
。
編
纂
に
あ
た
っ
た
修
史
局
に
は
国
学
者
の
谷
森
善
臣
（
一
八

一
七
│
一
九
一
一
）
や
小
河
一
敏
（
一
八
一
三
│
一
八
八
六
）
ら
も
ス
タ
ッ
フ
に

加
わ
っ
て
お
り
、
漢
学
者
の
正
史
の
通
念
が
そ
の
ま
ま
通
用
す
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
）
に
修
史
局
が
修
史
館
と
名
称
を
変
え
て
規

模
が
縮
小
さ
れ
た
際
に
彼
ら
は
辞
職
す
る
が
、「
漢
学
断
種
政
策
」
の
時
代
に

あ
っ
て
、
編
修
官
重
野
安
繹
（
一
八
二
七
│
一
九
一
〇
）
ら
は
正
史
が
引
き
続

き
漢
文
体
で
書
か
れ
る
必
然
性
を
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
（
7
）。
明
治
一

八
年
（
一
八
八
五
）、
修
史
事
業
の
あ
り
方
が
検
討
さ
れ
た
際
、
修
史
館
総
裁

三
条
実
美
（
一
八
三
七
│
一
八
九
一
）
に
あ
て
た
「
修
史
意
見
書
」
の
中
で
、

重
野
は
文
体
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。

編
年
史
文
体
ノ
事
、
漢
文
ヲ
止
メ
仮
名
交
リ
ノ
方
宜
カ
ル
ベ
シ
ト
ノ
論
有
㆑
　

之
由
、
本
館
十
五
年
一
月
編
年
史
著
手
ノ
節
熟
議
致
シ
、
和
文
ハ
古
来
時

世
ニ
随
テ
変
化
シ
、
一
体
ノ
文
法
ナ
ク
、
漢
文
ハ
体
裁
一
致
ニ
テ
、
古
事

記
、
六
国
史
、
大
日
本
史
、
本
朝
通
鑑
等
、
凡
ソ
国
史
ト
称
ス
ル
モ
ノ
ハ

孰
レ
モ
漢
文
ナ
レ
バ
、
其
跡
ニ
接
ス
ル
編
年
史
ハ
同
体
然
ル
ベ
シ
ト
ノ
事

ニ
テ
、
上
申
ノ
上
漢
文
ト
決
定
シ
タ
リ
（
8
）。

　

正
史
が
漢
文
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
と
し
て
こ
こ
で
挙
げ
る
の
は
、

過
去
の
歴
史
著
作
と
の
連
続
性
、
そ
し
て
和
文
と
く
ら
べ
て
の
漢
文
文
体
の
安

定
性
だ
っ
た
。
二
千
年
以
上
に
わ
た
っ
て
基
本
的
な
書
体
、
語
法
、
そ
し
て
語

彙
が
変
化
し
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
説
得
性
の
あ
る
主
張
で
は
あ
る
。
こ
の
意

見
書
が
功
を
奏
し
た
の
か
、
こ
の
と
き
は
漢
文
体
の
ま
ま
継
続
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
修
史
事
業
だ
が
、
明
治
二
六
年
（
一
八
九
三
）
の
三
月
に
井
上
毅
が
文

部
大
臣
に
就
任
す
る
や
、
修
史
事
業
そ
の
も
の
が
停
止
の
憂
き
目
を
み
る
。
漢

文
体
で
押
し
通
し
た
こ
と
が
裏
目
に
出
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
一
因
で
あ
る
こ
と

は
、
当
時
の
井
上
の
言
葉
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

修
史
事
業
ハ
明
治
五
年
正
院
修
史
局
設
置
以
来
二
十
年
ノ
久
シ
キ
ヲ
経
ル

モ
尚
未
タ
成
効
ヲ
観
ル
ニ
至
ラ
ス
其
編
纂
ハ
漢
文
ヲ
用
ヰ
今
日
ノ
実
用
ニ

適
セ
サ
ル
ヲ
以
テ
去
二
十
六
年
三
月
閣
議
ヲ
経
テ
本
官
ヨ
リ
其
ノ
事
業
ノ

停
止
ヲ
命
シ
タ
リ
…
…
今
其
ノ
遺
業
ノ
継
ク
ヘ
キ
者
ヲ
按
ス
ル
ニ
所
謂
史

稿
ナ
ル
者
凡
百
余
冊
ハ
漢
文
ヲ
以
テ
成
ル
者
ニ
シ
テ
幾
ト
無
用
ノ
長
物
ニ

属
ス
唯
其
ノ
所
謂
史
料
ナ
ル
者
ニ
至
リ
テ
ハ
已
ニ
総
計
五
千
余
冊
ニ
上
リ

将
来
史
家
ノ
編
纂
并
ニ
史
学
ノ
考
察
ニ
於
テ
有
益
ノ
資
料
ヲ
予
フ
ル
者
タ

ル
ハ
疑
ナ
シ
（
9
）

　

こ
う
し
て
修
史
事
業
は
史
料
編
纂
事
業
へ
と
縮
小
、
転
換
さ
れ
る
こ
と
に
な
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っ
た
の
だ
が
、「
無
用
ノ
長
物
」
と
決
め
付
け
て
し
ま
う
ほ
ど
の
井
上
の
漢
文

体
著
作
へ
の
徹
底
し
た
排
撃
ぶ
り
が
う
か
が
わ
れ
よ
う
。
そ
の
結
果
、
長
年
に

わ
た
る
修
史
館
の
歴
史
編
纂
事
業
で
は
、
当
初
の
目
的
で
あ
る
『
大
日
本
編
年

史
』
は
一
冊
も
刊
行
さ
れ
な
か
っ
た
。
今
日
修
史
館
の
成
果
と
し
て
残
っ
て
い

る
も
の
の
う
ち
、
通
史
と
し
て
の
ま
と
ま
っ
た
著
作
は
明
治
二
三
年
（
一
八
九

〇
）
の
『
稿
本
国
史
眼
』
の
み
で
あ
る
。
明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
）
の
パ
リ

万
国
博
覧
会
の
た
め
に
著
し
た
『
日
本
史
略
』
を
大
幅
に
増
訂
し
て
、
明
治
二

一
年
（
一
八
八
八
）
に
開
設
さ
れ
た
帝
国
大
学
の
国
史
科
の
た
め
に
出
版
さ
れ

た
も
の
で
、
教
科
書
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
こ
れ
は
漢
文
体
で
は
な
く
書
き
下

し
体
で
書
か
れ
て
い
る
。
書
き
下
し
文
で
は
あ
る
が
、
漢
文
体
を
た
だ
ち
に
想

起
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
、
も
と
も
と
の
原
稿
は
漢
文
体
だ
っ
た
こ
と
が
う
か

が
わ
れ
る
。

　

こ
こ
で
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
重
野
ら
修
史
事
業
に
あ

た
っ
た
漢
学
者
た
ち
が
、
文
体
は
漢
文
を
選
択
し
な
が
ら
も
、
歴
史
叙
述
の
ス

タ
イ
ル
を
二
つ
の
点
で
旧
来
と
は
異
な
る
も
の
に
し
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。

第
一
に
、
論
説
体
か
ら
記
事
体
へ
と
漢
文
の
文
体
の
転
換
を
図
っ
た
こ
と
で
あ

る
。
正
史
に
準
ず
る
も
の
と
一
般
に
目
さ
れ
て
い
た
水
戸
藩
の
『
大
日
本
史
』

は
、
当
時
な
お
編
纂
が
継
続
中
だ
っ
た
が
、
重
野
ら
に
と
っ
て
そ
れ
は
否
定
す

べ
き
当
面
の
対
象
だ
っ
た
。
重
野
は
『
大
日
本
史
』
の
叙
述
に
つ
い
て
、「
名

教
を
維
持
す
る
も
、
書
法
上
よ
り
云
は
不
可
な
り
。
実
に
拠
り
直
書
す
れ
ば
、

人
を
し
て
鑒
戒
せ
し
め
、
自
然
に
名
教
を
維
持
す
る
訳
に
て
、
作
者
故
さ
ら
に

其
意
を
用
れ
ば
、
却
て
一
家
の
私
論
偏
見
と
な
る
」
と
批
判
し
て
い
る
（
10
）。
考
証

学
を
歴
史
の
新
た
な
方
法
に
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
重
野
に
と
っ
て
、
名
分
論

を
不
可
分
の
要
素
と
し
て
盛
り
込
ん
だ
『
大
日
本
史
』
の
書
き
方
は
、
ぜ
ひ
と

も
是
正
す
べ
き
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。『
大
日
本
史
』
の
よ
う
に
善
悪
や
価

値
を
論
ず
る
こ
と
な
く
、
歴
史
的
事
実
と
そ
の
背
景
を
筋
道
立
て
て
描
い
て
い

こ
う
と
す
れ
ば
、
漢
文
の
文
体
は
お
の
ず
と
正
史
本
来
の
文
体
で
あ
る
記
事
体

の
方
向
へ
向
か
う
こ
と
と
な
る
。

　

第
二
に
、
平
明
で
生
き
生
き
し
た
表
現
を
目
指
し
た
こ
と
で
あ
る
。
修
辞
法

や
典
故
と
い
っ
た
規
範
も
あ
っ
て
漢
文
は
一
般
に
、
書
き
手
に
と
っ
て
も
読
み

手
に
と
っ
て
も
、
ど
う
し
て
も
堅
苦
し
い
も
の
と
な
る
が
、
そ
こ
か
ら
脱
却
す

べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
が
彼
ら
の
共
通
の
認
識
だ
っ
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
歴
史

叙
述
の
範
例
は
、
も
は
や
中
国
の
正
史
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
こ
ろ
目
に
し

た
何
冊
か
の
西
洋
人
に
よ
る
歴
史
書
に
高
い
評
価
を
与
え
て
い
た
。
重
野
は
そ

の
叙
述
の
あ
り
さ
ま
を
、「
本
邦
漢
土
の
唯
事
上
に
就
て
記
し
去
る
者
と
異
に

し
て
、
始
に
原
づ
き
終
を
要
し
、
顚
末
を
具
書
し
、
当
日
の
事
情
を
し
て
躍
々

紙
上
に
現
出
せ
し
む
。
其
体
誠
に
採
る
べ
き
な
り
」
と
高
く
評
価
し
て
い
た
（
11
）。

　

重
野
ら
修
史
館
の
漢
学
者
が
試
み
よ
う
と
し
た
、
記
事
体
の
漢
文
で
、
し
か

も
読
者
を
引
き
付
け
る
魅
力
を
も
っ
た
著
作
と
い
う
の
は
、
実
は
す
で
に
先
例

が
あ
っ
た
。
漢
文
戯
作
で
あ
る
。
滑
稽
、
諧
謔
を
旨
と
す
る
戯
作
を
は
じ
め
て

漢
文
体
で
著
し
た
の
は
、
享
保
一
三
年
（
一
七
二
八
）
刊
の
『
両
巴
巵
言
』
に

始
ま
る
。『
両
巴
巵
言
』
は
遊
里
の
案
内
や
遊
女
の
評
判
を
記
す
洒
落
本
の
嚆

矢
で
あ
る
が
、
洒
落
本
の
文
体
は
そ
の
後
し
だ
い
に
漢
文
体
か
ら
漢
文
、
和
文

の
混
合
体
、
そ
し
て
和
文
会
話
体
と
、
読
者
に
読
み
や
す
い
ス
タ
イ
ル
へ
と
変
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再布置される文体ヒエラルキー

化
し
て
い
っ
た
。
次
に
漢
文
体
戯
作
で
人
気
を
集
め
た
の
は
、
江
戸
の
町
の
世

相
や
風
物
を
描
く
繁
昌
記
と
い
う
種
類
だ
っ
た
。
天
保
三
│
七
年
（
一
八
三
二

│
三
六
）
に
刊
行
さ
れ
た
寺
門
静
軒
（
一
七
九
六
│
一
八
六
八
）
の
『
江
戸
繁
昌

記
』
が
そ
れ
で
あ
り
、
服
部
誠
一
が
『
東
京
新
繁
昌
記
』
を
執
筆
す
る
に
あ
た

り
モ
デ
ル
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
漢
文
戯
作
の
流
行
は
、
も
と
も
と
徂
徠
学
派

が
議
論
の
文
章
に
代
わ
り
叙
事
の
文
章
の
実
作
を
奨
励
し
た
こ
と
が
底
流
に
あ

り
、
叙
事
体
の
漢
文
は
、
ま
ず
中
国
の
白
話
小
説
の
漢
文
翻
訳
か
ら
始
ま
り
、

そ
れ
に
続
い
て
漢
文
戯
作
が
作
ら
れ
た
の
だ
っ
た
（
12
）。
戯
作
が
漢
文
体
で
あ
り
な

が
ら
多
く
の
読
者
を
獲
得
す
る
の
に
、
魅
力
的
な
記
事
体
が
役
立
っ
て
い
る
で

あ
ろ
う
こ
と
は
、
修
史
館
に
集
う
漢
学
者
も
ま
た
認
識
し
て
い
た
よ
う
で
、
重

野
の
同
僚
で
あ
る
久
米
邦
武
（
一
八
三
九
│
一
九
三
一
）
は
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

近
来
欧
洲
の
風
と
称
し
、
戯
作
流
行
し
太
平
記
は
事
実
こ
そ
誤
り
た
る
所

も
あ
ら
ん
、
其
文
章
は
流
石
に
文
学
に
功
あ
り
な
ど
ゝ
謂
ふ
人
あ
れ
ど
、

余
の
聞
き
し
に
は
、
欧
洲
に
於
て
文
学
と
称
す
る
は
、
記
事
文
を
主
と
し
、

清
麗
の
筆
に
て
人
情
世
態
を
画
き
出
し
た
る
著
作
を
賞
美
す
。
徒
に
文
句

を
修
飾
し
て
自
然
を
抂
る
を
厭
ひ
、
叙
事
の
質
朴
に
し
て
正
確
な
る
条
理

あ
る
者
を
名
作
と
称
す
と
な
り
。
さ
こ
そ
あ
る
べ
き
な
り
（
13
）。

　

久
米
は
、
重
野
と
同
じ
く
、
西
欧
に
平
明
で
正
確
な
記
事
文
の
模
範
が
あ
る

と
す
る
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、「
欧
洲
の
風
」
と
し
て
叙
事
の
伝
統

を
欧
州
に
見
な
が
ら
、
同
時
に
そ
れ
を
日
本
の
戯
作
を
は
じ
め
と
す
る
庶
民
文

学
に
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
正
史
の
編
纂
官
が
、
庶
民
の
読
み
物

に
日
本
で
の
記
事
文
の
伝
統
を
見
出
そ
う
と
す
る
の
は
あ
る
種
の
卓
見
と
言
っ

て
も
よ
い
。
一
方
、
久
米
が
あ
え
て
、
西
欧
の
記
述
は
「
修
飾
」
よ
り
「
質

朴
」
を
重
ん
じ
る
と
強
調
す
る
の
は
、
叙
事
の
歴
史
を
目
指
す
歴
史
家
と
し
て
、

庶
民
の
読
み
物
で
あ
る
戯
作
の
漢
文
の
文
体
を
同
じ
部
類
と
し
て
容
認
す
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
同
じ
く
叙
事
文
で
あ

る
と
は
い
え
、
戯
作
や
小
説
は
稗
史
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
さ
れ
、
正
史
と
は

文
化
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に
お
い
て
ま
さ
に
対
極
に
位
置
す
る
も
の
だ
っ
た
。
菊

池
三
渓
は
『
漢
文
軌
範
』
の
文
体
概
説
に
お
い
て
、
叙
事
の
文
体
を
次
の
よ
う

に
説
明
し
て
い
る
。
ま
ず
「
記
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
挙
げ
、「
記
ハ
事
ヲ

紀
ス
ル
文
也
。
禹
貢
顧
命
ハ
記
ノ
祖
ニ
シ
テ
、
而
シ
テ
其
ノ
名
ハ
則
チ
載
記
学

記
ノ
諸
編
ニ
昉
マ
ル
。
其
ノ
文
叙
事
ヲ
以
テ
主
ト
為
ス
」
と
し
、
さ
ら
に
も
う

ひ
と
つ
叙
事
の
文
体
と
し
て
「
記
事
」
を
挙
げ
、「
記
事
ハ
記
志
ノ
別
名
、
而

シ
テ
野
史
ノ
流
也
。
古
ヘ
ハ
史
官
時
事
ヲ
記
ス
ヲ
掌
ル
。
而
シ
テ
耳
目
ノ
逮
ハ

ザ
ル
所
ノ
者
ハ
、
往
往
遺
ス
。
是
ニ
於
テ
文
人
学
士
見
聞
ス
ル
有
ル
ニ
遇
ヘ
ハ
、

乃
チ
随
聴
随
筆
ス
」
と
す
る
（
14
）。
と
も
に
叙
事
の
文
章
で
あ
る
「
記
」
と
「
記

事
」
を
敢
え
て
区
分
け
し
た
の
は
、
公
式
の
記
録
と
稗
史
、
野
史
の
文
体
と
の

違
い
を
示
そ
う
と
し
た
と
推
察
さ
れ
る
が
、
具
体
的
に
ど
う
異
な
る
か
ま
で
は

言
及
さ
れ
て
い
な
い
（
15
）。
そ
こ
で
次
節
で
は
、
正
史
の
流
れ
を
汲
む
修
史
館
編
纂

の
『
国
史
眼
』
と
、
稗
史
の
『
東
京
新
繁
昌
記
』
と
の
書
き
ぶ
り
を
直
接
比
較

し
て
み
よ
う
。
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四
、
禁
欲
と
奔
放
：
ふ
た
つ
の
変
体
漢
文

　

古
代
か
ら
筆
を
起
こ
す
日
本
の
通
史
で
あ
る
『
国
史
眼
』
は
、
さ
い
わ
い
明

治
一
〇
年
代
の
こ
と
ま
で
説
き
及
ん
で
お
り
、『
東
京
新
繁
昌
記
』
と
重
複
す

る
事
柄
を
い
く
つ
か
取
り
上
げ
て
い
る
。
ま
ず
、
そ
の
中
か
ら
学
校
教
育
に
つ

い
て
の
記
事
を
見
て
み
よ
う
。

　
『
稿
本
国
史
眼
』
巻
之
七

文
部
、
大
中
小
学
区
ノ
制
ヲ
布
キ
シ
ヨ
リ
。
小
学
国
内
ニ
遍
シ
。
乃
チ
大

中
学
ヲ
建
ン
ト
図
ル
。
十
年
四
月
。
東
京
ノ
開
成
学
校
・
医
学
校
ヲ
并
セ

テ
東
京
大
学
ト
改
メ
。
法
・
理
・
医
・
文
四
科
ヲ
研
究
シ
。
卒
業
生
ニ
学

士
ノ
位
ヲ
授
ク
。
工
部
モ
亦
工
部
大
学
ヲ
建
テ
。
内
務
ハ
駒
場
武蔵

ニ
農
学

校
ヲ
建
ツ
。
後
チ
工
学
ヲ
大
学
ニ
併
セ
。
帝
国
大
学
ト
改
メ
。
碩
学
ノ
人

ニ
博
士
ノ
位
ヲ
授
ク
。
又
高
等
中
学
・
女
学
校
・
商
業
・
職
工
・
盲
啞
学

校
等
ノ
設
ア
リ
（
16
）。

　
『
東
京
新
繁
昌
記
』
初
編
第
一
編

世
之
繁
華
ノ
由
テ
生
ス
ル
所
ノ
者
ハ
何
ソ
、
文
化
之
繁
華
ナ
レ
ハ
也
。
本

邦
文
運
之
隆
盛
ナ
ル
、
未
タ
曽
テ
今
日
ノ
如
キ
者
有
ラ
サ
ル
也
。
全
国
ヲ

分
ツ
テ
七
大
学
区
ト
為
シ
、
又
タ
大
区
ヲ
分
ツ
テ
二
百
五
十
六
中
学
区
ト

為
シ
、
又
タ
中
区
ヲ
分
ツ
テ
五
万
三
千
七
百
六
十
小
学
区
ト
為
ス
。
東
陬

西
隅
ト
雖
モ
学
校
之
設
ケ
有
ラ
サ
ル
者
無
シ
。
教
育
之
道
至
レ
リ
ト
謂
フ

可
シ
。
今
ヤ
人
民
蒙
昧
之
雲
霧
ヲ
出
テ
、
而
シ
テ
文
華
之
錦
繡
ニ
入
リ
、

父
兄
為
ル
者
ハ
汲
々
ト
シ
テ
其
ノ
子
弟
ヲ
鼓
舞
シ
、
子
弟
為
ル
者
ハ
孳
々

ト
シ
テ
其
ノ
学
業
ヲ
勉
励
ス
。（
世
之
繁
華
所
由
生
者
何
、
文
化
之
繁
華
也
。

本
邦
文
運
之
隆
盛
、
未
曽
有
如
今
日
者
也
。
分
全
国
為
七
大
学
区
、
又
分
大
区

為
二
百
五
十
六
中
学
区
、
又
分
中
区
為
五
万
三
千
七
百
六
十
小
学
区
。
雖
東
陬

西
隅
、
無
不
有
学
校
之
設
者
。
教
育
之
道
可
謂
至
矣
。
今
也
人
民
出
蒙
昧
之
雲

霧
、
而
入
文
華
之
錦
繡
、
為
父
兄
者
汲
々
鼓
舞
其
子
弟
、
為
子
弟
者
孳
々
勉
励

其
学
業（17
）。）

　

正
史
の
流
れ
を
受
け
た
『
国
史
眼
』
と
漢
文
戯
作
と
で
は
明
ら
か
に
書
き
ぶ

り
が
異
な
る
が
、
反
面
、
正
統
的
な
漢
文
体
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
と
い
う
点
で

は
両
者
は
共
通
し
て
い
る
。

　
『
東
京
新
繁
昌
記
』
の
文
体
は
、
漢
文
戯
作
通
例
の
も
の
で
、
正
統
的
な
純

漢
文
に
対
し
て
、
ふ
つ
う
変
体
漢
文
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
自
由
な
構
文
、
そ
の

た
め
に
散
見
さ
れ
る
語
法
の
誤
り
や
逸
脱
、
そ
し
て
な
に
よ
り
同
時
代
の
俗
語

の
大
量
・
大
胆
な
使
用
な
ど
の
点
に
お
い
て
、
正
統
的
な
漢
文
と
は
だ
い
ぶ
か

け
離
れ
て
い
る
も
の
だ
っ
た
（
18
）。

他
方
『
国
史
眼
』
の
文
体
も
ま
た
別
の
意
味
で

十
分
に
変
体
だ
っ
た
と
い
え
る
。
西
洋
の
歴
史
家
の
生
き
生
き
し
た
歴
史
叙
述

を
高
く
評
価
し
て
い
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
、
簡
潔
な
、
と
い
う
よ
り
む

し
ろ
無
味
乾
燥
と
呼
ぶ
べ
き
文
章
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
何
の
修
辞
も
典
故
も
な

い
。
修
史
館
が
さ
き
に
出
版
し
た
『
明
治
史
要
』
は
、
ほ
ぼ
逐
日
ご
と
の
出
来

事
を
淡
々
と
記
す
だ
け
の
記
録
だ
っ
た
が
、『
国
史
眼
』
の
文
章
も
そ
れ
に
似
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て
い
る
。
た
し
か
に
歴
史
叙
述
の
文
体
は
、
他
の
ジ
ャ
ン
ル
の
も
の
と
比
べ
れ

ば
も
と
も
と
修
辞
的
な
要
素
は
少
な
い
。
ま
た
、
教
科
書
と
し
て
古
代
か
ら
明

治
前
期
ま
で
を
わ
ず
か
和
綴
じ
七
冊
の
分
量
で
著
そ
う
と
し
た
量
的
な
問
題
も

あ
ろ
う
。
だ
が
そ
れ
ら
の
制
約
の
た
め
ば
か
り
で
な
く
、『
国
史
眼
』
の
文
体

が
単
調
で
平
板
な
変
体
漢
文
の
書
き
下
し
体
と
な
っ
た
の
は
、
あ
る
明
確
な
意

図
が
結
果
し
た
も
の
だ
っ
た
。
著
者
の
一
人
、
久
米
邦
武
は
そ
の
背
景
に
あ
っ

た
事
情
を
明
か
し
て
い
る
。

事
実
は
皆
引
拠
の
原
句
を
綴
り
た
れ
ど
、
起
筆
、
過
渡
、
結
束
等
に
批
評

判
断
を
か
へ
ざ
れ
ば
章
を
成
さ
ず
、
文
味
枯
燥
す
る
に
よ
つ
て
変
体
を
取

た
。
是
は
余
の
宿
論
に
水
藩
史
の
如
く
窮
屈
の
法
に
縛
ら
る
ゝ
も
、
其
取

捨
と
綴
文
の
都
合
に
て
誤
謬
は
生
ず
る
か
ら
、
寧
ろ
斯
く
書
く
が
よ
い
と

定
め
た
（
19
）。

　

歴
史
認
識
や
編
纂
の
面
だ
け
で
な
く
、
論
議
よ
り
も
叙
述
の
ス
タ
イ
ル
を
採

る
こ
と
で
、
文
体
も
考
証
史
学
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ

る
。
考
証
史
学
と
い
う
そ
れ
ま
で
な
か
っ
た
新
し
い
歴
史
ス
タ
イ
ル
に
挑
も
う

と
し
て
い
た
修
史
館
の
人
々
は
、
歴
史
は
本
来
史
料
そ
の
ま
ま
の
引
用
で
構
成

す
る
の
が
最
善
と
し
て
、
文
章
の
叙
述
に
は
恐
ろ
し
く
禁
欲
的
だ
っ
た
。
ま
と

ま
っ
た
歴
史
書
と
し
て
の
体
裁
を
な
ん
と
か
整
え
る
た
め
に
、
久
米
は
最
小
限

の
筆
を
加
え
た
変
体
漢
文
の
書
き
下
し
体
を
提
案
し
た
の
で
あ
る
。
言
葉
が
よ

り
多
く
付
け
加
え
ら
れ
る
ほ
ど
、
本
来
の
考
証
史
学
か
ら
逸
脱
し
て
し
ま
う
と

考
え
た
の
だ
っ
た
。
そ
の
結
果
、『
国
史
眼
』
の
無
味
乾
燥
な
文
章
が
で
き
あ

が
る
こ
と
に
な
る
。

　

久
米
は
さ
ら
に
続
け
て
、
歴
史
家
が
行
う
編
集
と
叙
述
は
、
ど
の
み
ち
「
誤

謬
」、
つ
ま
り
考
証
史
学
か
ら
の
逸
脱
と
な
る
の
だ
か
ら
、
水
戸
藩
の
『
大
日

本
史
』
の
よ
う
な
漢
文
体
を
採
る
必
要
も
な
い
、
と
断
じ
る
。『
国
史
眼
』
が

刊
行
さ
れ
た
明
治
二
〇
年
代
に
は
、
書
き
手
に
と
っ
て
は
む
ろ
ん
の
こ
と
、
読

み
手
に
と
っ
て
も
漢
文
体
は
も
は
や
「
窮
屈
の
法
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
リ
ア

リ
ス
ト
の
久
米
は
冷
静
に
認
識
し
て
い
た
。『
国
史
眼
』
の
書
き
下
し
体
に
つ

い
て
は
、
彼
は
読
み
手
の
視
点
が
考
慮
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
次
の
よ
う
に
語
っ

て
い
る
。

今
印
刷
史
料
を
見
た
人
は
自
ら
了
解
す
る
で
あ
ら
う
。
彼
史
料
に
よ
り
て

記
録
的
の
史
を
修
む
れ
ば
、
漢
文
に
な
る
。
故
に
国
史
は
漢
文
に
書
の
で

あ
る
。
太
平
記
の
如
き
小
説
的
の
も
の
は
仮
名
文
な
れ
ど
、
是
は
根
本
史

料
で
な
い
。
故
に
余
は
窃
に
予
量
し
て
居
た
。
編
年
史
を
印
行
す
れ
ば
読

め
ぬ
の
声
が
沸
起
す
る
。
因
て
更
に
仮
名
交
り
の
漢
文
に
く
づ
す
こ
と
は

容
易
に
出
来
る
。
ダ
ガ
ま
だ
読
め
ま
い
。
因
て
解
釈
交
り
に
書
き
柔
ぐ
る
。

其
国
史
眼
の
文
体
が
夫
で
あ
る
。
是
で
も
猶
読
め
ぬ
で
あ
ら
う
が
、
其
頃

は
編
年
史
が
既
に
各
人
の
手
に
渡
り
、
種
々
な
書
が
要
求
に
応
じ
て
著
は

さ
る
ゝ
。
そ
れ
が
史
学
の
発
達
な
の
で
、
無
事
に
行
け
ば
重
野
博
士
健
在

の
時
其
時
期
達
し
た
は
ず
（
20
）。
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読
者
の
便
宜
の
た
め
に
は
、
引
用
さ
れ
る
漢
文
体
史
料
を
書
き
下
し
体
に
改

め
て
し
ま
う
こ
と
さ
え
、
久
米
は
ほ
と
ん
ど
躊
躇
し
な
い
が
、
そ
こ
ま
で
彼
が

踏
み
込
め
た
の
に
は
理
由
が
あ
っ
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
久
米
は
名
著
の
誉
れ

高
い
『
米
欧
回
覧
実
記
』
を
明
治
一
一
年
（
一
八
七
八
）
に
刊
行
し
て
い
る
。

修
辞
も
典
故
も
漢
文
の
正
統
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
書
き
下
し
体
に
よ
る
記
事
文

が
、
ど
れ
ほ
ど
の
可
能
性
を
も
ち
え
る
の
か
、
み
ず
か
ら
が
既
に
立
証
済
み
だ

っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
歴
史
叙
述
の
文
体
に
対
し
比
較
的
自
由
な
立
場
に
立
つ

こ
と
が
で
き
、
た
と
え
叙
述
が
「
文
味
枯
燥
」
で
あ
り
、
読
者
の
た
め
に
「
書

き
柔
ぐ
る
」
と
し
て
も
、
考
証
史
学
と
い
う
新
た
な
歴
史
方
法
を
徹
底
す
る
た

め
に
は
、
大
き
な
問
題
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
事
情
で
『
国
史
眼
』
の
書
き
下
し
体
も
変
体
と
な
っ
た
わ
け
だ
が
、

『
東
京
新
繁
昌
記
』
の
変
体
漢
文
の
書
き
ぶ
り
の
相
違
に
つ
い
て
考
え
る
前
に
、

も
う
一
例
、
新
聞
の
隆
盛
に
つ
い
て
の
両
者
の
記
事
を
掲
げ
る
。

　
『
稿
本
国
史
眼
』
巻
之
七

幕
府
末
年
ヨ
リ
。
新
聞
紙
行
ハ
レ
。
維
新
ノ
後
太
政
官
日
誌
ヲ
行
フ
。
是

ニ
於
テ
新
聞
紙
ノ
印
行
益
多
ク
。
六
年
九
月
マ
デ
。
准
許
ヲ
受
ル
者
百
二

十
三
種
ニ
及
ブ
。
初
メ
薩
摩
藩
、
人
ヲ
上
海
ニ
遣
リ
。
米
利
堅
印
書
局
ニ

就
キ
。
活
字
及
ヒ
印
刷
器
械
ヲ
購
フ
。
長
崎
ノ
本
木
昌
造
之
ヲ
得
テ
本
地

ニ
創
建
シ
。
遂
ニ
字
母
ヲ
製
ス
ル
術
ヲ
得
テ
。
活
字
ヲ
鋳
製
シ
。
大
坂
・

横
浜
ニ
分
社
ヲ
設
ク
。
士
族
ノ
輩
減
禄
ニ
遇
ヒ
。
遽
ニ
商
工
ヲ
図
ル
モ
。

其
業
ニ
慣
レ
ズ
。
因
テ
産
ヲ
破
ル
者
多
シ
。
唯
活
版
印
書
ハ
慣
熟
シ
易
ク
。

且
ツ
需
用
尤
モ
広
シ
。
転
〻
相
倣
効
シ
テ
。
其
業
漸
ク
盛
ナ
リ
（
21
）。

　
『
東
京
新
繁
昌
記
』
初
編
第
一
編

明
日
出
ス
所
ノ
新
聞
、
今
日
午
後
四
五
時
ノ
間
ニ
至
テ
已
ニ
成
ル
。
其
簡

便
ナ
ル
也
一
ノ
器
械
有
テ
、
而
シ
テ
数
千
紙
ヲ
摺
リ
、
菓
舗
ノ
丁
稚
ノ
煎

餅
ヲ
焼
ク
ヨ
リ
速
カ
ナ
リ
。
一
枚
ノ
値
ヘ
四
五
銭
ニ
出
テ
ス
。
若
シ
一
月

ヲ
括
リ
テ
之
ヲ
買
ヒ
ハ
、
則
チ
社
自
リ
之
ヲ
配
布
シ
、
且
ツ
其
値
ヲ
減
ズ
。

一
月
間
五
十
銭
乃
至
七
十
五
銭
也
。
芸
妓
ノ
一
纏
頭
ヲ
以
テ
世
界
ノ
新
事

ヲ
知
ル
、
亦
タ
廉
価
ナ
ラ
ス
乎
。（
明
日
所
出
新
聞
、
今
日
至
午
後
四
五
時

間
已
成
。
其
簡
便
也
有
一
器
械
、
而
摺
数
千
紙
、
速
于
菓
舗
丁
稚
焼
煎
餅
。
一

枚
値
不
出
于
四
五
銭
。
若
括
一
月
買
之
、
則
自
社
配
布
之
、
且
減
其
値
。
一
月

間
五
十
銭
乃
至
七
十
五
銭
也
。
以
芸
妓
一
纏
頭
知
世
界
新
事
、
不
亦
廉
価
乎（22
）。）

　
『
繁
昌
記
』
は
、
印
刷
の
速
さ
の
形
容
に
煎
餅
焼
き
を
持
ち
出
し
、
月
極
め

の
新
聞
購
読
料
を
芸
妓
の
花
代
と
比
べ
る
な
ど
、
戯
作
と
し
て
の
面
目
躍
如
た

る
も
の
が
あ
る
。
し
か
も
こ
の
戯
作
者
は
、
新
聞
と
い
う
文
明
開
化
の
産
物
を

支
え
て
い
る
の
が
、
木
版
に
代
わ
る
印
刷
技
術
で
あ
る
こ
と
を
ち
ゃ
ん
と
見
逃

さ
な
い
。
一
方
、『
国
史
眼
』
は
新
聞
の
盛
行
と
い
う
史
実
に
触
れ
た
後
、
そ

の
背
景
と
し
て
活
版
印
刷
の
導
入
の
経
緯
か
ら
、
さ
ら
に
は
失
職
士
族
に
と
っ

て
印
刷
・
出
版
が
い
か
に
適
し
た
仕
事
で
あ
っ
た
か
ま
で
説
き
及
ぶ
。
こ
れ
は

新
聞
に
携
わ
っ
た
人
々
の
ほ
と
ん
ど
が
士
族
出
身
だ
っ
た
こ
と
の
説
明
と
も
な

っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
限
ら
れ
た
記
述
の
な
か
で
、
重
野
が
西
洋
人
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の
歴
史
の
美
点
と
し
て
挙
げ
た
「
顚
末
を
具
書
」
す
る
試
み
は
あ
る
程
度
達
成

で
き
た
と
い
え
よ
う
。
た
だ
、「
当
日
の
事
情
を
し
て
躍
々
紙
上
に
現
出
せ
し

む
」
こ
と
で
は
、
ど
の
み
ち
戯
作
者
服
部
撫
松
の
筆
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
か

っ
た
。
漢
文
文
体
を
主
張
す
る
に
あ
た
り
、
そ
の
安
定
性
を
強
調
し
た
重
野
は
、

江
戸
中
期
の
考
証
・
校
勘
学
者
で
あ
る
吉
田
篁
墩
（
一
七
四
五
│
一
七
九
八
）

の
、
叙
事
の
文
章
は
「
必
ズ
古
人
使
用
ヲ
歴
ル
成
文
」
を
使
う
べ
き
で
あ
る
と

い
う
言
葉
を
引
用
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
う
し
た
姿
勢
は
『
国
史
眼
』
を
執

筆
す
る
際
に
も
貫
か
れ
て
い
た
（
23
）。
新
聞
や
印
刷
と
い
う
開
化
に
ま
つ
わ
る
新
事

業
に
つ
い
て
の
叙
述
だ
け
に
、「
活
版
」
の
よ
う
な
当
時
あ
ま
り
耳
慣
れ
な
い

言
葉
や
、「
字
母
」
の
よ
う
に
意
味
を
転
用
し
た
も
の
が
あ
る
が
、
基
本
的
に

は
新
語
の
使
用
は
抑
制
的
で
あ
る
。
ま
し
て
服
部
の
使
っ
た
「
菓
舗
」「
丁
稚
」

「
煎
餅
」
な
ど
と
い
っ
た
和
製
漢
語
が
紛
れ
込
む
こ
と
は
決
し
て
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
こ
と
だ
っ
た
。

　

史
料
重
視
の
考
証
史
学
と
い
う
手
法
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
最
小
限
に
と
ど
め

た
叙
述
、
そ
し
て
漢
文
文
体
の
安
定
性
を
強
調
し
た
こ
と
に
よ
る
語
彙
の
限
定
、

こ
う
し
た
彼
ら
が
自
ら
課
し
た
条
件
が
『
国
史
眼
』
の
無
味
乾
燥
な
文
章
を
生

み
出
し
た
の
だ
っ
た
。

　

帝
国
大
学
国
史
科
の
教
科
書
と
し
て
用
い
ら
れ
た
『
国
史
眼
』
と
く
ら
べ
、

『
東
京
新
繁
昌
記
』
の
読
者
は
お
し
な
べ
て
そ
れ
よ
り
文
化
的
に
も
社
会
的
に

も
低
い
階
層
だ
っ
た
。
日
本
の
エ
リ
ー
ト
中
の
エ
リ
ー
ト
を
読
者
と
し
た
『
国

史
眼
』
で
す
ら
、「
仮
名
交
じ
り
の
漢
文
」
か
ら
さ
ら
に
「
解
釈
交
り
に
書
き

柔
ぐ
」
ら
な
け
れ
ば
読
め
な
い
と
す
る
久
米
の
判
断
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、

変
体
の
戯
文
と
は
い
え
漢
文
体
で
書
か
れ
た
『
新
繁
昌
記
』
を
、
一
般
の
人
々

は
楽
し
む
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
娯
楽
読
み
物
で
あ
る
戯
作
を
わ
ざ
わ

ざ
漢
文
体
で
著
し
た
の
は
、
知
識
人
が
専
有
し
続
け
形
式
も
内
容
も
堅
い
文
章

が
、
敢
え
て
卑
俗
な
素
材
を
取
り
上
げ
る
、「
形
式
と
内
容
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス

か
ら
く
る
滑
稽
さ
」
を
狙
っ
た
た
め
と
説
明
さ
れ
て
い
る
（
24
）。
し
か
し
な
が
ら
、

時
は
す
で
に
「
漢
学
断
種
」
の
時
代
を
迎
え
、
漢
学
の
権
威
が
一
気
に
失
墜
し

た
こ
と
で
、
漢
文
体
と
戯
文
と
の
こ
の
組
み
合
わ
せ
の
妙
は
、
急
速
に
失
わ
れ

つ
つ
あ
っ
た
は
ず
だ
。
世
界
情
勢
を
紹
介
す
る
福
沢
諭
吉
の
簡
明
な
文
章
が
歓

迎
さ
れ
て
い
た
時
代
、
ど
こ
に
お
か
し
さ
を
見
つ
け
る
こ
と
で
、『
東
京
新
繁

昌
記
』
は
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

明
治
初
年
の
東
京
風
俗
を
描
い
た
『
東
京
新
繁
昌
記
』
の
お
も
し
ろ
さ
は
、

プ
ロ
ッ
ト
や
登
場
人
物
の
台
詞
よ
り
も
、
た
と
え
ば
、
た
ぶ
ん
彼
の
造
語
で
あ

る
「
屎
郎
」
に
「
ク
ソ
ヤ
ロ
ー
」
の
訓
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
（
初
編
一
二
丁

表
）、
毎
頁
に
散
り
ば
め
ら
れ
た
、
自
由
自
在
に
用
い
ら
れ
る
漢
語
や
新
語
、

そ
し
て
そ
れ
に
付
さ
れ
る
思
い
が
け
な
い
新
訓
あ
る
い
は
珍
訓
だ
っ
た
。
通
常

の
読
み
を
示
す
ル
ビ
に
加
え
、
読
者
の
理
解
を
容
易
に
す
る
た
め
に
、
漢
字
の

左
側
に
意
味
を
記
し
た
ル
ビ
を
さ
ら
に
加
え
た
例
と
し
て
は
、
慶
應
二
│
明
治

三
年
（
一
八
六
六
│
一
八
七
〇
）
刊
の
『
西
洋
事
情
』、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）

刊
の
『
西
国
立
志
編
』
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
（
25
）、
実
は
こ
れ
ら
啓
蒙
書

籍
に
先
だ
っ
て
、
俗
語
、
卑
語
を
ル
ビ
と
し
て
漢
語
、
和
製
漢
語
に
あ
て
て
い

た
の
が
江
戸
の
戯
作
だ
っ
た
。
服
部
が
手
本
と
し
た
『
江
戸
繁
昌
記
』
の
冒
頭

の
「
相
撲
」
の
章
を
見
て
も
、「
喝
采
」
に
「
ホ
メ
ル
」、「
纏
頭
」
に
「
ハ
ナ
」、
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「
短
掛
」
に
「
ハ
オ
リ
」、「
荷
褌
儒
」
に
「
フ
ン
ド
シ
カ
ツ
ギ
」
と
い
っ
た
訓

を
付
け
て
い
る
（
26
）。

　
『
東
京
新
繁
昌
記
』
は
、
漢
字
の
読
み
は
右
側
に
、
通
俗
的
な
意
味
や
解
釈

ま
じ
り
の
読
み
は
左
側
に
と
、
右
訓
と
左
訓
の
役
割
分
担
を
は
っ
き
り
分
け
て

い
る
（
27
）。

ノ
ン
エ
リ
ー
ト
の
広
範
な
読
者
層
を
漢
字
の
世
界
に
導
く
た
め
に
、
ル

ビ
は
最
も
効
果
的
な
手
法
だ
っ
た
。
漢
字
、
漢
語
と
ル
ビ
と
が
相
補
い
合
う
こ

と
で
、
諧
謔
や
滑
稽
を
盛
り
込
む
だ
け
で
な
く
、
人
々
が
興
味
を
抱
く
新
文
明

の
諸
相
を
伝
え
る
こ
と
で
、
漢
文
体
の
読
み
物
が
大
衆
的
人
気
を
得
る
こ
と
が

で
き
た
の
で
あ
る
。

　
「
書
牘
」（
テ
ガ
ミ
）（
五
編
三
丁
裏
）
や
「
疇
昔
」（
コ
ノ
ア
イ
タ
）（
五
編
五
丁

裏
）
の
よ
う
に
漢
語
に
不
案
内
な
読
者
の
た
め
の
ル
ビ
も
多
か
っ
た
が
、
服
部

撫
松
の
腕
の
見
せ
所
は
、「
喫
余
烟
」（
ス
イ
カ
ラ
シ
ノ
タ
バ
コ
）（
初
編
三
六
丁

裏
）、「
奇
獲
」（
モ
ー
ケ
）（
三
編
六
丁
裏
）、「
尊
姐
面
」（
オ
ク
サ
マ
キ
ド
リ
）

（
五
編
三
九
丁
裏
）
と
い
っ
た
諧
謔
精
神
を
交
え
た
造
語
と
そ
れ
に
添
え
る
卑
俗

な
言
い
換
え
の
組
み
合
わ
せ
だ
っ
た
。
文
明
開
化
の
世
相
は
、
多
く
の
新
漢
語

を
生
み
、
ま
た
漢
語
の
意
味
転
用
も
行
わ
れ
た
。『
東
京
新
繁
昌
記
』
に
登
場

す
る
、「
機
関
・
装
置
」（
シ
カ
ケ
）（
五
編
六
丁
表
、
六
編
四
丁
裏
）、「
紡
績
」

（
ツ
ム
ギ
）（
四
編
六
丁
表
）、「
支
店
」（
デ
ミ
セ
）（
初
編
一
四
丁
表
）、「
道
路
修

繕
」（
ミ
チ
ブ
シ
ン
）（
六
編
一
〇
丁
表
）、「
資
本
金
」（
モ
ト
デ
）（
五
編
三
八
丁

裏
）
と
い
っ
た
見
慣
れ
な
い
新
語
は
、
読
者
に
新
た
な
文
物
と
風
俗
に
溢
れ
た

明
治
の
世
相
を
感
得
さ
せ
る
と
と
も
に
、
そ
う
し
た
漢
語
の
分
か
り
や
す
い
手

引
き
書
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
「
大
麦
酒
」（
ビ
ー
ル
）（
五
編
一
三
丁
裏
）、「
吸

水
機
、
噴
水
器
」（
ポ
ン
プ
）（
三
編
五
丁
裏
、
五
編
四
丁
裏
）、「
電
信
」（
テ
リ
カ

ラ
フ
）（
五
編
一
丁
表
）、「
厨
奴
」（
ボ
ー
イ
）（
六
編
二
八
丁
裏
）
の
よ
う
に
、
カ

タ
カ
ナ
の
ま
ま
流
通
す
る
ほ
う
が
普
通
だ
っ
た
言
葉
に
漢
字
を
あ
て
る
こ
と
も
、

新
時
代
の
文
物
へ
の
読
者
の
想
像
力
を
か
き
立
て
る
の
に
一
役
買
っ
て
い
た
（
28
）。

　

漢
字
の
思
い
が
け
な
い
組
み
合
わ
せ
や
和
訓
に
基
づ
く
造
語
な
ど
、
読
者
の

笑
い
を
誘
う
新
漢
語
の
創
造
は
、
江
戸
期
か
ら
漢
文
戯
作
の
独
壇
場
と
言
っ
て

よ
か
っ
た
。
す
べ
て
を
漢
字
で
表
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
漢
文
戯
作
の

制
約
が
、
漢
字
を
存
分
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
る
卓
抜
な
表
現
力
を
養
っ

た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
文
明
開
化
に
伴
っ
て
続
々
出
現
し
た
新
し
い
事

物
や
光
景
を
表
現
す
る
新
漢
語
を
次
々
と
創
出
で
き
た
の
だ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん

諧
謔
を
旨
と
す
る
戯
作
者
の
精
神
に
は
、
西
洋
の
概
念
を
可
能
な
限
り
漢
字
二

文
字
に
凝
縮
し
て
反
映
さ
せ
よ
う
と
苦
労
し
た
西
周
（
一
八
二
九
│
一
八
九
七
）

の
よ
う
な
周
到
さ
や
厳
密
さ
は
欠
け
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
漢
文
戯
作

の
名
誉
の
た
め
に
付
言
す
れ
ば
、
た
と
え
ば
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
が
出
典
の

ひ
と
つ
に
『
東
京
新
繁
昌
記
』
を
挙
げ
る
「
街
頭
」
と
い
う
言
葉
は
、
近
代
社

会
の
新
た
な
公
共
空
間
を
意
味
す
る
『
繁
昌
記
』
の
用
法
が
定
着
し
、「
銀
ブ

ラ
」
が
流
行
す
る
昭
和
初
期
の
大
衆
文
化
興
隆
期
に
は
、
時
代
を
象
徴
す
る
キ

ー
ワ
ー
ド
に
ま
で
な
る
の
で
あ
る
。

五
、
お
わ
り
に

　

久
米
邦
武
が
書
き
下
し
体
で
『
米
欧
回
覧
実
記
』
を
著
し
た
こ
と
は
先
述
し

た
が
、
彼
が
米
国
の
首
都
ワ
シ
ン
ト
ン
で
見
学
し
た
各
官
庁
の
業
務
を
紹
介
す
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再布置される文体ヒエラルキー

る
と
き
、
た
と
え
ば
「
ポ
ス
ト
、
オ
ッ
フ
ィ
ー
ス
」
と
カ
タ
カ
ナ
書
き
し
た
後

に
、「
即
郵
便
院
ナ
リ
」
と
す
ぐ
訳
語
を
続
け
て
付
し
て
い
る
。
た
だ
訳
語
を

確
定
出
来
な
い
場
合
も
あ
っ
た
。「
郵
便
院
」
の
前
に
訪
問
し
た
「
パ
テ
ン
ト
、

オ
ヒ
ス
」
に
つ
い
て
は
、「
褒
巧
院
ノ
義
ナ
リ
」
と
す
る
が
、
す
ぐ
そ
の
後
に

は
、「
其
発
明
ノ
深
浅
ニ
依
テ
、
褒
典
ニ
差
ア
リ
、
或
ヒ
ハ
専パ
テ

買ン
ト

ノ
免
許
ヲ
ア

タ
ヘ
…
」
と
い
う
説
明
を
付
け
て
い
る
（
29
）。
も
し
こ
れ
が
漢
文
体
の
著
作
で
あ
れ

ば
、
適
切
な
訳
語
が
す
ぐ
に
は
思
い
当
た
ら
な
く
と
も
、
無
理
や
り
造
語
す
る

か
他
の
漢
語
を
流
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
意
味
が
不
分
明
の
場
合
も
、
さ

ら
に
割
り
注
な
ど
で
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
手
続
き
も
文
体
も
煩
瑣
な
も

の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
書
き
下
し
体
の
お
か
げ
で
、「
パ
テ
ン
ト
」
と
そ
の
ま

ま
カ
タ
カ
ナ
で
表
記
す
る
こ
と
も
、「
褒
巧
」、「
専
買
」
と
二
通
り
の
漢
語
を

あ
て
る
こ
と
も
で
き
た
（
30
）。

書
き
下
し
体
の
利
点
を
存
分
に
利
用
す
る
こ
と
で
、

西
欧
の
新
文
明
を
縦
横
に
描
い
た
久
米
だ
っ
た
が
、
漢
文
体
で
歴
史
記
述
を
試

み
る
と
き
は
、
一
転
し
て
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
昌
平
坂
学
問
所
に
学

ん
だ
久
米
や
重
野
に
と
っ
て
、
漢
文
文
体
が
も
つ
羈
絆
は
容
易
に
無
視
で
き
る

も
の
で
な
く
、
漢
語
の
転
用
や
新
漢
語
の
創
造
は
本
来
気
が
進
ま
な
い
こ
と
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

　

漢
字
の
優
れ
た
造
語
力
と
い
う
こ
と
が
よ
く
言
わ
れ
る
。
西
洋
文
化
摂
取
に

あ
た
っ
て
大
量
に
創
ら
れ
た
和
製
漢
語
な
ど
が
そ
の
よ
い
例
証
だ
ろ
う
。
た
だ

和
製
漢
語
が
創
成
さ
れ
、
普
及
す
る
た
め
に
は
二
つ
の
条
件
が
必
要
だ
っ
た
。

ひ
と
つ
は
漢
文
戯
作
に
み
る
、
漢
字
に
権
威
を
認
め
ず
、
道
具
、
と
い
う
よ
り

玩
具
と
し
て
取
り
扱
う
自
由
な
精
神
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
和
製
漢
語
は

漢
文
体
で
は
な
く
、
ど
う
し
て
も
今
体
文
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
書
き
下
し

体
の
中
で
用
い
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
新
語
が
大
量
に
増
加
す
る
に

従
い
、
典
故
や
修
辞
に
こ
だ
わ
っ
た
文
章
の
時
代
は
過
去
の
も
の
と
な
っ
た
。

井
上
毅
の
国
語
政
策
に
基
づ
く
強
権
発
動
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
漢
作
文
は
一

般
の
言
語
生
活
の
舞
台
か
ら
姿
を
消
し
、
漢
詩
と
並
ん
で
、
純
粋
に
趣
味
か
儀

礼
の
領
域
に
押
し
込
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

注＊
引
用
文
の
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
、ル
ビ
や
傍
点
は
省
い
た
。

（
１
）　

三
浦
叶
『
明
治
の
漢
学
』（
東
京
：
汲
古
書
院
、
一
九
九
八
）、
一
五
頁
。

（
２
）　

緒
方
康
「
他
者
像
の
変
容

│
中
国
へ
の
眼
差
し
」、『
江
戸
の
思
想
』
第

四
号
（
東
京
：
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
六
）、
一
四
頁
。

（
３
）　

荻
生
茂
博
氏
は
、
井
上
が
規
定
し
た
近
代
日
本
の
漢
学
と
は
、
日
本
近
代

に
お
け
る
「『
官
』
の
儒
学
の
名
称
」
に
他
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
荻
生
茂

博
「
日
本
に
お
け
る
〈
近
代
陽
明
学
〉
の
成
立
」、『
季
刊
日
本
思
想
史
』
第
五

九
号
（
東
京
：
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
一
）、
一
一
頁
、
の
ち
荻
生
茂
博
『
近

代
・
ア
ジ
ア
・
陽
明
学
』（
東
京
：
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
八
）、
四
二
五
頁
。

（
４
）　

中
村
正
直
「
古
典
講
習
科
乙
部
開
設
ニ
ツ
キ
感
ア
リ
書
シ
テ
生
徒
ニ
示

ス
」、
松
本
三
之
介
、
山
室
信
一
編
『
学
問
と
知
識
人
』
日
本
近
代
思
想
大
系
、

第
一
〇
巻
（
東
京
：
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
）、
一
九
九
│
二
〇
四
頁
。

（
５
）　

井
上
毅
「
学
校
の
教
科
に
お
け
る
漢
文
の
問
に
答
へ
し
文
」（
一
八
九
四
）、

井
上
毅
伝
記
編
纂
委
員
会
編
『
井
上
毅
傳
』
史
料
篇
第
三
（
東
京
：
國
學
院
大
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学
図
書
館
、
一
九
六
九
）、
六
五
九
│
六
六
〇
頁
。

（
６
）　

菊
池
三
渓
編
『
漢
文
軌
範　

記
事
論
説
』（
大
阪
：
普
及
書
房
、
一
八
八

五
）
巻
上
、
一
四
丁
表
裏
。

（
７
）　

明
治
二
年
に
修
史
事
業
が
始
ま
っ
た
と
き
、
柳
川
春
三
は
『
神
皇
正
統

記
』
に
倣
っ
て
仮
名
交
り
の
文
に
す
べ
き
と
の
建
白
を
行
い
、
そ
れ
以
降
も
、

歴
史
叙
述
は
漢
文
、「
国
文
」、「
日
本
文
」
が
せ
め
ぎ
あ
う
場
所
だ
っ
た
。
谷

川
恵
一
『
歴
史
の
文
体　

小
説
の
す
が
た

│
明
治
期
に
お
け
る
言
説
の
再
編

成
』（
東
京
：
平
凡
社
、
二
〇
〇
八
）、
と
く
に
第
一
章
「
歴
史
と
い
う
ト
ポ

ス
」
を
参
照
。

（
８
）　
「
修
史
意
見
書
」（
一
八
八
五
）、
田
中
彰
、
宮
地
正
人
編
『
歴
史
認
識
』

日
本
近
代
思
想
大
系
、
第
一
三
巻
（
東
京
：
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
）、
二
三

八
頁
。

（
９
）　

井
上
毅
「
修
史
意
見
」（
一
八
九
四
）、
井
上
毅
伝
記
編
纂
委
員
会
編
『
井

上
毅
傳
』
史
料
篇
第
二
（
東
京
：
國
學
院
大
学
図
書
館
、
一
九
六
八
）、
六
八

四
頁
。

（
10
）　

重
野
安
繹
「
大
日
本
史
を
論
じ
歴
史
の
体
裁
に
及
ぶ
」（
一
八
八
六
）、
薩

藩
史
研
究
会
（
代
表　

大
久
保
利
謙
）
編
『
増
訂
重
野
博
士
史
学
論
文
集
』
上

巻
（
東
京
：
名
著
普
及
会
、
一
九
八
九
）、
二
九
頁
。

（
11
）　

重
野
安
繹
「
国
史
編
纂
の
方
法
を
論
ず
」（
一
八
七
九
）、『
増
訂
重
野
博

士
史
学
論
文
集
』
上
巻
、
四
頁
。

（
12
）　

中
野
三
敏
「
漢
文
戯
作
の
展
開
」、
中
野
三
敏
『
戯
作
研
究
』（
東
京
：
中

央
公
論
社
、
一
九
八
一
）、
三
二
〇
│
三
二
三
頁
。

（
13
）　

久
米
邦
武
「
太
平
記
は
史
学
に
益
な
し
」（
一
八
九
一
）、『
久
米
邦
武
歴

史
著
作
集
』
第
三
巻
（
東
京
：
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
〇
）、
一
五
九
頁
。

（
14
）　

菊
池
三
渓
、
前
掲
書
、
巻
上
、
一
丁
表
お
よ
び
三
丁
裏
。

（
15
）　
『
漢
文
軌
範
』
が
著
さ
れ
た
明
治
一
〇
年
代
中
期
、
菊
池
三
渓
は
信
夫
恕

軒
ら
と
、
漢
訳
文
に
よ
る
記
事
作
文
に
取
り
組
ん
で
い
た
が
、
繁
昌
記
系
の
漢

文
体
風
俗
誌
と
は
一
線
を
画
し
、
俗
に
堕
さ
な
い
雅
文
芸
を
心
が
け
て
い
た
と

い
う
。
宮
崎
修
多
「
漢
訳
文
と
明
治
の
紀
事
文
」、
岩
波
書
店
文
学
編
集
部
編

『「
文
学
」
増
刊　

明
治
文
学
の
雅
と
俗
』（
東
京
：
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
）、

六
六
頁
。

（
16
）　

重
野
安
繹
、
久
米
邦
武
、
星
野
恒
編
『
稿
本
国
史
眼
』
巻
之
七
（
東
京
：

大
成
館
、
一
八
九
〇
）、
四
七
丁
裏
。

（
17
）　

服
部
誠
一
『
東
京
新
繁
昌
記
』
初
編
第
一
編
「
学
校
」（
東
京
：
山
城
屋

政
吉
、
一
八
七
四
）、
一
丁
表
裏
。

（
18
）　

正
統
的
な
漢
文
の
書
法
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
述
が
参
考
と
な

る
。「
松
陰
と
同
時
代
の
儒
者
・
文
人
（
佐
藤
一
斎
・
斎
藤
拙
堂
・
塩
谷
宕

陰
・
林
鶴
梁
な
ど
）
が
の
こ
し
た
文
集
は
、
ふ
つ
う
、
序
・
記
・
書
・
論
・

弁
・
説
・
銘
・
伝
・
賛
と
い
う
ふ
う
に
整
然
と
し
た
分
類
が
施
さ
れ
て
い
る
。

か
れ
ら
が
え
ら
び
だ
し
た
語
句
は
、
内
外
の
古
典
か
ら
の
引
照
に
よ
っ
て
周
到

に
補
強
さ
れ
、
文
脈
の
布
置
結
構
は
、
古
今
の
名
家
が
つ
く
り
だ
し
た
規
範
が

厳
格
に
守
ら
れ
る
。
い
わ
ば
文
章
そ
の
も
の
が
自
己
目
的
と
化
し
て
し
ま
う
と

こ
ろ
ま
で
、
か
れ
ら
は
彫
琢
と
推
敲
の
努
力
を
や
め
な
か
っ
た
気
配
で
あ
る
」。

前
田
愛
「
儒
学
の
言
葉
、
啓
蒙
の
言
葉
」、『
前
田
愛
著
作
集
』
第
四
巻
（
東
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再布置される文体ヒエラルキー

京
：
筑
摩
書
房
、
一
九
八
九
）、
三
三
頁
。

（
19
）　

久
米
邦
武
「
余
が
見
た
る
重
野
博
士
」（
一
九
一
一
）、『
久
米
邦
武
歴
史

著
作
集
』
第
三
巻
、
一
一
五
頁
。

（
20
）　

久
米
邦
武
、
同
前
、
一
一
二
頁
。

（
21
）　
『
稿
本
国
史
眼
』
巻
之
七
、
二
三
丁
表
裏
。

（
22
）　
『
東
京
新
繁
昌
記
』
初
編
第
一
編
「
新
聞
紙
」、
一
五
丁
裏
。

（
23
）　

重
野
安
繹
「
本
邦
漢
文
沿
革
史
」（
一
八
九
四
）、『
増
訂
重
野
博
士
史
学

論
文
集
』
上
巻
、
四
〇
四
頁
。
吉
田
篁
墩
（
一
七
四
五
〜
九
八
）
は
、
日
本
に

お
け
る
考
証
学
の
先
駆
け
で
、
重
野
の
歴
史
叙
述
に
た
い
す
る
考
え
に
影
響
を

与
え
た
こ
と
は
、
重
野
が
引
用
す
る
次
の
一
文
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　
「
紀
載
実
録
之
文
、
地
名
人
名
官
職
ヲ
除
ク
ノ
外
、
叙
事
之
際
、
応
用
ノ

文
字
必
ズ
古
人
使
用
ヲ
歴
ル
成
文
ニ
依
リ
、
務
テ
確
正
允
当
ナ
ラ
令
メ
、
当

時
ニ
在
リ
テ
モ
後
世
ニ
在
リ
テ
モ
、
読
者
ヲ
一
覧
瞭
然
、
疑
滞
無
カ
ラ
俾
メ

バ
、
庶
ク
ハ
以
テ
信
史
ト
為
ル
可
キ
ニ
足
ラ
ン
也
。
又
或
ハ
著
実
大
過
シ
、

一
時
之
俗
言
俗
語
ヲ
以
テ
其
ノ
間
ニ
塡
入
ス
ル
者
有
リ
、
謂
フ
実
ヲ
伝
フ
ル

当
ニ
此
ノ
如
ク
ナ
ル
ベ
シ
ト
。
知
ラ
ズ
、
当
時
ニ
在
テ
固
ヨ
リ
了
知
易
キ
モ
、

数
十
年
之
後
既
ニ
分
疏
ヲ
煩
ス
。
更
ニ
世
隔
タ
リ
日
遠
ケ
レ
バ
、
茫
乎
其
ノ

何
ノ
謂
為
ル
ヲ
識
ル
可
カ
ラ
ズ
。
此
ノ
若
ハ
、
則
チ
奚
ゾ
史
ヲ
用
テ
為
ラ
ン
。

夫
レ
事
蹟
ノ
伝
ハ
ル
、
全
ク
修
文
ニ
在
リ
。
人
動
モ
ス
レ
バ
謂
フ
、
吾
国
之

史
豈
ニ
唐
山
人
之
読
ニ
供
セ
ン
乎
、
修
辞
仮
ル
所
無
シ
ト
。
嗟
乎
、
必
ズ
シ

モ
唐
山
人
之
読
ヲ
俟
タ
ザ
ル
モ
、
吾
国
之
人
已
ニ
読
ム
可
カ
ラ
ザ
ル
也
。
思

ハ
ザ
ル
コ
ト
ノ
甚
シ
。」（
紀
載
実
録
之
文
、
除
地
名
人
名
官
職
之
外
、
叙
事

之
際
、
応
用
文
字
必
依
古
人
歴
使
用
成
文
、
務
令
確
正
允
当
、
在
当
時
在
後

世
、
俾
読
者
一
覧
瞭
然
無
疑
滞
、
庶
足
可
以
為
信
史
也
。
又
或
著
実
大
過
、

有
以
一
時
之
俗
言
俗
語
塡
入
於
其
間
者
、
謂
伝
実
当
如
此
。
不
知
在
当
時
固

易
了
知
、
而
数
十
年
之
後
既
煩
分
疏
。
更
世
隔
日
遠
、
茫
乎
不
可
識
其
為
何

謂
焉
。
若
此
則
奚
用
史
為
。
夫
事
蹟
之
伝
全
在
于
修
文
。
人
動
謂
吾
国
之
史

豈
供
唐
山
人
之
読
乎
、
修
辞
無
所
仮
矣
。
嗟
乎
、
不
必
俟
唐
山
人
之
読
而
吾

国
之
人
已
不
可
読
也
。
弗
思
之
甚
。）
吉
田
篁
墩
『
近
聞
寓
筆
』
巻
一
、
長

沢
規
矩
也
編
『
影
印
日
本
随
筆
集
成
』
第
六
輯
（
東
京
：
汲
古
書
院
、
一
九

七
八
）、
二
〇
一
頁
。

（
24
）　

日
野
龍
夫
「
寺
門
静
軒
と
成
島
柳
北
」、『
日
野
龍
夫
著
作
集
』
第
三
巻

（
東
京
：
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
五
）、
五
七
三
頁
。

（
25
）　

齋
藤
希
史
『
漢
文
脈
と
近
代
日
本
』（
東
京
：
日
本
放
送
出
版
協
会
、
二

〇
〇
七
）、
九
七
、
一
〇
八
頁
。

（
26
）　

寺
門
静
軒
『
江
戸
繁
昌
記
』
初
篇
（
江
戸
：
克
己
塾
、
一
八
三
二
年
）、

二
丁
裏
│
三
丁
裏
。

（
27
）　
『
東
京
新
繁
昌
記
』
の
左
訓
に
つ
い
て
は
、
谷
口
巌
氏
が
総
索
引
を
作
成

し
て
お
り
、
本
稿
で
も
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
谷
口
巌
「『
東
京
新
繁

昌
記
』
左
ル
ビ
用
例
総
索
引

│
明
治
初
期
俗
語
表
現
考
察
の
一
資
料
と
し
て

│
」、『
愛
知
教
育
大
学
研
究
報
告
』
第
三
〇
輯
（
人
文
科
学
）、
一
九
八
一
、

二
四
六
│
二
七
〇
頁
。

（
28
）　

漢
字
の
訓
み
か
ら
逸
脱
し
た
自
由
な
ル
ビ
の
振
り
方
に
つ
い
て
は
、
谷
川

恵
一
「
歴
史
の
文
体　

小
説
の
す
が
た
」
が
言
及
し
て
い
る
。
一
一
九
│
一
二
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七
頁
。

（
29
）　

久
米
邦
武
『
米
欧
回
覧
実
記
』
第
一
冊
（
東
京
：
岩
波
書
店
、
一
九
七

七
）、
二
二
〇
、
二
三
八
頁
。

（
30
）　
「
シ
ヴ
ィ
ル
・
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
」
の
意
味
が
理
解
で
き
な
か
っ
た
久

米
邦
武
は
、「『
シ
ヴ
ィ
ル
』
器
械
」
と
い
う
意
味
不
明
の
訳
語
を
つ
く
っ
た

（
宮
村
治
雄
『
開
国
経
験
の
思
想
史

│
兆
民
と
時
代
精
神
』〈
東
京
：
東
京
大

学
出
版
会
、
一
九
九
六
〉、
一
五
一
│
一
五
七
頁
）。
漢
語
一
語
に
無
理
に
収
斂

し
な
く
と
も
よ
い
書
き
下
し
文
で
は
、
物
事
の
意
味
や
概
念
を
十
分
把
握
で
き

な
い
久
米
の
と
ま
ど
い
が
、
端
無
く
も
訳
語
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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江戸川乱歩、眼の戦慄

〈
共
同
研
究
報
告
〉

江
戸
川
乱
歩
、
眼
の
戦
慄

│
小
説
表
現
の
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
め
ぐ
っ
て

鈴　

木　

貞　

美

一
、
文
藝
表
現
の
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
（
視
覚
性
、visuality

）

と
い
う
概
念

　

文
藝
表
現
に
お
け
る
視
覚
性
は
、
イ
ン
ク
の
染
み
か
ら
読
者
の
脳
裏
に
立
ち

あ
ら
わ
れ
る
様
ざ
ま
な
幻
影
（
イ
メ
ー
ジ
）
の
う
ち
、
聴
覚
や
嗅
覚
な
ど
と
並

ぶ
視
覚
の
そ
れ
を
指
し
て
い
う
。
そ
れ
ら
は
、
イ
ン
ク
の
染
み
の
形
状
に
関
す

る
こ
と
、
文
字
面
、
文
字
の
配
列
、
記
号
な
ど
の
視
覚
的
効
果
と
強
く
関
係
す

る
が
、
そ
れ
と
は
区
別
し
て
論
じ
る
べ
き
で
あ
る
。

　

記
号
へ
の
着
目
は
、
早
く
は
幸
田
露
伴
（
一
八
六
七
│
一
九
四
七
）
が
随
筆

「
猿
小
言
」（
一
八
八
九
）
で
、「
言
文
一
致
の
ぽ
ち
〳
〵
、
針
目
の
見
え
た
る

御
手
際
を
も
（
1
）」
な
ど
と
、
二
葉
亭
四
迷
『
浮
雲
』
が
内
海
文
三
の
内
面
の
煩
悶

を
書
く
際
に
用
い
た
「
…
…
」
に
ふ
れ
る
な
ど
し
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
、
表

現
対
象
と
し
て
の
作
品
の
物
質
的
な
形
式
性
を
強
く
意
識
す
る
一
九
二
〇
年
代

の
狭
義
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
藝
で
は
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
佐

藤
春
夫
『
田
園
の
憂
鬱
』（
一
九
一
九
）
で
は
雨
だ
れ
を
「
声
の
な
い
コ
ー
ラ

ス
」
に
た
と
え
、「
…
…
、」
を
何
行
も
繰
り
返
し
て
い
る
し
、
高
橋
新
吉
の
詩

集
『
ダ
ダ
イ
ス
ト
新
吉
の
詩
』（
一
九
二
三
）
に
は
「
皿
皿
皿
皿
…
…
」
と
皿

の
文
字
を
重
ね
て
皿
の
重
な
り
と
重
ね
る
文
字
の
配
列
が
見
ら
れ
、
梶
井
基
次

郎
（
一
九
〇
一
│
一
九
三
二
）「
檸
檬
」（
一
九
二
四
）
で
爆
弾
に
見
立
て
ら
れ
る

レ
モ
ン
の
表
記
は
、
行
分
け
詩
の
形
の
草
稿
で
は
「
レ
モ
ン
」
と
な
っ
て
い
た

も
の
が
、
字
画
の
多
い
漢
字
に
置
き
換
え
ら
れ
た
り
し
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ

ら
を
論
外
に
置
く
。

　

そ
し
て
、
そ
の
文
藝
表
現
か
ら
立
ち
あ
ら
わ
れ
る
視
覚
的
幻
影
が
自
然
や
生

活
の
な
か
の
事
物
一
般
の
そ
れ
で
は
な
く
、
絵
画
や
彫
刻
、
写
真
、
舞
台
、
二

〇
世
紀
に
お
い
て
は
映
画
な
ど
、
他
の
藝
術
ジ
ャ
ン
ル
の
表
現
様
式
を
ま
と
っ

て
い
る
場
合
も
多
い
。
そ
の
区
別
は
つ
き
に
く
い
場
合
も
か
な
り
あ
る
が
、
先

に
述
べ
た
イ
ン
ク
の
染
み
の
形
状
と
は
異
な
る
表
現
の
水
準
に
よ
っ
て
、
読
者

の
脳
裏
に
、
一
定
の
表
現
様
式
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
も
あ
る
。
た
と
え
ば
梶
井

基
次
郎
の
「
檸
檬
」
の
草
稿
の
ひ
と
つ
、「
瀬
山
の
話
」
と
名
づ
け
ら
れ
て
き
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た
そ
れ
に
お
い
て
、
八
百
屋
の
陳
列
台
の
背
後
に
備
え
ら
れ
た
鏡
に
た
く
さ
ん

の
果
物
類
が
歪
ん
で
映
り
、
様
ざ
ま
な
色
彩
の
流
れ
を
つ
く
っ
て
い
る
場
面
を

描
い
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
れ
は
表
現
主
義
絵
画
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
こ
と

は
明
ら
か
で
、
読
者
の
脳
裏
に
も
そ
の
様
式
を
想
起
さ
せ
よ
う
と
意
図
し
た
表

現
で
あ
る
（
2
）。

　

本
稿
で
は
、
二
〇
世
紀
日
本
の
探
偵
小
説
ジ
ャ
ン
ル
の
扉
を
開
き
、
か
つ
、

そ
れ
を
隆
盛
に
導
い
た
乱
歩
作
品
群
の
視
覚
性
に
着
目
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
日

本
の
小
説
に
お
け
る
視
覚
性
の
歴
史
に
見
渡
し
を
つ
け
て
み
た
い
。
江
戸
川
乱

歩
（
一
八
九
四
│
一
九
六
五
）
の
記
述
が
強
い
印
象
を
残
す
視
覚
イ
メ
ー
ジ
を

多
分
に
ふ
く
ん
で
い
る
こ
と
は
誰
も
が
認
め
る
だ
ろ
う
。
ま
た
レ
ン
ズ
を
用
い

る
器
具
が
生
み
だ
す
映
像
を
好
み
、
錯
視
へ
の
関
心
は
「
Ｄ
坂
の
殺
人
事
件
」

（
一
九
二
五
）
に
お
け
る
縦
縞
の
浴
衣
の
ト
リ
ッ
ク
や
、
エ
ド
ガ
ー
・
ア
ラ

ン
・
ポ
ー
（E

dgar A
llan Poe, 1809– 49

）
の
「
赤
死
病
の
仮
面
」（T

he M
asque 

of the R
ed D

eath, 1842

）
を
ヒ
ン
ト
に
し
て
、
建
築
の
幻
想
を
多
次
元
世
界
に

ま
で
ふ
く
ら
ま
せ
た
「
パ
ノ
ラ
マ
島
奇
談
」（
一
九
二
六
）
第
一
八
章
に
、
い

わ
ゆ
る
ト
ロ
ン
プ
ル
イ
ユ
（trom
p l’œ

il　

騙
し
絵
）
の
仕
掛
け
が
応
用
さ
れ
て

い
る
こ
と
な
ど
、
あ
ら
た
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
（
3
）。

鏡
像
の
も
た

ら
す
自
意
識
の
反
射
が
狂
気
に
向
か
わ
せ
る
こ
と
を
書
い
た
牧
野
信
一
「
鏡
地

獄
」（
一
九
二
五
）
と
、
鏡
像
に
囲
ま
れ
た
自
意
識
の
乱
反
射
が
人
格
の
崩
壊

に
ま
で
導
く
こ
と
を
書
く
乱
歩
の
同
題
の
作
品
（
一
九
二
六
）
が
共
通
性
を
も

つ
こ
と
に
は
、
か
な
り
以
前
に
ふ
れ
た
こ
と
も
あ
る
（
4
）。

そ
れ
ゆ
え
、
考
察
は
私

自
身
の
既
論
を
縫
い
あ
わ
せ
な
が
ら
進
む
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
あ
ら
か
じ
め
、

お
断
り
し
て
お
く
（
5
）。

二
、
江
戸
川
乱
歩
の
位
置

　

最
初
に
江
戸
川
乱
歩
の
文
芸
史
に
お
け
る
位
置
を
明
確
に
し
て
お
き
た
い
。

最
近
、
江
戸
川
乱
歩
の
探
偵
小
説
は
「
変
格
」
で
あ
る
と
か
、「
純
文
学
」
に

対
す
る
「
大
衆
文
学
」
に
属
す
る
と
か
い
う
言
い
古
さ
れ
た
図
式
が
ふ
た
た
び

頭
を
も
た
げ
る
気
配
が
あ
る
か
ら
だ
。

　

江
戸
川
乱
歩
が
新
た
な
言
語
芸
術
の
一
分
野
と
し
て
探
偵
小
説
の
開
拓
を
目

指
し
た
こ
と
は
、
誰
の
目
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。
彼
は
、
谷
崎
潤
一
郎
（
一
八

八
六
│
一
九
六
五
）、
佐
藤
春
夫
（
一
八
九
二
│
一
九
六
四
）、
芥
川
龍
之
介
（
一

八
九
二
│
一
九
二
七
）
ら
「
文
壇
作
家
」
が
探
偵
小
説
を
手
が
け
て
い
る
こ
と

に
勇
気
を
得
て
、
探
偵
小
説
の
職
業
作
家
と
し
て
出
発
す
る
こ
と
を
決
意
し
、

探
偵
の
冒
険
談
に
傾
き
が
ち
な
欧
米
の
探
偵
小
説
や
そ
の
翻
案

│
そ
れ
と

「
時
代
小
説
」（
一
九
三
五
年
こ
ろ
定
着
し
た
名
称
。
そ
れ
ま
で
は
「
時
代
も
の
」

「
髷
も
の
」）
と
を
結
び
つ
け
た
の
が
多
く
の
「
捕
物
帖
」
だ
っ
た

│
の
流
れ

に
対
し
て
、
犯
罪
ト
リ
ッ
ク
を
中
心
に
す
る
流
れ
を
日
本
に
創
り
出
す
役
割
を

果
た
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
怪
奇
幻
想
や
ト
リ
ッ
キ
ィ
な
要
素

な
ど
を
「
探
偵
趣
味
」
と
呼
び
、
彼
自
身
、
作
品
に
そ
れ
を
発
揮
し
た
。
当
時
、

犯
罪
も
の
、
探
偵
や
刑
事
も
の
に
限
る
こ
と
な
く
、
謎
め
い
た
怪
奇
性
を
漂
わ

す
も
の
を
な
べ
て
「
探
偵
小
説
」
と
呼
ん
だ
の
は
、
そ
れ
が“detective story ”

の
み
な
ら
ず
、“m

ystery ”

の
訳
語
と
し
て
明
治
期
に
成
立
し
、
エ
ド
ガ
ー
・

ア
ラ
ン
・
ポ
ー
の
多
様
な
作
品
群
を
一
括
し
て
、
そ
の
よ
う
に
呼
ん
だ
こ
と
が
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江戸川乱歩、眼の戦慄

根
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
乱
歩
の
姿
勢
は
、
読
書
界
に
人
気
を
獲
得
し
は
じ
め
た
創
作

探
偵
小
説
ジ
ャ
ン
ル
を
大
き
く
育
て
る
た
め
、
そ
し
て
自
ら
職
業
作
家
と
し
て

生
き
る
た
め
の
手
段
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
姿
勢
か
ら
乱
歩
は
、
勤
労
大
衆
に
背

を
向
け
る
「
文
壇
小
説
」
に
対
し
て
、「
時
代
小
説
」
作
家
、
白
井
喬
二
（
一

八
八
九
│
一
九
八
〇
）
が
発
し
た
「
大
衆
文
藝
」
を
興
そ
う
と
い
う
呼
び
掛
け

に
応
え
、
そ
の
運
動
の
一
角
を
担
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

　

都
市
大
衆
文
化
の
形
成
期
を
迎
え
つ
つ
あ
っ
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
、
こ
の

「
大
衆
文
藝
」
運
動
を
歓
迎
し
た
。
ま
た
当
た
り
を
と
っ
た
円
本
シ
リ
ー
ズ
の

ひ
と
つ
と
し
て
平
凡
社
が
「
大
衆
文
学
全
集
」
を
刊
行
し
、
大
量
宣
伝
に
よ
っ

て
、「
大
衆
文
学
」
と
い
う
呼
称
が
、
そ
し
て
、“m

ass ”

の
訳
語
と
し
て
の

「
大
衆
」
が
、
瞬
く
間
に
定
着
し
た
。
江
戸
川
乱
歩
の
名
前
は
、
そ
の
波
に
の

っ
て
、
東
京
・
大
阪
両
『
朝
日
新
聞
』

│
関
東
大
震
災
を
契
機
に
全
国
紙
の

よ
う
に
な
り
、『
大
阪
毎
日
』『
東
京
日
日
』
と
前
後
し
て
、
三
百
万
読
者
を
呼

号
し
た

│
に
躍
っ
た
。
が
、
同
時
に
そ
れ
は
、
大
衆
の
低
俗
趣
味
に
迎
合
す

る
姿
勢
を
彼
に
も
た
ら
す
こ
と
に
も
な
っ
た
。
乱
歩
自
身
、
の
ち
の
回
想
で
、

こ
の
姿
勢
の
転
換
を
反
省
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
転
換
が
、
い
わ
ゆ
る

「
変
格
」
も
の
を
多
く
ふ
く
む
探
偵
小
説
を
隆
盛
に
導
き
、
そ
れ
ま
で
相
当
ひ

ら
い
て
い
た
「
時
代
小
説
」
と
探
偵
小
説
の
読
者
数
の
差
を
、
か
な
り
埋
め
る

こ
と
に
一
役
買
っ
た
の
も
事
実
で
あ
る
（
6
）。
そ
し
て
、
江
戸
川
乱
歩
の
小
説
が
低

俗
に
陥
っ
た
と
き
で
さ
え
、
彼
が
小
説
の
書
く
精
神
領
域
を
拡
大
し
、
ま
た
方

法
を
開
拓
し
つ
づ
け
た
功
績
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
「
大
衆
文
学
」
形
成
期
に
お
け
る
探
偵
小
説
と
、
そ
れ
を
リ
ー
ド
し
た
江
戸

川
乱
歩
の
位
置
を
再
確
認
し
た
の
は
、
大
衆
文
化
状
況
に
お
け
る
小
説
の
傾
向

を
藝
術
性
な
い
し
は
思
想
性
と
娯
楽
性
と
に
二
分
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
か

ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
中
国
の
稗
史
小
説
類
は
民
衆
の
生
活
を
土
台
に
し
た
も

の
で
、
士
大
夫
層
の
高
尚
な
「
文
学
」（「
文
の
学
」、
と
き
に
「
文
と
学
」
の
意

味
）
の
範
疇
に
は
入
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
白
話
小
説
を
受
容
し

つ
つ
形
づ
く
ら
れ
た
徳
川
時
代
の
戯
作
や
読
本
も
町
人
層
を
主
な
読
者
層
と
し

て
い
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
小
説
も
市
民
社
会
を
基
盤
に
発
達
し
た
も
の
で
、

小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
は
本
質
的
に
、
そ
の
意
味
で
の
通
俗
性

│
一
般
性
を

意
味
し
、
徳
川
時
代
に
「
通
俗
」
の
語
は
中
国
も
の
の
翻
訳
の
意
味
で
も
用
い

ら
れ
て
い
た

│
と
縁
を
切
る
こ
と
な
ど
で
き
は
し
な
い
。「
大
衆
文
学
」
の

隆
盛
に
よ
り
、
一
九
二
五
年
こ
ろ
よ
り
二
つ
の
文
壇
が
形
成
さ
れ
た
形
に
な
る

が
、
小
説
全
体
は
思
想
性
な
い
し
は
芸
術
性
に
優
れ
た
も
の
と
低
俗
な
娯
楽
性

に
偏
る
も
の
と
の
あ
い
だ
に
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
を
な
し
て
分
布
し
、
新
聞
小
説

に
は
、
ど
ち
ら
の
文
壇
の
作
家
も
通
俗
性
の
高
い
も
の
を
寄
せ
て
い
た
。
ま
し

て
一
九
二
〇
年
代
後
半
か
ら
三
〇
年
代
に
か
け
て
の
小
説
界
は
「
時
代
小
説
」

「
探
偵
小
説
」「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
」「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」（
狭
義
）
の
四
つ
の
文

学
運
動
が
用
い
る
手
法
が
相
互
浸
透
し
な
が
ら
展
開
し
て
い
た
（
7
）。
た
と
え
ば
梶

井
基
次
郎
の
コ
ン
ト
「
Ｋ
の
昇
天
」（
一
九
二
六
）
に
は
探
偵
小
説
の
手
法
が
、

散
文
詩
的
な
「
桜
の
樹
の
下
に
は
」（
一
九
二
七
執
筆
）
に
は
江
戸
川
乱
歩
の
影

が
、
そ
れ
ぞ
れ
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
を
「
純
文
学
」
と
「
大
衆
文
学
」
に
二
分

す
る
の
は
原
理
的
に
不
可
能
で
あ
る
。
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「
純
文
学
」「
大
衆
文
学
」
の
ス
キ
ー
ム
に
よ
っ
て
、
小
説
界
を
二
分
し
て
論

じ
る
こ
と
は
、
ど
ち
ら
の
側
に
立
つ
に
せ
よ
、
他
を
排
除
す
る
党
派
的
姿
勢
で

あ
り
、
ま
た
小
説
界
全
体
の
動
き
と
そ
の
諸
概
念
の
歴
史
を
無
視
し
、
文
藝
史

の
半
分
し
か
見
な
い
た
め
に
、
数
か
ず
の
作
品
の
、
し
た
が
っ
て
文
藝
の
歴
史

の
研
究
に
も
失
敗
す
る
し
か
な
い
。「
探
偵
小
説
」
を
「
本
格
」
と
「
変
格
」

に
二
分
す
る
こ
と
も
、
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
（
8
）。
乱
歩
は
「
変
格
」
も
の
に
も

活
躍
し
た
か
ら
こ
そ
、
広
い
影
響
力
を
も
っ
た
と
も
い
え
る
。

三
、
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
と
リ
ア
リ
テ
ィ
ー

三
│
１　

レ
ン
ズ
仕
掛
け

　

江
戸
川
乱
歩
の
小
説
に
お
け
る
視
覚
性
に
は
、「
屋
根
裏
の
散
歩
者
」（
一
九

二
五
）
で
よ
く
知
ら
れ
る
「

見
」
の
テ
ー
マ
が
あ
る
。「
闇
に
蠢
く
」（
一
九

二
六
）
に
も
、
温
泉
場
の
浴
場
で
、
洋
画
家
（
三
郎
）
が
男
湯
に
し
つ
ら
え
て

あ
る
覗
き
穴
か
ら
女
湯
を
覗
く
場
面
が
あ
り
、「
そ
こ
に
は
、
覗
き
か
ら
く
り

の
、
或
い
は
映
画
の
、
あ
の
不
思
議
な
戦
慄
と
興
味
が
あ
っ
た
（
9
）」
と
語
ら
れ
て

い
る
。
こ
こ
で
「

見
」
と
同
様
、
視
る
者
に
「
不
思
議
な
戦
慄
」
を
も
た
ら

す
も
の
と
し
て
、
覗
き
カ
ラ
ク
リ
と
映
画
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ

の
穴
か
ら
、
画
家
は
愛
す
る
女
（
お
蝶
）
が
温
泉
旅
館
の
主
人
の
マ
ッ
サ
ー
ジ

に
身
を
ま
か
せ
る
と
こ
ろ
を
覗
く
が
、
彼
女
の
裸
身
全
体
が
見
え
る
わ
け
で
は

な
い
。
彼
女
の
肉
体
の
一
部
が
蠢
き
震
え
る
の
を
垣
間
見
、
旅
館
の
主
人
に
無

理
な
姿
勢
を
と
ら
さ
れ
て
い
る
姿
態
の
全
容
を
想
像
し
て
心
を
震
わ
せ
る
。
覗

き
見
は
、
こ
こ
で
は
身
体
部
位
（parts　
パ
ー
ツ
）
の
視
覚
性
に
か
か
わ
る
。

　

覗
き
カ
ラ
ク
リ
と
い
え
ば
、
乱
歩
の
傑
作
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」（
一
九
二

九
）
が
思
い
浮
か
ぶ
。
あ
る
男
が
望
遠
鏡
の
中
に
視
え
た
覗
き
カ
ラ
ク
リ
の
中

の
押
絵
の
女
に
懸
想
し
、
双
眼
鏡
を
弟
に
逆
さ
に
覗
い
て
視
て
も
ら
い
、
小
さ

く
映
っ
た
自
身
の
影
像
を
、
そ
の
覗
き
カ
ラ
ク
リ
に
し
か
け
て
、
愛
す
る
女
に

見
つ
め
ら
れ
つ
づ
け
る
幸
福
を
感
じ
つ
つ
生
き
て
い
る
。
乱
歩
は
望
遠
鏡
と
覗

き
カ
ラ
ク
リ
と
い
う
ふ
た
つ
の
レ
ン
ズ
器
械
に
よ
る
錯
覚
を
重
ね
る
ト
リ
ッ
ク

に
よ
っ
て
、
あ
り
え
な
い
こ
と
を
「
実
現
」
し
て
み
せ
た
の
だ
っ
た
。
そ
こ
で
、

こ
こ
で
レ
ン
ズ
を
用
い
る
光
学
的
器
械
に
よ
る
錯
視
と
視
覚
表
現
と
の
結
び
つ

き
に
つ
い
て
、
ざ
っ
と
振
り
返
っ
て
お
こ
う
。

　

覗
き
カ
ラ
ク
リ
は
、
中
に
し
か
け
た
対
象
を
、
レ
ン
ズ
を
用
い
て
立
体
的
に

見
せ
る
錯
視
の
道
具
で
あ
る
。
一
九
世
紀
後
半
の
、
あ
る
ロ
シ
ア
・
ナ
チ
ュ
ラ

リ
ズ
ム
の
画
家
は
、
覗
き
カ
ラ
ク
リ
で
森
な
ど
を
写
し
た
風
景
写
真
を
覗
き
な

が
ら
、
遠
近
の
感
覚
を
出
す
工
夫
を
し
て
い
た
。
箱
の
中
に
浮
か
び
出
る
リ
ア

リ
テ
ィ
ー
の
あ
る
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
を
写
せ
ば
、
絵
に
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
も
た

せ
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
だ
。

　

一
五
世
紀
イ
タ
リ
ア
で
光
学
器
機
を
用
い
て
、
立
体
図
を
描
く
工
夫
が
な
さ

れ
、
そ
れ
が
透
視
図
法
を
生
み
だ
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
。
透
視
図
法
は

建
物
を
描
く
に
は
効
果
的
だ
が
、
自
然
の
風
景
に
は
応
用
し
に
く
い
。
そ
れ
ゆ

え
、
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
（L

eonardo da V
inci, 1452–1519

）
は
、

風
景
に
立
体
感
を
も
た
せ
る
の
に
色
彩
の
濃
淡
な
ど
の
工
夫
を
重
ね
た
。
中
国

一
一
世
紀
に
発
展
し
た
俯
瞰
図
法
や
陰
影
に
よ
る
遠
近
法
を
応
用
し
た
と
い
う

説
も
あ
る
。
自
然
の
風
景
に
遠
近
感
を
出
す
の
は
、
一
九
世
紀
後
半
で
も
、
か
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な
り
む
つ
か
し
か
っ
た
と
い
う
わ
け
だ
。

　

他
方
、
覗
き
カ
ラ
ク
リ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
あ
る
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
は
、
視

る
者
に
驚
き
を
与
え
る
。
徳
川
時
代
に
は
眼
鏡
絵
と
称
し
て
、
透
視
図
法
を
用

い
て
描
い
た
絵
を
覗
き
カ
ラ
ク
リ
で
覗
い
て
、
立
体
感
を
伴
っ
て
見
え
る
不
思

議
を
民
衆
が
楽
し
ん
で
い
た
。
西
洋
渡
り
の
眼
鏡
絵
を
流
行
さ
せ
た
の
は
、
一

八
世
紀
京
都
の
画
家
、
円
山
応
挙
（
一
七
三
三
│
九
五
）
ら
し
い
。
応
挙
は
中

国
の
遠
近
法
も
あ
わ
せ
て
、
描
画
法
を
工
夫
し
た
が
、
眼
鏡
絵
は
浮
世
絵
に
お

よ
び
、
一
九
世
紀
へ
の
転
換
期
に
活
躍
し
た
葛
飾
北
斎
（
一
七
六
〇
│
一
八
四

九
）
は
遠
近
法
を
自
在
に
あ
や
つ
り
、
ト
リ
ッ
キ
ー
な
工
夫
を
様
ざ
ま
に
行
っ

た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
一
九
世
紀
後
半
、
遠
近
法
の
呪
縛
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す

る
絵
画
の
機
運
の
な
か
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
画
家
た
ち
を
喜
ば
せ
た
と
い
う
（
10
）。
さ

ら
に
時
代
を
下
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
・
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
（surrealism

）
の
マ

ル
セ
ル
・
デ
ュ
シ
ャ
ン
（M

arcel D
ucham

p, 1887–1968

）
が
、
覗
き
カ
ラ
ク
リ

の
中
に
摩
訶
不
思
議
な
光
景
を
現
出
さ
せ
て
い
た
。

　

日
本
の
明
治
後
期
の
美
術
界
に
お
い
て
は
、
応
挙
に
よ
っ
て
西
洋
画
の
描
法

の
応
用
が
始
め
ら
れ
、
そ
れ
が
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
い
た
こ
と
は
知
ら
れ
て

い
た
（
11
）し
、
覗
き
カ
ラ
ク
リ
は
あ
い
か
わ
ら
ず
見
世
物
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

た
。
そ
れ
を
郷
愁
と
と
も
に
応
用
し
た
の
が
、「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
だ
っ
た

の
で
あ
る
。

　
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
は
、「
私
」
が
富
山
県
魚
津
海
岸
の
蜃
気
楼
を
見
に
ゆ

く
と
こ
ろ
で
幕
を
開
け
る
。
そ
の
列
車
の
中
で
、
覗
き
カ
ラ
ク
リ
を
持
ち
歩
く

男
に
で
あ
い
、
男
か
ら
話
を
聞
く
と
い
う
運
び
で
あ
る
。
蜃
気
楼
は
、
空
気
が

レ
ン
ズ
の
働
き
を
し
、
空
中
の
砂
塵
な
ど
が
ス
ク
リ
ー
ン
の
役
割
を
果
た
し
て
、

実
景
が
浮
か
び
出
る
し
く
み
な
の
で
、
そ
こ
に
は
動
い
て
い
る
車
な
ど
も
見
え

る
こ
と
が
あ
る
。
た
だ
し
、
ぼ
ん
や
り
と
し
か
映
ら
な
い
。
像
は
微
風
に
揺
れ

つ
づ
け
る
。
風
が
強
く
吹
き
、
ま
た
陽
が
傾
け
ば
消
え
て
し
ま
う
。
い
か
に
も

幻ま
ぼ
ろ
しら
し
い
。

　

い
か
に
も
幻
ら
し
い
映
像
を
つ
く
る
レ
ン
ズ
仕
掛
け
の
器
械
に
幻
燈
が
あ
る
。

幻
燈
は
家
庭
で
壁
や
シ
ー
ツ
に
映
し
た
の
で
、
像
は
ぼ
や
け
が
ち
で
、
い
か
に

も
幻
を
想
わ
せ
る
。
そ
れ
が
幻
燈
の
懐
か
し
さ
だ
。
乱
歩
が
少
年
期
に
幻
燈
に

魅
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
乱
歩
フ
ァ
ン
に
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
乱
歩
が

色
紙
に
残
し
た
「
う
つ
し
世
は
ゆ
め　

よ
る
の
夢
こ
そ　

ま
こ
と
」
と
い
う
こ

と
ば
が
幻
燈
と
重
ね
ら
れ
て
語
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
幻
燈
が
映
し
出
す
世
界

こ
そ
が
「
ま
こ
と
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

そ
し
て
、
幻
燈
は
、
日
本
の
創
作
探
偵
小
説
の
最
初
期
か
ら
登
場
し
て
い
た
。

最
初
期
幸
田
露
伴
に
探
偵
小
説
「
あ
や
し
や
な
」（
一
八
八
八
）
と
い
う
作
品

が
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
を
舞
台
に
と
り
、
登
場
人
物
も
す
べ
て
イ
ギ
リ
ス
人
。
刑

事
が
幻
燈
を
用
い
て
壁
に
大
入
道
を
映
し
だ
し
て
犯
人
を
脅
え
さ
せ
、
犯
罪
を

暴
き
だ
す
。
こ
れ
が
日
本
に
お
け
る
探
偵
小
説
と
幻
燈
の
結
び
つ
き
の
嚆
矢
で

あ
る
。
こ
こ
に
は
新
し
い
器
械
に
対
す
る
関
心
が
覗
い
て
い
る
が
、
露
伴
は
、

父
親
の
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ス
で
電
信
技
士
の
道
に
つ
き
な
が
ら
、
そ
れ
に
飽
き
足
ら

ず
に
作
家
を
志
し
た
人
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
す
で
に
ポ
ー
の
探
偵
小
説
の
翻
訳

（
森
田
思
軒
訳
）
が
は
じ
ま
っ
て
い
た
。
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三
│
２　

人
形
幻
想

　

露
伴
と
乱
歩
と
の
あ
い
だ
の
距
離
を
結
ぶ
、
も
う
ひ
と
つ
の
線
が
あ
る
。
明

治
期
浪
漫
主
義
の
傑
作
と
し
て
知
ら
れ
る
最
初
期
露
伴
の
「
風
流
仏
」（
一
八

八
九
）。
修
行
中
の
仏
師
が
、
失
恋
の
煩
悶
を
つ
の
ら
せ
、
菩
薩
に
見
立
て
て

彫
っ
た
娘
の
レ
リ
ー
フ
か
ら
衣
裳
を
そ
ぎ
落
と
し
、
薄
衣
一
枚
ま
と
わ
ぬ
女
体

を
現
出
さ
せ
る
と
、
そ
の
木
彫
が
活
き
て
動
き
出
し
、
彼
を
失
恋
の
煩
悶
か
ら

救
う
場
面
を
頂
点
に
お
く
。

　

仏
像
に
男
が
性
慾
を
も
よ
お
す
話
は
古
代
の
仏
教
説
話
集
『
日
本
霊
異
記
』

や
中
世
の
『
今
昔
物
語
集
』
に
う
か
が
わ
れ
、
遊
女
を
菩
薩
に
見
立
て
る
こ
と

は
謡
曲
「
江
口
」
を
は
じ
め
、
徳
川
時
代
に
は
広
く
流
布
し
て
い
た
。
し
か
し
、

薄
衣
一
枚
ま
と
わ
ぬ
女
の
裸
形
を
と
る
菩
薩
像
な
ど
日
本
に
は
な
い
。
そ
の
若

い
仏
師
は
「
国
粋
保
存
主
義
」
が
台
頭
す
る
同
時
代
の
気
分
を
映
し
て
い
る
が
、

早
く
も
狭
義
の
美
術
（
視
覚
藝
術
）
と
し
て
の
仏
像
彫
刻
と
い
う
概
念
を
身
に

つ
け
て
お
り
、
そ
れ
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
彫
刻
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
美
術
を
受

容
し
た
新
時
代
の
観
念
の
産
物
だ
っ
た
（
12
）。

　

女
の
裸
身
に
菩
薩
を
視
る
こ
と
が
規
範
化
す
る
の
は
、
こ
の
小
説
に
よ
る
と

考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
谷
崎
潤
一
郎
や
江
戸
川
乱
歩
は
、
そ
れ
を
ク
リ

シ
ェ
の
よ
う
に
繰
り
返
し
た
。
谷
崎
潤
一
郎
『
痴
人
の
愛
』（
一
九
二
四
）
に

は
、
譲
治
が
ナ
オ
ミ
の
裸
身
の
パ
ー
ツ
写
真
を
見
な
が
ら
「
奈
良
の
仏
像
以
上

に
完
璧
（
13
）」

と
讃
嘆
す
る
場
面
が
あ
る
し
、
乱
歩
「
闇
に
蠢
く
」
で
は
、
お
蝶
の

肉
体
の
美
し
さ
は
「
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
が
憧
憬
し
た
仏
像
の
、
殊
に
具
足
円
満

な
る
菩
薩
の
像
の
美
し
さ
で
あ
っ
た
（
14
）」
と
形
容
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ

を
も
っ
て
露
伴
と
乱
歩
を
結
ぶ
線
な
ど
と
い
う
つ
も
り
は
な
い
。

　

露
伴
が
、
自
分
で
つ
く
っ
た
象
牙
の
女
神
像
に
恋
を
す
る
ピ
グ
マ
リ
オ
ン

（P
ygm

alion

）
の
伝
説
を
知
っ
て
い
た
か
ど
う
か
定
か
で
な
い
。「
風
流
仏
」
の

木
像
が
活
き
て
動
き
だ
す
こ
と
に
ヒ
ン
ト
を
与
え
た
作
品
と
し
て
は
、
森
鷗
外

が
そ
の
年
三
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
『
読
売
新
聞
』
に
「
玉
を
懐い
だ
いて

罪
あ
り
」

と
題
し
て
翻
訳
し
た
ホ
フ
マ
ン
の
小
説
「
ス
キ
ュ
デ
リ
ー
嬢
」（E

rnst T
heodor 

A
m

adeus H
offm

ann, “D
as Fräulein von S

cuderi ”, 1816

）
を
指
摘
で
き
る
。
そ

の
夢
幻
の
場
面
で
は
石
像
が
動
き
だ
す
（
15
）。

　
「
風
流
仏
」
は
探
偵
小
説
で
は
な
い
が
、
こ
の
作
品
に
発
す
る
系
譜
は
、
四

年
後
、
伝
統
工
藝
品
と
し
て
の
人
形
に
恋
情
を
抱
く
泉
鏡
花
「
探
偵
小
説　

活

人
形
」（
一
八
九
三
）
を
経
て
、
江
戸
川
乱
歩
「
人
で
な
し
の
恋
」（
一
九
二
六
）

へ
と
受
け
つ
が
れ
る
。
注
意
深
い
読
者
は
、
そ
の
乱
歩
の
小
説
の
中
に
泉
鏡
花

の
名
が
、
そ
っ
と
書
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
は
ず
だ
。
そ
し
て
「
押

絵
と
旅
す
る
男
」
が
生
ま
れ
た
。

　

た
だ
し
、「
人
で
な
し
の
恋
」
の
京
人
形
は
口
を
き
く
が
、「
押
絵
と
旅
す
る

男
」
の
押
絵
の
人
形
は
活
き
て
動
く
こ
と
は
な
い
。
歳
も
と
ら
な
い
。
そ
れ
に

対
し
て
現う
つ

身し
み

の
ま
ま
押
絵
の
人
と
な
っ
た
男
は
齢
を
重
ね
て
ゆ
く
ば
か
り
。
そ

の
覗
き
カ
ラ
ク
リ
を
持
っ
て
歩
く
男
は
、
そ
の
男
の
弟
と
い
う
。
兄
が
不
憫
で

な
ら
な
い
と
い
う
嘆
き
で
、
物
語
は
幕
を
と
じ
る
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
は
人
形

を
愛
し
た
罰
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
も
し
か
し
た
ら
、
兄
と
し
て
語
ら
れ

た
人
物
は
、
そ
れ
を
語
っ
た
男
自
身
、
そ
の
分
身
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

疑
い
も
か
す
か
に
残
る
。
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四
、
谷
崎
潤
一
郎
の
場
合

四
│
１　

写
真
と
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン

　

幻
燈
の
映
像
が
醸
し
だ
す
あ
や
か
し
は
、
映
像
が
動
い
た
り
、
像
が
拡
大
す

る
こ
と
だ
け
で
も
な
い
。
も
う
一
度
い
う
が
、
ス
ク
リ
ー
ン
の
状
態
や
映
写
機

の
レ
ン
ズ
の
具
合
で
、
像
が
お
ぼ
ろ
げ
に
も
な
る
の
で
、
幻
ら
し
さ
が
増
す
の

だ
。
し
か
し
、
像
が
お
ぼ
ろ
げ
に
な
る
の
は
、
蜃
気
楼
や
幻
燈
だ
け
で
は
な
い
。

写
真
も
現
象
に
失
敗
す
れ
ば
、
お
ぼ
ろ
げ
な
像
し
か
結
ば
な
い
。

　

カ
メ
ラ
の
普
及
に
伴
い
、
エ
ミ
ー
ル
・
ゾ
ラ
（É

m
ile Z

ola, 1840–1902

）
が

街
頭
の
ス
ナ
ッ
プ
・
シ
ョ
ッ
ト
を
映
像
の
記
録
と
し
て
用
い
、
そ
れ
を
永
井
荷

風
（
一
八
七
九
│
一
九
五
九
）
が
真
似
し
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。
が
、
写

真
に
対
す
る
関
心
は
、
対
象
の
リ
ア
ル
な
映
像
の
記
録
と
は
異
な
る
方
向
、
神

秘
的
、
幻
想
的
な
世
界
を
現
出
さ
せ
る
た
め
に
も
用
い
ら
れ
た
。

　

写
真
が
神
秘
を
醸
し
だ
す
に
は
、
宗
教
美
術
を
真
似
れ
ば
よ
い
。
ふ
た
つ
の

方
向
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
宗
教
的
象
徴
の
衣
装
を
つ
け
た
り
、
演
技
し
た
り

す
る
人
間
を
リ
ア
ル
に
撮
る
方
向
。
他
の
ひ
と
つ
は
、
光
線
の
演
出
や
現
像
時

間
を
調
節
す
る
こ
と
で
、
印
画
紙
の
上
に
幻
影
の
よ
う
な
映
像
を
定
着
す
る
方

向
、
幻
想
を
い
か
に
も
幻
想
ら
し
く
、
そ
の
意
味
で
リ
ア
ル
に
浮
か
び
あ
が
ら

せ
る
方
向
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
ふ
た
つ
を
あ
わ
せ
て
も
よ
い
。
実
際
、
フ
ラ
ン

ス
象
徴
主
義
絵
画
の
巨
匠
、
ギ
ュ
ス
タ
ー
ヴ
・
モ
ロ
ー
（G

ustave M
oreau, 

1826–98

）
も
写
真
に
助
け
を
借
り
て
い
た
。
写
真
は
、
そ
の
初
期
の
段
階
か

ら
、
絵
画
の
遠
近
法
と
同
様
、
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
と
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
交
錯
す

る
場
を
作
り
出
し
て
き
た
の
で
あ
る
（
16
）。

　

こ
の
写
真
の
性
格
を
効
果
的
に
用
い
た
作
品
に
谷
崎
潤
一
郎
『
痴
人
の
愛
』

が
あ
る
。
ナ
オ
ミ
が
姿
を
消
し
て
し
ま
い
、
寂
し
い
日
々
を
送
る
譲
治
の
日
記

の
あ
い
だ
か
ら
、
彼
女
の
写
真
が
出
て
く
る
場
面
。

そ
れ
ら
の
写
真
は
私
以
外
の
人
間
に
は
絶
対
に
見
せ
る
べ
き
も
の
で
は
な

い
の
で
、
自
分
で
現
像
や
焼
き
付
け
な
ど
を
し
た
の
で
し
た
が
、
大
方
水

洗
ひ
が
完
全
で
な
か
つ
た
の
で
せ
う
。
今
で
は
ポ
ツ
ポ
ツ
そ
ば
か
す
の
や

う
な
斑
点
が
出
来
、
物
に
よ
つ
て
は
す
つ
か
り
時
代
が
つ
い
て
し
ま
つ
て
、

ま
る
で
古
め
か
し
い
画
像
の
や
う
に
朦
朧
と
し
た
も
の
も
あ
り
ま
し
た
け

れ
ど
、
そ
の
た
め
に
却
つ
て
懐
か
し
さ
は
増
す
ば
か
り
で
、
も
う
十
年
も

二
十
年
も
の
昔
の
こ
と
、
…
…
幼
い
頃
の
遠
い
夢
を
で
も
辿
る
や
う
な
気

が
す
る
の
で
し
た
（
17
）。

　

そ
こ
に
写
っ
て
い
る
の
は
洋
装
を
し
、
洋
画
の
女
優
の
よ
う
な
様
ざ
ま
な
ポ

ー
ズ
を
と
っ
た
ナ
オ
ミ
で
あ
る
。
こ
の
「
ポ
ツ
ポ
ツ
そ
ば
か
す
の
や
う
な
斑
点

が
出
来
、
物
に
よ
つ
て
は
す
つ
か
り
時
代
が
つ
い
て
し
ま
つ
て
、
ま
る
で
古
め

か
し
い
画
像
の
や
う
に
朦
朧
と
し
た
」
写
真
は
象
徴
主
義
絵
画
の
技
法
を
用
い

た
写
真
の
幻
燈
効
果
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
そ
れ
ゆ
え
譲
治
を
「
幼
い
頃

の
遠
い
夢
を
で
も
辿
る
や
う
な
気
」
に
誘
う
。

　

し
か
し
、
谷
崎
は
、
写
真
の
効
果
を
そ
れ
に
限
ら
な
い
。「
幼
い
頃
の
遠
い

夢
を
で
も
辿
る
や
う
な
気
」
に
誘
わ
れ
な
が
ら
、
譲
治
は
、
さ
ら
に
ナ
オ
ミ
の
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写
真
を
視
つ
づ
け
る
。

そ
の
撮
り
方
は
だ
ん
〳
〵
微
に
入
り
、
細
を
穿
つ
て
、
部
分
々
々
を
大
映マ
マ

し
に
し
て
、
鼻
の
形
、
眼
の
形
、
唇
の
形
、
指
の
形
、
腕
の
曲
線
、
肩
の

曲
線
、
背
筋
の
曲
線
、
脚
の
曲
線
、
手
頸
、
足
頸
、
肘
、
膝
頭
、
足
の
蹠う
ら

ま
で
も
寫
し
て
あ
り
、
さ
な
が
ら
希
臘
の
彫
刻
か
奈
良
の
佛

か
何
か
を

扱
ふ
や
う
に
し
て
あ
る
の
で
す
。
こ
ゝ
に
至
つ
て
ナ
オ
ミ
の
體
は
全
く
藝

術
品
と
な
り
、
私
の
眼
に
は
実
際
奈
良
の
佛

以
上
に
完
璧
な
も
の
で
あ

る
か
と
思
は
れ
、
そ
れ
を
し
み
〴
〵
眺
め
て
ゐ
る
と
、
宗
敎
的
な
感
激
さ

へ
が
湧
い
て
來
る
や
う
に
な
る
の
で
し
た
（
18
）。

　

先
に
引
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
写
真
は
、
ナ
オ
ミ
の
肉
体
の
各
部
位
の

リ
ア
ル
な
映
像
で
あ
り
、
譲
治
が
ナ
オ
ミ
の
身
体
を
美
し
い
オ
ブ
ジ
ェ

（object

）
と
し
て
眺
め
て
い
る
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
女
体
を
各
部
位
、

パ
ー
ツ
に
分
け
る
こ
と
は
、
谷
崎
の
作
品
で
は
「
青
い
花
」（
一
九
二
二
）
あ

た
り
か
ら
窺
え
る
。
そ
の
語
り
手
は
、
連
れ
の
若
い
女
性
の
か
ら
だ
の
部
位
の

ひ
と
つ
ひ
と
つ
を
リ
ア
ル
に
想
像
す
る
こ
と
だ
け
で
、
眩
暈
を
伴
う
興
奮
に
襲

わ
れ
る
（
19
）。

　
『
痴
人
の
愛
』
の
譲
治
が
オ
ブ
ジ
ェ
と
し
て
ナ
オ
ミ
の
肉
体
を
眺
め
る
こ
と

は
、
彼
が
ナ
オ
ミ
を
知
性
の
な
い
女
と
感
じ
て
い
る
こ
と
に
対
応
し
て
い
る
と

い
っ
て
よ
い
。
と
こ
ろ
が
、
一
度
バ
ラ
バ
ラ
の
パ
ー
ツ
に
分
断
さ
れ
た
写
真
か

ら
、
譲
治
は
、
そ
の
全
体
像
を
想
像
す
る
。
そ
の
と
き
浮
か
び
あ
が
る
ナ
オ
ミ

の
裸
身
に
「
宗
教
的
な
感
激
」
さ
え
覚
え
る
。
パ
ー
ツ
に
分
解
し
、
そ
れ
を
想

像
の
中
で
再
構
成
す
る
操
作
を
媒
介
に
し
て
、
譲
治
は
、
生
身
の
ナ
オ
ミ
か
ら

は
感
じ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
感
情
を
は
じ
め
て
感
じ
る
の
だ
。
そ
れ
は
譲
治
が

ナ
オ
ミ
を
崇
拝
す
る
に
い
た
る
将
来
を
予
告
し
て
い
る
。

　
『
痴
人
の
愛
』
は
、
譲
治
が
ナ
オ
ミ
を
「
教
育
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ナ

オ
ミ
が
変
貌
を
遂
げ
、
女
と
し
て
振
る
舞
い
は
じ
め
、
譲
治
が
彼
女
に
隷
僕
の

よ
う
に
従
う
こ
と
に
歓
び
を
覚
え
る
ま
で
を
書
く
小
説
で
あ
る
。
そ
れ
は
最
初

期
谷
崎
潤
一
郎
の
「
刺
青
」（
一
九
一
〇
）
に
お
い
て
、
刺
青
を
ほ
ど
こ
す
男

と
ほ
ど
こ
さ
れ
る
女
の
あ
い
だ
に
起
こ
る
支
配
と
被
支
配
、
サ
ド
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム

（sadom
asochism

　

加
虐
被
虐
性
愛
）
の
関
係
が
逆
転
す
る
こ
と
の
変
奏
と
い
っ

て
よ
い
。

四
│
２　

パ
ー
ツ
の
視
覚
性

　

谷
崎
潤
一
郎
は
、『
痴
人
の
愛
』
に
お
け
る
女
体
の
パ
ー
ツ
の
写
真
を
眺
め

る
行
為
を
「
青
塚
氏
の
話
」（
一
九
二
六
）
で
は
、
映
画
の
シ
ー
ン
に
移
し
か

え
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
ピ
グ
マ
リ
オ
ニ
ズ
ム
（P

ygm
alionism

　

彫
像
フ
ェ
テ

ィ
シ
ズ
ム
）
と
を
結
び
つ
け
、
倒
錯
を
更
新
さ
せ
る
。

　
「
青
塚
氏
の
話
」
は
、
あ
る
映
画
監
督
が
、
そ
の
肉
体
の
魅
力
を
ス
ク
リ
ー

ン
に
映
し
、
ス
タ
ー
に
育
て
た
女
優
に
し
て
彼
の
妻
で
も
あ
る
「
由
良
子
」
に
、

密
か
に
書
き
遺
し
て
い
た
遺
書
を
、
彼
女
が
発
見
し
て
読
む
と
い
う
形
式
を
と

っ
て
い
る
。
そ
の
遺
書
の
な
か
に
青
塚
氏
な
る
人
物
が
登
場
す
る
。
青
塚
氏
は

理
想
の
女
性
を
、
映
画
監
督
の
妻
の
名
、「
由
良
子
」
と
呼
び
、
そ
の
裸
体
に
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江戸川乱歩、眼の戦慄

様
ざ
ま
な
姿
態
を
と
ら
せ
た
ゴ
ム
人
形
を
何
十
体
も
つ
く
り
、
ま
た
何
人
も
の

娼
婦
の
裸
身
の
パ
ー
ツ
を
フ
ィ
ル
ム
に
写
し
て
、
そ
の
集
合
体
と
し
て
理
想
の

女
の
裸
身
を
想
い
え
が
く
よ
う
な
変
態
性
欲
者
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

ゴ
ム
人
形
を
相
手
に
す
る
彼
の
趣
味
は
、
人
形
だ
か
ら
も
ち
ろ
ん
擬
似
的
な
も

の
で
あ
ろ
う
が
、
交
接
に
も
コ
プ
ロ
ラ
グ
ニ
ー
（coprolagnia　

嗜
糞
症
）
に
も

及
ん
で
い
る
。
彼
が
娼
婦
た
ち
を
み
な
「
由
良
子
」
と
呼
ぶ
こ
と
、
彼
女
た
ち

か
ら
「
珍
し
い
変
態
性
慾
者
」
と
見
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
、
彼
女
た
ち
に
会
っ

た
映
画
監
督
は
記
し
て
い
た
（
20
）。

　

要
す
る
に
青
塚
氏
は
、
理
想
の
女
体
を
自
身
の
感
覚
で
リ
ア
ル
に
味
わ
う
と

い
う
擬
似
的
に
し
か
な
し
え
な
い
行
為
に
夢
中
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
彼
は

自
分
の
想
念
の
内
に
宿
っ
た
女
体
こ
そ
「
不
変
の
実
体
」
で
あ
る
と
考
え
、
ま

る
で
仏
が
顕
現
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
現
実
の
世
に
は
影
と
し
て
、
し
か
し
バ

ラ
バ
ラ
に
現
れ
る
と
思
っ
て
い
る
（
21
）。
想
念
の
世
界
こ
そ
が
実
在
で
あ
り
、
現
実

世
界
は
仮
象
（
影
）
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
イ
デ
ア
リ
ズ
ム
（idealism

s　

理
想
論

な
い
し
は
観
念
論
哲
学
）
が
借
り
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
、
映
画
監
督
は

遺
書
の
中
で
、
青
塚
氏
の
倒
錯
し
た
世
界
に
自
分
が
感
染
し
そ
う
に
な
っ
て
い

る
と
妻
に
告
げ
て
い
る
。
妻
も
自
分
も
影
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
（
22
）。

　

女
体
を
パ
ー
ツ
に
分
け
る
こ
と
は
、
女
か
ら
人
格
を
抜
き
、
視
覚
的
な
オ
ブ

ジ
ェ
に
変
じ
る
通
路
だ
が
、『
痴
人
の
愛
』
の
譲
治
に
と
っ
て
、
そ
の
通
路
は

奈
良
の
仏
像
よ
り
完
璧
な
女
体
を
想
い
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、「
宗
教
的
な
感

激
」
に
向
か
っ
て
い
た
。「
青
塚
氏
の
話
」
で
は
、
女
体
の
断
片
化
は
、
そ
の

断
片
が
あ
ち
こ
ち
の
女
た
ち
の
身
体
に
散
在
し
て
い
る
と
い
う
考
え
を
媒
介
に

し
て
、
不
変
性
と
遍
在
性
を
も
つ
「
実
体
」
観
念
へ
の
通
路
に
な
っ
て
お
り
、

そ
の
観
念
が
、
理
想
の
女
体
の
幻
視
・
幻
覚
に
の
め
り
こ
む
倒
錯
を
生
ん
で
い

る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
青
塚
氏
は
映
画
監
督
が
隠
し
て
お
い
た
遺
書
の
中
に
し
か

存
在
せ
ず
、
映
画
監
督
が
自
身
を
投
影
し
た
架
空
の
人
物
で
は
な
い
か
と
想
わ

れ
も
す
る
。
青
塚
氏
が
「
由
良
子
」
の
肉
体
の
各
パ
ー
ツ
を
も
つ
娼
婦
た
ち
を

探
し
出
し
た
と
語
り
、
映
画
監
督
は
そ
れ
ぞ
れ
を
確
認
し
て
歩
い
た
と
遺
書
に

は
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
彼
が
、
妻
す
な
わ
ち
理
想
の
女
体
の
各
パ
ー
ツ

が
遍
在
す
る
こ
と
を
確
か
め
る
た
め
に
さ
ま
よ
っ
た
こ
と
を
、
裏
返
し
に
述
べ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
男
と
い
う
も
の
は
ど
ん
な
女
に

も
理
想
の
女
体
の
パ
ー
ツ
を
探
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
の
隠
喩
で
あ
り
、
そ

う
で
あ
る
な
ら
女
体
の
パ
ー
ツ
も
、
そ
の
映
像
も
、
あ
る
い
は
青
塚
氏
が
戯
れ

た
ゴ
ム
人
形
も
、
理
想
の
女
体
を
オ
ブ
ジ
ェ
に
転
換
し
た
象
徴
と
い
え
そ
う
だ
。

　

映
画
監
督
の
死
は
、
結
核
に
伴
う
性
欲
過
剰
の
結
果
で
あ
る
か
の
よ
う
に
冒

頭
に
ほ
の
め
か
さ
れ
て
い
る
が
、
妻
に
宛
て
た
遺
書
に
さ
え
架
空
の
人
物
に
託

す
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
明
か
せ
な
い
ほ
ど
、
し
か
も
、
そ
の
遺
書
を
密
か
に
隠

し
て
お
く
ほ
ど
、
彼
自
身
が
過
剰
な
変
態
幻
想
の
世
界
へ
の
め
り
こ
ん
で
し
ま

っ
た
た
め
に
、
生
命
力
を
蕩
尽
し
、
自
壊
し
た
と
も
読
め
る
だ
ろ
う
。
青
塚
氏

と
は
、
映
画
監
督
自
身
の
う
ち
に
育
て
て
い
た
欲
望
の
化
身
を
仮
託
し
た
架
空

の
人
物
で
は
な
か
っ
た
か
。

　

そ
の
よ
う
に
読
む
べ
き
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
に
読
む
こ
と
も

で
き
る
と
い
う
微
妙
な
ふ
く
ら
み
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
の
可
能
性
を
見
逃
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す
な
ら
、
こ
の
小
説
を
読
ん
だ
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
さ
え
思
わ
れ
る
。
そ
う

感
じ
る
の
は
、
こ
の
時
期
の
谷
崎
潤
一
郎
の
作
品
群
に
、
一
人
の
人
物
が
二
人

分
の
生
活
を
生
き
る
「
友
田
と
松
永
の
話
」（
一
九
二
六
）
な
ど
、
分
身
や
変

身
の
テ
ー
マ
が
し
ば
し
ば
顔
を
覗
か
せ
て
い
る
か
ら
だ
（
23
）。

　

そ
れ
ら
の
テ
ー
マ
も
江
戸
川
乱
歩
の
い
う
「
探
偵
趣
味
」
に
ち
が
い
な
い
。

乱
歩
は
「
一
人
二
役
」（
一
九
二
五
）
と
い
う
軽
い
短
編
を
書
い
て
も
い
る
。

そ
し
て
、
最
初
期
の
「
一
枚
の
切
符
」（
一
九
二
三
）
の
結
末
に
、
解
い
た
は

ず
の
謎
に
も
別
の
解
法
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
ほ
の
め
か
し
て

い
る
。
解
き
つ
く
せ
な
い
謎
、
解
釈
の
可
能
性
を
残
す
書
き
方
は
、
乱
歩
の
常

套
手
段
だ
っ
た
。
そ
れ
は
「
陰
獣
」（
一
九
二
八
）
に
至
る
ま
で
変
わ
り
な
い
（
24
）。

四
│
３　
『
痴
人
の
愛
』
の
映
画
技
法

　

谷
崎
潤
一
郎
が
「
人
面
疽
」（
一
九
一
八
）
に
映
画
技
師
を
主
人
公
と
し
て

登
場
さ
せ
、
映
画
劇
「
月
の
囁
き
」（
一
九
二
一
）
を
試
み
た
の
ち
、
映
画
会

社
の
嘱
託
と
な
り
、「
蛇
性
の
淫
」（
一
九
二
二
）
な
ど
の
シ
ナ
リ
オ
を
執
筆
し
、

小
説
の
う
ち
に
映
画
に
ま
つ
わ
る
諸
要
素
を
積
極
的
に
取
り
込
み
、
新
し
い
表

現
の
開
拓
に
臨
ん
だ
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

　

谷
崎
潤
一
郎
『
痴
人
の
愛
』
で
、
ナ
オ
ミ
は
メ
ア
リ
ー
・
ピ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ド

ら
当
時
人
気
の
あ
っ
た
映
画
女
優
に
た
と
え
ら
れ
て
い
た
。「
青
塚
氏
の
話
」

で
は
フ
ィ
ル
ム
が
映
し
出
さ
れ
る
場
面
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
、
明
ら
か
に
映

画
（
洋
画
）
の
視
覚
性
が
小
説
に
も
た
ら
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
映
画
が

男
性
作
家
た
ち
に
女
性
の
肉
体
が
喚
起
す
る
視
覚
的
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム

（eroticism

）
へ
の
関
心
を
駆
り
立
て
た
こ
と
に
つ
い
て
は
多
く
の
証
言
が
あ
る
。

こ
れ
ら
は
小
説
の
中
に
映
画
に
ま
つ
わ
る
事
ど
も
が
登
場
す
る
例
だ
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
一
九
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
に
、
小
説
の
表
現
形
式
に

映
画
の
手
法
が
か
な
り
積
極
的
に
応
用
さ
れ
、
小
説
の
視
覚
性
に
変
化
を
生
ん

だ
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
の
前
衛
詩
人
で
、
映
像
作
家
で
も
あ
っ
た

ジ
ャ
ン
・
コ
ク
ト
ー
『
大
股
び
ら
き
』（Jean C

octeau, L
e G

rand É
cart, 1923

）

の
影
を
色
濃
く
刻
む
堀
辰
雄
「
不
器
用
な
天
使
」（
一
九
二
九
）
に
「
ク
ロ
ー

ズ
ア
ッ
プ
」（close up

）
の
語
が
多
用
さ
れ
た
り
（
25
）、

梶
井
基
次
郎
の
日
記
（
一

九
二
六
）
中
に
「
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
た
り
（
26
）、
作
家

た
ち
が
映
画
の
表
現
技
法
を
強
く
意
識
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
例
は
、
い
く
ら

で
も
あ
る
。
こ
こ
に
引
い
た
二
例
は
明
ら
か
に
映
画
の
用
語
だ
が
、
映
画
と
積

極
的
に
取
り
組
ん
だ
谷
崎
潤
一
郎
や
、
映
画
を
見
て
戦
慄
を
覚
え
た
江
戸
川
乱

歩
は
、
語
り
手
の
話
体
を
積
極
的
に
採
用
し
た
作
家
だ
っ
た
。
そ
う
い
う
彼
ら

が
、
ど
の
よ
う
に
映
画
の
技
法
を
採
用
し
た
の
か
興
味
を
引
く
。

　

と
こ
ろ
が
、
小
説
の
表
現
形
式
に
映
画
の
視
覚
性
が
も
た
ら
し
た
も
の
に
つ

い
て
論
じ
る
の
は
案
外
む
つ
か
し
い
。
作
家
が
明
ら
か
に
映
画
の
技
法
に
影
響

を
受
け
た
と
判
断
さ
れ
る
場
合
で
も
、
そ
の
表
現
技
法
は
映
画
に
特
有
の
も
の

で
は
な
い
場
合
が
か
な
り
あ
る
か
ら
だ
。
そ
も
そ
も
小
説
は
、
人
物
の
移
動
や

動
作
、
場
面
の
切
り
替
え
な
ど
に
演
劇
の
手
法
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
き
た
。

そ
し
て
、
演
劇
は
映
画
の
演
出
の
土
台
で
も
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
ル
イ
・
フ

イ
ヤ
ー
ド
監
督
『
フ
ァ
ン
ト
マ
』（L

ouis Feuillade, Fantôm
as, 1913–14

）
シ
リ

ー
ズ
な
ど
、
怪
奇
や
幻
想
の
世
界
を
リ
ア
ル
に
現
出
さ
せ
る
も
の
と
し
て
も
映
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画
は
大
衆
に
迎
え
ら
れ
た
が
、
そ
こ
で
も
、
観
客
に
視
え
る
空
間
に
俳
優
が
出

た
り
入
っ
た
り
す
る
演
技
が
長
ま
わ
し
で
撮
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
演
劇
の
演

出
の
基
本
に
工
夫
を
凝
ら
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
は
写
真
や
映
画
が
触
発
し
た
物
質
の
手
触
り
を
伝
え
る
よ
う
な
描
写

法
、
ノ
イ
エ
・
ザ
ハ
リ
ヒ
カ
イ
ト
（N

eue S
achlichkeit　

新
即
物
主
義
）
は
、

た
と
え
ば
レ
マ
ル
ク
『
西
部
戦
線
異
状
な
し
』（E

rich M
aria R

em
arque, Im

 

W
esten nichts N

eues, 1929

）
に
も
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
翻
訳
さ
れ
て
流

布
し
た
こ
と
も
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
こ
で
、
絵
画
や
写
真
、
演
劇
な
ど
と
共
通
す
る
手
法
は
除
外
し
、
映
画
に

固
有
の
手
法
に
限
る
と
し
よ
う
。
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
や
パ
ン
な
ど
の
カ
メ
ラ
操

作
、
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
、
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
（
27
）な
ど
の
編
集
手
法
で
あ
る
。
し
か

し
、
実
際
は
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
も
検
討
を
要
す
る
。

　

し
ば
し
ば
横
光
利
一
「
蠅
」（
一
九
二
三
）
に
お
け
る
蠅
の
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ

プ
が
映
画
の
影
響
の
代
表
例
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
を
否
定
す
る
つ

も
り
は
な
い
が
、
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
の
歪
ん
だ
映
像
は
、
カ
メ
ラ
で
も
、
虫
眼

鏡
の
静
止
図
像
に
よ
っ
て
も
、
い
や
、
虫
眼
鏡
と
も
関
係
な
く
文
章
上
に
も
た

ら
さ
れ
る
。「
目
を
凝
ら
す
と
、
蠅
は
し
き
り
に
脚
を
す
り
あ
わ
せ
て
い
た
」

「
や
が
て
馬
は
首
を
下
げ
て
草
を
食
み
は
じ
め
た
。
草
に
は
細
か
な
火
山
灰
が

付
着
し
て
い
た
」
な
ど
、
文
章
は
元
来
、
時
間
の
推
移
や
視
点
の
移
動
を
容
易

に
伝
え
う
る
か
ら
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
カ
メ
ラ
が
発
明
さ
れ
る
は
る
か
以
前
、

『
源
氏
物
語
』
中
に
語
り
手
の
歩
行
に
つ
れ
て
建
物
の
内
部
の
光
景
が
次
つ
ぎ

に
展
開
し
て
ゆ
く
一
節
が
登
場
し
た
り
、
時
間
の
推
移
に
つ
れ
て
情
景
が
変
化

す
る
さ
ま
を
意
識
的
に
描
こ
う
と
し
た
国
木
田
独
歩
『
武
蔵
野
』（
一
九
〇
一
）

に
は
、
そ
の
逆
に
ま
る
で
移
動
式
カ
メ
ラ
な
い
し
は
肩
カ
メ
ラ
の
移
動
に
伴
う

よ
う
な
動
き
の
あ
る
描
写
が
登
場
す
る
（
28
）。
実
際
の
と
こ
ろ
は
、
人
間
の
視
覚
に

起
こ
る
こ
と
を
映
画
が
擬
似
的
に
再
現
し
よ
う
と
様
ざ
ま
な
技
法
を
開
拓
し
て

き
た
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
に
し
て
も
、
脳
裏
に
突
然
、
記
憶
が
蘇

る
現
象
を
映
画
に
用
い
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
は
映
画
の
技

法
の
応
用
と
特
定
で
き
な
い
場
合
も
多
い
。

　

そ
こ
で
、
カ
ッ
ト
割
り
と
い
う
映
画
に
特
有
の
画
面
転
換
の
技
法
に
着
目
し

よ
う
。
そ
れ
は
人
間
の
視
線
の
移
動
の
擬
似
的
な
再
現
と
も
い
え
る
が
、
視
線

の
移
動
に
際
し
て
、
人
間
が
目
を
つ
ぶ
っ
た
り
、
閉
じ
た
り
す
る
わ
け
で
は
な

い
。
逆
に
、
生
身
の
人
間
が
目
を
つ
ぶ
っ
た
時
間
、
映
画
は
暗
黒
の
シ
ー
ン
を

映
し
つ
づ
け
る
わ
け
で
は
な
い
。
演
劇
で
は
、
場
面
転
換
に
は
ふ
つ
う
時
間
が

か
か
る
し
、
ま
た
一
シ
ー
ン
の
う
ち
に
占
め
る
人
物
の
顔
や
身
体
部
位
の
大
き

さ
が
調
節
で
き
る
わ
け
で
も
な
い
（
29
）。

　

谷
崎
潤
一
郎
『
痴
人
の
愛
』
は
、
全
体
が
譲
治
の
一
人
称
「
私
」
の
回
想
と

し
て
「
で
す
、
ま
す
」
体
で
語
ら
れ
る
が
、
そ
の
な
か
で
、
語
り
手
が
過
去
の

あ
る
時
点
に
戻
り
、
そ
の
場
面
を
ま
ざ
ま
ざ
と
展
開
す
る
と
こ
ろ
が
し
ば
し
ば

あ
り
、
そ
こ
に
映
画
の
カ
ッ
ト
割
り
を
想
わ
せ
る
シ
ー
ン
の
切
り
替
え
が
用
い

ら
れ
て
い
る
。
一
例
と
し
て
第
三
章
の
後
半
、
ナ
オ
ミ
を
恋
し
く
な
っ
た
譲
治

が
郷
里
か
ら
東
京
の
家
に
帰
っ
て
き
た
場
面
を
あ
げ
て
お
こ
う
。

　

家
の
外
で
の
譲
治
と
内
の
ナ
オ
ミ
と
の
や
り
と
り
に
つ
づ
い
て
、「
彼
女
は

私
を
格
子
の
外
へ
待
た
し
て
置
い
て
、
や
が
て
小
さ
な
風
呂
敷
包
を
提
げ
な
が
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ら
出
て
き
ま
し
た
」
と
あ
る
。
こ
れ
を
物
語
全
体
の
語
り
手
に
よ
る
客
観
描
写

と
考
え
、
家
か
ら
出
て
き
た
ナ
オ
ミ
の
姿
を
と
ら
え
る
視
線
を
物
語
中
の
譲
治

の
も
の
と
し
て
考
え
る
な
ら
、
そ
の
あ
と
の
ナ
オ
ミ
の
服
装
の
説
明
は
、
久
し

振
り
に
目
の
前
に
現
れ
た
ナ
オ
ミ
の
姿
を
眺
め
る
譲
治
の
目
に
映
っ
た
も
の
と

な
る
。
そ
し
て
、
タ
ク
シ
ー
の
中
に
シ
ー
ン
が
移
る
。
夜
の
都
会
を
走
る
タ
ク

シ
ー
の
中
の
会
話
を
主
と
し
た
場
面
は
、
舞
台
に
の
せ
る
に
は
向
か
な
い
が
、

映
画
な
ら
容
易
で
あ
る
。
こ
こ
を
カ
ッ
ト
割
り
し
て
み
よ
う
。
便
宜
の
た
め
に

各
カ
ッ
ト
に
番
号
を
ふ
る
。

①　

タ
ク
シ
ー
を
降
り
た
譲
治
、
玄
関
先
か
ら
ナ
オ
ミ
に
声
を
か
け
、
外

で
待
つ
。

②　

ナ
オ
ミ
出
て
く
る
。
そ
の
服
装
。（
こ
こ
か
ら
譲
治
の
視
線
）

③　

走
り
出
す
タ
ク
シ
ー
の
中
で
の
二
人
の
会
話
。

④　

タ
ク
シ
ー
の
窓
か
ら
見
え
る
都
会
の
夜
景
。

　
　

ふ
た
り
の
会
話
。

⑤　

ナ
オ
ミ
の
着
物
の
胸
元
、
大
写
し
。

⑥　
（
都
会
の
夜
景
）
し
ば
ら
く
し
て
、
会
話
。

⑦　

遠
方
を
見
る
目
つ
き
の
ナ
オ
ミ
の
顔
。

　
　

会
話
。

　
　

ナ
オ
ミ
、
こ
ち
ら
を
向
い
て
、
風
に
な
ぶ
ら
れ
る
リ
ボ
ン
を
見
せ
る
。

　
　

会
話
。

　
　

ナ
オ
ミ
、
鼻
先
を
し
ゃ
く
っ
て
笑
う
（
30
）。

　

途
中
、
⑥
（
都
会
の
夜
景
）
は
、
小
説
の
文
章
に
は
な
い
も
の
で
、
映
画
を

想
像
し
て
挟
ん
で
お
い
た
。
読
者
は
、
こ
の
場
面
か
ら
、
映
画
の
連
続
し
た
シ

ー
ン
を
想
い
浮
か
べ
、
直
接
、
書
き
こ
ま
れ
て
い
な
い
夜
景
が
流
れ
て
ゆ
く
と

こ
ろ
ま
で
想
像
し
な
が
ら
、
読
み
進
め
て
ゆ
く
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
、
文
章

の
運
び
が
、
読
者
の
想
像
上
の
シ
ー
ン
の
切
り
替
え
を
一
定
程
度
規
定
す
る
働

き
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
書
き
方
は
『
痴
人
の
愛
』
の
そ
こ
こ
こ
に
見
ら
れ
る
。
と
は
い

っ
て
も
、
こ
の
一
連
の
場
面
で
も
、
途
中
に
何
度
か
譲
治
の
短
い
感
想
が
入
っ

て
い
る
。
そ
の
叙
述
が
少
な
い
た
め
に
、
こ
こ
は
カ
ッ
ト
割
り
し
て
示
す
こ
と

が
容
易
に
な
っ
て
い
る
が
、
映
像
に
し
に
く
い
事
情
説
明
や
心
理
の
説
明
が
頻

繁
に
挿
入
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
構
成
は
目
立
た
な
い
。
し
か
し
、

事
情
説
明
な
ど
は
、
別
の
シ
ー
ン
を
加
え
た
り
、
会
話
に
状
況
説
明
的
な
要
素

を
加
え
た
り
、
映
像
に
か
ぶ
せ
て
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
流
し
た
り
す
る
こ
と
で
、

問
題
は
解
決
す
る
の
で
、
映
画
化
に
不
向
き
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

五
、「
闇
に
蠢
く
」
の
視
覚
性

　

江
戸
川
乱
歩
も
、
女
体
を
パ
ー
ツ
に
分
け
て
観
賞
す
る
趣
味
を
書
い
て
い
る
。

「
闇
に
蠢
く
」
で
、
洋
画
家
、
三
郎
に
つ
い
て
、
語
り
手
は
「
世
間
の
人
の
よ

う
に
は
異
性
の
容
貌
に
心
を
惹
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
」
と
し
、「
あ
る
小

説
家
は
美
人
の
素
足
を
崇
拝
し
た
が
、
彼
は
、
足
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
首
に

も
、
腕
に
も
、
胸
に
も
、
背
中
に
も
、
尻
に
も
、
太
腿
に
も
、
か
ら
だ
の
あ
ら
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ゆ
る
部
分
に
、
容
貌
以
上
の
美
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
」
と
述
べ
て
い
る
（
31
）。

「
あ
る
小
説
家
」
と
は
、
も
ち
ろ
ん
谷
崎
潤
一
郎
の
こ
と
だ
。

　

そ
の
洋
画
家
が
「
半
生
の
あ
い
だ
も
夢
想
し
て
い
た
、
理
想
の
女
（
32
）」
に
め
ぐ

り
あ
う
。
彼
女
は
「
い
わ
ゆ
る
美
人
に
属
す
る
女
」
で
は
な
い
が
、
全
身
に

「
特
殊
の
美
し
さ
」
を
も
つ
踊
り
子
お
蝶
で
あ
る
（
33
）。
そ
の
美
し
さ
が
菩
薩
像
に

た
と
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
先
に
ふ
れ
た
。

　

乱
歩
の
場
合
、
映
画
の
カ
ッ
ト
割
り
の
技
法
は
借
り
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

「
闇
に
蠢
く
」
の
第
二
章
、
三
郎
が
お
蝶
の
全
裸
の
肢
体
の
動
き
を
ス
ケ
ッ
チ

し
よ
う
と
し
て
い
る
場
面
。
視
覚
性
が
強
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。「
今

も
い
う
通
り
、
そ
れ
は
桃
色
の
春
の
あ
る
一
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
（
34
）」
と
は
じ
ま

る
パ
ラ
グ
ラ
フ
。

　

お
も
ち
ゃ
箱
を
ひ
っ
く
り
か
え
し
た
よ
う
に
、
様
ざ
ま
な
物
が
雑
然
と
置
か

れ
た
ア
ト
リ
エ
。
真
っ
赤
な
ジ
ュ
ウ
タ
ン
の
上
で
、
裸
体
の
お
蝶
が
様
ざ
ま
な

泳
法
を
見
せ
な
が
ら
水
泳
の
真
似
を
す
る
。
そ
れ
を
三
郎
が
長
椅
子
の
上
に
立

ち
、
ス
ケ
ッ
チ
を
し
よ
う
と
構
え
な
が
ら
、
彼
女
に
声
を
か
け
、
会
話
が
は
さ

ま
る
。
こ
の
シ
ー
ン
が
長
く
つ
づ
く
。

　

三
郎
は
お
蝶
の
筋
肉
の
動
き
が
瞬
間
の
美
を
見
せ
る
と
こ
ろ
を
ス
ケ
ッ
チ
し

よ
う
と
狙
っ
て
い
る
の
で
、
途
中
、
女
体
の
筋
肉
の
美
し
い
動
き
を
ク
ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ
し
、
次
に
そ
れ
を
視
て
、
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
に
鉛
筆
を
走
ら
せ
る
三
郎

に
焦
点
を
あ
わ
せ
る
カ
メ
ラ
ワ
ー
ク
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
は
語
り

手
の
客
観
的
な
描
写
で
、
三
郎
の
視
線
で
は
な
い
の
で
、
先
の
『
痴
人
の
愛
』

の
引
用
部
の
よ
う
に
、
視
線
の
切
り
替
え
が
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
カ

ッ
ト
の
カ
メ
ラ
ワ
ー
ク
を
指
定
す
る
か
の
よ
う
な
文
章
は
現
れ
な
い
。
い
い
か

え
る
と
、
読
み
な
が
ら
読
者
の
脳
裏
に
浮
か
ぶ
映
像
は
、
文
章
か
ら
限
定
さ
れ

な
い
。
文
章
ど
お
り
に
カ
メ
ラ
を
動
か
す
な
ら
、
途
中
、
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
が

入
っ
た
と
し
て
も
、
カ
メ
ラ
は
一
瞬
、
お
蝶
の
体
に
寄
る
だ
け
で
、
ま
た
引
き
、

あ
る
い
は
引
か
ず
に
、
パ
ン
し
て
ス
ケ
ッ
チ
す
る
三
郎
を
撮
れ
ば
よ
い
。
長
ま

わ
し
で
よ
い
。
三
郎
を
ア
ッ
プ
に
す
る
か
ど
う
か
、
カ
ッ
ト
し
て
、
ス
ケ
ッ
チ

ブ
ッ
ク
を
覗
く
か
ど
う
か
も
自
由
な
の
だ
。

　

し
か
し
、
文
章
に
は
、
そ
の
途
中
に
、
そ
の
光
景
に
つ
い
て
の
語
り
手
の
感

想
が
挿
入
さ
れ
る
な
ど
し
て
、
絶
え
ず
切
り
替
え
が
起
こ
る
。「
そ
れ
に
し
て

も
、
彼
ら
は
、
ど
う
し
て
ま
あ
、
こ
ん
な
ば
か
げ
た
ま
ね
を
し
は
じ
め
た
も
の

で
あ
ろ
う
」
と
は
じ
ま
る
パ
ラ
グ
ラ
フ
や
、「
こ
の
不
思
議
な
遊
戯
は
、
お
蝶

の
遊
泳
に
巧
み
だ
と
い
う
話
か
ら
、
ふ
と
思
い
つ
か
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
」

と
い
う
説
明
句
が
挿
入
さ
れ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
「
そ
れ
に
し
て
も
、
お
蝶
は

実
際
不
思
議
な
泳
ぎ
手
で
あ
っ
た
」
以
下
、
お
蝶
の
泳
ぎ
に
つ
い
て
の
語
り
手

の
感
想
を
伝
え
る
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
が
ま
た
挟
ま
る
（
35
）。
こ
の
よ
う
に
同
一
場
面
の

光
景
描
写
の
あ
い
だ
に
三
カ
所
、
語
り
手
の
語
り
が
入
っ
て
い
る
。

　

原
文
の
流
れ
を
尊
重
し
て
映
画
化
す
る
な
ら
、
語
り
手
の
感
想
の
部
分
は
消

し
て
し
ま
う
か
、
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
処
理
す
る
し
か
な
い
。「
こ
の
不
思
議
な

遊
戯
は
」
以
下
の
説
明
句
を
映
像
に
す
る
に
は
、
お
蝶
が
「
遊
泳
に
巧
み
だ
」

と
語
る
別
の
場
面
を
つ
く
っ
て
、
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
「
闇
に
蠢
く
」
第
四
章
で
は
、
第
三
者
の
語
り
手
の
客
観
描
写
や
事
情
説
明

の
あ
い
だ
に
、
三
郎
の
立
場
か
ら
の
情
景
描
写
（
36
）が

は
さ
ま
れ
る
。
三
郎
が
山
奥
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の
温
泉
旅
館
の
浴
場
に
向
か
う
途
中
、
薄
暗
い
廊
下
で
鏡
に
映
っ
た
自
身
の
幻

影
に
お
び
え
、
ま
た
幽
霊
の
よ
う
な
怪
し
い
女
の
姿
を
見
か
け
る
が
、
そ
れ
ら

は
三
郎
の
視
点
か
ら
情
景
描
写
さ
れ
る
。
そ
し
て
三
郎
の
心
理
に
つ
い
て
語
り

手
が
説
明
を
つ
け
る
と
い
う
運
び
で
あ
る
。
浴
場
の
覗
き
の
場
面
で
は
、
情
景

描
写
と
三
郎
の
語
り
と
な
る
。

　

語
り
手
は
別
の
人
物
の
立
場
に
も
、
し
ば
し
ば
移
行
す
る
。
が
、
そ
れ
ら
は

ほ
ん
の
数
行
、「
誰
誰
は
三
郎
が
寂
し
そ
う
で
心
配
だ
っ
た
」
の
よ
う
な
語
り

に
終
わ
り
、
そ
の
人
物
の
視
点
か
ら
の
情
景
描
写
は
行
わ
れ
な
い
。

　
「
闇
に
蠢
く
」
の
一
〇
章
ま
で
は
、
大
雑
把
に
い
え
ば
、
三
郎
と
お
蝶
の
生

活
に
つ
い
て
、
第
三
者
の
語
り
手
に
よ
る
説
明
と
客
観
描
写
に
は
じ
ま
り
、
次

第
に
三
郎
の
視
点
か
ら
の
情
景
描
写
と
心
理
の
説
明
に
移
行
し
て
ゆ
く
構
成
で

あ
る
。
三
郎
が
鏡
に
映
る
自
分
の
影
に
怯
え
た
り
、
幽
霊
の
よ
う
な
怪
し
い
女

の
姿
を
見
か
け
て
、
一
瞬
、
不
安
に
な
っ
た
り
す
る
こ
と
が
三
郎
の
視
点
で
の

情
景
描
写
と
語
り
手
の
心
理
説
明
で
組
み
立
て
ら
れ
る
の
は
、
次
の
覗
き
の
場

面
で
、
読
者
を
三
郎
の
視
点
に
誘
い
こ
み
、
想
像
を
か
き
た
て
さ
せ
る
た
め
の

措
置
で
あ
る
。
覗
き
の
場
面
で
は
、
視
界
が
限
定
さ
れ
、
お
蝶
の
肉
体
の
パ
ー

ツ
し
か
見
え
な
い
か
ら
こ
そ
、
無
理
な
姿
態
を
と
ら
さ
れ
て
い
る
裸
身
の
全
体

に
彼
の
想
像
が
か
き
た
て
ら
れ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
三
郎
が
お
蝶

の
全
身
の
美
し
さ
に
魅
了
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
符
合
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
覗

き
の
前
に
、
三
郎
が
か
す
か
な
不
安
を
覚
え
る
の
は
、
お
蝶
が
失
踪
し
た
の
ち

に
彼
が
不
安
に
陥
る
予
兆
の
役
割
も
果
た
し
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
一
一
章
で
は
、
ふ
た
た
び
語
り
手
の
客
観
的
な
語
り
に
切
り
替
わ

る
。
新
た
な
視
点
人
物
が
登
場
し
、
小
説
は
別
の
進
行
に
移
る
。
そ
の
先
で
は
、

さ
ら
に
別
の
視
点
人
物
も
登
場
す
る
。
全
体
は
、
お
蝶
失
踪
の
謎
を
め
ぐ
っ
て
、

複
数
の
視
点
人
物
が
登
場
す
る
多
面
体
の
小
説
が
企
て
ら
れ
て
い
る
と
い
え
ば

わ
か
り
や
す
い
だ
ろ
う
。

　

総
じ
て
い
え
ば
、
こ
の
小
説
で
は
、
視
覚
性
の
強
い
場
面
で
も
、
語
り
手
の

視
線
の
切
り
替
え
が
頻
繁
に
行
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
語
り
手
が
登
場
人
物
の

立
場
に
移
行
し
、
そ
の
人
物
の
視
点
か
ら
情
景
描
写
が
行
わ
れ
る
の
は
、
心
理

説
明
が
必
要
な
と
き
に
限
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
カ
ッ
ト
割
り
の
技
法
は
、

谷
崎
潤
一
郎
ほ
ど
に
も
導
入
さ
れ
て
い
な
い
と
い
え
よ
う
。

六
、「
盲
獣
」
│
オ
ブ
ジ
ェ
と
し
て
の
オ
ブ
ジ
ェ

　

乱
歩
は
、
や
が
て
女
体
を
パ
ー
ツ
に
分
け
て
観
賞
す
る
趣
味
か
ら
、
視
覚
性

を
剝
奪
し
、
盲
人
が
触
覚
を
楽
し
む
た
め
の
対
象
に
置
き
換
え
る
。
長
篇
「
盲

獣
」（
一
九
三
一
│
三
二
）
で
あ
る
。

　

乱
歩
の
小
説
に
登
場
す
る
五
官
の
感
覚
の
う
ち
、
視
覚
以
外
に
は
触
覚
が
際

立
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
は
、「
人
間
椅
子
」（
一
九
二
五
）
の
印
象

が
強
い
か
ら
だ
ろ
う
。
谷
崎
潤
一
郎
で
は
嗅
覚
の
記
憶
が
残
る
が
、「
盲
目
物

語
」（
一
九
三
一
年
九
月
）
で
は
、
そ
の
題
名
に
示
さ
れ
る
と
お
り
、
谷
崎
も
盲

人
の
世
界
に
挑
戦
し
て
い
る
。
た
だ
し
、「
盲
獣
」
は
一
九
三
一
年
一
月
に

『
朝
日
』
に
連
載
開
始
さ
れ
て
お
り
（
三
二
年
三
月
ま
で
）、
そ
の
点
で
は
乱
歩

が
半
年
以
上
先
行
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
乱
歩
も
「
盲
獣
」
に
は
匂
い
を
漂
わ

せ
て
い
る
。
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「
盲
獣
」
の
初
め
の
方
に
登
場
す
る
、
盲
人
が
つ
く
っ
た
地
下
室
は
、
女
体

の
パ
ー
ツ
の
彫
刻
を
乳
房
ば
か
り
、
腕
ば
か
り
、
足
ば
か
り
数
知
れ
ず
集
め
て

植
え
つ
け
た
壁
と
巨
大
な
女
体
の
背
中
を
想
わ
せ
る
床
を
も
ち
、
そ
れ
ら
が
み

な
、
な
ま
な
ま
し
い
触
感
を
そ
な
え
て
い
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は

女
体
の
匂
い
さ
え
漂
っ
て
い
る
。
盲
人
が
楽
し
む
た
め
に
し
つ
ら
え
た
部
屋
だ

か
ら
だ
。

　

い
や
、
乱
歩
は
、
感
覚
の
具
体
性
に
お
い
て
、
読
者
の
身
内
に
戦
慄
を
呼
ぶ

た
め
に
は
、
音
も
味
を
も
、
要
す
る
に
五
感
の
感
覚
を
利
用
す
る
作
家
だ
。

「
盲
獣
」
に
も
、
湯
殿
で
盲
人
の
手
に
身
を
ゆ
だ
ね
る
女
体
を
三
人
の
「
未
亡

人
」
た
ち
が
覗
き
見
す
る
場
面
が
あ
る
。
そ
の
「
裸
女
虐
殺
」
の
章
で
は
、
覗

き
穴
の
向
こ
う
で
女
体
そ
っ
く
り
の
ゴ
ム
人
形
が
盲
人
に
虐
殺
さ
れ
る
場
面
が

繰
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
。
次
の
章
「
芋
虫
ゴ
ロ
ゴ
ロ
」
の
最
後
の
方
、
そ
の
ゴ
ム

人
形
の
モ
デ
ル
に
な
っ
た
女
性
が
微
動
だ
に
せ
ず
、「
未
亡
人
」
の
ひ
と
り
が
、

そ
の
か
ら
だ
が
冷
え
き
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
、
そ
の
肩
を
押
す
と
、
彼
女

は
床
に
転
が
っ
て
し
ま
う
。
な
ん
と
「
ポ
ン
ポ
ン
と
二
度
弾
ん
だ
で
は
な
い

か
（
37
）」
と
あ
り
、
念
を
押
す
よ
う
に
ゴ
ム
の
匂
い
ま
で
が
書
か
れ
て
い
る
。

　

主
人
公
の
盲
人
は
、
最
後
に
触
覚
藝
術
な
る
も
の
を
創
作
す
る
。
そ
れ
は
一

種
の
彫
刻
で
、
そ
の
か
た
ち
は
「
一
体
に
し
て
三
つ
の
顔
、
四
本
の
手
、
三
本

の
足
を
そ
な
え
て
」
お
り
、
顔
に
は
「
六
つ
の
眼
と
三
つ
の
鼻
、
口
を
具
え
」、

四
本
の
腕
は
て
ん
で
の
仕
草
を
し
、「
異
様
に
広
い
胸
に
は
（
中
略
）
大
小
不

揃
い
な
乳
房
が
、
ふ
く
れ
上
が
っ
て
」
い
て
、「
お
尻
の
ふ
く
ら
み
は
三
つ
に

分
れ
、
そ
の
あ
い
だ
に
は
二
つ
の
深
い
谷
間
が
で
き
て
い
た
。
そ
し
て
、
足
が

三
本
、
或
る
も
の
は
曲
り
、
或
る
も
の
は
伸
び
、
あ
る
も
の
は
立
て
膝
の
不
行

儀
な
形
で
、
よ
じ
れ
合
っ
て
い
た
（
38
）」。

　

こ
の
形
状
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
視
覚
性
は
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ト
の
ハ
ン
ス
・

べ
ル
メ
ー
ル
（H

ans B
ellm

er, 1902–75

）
の
人
形
を
連
想
さ
せ
る
。
が
、
こ
れ

は
七
つ
の
女
体
か
ら
触
覚
の
美
を
極
め
た
部
位
を
切
り
離
し
、
組
み
合
わ
せ
て

四
臂
三
脚
の
裸
女
の
像
に
し
つ
ら
え
た
も
の
だ
っ
た
。

　

た
し
か
に
触
覚
藝
術
と
い
う
ア
イ
デ
ア
は
面
白
い
。
そ
し
て
、
読
者
は
、
こ

の
小
説
で
触
覚
の
世
界
を
さ
ま
よ
う
未
知
の
経
験
を
す
る
こ
と
に
な
る
は
ず
な

の
だ
が
、
し
か
し
、
触
覚
の
戦
慄
は
つ
い
に
訪
れ
な
い
。
こ
の
小
説
に
は
、
盲

人
の
巧
み
な
マ
ッ
サ
ー
ジ
に
悶
え
、
身
を
捩
る
女
体
や
、
バ
ラ
バ
ラ
死
体
、
な

ま
な
ま
し
い
女
体
の
触
覚
を
そ
な
え
た
ゴ
ム
人
形
や
、
血
の
池
に
浮
か
ぶ
バ
ラ

バ
ラ
死
体
な
ど
が
登
場
し
、
盲
人
が
殺
人
淫
楽
に
ひ
た
る
場
面
も
あ
っ
た
。

「
エ
ロ
・
グ
ロ
」
の
オ
ン
パ
レ
ー
ド
と
い
っ
て
よ
い
。
だ
が
、
ど
の
シ
ー
ン
も

エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
で
も
な
け
れ
ば
、
グ
ロ
テ
ス
ク
で
も
な
い
。
異
様
な
事
実
が
単

な
る
事
実
と
し
て
開
陳
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
気
色
の
悪
さ
ば
か
り
感
じ

る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
何
も
感
じ
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。

　

理
由
は
、
女
の
肉
体
と
ゴ
ム
の
人
形
が
入
れ
替
わ
る
ト
リ
ッ
ク
が
象
徴
す
る

よ
う
に
、
そ
し
て
、
す
べ
て
の
感
情
を
失
っ
た
殺
人
鬼
に
と
っ
て
そ
う
で
あ
る

よ
う
に
、
肉
も
ゴ
ム
も
ま
っ
た
く
等
価
な
物
体
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。

そ
れ
ゆ
え
、
魅
力
的
と
形
容
さ
れ
て
い
る
生
身
の
女
の
体
も
、
単
な
る
ゴ
ム
人

形
の
よ
う
に
し
か
思
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
い
っ
た
い
、
こ
の
小
説
で
は
何

が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
。
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そ
も
そ
も
女
体
の
パ
ー
ツ
を
触
覚
の
対
象
に
す
る
と
い
う
こ
と
に
、
ど
ん
な

意
味
が
潜
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
視
覚
は
、
常
に
一
瞬
の
う
ち
に
全
体
像
を

と
ら
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
闇
に
蠢
く
」
で
三
郎
が
覗
き
見
し
た
場
面
の
よ
う

に
、
遮
ら
れ
、
限
定
さ
れ
た
視
覚
は
全
容
を
求
め
て
、
想
像
力
を
発
動
さ
せ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
掌
の
触
覚
は
対
象
の
全
体
像
を
一
挙
に
と
ら
え
る
こ
と
は
な

い
。
触
感
に
お
い
て
は
、
対
象
の
全
体
の
把
握
に
は
一
定
の
長
さ
の
時
間
を
要

す
る
。
両
の
掌
を
移
動
さ
せ
、
た
と
え
ば
ひ
と
つ
の
壺
の
全
容
を
と
ら
え
る
こ

と
は
で
き
る
し
、
そ
こ
に
快
美
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
触
れ
て
味
わ
い
な

れ
た
壺
が
欠
け
る
な
ど
、
触
感
の
連
続
性
が
途
切
れ
れ
ば
不
快
を
感
じ
、
全
容

の
回
復
を
願
う
に
ち
が
い
な
い
が
、
そ
の
全
容
と
は
触
感
の
記
憶
の
う
ち
に
し

か
な
い
。
は
じ
め
て
の
壺
を
愛
で
る
掌
は
、
い
つ
、
傷
に
触
れ
て
し
ま
う
か
も

し
れ
な
い
の
だ
。

　

そ
の
点
で
、
視
覚
が
遮
ら
れ
て
全
体
の
見
え
な
い
も
ど
か
し
さ
と
は
ち
が
う
。

全
容
を
見
た
い
と
い
う
希
求
は
、
ま
っ
た
く
見
知
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
て
も
起
こ

る
。
い
や
、
ま
っ
た
く
見
知
ら
ぬ
も
の
、
そ
の
全
容
の
想
像
も
つ
か
な
い
よ
う

な
場
合
の
方
が
全
体
を
見
た
い
と
い
う
希
求
は
強
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に

対
し
て
瞬
時
の
感
触
は
、
対
象
の
部
分
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
一
挙
に
味
わ
い

う
る
対
象
の
触
覚
の
全
容
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
そ
も
そ
も
な
い
の
だ
。
温
泉

に
ひ
た
る
快
美
感
な
ら
、
感
じ
る
主
体
は
一
挙
に
全
身
で
快
感
を
覚
え
る
こ
と

に
な
ろ
う
が
、
温
泉
全
体
の
触
感
な
ど
と
い
う
も
の
は
想
定
で
き
な
い
。
そ
の

意
味
で
触
覚
の
美
は
、
本
質
的
に
対
象
の
パ
ー
ツ
の
快
感
で
あ
り
、
そ
し
て
、

触
覚
の
対
象
は
物
質
感
で
あ
る
。
触
感
に
と
っ
て
パ
ー
ツ
は
、
パ
ー
ツ
で
あ
る

こ
と
に
よ
っ
て
完
全
な
オ
ブ
ジ
ェ（
対
象
）で
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
は
オ
ブ
ジ
ェ

（
物
体
）
な
の
だ
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
触
感
の
快
楽
に
お
い
て
は
、
対
象
の
全
体
像
に
本
質
的
な
意
味

は
な
い
。「
盲
獣
」
の
地
下
室
の
壁
に
、
お
び
た
だ
し
い
数
の
乳
房
の
塑
像
が

並
べ
ら
れ
て
い
た
の
は
、
幾
十
、
幾
百
の
異
な
る
女
の
乳
房
に
次
か
ら
次
に
触

れ
る
感
触
を
味
わ
い
た
い
と
い
う
異
様
な
欲
望
を
擬
似
的
に
実
現
す
る
た
め
の

も
の
だ
。
そ
の
便
宜
の
た
め
に
、
ふ
た
つ
の
乳
房
ご
と
に
一
体
の
人
形
を
し
つ

ら
え
る
必
要
は
な
い
。
触
覚
の
欲
望
は
必
ず
し
も
女
体
の
全
体
を
希
求
し
な
い
。

　

だ
が
、
小
説
は
触
覚
の
王
国
で
は
な
い
。
読
者
の
想
像
力
は
、
幾
百
の
乳
房

に
触
れ
て
み
る
前
に
、
そ
の
女
体
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
パ
ー
ツ
が
幾
十
、
幾
百

と
並
ぶ
光
景
を
視
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
視
覚
の
想
像
力
は
、
そ
こ

に
並
ぶ
パ
ー
ツ
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
、
そ
れ
が
剝
ぎ
と
ら
れ
る
前
の
全
体
像
を

回
復
し
た
い
と
い
う
欲
望
は
生
じ
な
い
。
無
数
の
オ
ブ
ジ
ェ
と
し
て
の
オ
ブ
ジ

ェ
を
見
る
だ
け
な
の
だ
。

　

ス
ト
ー
リ
ー
は
語
り
手
に
よ
る
客
観
的
事
実
の
報
告
に
よ
っ
て
運
ば
れ
る
。

そ
の
事
実
の
多
く
は
、
語
り
手
の
視
覚
性
に
お
い
て
示
さ
れ
る
。
読
者
の
想
像

力
は
盲
人
の
触
覚
の
王
国
に
入
り
こ
む
こ
と
な
く
、
言
い
換
え
る
と
、
ど
れ
ほ

ど
異
様
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
盲
人
の
触
覚
に
お
い
て
は
そ
れ
な
り
の

価
値
を
帯
び
て
い
る
こ
と
ど
も
で
も
、
そ
の
価
値
を
想
像
す
る
こ
と
な
く
、
し

た
が
っ
て
単
な
る
オ
ブ
ジ
ェ
と
し
て
の
オ
ブ
ジ
ェ
が
次
か
ら
次
へ
と
開
陳
さ
れ

る
の
に
立
ち
あ
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ら
の
視
覚
性
に
は
品
位
の
か
け
ら
も
な

い
。
嫌
悪
を
も
よ
お
す
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
等
価
な
、
し
た
が
っ
て
無
意
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味
な
物
体
を
眺
め
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
よ
う
な
空
虚
な
気
分
に
さ
せ
ら
れ
る
の

だ
。

　

そ
し
て
、
こ
こ
に
は
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
の
冒
頭
で
蜃
気
楼
に
ふ
れ
て
か

ら
、
覗
き
カ
ラ
ク
リ
が
登
場
す
る
よ
う
な
重
ね
あ
わ
せ
の
効
果
も
、「
闇
に
蠢

く
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
語
り
手
の
立
場
の
移
行
も
な
い
。
最
後
に
盲
人
は
自

殺
す
る
が
、
そ
れ
に
は
理
由
も
意
味
も
な
い
。
過
剰
な
変
態
性
欲
者
は
自
己
崩

壊
を
遂
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
不
文
律
が
形
だ
け
踏
襲
さ
れ
て
い
る
か
、

あ
る
い
は
、
藝
術
家
は
死
し
て
そ
の
作
品
を
残
す
と
い
う
藝
術
論
の
形
骸
だ
け

が
示
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　

初
出
時
に
は
、
触
覚
藝
術
が
登
場
す
る
直
前
に
「
鎌
倉
ハ
ム
大
安
売
り
」
と

い
う
章
が
あ
っ
た
。
作
者
自
身
が
吐
き
気
を
も
よ
お
す
ほ
ど
な
の
で
、
削
除
し
、

前
後
を
訂
正
し
た
と
桃
源
社
版
乱
歩
全
集
（
一
九
六
一
）
の
「
あ
と
が
き
」
に

あ
る
と
い
う
（
39
）。

　

な
ぜ
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
俗
悪
極
ま
る
も
の
を
、
当
時
の
乱
歩
は
書
い
た
の

か
。
そ
し
て
、
な
ぜ
、
わ
た
し
は
こ
こ
で
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
視
覚
性
の
失
調

に
陥
っ
た
作
品
を
と
り
あ
げ
た
の
か
。
当
時
の
「
エ
ロ
・
グ
ロ
」
と
「
ナ
ン
セ

ン
ス
」
の
関
係
に
つ
い
て
再
考
し
て
み
た
い
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

七
、
エ
ロ
・
グ
ロ
と
ナ
ン
セ
ン
ス
の
関
係

　

こ
れ
ま
で
「
エ
ロ
・
グ
ロ
」
と
「
ナ
ン
セ
ン
ス
」
の
関
係
が
ま
と
も
に
取
り

上
げ
ら
れ
た
こ
と
は
な
い
。
一
九
二
〇
年
代
後
半
か
ら
一
九
三
〇
年
代
前
半
に

か
け
て
の
日
本
の
大
衆
文
化
を
「
エ
ロ
・
グ
ロ
・
ナ
ン
セ
ン
ス
」
と
一
括
す
る

習
慣
が
長
く
つ
づ
い
て
き
た
か
ら
だ
。
ふ
つ
う
一
括
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い

て
、
そ
の
内
部
の
相
互
関
係
は
問
わ
れ
な
い
。

　

し
か
し
、「
エ
ロ
・
グ
ロ
」
と
「
ナ
ン
セ
ン
ス
」
は
、
当
時
は
、
ま
ず
は
別

物
だ
っ
た
（
40
）。
そ
れ
を
一
括
す
る
習
慣
が
顕
著
に
な
る
の
は
、
実
は
第
二
次
大
戦

後
の
こ
と
で
あ
る
。
真
面
目
な
左
翼
な
い
し
は
進
歩
的
文
化
人
た
ち
が
、「
エ

ロ
・
グ
ロ
」
も
「
ナ
ン
セ
ン
ス
」
も
、
く
だ
ら
な
い
も
の
と
し
て
一
括
し
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る
。「
エ
ロ
・
グ
ロ
」
に
も
軍
国
主
義
に
向
か
う
世
の
中
に
対

す
る
抵
抗
の
契
機
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
た
の
は
、
竹
内
好
く
ら
い

だ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
誰
も
「
エ
ロ
・
グ
ロ
」
と
「
ナ
ン
セ
ン
ス
」
の
関
係
な

ど
考
え
て
も
み
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
だ
。

　

フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
（fetishism

）
を
伴
う
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
（eroticism

）
や

グ
ロ
テ
ス
ク
リ
ィ
（grotesquery

）、
ま
た
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
（fantasy

）
や
ミ
ス

テ
リ
ー
へ
の
傾
斜
は
、
一
九
二
〇
年
代
後
半
か
ら
の
時
期
に
特
有
の
も
の
で
は

な
い
。
そ
れ
は
日
露
戦
争
後
に
顕
著
に
な
る
も
の
で
、
大
正
期
文
芸
の
い
た
る

と
こ
ろ
に
満
ち
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
映
画
の
影
響
や
変
態
心

理
へ
の
関
心
に
環
元
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

　

い
ま
、
そ
の
背
景
、
と
い
う
よ
り
根
方
に
着
目
し
て
み
る
。
そ
れ
は
、
た
と

え
ば
木
下
杢
太
郎
「
春
朝
」（
一
九
一
一
）
に
明
ら
か
だ
ろ
う
。

雨
の
降
る
春
の
朝
、

に
が
い
酸す
つ

ぱ
い
生
の
味
、

解
脱
も
な
ら
ぬ
苦
し
さ
は
、
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ど
う
せ
ま
ま
よ
と
、
巻
き
か
か
る
ふ
て
く
さ
れ
た
る
幻
影
の

か
の
波
頭
、
ビ
ヤ
ズ
レ
エ
、
ギ
ユ
ス
タ
ヴ
モ
ロ
オ
、
我
国
は

鶴
屋
南
北
、
喜
多
川
の

痛
ま
し
く
も
美
し
き
そ
の
妖
艶
の
神
の
す
む

海
の
底
へ
と
祈
願
す
る
（
41
）。

　

こ
こ
に
は
モ
ノ
ト
ー
ン
の
線
描
画
で
知
ら
れ
る
イ
ギ
リ
ス
の
ビ
ア
ズ
リ
ー

（A
ubrey V

incent B
eardsley, 1872–98

）、
先
に
紹
介
し
た
フ
ラ
ン
ス
象
徴
主
義

絵
画
の
巨
匠
、
モ
ロ
ー
、
そ
し
て
徳
川
後
期
の
歌
舞
伎
作
者
、
四
世
鶴
屋
南
北

（
一
七
五
五
│
一
八
二
九
）、
浮
世
絵
師
の
喜
多
川
歌
麿
（
一
七
五
三
│
一
八
〇
六
）

が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
怪
奇
妖
艶
な
美
術
や
演
劇
の
作
者
で
あ
る
。

そ
し
て
、
か
れ
ら
の
作
品
は
、
こ
こ
に
い
う
「
に
が
い
酸
ぱ
い
生
の
味
」
か
ら
、

詩
人
を
「
ふ
て
く
さ
れ
た
る
幻
影
」
の
世
界
へ
連
れ
出
し
て
く
れ
る
も
の
に
ほ

か
な
ら
な
い
。「
に
が
い
酸
ぱ
い
生
の
味
」
と
は
、
近
代
都
市
生
活
に
ま
と
い

つ
く
倦
怠
感
の
こ
と
で
あ
る
。

　

か
な
り
の
ち
の
こ
と
だ
が
、
江
戸
川
乱
歩
「
赤
い
部
屋
」（
一
九
二
五
）
の

主
人
公
、
法
律
に
ふ
れ
な
い
完
全
犯
罪
の
方
法
を
次
つ
ぎ
に
考
え
だ
し
て
は
実

行
に
移
し
て
い
る
彼
は
、
明
確
に
述
べ
て
い
る
。

私
と
い
う
人
間
は
、
不
思
議
な
ほ
ど
こ
の
世
の
中
が
つ
ま
ら
な
い
の
で
す
。

生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
も
う
も
う
退
屈
で
退
屈
で
し
よ
う
が
な
い

の
で
す
（
42
）

　

日
露
戦
争
後
、
民
衆
は
暴
動
の
季
節
を
迎
え
、
経
済
闘
争
が
激
化
し
、
階
級

社
会
観
が
ひ
ろ
ま
り
、
普
通
選
挙
法
の
実
現
へ
む
け
て
の
政
治
運
動
が
高
ま
り
、

政
党
政
治
が
実
現
す
る
。
い
わ
ゆ
る
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
波
で
あ
る
。
だ
が

他
方
、
日
露
戦
争
後
に
は
国
家
的
緊
張
が
ゆ
る
み
、
大
逆
事
件
に
幻
滅
し
た
知

識
人
の
あ
い
だ
に
何
と
は
な
し
の
倦
怠
感
が
ひ
ろ
が
っ
て
い
っ
た
こ
と
も
否
め

な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
倦
怠
感
は
学
生
の
あ
い
だ
に
も
お
よ
ぶ
。
彼
ら
が
一
九

二
〇
年
こ
ろ
か
ら
、
次
第
に
政
治
や
宗
教
活
動
に
の
め
り
こ
ん
で
ゆ
く
裏
側
に

も
倦
怠
感
が
張
り
つ
い
て
い
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
大
き
な
使

命
感
を
除
け
ば
、
こ
の
倦
怠
感
を
埋
め
あ
わ
せ
て
く
れ
る
の
は
知
的
な
好
奇
心

や
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
自
身
を
日
常
の
「
に
が
い
酸
ぱ
い
生
の
味
」
や
「
生
命

の
苦
痛
」
に
満
ち
た
世
界
か
ら
別
世
界
に
さ
ら
っ
て
く
れ
る
陶
酔
感
の
ほ
か
は

な
い
（
43
）。

　

こ
れ
が
江
戸
川
乱
歩
『
探
偵
小
説
四
十
年
』（
一
九
六
一
）
が
語
る
よ
う
に
、

谷
崎
潤
一
郎
、
佐
藤
春
夫
、
芥
川
龍
之
介
、
宇
野
浩
二
（
一
八
九
一
│
一
九
六

一
）
ら
が
探
偵
趣
味
あ
ふ
れ
る
小
説
を
書
い
て
い
た
こ
と
の
精
神
的
な
背
景
で

あ
る
。
陶
酔
を
求
め
る
欲
望
は
再
生
産
さ
れ
、
刺
戟
は
更
新
さ
れ
て
過
剰
に
陥

る
。
谷
崎
潤
一
郎
ひ
と
り
を
と
っ
て
見
て
も
、
サ
ド
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
や
フ
ェ
テ
ィ

シ
ズ
ム
や
同
性
愛
、「
人
魚
の
嘆
き
」（
一
九
一
七
）
の
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
・
フ
ァ

ン
タ
ジ
ー
、
ま
た
「
人
面
疽
」
に
出
て
く
る
人
の
顔
を
し
た
腫
瘍
の
グ
ロ
テ
ス

ク
リ
ィ
を
展
開
し
て
い
る
。
さ
す
が
に
谷
崎
潤
一
郎
は
カ
ニ
バ
リ
ズ
ム

（cannibalism

　

人
肉
嗜
食
）
ま
で
は
書
い
て
い
な
い
が
、
天
才
画
家
と
う
た
わ
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れ
、
短
歌
に
も
活
躍
し
た
村
山
槐
多
に
は
「
悪
魔
の
舌
」（『
槐
多
の
歌
へ
る
│

そ
の
後
』
一
九
二
一
所
収
）
と
い
う
小
説
が
あ
る
。
乱
歩
に
は
「
闇
に
蠢
く
」

が
あ
っ
た
。
い
わ
ば
こ
れ
ら
の
す
べ
て
が
江
戸
川
乱
歩
に
引
き
つ
が
れ
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
乱
歩
が
「
エ
ロ
・
グ
ロ
」
を
代
表
す
る
作
家
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て

き
た
わ
け
だ
（
44
）。

　

ナ
ン
セ
ン
ス
の
方
は
、
ま
ず
は
、
バ
ス
タ
ー
・
キ
ー
ト
ン
（B

uster K
eaton, 

1895–1966

）
が
演
じ
る“slapsticks ”
を
は
じ
め
と
す
る
ア
メ
リ
カ
の
喜
劇
映

画
に
代
表
さ
れ
る
と
考
え
て
よ
い
。
束
の
間
の
笑
い
に
、
世
の
憂
さ
を
忘
れ
さ

せ
て
く
れ
る
も
の
と
し
て
、
大
衆
に
好
ま
れ
た
。
そ
し
て
、
雑
誌
『
新
青
年
』

の
パ
ー
テ
ィ
ー
・
ジ
ョ
ー
ク
欄
な
ど
か
ら
、
ナ
ン
セ
ン
ス
・
コ
ン
ト
が
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ズ
ム
に
あ
ふ
れ
だ
し
て
ゆ
く
。
こ
の
流
行
は
一
九
三
七
年
夏
、
日
中
戦
争

が
本
格
化
し
、
一
挙
に
戦
時
ム
ー
ド
が
高
ま
る
と
き
ま
で
つ
づ
く
。

　
『
新
青
年
』
が
ナ
ン
セ
ン
ス
の
代
名
詞
の
よ
う
に
い
わ
れ
た
と
き
、
乱
歩
は
、

探
偵
小
説
の
論
理
性
や
藝
術
性
に
か
け
て
い
た
の
で
、
ナ
ン
セ
ン
ス
を
嫌
悪
し
、

背
を
向
け
た
。
し
か
し
、
乱
歩
は
必
ず
し
も
滑
稽
味
を
厭
う
作
家
で
は
な
か
っ

た
。
と
い
う
よ
り
、
滑
稽
味
に
は
敏
感
な
作
家
だ
っ
た
。
探
偵
小
説
の
デ
ビ
ュ

ー
作
、「
二
銭
銅
貨
」（
一
九
二
三
）
で
も
、
謎
解
き
が
終
わ
っ
た
の
ち
に
「
極

め
て
些
細
な
、
少
し
滑
稽
味
を
帯
び
た
、
ひ
と
つ
の
点
（
45
）」
に
気
を
く
ば
っ
て
い

る
。
こ
の
ク
ダ
リ
は
、
贋
札
の
包
み
が
印
刷
屋
の
片
隅
に
誰
に
も
気
づ
か
れ
ず

に
、
見
過
ご
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
が
、
作
家
に
都
合
よ
す
ぎ
る
の
で
、
こ

の
探
偵
小
説
の
欠
点
に
な
っ
て
い
る
と
読
者
に
指
摘
さ
せ
な
い
た
め
に
、
先
ま

わ
り
し
て
予
め
書
い
て
あ
る
の
だ
。
こ
ん
な
ふ
う
に
乱
歩
の
い
う
滑
稽
味
は
、

迂
闊
で
間
の
抜
け
た
こ
と
を
い
う
こ
と
が
多
い
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
愚
劣
な
行
為
に
は
「
ば
か
げ
た
」
が
用
い
ら
れ
る
。
す
で

に
引
用
し
た
と
こ
ろ
で
は
「
闇
に
蠢
く
」
の
中
で
、
お
蝶
が
ア
ト
リ
エ
の
絨
毯

の
上
で
遊
泳
の
真
似
を
す
る
場
面
に
「
そ
れ
に
し
て
も
、
彼
ら
は
、
ど
う
し
て

ま
あ
、
こ
ん
な
ば
か
げ
た
ま
ね
を
し
は
じ
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
、「
盲
獣
」
の
中
に
、
レ
ビ
ュ
ー
の
女
優
の
バ
ラ
バ
ラ
死
体
の
各
パ

ー
ツ
が
あ
ま
り
に
意
外
な
と
こ
ろ
で
発
見
さ
れ
る
こ
と
を
報
じ
る
新
聞
に
、
読

者
が
笑
い
出
す
こ
と
を
書
い
た
一
節
が
あ
る
。

あ
ん
ま
り
荒
唐
無
稽
で
、
か
え
っ
て
滑
稽
に
感
じ
ら
れ
た
か
ら
だ
（
46
）

　

こ
の
滑
稽
味
は
、
間
の
抜
け
た
こ
と
で
も
愚
劣
な
行
為
が
呼
び
お
こ
す
感
情

で
も
な
い
。
乱
歩
は
「
盲
獣
」
で
、
そ
ん
な
滑
稽
味
を
狙
っ
て
い
た
の
で
は
な

い
か
。「
盲
獣
」
の
「
エ
ロ
・
グ
ロ
」
の
オ
ン
パ
レ
ー
ド
、
オ
ブ
ジ
ェ
と
し
て

の
オ
ブ
ジ
ェ
の
氾
濫
は
、「
あ
ん
ま
り
荒
唐
無
稽
で
、
か
え
っ
て
滑
稽
に
感
じ

ら
れ
る
」
よ
う
な
読
み
味
を
狙
っ
た
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　

情
痴
も
臨
界
点
を
超
え
れ
ば
「
あ
ん
ま
り
荒
唐
無
稽
で
」、
ナ
ン
セ
ン
ス
に

突
き
抜
け
て
し
ま
う
。
谷
崎
潤
一
郎
「
青
塚
氏
の
話
」
で
、
映
画
監
督
の
遺
書

の
中
に
示
さ
れ
た
青
塚
氏
の
痴
態
は
、
ま
っ
た
く
ナ
ン
セ
ン
ス
で
は
な
い
か
。

　

か
つ
て
、「
か
に
か
く
に
祇
園
は
こ
ひ
し
寝
る
と
き
も
枕
の
下
を
水
の
な
が

る
る
」
な
ど
、
吉
井
勇
の
歌
集
『
酒
ほ
が
ひ
』（
一
九
一
〇
）
は
耽
美
頽
唐
、

酒
と
情
痴
の
世
界
を
流
麗
な
調
子
で
う
た
う
と
称
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
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こ
に
は
、
ど
す
黒
い
ほ
ど
の
自
嘲
が
は
り
つ
い
て
い
た
。
は
り
つ
い
て
い
る
か

ら
こ
そ
流
麗
に
流
麗
に
と
う
た
わ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
と
想
っ
て
み
る
べ

き
だ
ろ
う
。「
わ
れ
と
堕
ち
お
の
れ
と
耽
り
楽
欲
の
巷
を
出
ぬ
子
と
な
り
し
か

な
」「
す
て
ば
ち
の
身
を
た
は
れ
女
の
前
に
投
ぐ
わ
が
世
の
す
べ
て
終
わ
り
た

る
ご
と
（
47
）」。

　

こ
の
自
嘲
は
大
正
期
「
私
小
説
」
の
主
流
、「
情
痴
小
説
」
な
ど
と
呼
ば
れ

た
作
品
群
に
セ
ル
フ
パ
ロ
デ
ィ
と
な
っ
て
現
れ
て
い
た
。
そ
の
捨
て
鉢
の
極
み

が
質
屋
の
蔵
の
中
に
我
が
身
ま
で
預
け
て
し
ま
う
ほ
ど
の
ぐ
う
た
ら
ぶ
り
を
示

す
宇
野
浩
二
「
蔵
の
中
」（
一
九
一
九
）
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
セ
ル
フ
パ
ロ

デ
ィ
も
過
剰
す
ぎ
れ
ば
、
ナ
ン
セ
ン
ス
に
突
き
抜
け
る
。

　

谷
崎
潤
一
郎
も
最
初
期
の
「
幇
間
」（
一
九
一
一
）
な
ど
に
は
セ
ル
フ
パ
ロ

デ
ィ
を
見
せ
て
い
る
が
、
変
態
性
欲
へ
の
の
め
り
込
み
を
題
材
と
す
る
作
品
群

に
お
い
て
は
、
語
り
手
自
身
の
自
嘲
が
そ
れ
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。

多
く
の
場
合
、
小
説
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
語
り
手
の
敗
北
や
破
滅
に
運
ぶ
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
の
愚
か
さ
を
示
す
方
法
が
と
ら
れ
る
。

　

そ
れ
は
最
初
期
の
「
刺
青
」
で
は
、
支
配
と
被
支
配
の
逆
転
、
サ
ド
マ
ゾ
ヒ

ズ
ム
の
交
代
と
し
て
示
さ
れ
て
い
た
。
が
、「
刺
青
」
の
場
合
、
そ
れ
は

「『
愚
』
と
云
ふ
貴
い
徳
（
48
）」

が
活
き
て
い
た
時
代
の
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
日
露

戦
争
後
、
人
び
と
が
生
存
競
争
に
追
い
ま
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
世
相
に
た

い
す
る
批
判
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
し
か
し
、『
痴
人
の
愛
』
の
譲
治
が
、

い
か
に
ナ
オ
ミ
の
裸
体
の
パ
ー
ツ
に
宗
教
的
感
激
を
覚
え
よ
う
と
、「
青
塚
氏

の
話
」
の
青
塚
氏
が
理
想
の
女
体
を
不
変
性
と
普
遍
性
を
そ
な
え
た
神
に
似
た

観
念
と
し
て
語
ろ
う
と
、
そ
れ
ら
は
「『
愚
』
と
云
ふ
貴
い
徳
」
に
属
す
る
も

の
と
は
い
え
は
す
ま
い
。
む
し
ろ
、
過
剰
な
ほ
ど
の
意
味
付
与
と
し
て
、
ナ
ン

セ
ン
ス
の
方
に
通
路
を
開
い
て
い
る
。

　

そ
の
よ
う
な
し
く
み
も
江
戸
川
乱
歩
の
作
品
は
そ
な
え
て
い
る
。「
押
絵
と

旅
す
る
男
」
の
逆
転
に
つ
い
て
は
、
先
に
述
べ
て
お
い
た
。
押
絵
の
女
は
い
つ

ま
で
も
若
さ
と
美
し
さ
を
失
わ
な
い
の
に
、
そ
の
女
に
見
つ
め
ら
れ
る
男
は
齢

を
重
ね
、
年
齢
の
差
は
ひ
ら
い
て
ゆ
く
ば
か
り
。
女
へ
の
懸
想
が
深
け
れ
ば
深

い
だ
け
、
男
の
哀
れ
は
極
ま
り
な
い
。
が
、
も
し
、
そ
の
男
が
兄
で
は
な
く
、

押
絵
を
持
ち
運
ぶ
男
の
分
身
だ
っ
た
と
仮
定
す
る
な
ら
、
突
き
放
し
て
み
れ
ば
、

い
い
年
を
し
て
押
絵
の
人
形
を
大
事
に
持
ち
歩
く
男
も
、
人
形
と
年
の
差
が
ひ

ら
く
ば
か
り
と
い
う
嘆
き
も
、
ば
か
ば
か
し
い
に
も
ほ
ど
が
あ
る
と
い
う
も
の
。

度
は
ず
れ
た
ば
か
ば
か
し
さ
を
ナ
ン
セ
ン
ス
と
い
う
。

　

こ
れ
ら
倒
錯
者
の
悲
劇
に
お
わ
る
結
末
は
「
反
道
徳
的
な
行
い
は
必
ず
報
い

を
受
け
る
」
と
い
う
道
徳
律
を
表
向
き
だ
け
遵
守
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
も
見

え
る
。
乱
歩
が
「
盲
獣
」
で
、
盲
人
を
最
後
に
自
殺
さ
せ
た
の
は
、
さ
し
て
必

然
性
も
な
く
、
そ
の
気
味
が
多
分
に
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
ふ
つ
う
は
見
過

ご
す
よ
う
な
自
分
の
作
品
の
些
細
な
欠
点
を
埋
め
あ
わ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
ほ

ど
、
ま
た
、
み
ご
と
に
解
い
た
は
ず
の
謎
に
も
、
絶
え
ず
別
の
解
法
が
あ
る
か

も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
ほ
か
な
ら
ぬ
謎
解
き
探
偵
小
説
の
最
後
に
、
ほ

の
め
か
さ
な
く
て
は
い
ら
れ
な
い
ほ
ど
律
儀
で
凝
り
性
の
作
家
が
、
構
成
の
工

夫
も
な
く
、
た
だ
た
だ
「
エ
ロ
・
グ
ロ
」
を
、
オ
ブ
ジ
ェ
と
し
て
の
オ
ブ
ジ
ェ

を
ま
き
散
ら
す
だ
け
ま
き
散
ら
し
た
あ
げ
く
に
、
型
ど
お
り
に
お
さ
め
て
し
ま
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江戸川乱歩、眼の戦慄

う
の
は
投
げ
や
り
と
も
い
う
べ
き
で
、
本
人
の
つ
も
り
で
は
「
あ
ん
ま
り
荒
唐

無
稽
で
、
か
え
っ
て
滑
稽
に
感
じ
ら
れ
る
」
よ
う
な
調
子
を
狙
っ
た
展
開
に
あ

わ
せ
た
結
末
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

い
や
、
謎
に
つ
い
て
別
の
解
釈
を
残
す
よ
う
な
乱
歩
の
態
度
は
律
儀
と
い
う

だ
け
で
は
な
い
。
乱
歩
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
人
間
の
認
識
と
い
う

も
の
が
相
対
化
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
あ
た
か
も
「
真
相
は
藪
の
中
」
と
い

う
命
題
に
小
説
の
か
た
ち
を
与
え
る
か
の
よ
う
な
芥
川
龍
之
介
「
藪
の
中
」

（
一
九
二
二
）
に
、
す
で
に
示
さ
れ
て
い
た
も
の
を
、
乱
歩
が
ひ
き
つ
い
だ
も

の
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
相
対
主
義
も
過
剰
に
突
き
進
め
ば
、

こ
の
身
も
こ
の
世
も
不
条
理
と
い
う
観
念
、
す
な
わ
ち
ナ
ン
セ
ン
ス
へ
と
突
き

抜
け
る
し
か
な
い
。

　

た
だ
し
、
乱
歩
に
は
、
過
剰
な
相
対
主
義
を
、
こ
の
世
は
多
次
元
世
界
の
う

ち
の
一
次
元
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
観
念
に
ま
で
更
新
さ
せ
て
い
た
ふ
し
も
あ
る
。

「
う
つ
し
世
は
ゆ
め　

よ
る
の
夢
こ
そ　

ま
こ
と
」
と
い
う
こ
と
ば
も
、
わ
た

し
に
は
本
気
で
書
い
た
と
は
思
え
な
い
。「
よ
る
の
夢
も
ま
た
ゆ
め　

夢
の
中

の
夢
こ
そ　

そ
の
ま
た
夢
こ
そ　

ま
こ
と
」
で
も
よ
か
っ
た
は
ず
な
の
だ
。

八
、
映
画
的
視
覚
性
の
ゆ
く
え

　

一
九
二
〇
年
代
か
ら
の
ナ
ン
セ
ン
ス
の
流
行
に
は
、
も
う
ひ
と
つ
の
相
が
あ

る
。
ド
イ
ツ
表
現
主
義
の
映
画
『
カ
リ
ガ
リ
博
士
』（R

obert W
iene, D

as 

K
abinett des D

r. C
aligari, 1919,

日
本
公
開
一
九
二
一
）
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
、

存
在
の
不
安
と
自
我
の
壊
乱
と
混
沌
、
そ
し
て
崩
壊
の
開
示
。
夢
野
久
作
『
ド

グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』（
一
九
三
五
）
の
精
神
病
棟
が
『
カ
リ
ガ
リ
博
士
』
か
ら
借

り
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
だ
。

　

さ
ら
に
は
ダ
ダ
。
既
成
の
価
値
観
の
全
き
転
倒
。
再
三
指
摘
し
て
き
た
こ
と

だ
が
、
文
藝
の
ナ
ン
セ
ン
ス
に
は
、
既
成
の
価
値
観
を
脱
臼
さ
せ
る
、
す
な
わ

ち
日
常
秩
序
に
対
す
る
反
逆
の
意
味
を
も
つ
も
の
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
隠
喩

を
駆
使
し
た
文
体
で
、「
新
感
覚
派
」
と
い
う
名
称
が
与
え
ら
れ
た
き
っ
か
け

に
な
っ
た
横
光
利
一
「
頭
な
ら
び
に
腹
」（
一
九
二
三
）
は
、
列
車
事
故
で
パ

ニ
ッ
ク
状
態
に
陥
っ
た
群
衆
を
よ
そ
に
鼻
歌
を
歌
い
つ
づ
け
る
白
痴
の
少
年
が
、

最
後
に
は
い
わ
ば
勝
者
の
位
置
に
お
さ
ま
る
こ
と
を
書
い
た
も
の
だ
っ
た
し
、

梶
井
基
次
郎
「
檸
檬
」
は
、
あ
り
ふ
れ
た
一
個
の
レ
モ
ン
が
、
こ
の
世
の
「
総

て
の
善
い
も
の
、
美
し
い
も
の
」
に
匹
敵
す
る
と
感
じ
た
、
そ
の
価
値
観
の
倒

錯
し
た
瞬
間
を
、
五
官
の
そ
れ
ぞ
れ
の
状
態
を
組
み
合
わ
せ
再
構
成
し
て
み
せ

る
も
の
だ
っ
た
。

　

文
藝
の
ナ
ン
セ
ン
ス
に
は
視
覚
性
か
ら
遠
ざ
か
り
、
饒
舌
な
お
し
ゃ
べ
り
に

か
け
る
傾
向
も
み
え
る
。
横
光
利
一
「
機
械
」（
一
九
三
〇
）
は
、
メ
ッ
キ
工

場
に
勤
め
る
男
が
化
学
物
質
に
神
経
を
冒
さ
れ
、
同
じ
工
場
の
工
員
と

“slapsticks ”

さ
な
が
ら
に
格
闘
を
演
じ
た
り
、
殺
人
を
犯
し
た
か
ど
う
か
さ
え

あ
い
ま
い
に
な
っ
た
り
す
る
ほ
ど
の
意
識
の
状
態
を
、
さ
な
が
ら
内
側
か
ら
な

ぞ
る
文
体
を
創
出
し
た
。
ナ
ン
セ
ン
ス
の
極
み
と
も
い
う
べ
き
、
坂
口
安
吾

「
風
博
士
（
49
）」（

一
九
三
一
）
は
地
口
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

　

実
際
の
と
こ
ろ
、
劇
映
画
が
盛
ん
に
な
る
に
つ
れ
て
、
作
家
た
ち
は
描
写
の

真
迫
力
で
は
、
小
説
は
映
画
に
と
て
も
か
な
わ
な
い
と
感
じ
て
い
た
。
実
景
で
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も
幻
想
で
も
、
そ
の
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
乱
歩
が
「
盲
獣
」
で
触
覚
藝
術

な
ど
と
い
う
こ
と
を
考
え
だ
し
た
の
も
、
五
官
の
感
覚
へ
の
関
心
も
強
か
っ
た

に
ち
が
い
な
い
が
、
穿
っ
て
い
え
ば
、
映
画
へ
の
対
抗
と
い
う
気
持
が
働
い
て

い
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
し
て
、
一
九
三
六
年
、
高
見
順
は
「
描
写
の
後
に
寝
て
ゐ
ら
れ
な
い
」
と

宣
言
す
る
。
彼
が
転
向
左
翼
の
「
胸
の
も
だ
も
だ
」、
自
我
の
壊
乱
を
一
気
に

吐
き
出
す
饒
舌
体
を
駆
使
し
は
じ
め
た
背
後
に
も
、
映
画
の
描
写
の
力
が
ひ
た

ひ
た
と
迫
っ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。

　

し
か
し
、
ま
る
で
喋
る
よ
う
に
書
く
こ
と
は
、
こ
の
時
期
、
単
に
饒
舌
な
話

体
で
書
く
こ
と
を
超
え
て
し
ま
う
。
次
つ
ぎ
に
書
き
つ
け
る
こ
と
ば
を
対
象
化

し
、
そ
の
よ
う
に
語
る
己
れ
自
身
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
語
り
口
そ
の
も
の
に
つ

い
て
語
る
、
す
な
わ
ち
語
り
手
が
自
身
の
語
り
に
つ
い
て
語
る
「
語
り
の
自
己

言
及
」

│
落
語
な
ど
の
伝
統
話
芸
が
舞
台
ま
わ
し
に
用
い
、
戯
作
で
は
草
紙

地
の
一
種
と
し
て
為
永
春
水
ら
が
用
い
て
い
た

│
に
よ
っ
て
、
小
説
を
展
開

さ
せ
て
ゆ
く
ス
タ
イ
ル
が
生
み
だ
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
ま
る
で
、
小
説
が
己

れ
自
身
を
生
成
し
て
ゆ
く
か
の
よ
う
な
外
観
を
と
る
。
太
宰
治
「
道
化
の
華
」

（
一
九
三
五
年
五
月
）、
石
川
淳
「
佳
人
」（
同
年
一
〇
月
）。

　

大
江
春
泥
と
い
う
名
前
を
与
え
た
探
偵
小
説
作
家
の
作
品
と
し
て
、
乱
歩
自

ら
の
作
品
を
作
中
に
ち
り
ば
め
、
己
れ
の
過
去
を
総
括
す
る
よ
う
な
自
己
言
及

に
よ
っ
て
、
ト
リ
ッ
キ
ィ
な
言
葉
の
世
界
が
編
み
だ
さ
れ
て
ゆ
く
点
で
、「
陰

獣
」
は
、
そ
れ
を
先
取
り
し
て
い
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

江
戸
川
乱
歩
の
小
説
表
現
は
、
た
し
か
に
読
者
に
衝
撃
を
与
え
る
刺
戟
の
つ

よ
い
視
覚
性
を
も
つ
が
、
そ
れ
は
刺
戟
の
強
い
材
料
や
行
為
が
繰
り
ひ
ろ
げ
ら

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
お
り
、
望
遠
鏡
や
覗
き
カ
ラ
ク
リ
や
蜃
気
楼
の
不
思
議
や
、

鏡
や
縦
縞
や
ト
ロ
ン
プ
ル
イ
ユ
な
ど
の
錯
視
の
ト
リ
ッ
ク
も
、
大
小
の
題
材
と

し
て
織
り
込
ま
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
そ
の
文
体
は
、「
語
り
体
」
が
多
く
、

そ
こ
に
第
三
者
の
語
り
手
の
客
観
描
写
や
登
場
人
物
の
視
点
に
よ
る
情
景
描
写

な
ど
を
組
み
合
わ
せ
る
も
の
で
、
映
画
に
特
有
の
技
法
な
ど
は
思
い
の
ほ
か
導

入
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
視
覚
性
と
関
連
す
る
限
り
で
、「
闇
に
蠢
く
」

の
語
り
の
視
点
に
つ
い
て
ほ
ん
の
少
し
ふ
れ
た
が
、
実
の
と
こ
ろ
、
乱
歩
は
材

料
と
「
語
り
」
の
方
法
に
こ
そ
工
夫
を
凝
ら
す
作
家
だ
っ
た
。

　

谷
崎
潤
一
郎
は
、
古
び
た
よ
う
な
写
真
、
幾
枚
も
の
女
体
パ
ー
ツ
の
写
真
、

映
画
な
ど
の
視
覚
性
を
題
材
と
し
て
用
い
、
そ
し
て
、
文
章
の
運
び
に
は
、
カ

ッ
ト
割
り
の
技
法
を
ま
ぎ
れ
こ
ま
す
よ
う
に
し
て
用
い
て
い
た
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
結
論
は
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
そ
も
そ
も
小
説
は
、
イ
ン
ク
の

染
み
（
そ
の
視
覚
性
も
あ
る
が
、
本
稿
で
は
省
略
し
た
）
と
し
て
物
質
化
さ
れ
た

言
葉
か
ら
、
読
者
が
想
像
す
る
幻
想
の
世
界
で
あ
る
。
そ
の
世
界
に
お
け
る
視

覚
性
は
五
官
の
感
覚
に
訴
え
る
リ
ア
リ
ズ
ム
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
他
の
感
覚
性

と
の
比
較
も
必
要
に
な
る
。
江
戸
川
乱
歩
は
、
読
者
に
恐
怖
心
な
ど
を
引
き
起

こ
す
た
め
に
は
、
五
官
の
具
体
性
を
駆
使
す
る
作
家
で
あ
り
、
刺
戟
の
強
さ
は

視
覚
に
限
ら
な
い
。
そ
し
て
、
小
説
の
世
界
に
お
け
る
視
覚
性
は
、
描
か
れ
る

対
象
の
持
つ
視
覚
性
（
登
場
人
物
間
の
会
話
な
ど
に
も
読
者
の
視
覚
に
訴
え
る
表

現
が
現
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
）
と
、
書
き
方
に
お
け
る
視
覚
性
と
に
分

け
て
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
対
象
は
、
肉
眼
で
視
え
る
現
実
（
光
景
、
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物
体
や
人
体
）
と
想
像
や
幻
影
と
に
分
け
ら
れ
る
が
、
そ
の
ど
ち
ら
に
も
視
覚

的
表
現
（
絵
画
や
彫
刻
、
写
真
や
映
画
）
が
登
場
し
う
る
し
、
そ
れ
は
リ
ア
リ
テ

ィ
と
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
の
交
叉
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
乱
歩
の
作
品
に
し
ば

し
ば
登
場
す
る
レ
ン
ズ
仕
掛
け
の
器
具
は
、「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
に
お
け
る

望
遠
鏡
と
覗
き
カ
ラ
ク
リ
の
よ
う
に
、
そ
の
交
叉
を
巧
み
に
用
い
る
ト
リ
ッ
ク

が
際
立
っ
て
い
る
。「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
の
男
が
語
る
、
男
の
兄
が
懸
想
し

た
望
遠
鏡
の
中
の
女
人
は
、
兄
が
見
た
感
情
を
と
も
な
う
情
景
で
は
あ
る
が
、

読
者
に
は
男
が
そ
の
女
に
懸
想
し
た
こ
と
は
、
客
観
的
事
実

│
も
ち
ろ
ん
物

語
の
な
か
の

│
と
し
て
受
け
と
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
男
が
望
遠
鏡
の
中

の
兄
の
像
を
押
絵
の
中
に
封
じ
込
め
た
と
語
り
、
そ
の
兄
を
活
き
て
い
る
と
感

じ
て
い
る
の
は
、
彼
の
常
に
見
る
情
景
で
あ
る
が
、
読
者
に
と
っ
て
は
彼
の
幻

想
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
で
も
、
そ
の
よ
う
な
錯
覚
も
あ
り
う
る
と
思
わ
せ
る
と

こ
ろ
に
覗
き
カ
ラ
ク
リ
の
錯
視
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

他
方
、
小
説
の
書
か
れ
方
に
お
い
て
は
、
ひ
と
ま
ず
、
現
実
を
現
実
と
し
て

書
く
場
合
と
、
幻
想
を
幻
想
と
し
て
書
く
場
合
と
に
わ
け
ら
れ
る
が
、
そ
の
ど

ち
ら
に
も
真
迫
力
を
出
す
た
め
に
は
感
覚
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
が
必
要
と
さ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
読
者
に
は
現
実
と
思
わ
せ
て
お
い
て
、
実
は
幻
想
だ
っ
た
と
ひ
っ

く
り
返
す
こ
と
も
、
そ
の
逆
も
小
説
構
成
上
の
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。

乱
歩
「
盲
獣
」
に
お
け
る
三
人
の
未
亡
人
が
覗
き
見
を
し
、
盲
人
が
ゴ
ム
人
形

を
虐
殺
す
る
現
場
を
目
撃
し
、
し
か
し
、
実
際
は
人
間
が
虐
殺
さ
れ
た
の
だ
っ

た
と
明
か
す
ト
リ
ッ
ク
は
、
こ
れ
に
似
て
い
る
。

　

ま
た
、
現
実
と
幻
想
の
ど
ち
ら
に
も
、
語
り
手
に
よ
る
客
観
的
光
景
と
し
て

展
開
さ
れ
る
場
合
と
、
語
り
手
が
登
場
人
物
の
立
場
に
立
っ
て
、
彼
な
い
し
は

彼
女
の
視
る
情
景
を
展
開
す
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
語
り
手
の
立
場
の
転
換
に

映
画
の
カ
ッ
ト
割
り
の
技
法
が
か
か
わ
る
が
、
乱
歩
に
お
い
て
は
、
一
人
称
の

語
り
体
を
駆
使
す
る
割
に
は
、
こ
れ
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
一
人
称
の
語
り

手
の
ト
リ
ッ
ク
は
「
陰
獣
」
に
二
重
、
三
重
に
活
用
さ
れ
る
が
、
視
覚
性
を
論

じ
る
本
稿
の
主
題
か
ら
外
れ
る
。

　

要
す
る
に
、
小
説
表
現
に
お
け
る
視
覚
性
は
、
と
り
わ
け
「
語
り
」
の
方
法

に
意
識
的
な
作
家
の
そ
れ
は
、
絵
画
、
写
真
、
幻
燈
、
映
画
な
ど
の
様
ざ
ま
な

映
像
や
そ
の
表
現
技
法
を
取
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
豊
か
さ
を
増
す
。
し
か
し
、

そ
れ
は
多
彩
な
言
語
技
法
に
と
り
ま
ぜ
つ
つ
、
自
在
に
駆
使
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
そ
の
研
究
に
は
、
様
ざ
ま
な
映
像
表
現
と
そ
の
技
法
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ

ら
と
言
語
表
現
技
法
の
様
ざ
ま
が
、
い
か
に
組
み
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
か
を
分

析
す
る
こ
と
が
不
可
欠
と
な
る
。

　

語
り
が
自
ら
の
語
り
に
言
及
す
る
こ
と
で
小
説
を
運
ぶ
饒
舌
体
を
駆
使
し
た

作
家
に
つ
い
て
も
、
そ
の
表
現
の
視
覚
性
に
つ
い
て
述
べ
る
な
ら
、
映
画
の
技

法
と
は
決
し
て
無
縁
で
は
な
い
シ
ー
ン
を
描
く
こ
と
が
あ
る
。
が
、
そ
れ
も
映

画
的
技
法
に
特
定
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
。
最
後
に
、
そ
の
一
例
を
示
し
て
筆

を
お
く
こ
と
に
す
る
。

　

石
川
淳
が
敗
戦
後
の
闇
市
を
活
写
し
た
「
焼
跡
の
イ
エ
ス
」（
一
九
四
六
）

の
冒
頭
よ
り
第
二
パ
ラ
グ
ラ
フ
を
引
く
。
こ
こ
で
は
、
比
喩
と
し
て
用
い
ら
れ

た
蠅
が
「
ほ
ん
も
の
の
蠅
」
を
呼
び
出
し
、
そ
の
蠅
を
追
う
視
線
の
先
に
握
り

飯
が
現
れ
（
そ
の
蠅
を
追
っ
て
カ
メ
ラ
は
パ
ン
し
て
握
り
飯
を
映
し
）、
そ
の
視
線
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（
映
像
）
は
、
若
い
女
の
肉
づ
き
の
よ
い
肢
体
へ
と
移
っ
て
ゆ
く
。
つ
ま
り
、

語
り
手
の
欲
望
の
移
り
行
き
を
露
骨
に
示
す
こ
と
ば
の
運
動
を
、
カ
メ
ラ
の
動

き
に
な
ぞ
ら
え
て
示
し
て
み
る
こ
と
も
で
き
な
い
こ
と
は
な
い
と
い
う
く
ら
い

の
こ
と
だ
。
な
お
、
こ
こ
に
登
場
す
る
お
む
す
び
の
「
白
米
」
は
ア
メ
リ
カ
軍

占
領
下
に
非
合
法
で
流
通
し
た
闇
米
の
こ
と
で
あ
る
。

　

あ
や
し
げ
な
ト
タ
ン
板
の
上
に
ち
と
目
も
と
の
赤
く
な
つ
た
鰯
を
の
せ

て
ぢ
ゆ
う
ぢ
ゆ
う
と
焼
く
、
そ
の
い
や
な
油
の
、
胸
の
わ
る
く
な
る
に
ほ

ひ
が
い
つ
そ
露
骨
に
食
欲
を
あ
ふ
り
立
て
る
か
と
見
え
て
、
う
す
よ
ご
れ

の
し
た
人
間
が
蠅
の
や
う
に
た
か
つ
て
ゐ
る
屋
台
に
は
、
ほ
ん
も
の
の
蠅

は
か
へ
つ
て
火
の
あ
つ
さ
を
お
そ
れ
て
か
、
遠
巻
き
に
う
な
る
だ
け
で
ぢ

か
に
は
寄
つ
て
来
ず
、
魚
の
油
と
人
間
の
汗
と
の
悪
臭
が
流
れ
て
行
く
風

下
の
、
と
な
り
の
屋
台
の
は
う
へ
飛
ん
で
行
き
、
そ
こ
に
む
き
出
し
に
置

い
て
あ
る
黒
い
丸
い
も
の
の
上
に
、
む
ら
む
ら
と
、
ま
つ
く
ろ
に
か
た
ま

つ
て
止
ま
つ
て
ゐ
た
。

　

そ
の
屋
台
に
は
ち
よ
つ
と
客
が
と
ぎ
れ
た
て
い
で
、
売
手
の
ほ
か
に
は

た
れ
も
ゐ
な
か
つ
た
。
蠅
が
た
か
つ
て
ゐ
る
黒
い
丸
い
も
の
は
な
に
か
、

外
か
ら
ち
ら
と
見
た
の
で
は
何
と
も
知
れ
ぬ
恰
好
の
も
の
で
あ
つ
た
が
、

「
さ
あ
、
焚
き
た
て
の
、
あ
つ
た
か
い
お
む
す
び
だ
よ
。
白
米
の
お
む
す

び
が
一
箇
十
円
。
光
つ
た
ご
は
ん
だ
よ
。」
と
ど
な
つ
て
ゐ
る
の
を
聞
け

ば
、
そ
れ
は
に
ぎ
り
め
し
に
ち
が
ひ
な
い
の
だ
ら
う
。（
後
略（50
））

注（
１
）　
『
露
伴
全
集
』
第
一
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
二
、
九
頁
。

（
２
）　

鈴
木
貞
美
『
梶
井
基
次
郎
の
世
界
』（
作
品
社
、
二
〇
〇
一
）
第
五
章
四

節
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
３
）　

な
お
、
ポ
ー
の
作
品
群
に“picturesque ”

な
幻
影
が
し
ば
し
ば
登
場
す
る

こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
ア
ッ
シ
ャ
ー
家
の
崩
壊
」（T

he 

Fall of the H
ouse of U

sher, 1839

）
の
冒
頭
近
く
、
沼
地
に
映
る
ア
ッ
シ
ャ
ー

家
の
建
物
の
影
が
呼
び
起
こ
す
幻
想
な
ど
。

（
４
）　

鈴
木
貞
美
「
怪
奇
と
モ
ダ
ニ
テ
ィ
」（『
モ
ダ
ン
都
市
の
表
現
│
自
己
・
幻

想
・
女
性
』
白
地
社
、
一
九
九
二
、
一
〇
一
頁
）。
な
お
、
牧
野
信
一
（
一
八

九
六
│
一
九
三
六
）
は
、
幼
い
こ
ろ
の
思
い
出
と
し
て
、
自
宅
の
映
写
機
で
シ

ー
ツ
に
自
作
の
映
画
を
映
し
た
こ
と
を
短
篇
小
説
「
サ
ン
ニ
ー
・
サ
イ
ド
・
ハ

ウ
ス
」（
一
九
三
〇
）
に
書
い
て
い
る
。『
昭
和
文
学
研
究
』
第
一
八
集
「
特
集　

映
画
と
文
学
」（
一
九
八
九
、
九
頁
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
５
）　

本
稿
は
、
立
命
館
大
学
国
際
言
語
文
化
研
究
所
が
開
催
し
た
「
国
際
カ
ン

フ
ァ
レ
ン
ス
│
江
戸
川
乱
歩
」（
二
〇
〇
七
年
一
二
月
八
日
）
に
お
け
る
報
告

を
再
編
集
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
６
）　

明
治
期
に
は
人
文
学
を
意
味
す
る
広
義
の
「
文
学
」
に
対
し
て
言
語
藝
術

を
意
味
す
る
狭
義
の
「
文
学
」
す
な
わ
ち
「
美
文
学
」
な
い
し
「
純
文
学
」
の

語
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
「
大
衆
文
学
」
に
対
す
る
概

念
で
は
な
い
。
出
発
期
の
「
大
衆
文
学
」
は
、
菊
池
寛
ら
の
当
代
風
俗
小
説
を

「
文
壇
小
説
」
と
し
て
排
除
し
て
い
た
が
、
一
九
三
五
年
こ
ろ
、
ユ
ー
モ
ア
小
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説
な
ど
「
通
俗
も
の
」
も
あ
わ
せ
、
娯
楽
性
の
強
い
も
の
を
さ
す
ジ
ャ
ン
ル
名

と
し
て
定
着
し
て
ゆ
く
。
こ
れ
に
伴
い
、
都
市
大
衆
文
化
の
新
風
俗
を
題
材
に

と
る
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
作
家
た
ち
が
、
文
藝
雑
誌
『
新
潮
』
で
自
ら
の
流
派
の

名
と
し
て
「
純
文
学
」
と
名
乗
り
は
じ
め
、
一
定
の
ひ
ろ
が
り
を
も
つ
が
、
論

議
が
ま
と
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、「
純
文
学
」
の
名
は
、
戦
時
期
に
は
漠
然

と
、
藝
術
を
追
求
す
る
姿
勢
を
指
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。
戦
後
、
文
藝
雑
誌

は
「
純
文
学
」
と
「
中
間
小
説
」
の
二
種
に
分
か
れ
て
い
た
が
、
一
九
五
五
年

こ
ろ
よ
り
、
出
版
社
系
週
刊
誌
が
「
中
間
小
説
」
を
売
り
物
に
し
、「
純
文
学
」

が
危
機
に
瀕
し
た
こ
と
か
ら
文
壇
批
評
家
た
ち
が
「
純
文
学
変
質
論
争
」（
一

九
六
一
）
を
起
こ
し
、
そ
の
過
程
で
「
純
文
学
」
対
「
大
衆
文
学
」
ス
キ
ー
ム

が
定
着
し
て
ゆ
く
。
鈴
木
貞
美
『「
日
本
文
学
」
の
成
立
』（
作
品
社
、
二
〇
〇

九
、
第
二
章
三
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
７
）　

鈴
木
貞
美
『
梶
井
基
次
郎
の
世
界
』（
前
掲
書
）
六
〇
一
│
六
一
〇
頁
を

参
照
さ
れ
た
い
。

（
８
）　

鈴
木
貞
美
「
乱
歩
、『
新
青
年
』、
都
市
大
衆
文
化
」、
国
文
学　

解
釈
と

鑑
賞
別
冊
『
江
戸
川
乱
歩
と
大
衆
の
二
十
世
紀
』
六
二
│
七
九
頁
、
二
〇
〇
四

年
八
月

（
９
）　

同
前
、
一
六
九
頁
上
段

（
10
）　

稲
賀
繁
美
「
西
洋
舶
来
の
書
籍
情
報
と
徳
川
日
本
の
視
覚
文
化
の
変
貌

│
一
七
三
〇
年
代
か
ら
一
八
三
〇
年
代
に
か
け
て
」（『
日
本
研
究
』
第
三
一

集
、
二
〇
〇
五
秋
）
を
参
照
。

（
11
）　
「
明
治
美
術
小
史
」（『
太
陽
』
一
九
一
二
年
一
〇
月
、
臨
時
増
刊
「
明
治

聖
天
子
」）、
鈴
木
貞
美
「『
芸
術
』
概
念
の
形
成
、
象
徴
美
学
の
誕
生

│

『
わ
び
』『
さ
び
』『
幽
玄
』
前
史
」（
鈴
木
貞
美
・
岩
井
茂
樹
編
『
わ
び
・
さ

び
・
幽
玄

│
「
日
本
的
な
る
も
の
」
へ
の
道
程
』
水
声
社
、
二
〇
〇
六
）
を

参
照
さ
れ
た
い
。

（
12
）　“fine art ”

の
広
義
（liberal art

）、
中
義
（
藝
術
一
般
）、
狭
義
（
絵
画
・

彫
刻
）
の
う
ち
、
狭
義
が
定
着
す
る
の
は
一
九
一
〇
年
前
後
の
こ
と
。
北
澤
憲

昭
『
眼
の
神
殿
』（
美
術
出
版
社
、
一
九
八
九
）
第
二
章
三
節
「『
美
術
』
の
起

源
│
翻
訳
語
『
美
術
』
の
誕
生
」、
鈴
木
貞
美
「『
芸
術
』
概
念
の
形
成
、
象
徴

美
学
の
誕
生

│
『
わ
び
』『
さ
び
』『
幽
玄
』
前
史
」（
前
掲
書
）
を
参
照
。

（
13
）　
『
谷
崎
潤
一
郎
全
集
』
第
一
〇
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
六
七
、
二
二
五

頁
（
14
）　
『
江
戸
川
乱
歩
全
集
』
第
二
巻
、
講
談
社
、
一
九
七
九
、
一
五
九
頁

（
15
）　

鈴
木
貞
美
「『
風
流
仏
』
を
読
む
」、
井
波
律
子
・
井
上
章
一
編
『
幸
田
露

伴
の
世
界
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
九
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
16
）　

象
徴
主
義
絵
画
と
写
真
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、A

utour du sym
bolism

: 

P
hotographie et peinture au X

IX
e siècle

（B
ozar B

ooks by Fonds M
ercator 

&
 Palais des B

eaux-A
rts, B

russel, 2004

）
を
参
照
。

（
17
）　
『
谷
崎
潤
一
郎
全
集
』
第
一
〇
巻
、
前
掲
書
、
二
二
四
頁

（
18
）　

同
前
、
二
二
五
頁

（
19
）　
『
谷
崎
潤
一
郎
全
集
』
第
八
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
六
七
、
二
二
八
│

二
二
九
頁

（
20
）　
『
谷
崎
潤
一
郎
全
集
』
第
一
〇
巻
、
前
掲
書
、
六
四
二
頁
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（
21
）　

同
前
、
六
二
四
頁

（
22
）　

同
前
、
六
四
六
頁

（
23
）　

た
だ
し
、
谷
崎
潤
一
郎
は
、
狭
義
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
芸
が
好
ん
で
取
り
あ

げ
た
自
己
像
幻
視
の
現
象
は
扱
っ
て
い
な
い
。
自
己
像
幻
視
に
つ
い
て
は
、
鈴

木
貞
美
『
モ
ダ
ン
都
市
の
表
現
』（
前
掲
書
）
第
四
章
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
24
）　

鈴
木
貞
美
「『
陰
獣
』
論
」（『
解
釈
と
鑑
賞
』
一
九
九
四
年
一
二
月
号
）

を
参
照
。

（
25
）　

鈴
木
貞
美
「
堀
辰
雄
と
二
〇
世
紀
西
欧
文
学

│
コ
ク
ト
ー
の
影
を
ど
う

論
じ
る
か
」（『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
一
九
九
六
年
九
月
号
）
を
参
照
さ
れ
た

い
。

（
26
）　
『
梶
井
基
次
郎
全
集
』
第
二
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
九
、
四
一
五
頁
。

梶
井
基
次
郎
も
親
し
い
友
人
に
、
早
く
か
ら
映
画
批
評
に
活
躍
し
て
い
た
飯
島

正
が
お
り
、
映
画
の
表
現
手
法
を
熱
心
に
学
ん
だ
と
思
え
る
が
、
実
際
の
小
説

で
は
、
そ
の
表
現
が
映
画
の
手
法
の
導
入
で
あ
る
か
ど
う
か
、
判
然
と
し
な
い

こ
と
の
方
が
多
い
。

（
27
）　

モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
（m

ontage

）
も
ま
た
映
画
に
限
ら
な
い
。
写
真
に
も

“photo m
ontage ”

と
い
う
編
集
技
法
が
あ
る
。
絵
画
に
も“collage ”

が
あ
る
。

シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
が
好
ん
だ
異
質
な
も
の
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
享
受
者

を
驚
か
せ
る
効
果
を
狙
う
そ
れ
に
も
、
徳
川
時
代
の
遊
び
に
「
吹
き
寄
せ
」
の

技
法
が
先
行
し
て
い
る
。
ま
た
俳
諧
の
滑
稽
味
は
価
値
観
の
異
な
る
世
界
を
と

り
あ
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
。
二
〇
世
紀
初
頭
に
芭
蕉

俳
諧
を
象
徴
主
義
と
し
て
再
評
価
す
る
波
は
、
一
九
二
〇
年
代
に
は
短
歌
界
、

小
説
界
に
も
及
ん
だ
。
ま
た
第
一
次
大
戦
前
の
イ
ギ
リ
ス
・
イ
マ
ジ
ズ
ム

（im
agism

）
や
、
大
戦
後
の
フ
ラ
ン
ス
の
短
詩
型
運
動
、
エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
テ
イ

ン
の
フ
ィ
ル
ム
編
集
技
法
に
俳
句
の
影
響
が
う
か
が
わ
れ
る
こ
と
も
、
次
つ
ぎ

に
伝
え
ら
れ
、
俳
句
へ
の
関
心
を
か
き
た
て
た
の
で
あ
る
。
鈴
木
貞
美
「
芭
蕉

再
評
価
と
歌
壇

│
『
生
命
の
表
現
』
と
い
う
理
念
」（
鈴
木
貞
美
・
岩
井
茂

樹
編
『
わ
び
・
さ
び
・
幽
玄

│
「
日
本
的
な
る
も
の
」
へ
の
道
程
』
前
掲

書
）
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
28
）　

鈴
木
貞
美
『
梶
井
基
次
郎
の
世
界
』（
前
掲
書
）
六
一
一
頁
を
参
照
さ
れ

た
い
。

（
29
）　

北
川
冬
彦
ら
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
人
た
ち
が
好
ん
で
書
い
た
「
シ
ネ
・
ポ
エ

ム
」
な
ど
、
映
画
シ
ナ
リ
オ
に
触
発
さ
れ
た
文
藝
上
の
表
現
様
式
は
、
主
に
カ

ッ
ト
割
り
の
応
用
で
あ
る
。
小
説
で
は
い
わ
ゆ
る
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
期
の
川
端

康
成
（
一
八
九
九
│
一
九
七
二
）
や
横
光
利
一
（
一
八
九
八
│
一
九
四
七
）
が

視
線
の
切
り
替
え
を
意
識
的
に
行
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

（
30
）　
『
谷
崎
潤
一
郎
全
集
』
第
一
〇
巻
、
前
掲
書
、
二
七
│
二
九
頁

（
31
）　
『
江
戸
川
乱
歩
全
集
』
第
二
巻
、
前
掲
書
、
一
五
八
頁

（
32
）　

同
前
。

（
33
）　

同
前
、
一
五
九
頁

（
34
）　
『
江
戸
川
乱
歩
全
集
』
第
二
巻
、
前
掲
書
、
一
六
〇
頁
下
段

（
35
）　

同
前
、
一
六
一
頁
上
下
段

（
36
）　

こ
こ
で
は
、
語
り
手
が
第
三
者
の
立
場
か
ら
行
う
も
の
を
客
観
描
写
、
語

り
手
が
登
場
人
物
に
立
場
を
移
し
て
、
そ
の
視
点
で
行
う
描
写
を
情
景
描
写
と
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江戸川乱歩、眼の戦慄

使
い
分
け
て
い
る
。
情
景
は
主
観
的
な
描
写
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、

認
識
論
で
は
、
印
象
と
と
も
に
、
外
面
と
内
面
の
接
点
に
結
ば
れ
る
と
さ
れ
る
。

た
と
え
ば
「
涼
し
い
風
」
は
、
風
の
温
度
が
低
い
た
め
に
そ
う
感
じ
る
の
か
、

感
じ
手
の
体
温
が
高
い
た
め
に
そ
う
感
じ
る
の
か
は
、
そ
の
印
象
の
外
に
出
て

客
観
的
に
反
省
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
。
そ
の
印
象
に
対
す
る
感
想

も
、
そ
の
印
象
の
外
に
出
て
、
そ
れ
を
反
省
し
、
す
な
わ
ち
対
象
化
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
主
観
の
う
ち
に
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　

こ
れ
は
、
小
説
表
現
の
視
覚
性
が
絵
画
と
と
も
に
変
化
し
、
し
か
し
、
言
語

表
現
で
あ
る
ゆ
え
に
絵
画
と
は
異
な
る
変
化
を
生
み
だ
し
た
こ
と
と
深
く
関
係

す
る
。
パ
リ
を
訪
れ
た
ロ
シ
ア
人
作
家
、
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
外

光
派
絵
画
に
刺
戟
さ
れ
、
短
篇
集
『
猟
人
日
記
』（Ivan S

ergeevich Turgenev, 

Z
apiski okhotnika, 1847 –52

）
中
に
、
天
候
の
変
化
に
伴
う
野
外
の
光
景
の
変

化
を
書
い
た
。
外
光
派
の
油
絵
は
、
時
々
刻
々
変
わ
る
陽
射
と
競
争
し
な
が
ら

行
わ
れ
る
風
景
の
タ
イ
ム
リ
ー
・
ス
ケ
ッ
チ
に
彩
色
を
ほ
ど
こ
し
、
風
景
を
リ

ア
ル
に
再
現
し
た
よ
う
に
見
え
て
も
、
あ
る
一
瞬
の
記
憶
像
の
再
現

│
そ
れ

が
可
能
な
ら
ば

│
に
な
る
こ
と
に
対
し
て
、
文
章
が
時
間
に
よ
る
情
景
の
変

化
、
書
き
手
の
心
理
に
よ
る
印
象
の
変
化
を
書
い
て
し
ま
う
の
は
、
む
し
ろ
自

然
な
こ
と
だ
っ
た
。『
猟
人
日
記
』
中
、
そ
の
天
候
の
変
化
に
伴
う
野
外
の
光

景
が
移
り
ゆ
く
様
子
を
書
い
た
「
あ
ひ
ゞ
き
」
が
二
葉
亭
四
迷
に
よ
っ
て
翻
訳

（
一
八
八
八
）
さ
れ
、
そ
れ
を
学
ん
だ
人
び
と
が
、
さ
ら
に
フ
ラ
ン
ス
印
象
派

絵
画
の
刺
戟
を
受
け
て
、
自
然
の
情
景
が
時
間
に
よ
っ
て
変
化
す
る
様
子
を
描

き
は
じ
め
た
。
徳
冨
蘆
花
『
自
然
と
人
生
』（
一
九
〇
〇
）
や
国
木
田
独
歩

『
武
蔵
野
』（
一
九
〇
一
）
な
ど
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
ま
ず
は
、
た
だ
ひ
た
す
ら
、

印
象
を
書
き
と
め
る
こ
と
に
腐
心
し
た
。
徳
冨
蘆
花
は
文
語
体
で
、
そ
れ
を
行

い
、
印
象
に
は
「
た
り
」
や
「
ぬ
」、
感
想
に
は
「
な
り
」
な
ど
を
用
い
て
い

る
。

　
　

そ
し
て
、
そ
れ
は
表
現
者
た
ち
に
感
覚
や
意
識
へ
の
着
目
を
呼
び
起
こ
し
、

「
も
し
太
陽
が
緑
色
に
見
え
た
な
ら
、
緑
色
に
描
い
て
も
よ
い
」
と
い
う
高
村

光
太
郎
「
緑
色
の
太
陽
」（
一
九
一
〇
）
の
主
張
を
生
む
。
そ
れ
は
、
太
陽
は

赤
く
見
え
る
は
ず
だ
と
い
う
観
念
（
先
入
観
）
と
手
を
切
る
、
ま
さ
に
視
覚
性

の
視
覚
性
と
し
て
の
独
立
の
宣
言
だ
っ
た
。
表
現
概
念
に
も
「
対
象
物
の
再

現
」
や
「
内
面
の
表
出
」
か
ら
の
脱
却
を
促
し
、
文
藝
理
念
に
お
い
て
は
「
自

然
主
義
」
か
ら
象
徴
主
義
へ
の
移
行
が
は
じ
ま
る
。
日
本
に
お
け
る
文
芸
上
の

広
義
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
が
は
じ
ま
る
の
は
、
そ
こ
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
広

義
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
、
美
術
史
で
印
象
主
義
か
ら
象
徴
主
義
へ
の
動
き
を
モ
ダ

ニ
ズ
ム
と
す
る
立
場
に
対
応
す
る
。
や
が
て
、
そ
れ
は
斎
藤
茂
吉
「
短
歌
に
於

け
る
写
生
の
説
」（
一
九
二
〇
│
二
一
）
に
い
う
「
実
相
に
観
入
し
て
自
然
・

自
己
一
元
の
生
を
写
す
」
な
ど
の
命
題
に
端
的
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、「
生
命

の
象
徴
表
現
」
と
い
う
理
念
に
収
斂
し
て
ゆ
く
。
そ
し
て
、
そ
の
観
念
は
、
川

端
康
成
ら
い
わ
ゆ
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
作
家
た
ち
に
も
流
れ
込
ん
で
い
る
。

　
　

鈴
木
貞
美
「『
言
文
一
致
と
写
生
』
再
論

│
『
た
』
の
性
格
」（『
国
語
と

国
文
学
』
二
〇
〇
五
年
六
月
）、
同
前
掲
「『
芸
術
』
概
念
の
形
成
、
象
徴
美
学

の
誕
生

│
『
わ
び
』『
さ
び
』『
幽
玄
』
前
史
」（
前
掲
書
）、
同
『
生
命
観
の

探
究

│
重
層
す
る
危
機
の
な
か
で
』（
作
品
社
、
二
〇
〇
七
）
第
五
章
第
四
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節
「
藤
村
・
蘆
花
・
独
歩
│
自
然
の
『
生
命
』」
お
よ
び
第
七
章
、
第
八
章
を

参
照
さ
れ
た
い
。

（
37
）　
『
江
戸
川
乱
歩
全
集
』
第
六
巻
、
前
掲
書
、
九
一
頁

（
38
）　

同
前
、
九
八
頁

（
39
）　

中
島
河
太
郎
「
解
説
」、
同
前
、
二
九
二
頁

（
40
）　

紀
田
順
一
郎
「
都
市
の
闇
の
迷
宮
感
覚
」（
一
九
九
五
）
が
、
こ
れ
を
指

摘
し
た
。
た
だ
し
、
ま
っ
た
く
見
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
鈴
木
貞
美
『
梶
井
基

次
郎
の
世
界
』（
前
掲
書
）
一
三
五
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
41
）　
『
木
下
杢
太
郎
全
集
』
第
一
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
一
、
二
四
九
頁

（
42
）　
『
江
戸
川
乱
歩
全
集
』
第
一
巻
、
講
談
社
、
一
九
七
八
、
一
六
一
頁

（
43
）　

鈴
木
貞
美
『
生
命
観
の
探
究

│
重
層
す
る
危
機
の
な
か
で
』（
前
掲
書
）

第
八
章
「
大
正
生
命
主
義
の
文
芸
」
で
は
、
こ
れ
を
世
界
観
、
お
よ
び
表
現
観

に
お
け
る
生
命
主
義
の
観
点
か
ら
概
説
し
て
あ
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

（
44
）　

江
戸
川
乱
歩
の
世
界
に
も
登
場
し
な
い
異
様
な
性
愛
が
萩
原
朔
太
郎
の
詩

に
登
場
す
る
。「
恋
を
恋
す
る
人
」（
一
九
一
九
）
は
白
樺
に
口
づ
け
し
、
そ
し

て
抱
き
し
め
る
。
い
わ
ゆ
る
「
植
物
姦
」
で
あ
る
。

（
45
）　
『
江
戸
川
乱
歩
全
集
』
第
一
巻
、
前
掲
書
、
二
四
頁

（
46
）　
『
江
戸
川
乱
歩
全
集
』
第
六
巻
、
前
掲
書
、
六
三
頁

（
47
）　

鈴
木
貞
美
『
生
命
観
の
探
究

│
重
層
す
る
危
機
の
な
か
で
』（
前
掲
書
）

第
八
章
一
節
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
48
）　
『
谷
崎
潤
一
郎
全
集
』
第
一
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
六
六
、
六
三
頁

（
49
）　

鈴
木
貞
美
『
梶
井
基
次
郎
の
世
界
』（
前
掲
書
）
七
九
│
八
五
頁
な
ど
を

参
照
さ
れ
た
い
。

（
50
）　
『
石
川
淳
全
集
』
第
二
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
九
、
四
六
八
頁
。
な
お

引
用
に
際
し
て
は
旧
字
体
を
新
字
体
に
改
め
た
。





ix

SUMMARIES

strongly related not just to the kinds of images one finds in painting, photography, and stage performances, but 

also to the visual techniques of cinema. Edogawa Ranpo’s detective novels are well known for their visuality, 

both in their ability to call up images in readers’ minds and in their conscious use of tricks involving the sense 

of sight. This essay examines the use of visuality within Ranpo’s novels and its relationship to cinematic 

technique. It does so by comparing his writing to that of Tanizaki Jun’ichirō, another author who strongly 

influenced Ranpo around the time he began writing. Tanizaki himself clearly drew upon cinematic technique in 

his writing, but his deployment of visuality is somewhat different to Ranpo’s. By comparing the works of these 

writers, this essay attempts to locate the special characteristics of Ranpo’s own brand of visuality. At the same 

time, this essay will begin to reconsider the broader question of the relationship between the idea of “modernism” 
in the Japanese literary arts and the concept of “visuality.”
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Reconfiguring the Hierarchical Writing Style:

Deviant Kanbun in Official History and Gesaku Fiction

SATŌ Kazuki

(Nishogakusha University, Tokyo)

Key Words;    KŌHON KOKUSHI GAN, TŌKYŌ SHIN HANJŌ KI, OFFICIAL HISTORIES, POPULAR FICTION IN THE KANBUN WRITING STYLE, 

DEVIANT KANBUN, NARRATIVE STYLE

　　　Kanbun writing was long regarded as the apogee among writing styles, and even into the early Meiji 

period it continued to maintain its social and cultural significance. This paper deals with two books, both of 

which were written in the kanbun writing style. Tōkyō shin hanjō ki was one of the last best sellers of popular 

fiction, and the Kōhon kokushi gan was a by-product of a government project to publish a national history.

　　　Although writers like Shigeno Yasutsugu and Kume Kunitake tried to keep alive the tradition of writing 

official histories in kanbun, they recognized the need for a new writing style that better suited studies based on 

evidential historical research, and eventually they adopted a narrative style of kanbun writing. The narrative 

style was also used in novels and works of popular fiction, though it occupied an inferior position when 

compared to that of book forewords and epitaphs. In spite of the hierarchical ranking that the kanbun writing 

style enjoyed, both Shigeno and Kume were fascinated by the vivid descriptive histories found in the West.

　　　The reason that popular fiction in the kanbun writing style gained such a large readership was not only 

because it was an easily understood narrative style, like that of Hattori Sei’ichi’s Tōkyō shin hanjō ki, in which 

the author coined numerous words that paint a lively picture of Tokyo during the time of the Civilization and 

Enlightenment Reforms. But rather, even though Shigeno and Kume adopted a narrative style for writing 

official histories, unlike Hattori, they could not invent new words or place kana alongside Chinese characters to 

indicate the reading of characters, and that brought to an end the dry and monotonous writing style kanbun 

official histories epitomized. Tōkyō shin hanjō ki and the Kōhon kokushi gan are examples of the confusion and 

possibilities posed by narrative style of kanbun writing.

Edogawa Ranpo and the Shiverring of the Eye: On Visuality in Fiction

SUZUKI Sadami

(International Research Center for Japanese Studies)

Key Words;    VISUALITY, VISUAL IMAGE, VISUAL TECHNIQUES IN CINEMA, MODERNIST WRITING, DETECTIVE NOVELS, EDOGAWA 

RANPO, TANIZAKI JUN’ICHIRŌ

　　　The forms of visuality one encounters in the modernist writing of Japan of the 1920s and 1930s are 
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　　　Chiang Kai-shek lost his father at the age of eight, thus the only family he had was his mother. His 

reproduction of memories of his mother and of the military training in Japan in parallel shows how great was the 

impact of living abroad in Japan upon him.

　　　This article points up Chaing Kai-shek’s experiences as a member of the Takata Regiment in his early 

adulthood, and the five visits he paid to Japan as among the most profound influences on his life. As a young 

adult, studying aboard in Japan was what exposed him to modernization. His experience in Japan later in his 

adulthood inspired both his determination never to give up and his confidence that a Chinese Revolution would 

one day take place. Chaing Kai-shek viewed Japan as a model for China’s own modernization, and this was the 

reason why he was enthusiastic in encouraging his people to learn from Japan’s expertise.

Some thoughts Concerning the Selection of the Ise saikū,

the Vestal Virgin Serving at Ise Shrine.

ITAKURA Norie

(Joint Research Member, International Research Center for Japanese Studies, Kyoto)

Key words:   ISE SAIKŪ, KAMO SAIIN, PRINCE AND PRINCESS, HEIAN ERA, ŌKU PRINCESS, FUJIWARA HOKKE, BOKUJŌ, ISE SHRINE

　　　An emperor’s daughter or princess was always selected to serve as saikū at Ise jingū when the emperor 

ascended to the throne. These saikū were the Ise-resident vestal virgins. The saikū system is believed to have 

begun with emperor Tenmu’s daughter, Princess Ōku. There was thereafter an occasional hiatus, but the practice 

continued for 661 years until the selection of emperor Go Daigo’s daughter. Research into the Ise saikū has thus 

far focused on such institutional aspects as the creation of the saikū dormitory. Archaeological research and 

archival research have disclosed the location of key sites as well as the every day life of the saikū.

　　　Here my purpose is to shed new light on the saikū by clarifying the special characteristics of the women 

who were selected for that role. Specifically, I am concerned with two sets of questions:

　　　1) I apply a temporal approach to consider whether there were political considerations behind the 

selection of the saikū; and inquire into political motive. Here the main temporal focus is the Heian period, and I 

proceed in terms of four time periods: pre Heian (from Tenmu to Kōnin), early Heian (from Kanmu to 

Montoku), middle Heian (from Seiwa to Murakami), and late Heian (from Reizei to Go Reizei).

　　　2) I explore the Ise saikū from these six additional perspectives: a) blood relations between emperor and 

saikū, b) whether the saikū was first, second or third born, c) age of saikū at time of selection, d) family and 

status of saikū’s mother, e) saikū’s brothers, f) saikū’s maternal grandfathers.
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Georges Bigot and the Catholic Church in Mid Meiji:

The Anticlericalism of the French Inhabitants in Japan

YAMANASHI Atsushi

(School for Advanced Studies in Social Sciences, Paris)

Key Words;    GEORGES BIGOT, CARICATURE, ANTICLERICALISM, ROMAN CATHOLIC CHURCH, SOCIETY OF MARY, PARIS FOREIGN 

MISSION SOCIETY, FÉLIX EVRARD, SEPARATION OF CHURCH AND STATE, CONCESSION, REVUE FRANÇAISE DU JAPON

　　　This article deals with Georges Bigot’s anticlerical caricatures. Bigot (1860─1927) was a French painter 

who lived in Japan during the Meiji Era. In spite of the fact that his paintings are recognized nowadays as 

precious documents describing Japanese life and society of that time, his anticlerical caricatures have never 

before been studied. The present article analyzes the different elements of Bigot’s anticlerical caricatures, and 

analyzes both Bigot’s motivations as well as the reception of his work among the readers of his journals: Tôbaé 

(second series, n° 41, 1888) which attacks the Society of Mary that had just arrived in Japan to establish schools, 

and Le Potin (second series, n° 2─6, 1892) which attacks a missionary of the Paris Foreign Missions Society, 

Félix Evrard (1844─1919). A study of Bigot’s anticlericalism sheds new light on his life in Japan.

　　　As the tensions between Republicans and the Catholic Church intensified around the end of the 19th 

century under the Third Republic in France, as well as in Japan, some French inhabitants in European 

concessions developed strong anticlerical feelings. Before Bigot arrived in Japan, a French newspaper in 

Yokohama attacked the French missionaries as antipatriotic. In the same way, the anticlerical caricatures of 

Bigot criticized the religious French as antipatriotic or anti-Republican. The accusations Bigot directed at Father 

Evrard, an interpreter of the French Legation in Japan, shows the suspicions of certain French republicans who 

considered wrongly that Evrard dominated the French diplomats sent by the French Republic. On the other hand, 

Bigot’s anticlerical caricatures drew negative attention to the Catholic Church and the French Legation in Japan.

Chiang Kai-shek’s Personality and Japan’s Role in Its Formation

HUANG Tzu-chin

(Institute of Modern History, Academica Sinica, Taipei )

Key Words;   CHIANG KAI-SHEK, JAPAN, MODERN SINO-JAPANESE RELATIONS, PERSONALITY

　　　Throughout his life’s journey, Chiang Kai-shek was very fond of sharing his life experiences with people 

through his writing and public speaking. Most of all, he spoke of his relationship with his mother̶how she 

brought him up to become the man he is now̶as well as his military training in Niigata prefecture as a member 

of the Takata Regiment.
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On hōi hajime

KONDŌ Yoshikazu

(Visiting Professor, International Research Center for Japanese Studies, Kyoto)

Key Words;    EMPEROR, RETIRED EMPEROR, COSTUME, EBOSHI, HŌI (KARIGINU), KINGSHIP

　　　This article is a discussion of the ritual known as hōi hajime, regarding which there has been no research 

till now. The ritual involves the switch from emperor’s costume to the costume of a retired emperor.

　　　Section 1 summarizes the differences between the emperor’s costume and that of the retired emperor; 

this is the premise for the discussion that follows. Male noble costume required the wearing of kanmuri or 

eboshi headgear, and there was costume that accompanies each. Emperors only wore kanmuri and of all the 

costume that might accompany the kanmuri, they wore only the kanmuri nōshi, a combination of sokutai with 

hikinōshi. On the other hand, retired emperors like other courtiers also wore the costume that accompanied the 

eboshi. Representative of the costume that accompanied the eboshi is the hōi (kariginu). The hōi hajime was the 

ritual in which the emperor, for the first time since his or her abdication, donned eboshi and kariginu. Here I 

focus on the retired emperors (jōkō) from the reigns of Uda to Ōgimachi, and extract from historical records 

references to hōi hajime. I organize this material into historical periods in order to bring into relief the substance 

of this hōi hajime rite. Section 2 deals with the Heian period from Uda to Antoku, Section 3 with the Kamakura 

period from Gotoba to Kōgon and Section 4 focuses on Go Daigo to Ōgimachi in the aftermath of the North 

South court period.

　　　We shall see that the regents understood well the differences in court costume between emperor and 

retired emperor, but that it was only from the reigns of Takakura and Go Shirakawa that the act of the retired 

emperor donning hōi was first recognized. From the time of Go Saga in the Kamakura period the hōi hajime rite 

reached completion and acquired its place as one phase in the rituals of imperial abdication. In the North South 

court period, the Northern court inherited this practice. There were many exceptions to the rule in the 

Muromachi period and, of course, there were no retired emperors in the ensuing warring states period. The 

practice of hōi hajime then resumed in Edo Japan.

　　　Finally, I draw attention to the fact that hōi hajime was perfected in the time of Go Saga, when the 

offices of In tensō and In hyōjō ̶ institutions for managing the system of retired emperors ̶ were also created. 

It is thus possible to understand the establishment of hōi hajime as one stage in establishing the retired emperor 

system. The fact is that the hōi hajime rite took place in the Sentō gosho, the centre of the system with the tensō 

and hyōjō. From this fact we can surmise that hōi hajime was a rite to mark the commencement of retired 

emperor rule, and that it served through the medium of the costume known as hōi to give visible form to the 

transition from kingship by emperor to a new system of kingship.
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the Vestal Virgin Serving at Ise Shrine. ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 123
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